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はじめに

POLICYSTLTDYhTo.1 (1999年5月)において､先端科学技術と法的規制､特に生命

科学技術を対象として検討する理由と問題意識を ｢はじめに｣として記した｡すなわち､

当第 2調査研究グループとしては､<科学技術の人間 ･社会>の検討に当たっては既に様

々な検討を進めてきたし､.またこれから検討すべき課題は広範な分野にわたって存在して

いると考えるが､近年の科学技術をめぐる状況の変化にも配慮しつつ､特に当面取り上げ

るべき主題として､現在現実に問題が生じているか､ないしごく近い将来問題が生ずるこ

とが予測される技術であって､早急な回答を求められている分野 ･事項について検討を進

めることにした｡

簡略なものであるが､当調査研究グループの2年間の調査研究活動のうち1年半分はこ

の考え方の整理のために当てられ､POLICYSTUDYN0.1はこの方針のもとで4ケ月余で執

筆されたものであった｡この事前の調査により目標を明確に設定したためにPOLICYSTUDY

N0.1は極めて短時間にまとめることができたと考えるOまたこのPOLICYSTUDYN0.1に先立

つ調査は､今後の当調査研究グルーブの今後の展開の方向の基礎となって行くものとも考

えている｡特にこの事前調査に当たっては､多くの学識者から講演や議論の場の設定にご

協力いただき､調査に当たっての背景をより深いものとすることができたと考えている｡

この ｢科学技術と人間 ･社会との関わりについての検討課題 (調査資料 No.62)｣は､

POLICYSTUDYN0.1では必ずしも十分に述べきれなかった点 (特に科学技術と人間 ･社会に

関する一般的な考察)について､調査資料としてまとめたものである｡内容は､2章構成

としている｡まず､科学技術と人間社会の調査研究に当たって､現在の学問の趨勢や水準､

方向性をわきまえておくことが重要であり､その意味で特に欧米で (最近では日本でも)

関心の深まっているSTSを中心に必要な調査研究を行った｡これが第 1章である｡これ

を踏まえて､当調査研究グループのテーマを､必ずしも政策研の過去の研究テーマにとら

われず白地の立場から検討し直し､新しいテーマ発掘を行うこととし､そのための当調査

研究グループの新しいアプローチの仕方を検討したものである｡これが第 2章である｡特

に､科学技術行政への反映を意識してより実践的なテーマに取り組むこととした｡

内容は以下にまとめてあるが､併せて､この調査研究に当たって講演 ･討論をいただい

た学識者の方々の発言を採録させていただくこととした (原則として講演録､一部レジュ

メ)O本文では､当調査研究グルーブとしてこれらの触発を受けて独自の考え方を提示し

ているところも多い｡講演の一々は学識者の深い背景に基づきそれ自身で完結した論旨と

結論を持ち､したがって当調査研究グループの調査資料本文がこれら講演のまとめとなっ

ているものではなく､直接講演録を読まれることに大きな価値があると考える｡付録第 1

部は1997年 8月から11月にかけて､ 10人の専門家の方々から科学技術と人間 ･社

会のいわば総論的な内容を中心にお話しいただいている｡付録第2部は 1998年 6月か

ら1999年2月にかけて､9人の専門家の方々から科学技術の各分野や個別の施策につ

いて踏み込んだお話をいただいている｡

この調査資料が､既に発行したPOLICYSTUDY.V0.1と併せて科学技術と人間 ･社会に関

する検討の材料となることを期待している｡
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最後になったが､員重なご講演をいただいた皆様に深く感謝申し上げたい｡

また､当研究所においては､上原哲前総務研究官､平野千博岩手県立大学教授 (第二調

査研究グループ客員研究官)､藤垣裕子主任研究官､西村良弘日本原子力研究所ワシント

ン事務所所長代理 (海外特別研究員)､その他多数の方々からご意見をいただいた｡この

場を借りて､あわせて心より感謝申し上げたい｡
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第 1章 科学技術と人間 ･社会に関する研究の現状 -sTS研究等を中心に

(1)科学技術と人間 ･社会の関わりのあり方の変化

ここでは､まず科学技術と社会に関する研究 (STS)が注目されるに至った前提とし

て､第二次世界大戦後､今日に至るまでの欧米及び我が国における科学技術と社会との関

わりの変化を簡単にたどることとする｡

①欧米の動向

(ア)終戦から1950年代まで

第二次世界大戦中のマンハッタン計画により生み出された原子爆弾による広島 ･長崎の

惨禍などから､一部には科学技術者の社会的責任についての自覚が芽生えつつあったもの

の､大戦での連合国軍の勝利は,科学技術を動員しての武器等の開発に支えられたとの認

識から､大戦後においては科学技術コミュニティに対する信頼感は厚く､豊かな生活を実

現するものとしての科学技術への期待感が大であった｡

第二次世界大戦中の米国においては､科学技術動員の組織が作られ､その中心となった

のがヴァネヴァ一 ･ブッシュであった｡ブッシュは､自ら卓越した科学者であり､兵器の

研究開発に当たって､それを率先していくのは科学者､技術者自身であるとの認識の下､

大統領府直属の科学研究開発局を率い､レーダー等の軍用機器､軍事兵器を開発した｡彼

は､1945年 7月に ｢科学一果てしなきフロンティア｣と題する報告書を出し､この中

で国による基礎研究振興の重要性を指摘し､そのための機関の創設を主張しており､その

後の議論の末､1950年に全米科学財団 (NSF)が設立されるに至った｡ブッシュの

発想は､優れた科学者こそが研究開発の中心になり､その在り方を決めるべきであるとい

うものであり､この発想が､第二次世界大戦での成功による社会の中での科学者の地位の

向上､社会の科学者に対する期待と信頼に支えられ､第二次世界大戦後の米国の科学技術

推進の出発点となった｡このような状況下で､大戦後の米国においては､科学技術投資に

おける国の役割が増大し､軍事研究､基礎研究等への国家資金の投入が進むこととなる｡

他方､ 1950年代から1960年代にかけての欧州では､EURATOM(ヨーロッパ原子力

共同体)による原子力エネルギー開発に代表されるように､大規模研究開発を欧州諸国の

協力の下に進める動きが特徴的であった｡

(イ)1960年代から1970年代

1960年代に入ると状況は変化し､一方では科学技術の一層の進展が続くと同時に､

他方では 1962年に出されたレイチェル ･カーソンによる ｢沈黙の春｣に象徴される環

境問題への社会的関心と､ベトナム戦争への反対の動きが徐々に高まりを見せた｡問題と

なったものは有害な化学的廃棄物､原油の海洋流出､枯葉剤散布､対人爆弾等といった科

学技術利用の成果であると考えられ,社会の中でこれら多くの問題が先端科学技術や科学

技術者の責任であるとの見方も生じた｡

この間の社会全般の動きを見ると､ 1960年代から1970年代初めにかけて､さま

応も行われ､ 1969年の環境政策法により開発計画を進める前に環境への影響評価を行
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うことが求められ､さらに1972年のテクノロジー ･アセスメント法により､議会にテ

クノロジー ･アセスメント局 (OTA)が設置され､技術適用の物理学的､生物学的影響

に関する公正な情報を議会に提供し､政策判断の参考に資することとされた｡1973年

の石油危機の経験から､エネルギー問題に関し､風力､水力､太陽熱等による発電の必要

性についての議論も起こり､環境問題と同時にエネルギー問題への対応に迫られ､第三世

界諸国も含め,適正な技術についての議論が進められ､科学技術と社会を巡る問題が政府

の重要関心事項となった｡

また､1970年代の欧州では､欧州統合の危機の影響により､欧州内の新たな科学技

術政策策定のための試みはなされたものの､結果的には明確な全体計画を欠くこととなっ

たO

(ウ)1980年代以降

1980年代前半においては､社会の中で科学技術に対する反対はあまり見られず､む

しろ再評価される傾向にあり､日本やアジア新興工業諸国からの挑戦をうけて下降した米

国の経済状況の回復のために､科学技術は重要な役割を果たすものと考えられた｡このよ

うな科学技術振興の雰囲気の中にあっても､同時にレーガン政権の戦略防衛構想(SDI)､

人工心臓移植等を契機として､大学内外でも活発な議論が続けられた0

1980年代半ば以降には､科学技術についての公衆理解増進のための科学技術リテラ

シーが今日の参加型民主主義の実現に向けての前提条件として重要なものと考えられるよ

うになった点､アメリカの社会における数学その他科学教育レベルの低下が将来における

アメリカの経済的競争力の進展を阻害するものと捉えられた点の2点が特徴的であった｡

また､1980年代から1990年代を通じて､科学技術に対して競争力強化の役割が

期待されたが､1990年代に入ると冷戦終結により､連邦政府の国防予算が削減された

ことから､基礎物理学等の研究予算の減少が見られた｡1993年には､1987年にレ

ーガン大統領が建設を宣言したSSC (超伝導超大型粒子加速器)が､巨額の建設費等に

関しての議会での議論を経て計画中止となるなどの動きもあった｡

他方､ライフサイエンス分野の予算については､1990年代半ばには研究開発予算削

減の影響を受けたたものの､他分野に比べ概ね順調な増額が続いている0

1980年代から1990年代の欧州においても､科学技術による産業競争力強化が意

識された｡欧州統合の下での産業技術革新が目指され､特に情報通信､バイオテクノロジ

ーなどの分野で､欧州の競争力を高める政策が進められた｡さらに､1990年代後半に

入ると､科学技術政策は問題解決指向となり､競争力強化のみを意識するのでなく､公共

政策との融合を図るなどの動きがみられるようになった｡

② 日本の動向

(ア)終戦から1950年代

第二次世界大戦後､欧米で科学技術は国の経済や社会的発展を支えるものと考えられた

のに対して､我が国においては､科学技術力が不足していたとの認識の下､国の経済復興､

自立のための科学技術振興が唱えられ､科学技術によって国を再建しようと期待がかけら

れた｡戦後当初は､生活を支える必要性から､まず食糧増産､保健衛生の確保が重視され
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ると同時に､欧米から立ち遅れた我がEgの科学技術水準を国際的レベルに引き上げるため

の技術導入が進められた｡

さらに､科学研究のための新たな組織として､1949年に人文科学及び自然科学にま

たがり､我が国の学者の意見を代表する場としての日本学術会議が設立されたほか､我が

国における自主技術開発推進等を目指す行政組織として 1956年に科学技術庁が､科学

技術に関する総合的な施策立案等のために1959年に科学技術会議が創設され､国の科

学技術推進体制が次第に整っていった｡

メディアにおける科学技術の扱いについては､1949年の湯川秀樹ノーベル賞受賞が

大きく報道された他､1950年代に入ると､1953年の米国の原子力平和利用への取

り組みの提案の後､我が国でも原子力平和利用を考えるべきではないかとの気運が高まり､

大型の原子力予算が組まれるなど､原子力問題が社会的関心を集めたほか､1957年の

ソ連の人工衛星スプー トニクの打ち上げ成功が世界で報道された｡

1950年代においては､社会が科学技術に前向きな関心を抱き､科学技術の発展が我

が国の復興､発展を支えるものとして捉えられていたといえる｡

(イ)1960年代

1960年代においては､1950年代以来の科学技術による経済発展が一層進められ､

1950年代における主として米国からの技術導入は､1960年代の高度成長の基礎と

なり､さらにこれを踏まえた技術革新､自主技術開発が行われた｡

1960年には科学技術会議第 1号答申 ｢10年後を目標とする科学技術振興の総合的

基本方策について｣が出され､この中で､科学技術水準の全般的向上､欧米先進国との格

差縮小が冒標とされ､その実現のため経済成長を支える研究者等の資質の向上と量の拡大

が提言された｡これを受けて､国においては原子力､宇宙開発などの大型プロジェクト推

進に着手するに至り､また理工系学生の増員計画など科学技術に携わる人材の要請に力を

注いだ｡民間企業においても､1950年代後半から1960年代にかけて中央研究所設

立が相次いだ｡

しかしながら､同時にこの間､経済の急速な成長に伴い､公害､自然環境破壊､都市化

の進行に伴う過密､過疎等のさまざまな社会問題が発生しており､国においても､

1967年には公害対策基本法を制定するなど､諸問題への対応策を講じはじめていた｡

マスメディアにおいても､1969年のアポロ11号月上陸は､大イベントとしてテレ

ビ中継され､米国､ソ連からの宇宙報道が一つの中心を成すなど､1950年代後半から

1960年代にかけて､マスメディアは科学技術のブラス面を報道してきたが､他方､水

俣病を始めとする公害問題は､60年代を通じて徐々に報道対象として大きくなっていっ

た｡1969年までに､食品添加物問題､薬害､農薬問題､大気汚染等の公害問題など､

後年社会問題となるほとんどのタイプの問題がなんらかの形で報道対象となっており､こ

れが 1970年代に引き継がれていくこととなる｡

(ウ)1970年代

1970年代に入ると､1960年代の高度成長に伴って生じた公害問題等への対応が

一層求められるようになり､経済の側面でも､1973年の第--一次石油危機､さらに

-5-



1979年の第二次石油危機が起こり､エネルギー問題への対応が政策課題として注目さ

れることとなった｡

国においても､1971年の科学技術会議第 5号答申 ｢1970年代における総合的科

学技術政策の基本について｣の中で､このような変化への対応を意図し､テクノロジーア

セスメントの重要性が認識され､これまでのハー ドな研究開発路線と異なるソフトサイエ

ンスの積極的開拓､研究開発の目的指向化等が基本的考え方として示された｡また､生命

現象のメカニズムを解明し､人間生活に関する諸問題の解決に役立てようとするライフサ

イエンス研究の重要性が､1960年代後半から注目を集めていたが､この答申の中でも､

重点を置いて取り組むべきものとして掲げられ､国によりその推進が図られた｡

さらに､1977年の科学技術会議第6号答申 ｢長期的展望に立った総合的科学技術政

策の基本について｣の中では､社会と科学技術の調和の重要性が指摘されたほか､危機､

変化への対応力の増強､複雑化への総合的対処､グローバルかつ長期的視点の必要性が示

された｡

1970年代に進展した科学技術分野としては､ライフサイエンスのほか､エレクトロ

ニクスとこれを活用した情報化があげられる｡特に､コンピュータ､半導体､通信の技術

の進歩は著しく､ 1980年代以降の情報化社会の進展を支える基盤となった｡

以上のように､1970年代においては､一方で､科学技術の生み出した社会問題を契

機に､社会の科学技術についての認識､取り組みが大きな変換点を迎えた｡このことは科

学技術会議の答申での ｢科学技術｣の語の用いられ方についての分析によっても実証的に

示されており､1960年代には ｢科学技術｣は主として ｢進歩｣などの語と共に語られ

たのに対して､1970年代から1980年代にはいると ｢社会｣や ｢人間｣の語と共に

語られる頻度が多くなっている｡ (藤垣裕子 ･永田晃也 ｢科学技術政策コンセプトの進化

プロセスに関する研究｣ScienceandPublicPolicy,γol.26,No.6,1998)

またこの間､他方では､1980年代以降のハイテク産業の発展を支える新たな科学技

術､主にライフサイエンスと情報科学技術が成長してきたということができる｡

(エ)1980年代以降

1980年代に入ると､我が国の科学技術水準の向上等を背景に､創造的科学技術､基

礎的研究への取り組みの重要性が意識され､科学技術創造立国が目指されると同時に､国

際社会 ･経済の中での我が国の地位の向上から､国際貢献への積極的な努力をすべきとの

認識が強まった｡

1984年の科学技術会議第 11号答申 ｢新たな情勢変化に対応し､長期的展望に立っ

た科学技術振興の総合的基本方策について｣においては､このような状況を踏まえ､基礎

的研究 ･研究基盤の強化､国際的視点と水準での研究開発を目指すべきことを新たなモチ

ーフとした他､人間性を加味した科学技術の再構築の必要性を指摘し､創造性豊かな科学

技術の推進､国際社会の発展への貢献とならび､科学技術と人間 ･社会との調和が基本的

な考え方として示されるようになった｡

研究開発分野としては､コンピュータ等の情報通信技術開発と市場拡大がめざましく､

マルチメディア化､社会の情報化が進展したほか､医療技術等のライフサイエンス分野の

研究が進み､また､1980年代後半から1990年代にかけて､地球温暖化等の地球環

-6-



境問題への関心が高まり､問題解明に向けての研究開発と同時に､国際的な枠組み作 りが

進められた｡

年代半ば以降には､科学技術に関わる社会的事件が発生し､薬害エイズ問題､高速増殖炉

｢もんじゅ｣をめぐる問題等は､科学技術行政に対する国民の信頼感に大きな影響を与え､

阪神 ･淡路大震災での現代的建築物の崩壊は､科学技術への依存をゆるがせ､オウム真理

教によるサリン事件も､科学技術や科学技術者に関してマイナスのイメージを与えたもの

と考えられる｡

また､情報化の急速な進捗は､利便を提供すると同時に､国民の間の情報格差やテクノ

ストレス等の心身への悪影響､プライバシー侵害等のシステム悪用などの弊害も生み､こ

の他遺伝子工学､臓器移植技術等を含むライフサイエンス研究の進展は､科学的安全性の

みならず､人間が生命にどこまで手を加えてよいのかといった倫理的､社会的問題を含み､

科学技術会議において､これらの問題が議論されているほか､地球温暖化のような世界規

模の問題への具体的取り組みについて､本格的な国際間の議論が行われているOいずれの

問題についても､科学技術の専門化 ･細分化が進み､簡単には解決に向けての判断が下せ

ず､また､解決のためには科学技術のさまざまな分野の知見､手法に加え､社会科学的視

点も結集した新たな対応が求められるものであり､マスコミにおいても､科学技術と社会

との関わりを問題とすべきとの論調も兄いだされる｡これからの科学者のあり方として､

他分野の科学者､政策立案者､一般の人々などと共同作業を行い､開いた学術を作る必要

があり､社会の大きな流れについて十分な見通しをもって､専門分野の統合や新しい領域

の生成のために貢献すべきであり､総合的､僻轍的視点をもった取り組みが求められると

の指摘もある｡

当調査研究グループの協力により､1998年 10月に総理府による ｢将来の科学技術

に関する世論調査｣が行われ､科学技術の発達についてのイメージとして､ ｢個人個人の

生活の楽しみ｣について､向上したと答えた者の割合が69.7%､ ｢物の豊かさ｣について､

向上したと答えた者の割合が76.3%であるなど､科学技術により生活が向上したとの印象を

持つものが多く存在した｡他方､科学技術の発達に伴う課題として､ ｢科学技術の進歩が

速すぎるため､自分がそれについていけなくなる｣と思う者が56.5%､ ｢科学技術が悪用さ

れたり､誤って使われたりする危険性が増える｣と思う者の割合が63.4%であるといったよ

うに､科学技術に対する不安感も同時に存在している｡

また､科学技術の発達のプラス面とマイナス面のどちらが多いと思うかについての問い

に対して､平成 7年の調査では､ ｢プラス面が多い｣､ ｢両方同じくらいである｣､ ｢マ

イナス面が多い｣のそれぞれが､52.7%､31.4%､6.3%であったのに対して､今回平成 10

年の調査では､それぞれ､57.7%､26.8%､10.7%となり､両方同じくらいと答えた者の割合

が減り､いわば両極分化する方向への推移が見受けられる｡

このような流れの中で､科学技術と人間 ･社会との関わりの在り方が意識され､学問的

対象としても注目されるようになったものと考えられる｡

【参考文献】

中山茂 『科学技術の戦後史』1995､岩波新書
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科学技術庁 『平成 7年版科学技術白書 一戦後 50年の科学技術-』1995

A.H.Teich,̀TrendsandProspectsforR&DFundingintheUnitedStates'1999,AAAS

海外科学技術調査会編､ (財)未来工学研究所作成 ｢海外科学技術政策｣1999年2月
I

P.Caracostas,U.Muldur,̀Soclety,TheEndlessFrontier,1997,European

Commission

S.Dresner.etal.-EuropeanRTDNetworksandPolicyOptionsinaKnowledge
I

BasedEconomy:StructureandDynamicsofEuropeanRTDPolicies,1999
I

Y.Fujigaki,A.Nagata,̀ConceptEvolutioninScienceandtechnologyPolicy,1998.

ScienceandPublicPolicy,γol.26.No.6

若松征男編 『科学とメディア』 1993､悠思社

T.Morris-Suzuki,'TheTechnologicalTransformationofJapan,Fromthe

SeventeenthtotheTwenty-firstCentury,1994,CambridgeUniversityPress

Kleinman,̀PoliticsontheEndlessFrontier,1995,DukeUnlVerSityPress

調麻佐志他編 『科学技術時代への処方等』1997､北樹出版

総理府 ･内閣総理大臣官房広報室 ｢将来の科学技術に関する世論調査｣1998

若松征男 ｢素人は科学技術を評価できるか?｣現代思想 1996年 5月

木原英逸 ｢科学技術者の ｢社会的責任｣は何処にあるか｣現代思想 1996年 5月

橋本毅彦 ｢科学におけるエリー ト主義と民主主義｣現代思想 1996年5月

(2)STSの現状

①STS登場の経緯

STSは､英国における動きに端を発したといわれている｡1970年代初め､英国に

おいて､科学技術と社会の相互作用についての理解に向けての科学教育に関する新たな取

り組みが始まった｡これは､1973年のSISCON (ScienceinaSocialContext)

と言われる取り組みで､エジンバラ､マンチェスターなどのイギリス各地の大学等による

新しい教科書開発プロジェクトであり､ ｢科学者の社会的責任｣ ｢科学と環境｣などが題

目として取 り上げられ､従来の科学教育の範囲外にある科学技術を巡る諸問題について多

角的側面から分析し､教育することを目指すものであった｡英国のこの活動が米国に導入

され､各地の大学に広がったと言われており､SISCONがSTSの始まりであるとさ

れている｡

米国における大学等における動きを見ると､1960年代半ばから､ベ トナム反戦運動

が起こり､学生の間に反科学技術の雰囲気が見られ､これも1960年代の終わり頃から

70年代にかけての大学における科学技術と社会の関係に関するプログラムの登場の一つ

の発端となった｡科学技術と社会に関するプログラム (STS)は､1969年にコ-ネ

ル､ペンシルバニア州立､ニューヨーク州立の各大学に始まり､マサチューセッツ工科大

学 (MIT)､ワシントン大学､ミシガン大学､スタンフォー ド大学などがこれに続いた｡

これらのプログラムのねらいは､科学技術に関する社会事象を厳しく分析しようとするも

の､あるいは既存の科学技術コミュニティの在り方を防衛するためのフォーラムとしよう

とするもの等､さまざまであった｡また､STSは､大学のカリキュラムにおいて欠けて

いる部分を埋めるものであると考える者､複数の分野､手法にわたる研究により､統合的
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な新しい教育分野を開く重要な取り組みと考える者等もあり､STSは現実の中での多方

面における意思決定に資するものと考えられた｡大学におけるSTSプログラムの登場は､

伝統的な教育機関における社会的現実への適応に向けての取り組みであったとも言うこと

ができる｡

1970年代半ばから後半にかけての米国では､ベ トナム戦争の終了や大学財政圧迫に

もかかわらず､sTSへの関心は弱まらず､論争のある科学技術上の諸開発により一層高

まりを見せたO原子力､コンピュータ､遺伝子工学等に関する科学技術の進展や事件によ

り､科学技術と社会を巡る問題への真剣な取 り組み､議論が進められた｡この間､STS

研究者の組織化も進み､米国では 1976年に4S (SocietyfortheSocialStudies

ofScience)が､欧州では 1982年にEASST (EuropeanAssociationforStudies

ofScienceandTechnology)がそれぞれ設立された｡

1980年代の終盤以降も､科学技術と社会との関わりに対する関心は高く､大学にお

いてもさまざまな分野､手法による取り組みが盛んになっている｡

その後も､経済停滞の長期化から産業技術開発支援が科学技術政策に期待されたほか､

環境地球温暖化を始めとする環境問題等の人類的課題の深刻化が進み､その解決が科学技

術に求められ､また市民の高学歴化も進み､科学技術が諸問題への回答を迫られることと

なった｡このような状況を背景に､研究開発の在り方が､より目的指向的､多分野からの

アプローチという姿に変容しつつあることが認識され､問題解決や利用を念頭においた､

科学技術活動の編成の在り方が意識されるようになり､1994年にはこれを指摘したい

わゆる ｢モー ド諭｣ (内容は次ページで紹介)が､マイケル ･ギボンズら欧州等の科学技

術諭の研究者6人の共著により出版され､注目を集めている｡

また､1995年 10月には4SとEASSTの合同で､STSに関する大規模な国際

会議が ドイツにおいて開催され､さらに1998年 3月には日本でSTS国際会議が開催

されるなど､1990年代半ば以降､科学技術と人間 ･社会を巡る問題が複雑化､高度化

する中で､問題状況の分析､解決に向けての社会的システムや合意形成の手法等の確立を

目指して､新たな問題意識､視点からSTSが取り上げられ､広がりのある議論が展開さ

れるに至っている｡

このような欧米の動きを受け､我が国においても､特に1990年代以降､STS

(Science,TechnologyandSociety)研究への注目が高まっている｡

1990年 3月には､現代における科学技術の社会的諸問題にさまざまな角度からアプ

ローチすることを目的として､関心を持つ研究者により､STShTetworkJapanが創設され､

シンポジウム､研究発表会などの諸活動が行われている｡また､大学､民間研究機関や当

研究所などによる取り組みのほか､研究 ･技術計画学会などにおいても議論が進められて

おり､研究者のネットワーク化が徐々に進んでいる｡

我が国においても､科学史､科学論などの伝統的枠組みに加え､特に1990年代に入

り､より複雑化､専門化すると同時に長期化､大規模化する諸問題を念頭に置いて､実際

の問題解決指向､自然科学及び人文 ･社会科学の複数分野からのアプローチ､政策論まで

含めた取り組みが重要な課題として広く認識されるに至り､数多くの研究者が､海外のS

TS研究を紹介すると同時に､我が国のSTS研究を展開するようになってきている｡
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(aSTSの特徴

STSの定義は､必ずしも確立されていないが､ ｢社会のなかでの科学技術の在り方､

役割､さらには､社会の側の受け入れ態勢や支援形態などに関して､研究を行い､提言を

試み､あるいはそうしたことを実行する人材を養成する｣という時代的要請を背景にして

誕生､展開したものと紹介されたり (村上陽一郎 『科学者とは何か』)､あるいは ｢科学

技術の社会的側面についての人文 ･社会科学的な研究 ･教育である｣ (中島秀人 『科学と

はなんだろうか』)とされたりしており､現代社会で大きな役割を果たす科学技術と社会

との相互作用を､歴史､哲学､社会学､政策学､経済学､法学等､様々な側面から分析し､

科学技術の健全な運用について研究､教育しようとする試みであり､科学技術と社会を巡

る諸問題への対応を図るべく進められていると考えられる｡

特に､1994年にマイケル ･ギボンズ (サセックス大学科学政策研究ユニット所長 :

当時)らによる 『TheNewProductionofKnowledge』 (邦題 :現代社会と知の創造～モー

ド論とは何か)が出版され､いわゆる ｢モード論｣が紹介されて議論を呼んだことも､近

時STSが注目されるに至ったきっかけを作ったといえる｡

｢モー ド論｣では､科学技術活動を編成する社会的様式をモー ドという概念でとらえ､

既存の学問領域内の研究者集団の価値や方法により研究が進められ評価されるモー ド1の

科学に対し､現実の問題解決や社会的応用を指向するモード2の科学という様式が出現し

たことが指摘されている｡モー ド2は､近年の環境問題､医療保険問題､ビッグ ･サイエ

ンス等､従来のモー ド1では説明のできない諸問題の進展を背景として登場したものであ

り､ トランス ･ディシプリナリーで問題志向型であり､知識を利用する立場からの研究活

動様式である｡モー ド2にあっては､研究に投入される資源が社会的問題解決に結びつく

かが問われ､また研究活動やその成果が社会に影響を及ぼす局面が多くなることから､活

動内容等を社会に説明し理解を求めること､すなわちアカウンタビリティも研究者の責務

として認識されることとなる｡

科学者の活動様式については､他の科学論研究者によっても説明が試みられており､や

はり1994年にイギリスで発表されたジョン ･ザイマンの 『PrometheusBound』 (邦題

:縛られたプロメテウス)でも､科学者の価値意識の変化について指摘がなされている｡

ザイマンは､研究者､科学者の共同体の基礎にある倫理的価値意識 (エ トス)について､

かつて社会学者ロバー ト･マー トンがあげた価値を批判し､現代の科学者について自らの

論を展開しているOすなわち､マー トンは科学者を特徴付けるエ トスとして､公有性

(communalily)､普遍性 (universarity)､無私性(disinterestedness)､組織化された懐疑

主義(organizedskepticism)の四つをあげた (これらは､英語の頭文字をとって<CUDOS>

と呼ばれたりする)が､ザイマンはこれを批判して現代の新しいエ トスとして､所有的

(proprletarY)､局地的(local)､権威主義的(authoritarlan)､請負的(commisslOned)､専

門家的(expert)としたく同様に英語の頭文字をとってPLACEといわれる>｡

ここで特に重要なのは ｢請負的｣というところであり､科学研究が研究者の好奇心に動

機付けられて行われてきた(curiosity-driven)から､一定の目的のために必要な研究開発

を研究者が請け負ういわば使命誘導型(mission-orlented)に変化していることであると指

摘されている (村上陽一郎 ｢新しい科学史の見方｣)0

ザイマンは､研究結果の科学的､技術的､社会的意味についての説明の義務､責任
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(accountability)の必要性についても論じており､この点でもモー ド論と共通する視点が

伺われる｡

これら新しい科学技術社会論の特徴を概観すると､概ね以下のとお りと考えられる｡

(ア)従来の科学史､科学論のアプロ-チにとどまらず､科学社会学､科学技術政策論､科学

技術と経済､科学技術と倫理など現実へのコミットを重視する方向へと､対象領域､方法

論ともに広がりを見せている｡

(イ)科学技術活動を編成する社会的様式 (モー ド)や科学者の価値意識について､ある知識

体系内部の研究者の価値､手法により､研究活動が進められ評価されてきた従来型の様式

からの変化が指摘され､様々な学問的手法を用いた (すなわち人文 ･社会科学と自然科学

の両者のアプローチによる)問題解決型､目的指向型の視点が明確に意識されるようにな

った｡

(ウ)科学技術の抱える問題を社会に教育､普及していこうとする動機がみられ､地球環境問

題､生命倫理等の諸問題に取り組み､健全な社会運営を図っていくためには､市民から政

策決定者まで､すべての人々が科学技術を巡る社会問題への理解を持つことが不可欠の前

提となっていることが意識されている｡

(エ)大きな流れとして､科学技術と人間 ･社会との関わ りのあり方を巡って､科学技術につ

いての理解増進 (専門家が市民の啓蒙を図る)から､科学技術と社会とのコミュニケーシ

ョン､さらには科学技術についての意思決定への市民参加という方向に推移してきており､

情報公開､アカウンタビリティ (専門家の市民への説明義務)の重要性が認識されるに至

っている｡

STSそのものの評価については､特に米国においてサイエンス ･ウォーズと呼ばれる

激しい論争が科学論者とその研究対象となっている科学者との間にあることにも示される

ように､反発を受けている部分もあるようである｡またあわせて留意すべき点として､S

TSといっても欧州のそれと米国のそれとでは､異なった問題意識やアプローチが見られ､

欧州ではSTS研究者が研究評価やEUの科学技術政策に貢献するような研究を行ってい

るのに対して､米国では政策プロセスに関与する研究者が少なく､むしろ純粋な文化研究

や純粋な政策分析などを行う傾向が強いことも指摘されている｡ (藤垣裕子 ｢サイエンス

･ウォーズ｣巻末参考 2参照)

このようにSTSの中には多様な取 り組みが含まれ､これを一言でまとめることは極め

て困難であるが､科学技術政策に新しい視点を盛り込む提案として注目する必要があると

考える｡特に､その方法論からトランスディシプリナリを特徴とするために､様々な分野

との競合を生じて新しい方法論が生まれてくる可能性がある｡そうした例として､科学技

術史学､科学技術哲学､科学技術政策学のように既に研究の始まっているものから､科学

技術法学､科学技術経済学､科学技術政治学､科学技術倫理学､科学技術大衆化論のよう

な従来なかった分野も提案されてきている (中島秀人 『科学とは何だろうか』)ところで

あり､こうした新分野についてはまだその実体はほとんどないものの科学技術政策の調査

研究に当たっては配慮して行く必要があると考える｡

【参考 :長演､小林､若松､中島､松本､村上講演録】
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第 2章 新 しい課題 とそのアプローチ

(1)新 しい視点か らの検討 一先端 科学技術のもつ諸問題と規制

新 しい研究手法 としてのSTSの登場に加え､近年は科学技術行政そのものが大きく変

質 してきている｡科学技術をめ ぐっては､この 10年余にわた り大きな変化が見 られ､経

済社会､特に経済問題の中で､産業の活性化に果たす科学技術の役割は大きな期待を受け

るよ うにな り､各国とも先端科学技術に対する戦略的な政策が次々と取 られるようになっ

情報科学技術などの分野では研究そのものやその高度な研究成果の活用そのものに一定の

制限が必要ではないかという議論 も行われるようになっている｡又そのために､科学技術

に関する検討も単に特定分野の専門家だけで決定するのではな く､公開やアカウンタビリ

ティなどの責任 も求められるようになってきている｡最近の科学技術政策のかな りの部分

は従前考えられなかった新 しいこうした対応 に向けられたものとなっているのである｡

当調査研究グループにおいては､冒頭に述べた問題意識のとお り､当研究所の役割 とし

て期待されているア ドバイザ リー機能を果たすためにも､科学技術と人間 ･社会 との関わ

りの中で､現実に問題が生じているか､近い将来問題が生じることが予測される事項に対

応することを求め られていると考え､今後の研究課題を設定することとした｡

化や制度化のような問題を控えているために､一般的な学術機関と行政機関の中間に位置

する政策研究所の能力が発揮 しやす いメリットのあることも補足 しておく｡

もちろんこのような､分野の検討 を進めることにより､科学技術と人間社会の一般的な

いる従来の科学技術 と人間 ･社会の研究のバランスのとれた進捗が図られるとも考えたも

のである｡

このように検討の対象を設定する時､対象となるジャンルを大きく2つに分けて考える

ことができる｡それは､

A :原子力開発､宇宙開発など国が主体 となって推進する先端的科学技術

B :国が比較的中立的な立場か らその推進や規制を考える先端科学技術

である｡一概に個別の科学技術が どちらに属するかは定めがたいが､一応後者の科学技術

の検討の方が原理的な回答を期待できると考えられるので､当グルーブとしてはまず､B

の分野について検討を行い､それ らの成果を踏まえて､Aの分野についての検討を行 うこ

とを考えた｡

次 に､Bの科学技術について検討 した場合､現在の問題は ｢規制｣をめ ぐって様々な意

見が述べ られていることがうかがえる｡従来､研究に規制はな じまないものと考えられて

きたが､現在問題 となっているBに属する研究については､殆 どが規制について考慮 しな

ければいけない科学技術分野 となっているようである｡この形態 も大きく3つに分けるこ

とができる｡

第 1は､研究そのものを規制する ことが社会的に必要と考え られている分野の科学技術

で､ 一例としては昨今生殖科学技術やクローン創製で社会の話題 となっている生命科学技

術である (全てがそ うした性格を持 っているわけではないが､一部では特 に早急な対応が
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国民から求められているものである)｡

第 2は､研究そのものではないが研究の成果が大きな影響を持つために技術の社会への

適用の段階で様々な規制が必要と考えられている科学技術であり､情報科学技術がその一

例である (これも､第 1のものとの区別が難しいところである)｡

第 3は､研究の成果が規制に反映されることが期待されているもので､第 1や第2とは

反対に､研究の成果がまだ十分上がっている見通しがない段階で規制という形で社会への

先端科学技術のようにその結果の予見が困難でしかもその及ぼす影響が甚大であるもの

と ｢規制｣との関係は､従来特定の分野 (例えば原子力の規制)以外についてはあまり論

じられていないようである｡その意味では科学技術政策の検討に当たって,一般的な先端

科学技術と規制の考え方を整理しておくことは今後生じるであろう問題を先取りする意味

でも重要であると考える｡

先端科学技術の規制に関する検討をするには､いくつかの手順が必要である｡国民 (研

究者を含む)の自由な活動を規制するためには､当該科学技術分野の技術の状況､あるい

は国毎の国家戦略など､将来科学技術がもたらすであろう影響を予測するための前提条件

を明らかにしなければならない｡そうした規制の必要性が浮き彫りにされた中で､まずく

いかにして規制が可能か>を検討すべきである｡科学技術活動によって得られる知識は特

別な性格を持ち､法律によって単純に全て規制するのが適切かどうかは憤重な吟味が必要

だからである｡次に､何らかの規制が適切であるとしてもそうした規制を<いかにして正

当ならしめるか>が重要な検討課題となる｡規制に当たっては研究者のみならず､医療に

おける患者などの切実な利害関係を持つ人々と合意形成のための努力が必要となるが､こ

れも科学技術に特有のプロセスが必要と考えられる場合も多い｡これらの大きな問題を検

討するに当たって共通的に発生する教育､リテラシー問題､問題解決のための科学技術な

ど基盤的な課題についても考慮が必要である (別図参照)｡

図 ｢先端科学技術の規制 ･制限のあり方に関する検討｣

①規制の可能性

†
科′'7二技術の将来 T,刺
科17:技術職略の分析等

(代表 的手段として)～

丹ljlにおける規制の内容と考え方

我が川における法的検討状況
* *

法｢7勺なLIJl制のrgl界
月川,lJの対象稚紺 ･態様 .効果
規制をIl:_当づける根拠

1

その他
･自iミ規制 (ガイ ドライン等)
･規格化､制度化等
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②矧 別･制限を正当なものとする手続き

合意形成努力
[内解]

合音形成のための､J'1rlLrF
論,,∴(のき那rl!,Jiiは!
合意形成手法
公朋 ･アカウンタピリティ苛

③両 者の共通問題

火通其鰯的問題

[内容]
T,見及びFlり題解決のための科学技術
科′'7･-技術 リテラシー確保､教育
弱存保穫当部者の子J1割等



こうした具体的な問題について､一例をあげて検討してみたものがPOLICYSTt:DY_Vo.1

｢先端科学技術と規制<生命科学技術の規制を中心に>｣である｡このケーススタディに

当たっては､特に生命科学技術の法的規制を検討する場合に必要な固有の配慮事項をでき

るだけ丹念に検討してみたものである (図の共通基盤的問題の検討は個別分野では検討し

がたいので行っていない)0

以上のPOLICYSTUDYN0.1における検討の結果､13ページに示された新しい科学技術社

会論の4つの特徴に照らしてみると､(ア)科学技術と現実的なコミットを重視する学問領域

(特にここでは法学)との新しい関係を作 り出すこと､(イ)先端科学技術が抱える問題の解

決のために人文 ･社会科学的 (特に法学的)なアプローチを加えた検討で問題解決の新し

い視野を開くこと､などの点については実現する見通しが得られたように自己評価する0

-万､(ウ)問題解決のための全ての人に対する科学技術の理解の普及の可能性や､(エ)科学

技術についての意思決定に対する市民参加の問題については､法的な視点からの検討を行

うことにより新しい科学技術社会論に対し､むしろ新しい現実的な問題点の摘出をいくつ

か行うことができたと考える｡

もちろん法的問題の検討だけで<科学技術と人間 ･社会>に関する全ての諸問題が解決

するわけではない｡新しい制度を設ける場合には行政学 ･経済学 ･経営学的な検討も必要

になるであろうし､科学技術の社会的受容であるからには社会学的な検討も不可欠である｡

あるいは､ (POLICYSTUDY.T10.1では法律学的なアプローチを主にして行ったが)生命科学

技術の規制は俗に ｢生命倫理問題｣といわれるように､まさに倫理学の額域の課題を多く

抱えており､科学技術の問題といえども心理学や哲学などの人文科学分野の検討も欠かす

ことはできない｡しかし､比較的明確な学問的な分野の考え方を提示しておくことは､次

のステップにおける他分野の検討に当たっても検討が進めやすくなると考え､とりあえず

法的な問題に絞って検討を行ったものである｡こうした他の人文社会科学分野の検討が更

に必要であることを前提にした上で､<先端科学技術と法的規制>として集中的に検討を

行うべき分野､技術とそのアプローチについて､いくつか例をあげて示すこととしたい｡

(2)主な先端科学技術分野における検討課題例とそのアプローチ

①生命科学技術

生命科学技術に関して人間 ･社会との関わりが問題となる側面は､広くは､人間が生命

に何らかの手を加える､あるいは実験 ･研究を行うこと､即ち､人体実験規制に始まり､

その後の技術進歩に伴い､脳死体からの臓器移植､生体からの臓器移植､遺伝子組換え研

究､遺伝子治療､生殖技術の適用､クローン研究 (動物に関するもの､ヒトに関するも

の)等､検討を求められる事項は多様である｡

この中で近時特に注目を集めているのは､クローン技術をはじめとする生殖科学技術の

問題である｡クローン技術の規制の問題については､既にPOLICYSTUDYN0.1で詳説してい

るので省略するが (巻末参考 1参照)､POLICYSTUDYY0.1で生殖科学技術全般を展望し､

摘出した問題の中で､クローン児創出に関わる技術 ･行為 (POLICYSTU)YN0.1の54-57

へO-シナの表で●を付したもの)以外の､すなわちクローン技術とは別の理由から倫理的問題

が含まれると考えられる技術 ･行為 (同表で△を付したもの)については､別途の検討が

必要である｡具体的には､ES細胞等を使ったヒト腔研究によるキメラ､ハイブリッド個
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体の創出についての規制問題があり､これについてはアメリカの生命倫理諮問委員会や我

が国科学技術会議生命倫理委員会で審議されている極めてホットな課題である｡

この他､研究を直接的に規制すべき必要があるかどうかは検討が必要だが､この分野の

重要な課題としてヒトゲノムに関する研究､特にそのデータベース化を巡り､プライバシ

ーの保護､知的財産権の保護等の錯綜した問題の解決が必要となってくる.特に､ヒトゲ

ノムに関する研究が各国の最重要戦略課題となっていること､国際的解決が何より重要と

なっている (例えば､日米と異なり､フランスでは遺伝子配列の解析について特許を認め

ない)こと､この研究の成果の反映される可能性のある遺伝病や遺伝体質についての国ご

との行政的取り組みが異なることなど複雑な要素の絡み合う問題である｡

生命科学技術に関係する問題としてはさらに脳死判定があるが､これは特段の新しい規

制の必要が論じられているものではなく､既存の刑法等の適用をいかなる場合に緩和する

かという問題と考える｡近年の医療技術の向上により､従前の三兆候説でとらえきれない

｢死｣と ｢生｣の概念が出現し､臓器移植問題と併せて国民的な議論が行われているもの

である｡極めて重要な問題であるが､上にあげた生命科学技術の研究規制に関する問題と

は､やや異なるアプローチを要するものと考える.

【参考 :米本､加藤､金城講演録】

②情報科学技術

情報科学技術は､研究開発の成果が直ちに社会に応用されることが多く､研究開発自体

が実用を意識して進められる分野であり､その進展は高度情報化による利便性と同時に､

ール作りが求められる領域であるo

情報科学技術は､米国において国防総省の一部局である先進研究計画庁 (ARPA)により

作られたARPANETと呼ばれるコンピュータネットワークをベースに､インターネットが開発

され､各国で国家戦略として情報通信政策がとられたほか､自由競争下で民間企業による

研究開発､商品化が進み､パーソナルコンピュータが急速に社会に普及したOこれらを受

け具体的には､ネットワークの悪用によるプライバシーの侵害､名誉殴損､有害情報の流

過 (わいせつ罪等)､財産権の侵害 (ネットワーク上の操作による詐欺罪､横領罪､情報

の不正入手等)などが生じている｡これらについては､従来の法制度の解釈や新たな立法

等による対応のほか､行政によるガイ ドラインや業界､団体による自主規制などが図られ

ているが､社会的制度や規制は技術の進歩に対して後追いにならざるを得ない｡他方で表

現の自由､情報発信権､情報受信権などの保護との関係についても配慮が求められる｡ま

た､情報化の進行により新しい社会システムの構築が必要となる可能性もあり､例えば電

子商取引､電子マネー等の登場は流通制度のあり方を変え､コンピュータの活用により在

宅勤務が可能になることに伴い､企業組織､雇用制度が変化するほか､教育用コンピュー

タの普及による教育制度の変化なども想定され､これらに関する法的課題にも対応が必要

となっている｡

以 日ま､完成した情報科学技術の成果が､ツールとして社会で活用されていく段階での

問題点とその法的規制であるが､ 一方でこれらの問題解決のためには､科学技術の推進に

当たり規制を当初から折り込んで考えていくべき必要も生じている｡<先端科学技術と法
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的規制>で取り上げるべきはこうした問題であり､このような情報科学技術固有の規制問

題も次第に増えていこうとしている｡

例えば､暗号化技術は高度情報化の進む現代にあっては必要不可欠であるが､無制約に

その高度化が進んだ時は犯罪に利用される可能性も高く､米国政府は桁数の大きく強力な

カギの暗号を輸出規制しているが､一方で国内でも規制に反対するデモンス トレーション

が行われるなど､推進と抑制の立場が対立しているという｡

また､POLICYSTUDYN0.1では研究者の法的責任について述べたが､情報科学技術分野に

おける研究者としてはソフトウェア開発に当たるシステムエンジニアが該当すると考えら

れる｡特にこの分野の専門家は､ハッカー (元々は斧で家具を製作する人の意味だが､転

じて特定のプログラムのエキスパー ト等を指す｡さらにシステムのセキュリティを破壊す

る犯罪的な者にまで広げて使われるが､ここではM IT等に従いこのような中立的な意味

で用いる)と呼ばれ､極めて創造的で社会的貢献度も高いものの､独自の社会や倫理意識

少なくない｡このようなエンジニアの責任は､未だ十分検討されていない問題であるO

当面直ちに深刻な対応が必要となる分野ではないと思われるが､科学技術の中でも特殊

性をもつ分野として実用の規制と併せて検討する必要がある｡

【参考 :橋元､夏井､堀部､奥野講演録】

③環境科学技術 ･地球科学技術

今日の環境問題､廃棄物問題は､既に社会の中に定着した産業技術や生活形態から不可

避的に生じる物質が環境や生物に対し大きな影響を与える可能性があるという研究結果が

でた場合､しかも学会等の専門家の間でそうした研究結果について未だ統一一･した見解が得

られず､それに対する対応の社会的合意が末だ形成されていない場合に､こうした未確認

の研究成果をどのような形で規制､制限の根拠に採用し､対応するかの検討が求められる

分野といえる｡

ダイオキシン問題を例にとると､世界的には 1960年代から70年代にかけて､ベ ト

ナム戦争の枯葉作戟で散布された枯葉剤 (ダイオキシンを含む)の催奇性が指摘されてい

るが､ごみ焼却施設でダイオキシン類が検出されたのは (すなわちごみ焼却過程でダイオ

キシン類が合成されることが実証されるのは)､1977年(昭和 52年)オランダで都市

ごみ焼却炉のフライアッシュからダイオキシン類が検出されたのが最初である｡日本では､

1979年(昭和 54年)にフライアッシュからダイオキシン類が検出された旨報告されて

いる (カナダにおいて分析)が､問題が本格化したのは､1983年(昭和 58年)にごみ

焼却施設からダイオキシン類が検出されてからであった｡その後､1984年(昭和 59

午)専門家会合の設置 (厚生省)､1985年(昭和 60年)PCB焼却に関する日本初の試

顔 (環境庁)､1990年(平成2年)都市ごみ焼却炉に対するダイオキシン類抑制のガイ

ドラインの設定 (厚生省)が行われた｡<先端科学技術と法的規制>で取り上げるべきは

このような問題であるOダイオキシン類については､その人体や生態系に及ぼす影響､許

容摂取量等について､当初から明確な数値基準が科学的に確立されているわけではなく､

このような場合に問題の要因と考えられる物質や事態に対して､どの時点で､どのような

基準に基づいて規制を行うべきであったかについての責任 (行政責任､法的責任)を検討
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することが必要である｡特に､必ずしも明確でない科学的知見や情報を､規制の基準とし

て採用するための手法についての考察も必要となろう｡

類似した事案としては､従来からある医薬品や食品の安全性､日常用品からの電磁波の

影響などがあるが､特に最近大きな話題となっているいわゆる環境ホルモン (内分泌擾乱

物質)の問題や､--･昨年のCOP3でも国際的な政治課題となったCOAlによる地球温暖化

問題などがある｡環境ホルモンについては 1996年以来､海外ではOECD (経済協力

開発機構)による検討や米国環境保護庁による調査が行われ､我が国でも関係省庁による

現状把握のための取り組みが進められているが､いわゆる環境ホルモンが生殖機能や生態

系に与える影響やメカニズムについては未だ明らかになっていない｡このように評価分析

方法や因果関係等必要な知識がない状況で､これらの化学物質の許容使用量､使用形態等

について､どのような形で規制を設けるかは､上と同様､法的観点も含めた検討が求めら

れる事項であるO地球温暖化の原因とされるC02等の温室効果ガスについても同様の問題

状況にある (これに関しては IGBP (地球圏一生物圏国際共同研究計画)による世界各

国の研究者による共同研究の基礎データがCOP3での合意形成に貢献したとの報告もあ

り､研究者コミュニティによる解明の努力が国際的ル-ル形成に貢献した一例といえよ

う)｡

このように環境 ･地球環境問題については､科学技術上の知見がその対策に当たり必須

の要素となるが､一方で再現性の問題や地球 ･地域環境という複雑で巨大なシステムの中

で明確な因果関係を証明できるかという問題を踏まえて､条約､法規制等の対応を考える

ためには､新しい法的な視点からの検討が必要であろう｡

【参考 :大桃､関レジュメ】

以上のように､国が中立的な立場から規制を考慮すべき分野において､特にそれぞれの

科学技術に内在する問題-すなわち単に確立した研究成果を社会に適用する段階だけでな

く､研究の進め方そのものについて法的規制の観点から配慮すべき代表的な事例をあげて

みた｡これらは既にPOlJCYSTUDYN0.1でクローン技術の規制と関連しながら取り上げた研

究者の責任,技術基準化及びそれらに共通する (未確定な科学的知見に基づく)予見可能

性等の問題と関わる共通的な問題として浮かび上がるものと考える｡また､もう一つの特

徴として､これらの分野の問題は法的規制と併せて､それぞれ生命倫理､情報倫理､環境

倫理などの新しい ｢応用倫理学｣ (生命倫理学､環境倫理学､市場倫理学､情報倫理学な

ど米国で肩書き付きの倫理学が数多く登場し､これらを一括して ｢応用倫理学｣と呼んで

いる)の視点も含めて検討すべき点で､類似性を持っていると考えられる｡

この他､国が主体的推進を図る科学技術分野として原子力開発､宇宙開発等がある｡こ

れらについても､国民に対する安全確保の責務を果たすために､①～③に掲げた科学技術

分野と同様な法的規制の観点の検討が必要であるが､さらにこうした厳密な規制の考え方

を踏まえた上で､規制を正当なものとするための合意形成の努力とこれを支える共通基盤

的問題が特に重要性を増している｡すなわち､科学技術に関しての意思決定に際しては､

専門家から社会一般に対しての説明が求められる (アカウンタビリティ)とともに､これ

を踏まえた社会的合意形成に当たっては､そのための当事者､調整内容の特定､合意形成
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手法の確立､公開のあり方の検討等が求められることとなる｡さらに､その前提として､

一方で国民の間の科学技術についての所要の知見の普及 ･教育､すなわちリテラシーの確

保が､また他方で問題解決のために必要な科学技術についての研究開発も必要であろう｡

【参考 :烏井､小野､加藤､長岡､倉本講演録】
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(巻末参考 1)

POLICYSTUDYNo.1 ｢先端科学技術と法的規制<生命科学技術の規制を中心に>｣概要

目次

はじめに

生命科学技術についての規制

第一編 規制の可能性

第一章 法的規制

第一節 生命科学技術の現状と戦略

第二節 各国における規制の内容と経緯

第三節 我がB]における法的視点からの検討

第四節 法的な規制の限界

第-項 学問研究自由の制限

第二項 研究段階と実用段階の技術規制

第五節 規制対象の検討 (生殖医療技術について)

第六節 規制を正当づける根拠 (クローン技術を主に)

第一項 安全性

第二項 社会的秩序

第三項 規制根拠に関する結論

第七節 補説 ･研究者の法的責任

第一項 加重的過失責任

第二項 一般的過失責任

第二章 国及び学会等のガイ ドライン

第一項 ガイ ドラインについて

第二項 成文化されない法規範

第三項 基準違反について

第四項 補説 ･技術基準論

第二編 規制のための合意形成努力

第一項 合意形成のために必要な当事者

第二項 合意形成手法

まとめ
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POLICYSTL'DYhT0.1より抜粋

まとめ

先端科学技術､特に生命科学技術を中心とした法的規制について検討したところである

が､とりわけ法的規制の検討ということで法律の枠組みの中で配慮することが必要な問題

を中心に論じてみた｡大きくは､<いかなる規制が可能か>と<いかにして規制を正当な

らしめるか>の二つが中心テーマとなっている0本論の内容を簡単にまとめれば次のよう

になろう｡

①生命科学技術の現状と戦略

生命科学技術は各国における戦略的重点分野となっており､特に今後の産業競争力の大

きな源泉として位置づけられている｡しかし､この中で､生殖医療技術は生命科学技術一

般とは異なった現れ方をしている｡欧州では厳しい規制が進んでいるが､アメリカでは国

内のコンセンサスの困難さから規制が行われず､かえって民間資金による独自の先端生殖

産業の育成､企業化が進み､さらに海外へ展開する動きもある｡一方､欧州での足並みの

そろった規制の整備から､国際的にもクローン技術を中心とした生命科学技術の規制につ

いてのグローバルスタンダードが形成される可能性もあるO

②各国における規制の内容と経緯

イギリス､フランス､ ドイツは生殖医療技術に関する規制法が整備されているが､各国

ごとに規制の考え方はわずかずつ違い､したがって規制法はあるが必ずしも規制対象など

細部は一致しているわけではない｡ただし､クローン技術については現行の生殖医療技術

の規制法によって対応が可能だとされている｡

③我が国における法律的視点からの検討

憲法､民法､刑法､医事法の観点から現在の主要な学説などを紹介した｡

④法的な規制の限界

例としてクローン技術を取り上げて､学問の自由等との関係を検討した｡学問の自由の

制限に当たる規制については､学問の自由といえども一定の制限があると考えられるが､

クローン技術等については､直ちに学問を制限することの是非を議論するのではなく､ク

ローン技術の社会的適用に当たってその一部 (ヒトへの適用)を規制することとなる中で

研究についても例外を設けないとする趣旨として検討すべきである｡

⑤規制対象の検討

クローン技術を規制するに当たって､単に線状的に技術をとらえるのではなく面的に把

握し､規制する対象及びその周辺にあって規制を検討する余地のある技術も含めて生殖医

療技術全般を網羅的に眺め､クローン技術の合理的な規制方法を検討した｡

⑥規制を正当づける根拠

<安全性>

クローン技術の安全性については､生まれてくる子供及びその子孫に対する遺伝的影響

が危供される｡特に体細胞核は､遺伝的感受性が弱く､日常の中で遺伝子が損傷している

可能性が大きく､それを移植したクローン細胞から生まれる個体は全身的に遺伝的影響を
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被る可能性が強いOこのような､遺伝子に対する影響 (確率論的影響)を理由に規制を行

っている例をあげ規制の仕方を検討した｡

<社会的秩序>

従来の先端的な生殖支援技術は何らかの従来の人間親族関係と類似を持ったものであっ

た｡体細胞核の提供者とクローン児の遺伝的関係は (一卵性)兄弟に近く､遺伝的に親で

ない者がこうした遺伝的関係にある個体を作成することは人類史上例のないことであり､

社会的秩序を大きく変更することとなる｡

<規制根拠に関する結論>

以上二点の理由でクローン作成を規制することは妥当性があると考える｡なお､人間の

尊厳などを根拠とする規制はより具体的な根拠 (腔の乱用禁止､身体の不可分性など)に

おきかえた上での比較判断が必要と考えられる｡

⑦補説 ･研究者の法的責任

先端科学技術における研究者の責任については従来具体的な議論が少なかった｡先端研

究の規制が始まるとともにこうした点からの検討が必要となるところから､新しい視点か

ら問題を検討する｡

<加重的過失責任>

研究者と医師 ･弁護士等の専門家とを比較し､研究者の法的責任は医師等の持ついわゆ

る ｢専門家責任｣とは異質なものであり同時には論じられない｡

<一般的過失責任>

一般的な刑事責任や民事の不法行為責任における予見可能性や結果回避義務については

通説が形成されているが､先端科学技術における研究者の規制に当たっては新しい標準を

検討する必要が生じる｡

⑧国及び学会等のガイ ドライン

法的な効果はないとされてきたが､科学技術上のガイ ドラインを吟味し､その規範的効果

について検討した｡特に､公序良俗違反の根拠としての性格､医療行為基準としての性格

などから､ガイ ドラインによる規制が有効に行使されるための方法を検討した｡最後に､

行政裁量に対する裁判所の審査の及ぶ範囲に関する観点から､技術基準について考察した｡

⑨規制のための合意形成努力

法律で規制するにしろガイドラインで規制するにしろ国民の合意を求める努力が必要で

あり､その方法について検討した｡

<合意形成のために必要な当事者>

科学技術の適用に関して合意形成の努力をするに当たっての当事者を､一案として､第

--一類 (直接の利害関係者)､第二類 (それ以外の利害関係者)､第三類 (利害中立的専門

家等)にわけ､各々の主張を整理することの重要性を指摘した｡

<合意形成手法>

従来の合意形成手法及び新しい合意形成手法 (テクノロジーアセスメント､コンセンサ

ス会議など)を紹介した｡
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(巻末参考2)

論説 :サイエンス･ウォーズ (欧州科学技術社会論会議政策ワークショップ参加をもとにして)

第2研究グループ 藤垣裕子

サイエンス ･ウォーズとは､アメリカで 1990年代半ばに起こった科学者と科学論者の論争を指

す｡科学論者の相対主義的､反実在論的傾向の強い議論に対し､科学者サイドが実在論や実証主義

をもちあげて論争したという形をとっている｡その第1幕は1992年に出版されたアメリカのワ

インバーグによる ｢最後の理論への夢 0)ream sofaFinalTheory)｣､イギリスの生物学者をウオ

ルパートによる ｢科学の自然でない性質 (TheUnnaturalNatureofScience)｣の2冊の本､およ

び1994年に生物学者ポール･グロスと数学者ノーマン･レヴィットによる｢高度の迷信 (Higher

Superstition)｣の出版にはじまるといわれる｡前2冊の本は､科学の本性に関して当然視されて

いた見解に対して挑戦してきた科学史家や科学哲学者､科学社会学者に対する､科学者の側からの

批判的検討である｡皮肉なことに､これらの本によって科学論の仕事が-｢椴の人々の目にふれるよ

うになった｡このすぐ後､科学論はフェミニズムやポストモダニズム､多文化主義､といったアカ

デミックな左翼活動と結びつけられていった｡グロスとレヴィットの本はそのようなポストモダニ

ズムと結びついた科学論を､やはり科学者の側から批判したものである｡そして第2幕は､199

6年の ｢ソーシャルテキスト｣誌の ｢サイエンス･ウォーズ｣特集に投稿された､物理学者ソーカ

ルによるパロディ論文の掲載とその暴露である｡つまり､ソーカルは物理学の知識をわざと誤用し

たポストモダニズム風の論文を書き､それが上記雑誌 (文化研究を主に扱う雑誌)に掲載された､

ということから､同誌のレフェリー制への疑念を提示したわけである｡この担造論文以降､サイエ

ンス ･ウォーズは全米の科学論者と科学者をまきこんだ論争となった｡しかし欧州の科学論者は直

接攻撃された一部のフランス陣営以外は､対岸の火事という姿勢を取っている｡

この戦争は､一見､科学者と科学論者の論争の形をとっているが､実はここに ｢科学政策｣関与

者という第三項が存在し､これが前二者の関係やあるいは欧州と米国の違いに微妙な影響を及ぼし

ている｡第1幕に登場した本によって科学論が一般の人々の目に触れるようになるにつれ､科学論

と関係した議論が科学政策論の場に登場し始めた｡特に米国において高額の研究プロジェクトの予

算の削減のみならず､科学コースの学生受入数の削減のための根拠として用いられたのであるOグ

ロスとレヴィットの本は､それに対する反発の面も含んでいるoさらに､第2幕では､ソーカルが､

このような科学政策との連動をよぶ元凶としての科学論を攻撃する､という意図をもっていたにも

かかわらず､その反対の効果も生んだ｡アメリカの保守的な政治グループが､サイエンス ･ウォー

ズを利用して､科学が ｢社会的に構成された｣性質をもっているということを､アカデミズムによ

る教育､研究に対して影響力を行使するための根拠として用いることをした｡つまり､サイエンス ･

ウォーズの議論は､理論物理学と科学論は共に疑わしい社会的構築物として､市場のテストを満た

さない､国家の文化的価値を強化しない､とみなす根拠とされ､教育資金配分の議論に利用されう

るのである｡このように､今回のアメリカの事件が､アメリカにおける物理学を中心とする基礎科

学への政府資金の減少と連動する,科学のアカウンタビー｣ティ論と関係があったこと､そしてこの

ことに対する科学者の憤藩の矛先が STS(科学技術社会論)にむけられたこと､はよく指摘され

ている｡

さて､ここで欧州の STSと科学政策との関係をみながら､サイエンス･ウォーズに関する米欧

の状況の違いを追ってみる｡欧州では､EUの科学技術庁にあたる第12総局の依頼のもとにSTS

研究の研究および修学ガイド/大学 ･研究機関一覧を作成するなど､STSは独立した学問分野とし

ての徹底性を社会に認めさせつつある｡欧州のSTSと米国のSTSの違いを考える上で､双方の科
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学技術政策の現代史の知識は欠かせない｡欧州ではすでに80年代に科学技術系予算の緊縮財政が

行われており､これをきっかけに研究評価､重点投資､といったことが考えられるようになった｡

欧州のSTS研究者は､特に社会科学系の研究者が､これらの研究評価やEUの科学技術政策に貢

献するような研究を､科学者とともに積み重ねてきている｡しかしアメリカでは90年代に入って

からポスト冷戦後に軍事予算が削減され 特に物理学系および工学系が予算を取りにくくなる状況

が生じた｡しかも､研究評価や重点投資といった科学技術政策の詳細なプロセスに STS研究者が

関わっていく､というような協力関係が､欧州ほどにはまだ築かれていない｡AAAS(全米科学振

興協会)の科学政策部長タイク氏は本研究所に来所中に､｢アメリカのサイエンスウォーズの原因

の1つは､アメリカのSTSがあまりにpure-humanity､pure-S∝ial-scienceを求めすぎているこ

とである｡特にポストモダニズムにこういう傾向が強い｣と言ったことは印象的である｡一方､欧

州の STSの集まりであるEASST(欧州科学技術社会論会議)主催の Policy-Workshop(199
9年4月､於イギリス :サリー大学)では､欧州の STS研究者の間に､知識人としての責任論や

コミットメント論 (publicの関心を取り込んで､政策を批判的に分析し､次の一歩をよくするた

めの寄与)を真剣に議論する傾向が大変強いのに驚かされた｡ここでコミットメントとは､上記の

タイク氏のいうpureと対置される.実際､STSの国際団体である4S(科学技術社会論会議)の

本年の年次大会のプログラム委員をやってみて､この米欧の違いは､応募された論文抄録の分布

(｢STSとその周辺｣というサブテーマに応募された75件の論文の分布)の違いに如実に顕れて

いていることを実感した｡欧州のSTS研究者の論文では ｢バイオテクノロジー政策｣｢南極観察政

策 ｣ な ど､科 学者 (doing-science)､ 科 学 論 者 (studying-science)､行 政サ イ ド

(adlninistrating-science)､および政策研究者 (studying-admimi tration)の四者にまたがって

論陣を張ったものが多いのに対し､米国の投稿論文は､純粋な文化研究と､純粋な政策分析 (予算

分析)に二分され､欧州のような論の張り方がほとんど見られないのである｡このことは､欧州の

STSと米国のSTSとで ｢問いのたてかた｣が違う､問題意識が異なることを表している｡

だが､上に述べたことは､ひとつ STSという分野の欧米差なのであろうか｡特に知識人のコミ

ットメント論の違いの傾向は (米国の科学論がニューレフトと関連づけられて議論されているにも

かかわらず)､以下の意見と不思議と呼応する｡｢(フ-コ弓 こしろレヴィ･ストロースにしろ)フ

ランスの知識人でマルクスの影響を受けなかったひとはほとんどいないんじゃないでしょうか｡そ

こや､らいわば ｢マルクス抜き｣をして脱色しちゃったのがアメリカのポスト構造主義じゃないかと

思うけどね｡｣(上野千鶴子､現代思想 Ⅶ1.27-1,p71)｢-これらの (社会構築主義を社会運動に応

用する社会学の)諸業績は､社会運動を信条に還元したり､集合的な大衆行動として捉える傾向に

あるアメリカでの伝統的研究手法と比べた場合､新しいものである｡｣(アルベルト･メルッチ､現

代に生きるノマド､岩波書店､p12) これらの言は､科学論のまわりにある人文科学､社会科学

という学のありかたそれ自体が (市民運動論も含めて)､欧州と米国とで異なっている兆候を表し

ている.サイエンス ･ウォーズには､これらの学の違いと倫理観の違いが反映していると考えられ

る｡欧米と比してこれまた異なった境界形成をしている日本の学問群に対して､サイエンス ･ウォ

ーズを一般化して適用することは､かなり危険と考えられる｡

ひとことで科学論､STS､そして人文 ･社会科学といっても米国のそれと欧州のそれとは異なる

性質をもつと考えられる｡そしてあたかも科学論者と科学者という二者の戦争のように見えるサイ

エンス ･ウォーズが､実は人文 ･社会 ･自然科学の分野交流だけでなく､科学技術政策という第三

項との関係によっても決まる､ということは､この社会現象を捉える上で大事な点であると思われ

る｡
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｢sTS研究の動向等について :7年間の経験から｣ 平成 9年8月26日

長 演 元

(東洋大学国際地域学部教授)

1.STS研究の歴史

～政策研の研究課題としての ｢科学技術と社会との調和｣

私は､この科学技術政策研究所の創設時に文部省から出向してまいりまして､それから

4年 9カ月､第2調査研究グループの総括をやっておりました.

第 2調査研究グループには､2つの調査研究課題がありました｡

第 1の課題は､｢科学技術と社会との調和に関する研究｣で､第 2の課題は ｢科学技術

予測調査｣ですO

最初は､科学技術政策研究所で 一体何をするのか全くわかりませんでした｡辞令をもら

って､研究所の組織図その他をもらって､初めてわかったわけです｡｢技術予測調査｣は

5年毎にやることが決まっていましたから､あまり問題はなかったのですが､｢科学技術

と社会との調和｣とは何かを半年にわたって勉強しました｡

最初は､具体的テーマとして､｢機械と人間とのインターフェース｣という課題が挙が

っておりましたが､モニターの画面を見ていると日が悪くなるとか､キーボー ドを打って

いると手の筋がおかしくなるといった調査をしていても仕方ないのではということになり､

｢sTS｣(科学 ･技術 ･社会)という､当時はそういう言葉を全然知らなかったんです

が､科学技術に対して社会の人たちがどういう意識を持っているかをテーマにして研究を

したらどうかということになりました｡総理府の広報室が､年に10回以上も､世論調査

をやっておりますが､その中に科学技術に関連する世論調査がありまして､それを整理し

てみてはどうかということで始めたのが､第 2調査研究グループが科学技術の理解や普及

に手を染め出したきっかけだったわけです｡

最初はどういうことをやったかというと､｢若者の科学技術離れ｣について､年齢階層

別に科学技術についてのニュースや話題について関心があるかどうかを調査研究しましたO

その結果20歳代が一番低いという結果が出ました｡

この研究を開始したきっかけは､朝日新聞の武部さんという論説委員の方が､1月15

日の成人の目の記事の材料を捜しておられ､当時の政策研の川崎所長からどこかで材料を

探してくるように言われて､たまたま科学技術に関連する世論調査の整理をしていたので､

急いで数年分のデータをまとめて武部さんに送りました｡

結局､武都さんはそのデータを使わなかったようです｡しかし､その後しばらくたって

からそのデータを､人材問題を研究していた第 1調査研究グループの方で､おもしろいデ

ータがあるといって､科学技術白書か何かの資料に入れたのだと思いますoそれから世の

中に流布をしまして､｢青少年の科学技術離れ｣とか ｢若者の科学技術離れ｣というと､

最初にまずこれが出てくることになったわけです｡それが最初の研究成果といえます｡
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平成元年から4年にかけて最初に手がけた仕事は ｢科学技術と社会とのコミュニケーシ

ョンの在り方の研究｣と ｢目･米 ･欧における科学技術に対する社会意識に関する比較調

査｣です｡ この2つの論文を後からまとめて1つにしたものが､｢科学技術に対する社会

意識の分析について｣という論文です｡科学技術と社会とのコミュニケーションのあり方

に着目したのは､科学技術と社会との関係は､知識の有無が問題ではなく､もう少し深い

コンテキスト､インプリケーションが背後にあるのではないかと考えたからです｡

この報告書の作成にあたり委員会をつくりましたが､そこで考えたことは､図1のよう

な ｢科学技術 トライアッドモデル｣です｡科学技術と社会との関係を単純化して､本質的

に表すと､当事者というのは3つあるのではないか｡1つ目は ｢生活者｣ ｡2つ目は､｢科

学者 ･技術者 ･専門家｣ ｡3つ目は官公庁､企業､教育組織といった制度化されたいろい

ろな ｢組織｣｡その間にいろいろな関係がある｡特に ｢生活者｣と ｢組織｣というところ

では､企業は商品を､官公庁はサービスを生活者に提供しているわけですが､そういうも

のを通じて､その間にはいろいろな複雑な関係があります｡

それから ｢生活者｣と ｢科学者 ･技術者 ･専門家｣には､制度的な直接の関係はありま

せんが､対話 ･コミュニケーションといった情報のやりとりがもっと必要なのではないで

しょうか｡｢組織｣と ｢科学者 ･技術者 ･専門家｣との関係は､｢科学者 ･技術者｣は ｢組

織｣に雇われた人間であり､｢組織｣からいろいろな形で縛られているといえます｡｢科学

者 ･技術者｣も仕事を離れれば ｢生活者｣といえますが､しかしモデル的に分けると､｢科

学者 ･技術者｣と ｢生活者｣との間で当然行われるべき望ましいコミュニケーション関係

が欠けているのではないかということが基本的な問題意識となった訳です｡

その三者の間をつなぐものとして､メディアがあります｡これは商業的､非商業的と様々

なものがありますo｢生活者｣と ｢組織｣の間では､商品やサービスがメディアでしょう

し､そのコマーシャルや広報活動もメディアだといえるでしょうOまた､これはちょっと

強弁かもしれませんが ｢組織｣と ｢科学者 ･技術者｣との雇用関係もメディアだといえる

でしょう｡このようにメディアを通じ多くの情報が流れていますが､｢生活者｣と ｢科学

者 ･技術者｣との間には､コミュニケーションというメディアを通じた関係が､日本の社

会には現在 ･過去を通じて非常に欠けていたのではないでしょうか｡この関係を強化する

ことが､科学技術と社会との調和を図る上で､当面､重視すべきことではないか｡そのよ

うな最終的な結論に達したわけです｡

ただ､この トライアッドモデルではあまりにも単純なので､もう少しそれをブレーク ･

ダウンして､具体化したのが図2です｡ここでは ｢生活者｣が､一番下の ｢公衆 ･パブリ

ック｣に変わっております｡それから､一番上に ｢政府｣がありまして､それから真ん中

に ｢社会｣があり､その両わきに ｢専門家集団｣と ｢社会的諸団体｣があります｡真ん中

の ｢社会｣とは､社会の実態です｡要するにここでごちゃごちゃといろいろなことが行わ

れているということです｡善人もいれば悪人もいますし､非常に科学的なことも行われて

いれば､非科学的なことも行われているということです｡それぞれの間にいろいろな情報
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のやりとりとか､機能的分担があり､特に ｢専門家集団｣と ｢社会｣との関係では､調査

実証､もちろんここには研究が入っております｡いわゆる調査結果をそのまま公表をして

いく｡それから､｢社会｣と ｢社会的諸団体｣の間には生々しい未来の調整という関係が

ある｡｢公衆 ･パブリック｣はそれぞれその情報のやりとり､交渉をしなが ら､理解とか

知識､あるいは関係を持っていきます｡

それから､｢政府｣とは､｢公衆 ･パブリック｣の委託を受け､一方では ｢社会｣､｢専門

家集団｣､｢社会的諸団体｣との関係を押さえながら､法制化､制度化を行い､あるいは

｢社会｣のほうからいろいろな問題提起を受けて､全体的な調整をしていくという､1つ

の構造モデルを考えたわけです｡これは報告書には載っていない図で､後か ら説明の為に

作成したのだと思います｡

では､コミュニケーションを盛んにするためにはどういう仕組みが必要なのでしょうか｡

いきなり科学者 ･技術者に資金を渡して ｢いろいろなことをしゃべってこい｣と言っても､

なかなか簡単にできませんし､そういう受け皿もありません｡その答えはやはり ｢博物館

活動｣です｡この博物館とは旧態然の博物館ではありません｡科学技術は今後､どういう

仕組みでどのように進歩していくのかを､直接子供たちにいろいろな活動を通じて働きか

ける活動の場ですoまた子供たちばかりでなく､親も一緒に参加するアクティブな実験や

体験や交流をもっと盛んにし､その活動の中に ｢科学者 ･技術者｣､あるいは関係団体､

といったいろいろな人が入って役割分担をしてもらう｡教えたり教えられた りという関係

をその活動の中でつくっていくというイメージですOこれをつくって､図3のようなST

CCという､これはサイエンス&テクノロジー ･コミュニケーション ･センターという略

ですが､こういうものを全国津々浦々につくったらどうかという提言をしたわけです｡

それが最初の仕事だったわけですが､ちょうどタイミングよく､その後､科学技術庁は

そのような科学技術の理解やPRに多くの予算を計上するようになりまして､日本科学技

術振興財団等でも委託という形で受けて､科学技術館だけではなくて､ほかのいろいろな

ところで科学博物館の機能を強化していく事業がとても盛んになってきてお りました｡当

時､若者の科学技術離れを防ぐためにどうしたらいいかということを､科学技術庁をはじ

め､関係官庁も一生懸命検討を始めていましたので､時期が良かったのですが､そのよう

に予算が伸びてきたのも､この研究が､その一端を担ったのではないかと思われます｡

そのような研究をやっている途中にいろいろ調べていきますと､我々だけがそういう仕

事をしているのではないことがわかりました｡総合研究開発機構 (略称N IRA)におい

て中村桂子氏が似たような勉強会を行っていましたO我々は ｢STCC｣というセンター

の提唱をしたわけですが､中村さんは ｢SCC｣､サイエンス ･コミュニケーション ･セ

ンターという､生命科学を中心とした､アクティブな､市民に直接働きかける博物館をつ

くりたいという構想を提出していました｡中村先生のほうが研究を1､2年先に始めてい

たと思うのですけれども､報告書はほとんど同じ時期に出しました｡二番煎 じと言われな

いように早く出そうということで､向こうは ｢SCC｣､こっちも ｢SCC｣とはいかな
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いので､｢STCC｣で出したという経緯がありました｡

中村先生の仕事の成果は､大阪の高槻市に日本たばこがスポンサーになって ｢生命誌研

究館｣という博物館というよりも､科学館と言ったほうが適当な新しいタイプの施設を設

立し､中村先生はそこの副館長に就任されました｡

以上が第 2調査研究グループの最初の仕事ですO

それと､並行して､2番目の報告書であります ｢目 ･米 ･欧の科学技術に対する社会意

識に関する比較調査｣ですが､これはどのようなきっかけで始まったかといいますと､1989

年の3月に､つまり政策研ができて9カ月たった3月に､科学技術に対する社会意識の国

際比較共同研究をアメリカとヨーロッパで行っているが､日本も参加してほしいとアメリ

カ側の研究代表者ミラ-氏から依頼があり､研究テーマの近い第 2調査研究ク>)ト70が担当

することになったものです｡

実は日本では､先行的な研究がありました｡それは総理府の広報室が 1987年に実施

した ｢科学技術に関するLtr論調査｣の中に､Eg際比較ができる項目を入れ込んで調査を実

施していたのです｡その項目をいれた理由は､当時の総理府内閣審議官で後に国立公文書

館の副館長､埼玉県副知事を歴任された､番野氏がこのような分野にとても興味があった

からだと聞いています｡その調査結果があり､その次の総理府の調査でも再度同じような

項目が入りました｡その成果を踏まえてさらに､政策研が､科学技術振興調整費をもらっ

て､独白に全Eg的な世論調査を行い､日米欧の比較を行ったのが､この2番目の報告書で

す｡

この2つの報告を出した後､第 5回の ｢技術予測調査｣に着手する時期になり､とても

科学技術と社会の意識調査のほうには手を回していられないという状況になってきました

が､偶々､その間の1992年には､日本が ｢科学技術に対する公衆の理解に関する国際

会議｣の開催国にあたっておりましたので､｢技術予測調査｣の研究作業の最中に､この

国際会議を科学技術館サイエンスホールで開催しました｡

その後､この関係の仕事は､私の後任者に引き継がれ､｢生活関連科学技術課題に関す

る意識調査｣ということで､報告書も出ております｡

その後の展開は､科学技術に関する意識の問題も研究動向が大分変化しておりまして､

問題環境が随分変わってきています｡まず､科学博物館に子供を集めて､｢とにかく科学

技術とはおもしろいからやってみよう｣ということをやるべきだと提言してきたわけです

が､まだ定着したとは言えません｡しかしこのような状況が続けば､いずれ定着するので

はないがと思われるような状況になってきていますO今度はそれをベースにして､その先

をどのように展開していくのかを検討する時期ではないかと思っています｡そういう新し

い視点で､科学技術政策研究所も科学技術と社会との問題に取 り組んでいただきたいと思

い､最初に経緯を説明しました｡

2.STS研究の全体像

- 3 0 -



(1)STS研究の概要

次にいわゆる ｢STS｣研究の全体像をざっと皆さんにお話ししておきたいと思います｡

｢sTS｣という言葉は､サイエンス ･テクノロジー&ソサエティー､このイニシャル

をとって ｢STS｣といいます｡

｢sTS｣という言葉が使われたのは､アメリカの大学で､科学技術と社会に関する統

合的な教育プログラムが必要であるということで､1950年代から先駆的な人は研究を

開始していた様ですが､1960年代に複数の大学で広まっていったようです｡

これは､3年程前に､現在国立科学博物館にいらっしゃる清水さんという研究員の方が､

在外研究員として渡米した際､アメリカの大学でこのSTS教育プログラムを1年間勉強

されたご経験をもとにうかがったお話です｡清水さんはペンシルバニア州のかつて鉄鋼産

業で隆盛をほこったベツレヘム市のリーハイ大学､ここはケミストリーとかシビルエンジ

ニアリングといった分野に強い大学だったとのことですが､そこのステファン ･カトクリ

フ先生のSTSプログラムを勉強されたそうです｡当時､すでに20を越える大学でST

sプログラムが普及していたとのことです｡現在はもっと増えていると思います｡ ヨー

ロッパの大学においても広がってきています｡日本の大学では､まだこのような欧米のよ

うな本格的なプログラムはでき とがっていないと思います｡

本来 ｢STS｣とは､大学における教育プログラムとして生まれ､そこから広がりをみ

せていきましたO我々が先述のミラーさんから話を持ちかけられて､一緒に共同研究を始

めたのがちょうど1990年ですが､そのときに日米欧の専門家が集まって国際会議を開

いたり､専門家会議を開いたりしたときのテーマは､｢パブリック ･アンダースタンディ

ング ･オブ ･S&T｣｡つまり科学理解です｡一般の人たちがどういう科学知識を持って

いるのか､科学にどの程度の関心を持っているかが研究の対象でした｡それを国際的に､

同じ質問に基づいて各国で調査をして､その結果を比較しようというのが国際共同研究の

中身だったわけですけれども､その2､3年後に､今度はパブリック ･コミュニケーショ

ンという言葉がだんだん普及してきました｡パブリック ･アンダースタディングと言って

いたころには､大体､大学の研究者､博物館その他の科学教育の関係者が中心だったので

すが､それに政府関係者とか企業の関係者がだんだん入ってきて ｢パブリック ･コミュニ

ケーション ･オブ ･S&T｣といわれるようになってきましたo

我々が､パブリック ･アンダースタンディングという看板のもとにやっている国際共同

研究も､いつの間にか､内容はパブリック ･コミュニケーションとしておこなわれている

研究とほとんど一緒になってしまっています｡

パブリック ･アンダースタンディングの国際会議はほぼ毎年開催されています｡一方パ

ブリック ･コミュニケーションの国際会議は､隔年に開催されています｡しかし参加メン

バーや研究者を見ていますと､ほとんど重なっているようです｡私も両方の国際会議の日

本側幹事をやっているわけですが､だんだん幅が広がってきているということですね｡

それから､もともと80年代の半ばごろから始まった研究活動ですので､最近といって
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もここ5年以内のことですが､いろいろな科学技術問題に関する議論､あるいは政策決定

に､直接 ･間接に一般の人が参加をしていくシステムや制度に対する関心がだんだん高ま

ってきています｡まだ注目を浴びるところまでは行っていませんが ｢コンセンサス ･コン

ファレンス｣という言葉が日本でも去年あたりから広まりつつあると思います｡新しいメ

ソッドの 1つとして､これを日本でもやろうという人が出てきた段階です｡この背景には､

民主的な社会では､様々な意志決定 ･政策決定を行う場合､議論が煮詰まっていく過程に

市民の意見を反映させていくことが不可欠である｡それをサポー トしていくのが民主社会

においては不可欠なことだという非常に強い意識が､研究者の中だけでなく､政治や経済

活動にかかわっている人たちに強くなってきた｡特にアングロサクソン系の人たちには強

い｡その影響が最近､アメリカの世界的なプレゼンスが高まっている中で､科学技術のピ

ュアな研究だけではなくて､科学技術の社会的な問題点を考える研究においても強まって

きているのではないかと非常に強く感じられるわけです｡

図4のピラミッド型の図をご覧ください｡政策形成のための階層モデルと書いてありま

すが､これはミラーさんの著作の中から引用したもので1つの典型的な理念です｡

これは､いろいろな問題に当てはまると思いますo科学技術のディシジョン ･メ-キン

グの場合､社会にいろいろな階層があるわけですが､一番上がディシジョン ･メーカー､

政策決定者です.行政府､国会､その他議会などで直接､政策決定に携わる人たちです｡

その下に､リ-ダーズ､つまり政党とか､あるいはローカルな政治家たち､また政治家で

なくても､政治に影響力がある人たちがいます｡それから､その下にアテンテイブ ･パブ

リック､それからインタレステッド･パブリック､ノン･アテンテイブ ･パブリック､こ

の下の3つがパブリック､いわゆる公衆とか､あるいはマスとか､大衆とかと言われる人

たちですが､アテンテイブ ･パブリックというのは､科学技術に対して､非常に熱心なア

クティブな人たちであり､知識も結構たくさん持っているし､いろいろなディシジョン･

メ-キングにも意見を述べることのできる人たちです｡それから､インタレステッド･パ

ブリックは､専門的でもないし､政治的にアクティブに動くわけでもないけれども､科学

技術に対しては関心が高く､知識もある程度あるという人たち｡ノン ･アテンテイブ ･パ

ブリックは､科学技術に対してどうでもいいよとあまり関心がない人たちでかなり多数い

るわけです｡

結局､科学技術に関しても､望ましい方向にディシジョン ･メ-キングをしていくため

には､パブリックの中でも､特にアテンテイブ ･パブリックに属する人たちの科学技術に

対する知識､理解､意識を高める必要があります｡ここのサイエンテイフイツク ･リテラ

シーを高めることが､一番直接､科学技術の政策決定に強い影響力を持つのだという仮説

のもとに､サイエンテイフイツク ･リテラシ-を高めるためのいろいろな手当てが必要で

あるという主張があります｡もちろん､そのためにはインタレステッド･パブリックの層

も広げていく必要がある｡サイエンテイフイツク ･リテラシーの重要性は､以上のような

考え方と直結しているわけです｡
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このような考え方が基礎になって､おそらくアメリカ､ヨーロッパ､日本において､S

TS問題に関する意識､関心､研究がだんだん広まってきているのではないかと思います｡

社会が高度に産業化したからとか､科学技術と生活はもう密接で､とてもここで関係草切

ることはできないとか､あるいは科学技術がだんだん-一般の人からはEjに見えないものに

なっているとか､あるいは専門家の当該専門分野が細分化されてしまい､統合的に科学技

術をとらえることが､相当優秀な人であっても､難しくなっていることもあると思います｡

(2)STS研究者グループの動向

次にSTS研究者グループの動向について､特に注目しておいたはうがいい点に言及し

たいと思います｡参考メモをご参照下さい｡

これらの研究者たちも､おそらくここ10年ぐらいの間に､だんだんSTSの分野にか

かわってきたわけで､そんなに古くからやってきた人というのはあまりいないと思います｡

私の個人的な分類ですが､｢アカデミックSTSグループ｣､｢sTS教育グループ｣､｢科

学技術政策研究グループ｣､｢社会運動グループ｣というふうに大きく4つに分類しましたo

アカデミックSTSグループというのは大学関係者が中心だと考えていただきたいと思

いますが､一部､産業界の専門家も入っております｡一番活発に組織的に運動しているの

は､その中でも､科学哲学とか科学社会学の出身者ではないでしょうか｡科学技術にかか

わるようになって初めて哲学者になったり､社会学者になったりした人もいると思います｡

このグループでは中心人物だと思われるのが､草分け的な存在で､東大先端研のセンター

先端研で村上研究室の助手をしていたときに､STSネット･ワーク ･ジャパンというグ

ループを作 りましたO来年 3月にSTS国際会議を開催準備中ですが､その中心メンバー

は､私も仲間ですがこのSTSネット･ワーク ･ジャパンのメンバーです｡調氏や松原氏

は､中島氏を中心とする村上研究室に学生時代からかかわりのあった人たちです｡

それから､小林信一さんは､筑波大学で丹羽富士雄先生の研究室の助手をしていた方で

す｡それから､私は文部省出身で科学技術政策研究所で研究を行い､若松征男さんは東京

大学出身で科学雑誌の編集をやっていた方です｡

今のところは､中島､小林の両氏が､中心となり､来年3月のSTS国際会議も大体､

この2人が仕切っているわけです｡この他､多数いらっしゃり､すべて書き切れませんが､

もともとこの分野はできて 10年たつかたたないかの分野ですから､年長といっても中島

さんクラスで40歳になるかならないかです｡ほとんどは､阿曽沼､川崎､調､松原民ら

に代表されるように大学院を出て､社会にやっと出てきたという､30代に手が届いてい

るかどうかという年齢層です｡

それから､科学史､技術史､個別領域等からの流れで､吉岡氏､米本民らがいます｡こ

の他､有名な人としては､神奈川大学の中山先生とかいろいろいます｡いずれも40代､

50代の方々で､現役でバリバリやっていらっしゃいますけれども､ほかの分野である程
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度やって､その後､こういう分野に興味を持って流れ込んできている人たちで､STS学

者であると､自覚しているかどうかはわかりません｡

次に､STS教育グル-プというのがあります｡もともと日本には科学教育という名前

はなくて､理科教育という名前でずっとやってきたのですが､今までの理科教育のや り方

では､今後､科学技術に資する望ましい科学教育は無理だということになり､何か変革が

必要であるという関係者の問題意識を受けて､日本科学教育学会が約 10年前にできまし

た｡大部分の人は従来の理科教育の人たちですが､その中でも､新しい意識を持っている

人たちがいるわけです｡現会長の木村捨雄さんは古い理科教育の考え方から新しい科学教

育の考え方へのちょうど転換期にたまたま会長になった方で､いろいろ新しいアイデアも

出しています｡若手のSTS的な考え方でやろうとしている人たちもいて､文部省の教科

調査官を担当していた武村氏が新しいことをやりたいということで､私を含めて､新しい

科学教育システムの社会的基盤に関する国際比較研究を来年度行う予定です｡また､今年

の2月に私が中心になって科学教育システム研究会を発足させました0

武村氏は､日本の理科教育の重鎮ですけれども､私以下､科学教育システム研究会の中

心メンバーは､今まであまり理科教育に関係なかった大学の関係者と､それからSTS的

な学校教育､これから科学活動的なものに熱心に取 り組んでいる高等学校の先生を中心に

しています｡

さらに､大学の研究室､あるいは高等学校等の教育現場関係者の間で続々と新しいST

S的な考え方をとり入れた教育の研究グループが生まれておりまして､私たちが政策研で

この研究を始めたころは非常に珍しく､そういうグループが生まれると､新聞のニュース

で出たぐらいなんですが､最近は全然珍しくなくなりました｡文部省が教育課程を改訂す

るので､新しい教育課程､カリキュラムをつくろうとするグループや海外のSTS教育プ

ログラムの影響を受けた小川､熊野､金森民らのグループ等があります｡

それから､学校現場で従来とは違ったカリキュラムをどんどん開発していこうというグ

ループO特に環境教育､エネルギー教育､健康教育といった分野で総合的な､クロス ･カ

リキュラム的な教科 ･教育の研究をしようとするグループがたくさんできてきています｡

これはとても把握し切れないぐらいです｡

3番目に､科学技術政策研究グループ､これは科学技術政策研究所と非常に近いグルー

プと､そうでないグループとがあります｡1つは､ 10年前の公害問題や環境問題の盛ん

な頃から科学技術と社会との関係について､日本科学技術振興財団がスポンサーになって､

研究を続けてきたグループで､政策研の丹羽先生もずっと関与していたわけですO

それから､金沢工業大学グループ､STSP研究会がありますO｢P｣はポリシ-を表

し､科学技術社会と政策という意味です｡これは文部省で私の大先輩にあたる､審議官で

やめられた手塚さんという方と､金沢工業大学の竺さんという博士号を持っているおもし

ろい方が中心になっておりまして､最近,私の後輩にあたる山本真一君､筑波大学の高等

教育研究所の所長をやっていますが､彼も科学技術政策に関する､文部省関係､OECD
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の専門家ということで､このグループに加わっています｡私も従来は直接関係はありませ

んでしたが､最近会員にしてもらいました｡

それから､NISTEPグループ ､この他直接STSということではないのですが､

財団法人の政策科学研究所に幾つかグループがあり､朝日新聞社の岸田さんをはじめ何人

かの方がリーダーになっていますが､そこで季刊誌で年4回､『21世紀フォーラム』を

出しています｡そこに､議事録風に研究会の結果が出ています｡私も毎号送ってもらって

いますが､なかなかおもしろい内容です｡

4番目は社会運動グループがあります｡有名な高木仁三郎さんをあげておきました｡ほ

かにも幾つかあると思いますけれども､具体的な社会運動に密着したグループといえます｡

3.今後の研究のパースペクティブ

最後に､今､私がどういう方向を向いて仕事をしているかを簡単に説明したいと思いま

す｡

私も､意識調査､公衆理解､コミュニケーション等の研究を続けているわけですが､昨

年あたりから,先ほど紹介した広島大学の武村先生と共同で科学教育システムの研究を始

め､国際比較をやろうとしています.なぜ国際比較をやるのかというのは,貿易摩擦､経

済摩擦が最終的に文化摩擦になったように､科学技術の問題も最終的には文明間題になっ

てしまうのではないかという危倶が私自身にあるからです｡科学的な認識というのは､こ

ういう条件のもとでこういうことをすればこうなるという､非常に条件つきの発想ででき

上がっているわけですが､日常的な認識､例えば政治 ･文化 ･宗教の問題というのは､必

ずしもそのような認識の仕方はしていないわけです｡絶対的にとか､究極的にとか､その

ような発想をするわけです｡

結局､そういう混沌とした世界の中で我々は生きているわけですが､その中で科学的な

認識を定着させていく必要があると考えています｡我々は､自然とか､社会等に対してど

ういうふうに認識を行うのか常に意識して､協調していかないと､いろいろな問題が悲劇

的な結果を招く可能性が常に高まっていくのではないかという懸念を持っているわけです｡

科学教育とか科学技術の問題も､結局､物をつくるとか､そういうレベルでは心配をし

なくても-｢〔引こ構わないわけですけれども､文明の交流や文化の交流ということになると､

アカデミックな問題としても非常に問題になってくる｡今､宗教者同士の世界的な交流等

が行われるようになり､会議の報告書等を時々見る機会があります｡今のところは仲良く

やっているようですが､本質的なところまで議論されていないので､今後､問題が煮詰ま

っていくと､いろいろ問題が出てくるのではないかと懸念しています｡

そういうときに､では何が問題を解決するかというと､やはり科学的認識をいろいろな

ところに応用していくことによって解決していかざるを得ないのではないでしょうか｡つ

まり科学技術そのものを盛んにしたり､理解を深めさせたり､あるいは政策に理想的にと

は言わないまでも､合理的に対応できるようにするというだけではなくて､広い意味での
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社会問題を解決するためにも､科学的認識というものは必要ではないか､そういう前提に

立った科学教育､システムづくりをしていかなければいけないのではないかというのが､

現在の自分自身の研究のパースペクティブ､研究課題ということです0

具体的には､日米比較研究を企画しており､研究費を申請中です｡その準備のための研

究費を､今年 1年科研費でもらいまして､準備を進めているところです｡日本の中で科学

教育にかかわるいろいろな場面があるわけですが､例えば科学技術庁が中心になって､科

学技術週間を毎年4月にやっていますが､どういう仕組みで動き､どういう効果を上げて

いるのか､また､今､科学博物館活動で盛んに行われているいろいろな新しい試みが､ど

のような社会的な影響を与え､学校教育とリンクさせた場合､どの程度の発展性があるの

か､さらに生涯学習という観点での社会教育と学校教育との関係はどうかといったことで

す｡

それから､企業は科学技術 ･科学技術教育にいろいろな貢献活動をしています｡どちら

かというと､今までは奨学金を出すのが､教育に対する企業の社会的支援の姿勢でしたが､

現在､それぞれの企業活動を通じて､つまりボランティア活動を通じて社会的貢献をして

いく雰囲気が盛 り上がってきています｡これが日本の社会的なシステムの中でどのように

発展して定着をしていけるのかといったことです｡

以上のような事について日本の代表的な事例を幾つか調べることを､現在やっています｡

今､アメリカではそれに大体対応するような､アメリカのカウンターグループが調査して､

それをお互いに出し合って比較する､議論をするための準備活動を今年 1年間やっていま

す｡もし､来年度､再来年度と2年間の研究費がつけば､それを実際に実行することにな

るわけです｡

私も長年役人をやったり､研究所の研究員をやってきたわけですが､あまり現場を知り

ませんので､やはり科学教育をやっている現場も知らなくてはいけないと思いました｡そ

れで､茨城県猿島郡総和町､ここには10の小学校と3つの中学校があるわけですが､そ

このPTAのお父さん方が中心になって､｢おもしろ科学クラブ｣をつくっています｡P

TAのお父さん方が中心になって,ボランティア活動で全町的に科学に対する関心､理解

を高め､しかもそれを楽しんでもらうことが目的です｡あと何年聞かして､将来は国から

補助金をもらって科学学習センターをつくろうという活動です｡私もその活動にアドバイ

ザーとして参加を始めたところですO総和町というのは人口4万 8,000人で､茨城県の

中では西の工業の中心地です｡隣接する古河市の人口が5万 7,000人です｡2年後には

総和町も市制をしくとのことで古河市､総和町は経済的にも財政的にも元気がいいんだそ

うです｡工業団地も作 りました｡そういう意味で科学に注目をして､｢科学技術立国｣そ

のものに大賛成､そうでないと我が町もやっていけないということで､科学技術庁の政策

にもろ手を上げて賛成をしているところです｡そういう活動に今入り込んで､現場の雰囲

気を生かした研究を進めようとしております｡
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ノデ ィ7

C二つ
(席用関係)

娩 出

(規格人)

図 1 科学技術 トライアッド･モデル

(科学技術 トライアングル)

(出所)科学技術政石研究所 (1991年),｢科学技術と社

会とのコミュニケーションの在 り方の研究｣.28頁｡
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図 2 科学技術をめぐるコミュニケーションの概念図
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図 3 科学技術 コ ミュニケーション ･セ ンターのイメージ
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図4 政策形性のための階層モデル
(出所)IonD.MHIcr,-ThePublicUnderstandingof
Science and Techno一ogy in the United States,
1990∴ ReportlotheNationalScienceFoundation.
p29.
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(参考メモ)

sTS研究グループの動向

(1)アカデミックSTSグループ

① 科学哲学､科学社会学等からの流れ

村上陽一郎 (国際基督教大学)-中島秀人 (東京工業大学)-STSネットジャパン

阿曽沼 明裕 (筑波大学高等教育研究所) 小林 信一 (電気通信大学)

川崎 勝 (山口大学医学部) 長虜 元 (東洋大学)

調 其佐志 (信州大学) 若松 征男 (東京電機大学)

松原 克志 (常磐大学) 松本 三和夫 (東京大学)

② 科学史､技術史､個別領域等からの流れ

吉岡 斉 (九州大学) 原子力問題

米本 昌平 (三菱化成生命研究所) 医療 ･環境問題

中西 準子 (東京大学) リスク科学 (水問題)

松原 純子 (東京大学) リスク科学 (健康問題)

(2) STS教育グループ

① 日本科学教育学会の一部のメンバー

木村 捨雄 (鳴門教育大学) 現会長

武村 重和 (広島大学) 一一一長清 元 (科学教育システム研究会､2月発足)

小川 正賢 (茨城大学) 熊野 善介 (静岡大学) 金森 修 (筑波大学)

理科教育の改善の視点からの研究が中心｡全国的な教育課程の改訂と個別のカ

リキュラムの開発の問題および国際的なカリキュラム改善運動の流れがあるo

② 多様な大学研究者 ･高校 ･小中学校の教員等による研究グループ

1990年頃から多くの研究グループが生まれている｡

○ -つは教育課程の改訂にかかわる活動o

O ひとつは海外からのSTS教育プログラム普及運動からの刺激を受けた活

動｡

○ 理科の各教科研究団体 (物理 ･化学 ･地学 ･生物)の枠を乗 り越えて総合的

なカリキュラムの編成を研究 し､次期学習指導要領に反映させていこうとい

う動きもある｡ - 教科 ｢理科｣関連学会協議会

(3)科学技術政策研究グループ

① (財)日本科学技術振興財団グループ (丹羽先生他)

② 金沢工業大学グループ (STSP研究会) 手塚 晃､竺 覚暁､

山本 真一 (筑波大学高等教育研究所)

③ NISTEP//ループ

④ (財)政策科学研究所//ループ

(4)社会運動グ/レ-プ

① 高木仁三郎グループ (原子力隅織資料室)
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｢モー ド論と科学技術政策｣ 平成 9年 9月4日

小林 信一

(電気通信大学大学院

情報システム学研究科助教授)

I.モー ド論とは何か～知的生産システムの変容

本日は科学技術と社会の様々な問題について話をしますが､最近考えているいろいろな

こと､科学技術社会だけでなく､科学技術政策､科学技術の人材問題等を含めて話したい

遠回りですが､問題にたどり着くには早いと思いますので､STSだけではなく､科学技

術政策研究全般に関わると思われる ｢モー ド論｣を中心に話をしますa

1994年にイギリスのサセックス大学の SPRUでディレクターをやっていたマイケ

ル ･ギボンズ(MichaelGibbons)氏が 『TheNewProductionofKnowledge』を出版しま

した｡この本に非常に衝撃を受け､私もそれに基づく議論をいろいろや りました｡しかし､

原著が知られていないと議論しにくいために､十分には議論ができませんでした｡そこで

私どもで翻訳を進め､ようやく最近になって､『現代社会と知の創造』というタイ トルで

出版しました｡

それで､今日はこの本の話を中心にしたいと思います｡しかし､実際にはこの本は非

常にわかりにくく､必ずしもまとまった本ではありませんので､私流にまとめ直した資料

を基に話をします0

1.--TheNewProductionofknowledgeHの衝撃

それでは､資料の 1ページから始めます｡まず ｢モー ド諭とは何か｣という所を簡単に

ご紹介します｡前述のように､マイケル ･ギボンズたちが､1994年に 『TheNew

productionofKnowledge』という本を出しました｡共著者は6名です｡ギボンズ､彼は

当時 SPRU の所長でしたOそのほかに､カミール ･リモンジュ(CamilleLimonges)はカ

ナダの人で､1度会ったことがありますがよく知りません｡あと､ヘルガ ･ノヴォトニー

(HelgaNowotny)はオース トリアの科学社会学の権威で､世界的にも有力な方です｡その

次のサイモン ･シュワルツマン (SimonSchwartzman)はブラジルの発展経済等の研究を

している人ではないかと思いますOピーター ･スコット(PeterScott)はイギリスの高等教

育関係の非常に有名な新聞の 『TimesHigherEducationSupplement』で長く編集をや

っていた人で､かなり有名な方です｡最後のマーティン ･トロー(MartinTrow)は､アメ

リカの､多分UCバークレーの教授だったと思いますが､高等教育研究の分野で著名な学

者で､いわゆる ｢マス化｣という言葉をつくった人ですO

そういう大物たちが共同で本を出したことだけでもかなり衝撃的ですが､そういうこと

があってか､出版の翌年からいろいろな国際会議の場で引用されるようになってきました｡

- 43-



私自身が知ったのは､1995年の9月に､オタワでサイエンス ･フアンディング ･シス

テムの会議に参加した時です｡そこで中心的なテーマになってました｡それで興味を持ち､

その年の11月に手に入れて読み始めたのが最初です｡

この､サイエンス ･フアンディング ･システムの会議というのは､もともと中国で第 1

回目がありまして､これは丹羽富士雄先生に推薦していただいて参加したという経緯があ

ります｡そういう意味でも NISTEPとも関係は深いわけですOその後もいろいろな国際

会議で触れられているようですし､昨年からは､リサーチポリシーや､科学技術政策関係

のいろいろな雑誌で頻繁に引用されるようになってきています｡あと､関連するような議

論も非常にたくさん出てきており､本書はそういう意味でも非常に時宜を得た議論をして

いると思います｡

国内ではあまり紹介されていなかったと思いますが､1996年の3月に､私がシンポ

ジウムで紹介したところ､日本経済新聞社の烏井さんがすぐに記事に書いてくれたりしま

した｡しかし､『現代思想』という哲学 ･思想の分野の雑誌に96年の4月に紹介したの

が本格的な紹介の初めでした｡そういう経緯もあり､最初は科学技術論とか､思想の分野

で注目されましたが､本質的には､科学技術政策に一番インパクトがある､また高等教育

にもかなりインパクトがあるのではないかと思っております｡

2.モー ド1とモー ド2

それでは､なぜこのように非常に衝撃をもって受けとめられたのか､といった所から話

に入ります｡資料の2番目に､｢モー ド1とモー ド2｣と書きました｡この本の一番のポ

イントは､科学技術活動を組織化､編成する様式が2つあるという考え方です｡この場合

の様式というのは､社会的な様式と認知的な様式に分かれます｡科学論では､エクスタ-

ナルとかインターナルという言い方をしますが､人とか組織､制度､あるいは人材確保と

か､評価のシステムとか､フアンディング ･システムとか､そういう科学技術活動を構造

化させる部分が社会的な部分で､認知的というのは､知識生産の方法とか､問題設定の方

法とか､研究方法とか､内的な側面を主に指しています｡

知識生産を編成していく様式が2つあるolつは ｢モ-ド1｣で､もう1つが ｢モード

2｣であると本書では考えています｡モード1というのは､皆さんよくご存じの､従来型

の研究活動の編成様式です｡要するに､物理学が典型ですが､研究者自身によってピアレ

ビューのようなシステムを中心にして科学を発展させていく､そういう研究の組織化の様

式です｡

モー ド2というのは､それとは違う様式だというわけです.なぜこれが出てくるかとい

いますと､モー ド1のイメージに適合しない例がかなり増えてきているのではないがとい

うことがあります｡例えば､産業技術開発というのは､ある意味では､一つの典型的な例

です｡要するに､産業において行われている研究開発は､科学技術の活動といえるかどう

かという議論もありますが､明らかに科学技術に関連する活動はしています｡それが､例
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えば物理学のような､あるいは大学における研究のような研究の仕方をしているかという

と､していないのは明らかです｡それだけでなく､基礎研究の分野でも､例えば環境問題

とか､医療の問題､南北問題といった分野の研究の仕方というのは､どうも従来の仕方と

は違うようです｡物理学のような世界でも､ビッグサイエンス､高エネルギー物理のよう

な分野の活動は従来のものと異っています｡文部省用語なのかもしれませんが､加速器科

学という学問が有ります｡これは要するに､高エネルギー物理は､実際には物理学以外の

多くの分野の人たちによって研究を支えられているわけですが､そういった部分をカバー

するために､加速器科学という言葉を使う訳です｡従来の物理学だけを考える場合には､

縁の下の力持ちみたいに考えられてしまう人たちがいるわけですが､そういう人たちを正

当に評価しなければならないという動きもあるわけです｡

このように､モー ド1的な研究編成でないものがたくさん出てきたので､モ- ド2とい

う研究編成を考えようというわけですO資料2ページの頭に､モー ド2というのはどんな

ものかを簡単にまとめておきました｡例えば､トランスディシプリナリであるとか､問題

解決型であるとか､あるいはネットワーク型､分散型であるとか､参加型であるとか､非

リニアモデル型である等々の特徴があります.あるいは､モ- ド1が知識を生み出す立場

から研究活動を編成する方式であるのに対し､モー ド2は知識を利用する立場からの研究

活動の編成様式であるという見方もできるかもしれません｡重要なことは､これらの個々

の側面ではなく､これらの総体として一つの様式としてとらえていこうというのが､モー

表に両者の対比を示しておきました｡モー ド1というのは､ディシプリンのコンテクス

トで進められる知識生産である｡要するに､物理学であれば物理学の内的な論理で､その

分野のフロンティアはどこであるかとか､どうやってお互いに評価していくかということ

が決まっている｡それに対してモー ド2というのは､アプリケーションのコンテクス トで

進められる知識生産であるOアプリケーションというのは､単に産業的な応用だけではな

くて､社会的な応用とか､場合によっては基礎研究のようなものも含んで､何らかの目的

があって進められることを言います｡そういうコンテクストの中で進められているのがモ

ー ド2であると簡単にまとめることができます｡

問題解決の方法について､モー ド1では､先ほど言いましたように､物理学であれば物

理学の内部の行動基準のようなものがあって､それによって進められている｡それに対し

てモー ド2では､問題解決が重要なわけですから､特定の分野の研究者に依存するわけで

はなくて､問題解決に関与し得る､寄与し得る者であれば､どんな分野からも参加すると

いうことになります｡そういう意味で､ トランスディシプリナリという特徴を持つわけで

す｡ただし､トランスディシプリナリというのは､後でもう一度言いますけれども､単な

る寄せ集めではなくて､独自の理論構造､研究方法､研究様式を持つことになります｡

研究成果の評価の仕方､あるいは研究成果の価値の判断基準も違ってきます｡モー ド1

では､典型的にはピアレビューによって,ディシプリンの知識体系の発展にいかに貢献し
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ているかということが評価されるわけですし､モー ド2では､アプリケーションのコンテ

クストで進められますから､問題解決へいかに貢献するか､あるいは素早く解決できるか

によって評価されます｡問題解決といっても､決して完全な解決ではなく､目の前の問題

をとにかく解決しなければならないので､暫定的にせよ､解決しなくてはいけないという

意味での解決です.モー ド2では､そういったものへの貢献が求められる｡

研究成果の普及に関しては､モー ド1は学術雑誌とか､学会などの制度化したメディア

を通じて普及する｡それに対してモー ド2では､いわゆる参加型､学習型の普及をする｡

要するに参加者の間でいろいろな問題解決をしながら､そのままそれが成果の普及になっ

ていく｡問題解決ということ自体がある意味では成果であって､その場で普及してしまう

というような考え方になります｡この点についてはまた後で関連することが出てきますの

で､そこで詳しく述べます｡

あと､問題解決に参加する人たちの資格ですが､モード1では､各ディシプリンの中で

養成された研究者､具体的には､大学のそれぞれの専門の学科の中で養成された人たちで

あることが条件となりますOそれに対してモー ド2では､多様な母体から参加するo例え

ば､大学の研究者だけではなく､産業界､政府の専門家､場合によっては市民､いろいろ

な人たちが参加する可能性があるということです｡環境問題等を考えてみればよくわかる

と思いますが､いろいろな人たちが関与し得ます｡

研究の組織もかなり様相が異なってきますoモー ド1では､現実には永続的とは限らな

いとしても､永続することを前提とした組織になります｡それに対してモ- ド2では､

時的な組織になります｡これは､問題解決が終われば解散してしまうという場合もありま

すが､通常は､問題の状況によって組織が変わっていくということです｡これは､現実の

世界ではよくあることです｡

それと､社会全体から見たときに､知識生産の拠点がどういうふうに存在するかという

点については､モー ド1では､権威づけられた研究機関､あるいはエリー ト研究機関とい

うものが存在しますOかつては､そういう拠点は､どの国のどこの大学とかいうように全

世界的に存在していたわけです｡それがモー ド2になってくると､社会の至るところでい

ろいろな研究活動が行われる｡そういう意味で､研究拠点が社会的に分散化していく､あ

るいは相対化していく.当然､従来型の知識生産､研究開発活動は､相対的にウエー トが

小さくなっていくというようなことになります｡

3.モー ド2の特質

以上が､簡単にモー ド2の特徴を示したものですが､もう少し理解をしていただくため

に､3番目に､モード2の特質をまとめてみましたOこれは主に､研究活動をどのように

組織化するか､あるいは研究活動を編成するかという観点からまとめたものです｡モー ド

2ではまず第-｣こ､トランスディシプリナリティが大きな特徴になります｡これは先ほど

言ったように､研究がアプリケーションのコンテクストで進められますから､いろいろな
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人たちが参加するということです｡トランスディシプリナリであるということは､必然的

に､ トランスオーガニゼ-ショナルであって､ トランスセクトリアルであって､あるいは

トランスナショナルということにもつながります｡要するに､単にいろいろな分野の人た

ちが参加するというだけではなくて､いろいろな組織の人が参加する｡場合によっては､

セクターを超える｡例えば､大学と産業界とか､政府と大学とか､そういう共同の研究活

動が出てくるということです｡当然国際的なものも出てきます｡

ここで注意しなくてはいけないのは､トランスディシプリナリであって､トランスディ

シプリンではないということです｡ トランスディシプリンというのは､それを一つのディ

シプリンだと考えるわけです｡しかし､この本の中を注意深く調べてみたんですが､トラ

ンスディシプリンという言葉は一 一一度も出てこないのです｡それは言葉の意味からいっても

当たり前で､モ- ド2ではディシプリンを超えて存在するのであって､それがディシプリ

ンになったら､もはや トランスディシプリナリではなくなってしまいます｡ですから､モ

- ド2はトランスディシプリナリであったとしても､トランスディシプリンではありえな

いということです｡

ところが､過去の例を考えてみるとすぐわかりますが､ トランスディシプリンを目指す

動きはよくあることで､大体そういう企ては失敗します｡例えば､環境研究の初期に､北

海道大学に環境科学研究科をつくりました｡ところが去年だったと思いますが､全面的に

組織替えをしています｡いろいろな分野を寄せ集めて､それで一つのディシプリンをつく

ろうとした｡しかし､それはうまくいかなかったようです｡問題解決型の研究に対してデ

ィシプリンをつくることが､上手くいかないことがあるわけです｡ただ､そういう分野の

学会組織はあってもいいのですが､それはあくまでも問題解決のための組織である必要が

あると思います｡

ですから､トランスディシプリナリというのは､決して固定的な新しい組織とか､研究

所とか､学科などを創設するのではなくて､そこでは流動的な組織を考えたり､もっと流

動的なマネジメントをすることが重要になってくるだろうと思いますO

それと､第 2点目として､コンフィグレーションとコラボレーションという項目を示し

ました｡ トランスディシプリナリなのでいろいろな人たちが参加してくるわけですが､い

ろいろな人たちが一時的に離合集散します｡そのときに､そういう人たちをどうやって組

み合わせるかということが非常に重要なわけです.それがコンフィギュレーションです｡

コンフィギュレーションという言葉は､いろいろな分野で使われています｡結晶で使われ

たり､あるいは星を星座にまとめることをコンフィギュレーションと言ったりします｡要

するに､いかにうまく組み合わせるか｡単に寄せ集めるだけではなくて､いかにうまく組

み合わせるかがパフォーマンスに影響してくる｡さらに異質な参加者たちが協力して活動

するので､コラボレ-ションが非常に重要になります｡

そういった活動の仕方は､従来のモー ド1的な発想でいえば､サムシング ･ニューを

生みtLHすとは限らないわけで､既存の知識を組み合わせるだけではないかという批判があ
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りえます｡この点については､創造性とか､あるいは研究開発の定義を考え直す必要があ

ると思っています｡例えば､oECDの研究開発の定義は､モー ド2には対応できないと

ころがあるのではないかと思っています｡

これと類似のことですが､プロジェクトという言葉がよく使われますが､プロジェクト

というのも､いろいろな分野から派遣された人たちが集まった仮の組織です｡しかし､研

究の遂行のスタイルとしては､決して仮のものではなくて正当性があると考えていく必要

があると思います｡

次に､モー ド2の3番目の特徴として､これは先ほどの普及のところでお話したことで

す｡資料には､知識の生産と消費の co-extensivenessという言葉で書きましたが､要す

るに生産と消費が､同じ場所で同じときに行われるということです｡相互浸透性と訳した

り､あるいは共時空間性と訳したりできるでしょうOどんな訳し方があるのかよくわかり

ませんが､要するに生産と消費が同時に行われるということです｡

この点は､リニアモデルとは違います｡ちょうど経済学のほうでは､例えば市場原理

という経済原理があります｡このほかに､計画経済原理とかいろいろな原理がありますが､

市場原理というのは､生産と消費が切り離されていて､それを市場が媒介するという考え

方ですoそれに対しての家政原理というのがありますQ家政原理というのは､家庭におけ

る生産と消費を考えればわかりますが､生産と消費が同時に行われるという経済原理です｡

これもある種の財の配分の原理です｡モー ド2はちょうど家政原理に対応するような特質

を持っている｡ですから､モー ド1がリニアモデル的であって､技術を移転するという発

想になるのに対して､モー ド2はむしろ学習過程と考えることになるだろうと思います｡

知識は人を介して普及する｡参加者たちの間で共有されて､研究者に体化した知識として､

人の移動に伴って普及していくというような形をとるのだろうと思います｡

4番目が､アカウンタビー｣ティと評価という問題です｡これは最近よく言われるように

なってきました｡財政的なアカウンタビリティー､それと社会的なアカウンタビリティー

というものが､モー ド2の本質的な問題として非常に重要になってくるということです0

5番目は､研究者間､研究チーム間の競争のステージが変わってくるということですO

従来であれば､研究成果の先取権争いとか､研究費を獲得するための競争というのがモ-

ド1の典型的な競争だったわけですけれども､モー ド2では､それもありますが､むしろ

アジェンダセッティングとか､あるいはプライオリティーセッティングの段階での競争が

重要になってくるという特徴があります｡現実の科学技術政策の現場では､すでにこうし

た方向へ動いていることは明らかだろうと思いますが､それ自体､正当なことであるとい

うことです｡従来であれば､科学者が政治的な活動をするというような感じでとらえられ

たわけですが､それにも一定の意義がある｡ただし､不透明でいいとか不明朗でいいとい

うわけではなくて､それにふさわしいル-ルや仕組みが必要になるだろうと思います｡

さらに､大学との関係でいいますと､知識生産拠点が分散する結果､大学の権威が相

対的に低下することになります｡従来であれば､すぐれた大学というのは､知的エリー ト
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を組織化したものであるととらえられたわけですけれども､現在では､エリー トではなく

てエクセレントという基準が出てきて､すぐれた大学とは､エクセレントな研究ユニット

が緩やかに連合したものであるというように変わってくるだろうと思います｡COEとい

う言葉があり､そこにもエクセレンスという言葉が出てきますが､エクセレンスという言

葉は､外部評価的な価値観であって､決して内的なものではない｡COEという言葉は､

研究活動に対して､外部からのフアンディングなどに際して､外的な基準で評価した場合

に出てくる言葉であるという話が本書の中にもありました｡

今､大学改革が問題になっていますが､そういった観点から非常におもしろい議論もあ

ります｡例えば大学は､かつては知識を体系的に組織化したものと見られたわけですが､

今は必ずしもそういう認知的な統合の側面は強くなくて､むしろ経営的な統合によって組

織を統合するという方向に､だんだん変わってきています｡そういう過渡期にあるからこ

そ､今日の大学改革がいろいろな難しい問題を抱えていると思います0

7番目はおまけみたいな話ですが､ちょうどモー ド論について考え始めたころから､ノ

ーベル化学賞がおもしろいことになってきました.95年に､オゾン層破壊に関する研究

にノーベル賞を出して､96年にはフラ-レンの研究にノーベル賞を出しました｡両方と

もモード1的な発想ではなかなかノーベル賞になりそうもないような研究だと思います｡

例えばオゾン層の破壊というのは､おそらく純粋に化学をやっている方たちから見れば､

本来それほど､エキサイティングなテーマではなかっただろうと思いますが､それがノ-

ベル貫をとった｡あるいは､フラーレンの場合には､天文学者が､とはいっても､化学系

の天文学者でしょうが､星間物質の研究をしていた人がノーベル賞をとりました｡これは

トランスディシプリナリな活動に対してノーベル賞が与えられたのだという見方もできる

のではないかと思います｡

4.モー ド2tHJJ現の背景

以上がモー ド2のおおよその説明で､モー ド1､モー ド2の性格の違いが大体ご理解で

きたことと思います｡次に､どうしてこういうものが出てきたか､出現の背景について､

ポイントだけご紹介したいと思います｡やはり政治的な､あるいは経済的な要因が大きか

っただろうと思います｡これは､科学技術政策の流れを考えてみれば一目瞭然です｡70

年代に入って､特に70年代後半以降､先進国病とか､あるいは経済停滞が深刻になった

わけですけれども､特に欧米の経済にはいろいろな影響を与えました｡日本や､アジア

NIESの経済活動が､国際的にも活発になってくる｡そうなると､基礎研究を欠いたまま

経済発展を実現できるということになって､欧米の科学技術政策もいろいろ見直しを迫ら

れる｡リニアモデルにも限界がある｡また､基礎研究とは別に､産業発展のための科学技

術振興という観点が出てきます｡つまり､競争力政策です｡

典型的には､イノベーションポリシーということばが､80年前後から､あちこちで言

われるようになりました｡当時､私はまだ基礎研究重視という観念が抜け切れていなかっ
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たので非常に不思議だったのですが､欧米では産業技術開発のための政策も､科学政策に

期待していた面があったのではないかと思います｡一方では､政府の基礎研究への投資が

急激に減っているとか､大学の授業料収入が減る等の問題があって､大学のほうでも､産

学連携を重視したり､イノベーションポリシーに便乗する動きがありました｡

欧米で､産学連携が活発に言われるようになったのは､80年前後､70年代終わり頃

からだと思いますが､高等教育研究の分野では､そのころの財政悪化との関係が明確に議

論されていました｡決して日本だけが産学連携に乗り遅れていたわけではなくて､欧米で

もその頃から産学連携が本格的になってきたのだろうと思います｡

さらに80年代に入ると､ポスト冷戦という話が出てきます｡従来の軍事研究が､環境

とか､医療とか､公共的な政策のための研究にシフトしてくるということがあります｡あ

るいは､EC統合を目指した共同研究開発が始まる｡そういう中で､従来の科学政策では

とらえられないようないろいろな動きが出てきたわけです｡研究者は非常に柔軟性があり

ますから､基礎研究のための資金を政府に出させるために､｢研究成果は将来の産業技術

の発展に結びつく｣とか､あるいは ｢地球規模環境問題の解決のための基礎的知見をもた

らすだろう｣といったようなレトリックを用いて対応していくわけです｡しかし､しだい

にそういうレトリックだけでは済まなくなってきた｡各国の政府や市民が真剣に､問題の

解決を期待するようになってくるという動きがあっただろうと思います｡こういう中で､

モ- ド2が広がる基盤が整ってきたということですO

あと､経済活動を見ると､いわゆるメガ ･コンペティションとか､グローバル ･コン

ペティションと言われるような状況があります｡企業の内部の研究開発だけではなくて､

大学とか政府に期待をするとか､あるいはデファクト･スタンダー ドをめぐる競争等のい

ろいろな動きがあったろうと思います｡

あと､学問の内的な要因というのも見逃せないだろうと思います｡日本ではあまり議論

されていなかったんですが､科学技術におけるマイノリティーの問題､あるいは植民地主

義等のいろいろな問題､あるいはフェミニズムの科学技術とか､いろいろな問題が出てき

ました｡あるいは専門分化､細分化がいき過ぎたという問題｡これはリアルワール ド･プ

ロブレムと非常に密接に関係していて､専門分化が進み過ぎると､現実の問題への対応力

をなくしていくのではないかという議論がありました｡

さらに､これは内的と言うか外的と言うか難しいのですが､社会との接点があるような

問題が増えてきた｡先ほど言いましたけれども､環境､健康､貧困､安全､あるいは経済

発展といった問題に取り組む動きがLLuTくる｡これは従来の curiositydrivenresearch

とはかなり性格が違うものであろうと思われます｡

4番目は､ある意味では非常に重要な問題だと思いますが､高等教育が拡人してきた､

それが累積的なインパクトを与えているのではないかと思われる節があります｡これは本

の中にも書いてあることですが､研究者の養成がどんどん拡大して､研究者予備軍が大学

の中だけでは収容しきれなくて､大学外に出ていく｡その結果､民間における研究開発活
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動がどんどん拡大していく｡そのうちに大学をしのぐ研究ポテンシャルを持ってしまう｡

日本でも､一時､産業界が大学の研究活動には期待しないという話がありましたけれども､

どこの国でも同じような話はあったようです｡そうなると､従来のアカデミックな研究だ

けではなくて､いろいろな形の知的な活動が出てくる｡企業の研究所もそうですし､ある

いはアメリカなどであれば､ハイテク ･ベンチャーとか､シンクタンクもそうです｡ある

いは従来の考え方ではとらえにくいサービス部門におけるR&Dとか､企画､政策立案な

どもこの点に関連するだろうと思います｡

企業の研究開発といえば､従来､東海岸的な大企業の企業内基礎研究所､あるいは企業

内中央研究所というモデルがあったわけですが､それが西海岸的なベンチャー企業という

モデルになってきました｡これは日経BPの西村さんの指摘ですが､非常にうまい言い方

だなと思っています｡

このようなことがたくさんあって､高学歴な市民層が出現して､知識生産の拠点が拡散

するだけでなく､知識の生産を求める人たちも増えてきた｡要するに企業のホワイ トカラ

ー､つまり事務系であっても､研究開発､知識生産を必要とする｡そういう状況が拡大し

てくる｡あるいは市民活動においても､科学技術的な活動を要求するものが増えてくると

いったような動きが出てくるわけです｡

必ずしもうまく整理できていないところがありますけれども､こういったいろいろな動

きがあるけれども､従来のモー ド1的な価値観だけではどうもうまく説明できない｡さら

に科学技術活動がどんどん成長するという､アメリカでいえば60年代的な神話も崩壊し

た｡日本も､最近成長神話が崩壊しつつあるようです｡こうした種々の動きを背景として､

いろいろな価値観に基づく活動があっていいんじゃないか､あるいはいろいろな研究の在

り方が出てきているんじゃないかということを大胆にまとめたのがこの本だと思います｡

5.モー ド論の意義

｢過去の議論との関係｣について触れます｡例えば､モー ド論をパラダイム論と比べる

と､パラダイムというのは一つのディシプリンの中の話をするのに対して､モー ド論は個

つであるというふうに考えますが､実はこれはそれほど目新しい議論ではありません｡ち

ょうどこの本と同じころに､ザイマンの 『縛られたプロメテウス』という本がでました｡

これは国際基督教大学の村上陽 一郎先生が､95年の春に翻訳をtLHLました｡その本でも

ほとんど同じ議論をしているんです｡あるいは､もっとさかのぼれば､いろいろな人たち

が似たような議論をたくさんしていたわけです｡科学技術諭の世界でもそうですし､ある

いは経済の分野でもそうですし､いろいろと似た議論がありました｡

そういう意味では､本書は過去のいろいろな議論の恩恵に浴していると言えます｡ただ

し､この木は､そういうところは非常にいい加減に書いてあって､ちゃんとした引用がな

い本です｡どういうふうな影響を受けて､どういうふうにつくられたかということが苦い
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てない本なので､よくわからないところがあります｡我々も仲間内で何度か勉強会を開き

ましたが､この部分は､既にこの人が言っているというのは結構たくさん有りました｡そ

ういう意味では､過去の議論と全く別の話ではなくて､ある意味では過去の議論を集大成

したものだというふうにも言えると思います｡独自性があるのは､それをモードという形

で統一的に述べたことにあると思います｡

それともう一つは､これは今､私が情報系の大学にいるから注目するという面もありま

すが､モー ド諭で議論している話というのは､情報分野の話と非常によく似ています｡情

報というのは知的な活動をコンピューターの中に埋め込もうとしていることだとも言えま

すOだから､社会で行われている知的な活動と､コンビュ-タ-の中で行われる知的な活

動の対比で捉えられるだろうと思います｡実際､この本の中でも､モー ド､ウェブ､コラ

ボレーション､エージェント､アプリケ-ションその他､いろいろな情報ネットワークの

分野の用語が使われていますOあるいは話の内容も､コンピューターの世界で言えば､分

散協調コンピューティングとか､CSCWとか､あるいはケースベースシステムとか､ダ

ウンサイジングとか､そういったものを現実の知識生産の世界に照らし合わせたような議

論になっているという面もあると思います｡

モー ド論の紹介の最後に､6番目として,科学技術政策論としてみたときにどういう意

味があるかということを簡単にまとめておきました｡

1つは､リニアモデルから決別しようとしているということがあると思います｡もう

おける科学技術活動のあり方を論じているのだろうと思います｡これは後で､関連する話

をします｡

それと､科学技術の社会的な次元に注目しているという特色があります｡これに関して

は､過去にいろいろな議論があります｡例えば､=暗黙知"で有名なボラン二と科学者の

社会的な責任等の議論をしたバナールの対比がありますし､あるいは最近､現代思想で､

東京大の先端研の橋本さんが紹介していましたが､りすァ-ネーパー ･ブッシュとキルゴ

アという対比があります｡これらは科学者が科学のことを決めるのか､社会が決めるのか

フアンディングに注目していることも特色です｡

それと､必ずしも成功していないかもしれませんが､基礎研究から企業の研究開発まで

を統一的に論じようとしていること｡あと､従来の研究開発だけではなくて､知識生産と

いう形で､例えば,ホワイ トカラーが行ういろいろな活動一般､あるいはサービス部門に

おけるR&D等まで含めた形でとらえようとしている｡必ずしも｢分にできてはいません

が､そういったところまで視野に入れているということが特色となってます｡

それと､本音と建前というのがよくありますが､そういったものから決別しようという

姿勢があります｡また､科学技術諭とか､STSとか､科学技術の経済学､あるいは経営

管理､技術経営､科学技術政策論､そういったものを全部融合して考えようというような
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面もある｡そういう点で非常に意味があると思います｡

以 Lがモー ド諭の紹介です｡ほかにもいろいろな議論ができますが､以上で終わりにし

ておきます｡

Ⅱ.モー ド論と日本の状況

1.1995年以降の科学技術政策の転換

このような状況と日本の状況との関連､あるいは科学技術政策研究としての課題をこれ

から考えていこうと思います｡まず第一に､日本の状況はどうかということを簡単に紹介

したいと思います｡日本では､1995年以降､非常に大きな政策の転換があっただろう

と思います｡口本は80年代半ばくらいから､基礎研究を重視する政策をとってきたわけ

ですが､95年の､第一次補正予算のころから､さらには科学技術基本法､翌年の科学技

術基本計画､最近の行政改革にかけて､かなり政策の方向が変わってきたと思います｡背

思います｡それ以前にも､景気が悪い等の､いろいろな問題があるわけですが､非常に象

徴的な事件 ･事故が95年に起きているOこれらがそのような動きを加速したということ

があるだろうと思います｡

それほど重要な出来事ではないかもしれませんが､例えばJICSTとJRDCが統合

したということがあります｡これも今まで紹介した言葉で言えば､モー ド1とモー ド2の

合併といった話になるわけで非常に奇妙なことです｡また､95年度の補正 予算では､産

業発展のために科学技術を位置づける考え方が出てくる｡その中で､文部省は､ベンチャ

ービジネス ･ラボラトリーという政策を打ち出しましたが､ここでは産業創出を政策の目

標に加えるわけです｡今まで文部省が産業ということを言ったことはほとんどありません

でしたが､ここではそれを明確に位置づけたという転換があります｡また95年からCO

E助成が始まったんですけれども､そこで工学系の委員と理学系の委員が考え方をめぐっ

て意見の相違が明らかになる等､非常に象徴的なことが起こっています｡

基本法と基本計画については皆さんも十分ご存じだと思いますが､これは明らかにモー

ド1的なものからのモー ド2的なものへの移行というふうに読むべきだろうと思いますO

最近答申された評価のガイ ドラインも､動きとしては非常におもしろい｡アカウンタビ

リティーを重視するところから出てくるのでしょうが､研究の評価をすることになった｡

もっとも中身は従来型の､モー ド1的な､つまりは物理学的なモデルがまだまだ強いよう

な気がします｡

ただ､余計なことかもしれませんが､評価の指針で非常に不満だったのは､ほんとうは

政策評価とか､プログラム評価の方法を考えなければならないのに､その部分には踏み込

んでいない｡結果的に今のプログラム評価というのは､候補を出すのは各省庁ですが､大

蔵省が予算として取り上げるかどうかの判断を通じて､プログラムを選択するという形で

実施されているというのが現実です｡そのようなところに手をつけない評価のガイ ドライ
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ンというのは､非常に情けない感じがする｡しかし､いずれにしても政策がかなり変わっ

てきているというのが現実問題としてあります｡

2.民間企業を中心とする研究開発の変容

もう一つは､民間企業を中心として､研究開発がいろいろ変わっているということがあ

ります｡うちの研究室の学生たちが調べてくれたデータを幾つか示しておきました｡(資料

6ページ参照)

児玉先生が政策研の初期のころに研究開発投資の多角化の話をしておられ､いわゆる技

術的多角化､あるいは技術融合ということを議論しました｡しかし､モー ド2の議論を念

頭に置いて考えれば､多角化のフェーズは変わっていると思われます｡というのは､児玉

先生の技術的多角化というのは､要するに一つの企業の中で多角化していくことによって

技術融合が起こるという感じの話が主ですが､多分それも変わっているだろうと想像がつ

くわけです｡それでいろいろ分析してもらっているわけです｡

多角化については､いろいろな計測の仕方があります｡児玉先生も使っている科学技術

研究調査報告の業種と製品分野の研究費マトリックスが､全体として集中しているのか､

分散しているのかということを､業種と製品分野の結合度のようなものを考えて､その指

標によって計る方法があります｡一番最初の図がそれを示したものです｡児玉先生は､7

0年代くらいにかなり多角化が進んだという議論をしているわけです｡ただ､データを見

ると､実際には､80年代に入ってからのほうが 一層､多角化の程度が強くなります｡そ

れが90年くらいからおさまるわけです｡そういうふうに､どうも多角化も新しい段階に

来ている可能性がある｡いろいろなステージ､ここではフェーズ1､フェーズ2､フェー

ズ3と書きましたけれども､データを見る限り80年代と90年代では多角化の性質が達う

であろうと思います｡

さらに業種別にもいろいろな分析ができます｡これは児玉先生がやった分析と全く同じ

分析で､エントロピーを指標として､それぞれの業種が､どういう分野に､どれくらい集

中して研究開発に投資をしているかをまとめたものです｡(この図の縦軸は､先はどの図

と方向が逆です)鉄鋼業だと､ 80年くらいまでは比較的安定しています｡ 80年代に入

ると急激に多角化傾向になるわけです､つまりR&D投資が分散化する｡それが80年代

の後半くらいから､やや落ちつく､あるいは少し集中の傾向になる｡通信電子電気計器工

業､要するにエレクトロニクス系については､鉄鋼業とはスケールがかなり違うのですが､

やはり80年代はやや多角化の傾向にあります｡この図の点線は､主製品分野を含む指標

較的少数のところに投資をしていた｡しかし､その主製品分野以外への投資がかなり分散

化している｡要するに従来は主製品分野が中心で､残りはわずかの分野に集中して投資し

てきた｡その度投資の範囲が広がっていくというような動きが80年代半ばまで続いた｡

ところが､最近は､主製品分野への集中傾向にある｡おそらく､比較的少数の製品分野に
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集中して投下するようになってきているという変化だろうと思います0

精密機械工業も似たような動きをします｡80年頃までは落ちついていますが､その後､

ちょっと分散傾向にあります｡その後､80年代の半ばくらいからは､また集中傾向にな

る｡つまり､大ざっばに言いますと､80年代の初めまでは､多角化をしていると言って

も専業中心である｡比較的､多角化の程度も安定している｡80年代にはどんどん多角化

を進めている｡それが80年代の終わりころからは､選択的な多角化といいますか､ある

いは多角化の揺れ戻しというふうに見るべきかもしれませんが､安定するわけです｡しか

し､昔のような集中の仕方ではないといえます｡

それでは､多角化傾向がただ安定しただけかというと､そうでないことも起きている｡

これが資料の7ページに示したことです｡

ここに示したのは､科学技術研究調査の中の企業が社外に支出する､あるいは社外から

受け入れる研究費の変化を示したものです｡この分析はマクロなもので､業種別に見ると

また違った傾向も見られます｡この傾向をどう判断するかは､なかなか難しいのですが､

受け入れ側は比較的安定しているわけです｡それに対して社外支出､要するに外部に研究

費を出すほうは､長期的には増加の傾向にあるということになります｡細かい動きは､こ

の当時の景気動向などを考えると､いろいろ考察ができると思います0

それだけではなく､もう一つ興味深い傾向が発見できますO科学技術研究調査で､セク

ターからセクターへの研究費の出入りを調査項目として持っていますO当然､民間セクタ

ーのデータは､会社等がほとんですが､民間の研究機関､あるいは私立大学の間でのお金

がやり取りも含まれるわけです.民間セクター内の支出と受入は､当然､理論的には一致

するはずですけれども､実は､一致しないという現象があります｡それを計測したのが次

のグラフです｡要するに民間部門から出しているお金､それと､民間部門が受け入れてい

るお金､要するに科学技術研究調査で対象になっているような民間セクター､そこが出し

ているお金と入れているお金の差額を図に示しています｡この差額というのは､出してい

るほうが多く､受け入れているほうが少ない｡要するにどこかへ行ってしまったお金です｡

そのお金を計算したのが棒グラフで示した差額です｡額としては､たかだか3千億程度な

ので大きくはないんですけれども､明らかに85年くらいを境にして増加傾向にある｡内

部使用の研究費に対する割合で見ても､85年くらいから急激な増加傾向にある｡このこ

とは何を示しているかというと､統計の誤差を含むかもしれませんが､それ以上の構造的

変化が生じていると思います｡

つまり､先ほど､企業､民間研究機関､私立大学の3つのセクタ-で辻稜が合っている

はずだと言いましたけれども､実際には､統計ではとらえられていないようなところに対

する研究開発の委託が拡大していると思われます｡別の角度から見ると､従来とは違うよ

うな研究開発主体が出てきているとも言えます｡要するに研究開発を専ら請け負うような

集団が出てきているはずだ｡しかも､先ほどのデータは差額ですから､実際には､おそら

く 3千億よりもかなり大きい規模の産業が今成長してきているだろうと思われます｡研
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究支援型の企業というのは､おそらくもう既にこの調査の対象になっていると思いますの

で､そうでない企業､日経BPの西村さん流の言い方をすれば西海岸型の企業､要するに

研究開発を企業内でやっているのではなくて､開発を売ること自体が企業の活動であると

いう､開発型､あるいは設計型の企業がおそらくこういうところにあてはまるだろうと思

います｡そういったものが､80年代の半ばくらいからかなり成長してきている可能性が

あります｡

それと､民間の活動と大学との関係で言うと､民間の研究開発のために大学を使うこと

もかなり活発になってきていると思われます｡これは文部省で出しているデータですo民

間等との共同研究という制度があります｡その件数もかなり増えてきているという事実も

あります｡

それだけではありません｡7ページ目の一番下のデータも興味深い傾向を示しています｡

これはビブリオメトリクスの分析をしているんですけれども､例えば､これは電気学会の

雑誌の分析データですOこれは日本語の雑誌ですけれども､そこに出ている論文の著者を

全部調べるわけです｡そして､その所属を調べる｡その著者の所属が大学なのか民間なの

か､あるいは公立の機関なのかなどを全部調べるわけですOその結果､民間セクターの人

たちがかかわっている論文が､電気学会では､80年には25%くらいだったのが､ 95

年では45%くらいになったというふうなデータが出てきました｡こちらは機械系の雑誌

のやはり日本語の論文の分析結果です｡機械は電気に比べるともともと民間の人の論文が

多いのですが､75年が32%くらいで､途中少し減少しますが､ 95年には40%にな

っています｡ただ､これは比率で表現していまして､生の論文数で見るとかなり増えてい

ます｡

重要なのは､民間企業が参加している論文が増えるというのは､民間企業は基礎研究を

やらないという伝統的な見方との関係で言えば､民間企業もかなり基礎研究的な､要する

に学術論文になるような研究をするようになったという意味の､変化なんだろうと思いま

す｡ところが､よく見ると､民間セクターは増えているんですけれども､増えているとこ

ろは､実は他のセクターの著者との共著論文ですO傾向が非常に明確に出ているのが電気

系の雑誌ですO民間セクターの著者だけの論文でいえば16.5､ 20､22､ 20%と

いう変化で､あまり変わっていない｡それに対して､他のセクターとの共著論文が､いま

や 24%まで来ているというふうにかなり増えています｡この場合の他のセクターという

のは､大部分が大学です｡大学の人との共同研究がほとんどを占めます｡つまり､民間と

大学の共同の研究活動は､いろいろなレベルで共同化が進んでいて､論文になるようなレ

ベルでもかなり共同化が進んでいる｡その結果､民間と産業界の共著論文がかなり増えて

いるということです｡それが､例えば電気系であれば､学会で発表される論文全体の24%

がそういう論文である｡あるいは機械系であれば､全体の31%がいまやそういう論文で

あるということになります｡これは工学系の分野ですから､当たり前と言えば当たり前な

んですが､それでも､旨には考えられなかったような傾向を示しているわけです｡
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いろいろな傍証のようなものを示 したわけですけれども､どういうことが起こっている

かを､まとめてみますと､80年代の初めごろまでには､日本企業の研究開発というのは

かなり成熟してきて､ある一定の段階に達していたであろう｡要するに､それぞれの分野

で､それぞれの研究開発をする､それがかなり成熟 した段階にあった｡ところが､80年

くらいから､いわゆる多角化が起こる｡これは経済学の言葉で言えば､範囲の経済性とい

う言葉で言えるだろうと思いますが､規模の経済性から範囲の経済性へ､あるいは児玉先

生の言い方で言え ば ､いわゆる多角化による技術融合といったものにシフトしていくので

あろうと思います｡

ところが､いろいろなデータを見ると､80年代の終わり頃から､多角化の動きという

のが落ちついてしまう｡むしろ内部的な多角化ではなくて､ネットワーキングという言葉

を最近よく使いますが､いろいろな外部資源との間で､共同でいろいろなことをやってい

くという動きに置きかわってきていると推測できるのではないかと思います｡ただし､産

業とか､分野によって違うと思われますが､大きな動きとしては､今述べたようになって

います｡

ここで ｢ネットワーキングの経済性｣という言葉を書きましたが､実は 『TheNew

ProductionofKnowledge』では､全部､範囲の経済という言葉で言っています｡しかし､

ネットワーキングの経済というものを範囲の経済から分けて考えたほうが､このような変

化を説明しやすいのではないかという気がしています｡

3.研究の組織化の変容

3番目に ｢研究の組織化の変容｣という項目を書きました｡これは定性的な議論で､あ

まり深い話ではありません｡おそらく企業の中での研究開発も､プロジェクト型のものが

結構増えているのではないか｡またERATOという組織があります｡これは実際には古

いんですけれども､ああいう組織がかなり成功しているということ｡あと､組織化とフア

ンディングというものが相互に交換可能であるような関係になってきているということ｡

COE助成はよい例だろうと思いますが､組織をつくるか研究費で渡すか､メイク･オア ･

バイという言葉がありますけれども､そういう関係になってきているのではないか｡また､

アウトソーシングとか､コラボレーションという言葉が最近注目されてきているというこ

ともあるだろうと思います｡このように､日本でも､かなりモー ド2的な動きはあるだろ

うと思います｡

Ⅲ.モー ド論が提起する諸問題 (検討すべき課題 ･仮説)

1.神話からの覚醒

残った時間で､これまでの議論を踏まえて､科学技術政策の分野で､今後考えるべき課

題を幾つか紹介したいと思います｡

まず､資料の最初のところから言いますと､第 1は ｢神話からの覚醒｣です｡要するに
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従来の考え方､特に基礎研究重視政策のころにいろいろ言われた考え方に縛られ過ぎてい

るのではないか､それを一度取り払って､現実をきちんと見直す必要があるのではないか

ということです｡これが一番重要なポイントです｡

2.権威の構造の見直し

第 2はあまり重要な問題ではないかもしれません｡従来のモード1的な見方の中では､

暗黙のうちに､例えば物理学が一番偉いとか､そういう権威の構造のようなものがありま

す｡あるいは大学の研究者のほうが企業の研究者より偉いとか､あるいは技術者は研究者

よりちょっと劣っているとか､そういう暗黙のうちの階層構造がありますoそういったも

のも一度取 り払って考えたほうがいいのではないか｡あるいは大企業と中小企業もそうで

す｡大企業を中心に考えることもやめてみたらどうかということがあります｡

3.大学教育､大学改革､キャリア

大学の問題は今日の中心ではありませんけれども､大学の教育のあり方も少し考え直し

たほうがいいでしょう｡｢知識の伝授から知恵の習得｣というふうに書きましたが､大学

の役割もおそらく変わってきているだろうと思います｡大学改革について議論されていま

すが､このこともモー ド2の出現と無関係ではないと思います.

あと､個人の立場から見ても､個人のキャリアの設計もかなり変わってくるだろうと思

います｡人生設計のいろいろなオプションをうまくオーガナイズしていくような生き方に

変わっていくんだろうと思います｡資料には ｢ライフオプション｣と書きましたけれども､

原文には ｢ライフチャンス｣という言葉が出てきますので､｢ライフチャンス｣という言

葉のほうがいいかもしれません｡

4.科学技術と社会

科学技術と社会の関係､これは今日の中心テーマの一つです｡この点についてもいろい

ろ見直すべきところがあります｡例えば､研究者がある意味では特権を持っているわけで

すが､その妥当性について少し考えなくてはならないと思います｡｢研究というのは研究

者の特権である､国はそれを保障しなければならない｣ということを今でも平気で言う人

がいて､ちょっと驚いてしまいますが,そういった価値観を持った人が少なからず大学の

世界には残っています｡そういうことをどう考えていくのか.あるいはサムシングニュー

だけを追い求める｡それも当然あっていいわけですが､それだけが研究の価値であるかど

うかということ｡あと､高学歴な市昆が出てきたときに､科学技術と社会の関係をどう考

えるかということ｡あるいは､科学技術と社会の信頼関係をどうやって築いていくか､従

来の啓蒙普及ではなく､むしろ信頼関係を築くという観点からの見方が必要ではないかと

いうこと｡

モー ド2になってきますと､市民の側から科学技術に対するニーズを発することがある
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わけですが､現実にはそれが科学技術者へうまく伝わりません｡市民から科学技術者への

情報伝達の回路がないという問題があるわけです｡例えば､疫学等の世界では､サーベイ

ランス ･システムというのがありますが､そのようなものも参考にしながら､そういった

回路を考えていくことを考えてよいのではないでしょうか｡

また､最近は､科学技術者が市民のところへ出ていくとか､あるいは市民に支持しても

らうとか､いろいろな啓蒙普及の活動をすることがあります｡しかし､結局､最後は､市

民の期待にこたえることができるかどうか､それが一番の問題だと思います｡そういった

活動を考えていかなければならない｡要するに自分たちだけ好きなことをしていて､市民

に理解してもらおうというのは､都合がいい話です｡それだけでは世の中うまくいかない

はずで､現実には､最後の最後には､きちんとと市民のニーズに正直にこたえていくこと

が必要だと思います｡

欧米などではサイエンスショップというような仕組みがあったり､日本でも始まりまし

たが､サイエンス ･ボランティアというのがあります｡また､ボランティア活動の中での

科学者の存在といったようなこと､こういったいろいろな工夫が必要になると思います｡

また､リスクの問題も極めてモー ド2的な問題だと思います｡一つは､社会が技術化し

た時代にリスクをどう考えるかということが重要な問題になります｡要するに家庭とか生

活に科学技術が浸透したことで､生活の場がある意味では科学技術のリスクを負う､つま

りよく ｢社会が実験室になった｣という言い方をしますが､そういった状況の中でリスク

をどう考えるかというのが一つの問題だと思います｡これはブラックボックス化というこ

ととも関係があるでしょう｡

よく科学技術の発展と人類との調和とかそういう観点が言われますが､科学技術自身が

社会化していくという観点も重要になってくると思いますO

この時､高学歴化している市民の状況をどう考えるか｡要するに専門家の地位は相対的

に低下しているわけですし､専門家もある意味では市民であります｡専門分野以外では全

く素人に等しいわけですから､専門家白身もどうやってかかわっていくかといったことも

考えなければならない｡

あと､専門家が､社会に対してもコミュニケーションをしなければならないという問題

があります｡このために､アセスメント組織のようなものが考えられます｡評論家とか､

中間的組織等も検討する必要がありますO

5.最適解からベスト･プラクティスへ

次はどの分野の問題というわけではありませんが､｢最適解からベス ト･プラクティス

へ｣というふうに書きました｡これは私自身､官庁系のいろいろな委員会にHjて考えたこ

とです｡政策課題がオープンエンドになってきていますが､そのときに､最適解でやって

理論とか､グランドセオリーみたいなものを考えてやっていくのでしょうが､どうもそう
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いったものは幻想でしかないという感じがあります｡実は研究分野が細分化すればするほ

ど､グランドセオリーや最適解を出しやすいわけですが､実は､それは､見方を変えれば､

知識を contextualization していることになる｡要するに､現実を小さい断片に切れば切

るほど､狭くすればするほど､その世界は抽象的な､普遍的な世界になりますから､その

中で最適解を出せるわけです｡しかし､細かく切れば切るほど､解の持つセンシティビテ

ィーが高まってくるわけですから､現実の社会に対して意味を持たない状況が出てきます｡

要するにいろいろな条件を加えたり､あるいはそれとは気がつかないうちに､いろいろな

条件を加えて､こういう方法でアプロ-チしましょうと言っても､現実には合わないだろ

うという気がします｡

例えば､科学技術の啓蒙普及の関係で､学会のいろいろな活動とか､あるいはサイエン

スボランティアの活動等を考えたときに､唯 一 一一の方法を考えるのはあまり妥当ではなくて､

ベスト･プラクティスを集めてきて､それをいかに有効に使っていくかを考える､そうい

うための仕組みを考えるほうが有効ではないかという気がします｡これはちょうどコンピ

ューターの世界で言うと､ケ-ス ･べ-ス ･システムとか､あるいは遺伝的アルゴリズム

を使って､いろいろな解を求めていくのと非常に似ているわけですが､あまり最適解とい

うことを前提にしないほうがいいのではないかという気がします｡

6,家政原理の科学技術～生活の科学技術から科学技術の生活化へ

科学技術｣ということです｡生活が科学技術化しているということだけでなく､科学技術

が生活化しなければならないという観点も重要な問題だと思います｡つまり､人間や社会

との調和等といったときに､従来型のリニアモデル的な､あるいはモー ド1的な発想では

なくて､科学技術と社会が別に存在するのではなくて､両方一緒になったものとして考え

ていく必要があります｡要するに消費者､あるいは生活者が科学技術と触れたり､あるい

はそこでいろいろな問題が起きたりしたときに､その間題を解決することが､同時に行わ

れなければいけない｡そういう仕組みが考えられないかということもあります｡誰かがや

らなければならない｡家政学がやってもいいと思いますが､要するに市民とか､社会の側

から､いろいろな問題を指摘する｡それを同時にそこで解決するような仕組みができない

か｡日々生活していると､そう感じることが多いわけですけれども､なかなか解決してく

れないというような問題はたくさんあります｡僕も個人的な生活の中で､いろいろな問題

を感じています｡

7.産学連携

最近話題の産学連携です｡つい最近も､文部省と通産省が一緒になって､大学との連携

をした産業技術開発に補助をするとか､システムをつくるとかいう話がありましたけれど

も､その際に､どうも技術移転に注目し過ぎている可能性がある｡要するに大学で生み出
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した技術をいかに企業に移転していくか､そういうところに焦点が集まりがちです｡しか

し､そういうやり方もあるし､ネットワークモデルといいますか､共同でいろいろなこと

をやるというスタイル､実際に-一緒に問題解決をするスタイルもあるだろうと思いますO

大学から見ると､それは大学の堕落かもしれませんけれども､社会全体から考えれば､そ

ういった大学の使い方があってしかるべきですし､社会のためには大学もそういう活動に

参加していくべきだろうと思います｡

Ⅳ.いくつかの暫定的な議論

1.科学技術政策におけるモー ド1とモード2の区別

今度は政策の問題ですが､科学技術政策では､モー ド1とモード2が非常に混乱してい

る｡モー ド1とモー ド2というのは､どちらからどちらかへ変わるというものではなくて､

両方とも共存するものだと思いますけれども､そうであるとすれば､これがモード2でこ

れはモー ド1だときちんと区別しなければいけませんOところが､どうも区別できないで

いるのではないでしょうか｡そこに､少し古いものですが新聞記事を抜き書きしたものを

示しておきました｡そこではモー ド2のものにモー ド1､モード1のものにモー ド2とい

った感じでレトリックをごちゃごちゃにしているところがある｡そうではなくて､それを

うまく区別して､きちんとふさわしい方法を考えていくことが非常に重要だろうと思いま

す｡例えば､ピアレビューを強調し過ぎるのも問題ですし､あるいはモード2的な状況の

中で､大学のあり方というのも考えなくてはいけないO例えば､資料 i1ページの冒頭に､

今､大学の資金の状況がどうなっているかを書いておきましたけれども､大学は､インス

テイテユーショナルなフアンディングである教員あたりの積算校費があります｡それ以外

に科研費とか､奨学寄付金とか､受託研究費とか､いろいろな流動的なお金､プロジェク

トベースのフアンディングがあります｡

これは80年から97年までのデータを並べてみたんですけれども､明らかにインステ

イテユーショナルなものは減少し半分以下になっている｡どちらかというとモー ド2的な

性格を持つ資金のほうが増えているわけです｡そういう中で､大学の資金の構造､あるい

は組織の構造がこれでいいのかどうかということを考え直さなくてはいけないのですが､

考えないままここまで来ている｡徐々に徐々に変わっていくからみんな気がつかないんで

すけれども､もし80年の段階から一気に97年の段階に変化したら､みんな文句を言う

のは当たり前です｡それが徐々に徐々に来ているために､だれも文句を言わないで来てい

ますOしかし､結果的にはとても大きな変化がある｡要するに資金の状況がモー ド2的に

なってきているし､それは実は研究活動の仕方もモー ド2的になってきていることを示し

ているoそういうときに､従来の組織とか､あるいはフアンディングのパタ-ンとか､オ

ーバーヘッドのとり方とか､そのままでいいのかどうか｡あるいは講座制のような組織が

有効な組織の編成の仕方なのかどうかといったことを考え直さなくてはいけないでしょう｡

- 61-



2.オーディションシステムと科学技術の行政改革

～コラボレーションのパフォーマンスを確保する方法､仕掛けは何か

次に ｢オーディションシステム｣というアイディアについてです｡これは､これからい

ろいろ発表していこうと思っている話ですOこれは､実はモー ド1とモード2の話は､必

ずしも上手く整理できていないところがある､というところからスター トした話ですO従

来のモー ド1的な研究では､研究を編成して､その品質管理をしていくために､いわゆる

ピアレビューを中心にやっていくわけです｡ボトムアップ型で､研究者が提案をする｡そ

れを研究助成機関で受理して､それをピアレビューで選定していくというようなスタイル

でやっている｡ところが､モー ド2のやり方は多分違うだろうというふうに思うわけです｡

それでオーディションシステムを調べてみたわけです｡オーディションというのは､映

画とか演劇とかの出演者をオーディションで決めるというそれなんですけれども､これは

モー ド2的な特徴を持っています｡実際に､いろいろな人たちがコラボレーションとパフ

ォーミングアート (上演芸術)との関係を議論することがよくあります｡私たちも､創作

ダンスのつくられ方を観察してみましたが､それがモード2の研究開発のコンフィギュレ

ーション､組織化の仕方と非常によく似ている気がしました｡ある意味では､非常に純粋

な形でそれを表現しているわけです｡

どういうことかといいますと､資料 12ページに絵をかいてありますoオーディション

というのは､皆さん大体ご存じだと思いますけれども､まず､プロデューサーとか監督と

いった人たちが企画を練ります｡その企画を練った上で､それをもとにして､スポンサー

からは資金を獲得するO同時に出演者を募るOそのときにオーディションをするわけです｡

そうやって資金を集めたり､参加者を集めたりということをするわけですOこのときに､

プロデューサーとか監督はテーマの設定者であって､同時に､資金と人材のコンフィギュ

レーションをする立場にあるわけです｡実は､このスポンサーの獲得とかオーディション

では､人を集める､資金を集めると同時に資金を投入する､あるいは参加するという判断

をすることを通じて､参加者の側､あるいは資金を提供する側がアジェンダの評価をする

ことも行われるわけです｡

もう一つ重要なことは､オーディションをすることによって､コラボレーションに必要

なコンフィギュレーションといいますか､どういう異質な人材の組み合わせを考えるかを

決定するわけです｡単に人を集めるわけではなく､この人間とこの人間とこういう人間と

を組み合わせてやるとうまくいくというふうに考えるわけです｡要するにある意味では出

演者の事前評価をしているわけです｡

こういうことを踏まえて考えてみますと､実は､研究の編成の仕方には3つくらいの典

レビュ-のシステムですO研究者がいて､ここがプロポーザルを出す､研究テーマを申請

する｡それに対して評価をして､よければフアンディングをする｡アウトプットはサイエ

ンスコミュニティーのほうに出して､またそこが評価をするという形です｡これはモード
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1的なやり方です｡

それに対して､一一番右側の形態も考えておかなくてはいけないと思われます｡これはイ

ンハウスでやる場合なんですが､例えば､国が研究機関をつくるとか､企業が研究所をつ

くるという場合にあてはまります｡問題設定はスポンサーがする｡そのときに､外部の資

源を利用するのではなく､内部に研究所をつくってやるわけです｡テーマも決めてフアン

ディングもする｡それに対してアウトプットはそのスポンサーに対して出して､その評価

をスポンサーが行うという､典型的な企業内研究所､あるいはミッションに従った国の研

究機関といったものがあります｡

これらを考えてみると､実はモー ド2の組織編成というのは､ちょうど中間的な形にな

っています｡まず､プロデュ-サーがアジェンダ ･セッティングをする｡スポンサーに対

して､あるいは出演者に対して行う｡それに対してそれぞれが事前評価を行う｡参加した

り､資金を提供したりする｡ただ､そのときに､これは受け身ではなくて､どういう人材

を集めるかといったこともここで決定するoそういう形でパフオ-マンスをあげようとい

うわけです｡アウトプットは､どちらかというと社会に対して出して､社会が評価すると

いうのが基本形だろうと思います｡こういう研究編成が行われている､組織編成が行われ

ているということになります｡

こういう研究の編成の仕方は実は既にいろいろあって､例えば､文部省の科研費の重点

領域研究はまさにこういう形になっています｡例えば､領域代表者が領域の設定を行う｡

そのために学術審議会がヒアリングをするわけです｡代表者は提案してヒアリングを受け

る､決まるとお金がもらえる｡領域代表者は､計画班に加えて公募班を集めて､参加を募

ってやるというような形でやる｡

あるいは､最近の政府出資金による提案公募型の基礎研究というのも､ある意味ではこ

れだろうと思われます｡また企業の活動で言えば､デファクトスタンダー ドをめぐるいろ

いろな戦略的な技術提携等の問題もこれと似たような形になっています｡日経BP社の西

村さんは ｢この指とまれ型の研究開発｣という言い方をするんですけれども､そのような

スタイルになっている｡あるいは先ほどちょっと言いましたけれども､ボランティア活動

の中における科学者の役割というのも､ある意味ではこれに近い形になっているだろうと

思います｡

こういう研究活動の編成の仕方が3種類あるというのは､それなりの歴史的な合理性が

あるからです｡例えば､もともと国の中で技術蓄積や､人材の蓄積がなければ､インハウ

スのラボをつくってやるしかない｡これは後発国でそうなるでしょうし､あるいは市場メ

カニズムでは対応できない研究開発､軍事とか､医療とか､場合によっては教育とか､そ

ういった分野の特殊なニーズの研究開発も当然､こういうインハウスのやり方になると思

われます｡

ピアレビュ-のスタイルというのは､アカデミックな研究セクターが成立してきて､あ

る程度拡大してくる中で生まれます｡大学のようなアカデミック･セクターの研究者たち
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が､従来であれば教育に必要な研究だけをやっているわけですが､それが社会から見れば

研究をするための非常にいいリソースになっている｡あるいは研究者の立場からすると､

さらにいろいろな研究をしたいということになり､それが研究活動の受け手となる｡そこ

でデュアルサポー トシステムのような形で､こういうピアレビューのシステムができてく

るということになります｡

ところが､こういういろいろなピアレビューのシステムとか､インハウスのラボのシス

テムとか､こういうものが成熟化してくると､ある意味ではフアンディングのほうも､ま

た､研究者たちも､ある種の市場性を持つわけです｡要するに､そういうものが成熟して

たくさんあれば､そういうものを利用していろいろな研究活動を行うことが可能になって

きます.そこで､そういう条件のもとでは､いわゆるオ-ディションシステム的な､ある

テーマに従ってファンドを集めたり､研究者を集めたりする､それによって研究編成を行

うという形が可能になってくるということがあります｡当然､この場合には､フアンディ

ングとか研究者に流動性がなければいけない｡ある組織の中だけで研究を行うことが条件

として課せられているようなところではできないわけですし､資金についても､ほかの省

庁には回せない等の規則があるところではできないということになります｡こういうある

種の市場性のようなものがでてくるだけ成熟すれば､必然的にオーディションシステムが

出てくるだろう､あるいは出てきてしかるべきであるということになります｡

時間がないので､この後はかなり飛ばしていきたいと思いますけれども､ピアレビュー

システム､オーデションシステム､インハウスリサーチシステムのそれぞれの特徴は､そ

こに表にしておきました.大体今言ったような話でおわかりだと思いますけれども､オー

ディションシステムは実際､いろいろな評価のシステムも備えているし､それが成立する

ための条件もある.要するにモー ド2のような研究活動の編成の仕方というのは､いろい

ろな条件の中で成立してくるものであるということです｡さらにオーディションシステム

というのは多様性があり､例えば､オーディションといいながら､演劇などの場合､カン

パニーというのがついていまして､そこでインハウスのトレーニングをやるわけです｡要

するに､オーディションといっても､完全に市場からリソースを集めるだけじゃなくて､

場合によっては､インハウスのリソースと外部とを組み合わせるということもやるOある

いはスポンサーに近いプロデューサーもいるでしょうし､研究者に近いプロデューサーも

いるでしょう｡いろいろなバリエーションはあるわけですけれが､それはいろいろな目的

と､いろいろな環境条件によって決まってくるだろうと思われます｡こういったものをあ

る程度合理的なものだと考えるとすれば､これは科学技術政策とか､科学技術行政にいろ

いろな意味を持ってくるだろうと思います｡

例えば､先ほどから少し言っていますけれども､出資金による公募型の基礎研究に対し

て､公平とか公正原理を強調する向きがありますが､これは必ずしも妥当ではないと思わ

れます｡これは基礎研究とは言いながら､あくまでも社会的な目的があってやっているわ

けです｡そういう場合には､そのためのパフォーマンスを考えるべき､あるいはそのとき
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の環境条件を考えるべきなのであって､公平､公正がほんとうに妥当なのかということは

考えてみる必要があると思います｡そういう意味では､文部省の場合には科研費があった

ものですから､日本学術振興会のほうはあまり公正を言わないという現象が起きているわ

けです｡ほかの省庁がむしろ公平､公正を言ったりするというおもしろい現象が起きてい

ます｡こうした点を少し考えてみる必要があると思います｡

あと､政府の研究支援清動について､あるいは政府の科学技術行政そのものについて､

少し整理してみる必要があるだろうと思われます｡例えば､当然ながら､民間では対応不

可能な特定のミッションにかかわる研究活動､これはインハウスのリサーチシステムでや

るべきですし､社会的ニーズに対応する研究活動の促進のためには､これはフアンディン

グによる誘導が必要で､これはオーディションシステムのようなものでやることになるで

しょう｡

あと､市場の失敗といいますか､汎用基盤技術的なものの研究に対する対応もオーディ

ションシステム的なものになるでしょう｡

あと､curiositydrivenのアカデミックリサーチに関しては､これは当然､ピアレビュ

ーのシステムになる｡もう一つ､ビッグサイエンス型とか､大型プログラムのようなもの

もオーディションシステムになってくるだろう｡こうした整理をする必要があるだろうと

思います｡要するに､それぞれ目的にふさわしいやり方を考えるべきだということです｡

それと､行政改革に関しては､省庁再編といった問題よりも､流動性のマネジメントが

これから重要になってくるだろうと思われます｡資料にはいろいろ書きましたけれども､

組織をどういうふうに整理するがという話と､研究活動をどういうふうにコンフィギュレ

ーションするかということは､ 一致する部分もありますけれども､全然違うレイヤーで考

えるべき部分もある｡それを混乱して考えるのはよくないんじゃないかという感じがしま

す｡

3.科学技術人材政策のモー ド転換

あと､人材問題に関しては､ほんとうはしっかりとやらなくてはいけないのですが､ま

だ検討は不十分です｡人材問題に関しては､従来､科学技術人材政策というのは､人材の

養成確保が非常に重要な問題だったわけです｡しかし､人材確保というのは養成確保も重

要ですが､それに加えて､むしろ流動性のマネジメントが重要な政策課題になってくると

いうことがあります｡

例えば､現にそうなっているわけですけれども､科学技術の支援人材が派遣業の対象に

なるとか､あるいはフアンディングと結びついた人材の確保策が出てくる｡あるいは任期

制とか兼業問題という流動的なものが出てくる｡すべて流動性をいかにマネジメントする

かという極めてモー ド2的な問題だろうと思われますO

あと､文明社会の野蛮人の話も実はモー ド2と関係があるだろうと考えています｡いろ

いろな意味で関係あるんですが､生産者のみならず､知識の需要者も視野に入れていかな
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くてはいけないというインプリケーションがあったこと｡それと､科学技術の活動､知的

生産とのかかわり方､あるいはその利用の仕方といったものをどういうふうに考えていく

か､あるいは､場合によっては教育していくかということが重要になってきたこと｡そう

いった面で､いろいろ関係があるだろうと思います｡

4.科学技術と社会の新次元

それと､もう時間がありませんが､もう一つ､大きい問題として､科学技術と社会の関

係というものをとらえ直す必要があります｡先ほどから何度か言っていますけれども､要

するに市民はばかだというような発想は､多分これからは成り立たない｡今年の春の高等

教育の進学率が47%を超えましたけれども､おそらくそう遠くないうちに6割近くまで

いくだろうと思います｡今､私､41歳ですけれども､我々よりも下の世代は､大学に進

んでいる人が大体40%近い世代です｡しかも､いまや女性のほうが進学率が高いんです

ね｡ですから､30代､20代の主婦とか女性は昔の主婦とは違うし､一般の市民といっ

ても､かなり高等教育を受けている｡そういう時代の科学技術と社会の関係というものを

しっかりととらえていかなくてはならない気がします｡

pAに対する考え方も変えなくてはいけないと思いますが､ちょっと図は置いておきま

して､｢モー ド論的なPAの位置づけ｣というのを書きました｡社会的なコンテクストを

抜きにして､技術とか科学を啓蒙普及する､あるいはその裏側には理解するということが

あるわけです｡

その一一万で､モー ド2的な観点で言えば､社会的なコンテクス トの中で科学技術を考え

る｡そうなると､むしろ啓蒙普及というよりは参加と学習､パブリック ･アンダスタンデ

ィングに対しては､むしろパブリック ･ラーニングという形で､相互に学習をしていく｡

それがPAにつながるというような､そういう流れになっていくのだろうと思います｡

ですから､科学技術と社会の関係を考えるときには､啓蒙普及ではなくて､むしろ合意

形成とか相互学習の側面が､これからは重要になってくるだろうと思います｡中間組織と

いったようなものも､それなりに重要な役割を果たしていく｡まだ日本でそれだけ成熟し

ているかどうかはわかりませんがそういうふうに変わっていく｡｢運動から知的活動へ｣

と書きましたけれども､市民運動等も､かなり性質が変わってくるだろうと思います｡

図をかいておいたのは､今のような状況の中で､科学者側がどういう動きをするか､

市民の側がどういう条件にあるかを､組み合わせによって示した図です｡専門家と市民と

の間の知識のレベルの差が大きい場合と､小さい場合があって､そのときに､情報を公開

するか非公開でいくかというようなことがあるわけですけれども､例えば､専門家のほう

はレベルの差が大きいと思って情報を非公開にしよう｡実際そうであれば､これはいわゆ

るnoblessobligeみたいな話になってきて､techno-aristocracyというか､貴族主義的な

ものになっていく､そう思ってやるわけです｡

ところが､もしそれが､市民のほうもかなり知的レベルが上がっているとすれば､それ
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は techno-aristocracyではなくて､techno-autocracyになってしまう｡ある種の秘密主

義になってしまう｡啓蒙するつもりでいたものが､それが単なる宣伝工作でしかないとい

うような形で受けとめられるというようなことが起こる､というのを書いたわけです｡そ

ういうところで行われるべき活動というのは､啓蒙普及だったり､あるいは宣伝工作とか

学習､コミュニケーション､合意形成等いろいろありうるo要するに社会的な状況と専門

家の行動とが組み合わされて､いろいろなことが起きてくる｡それによって誤解が起きる

こともあるし､かえってまずいことが起こることもある｡だから､もうちょっと社会の状

況を考えて､いろいろな行動をすべきだろうというようなことを示したいために制作した

わけです｡

あと､いろいろな合意形成の仕組みも検討する必要があるだろうというのが資料 15ペ

-ジの冒頭に書いたことですOこれは東京電機大の若松助教授とか政策研究所の木場上席

研究官がこれからやってくださるのではないかと思っています｡

5.科学者の謙遜～チェスタトンの歳言

あと､15ページの5.のところには､科学者の謙遜という話を書きました.チェスタ

トンというイギリスの評論家､推理小説家がいますが､彼の書いた評論の中で､｢謙虚な

人こそ冒険するんだ｣ということを言っています｡科学論みたいなことを書いているとこ

ろがありますが､謙虚な人間ほど大胆なことをするということがあります｡あるいは謙虚

の失敗はその成功にある｡謙虚でいてそれが成功してしまうと､それは謙虚の失敗である

ということを言っているんです｡ちょうどこれは最近で言えば地震予知のケース､あるい

は薬害エイズとか､そういった問題とも関係すると思いますが､研究者たちはモー ド1の

レトリックで､非常に謙虚なつもりでいるわけです｡その中でいろいろな活動を行ってく

る｡ところが､自分たちは謙虚でよかれと思ってやっているのですが､それが社会で無視

し得るような時代はいいのですが､社会的に重要なことをやり始めると､問題が起きてく

るということです｡そうなると､むしろ研究者というのは弱くなってしまうということを

チェスタトンは言いたいわけです｡

地震予知のケースでいいますと､おそらく最初は､地震の予知のためにいろいろな研究

活動を行って､地震の 予算をたくさんもらうということは､ほんとうに問題解決のためと

いうか､地震予知をしようと思った気持ちもあったでしょうし､あるいは行政担当者との

間で､あうんの呼吸でちょっとした言い回しの一つぐらいのつもりでいたかもしれません｡

しかし､予知できるかできないかはよくわかりませんけれども､少なくとも当面できない

ことをできると言って､世間をだまし続けることが (言い過ぎかもしれませんが)ちょっ

とできなくなってきました｡そういう状況が､阪神大震災から明らかになってきました｡

また､薬害エイズとか行政改革等も関連する話題です｡あるいは結果責任を問う風潮も出

てきました｡そういう中で､レトリックを強く言い続けることができなくなってきた背景

があって､｢地震予知はできない｣といったたぐいの審議会の答申が現に出てくるという
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ことです｡

おそらく似たような話は､科学技術の世界にたくさんあるだろうと思いますが､どうも

今の風潮というのは､そういうものを許さない風潮になりつつあるようです｡逆にそれを

レトリックでごまかし続けていくと､かえってモー ド2的なものへの旋回というか､そう

いうものがどんどん加速される可能性がある｡今でも､リニアモデルでレトリックを組み

立てるわけですけれども､それをすればするほど､自分の手足を縛ってしまう､結果を出

さなくてはいけないということになってくる｡要するに知的な基礎的な活動､つまりモー

ド1的な活動とモー ド2的な活動を､分けなくてはいけないのではないかということが重

要な一つのポイントです｡

6.新しい集団的創造性

最後の6番目は､これは簡単な話ですが､要するに新しい集団主義のようなもの､ある

いは集団の創造性といったものが必要になってくるだろうということです｡従来のアイン

シュタイン的な創造性だけじゃなくて､ビル ･ゲイツ的な創造性もやっぱり必要になる｡

そういった観点での教育が必要だろうということです｡これは､この前､工学アカデミー

のパネルディスカッションのときも少し話をしました｡

V.まとめに代えて

最後の ｢まとめにかえて｣のところは､動機とか今やっていることを書いたので､それ

ほど重要な問題ではありませんので､省略させていただきたいと思います｡

モード論といったものが出てきている｡それで､その理論そのものはあまり明確でもな

いし､はっきりしないところもありますが､少なくともそこで議論されていることは､今

の科学技術政策あるいはその研究にとって重要なポイントを指摘しているだろうというこ

とです｡それにこたえていくことは必要だろうと思っています｡

それをモー ド論的な表現をすることが理解されやすいか､適当であるかどうかというの

はまた別の問題として検討する必要があります｡しかし､今までいろいろ指摘したような

問題は､いずれもこれから考えていくべき問題ではないかと思うわけです｡
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(配付資料)
モーF:虜と科学脚 簾研究 N/STEP7997-9-4/JL# (7)

モ ー ド論 と科 学 技術 政策研 究

小林信一

(電気通信大学)

趣 旨

M.Gibbonsらは1994年に ｢TheNewProductionofKnowledge｣を発表した.本書で展開される議論は非

常に注目を浴び､今 日にいたるまで､欧米の学会､雑誌等で多数取り上げられ､言養論を刺激し続けている｡

講演者は､かねて彼等の議論を紹介してきたが､原著の朝昌町現代社会と知の創造～モード論とは何か｣

を8月Z0Bに丸善から刊行 したo

彼等の議論 ｢モード論｣は､必ずしも学締的に整理され､詳細に検証されたものではないが､｢モード｣
という概念を用いて､科学技術政策､高等教育､科学技術と社会などの幅広い関連を総合的に論じようと

する､非常に野心的な試みである｡そのため､欧米では､科学論のみならず科学技術政策､高等教育など

の専門家を含めて帽広い関心を集めている｡

講演においでは､彼等の譲論を紹介するとともに､科学技術政策研究に対する含意を紹介する｡とくに

日本の科学技術政策の文脈のなかで､どのような間蓮設定､解釈が可能かを論ずる｡また､講演者が昨年

より手がけてきた日本の状況の分析などについても紹介する｡

L モード論とは何か～知識生産システムの変容

1."TheNewProduct/ronofKnowledge"の衝撃
･大物の共著として出版

MichaelGibbons,CamilleLimonges,HelgaNowotny,SimonSchwartzman.PeterScott,MarbnTrow,

TheNewProductl'otzotKnowledge･TheDytZamL'csolScL'enceandResearchJ'nConLempoTarySocL'eEL'es,

SAGEpublications,1994

(マイケル ･ギボンズ編著､小林信一監訳､現代社会と知の創造～モード論とは何か､丸善､1997)

･1995年ころから国際会議の場では､かなり引用等されるようになった

1995年9月 scienceFunding会議 (Otawa､小林参加) 中心的な話選

(産業技術政策のような議論に岸持しつつも､内容には共感)

1996年10月 EASST/4S会議 (Bielefeld) 著者らを交えたセッションが多数開催

･1996年ころから､引用する論文､影響を受けた論文が登場 し始めた

･関連する議論が登場している

Laredoのnetworkモデル､Etzkowitz&LeydesdorffのTripleHelixモデルなど

国内の状況

はじめに､科学技術論､

1996年1月

1996年3月

1996年4月

1996年秋

1997年1月

1997年5月

思想の分野で注目された

勉強会

シンポジウム ScienceinTransition'96(STSNetworkJapan) で碍介
現代思想5月号に解介と一部翻訳､関連論文

中山茂先生が r知恵蔵j新語の トップに ｢モード2｣を紹介

IDE･現代の高等教育 に書評

無限大､物理学会誌に紹介記事

1997年8月 弔訳出版

･何がイン/l'クF.i･与え717のか 7

2.モー ド1とモー ド2
･科学技術活動を編成する社会的､認知的様式をモード (様式)という概念で捉える

社会的 .･･exterrtal､人､組織､制度- ､人材養成確保､組織化､評価システム､ftlnding-･
認知的 - ･internal､知識とその生産､間速設定､研究方法､判断基準､評価-･

(特定の側面についていうのではなく､全体として扱うことに注意 !)

･モード1 ディシプリン (学問領域)に基礎を置く従来型の科学技術活動の甫成様式

モード2 モード1とは異なる新しく出現した様式

･モード1のイメージに適合しない例

産業技術開発

基礎研究的分野でも､環境間産､医療保健､南北間選などの研究活動

ビッグ･サイエンスに参加する多様な分野の専門家 (例 :加速器科学)
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モー ド2の特徴を簡単に言えば

トランスデイシプリナリ

問題解決型 ･問題指向

ネットワーク型 ･分散型

参加型 ･開放型

非リニア ･モデル

知識を利用する立場からの研究活動の編成様式 (⇔知識を生み出す立場からの研究活動の編成様式)

しかし､個々ではなく､これらの麓体

モー ド 1 モード2

ディシプリンのコンテクス トで アプリケーションのコンテクス トで
進められる知識生産 進められる知識生産

問題設定 ディシプリンの内的論理によって決まる アプリケーション (単に産業的な応用だけでなく､社会

研究活動の実用的な目的は直接的には存在 しない､実用化は､予期せぬ副産物～リニア .モデル 的な応用を含む)のコンテクストで決まる

問題解決 ディシプリン固有の規約､方法にしたがつ 特定のディシプリンだけでなく､広範なディシプリンか

て進められる らの参加トランスデイシプリナリな問題解決の枠組み個別ディシプリンにはない独自の理論構造､研究方法､研究様式 (必ずしも個別ディシプリンの知識体系の発展には寄与しない)

研究成果の価値 ディシプリンの知識体系の発展にいかに貢献しうるかによって判断 ～ピアレビュー 問題解決への貢献､スピード

研究成果の普及 学術雑誌､学会などの制度化されたメデイ 制度化されたメディアを通じて普及するのではなく､参
アを通じて普及 加者たちのあいだで学習的に知識が普及 (参加型)

参加者の資格 各ディシプリンの中で (大学の学科など) 多様な母体からの参加 (大学研究者のみならず､産業界､
で養成された研究者 政府の専門家､さらには市民も)

研究組織 永続的基盤を有する 一時的

知識生産拠点 権威づけされた研究棟関､エリー ト研究機 相対化 (知的活動における研究開発活動のウエイトは小

3.モー ド2の特質

(1) トランスデイシプリナリティ

アプリケーションのコンテクスト

=〉 トランスデイシプリナリ

トランスオーガニゼ-シヨナ)I,/ トランスセクトラ)i,/ トランスナショナル

トランスデイシプリナリであって ｢トランスディシプリン｣ではない !

トランスディシプリンを目指す目論見は見当違い､失敗する

固定的な新組織､たとえば研究所､学科などの創設を目指すような性質のものではない

フラットな研究組織 (研究ユニット)

かつての学際指向､ ｢トランスデイシプリナリ｣指向とは異なる

(2) コンフィグレーシ ョンとコラボレーシ ョン

トランスデイシプリナリは一時的な協力関係

研究組織 (研究ユニット)は､通常は､一時的で､多様な参加者の離合集散がおころ

従来型の研究開発活動のウェイトは小さくなり､科学コミュニティの外部からの参加､関与が増大

さまざまな学問領域､組織からの参加は､単なる寄せ集めではない

コンフィグレーション 組み合わせの妙

コラボレーション すでにそれぞれの領域で能力のある参加者たちが､

固定的な組織化を前津とせずに一時的に協働

既存の知識を使うだけか? ⇔ somethingnew

創造性､研究開発の再定義の必要性～｢コンプイグレーションの創造性｣

(2')プロジェク ト

プロジェクトという組織形態

×特定の課産を解決するために､多様な範頼から派遣された参加者が集まった一時的で､仮の組織

○研究組織 (研究ユニット)､研究遂行の正統なスタイル
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(3)知識の生産 と消費のco-extensiveness(共-時空間性､相互浸透性)

知識生産-の参加者の間での知識 (研究成果)の普及 (生産された知識はその場で消費)

学習過程 問題解決よりむしろ意思決定としての性格が強い

経済メカニズムとのアナロジー

モード1 生産と消費が切り離されている市場原理 -リニアモデル､技術移転

モード2 生産と消費のco･extensivenessを特徴とする家政原理 ～学習過程

人を介した知識の普及 参加者たちのあいだで共有､研究者に体化した知識として人の移動に伴って普及

(4)アカウンタビリティと評価

財政的アカウンタビリティと社会的アカウンタビリティ

モード2の研究活動の目的の多くは社会的なアプリケーションにある

投入すべき/投入した社会的資源が社会的問題の解決に結び付きうるかが直接問われる

研究活動やその成果が社会に影響を及ぼす局面が多くなる

活動内容を社会に知らせて理解を求めることも研究者の責務

アウトプットよりもアウトカム､インパクトが重視される研究の評価

科学知識の蓄横-の貢献だけではなく､目的に対する効果や影響まで含む多様なもの

｢この研究の成果はやがて新産菜の創出をもたらす｣という説明は､研究者たちにとっては

研究資金を獲得するためのレトリックだとしても､新産業の創出を期待して公的資金を提供

することを決定した政府や国民は､いずれ ｢本当に新産業の創出につながったのか｣を問う｡

(5)研究者間､研究チーム間の競争のステージと性質

研究成果の先取権争いや研究費を獲得するための競争

S
研究課題の提案 (agendasetting)や研究課題間の優先順位の決定 (prioritysetbng)の段階での競争

従来であれば科学者の政治的活動と邦掻され､ときに不明朗な形態をとる

4
正当な活動 不明朗でよいというのではなく､むしろそこにも一定のルールや仕組が必要になる

説得する相手 科学者集団の内部の専門家⇒科学者集団の外にいる非専門家

一社会的アカウンタビリティ

(6)社会的に分散 した知識生産 (sociallydistributedknowiedgeproducdon)と大学

知識生産拠点の分散 大学を中心とする少数の権威的拠点⇒多数の拠点

分散協調型の知識生産活動

優れた大学とは 知的エリー トの組織化⇒エクセレントな研究ユニットの濃やかな連合体

大学として研究活動⇒大学内のユニットが種々のコンフィグレーションに参加

傘下のユニットがどれだけ参加を要請されるかが､エクセレンスの基準

大学その他の巨大かつ複合的な知識生産拠点の組織的統制は弛嬢 認知的競合⇒経営的統合

(7)モード2の例

環境研究 オゾン ･ホールの閉幕は化学理論に革命を起こすか

95年と96年のノーベル化学賞

95年 オゾン層破壊に関連する研究

96年 フラーレンの研究 その実横は､化学研究ではなく､星間物質の研究に

天文学者がノーベル化学箕を受賞する

4.モード2出現の背景

(1)政治 ･経済的要因

1970年代後半以降の先進国病､経済の停滞の長期化

⇔日本を含む非欧米文化圏NIESの経済発展と国際経済におけるプレゼンスの増大

基礎研究基盤を欠いたまま経済発展を実現し､欧米先端産業に挑戦する国が多数登場
=ラリニア ･モデルの限界

⇒基礎研究とは別に産業発展のための科学技術を撮興し､国際競争力を強化

=〉イノベーション･ポリシー

産業技術開発の支援 も科学政策に期待する

財政逼迫/基礎研究への投資は後退

新 しい盲の源泉を大学などの研究活動に求める風潮が強まる ～技術移転､汎用基盤技術--
大学の収入減少=〉産学連携の重視
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ポス ト冷戦

環境問題や保健医療など公共的課蓮に関する研究-の支出を増やす

EC競合を目指した共同研究開発

研究者の対応の柔軟性/レトリック

基礎研究のための資金を政府に出させるために

｢研究の成果は将来の産業技術の発展に結び付く｣

｢地球規模環境間蓮の解決のための基礎的知見をもたらすだろう｣

技術移転を前桂としたイノベーション･ポリシーの限界

財政緊縮や経済の停滞の長期化､環境問題などの人類的課題の深刻化

⇒レトリックをレトリックのままで終わらせない/気が付くと社会からのホンネの要求

(2)産業活動のグローバル化 (メガ ･コンペティシ ョン)

NIESの成長⇒技稀的優位性の確保が必要に

開発コストの上昇､タイミングとスピードの重要性の増大など

⇒内部研究開発だけでは対応しきれない状況が発生

⇒共同化､大学や政府との連携へ

国際的な標準化競争/デファクトスタンダード

こう競争のステージと性質の変化

(3)学問の内的要因

権威主義の問題､科学技術活動におけるマイノリティの閉塞など内在する関連 ⇔cUDOSの幻想化

専門分野の細分化 (知識のcontextualization)⇔統一理論探究の限界

研究の高度化､コンピュータ科学 ⇔リニア･モデルの限界

新 しい研究課題の登場/社会との接点の増大

環境､健康､貧困､安全､経済発展などの政策課蓮の解決 ⇔ curiositydrivenresearch

独創性や知的好古心などを重視する研究者のエ トスとこれらの研究の非独創性との葛藤

⇒ ｢人類的課茸への取組み｣｢人類の福祉の向上｣等の理念 ･レトリックで橋渡し

(4)高等教育の拡大の歴史的 (累積的)インパク ト

研究者養成の累積効果

研究拠点の増大

民間における研究活動の展開

大学を凌ぐ研究ポテンシャル

狭義の研究以外の知的活動

～ハイテク･へ●ンチャー､シンクタンク､サービス部門のR&D､企画 ･政策立案

東海岸的企業内基礎研究所⇒西海岸的ベンチャー

大学における研究拠点の増大

知識生産拠点の世界的分散化 ⇔COEの模索

高等教育人口の多元化 マイノリティの圧力

高学歴な市民層の出現 ～ボランティア､市民団体､中間団体

(狭義の)科学技術者の特権の喪失

(5)結局 --科学技術活動成長神話の崩壊

矛盾の露呈

科学活動の様式は､的に多様化

従来の科学観の少なからぬ部分が禅語､単なるレトリックにすぎない議論の喜量

5.モー ド論の意義

(1)過去の議論 との関係 と独 自性

パラダイム論､マー トン･ノルムなど モード1の個別ディシプリンの内部の間違

⇔ モード論 個別ディシプリンを超えて存在するモード､ ｢科学｣はモードの一つ

過去のさまざまな科学論の恩恵に浴している

モー ド論の総合性

さまざまな領域､さまざまな議論の中で個別に指摘されてきたことを､現代社会の科学技術や知的活動の

現状に照らしつつ､知識生産の新しいモードの出現､あるいはモード1とモード2のコントラス トの形で､

統一的な展望を与えた

科学技術政策､経済発展や経済活動､企業経営､高等教育､ポス ト･モダン､などに示唆
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(2)情報ネッ トワーク時代 の科学論

モード2を支えるインフラとしての情報ネットワーク

用語の援用 モー ド (mode)､ウェブ (web)､コラボレーション (collaboration)､

エージェント (agent)､アプリケーション (application)､､､､

知的情報モデルとの類似性

分散協調コンピューティング､CSCW (computersupportedcooperativework)

ダウンサイジング

ケース ･ベース ･システム

6.モー ド論の科学技術政策論 としての意義
･リニア ･モデルからの決別

･成熟段階の科学技術活動を論ずる

･科学技術の社会的次元に注目 ボラン二流ではなくバナール流

プッシュ流ではなくキルゴア流 (橋本1996)

･フアンデイングへの注目

･基礎的研究から企業の研究開発までを統一的に論 じた

･知識生産システムという視点で従来の狭い研究開発システムの枠を超えた

･本音とタテマ工のダブル ･スタンダードからの決別 ｢神爵｣と ｢幻想｣の終葛

･科学技術論､.STSと科学技術の経済学､経営管理､技術経営､科学技術政策論の融合

Ⅱ.モード論と日本の状況

1.1995年以降の科学技術政策の転換
1980年代半ばからの基礎研究重視政策 ⇒1995年の大転換

背景としての1995年間蓮

阪神大震災､地下鉄サリン事件～オウム事件 (オウムの科学者)､薬害エイズ､

プルトニウム輸送､中仏の核実験､もんじゅ事故､北海道 トンか レ崩落事故 (1996年2月)

1995年第一次補正予算､科学技術基本法､科学技術基本計画､行政改革､､､

いくつかの トピック

①JICSTとJRDCが統合 (1995年決定､96年10月統合)

･ともに科学技術研究活動の成果の普及を担う組織｡普及のチャネルは､JiCSTは学術論文､JRDCは技術

移転｡学界の論理と応用の論理｡両者は融合しつつあるが､基本的には別の論理｡

･ERATOの研究発表会の会議点は､やっと1994年度の分からJICSTに収点されるようになった!!

･おまけに､競合決定の段階でも､JICSTの理事はERATOと言っても､何のことかわからない｡

②わが国の科学技術政策の方向を大きく転換 した95年度補正予算

【科学技術 ･情報通信】新産業創出に向けた研究開発支援に力点を置いた｡全国十の国立大学に専門の研究所を新設､理
工系の大学院生にマルチメディアや半導体など新蔑専業の芽となるテーマを研究させ､将来の研究開発型ベンチャー設立の
担い手を育成する｡

将来の産業技術の基礎となる独創的な研究テーマを大学や国立研究所から公募､研究費用を助成する ｢捷案公募型･最

先端研究開発手業｣も新設する｡

･｢経済発展のための科学技祷｣の位置付けが明確に｡科学技術会議18号答申路線からの転換｡

NEDO(新エネルギー ･産業技術稔合開発横棒)の捷案公募型 ･最先端研究開発事業により､大学は他省庁か

らの資金導入の道が開けた｡文部省は､VBL (ベンチャー ･ビジネス ･ラボラトリ)制度､SVBL (サテラ

イ トVBL､2次補正)により､産業創出を政策目標に加えた｡日本学術振興会､JRDCでは､出資金による

事業として､経済発展の基盤創出のための事業を開始｡

･欧米では70年代末から ｢経済発展のための科学技術｣という考え方が政策の中心に｡わが国も同じ土俵に｡

③COE助成における理学と工学の衝突

95年度から始まったCOE助成では､COE選定の場で､工学系の評価委月は､複数の珪素を統合 してCOEと

するように達案したが､理学系の評価委月は不公平だと反対 し､実現せず｡理学系と工学系の考え方の差が杏里｡

④科学技術基本法と科学技術基本計画

･提案理由における科学技術の位置付けの変化

①産業空洞化､生活水準低下等の回避､新産業創出､②人類の将来に立ちはだかる諸間蓮の解決､

③新 しい文化の創成

･基礎研究重視からの大きなを浜だが､ ｢政府による科学技術関係予算の倍増｣にのみ注目が集まりがちで､これ

で大学や国立研究所の研究条件が大幅に改善されると考えている幸せな研究者も多い｡

･科学技術研究活動が転換期にあるからこそ､科学技術基本法が持ち出された｡変化の時代に計画を立てるのは､

本質的に困難なこと｡基本計画は､大きな トレンドを捉えていない.既存の施策の寄せ集めになってしまった.
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･従来とは異なる研究活動の性格と研究資金との対応関係を明確に捷示｡その運用によっては基礎研究はますます

低迷する可能性｡最近の財政当局による研究開発関連予算に対する締め付けの様子を見ても､基礎研究にとって

幸せな状況ではない｡現実はモー ド2重視の方向-急旋回している｡

①研究評価の大網的指針

･財政的､社会的アカウンタビリティ重視の傾向

･意図はモード2的だが､考え方はモード1的 評価に対する考え方は､従来型～物理学モデル

評価-学習過程､研究のマネジメントといった捉え方がない

･評価のためのインフラ､コス トに対する意識低い

･本当は政策評価､プログラム評価の方法を検討する必要がある

モード2的研究評価 として

大蔵省が政策評価､プログラム評佃托 してしまっていいのか

2.民間企業 を中心 とする研究開発の変容

(1)多角化 による技術融合の時代の終蔦

3つのステージの存在

1980年代はじめまで
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1980年代終 り頃から
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図 研究開発投資の多角化の変遷

業種 ･製品分野研究開発投資の結合

皮 (クラメールのコンティンジェン
シー係数の平方根)

データ:科学技術研究調査

70 75 80 85 咲) 95 70 75 80 85 SD 95
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図 製品分野別研究開発投資のエントロピーの推移
(業種別)

データ:科学技術研究調査
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(2)研究開発 におけるアウ ト ソーシング

1980年代はじめまで 外部支出の増加 - その後 披行的だが漸増 景気との関連か ?

研究開発におけるアウト ソーシングの増加

⇒社内研究開発管理のみならず外部技術資源のマネジメントも課蓮に

研究開発管理から全社的な技術戦略へ ～makeorbuy
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図 社内使用研究費総額に対する受入研究
費､社外支出研究費の割合の推移 (全産菓)

データ)科学技術研究調査報告 (各辛版)

1975 め 85 SO 93

(3)新 しい技術開発の担い手 の静かな登場

･従来の研究開発統計､定義では捕捉されないタイプの技術開発の担い手の役割が増大

･実体は ハイテク ･ベンチャー?開発型企業 ?(研究支援型企業はすでに調査対象になっている可能性高い)
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データ :科学技術研究調査

(4)産学連携の変容
･民間セクタによる学術論文の増大

･しかし増えているのは他セクタの若者との共著論文 - トランスセクトラルなコラボレーション

ほとんどは大学⇒大学の研究資源の活用

･技術移転型の連携よりも､共同研究型の連携が増えているのではないか
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(5)まとめ

･1980年代はじめ頃まで ～規模の経済性

日本の企業研究開発は成熟した

高等教育拡大のインパクト 理工系ブーム世代が研究開発の中心に

･多角化による技術融合 ～範囲の経済性

マイクロ･エレクトロニクス､情報化などの影響 社内対応

･ネットワーキング (戦略的提携) ～ネットワーキング (連結)の経済性

外部資源の多面的な活用の時代

注)TheNewProdtlCtionofKnowledgeではネットワーキング (連結)の経済性と範囲の経済の区別が明確でない｡

｢ネットワーキング (連結)の経済性｣という言葉は出現しない｡しかし､モード2のコラボレーションの

性格を考慮すれば､ ｢ネットワーキング (連希)の経済性｣を想定する方が適当だろう｡

3.研究の組織化の変容

(1)流動的研究組織～組織 とフアンデイング

･プロジェクトという組織形態の広がり

プロジェクト研究の方が多いのではないか｡

企業ではプロジェクト研究が生み出した成果の方が多いのでは? 増えているのでは?

ビッグ ･サイエンスは､明らかにプロジェクト塾

･プロジェクト研究は仮の姿ではない

参加者が本当の所属組織を持っていて､テンタティブに参加するものだとしても､

それを仮の姿だと考えるのは､正確ではないし､好ましくない

参加する研究者のモラールにもかかわる

･それ自身市民権を持っている｡重要な意味､役割､有効性を持つ｡

プロジェクトに参加した人々が流動することで､人に体化した成果が伝播していく

だからこそ流動性が意味を持つ !

分散的知識の活用

トランスデイシプリナリな知識の融合≠インターデイシプリナリな組織化

･ERATO型の流動的な研究組織の成功

･組織化とフアンデイングは可換

組織化 固定費用 ⇔ フアンデイング 流動費用

組織化とフアンデイングとは別のことではない

makeorbuy
出資金による助成の意味

･流動的研究組織を可能にする基盤が必要 研究システムの成熟 (母体となる国定的研究組織)

(2) コラボレーシ ョンへの注 目

･外部知的資源をOrganizeしてactivityをmanageするものが企業

out･sourcing､ファブレス､ファンドリ､研究支援産業
研究開発における外注費の増加

日本ではとくに電機系分野で進展 ･成功

･研究所の管理､研究活動の管理からMOTへ
MOTは経営そのもの サブ ･システムのマネジメントからマネジメントそのものへ

･企業内におけるグループゥェァの活用

企業内の知識を活用する

Ⅲ.モー ド論が提起する諸問題 (検討すべき課題 ･仮説)

1.神話か らの覚醒
固定観念､先入観に縛られていないか?

神話､釘想､レトリックはないか?

点検と見直しが必要

2.権威の構造の見直 し
技術者は-巌劣ったものではない

大学研究者の方が偉い?

ビッグ ･サイエンスにおける支援的研究者

中小企業の新しい方向
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3.大学教育､大学改革､キャリア
(1)大学教育の横能

知識の伝授-知恵の修得

モード2のための人材育成は?

ダブル ･ディグリー?

(2)大学改革の意味は

曇りガラスを通して見るような不透明さ

モード2と密接な関係

ただし､人材養成のモード1的性格のため､単純ではない

(3)働く個人のキャリアの意味の変化

ライフ ･オプション

労働者も外部労働機会をorganizeする

労働と労働者､職種と専門家は1対1の対応ではなくなる

生活､余暇､労働のoptionの全体を組み合わせる

lirestyleも変わる

4.科学技術 と社会
(1)科学技術者の社会とのかかわり

･研究者の特権の妥当性､根拠

研究は研究者の権利であり､国はそれを保証しなければならない か?

somethingnewだけが科学技術の価値か ?
･｢高学歴な市民｣
･科学技術者と社会との信頼関係 いかなる仕組がそれを担保するか

市民から科学技術者-の情報伝達回路 ～ surveillaTLCeSystem

科学技術者は市民の期待にいかに応えるか ～ scienceshop,sciencevolunteer,scientistinvolunteer

(2)モード2におけるリスク

･｢社会の技術化｣時代のリスク

家庭､生活に科学技術が浸透 したことで､生活の場が科学技術のリスクを負う～実験室としての社会

PL法の問題､なぜPL法が必要になったか 産業用技術だけの時代であれば必要ない

ブラック･ボックス化の功罪

ライフライン､社会的システム技禰 (電気､ガス､水道､公共交通機関)

･｢技術の社会化｣時代のリスク

｢科学技術の発展と人間との調和｣という観点からの安全とリスク

科学技術が進歩することによるリスクの増大､人間生活の安全確保の問題

･モード2におけるリスクと市民

リスク間違の本質的な社会性､多元性

高学歴化の進行による市民の能力の向上 (専門家の地位の相対的低下)

市民参加の必然性

専門家のコミュニケーション能力の向上 (仲間にだけ話をすればよいのか)

モード2では､専門的組織ではなくアセスメント組織が構成される

(3)科学技術の評論家､中間的組織 ･人材などの必要性と役割

科学技術､研究活動の代弁者だけではない

5.最適解 からベス ト･プラクティスへ

･さまざまな政策課題がopenendなものであることを認識する必要がある ～モード2的

･最適解の幻想 grandtheory､統一理論が存在するとの理念-細分化 (知識のcontextuatization)による幻想
･現実は

知識の伝授 一一知恵の修得

解が一つ -解が多様

閉塞解決型 一間題発見 ･解決型

目的は所与 ･明確 一･目的は一時的､流動的

評価基準は所与 ･明確 -評価基準は多様

･ベスト･プラクティス ･アプローチが現実的

collaboration､configtlrationと経験の交流

ケース .ベース ･システム的､GA (遺伝的アルゴリズム)的アプローチ

方法を指定した施策よりも､ベスト･プラクティスの菩横と流通に重点を

-77-



モーr題と科学技術庶弟研究 NISTEP7997-9-4,Jt# (70)

6.家政原理の科学技術～生活の科学技術化から科学技術の生活化へ
･モー ド2は､家政原理の知識生産､流通､消費

生産と消費のC｡-extensiveness - 家事の本質

知識の生産と消費のco･extensiveness - モー ド2

知識生産における 市場経済の原理 (モー ド1) vs 家政原理 (モー ド2)

家政原理を探究する必要性あり

･市民､社会の側からのアジェンダ ･セッティング､品質管理､評価 を担うべき家政学

家政学の間違い～家事の科学化 (モー ド1化)を目指した家政学

生活の科学技術化から科学技術の生活化-

｢科学技術 と人間 ･社会との調和｣を中心になって担うべき家政学

ただし､それは家事の科学化 (モー ド1化)を目指す家政学ではない

7.産学連携
技術移転に注 目しす ぎではないか

移転 と協働の混乱がみられる

リニア ･モデルの亡霊

Ⅳ.いくつかの暫定的な議論

1.科学技術政策におけるモード1とモード2の区別
(1)モード1とモード2の混同､混乱

新聞記者は自らの議論の矛盾に気付いているか

･日本経済新聞1995 ｢科学 ･新世紀 第4部 未来の設計図 1｣より

新技術事業団が今月､研究助成の公募を始めた ｢戦略的基礎研究推進事業｣は､単なる助成制度にならないよう工夫を

凝らした｡事業団が公募する分野と分野ごとに ｢研究稔括｣と呼ぶ特定の研究l)-ダーを選び､応募内容の巷壷などは

すべて研究食指に任せる｡採択の責任を明確にすることで､未知領域に挑戦する独創的なアイデアをつぶしかねない従
来の合議による採択を排した｡

･･-欧米の成果を基に､チ-ムワークで改良を加える｡親練の中で割り当てられた仕事を果たす一-｡世界に通用す

る科学技術を生み出すには､従来のこんなやり方では立ち行かなくなってきた｡

｢研究リーダーを選び､応募内容の審査などはすべて研究絵括に任せる｣ことは､チームワークではないのか?

･日本経済新聞1995｢サイエンス ･アイ 文豪 ･森鴎外の慧娘 科学は手段ではない 求められる知の蓄積｣ より
日本は科学をはくぐむことを知らず､ただその果実を食らうことのみに熱心だ｡こう看破したのは､明治時代の軍医忠
監､森林太郎｡作家の森鴎外である｡
--日本では科学はいつも便利で役に立つ ｢道具｣とみなされてきた｡

--しかめつらしい哲学や世界認識の方法静は ｢学者のお遊び｣にまかせ､世間はもっぱら実利を生む研究成果を称

揚し､ブームの波を増幅してはそれにみんなが一斉に乗った｡

-･･環境問題や人間の心の問題など､これまでの手法では壁を適えられない即題が山棟しているoコンピューターシ

ステムが､それらに明確な答えを出せるわけではない｡道具ではなく文明の骨格になるような ｢知｣の蓄積が求められ
ている｡

･-･教祖の幼稚ではかけた妄想をうのみにして､せっせと毒ガスや武器を作ったオウム真理教幹部の無残な知性にも､

科学を道具としてしかみないEl本人の科学椀の一端が表れている｡

環境問題の研究は実利 を生む研究ではないのか ? 環境開蓮の研究は､文明の骨格となる知､学術的な知の蓄積

に貢献するのか ? 環境問題を研究したからといって､例えば化学､気象学､生物学の基礎理論に大きな革命 を

もたらすとは思えない｡

オウムの科学者たちは､科学を道具 としてみたから毒 ガスの研究をしたのか ? むしろ ｢学者のお遊び｣だった

のではないか ? 謙虚な人だからこそ大胆なことをしたのではないか ?

(2)モード1とモード2の区別と調和へ

･モー ド2は科学の堕落か

･モー ド2-の批判､モー ド2の否定ではなく､峻別することが大切

･モー ド1の研究活動に対 して､経済発展-の寄与を求めるのはナンセンス

･モー ド2の研究活動では､ レトリックとしてではなく､真面目に課題に向かって研究を

(3)科学技術政策の方法､制度の見直し

･モー ド1に固有な方法､制度をモー ド2に適用 していないか それは有効か

･モー ド2のための制度や施策を考案する必要性あり

例 1)ビア ･レビューの強調しすぎ

目的に応 じた選定方法があっていい (次項)
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例 2)競争的資金の増加 - オーバーヘッドをどうするか? 大学

わが国ではオーバーヘッドの仕

組が確立していない

経常研究費 (教官当硬貨校費)

の相当部分(おそらく5割前後)

が､実質的にオーバーヘッド

ただし､経常研究費からほぼ均

一に調達するので､外部資金の

多寡とは連動していない

J

競争的資金の比重が大きくなる

場合には､本来オーバーヘッド

を負担しなくていい研究者も

多大なオーバーヘッドを負担さ

せられる
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回 国立大学におけるfunding構造の変化

例3)大学の組織編成に対する影響

大学の組織は､institutionalfundingを前提とした組織

講座や学科などは研究費の使用単位､研究実施単位 ～一定の学問体系に沿って研究費が配分される

学問体系を具現化するものとして長期的､安定的に存在し､大学に競合

80年代のはじめまでは､科研費も相対的には小額であり､外部資金 もほとんどなかった

projectfundingが著しく増えている時代にも､大学の研究組織の編成は､昔のまま

特定の研究課蓮､研究グループに対して配分 ⇔ 講座制は有効か

大学は､諸機能をどう競合するのか

講座や学科は研究上の組織編成としてどのような意味を持つのか

教育と研究との関係は､社会的サービスは

2.オーディション ･システムと科学技術の行政改革

～コラボレーシ ョンのパ フォーマンスを確保する方法､仕掛けは何か

(1)モー ド1ピアレビュー ･システムによる品質管理

研究者 計画を研究助成機関に提案

研究助成機関 計画の妥当性､研究者の能力などに関する専門的判断を､

類似のテーマに取り組んでいる研究者に依願

評価結果に基づいて研究資金を配分

ピアレビュー ･システム テーマ設定､研究資金獲得配分､研究実施者決定等の機能を含む品質管理システム

(2) (創作糸)上演芸術 における品質管理メカニズム

～創作系の上演芸術では､コンフィグレーションとコラボレーションが重要な役割を演じている

プロデューサや監督などの少数の人々がまず企画を練る

%
上演資金の獲得のた捌 こスボンサの募集を行う

且
上演に必要な音楽家､舞台芸術家､出演者などを､スカウト､オーディションなどによって集める

プロデューサや監督 テーマ設定者 ･企画者 資金と人材のコンフィグレーションを担う

テーマ設定の事前評価 スボンサの獲得とオーディションを通 じて行われる

よいテーマが設定され､計画が評価されれば､スボンサを獲得

オーディションはテーマ設定に対する出演者側の評価

オーディションを通 じてコラボレーションを行うのにふさわしい異質な個性を確保

スカウト､カンパニーの活用とオーディションの組み合わせによって異質性を確保

聴衆が事後 (直後)評価

コラボレーションの一時的性格 出演者などは､経験を財産として､別のコラボレーションへ参加 していく

-79-



モーfl題と科学技紺 兼研究 N/STEP199719-4/Jt# (12)

(3)研究活動のコンフィグレーションの様式論

peerreviewsystem アカデミック ･リサーチのコンプイグレーション､モード1
ボトム ･アップ (研究者主導)

inh｡useresearchsystem 導入期の活動 (他に活動実額がない)
トップ ･ダウン (資金提供者主導)

モード論ではほとんど扱われていない､auditionsystemと混同されている

audid｡nsystem ミドル .アップ .ァンド･ダウン (｢コーディネータ｣主導)

type -1
peerreviewsystem

‥‡妄 ●sciencecornmuni吋

type-2
auditionsystem

S∝iety-B ''二
h
上

type-3
i∩-houseresearch

⊂= ⊃

･ゑ
′′--′ク
ー5
--------′ノー-′′′-′′--～クー′′′′′′-･--⊂=:⊃-- --･⊂二二)--･

rJIJIJIJJJII-I--JJJJJJJ - JJ -JJJI-JJJJJJJ,I,JJJJJIIJJJJJJJJJJJJJ

屡 量 阜LJ,JJ,IIIJJJJ,_JJIII_JIJJ J JJ ,___JJ J JIIJJJJJIJJJJJJJJIJJrJJJIIJ

(4)オーディシ ョン ･システムの例

文部省科研費 ･重点領域研究

領域の設定のための審査

領域代表､稔括斑､計画班 (スカウト)､公募斑 (オーディションにより選抜)

政府出資金による公募型の基礎研究

デファクト･スタンダードを巡る戦略的な技術連携

スタンダードの捷唱者

参加者により具体的な開発やそれに合わせた製品開発､ソフトやコンテンツの開発

｢この指とまれ｣塾の研究開発 (西村善雄)

scientistsinvolunteer NGO､NPOの中の科学技術者､ボランティア活動に参加する科学技術者

(5)オーディション ･システム成立の条件､歴史的性格

研究資金､研究者､研究活動実演､一次的研究成果の十分な昔横と流動性

･inbouseresearchsystem 蓄横ない場合には自ら研究組織を設置して取組むしかない

後発国､技術導入期

特殊なニーズ (市場メカニズムでは対応できない研究開発 :軍事､医療､教育､､､)

外部の研究活動､研究成果を頼れない場合
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(6)3者の対照
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アカデミックな研究セクターの成立

高等教育の拡大-dtlalsupportsystem ､researchcouncll

多様な研究主体の成立､多様な知識需要主体の存在 ～モー ド2

inhouseresearch､academicresearchなどの研究基盤の成熟

研究者などの流動性

peerreviewsystem audJ'tionsystem inhOuseresearchsystem

agendasetting researcher producer SPOnSOr
bottom-Up ml'ddle-up-and-down top-down

ex-anteeValuationof SPOnSOr sponsor/｢esearche｢ SPO∩SOr

agenda peerevaruation external/peerevaluatiOn selトevafuation

ex-anteevaluationand SPOnSOr producer Sponsor

securIngOfresearch peerevaluation externalevaluation externalevaーuation

team application scout/applJCation inhousetrainning

duratJ'OnOfconfiguratjon permanent temporary permanent

characteristicsOf homOgeneoUs heterOgeneOus homogeneous

configuration nOthierarchical somewhathierarchical hierarchical

output academiccommunity societaluser Sponsor

ex-posteVa山ationof academiccornmunity socielaluser SPOnSOrpeerevaluation externaFevaluation externaleVaZuation

output academiccontributiOn societalperformance interimevaluationperformance

cOndjtionOffOrmation massificationofhigher maturedresea｢chbase Uckingofresearchbase
education diversedemandof atecommer/technology

establishmentofacademicscientificknowredge intrOducmgstage

researchsecto｢ flexibmtyandfungib‖ityOf specificdemandwithOut

researchers marketability

marketof｢esearcher internal external internal

marketoffund external externa一 interna一

(7)オーデ ィシ ョン ･システムの多様性

inhousetrainingとの併用 ～カンパニー

プロデューサとスボンサ､研究者の相対的位置

スボンサに近い場合 スボンサがプロデューサを指名

研究者に近い場合 重点領域のような場合､researchunitforRCs(?)

(8)科学技術行政､科学技術政策への含意

出資金による公募型基礎研究

公平､公正原則の強調しすぎ かえって不公正に

政府の研究 (支援)活動の整理

民間では対応不可能な特定のミッションに関わる研究活動

省庁所管研究棟閑 -inhouseresearchsystem

社会的ニーズに対応する研究活動の促進 ～モード1 (ボトム ･アップ型)では出てこない

fundingによる諌専 一audibonsystem

これはpeerreviewsystemではない/peerreviewsystemでやることは混乱のもと

市場の失敗への対応 ～auditionsystem

好奇心主導型 (curiositydriven)のacademicresearch ～peerreviewsystem

ビッグ .サイエンス型､プログラム型 ～audibonsystem

行政改革

省庁改編よりも流動性のマネジメントの方が大切なのでは

govemmantresearchlab.の整理競合､大規模化､あるいはagency化が必要なのか?

研究基盤の整備と社会的､政策的目的のための研究のコンフィグレーションは別のレイヤーで

auditionsystemはagency化が可能かもしれない ～フランスのagence

目的､コンプイグレーションの様式などを整理する必要がある
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3.科学技術人材政策のモード転換
･人材の養成確保=ラ流動性のマネジメント

需給予測に基づく人材養成一畳的確保

ミスマッチングへの対応､高度化～質的確保

流動性のマネジメント～outsourciTlgと裏腹

科学技術人材が派遣業の対象となる

フアンデイングと結び付いた人材確保 RA､ボス ドク

任期制や兼業問題

･文明社会の野蛮人論の持つモー ド論的性格

科学技術離れはモー ド2の出現と関連がある

モード1に比べて､人材問題は広がりを持つ

知識生産者のみならず知識需要者も視野に

知識生産との関わり方､利用の仕方などの教育

4.科学技術と社会の新次元
･｢賢明な科学者､愚弄な大衆｣からの脱却

従来の科学技術の社会的受容 (SA､PA)､科学技術の公衆理解､科学技術リテラシー､科学技術 の啓蒙 ･

普及に関する詩論は､ともすれば ｢賢明な科学者､愚弄な大衆｣という図式に乗りがち

･モード2における 市民とは､社会とは

｢わかっている人間が支持｣ という見方の時代遅れ

市民はバカではない 一高等教育の浸透 判断力､学習可能性高い

45歳以下の人間にとって科学技術エリート主義はない

専門的訓練を受けている = 理解している､知っている 三学習可能性

閉塞そのものが､あらかじめ知っている知識で対応できるものではない 非技術的要素大きい

｢専門家一非専門家｣という見方は時代遅れ

多 くの市民は､ある場面では専門家として､ある場面では非専門家として振る舞う

ディシプリンの細分化が進めば､ごく狭い領域を除いてほとんどの領域において非専門家

･科学技術と社会のコミュニケーションと参加の類型

(専門家と市民の知汝レベルの差大きい)
専門家 [情報公開の対象】

当事者のみ (noblessoblige) 専門家の参加 (peerreView)

TECHNO- TECHNO-

AIUSTOCRACY BUREAUCRACY

啓蒙 普及

宣伝 .工作 学習.コミュニケーション.合意形成

TECHNO- TECHNO-

AUTOCRACY DEMOCRACY

市民･非専門家 【情報公開の対象】
(寺門家と市民の知強レベルの差小さい)

(市民の学習可能性高い)

･モード論的なpAの位置付け

モード1 社会的コンテクス ト抜きの技術-啓蒙 ･普及 (=理解)-･publicunderstanding-PA

モード2 社会的コンテクス ト-参加と学習-publicleami ng-PA

･理解から学習-､啓蒙普及から合意形成-

学習過程 改発立案の段階からの参加が必要

報道の役割 事実の伝達､解説､学習の横会の捷供

市民運動 (イデオロギーに基づく)運動 から 知的活動へ

･中間組歳の役割

学習支援､交流促進､分析横能､意思決定の基盤の準備､結果のモニタ ･評価

専門家の支配-scientistsinvolunteer
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･ ｢市民､社会が見えない｣ というのは普通のこと､とはいえない

市民､社会を露出させる明示的な仕組がないだけ

現実は､マスコミ､世論調査などが ｢なんとなく｣市民の声代弁をしている

反対運動グループは社会を具現 しているか ?

合意形成のための仕組み どんな仕組がありうるか (-若松 さん､木場さん)

ヒアリング/諮問委月会/世論調査/住民投票 ･国民投票/交渉によるルールづ くり/

住民 との協定づ くり/コンセンサス会議/構成的テクノロジー ･アセスメント

(参加型テクノロジー ･アセスメント)/プランニング ･セル/陪審制度

5.科学者の謙遜～チェスタトンの歳言
･ ｢謙虚だが冒険する｣のではなく ｢謙虚だから冒険する｣

｢謙虚な人こそ大 きなことをする｡謙虚な人こそ大胆なことをする0｣｢謙虚の失敗はその成功にある｣

チェスタトン､異端者の群れ(1905)､ウェルズ氏 と巨人
見たところ明らかに山を抜き､海を断ち､神殿を引き裂き､星に手をのばしている男が､実はおとなしい老紳士で､昔なが

らの罪のない道楽に首をつつこんでいるのだから好きなようにさせてくれと顛んでいるだけとは､とてものことに思えるもの

ではないoある人が一殻の砂を二つに割ったら､その結果宇宙がひっくり返ったとした場合､それをやった当人にとっては砂
を二つに割ったことが大事で宇宙がひっくり返ったことが小事なのだとは､なかなか思いにくいO新しい天､新しい地を副産

物として見る人の気持ちを付度するのは､なかなかむずかしい｡しかし､疑いもなく､こういう薄気味悪いほどの無邪気な知
性があったからこそ､現在どうやら幕をとじつつあるらしい大科学時代の大科学者たちは､途方もない力と勝利を手にするこ

とができたのであるO天をカードの家さながら崩壊させても､彼らの弁解は､主義に基づ'いてやったのだ､ということですら

ない｡まったく返事をしょうもない弁解で､偶然にそうなってしまったと言うのだ｡ほんの少しでも彼らが自分のやったこと
について自負心を持っていれば､彼らを攻繋する叔拠になった｡しかし､徹頭徹尾謙虚でいる限り､勝負は徹頭徹尾彼らのも

のだった｡ハックスレ～に対してはいくつも答えのしょうがあったが､ダーウィンには一つの答えのしょうもない｡彼に説伏

力があったのは､彼の無自覚のため､いや愚鈍さのためと言ってもおかしくない｡しかし､この子供のような散文的な精神が､

科学の世界でようやく衰えを見せてきた｡科学者たちは､よくあるうまい言い方だが､自分の芸に天狗になった｡自分たちの

謙虚を鼻にかけ出した｡ほかの人たちと同じように美的になり､真理という字に傍点をつけ出した｡自分たちが破壊したと思
っている信条､先祖が行った発見を口にし始めた｡現代のイギリス人と同じく､自分の厳しさについて温和になり始めた｡自

分の力を意識し始めた - つまり､弱くなり出したということである｡

･地震予知のケース

研究者集団と行政担当者の阿畔の呼吸によるレトリック

特殊なお役所的言い回しの一つ くらいのつもりだった ?

できないことをできると言って､世間を編 し続けることができなくなった

- 阪神大震災､葉書エイズ､行革､結果責任を問う風潮

｢この研究の成果はやがて新産業の創出をもた らす (環境問題の解決に資する)｣
⇒ ｢本当に新産業の創出 (環境間蓮の解決)につながったのか｣

リニア ･モデルのレいノックの限界 =〉モー ド2への旋回を加速

6.新 しい集 団的創 造性

～アインシュタインの創造性 とビル ･ゲイツの創造性は同じもの?

･モー ド1の創造性 天才がす ぐれた実演を残 し､名誉は個人に属す

実際のところは､階層的組積構造､強い統刺

日本的な集団主義の創造性

メンバーの均質性 高い基礎的能力を等 しく持ち､協調的に振舞う一体感のあるメンバーから構成される集団

カイゼンなどを通 じて高い生産性を実現

集団の同質性の強化 ローテーション 個人のスペシャリス ト化を避ける

報酬 同程度の経験ならほとんど同じ

･モー ド2の集Efl的創造性

共通の目標 を目指して､多様なメンバーが自己の持つ知識や能力を出し合う

異なる知識､能力をコンフィグレー ト⇒同質的な集団では実現 しえない共同的成果 を達成

個性的な人材の集まり

スピー ドと多様性を実現

日本的集団主義 :レト異を捨てて大同につ く｣
モー ド2における集団主義 : ｢大異を認めて小同につく｣

メンバー間で個性､能力は異なっても､目的､利害が一致できれば､その点で協力
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･ユニットとコラボレーション

芸術の世界では､モード2的創造性が明確

ポピュラー音楽 ｢グループ｣- ｢ユニット｣｢コラボレーション｣

上演芸術におけるコラボレーション

･モード2に必要な能力の養成

大学教育の本質的なモード1的性格

コラボレーションの能力､コーディネーションの能力は経験的学習による部分が大きい

&
疑似的体験 絵合的学習 (創造教育)

幅広い教育と専門教育の適切な混合 専門基礎

リカレント教育の重要性の増大

V.まとめに代えて

1.これまでの研究活動 との関連～動機
･文明社会の野蛮人

従来の科学技術観､PA観は違うのではないか ～科学技術の啓蒙普及からSTSC-

･研究評価､ピアレビューの限界と誤解

重点領域､米国の評価方式に対する誤解

･本音とタテマエの交錯-の疑問

･理学 ･生理学モデルへの疑問

bibliometricsにおける理学 ･生理学モデル 工学に適さないのでは

引用より参加､nominationそのものに意味がある

･情報システム ･パラダイム､人工知能研究などとの相似

実はコンテクスチャルな条件の中での最適化だったことに気付く

bestpracticeはケースペース ･システム
デファクト･スタンダード

半導体技術 システム ･イン･シリコン､セル､IP

情報システム学の位置付け コンプイグレーション､アプリケーションのコンテクス ト

2.小林研究室におけるモー ド論に関連する研究活動
･産学共同研究の変質の分析

技術移転型から技術インターチェンジ型へ

リニア ･モデル型からサッカー型へ

実態レベルでは産学の共著論文が急増

｢民間等との共同研究｣データの分析
･オーディション･システム

研究活動のコンプイグレーション方式

科学技術の行政､政策

･戦略的技術連携の分析

新しい研究開発主体の登場のマクロ分析 ハイテク ･ベンチャー､研究開発型企業

多角化による技術融合の時代 (児玉)から戦略的技術捷携の時代-

範囲の経済性からネットワーキングの経済性へ

･科学技術人材政策のモード論的解釈 一高等教育政策

･家政原理の科学技術

･科学技術と社会論 リスク､STSC､エンジニアリング ･エシックス

3.モー ド論 を超 えて

･TheNewProductionofKnowledgeの間選点
研究書としての完成度の低さ 混乱した文章､データや歴史的裏付けの欠如

モー ド1とモード2は､容易に区別できるのか

モード0的なコンフィグレーション (後発国モデル)の視点の欠落

範囲の経済性で説明するが､範囲の経済性とネットワーキングの経済性を分けるべきではないか

･これをヒントに展開する余地は大きい

少なくとも､現代社会における科学技術関連の論点を明確に指摘している
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｢科学技術コミュニケーションの何が問題か｣ 平成 9年9月16日

若松 征男

(社会学)助教授)

1.はじめに

私には､STS研究がどのようになっているのか､全体像をぜひつかみたいということ

で､今日のご依頼をいただきました｡しかし､東洋大学の長浜先生と電気通信大学の小林

先生が､STS研究が今どんなところにあるのかというお話を既にされていると思います

ので､私は話題をしぼって､｢科学技術と社会とのコミュニケーション｣ということを少

し考えてみたいと思います｡ですから､今日のお話は､各論に当たるというふうにご理解

くだされば幸いです｡

私は､科学技術と社会のコミュニケーションということを中心に研究を行っている者で

ありますが､｢一体何が問題か｣ということを念頭に置きながらお話ししてみたいと思い

ます｡ただ､今日ここでお話しするのは､何かここに答えがあるとか､またはこの方向で

考えればものが見えてくる､というほど強いものではありません｡私が考えてきた､あれ

これをお話しして､それが皆様のご参考になればと思います｡

今日の話の流れとして大体こんなことを考えています｡科学技術コミュニケーションの

場面,情報の流れというところを整理してみまして､STSコミュニケーション(これは

科学技術と社会の間のコミュニケーションです)､こういうものがSTS研究の一領域と

してあるということをお話ししてみようかと思いますoこのSTSコミュニケーションは､

科学ジヤ-ナリズムとか､科学報道と言ったほうが分かりがいいかもしれませんが､私は

かなり広く捉えています｡そして､科学技術コミュニケーションというものが今までどん

な見方､考え方､とらえられ方をしてきたかということに簡単に触れてみたいと思います｡

何が問題かというところでは､決してこれですべてだとは思いませんが､コミュニケーシ

ョン不全に関わって､コンセンサス会議という方式に触れます｡ここでは意思決定のため

のコミュニケーションとして､今､科学技術と社会の間で行われているコミュニケーショ

ンが十分かどうかが背景にあると思います｡

このコミュニケーション (内容は市民によるテクノロジー ･アセスメントですが)を担

保するものとして､ヨーロッパで今かなり広がりつつありますコンセンサス会議､これは

1986年にデンマークで始まった､一般の人たちが専門知識を理解した上で､ある科学

技術問題をどうとらえたらいいかコンセンサスをつくる､というやり方ですけれども､そ

れに少し触れてみたいと思います｡これは､一般社会の､言い換えれば､普通の人々が意

思決定するためのコミュニケーションのありようとして､そういうものがあるのではない

だろうかというわけです｡

このデンマーク方式のコンセンサス会議については､『科学技術ジャーナル』をはじめ､
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科学技術政策研究所でも､これまでにも何度か紹介させていただいています｡こういう方

法が今ヨーロッパで､そしてアメリカにも広がりつつありますが､この方法が日本におい

て､普通の人が科学技術に何らかの形で参加していくときの手がかりになるのかならない

のか｡日本において使えるのか使えないのかということを考えたい｡これが可能であると

いうふうに答えが出ているわけでは決してありませんけれども､考えてみたいポイントで

す｡

また､今日のお話の後半で､その中心においておきたいと思っておりますのは､専門知

識というものをどうとらえたらいいかということです｡十分にお話しができるかどうかわ

かりませんが､昨年 ｢現代思想｣に書きました 『素人は科学技術を評価できるか』という

論文と､今年になって ｢無限大｣という雑誌に書きました 『科学技術コミュニケーション

ているかと思いますので､お読みいただければ幸いです｡

2.科学技術コミュニケーションの起こっている場面

このお話で､科学技術コミュニケーションをどのように扱うかということを申しましたO

では､科学技術コミュニケーションというのはどういうところで起こっているのでしょう

か｡これについて図式的な理解をしてみたいと思いますo配布資料をご参照下さい｡科学

技術に関わるコミュニケーションが起こっている場面を眺めてみますと､おおよそ4つぐ

らいになるのではないかと思いますO

まず第 1に､専門家同士の学術的なジャーナルや学界を中心とした､そこでのメディア

を使ったコミュニケーションであります｡それからもう一つ､サイエンス ･ビューロクラ

シー (ScienceBureaucracy)ですが､これは単に政府だけではなくて､会社のようなさ

まざまな組織 ･機関の科学技術体制を支えているもの､これを指してサイエンス ･ビュー

ロクラシ-と言っていますけれども､その間で政策や予算配分 ･資金提供などをめぐって

のコミュニケーションがさまざまあるということになるかと思いますO

それからもう一つは､これがSTSコミュニケーションに関わるわけですけれども､科

学技術の体制と社会との間のコミュニケーションを担っているメディアがありますoここ

には教育などというものもありますが､主要に私たちが目にいたしますのは､いわゆるマ

スメディアというものになろうかと思います｡ここに関わるのは科学技術の体制､科学者

であったり､科学官僚であったりするわけですが､その間のコミュニケーション｡そして､

このメディアを通じての社会へ伝わっていくコミュニケーション､こういうふうに分けら

れるのではないかと思いますoこれをまとめますと､以下申し上げますように整理できる

のではないかと思いますO

まず第 1にありますのが､｢科学者共同体内部のコミュニケーション｣､第2は､｢科学

の運営をめぐって行われる科学者と科学官僚の間のコミュニケーション｣｡三つ目が､｢科
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学とメディアのコミュニケーション｣であります｡ここで問題にしようと思っております

のは､一番下にありますメディア､これは実に多様なメディアがありますけれども､｢メ

ディアを介した科学技術と一般社会のコミュニケーション｣であります｡これを科学技術

(scienceandTechnology)のSTと一般社会(Soclety)のSをとって ｢STSコミュニケ

ーション｣と私は呼んでおりますO今日のお話の中心がこのSTSコミュニケ-ションで

あります｡

3.STSコミュニケーションの研究領域

今お話ししましたSTSコミュニケーションですが､一体どういうところでこれについ

ての研究が行われてきたかというところを少しまとめておきますoSTSコミュニケーシ

ョン､科学技術と社会とのコミュニケーションというものを研究している分野がどのくら

いあろうかというわけです｡

まず､これはむしろ政治学の範暗に入るかと思いますが､世論調査研究というのがあり

ます｡ここ科学技術政策研究所でも､行われておりますサイエンテイフイツク ･リテラシ

ー (scientificliteracy)研究と呼ぶものがありますが､これはここに入るのではないか

と思いますO私が知る限りでは､アカデミックセクター､つまり､学者のほうの研究とし

ては､これはあまりなされていないのではないかと思います｡ことに科学技術にかかわる

ものについてはなされていないのではないか｡私は､世論調査として科学技術をテ-マに

しているものがないと申し上げているのではなくて､こういうものを研究しているという

ところを､少なくとも私は知らないということ (私の無知かもしれません)を申し上げて

いるわけです｡

第 2にありますのは､社会学の伝統の中にありますジャーナリズム研究ですOまたはマ

スメディア研究の中になるわけですけれども､日本マスコミュニケーション学会 (昔､新

聞学会と申しておりましたが)､これが日本のジャーナリズム､そういうものの研究の学

会になるわけです｡この研究分野において､科学技術と社会とのコミュニケーションとい

うことを扱った論文を私は知りません｡ただ､ごくわずかありますのは､環境報道をめぐ

社会情報研究所､旨の新聞研究所ですが､あそこに例えば､贋井 幡先生という方がおい

でになり､災害情報がどう流れるか､または災害情報が社会にどういうインパクトを与え

るか､そういう研究をなさっておられます｡しかし､この分野の研究は日本では大変欠け

ているところだと思います｡

先ほど政策研の方と､この講演の始まる前にお話をしていたところ､｢なぜ日本ではこ

の分野の研究がないのか｣というお尋ねをいただきました｡これは端的に言いまして､社

会の側にそれを生み出すための要請がないと言うべきだと思いますO日本は､ジヤ-ナリ

ス トはオン ･ザ ･ジョブ ･トレーニング (いわゆる OJT)でジャーナリス トとなってまい
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ります｡つまり､ジャーナリストとしてのトレーニングを受けて､就職するというのでは

なくて､全くそういうものとは無縁な形で勉強をしていて､会社に入ってから､政治記者

になり､経済記者になり､場合によっては科学記者になるということですので､科学ジャ

ーナリスト養成のための講座 (あるいは学科)をつくれというような圧力がアカデミック

セクターにはかかりません｡したがって､科学ジャーナリズムなど､この分野の研究者の

出現を促さないわけですOなお､この事情は特に科学ジャーナリズムにだけあるというこ

とではありませんO世界的に見ますと､アメリカとカナダにあります｡日本､ヨーロッパ

ともにありません｡ヨーロッパはかなり日本に近いとお考えいただいてよいかと思います｡

それから､ここは私が申し上げるまでもないことですが､この科学技術政策研究所は設

立されて以来､科学技術と社会をテーマにしてやってこられました｡これは長浜先生が既

に皆様にお話をなさったところだろうかと思います｡ですから､日本においては､アカデ

ミック ･セクターよりもパブリック ･セクターのほうが､つまり､こういう研究所のほう

が先に手をつけられたというところだと思います｡

私はどういうところにいるかといいますと､日本で今起こりつつある新しい研究領域､

間題額域でありますSTSまたは科学技術社会論という言い方をしますけれども､こうい

う分野からアプローチをしていきたいOいわゆるジャーナリズム研究というのとはちょっ

と違う､一色違った形でこの科学技術と社会のコミュニケーションの研究ができないだろ

うかと考えております｡

4.これまでのSTSコミュニケ-ションについての見方､考え方､捉え方

そうは言いましても､科学技術と社会のコミュニケーションまたは科学技術ジャーナリ

ズムについて､人々の間で議論が全くなされなかったのかというと､そういうことはあり

ません｡こういうふうにまとめてしまうと､ちょっと極端かもしれませんが､議論を簡単

にするために､こんなふうにしてみたいと思いますO科学技術と社会の間のコミュニケー

ション､または情報の流れ､特にその場合には社会から科学技術ではなくて､科学技術か

ら社会になりますが､これまでこういうふうに (図をご参照ください)捉えられてきたと

いうふうに申し上げてよいのではないかと思います｡一番上に書いておきました啓蒙とか

普及､英語でエンライトンメントとかボピュラライゼ-ションとかという言葉になります

が､従来の科学技術ジャーナリズム研究とか科学報道研究 (これは日本ではほとんどなく

て､むしろアメリカを中心としてあります)では､この ｢啓蒙｣とか ｢普及｣という捉え

方で見られてきたように思います｡この捉え方に異議をとなえる論文が欧米のメディア研

究､科学技術社会学にありますが､ここでは触れません｡

それから､この2番目のところに書いてありますもの (科学技術の公衆理解)､それか

ら､3番目のところ (公衆の科学技術受容-説得)は､科学技術庁の方々はよくご存じか

と思いますが､ここにありますように､むしろ､｢何とかして一般の人々にわかってもら
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おうじゃないか｣という考え方ですOつまり､｢パブリック ･アンダースタンディング ･

オブ ･サイエンス (PublicUnderstandingof Science)｣(｢科学の公衆理解｣)にしまし

ても､｢パブリック ･アクセプタンス (PublicAcceptance)｣にしましても､日本で言わ

れてきたのは何か｡原子力が中心だと申し上げて間違いないでしょうが､｢科学技術を人々

に理解してもらおう｣､｢理解してもらえないから反対を受けるんだ｣という形でのとらえ

方ではなかったかと思います｡これは上の ｢啓蒙｣､｢普及｣という捉え方の一種とみるこ

とができるでしょう｡ここについてはいろいろな議論があって､｢いや､そうではない｣

という方もおられるかと思いますが､私はとりあえずそういうふうにまとめられると思い

ますOただ､私は啓蒙を敗めているわけではありませんoSTSという課題を考えるとき､

この二つの捉え方では問題解決には至らない､ということを申し上げたいのです｡

それからもう一つ､最後にここに挙げておきましたのは､科学技術基本法および基本計

画です｡それぞれ後ろのほうにSTSというものが大事だということが書かれております｡

また､ある種､アクション･プランに近いものも書かれています｡しかし､それを読んで

いる限りでは､私にはどうも､上に述べました捉え方で終わっているような気がいたしま

す｡これは私の理解の仕方でご異論もあろうかと思いますが､どうもこの辺でとどまって

いる｡上で申し上げたことと同じですが､｢広く知らせねばならん｡知らしめ方､知らせ

方が足りないのだ｡どういうふうに知らせたらよいのか｣という形で問題が捉えられてい

るような気がいたします｡

5.科学ジャーナリズムの問題

これから後､ちょっと違うとらえ方をしてみたいということを申し上げますが､その前

に､ご要望があったのであえてつけ加えながらお話をしてみます｡それは ｢科学技術ジャ

ーナリズムの問題点を少し話してみてくれないか｣というご注文ですO先ほどご紹介のあ

りましたように､私は雑誌､書籍の編集者として21年間､出版界におりました｡その経

験を踏まえて何かしゃべってみてくれないか､というご注文です｡

科学技術ジャーナリズムについてですが､これはどういうところで議論をされているか｡

日本で議論されていないわけでは決してありません｡確かに議論されています｡私が見る

ところでは､『新聞研究』という日本新聞協会の月刊誌､それから､季刊ですが､『総合ジ

ャーナリズム研究』というのが､今まで何回か科学ジャーナリズムを議論してきておりま

す｡それから､NHKの 『放送研究と調査』(かつては 『文研月報』といっていました)

などがあります｡

科学ジャーナリズム､科学報道､または科学番組というのはそうそう扱われているわけ

ではないのですが､大体､大きく2点で議論は終わっているように思います｡ほんとうに

極端にまとめてしまいますと､正確さ (accuracy)の問題､これは誤報に関わってきます､

これにかかわる問題と､センセーショナリズム (sensationalism)､大体､この2つに収
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赦します｡

歴史を見ますと､組織的な科学報道､またいわゆる専門記者 (科学記者)というのがあ

らわれましたのは原子力開発､宇宙開発の始まった 1950年代半ば以降です｡新聞に科

学部という専門部ができましたのはそのあたりからです (新聞報道は主として専門記者を

中心に行われております)｡この頃から､科学者がジャーナリストに対して何を言ってき

たかといいますと､今の2つ､つまり正確さとセンセーショナリズムです.これが問題だ

と科学者は言います｡このように､専門家の側は､正確に書かれているかどうかというこ

とをまず第 1に言い､次にセンセーショナルになっていないかということを言います｡こ

れが科学者の側からの批判です｡なお､この科学者の側の批判は､正確さの議論は続きま

すが､70年代､80年代､90年代と年が経るに従って､むしろ ｢センセーショナリズ

ムではないか｣という議論のほうが強くなります｡

50年代後半以降の 『新聞研究』では､科学記者は正確さについての批判に対して､｢自

分たちはもっと勉強しなければならない｣という自戒の弁を述べているのをかなり見るこ

とができます｡ただ､少数の例ではありますが､｢自分たちは社会の中の科学という問題

を報道しているのであって､科学者の判断基準でみることはできない｣という反論も当初

からあります｡また､｢科学者集団は決して一枚岩ではなく､異なった判断がある (こと

に公害､原子力問題)｣､という指摘も科学記者から出されています｡これについては､｢正

確さの判断を誰がするのか､あるいはできるのか?｣､また ｢何を伝えるべきか､その判

断基準は何か｣という問題があることを指摘しておきたいと思います｡これは次にお話し

するところで触れる専門知識という問題に関わります｡

それから科学ジャーナリストの問題としてではなく､科学報道における科学者の側の問

題として指摘しておきたいことがあります｡それは､科学者が盛んにプレスリリースをし

ていく1986年以降の ｢超伝導ブーム｣です｡あのとき､科学者たちが先を競ってプレ

スリリースをしたというのは皆さんご記憶にあろうかと思います.この科学者､専門家の

態度に対してジャーナリストの側にもある種批判があり､おもしろい事例なのですが､今

日は指摘するだけに止めます｡

6.科学技術コミュニケーションの何が問題か

これからあとの時間を使って､次のようなことをお話ししてみたいと思います｡これま

でお話ししてきたのは､科学技術コミュニケーションというのはどんなところで起こって

いるか､そして少しですが､科学技術ジャーナリズムについてでした｡これを背景にして､

話を科学技術と社会､STSのコミュニケ-ションにおいて､何が問題なのだろうかとい

うことを考えてみたいと思います｡

日本では誰にとって科学技術コミュニケーションが問題なのか､考えてみましょう｡こ

れは既に触れましたが､1970年代以降､パブリック･アンダ-スタンディング･オブ ･
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サイエンスとか､それから､パブリック ･アクセプタンスということが言われてきていま

す｡ここでは､｢政策を理解して､あるいは認めて欲しい｣政策形成 ･決定者にとっての

問題､いわば説得の問題というふうにとらえられてきたように思います｡

しかしながら､｢誰にとって科学技術が問題か｣ということを考えると､むしろ普通の

人間にとって､つまり､一般の人､特別に科学技術の活動をやっているわけではない普通

の市民にとって､科学技術がどういうものであるか､ということではないか｡また､｢参

加｣とここに敢えて書きましたけれども､そんなことが起こり得るのかどうか｡また､意

思決定に何らかの形で参加できるのかどうかOこの場面で､本日のテーマとしてお話しし

ておりますSTSのコミュニケーションがどういう役割を果たしているのか､それともい

ないのかということになるのではないか､というわけです｡

今､誰にとってということを申しました｡次に触れておきたいのは､コミュニケーショ

ンの不全ということですOここにコミュニケ-ション不全症候群と書いてありますが､科

学技術をめぐって､上にも触れて来ましたように､科学技術を営む側と社会の間で､コミ

ュニケーションがうまく取れていないようだ､ということです｡日本では､一般科学雑誌

の動向 ･歴史を見ますと分かりますが､科学技術情報をそれとして受け止めるのを敬遠す

る傾向にあります｡にも関わらず､マスメディアで報道される科学技桁情報 (ことに健康 ･

食品 ･医療情報など)は時として人々を大きく振り回してもいます｡ここで問題となるの

は､一般市民 (あるいは生活者)は科学技術情報 (専門知識)をどんな形で受け取ったら

よいかということです｡

この点で私がぜひ考えてみたいと思うのは､専門知識というものをどう捉えたらよいか

ということであります｡専門知識というのは､そもそも専門家がわかるものであって､普

通の人にはわかるものではなかなかないわけですね｡では､専門知識によって語られるべ

き事柄 (科学技術的内容 ･問題)を､専門知識を理解できない門外漢はどのように理解す

ることができる､または理解したらよいのでしょうか｡これはたいへんむずかしい問題で

す｡

始めにご紹介したコンセンサス会議は､専門家の説明を聞いた上で､市民がある科学技

術の課題について合意を形成するという仕掛けです｡ここでは､専門知識の理解 (そして

意思決定､あるいは合意形成)のための仕掛けとしてのコンセンサス会議という意味で､

これを考えてみます｡

こうして､今､コンセンサス会議というものの ｢実験｣をやろうとしております｡そこ

でやろうとしているのは､｢遺伝子治療｣というものをテーマにして､一般の人たちの間

でコンセンサスをつくるという実験です｡今､現実に ｢遺伝子治療｣について医学の世界

では研究が始まろうとしております｡いろいろな問題があって､まだ治療と呼べる段階で

はなく､北大のADA欠損症以外についてはちょっと止まっているところはございますけ

れども､しかし､今､研究が始まろうとしております｡知識をお持ちの方もたくさんおら
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れようかとは思いますけれども､遺伝子とか､遺伝子組みかえとか､遺伝子治療などとい

うものは､決して普通の人にとって当たり前であったり､わかりやすいものではありませ

ん｡しかし､事柄自体は人々に影響を及ぼす問題であり､まさに社会の中に入ってこよう

としている技術です｡そして､専門家の社会に対する説明責任､いわゆるアカウンタビリ

ティが問題になってきています｡

では､私たちはそれに対してどういう判断ができるのかできないのか､またはそれに対

して何らか関われるのか関われないのか､そういうことを考えてみようというものです｡

このように､｢遺伝子治療｣をテーマに､日本型のコンセンサス会議がありうるかの実験

を試みようとしているわけです｡

このコンセンサス会議は､1986年にデンマ-クで始まったものであり､1970年

代に非常に盛んであったテクノロジー ･アセスメントの一つの形ということができますO

なお､かつてテクノロジー･アセスメントは日本にも導入されました.導入といいますか､

考え方が導入されて､プロジェクトが科学技術庁､通産省をはじめとして行われました｡

しかしながら､それがどういう道をたどったかは私が申し上げるまでもなく､皆さんよく

ご存じのとおりです｡あのときに一番の問題は何かというと､議会の側が関わっていなか

ったというのが一番のポイントではないかと思いますo

(申し上げるまでもなく､コンセンサス会議という方式はテクノロジー .アセスメント

(TechnologyAssessment)､これは1970年代に起こって､実は日本では環境アセスメ

ント以外､定着しなかったわけですけれども､このテクノロジー ･アセスメントの1つの

形であるということだけは､申し上げておきたいと思います)0

7.まとめ HSTSコミュニケーションの中の専門知識一一

お話は既に大体終わっているとは思いますけれども､流れを整理してみたいと思います｡

先ほどお見せしたのがこれですOいろいろ余分な､ご説明しなかったことが書かれてあり

ますが､私が問題として捉えようと思ったのは､STSコミュニケーション､科学技術ジ

ャーナリズムでも､科学技術報道でもいいです､それに問題があるとして､一体それが誰

にとっての問題かということです｡これが第 1のポイントです｡

それからもう一つは､そこで何が起こっているかという点から見ると､問題があるとし

て (あるという議論はたくさんあるわけですけれども)､そこにあるのはコミュニケーシ

ョンの不全であろうということになるわけですけれども､それは先ほどから何度かお話を

したことですが､専門知識の果たしている役割ということになろうかと思いますOもう一

度これで整理をしていただければと思います｡専門知識というものは簡単に2つの観点か

ら分けてみていいだろう｡知識という側面､つまり､これは楽しい､おもしろいという点

からの科学技術情報です｡それからもう一つは､成果と対峠をせざるを得ない､よい意味

でも悪い意味でもですね､対峠せざるを得ない｡そのときに､この専門知識というものが
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一体どういうものであるのかということが問題になります｡つまり､ここになるわけです

が､｢何をどう受け取ったらよいか｣というところが問題になろうかと思います｡

そこで起こってくる問題を整理しますO一つには.ここに挙げているように､問題をど

う捉えたらいいのか､つまり問題の定式化の困難ということになるわけです｡言い換えれ

ば､評価をどうしたらいいかという､大変難しい問題です｡ここには2種類の評価がある｡

つまり､専門家だけの評価でなくて､私たちが評価する｡私たちというのは一般社会です

まり､専門知識であるがための､情報を読み解くという点からの困難です｡さらに､見え

ている ｢答え｣が 1つある場合､2つある場合､場合によって複数ある場合だけでなく､

｢答え｣が見えない場合もある､という難しさもあります｡

なぜか,駆け足のお話になってしまい,また,とりとめなくなってしまいました｡私と

しては､STSという研究分野の中で､私と同じような形でやっている研究者がほとんど

いない中でやっているものですから､ぜひこれから興味を持っていただければと願ってい

ます｡私自身としては､これからは科学技術の専門知識というものを社会の立場からどう

考えたらいいかということをもう少し掘り下げてみたいと思います｡また､まだ踏み込ん

ではおりませんけれども､多分､プロフェッション諭､つまり､専門職論というものや､

それから､社会学で申しますと､知識人の社会学というものがありますが､そういうとこ

ろにまで踏み込んで､ものを考えていかなければならないのではないか､今､そんなふう

に思っております｡

ありがとうございました.
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｢自然科学研究と社会的価値観との調整と統合｣ 平成 9年9月22日

米本 昌平

(三菱化学生命科学研究所

社会生命科学研究室長)

1.はじめに

本日は､あまり完成した話ではなくて､むしろ､今､私のところで何を､どのように研

究し､何が見えているかというようなことをお話しするのがいいのではないかと思います｡

私の研究所 (三菱化学生命科学研究所)といいますのは､もともと私企業が､金は出す

けどロは出さない実験研究所ですが､将来､社会的な問題も生ずるであろうからというの

で､生命科学に社会をつけて､社会生命科学研究室というものが､今ありますが､実際は

私が室長をやっておりまして､その下に主任研究員が 1人おりまして､この2人で､飛ん

でくる球を打っているという感じです｡

当然のことながら､バイオテクノロジーとか､医療の問題をやってまいりました｡結局

は､これは科学技術と価値というよりは､科学技術と政治ということですので､何となく

医療と､あるいは､バイオテクノロジーと政治というのがだんだんわかってきたところで､

私は､若い人間に少しバイオとか医療の問題を渡してしまいまして､今から六､七年前に､

40代の半ばになってから､全くゼロから,地球環境問題､特に温暖化をやっておりまし

たが､酸性雨の問題のほうがずっと､科学と政治というのはずっと長い歴史があるという

ことがわかりました｡

ところが､地球温暖化とか､酸性雨の問題をやっておりましたら､実際には､冷戦の解

体とこれはもう不可分であって､むしろどちらかというと､冷戦構造の解体の過程で､特

にアメリカが､アメリカの科学体制を他に向けるための最初の大義名分というのが地球環

境問題だったのではないかということがだんだん見えてまいりましたので､そういう三大

話みたいなことを少し急いでお話ししてみたいと思います｡ (資料.1)

2.生殖技術の規制と国際間調整

一言で言いますと､最初バイオエシックスという､どうもよくわからないものを､ざっ

くばらんな話し方をさせていただきますけれども､正直言って､親会社が薬まで､あるい

は診断薬までつくっていまして､そこの子会社が独立といいながらも､どこまでクリティ

カルなことを書け得るかというジレンマを最初から抱えておりました｡それで比較という

衣をかりて､諸外国はこうやっているのに､しかるに日本はという､そういう比較という

方便をかりて､どちらかというと日本の科学技術政策にクリティカル ･レビューをかける

というような方法をやってまいりましたO -言で言いますと､バイオエシックスというの

は大変単純なアメリカのイデオロデーにのってお りまして､1960年代の末以降､アメ
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リカの医療が医者 ･患者関係をかなり意識的に組みかえようといたしました｡そのときに､

よって立つ理屈として､患者の自己決定という､大変ラジカルな形而上学的前提を導入い

たしました｡

その結果どういうことが起こったかといいますと､バイオエシックスというのは､少な

くともアメリカ的文脈で言いますと､大変実学的なといいますか､ある種の意思決定を目

指した､非常に実学的な学問だったろうと思います｡その意思決定にかかわる水準を3つ

ぐらいに分けることができ (資料.2)､ 1つは､医者､患者関係でして､2つ目は､メ

ディカルプロフェッションとしての意思決定にかかわる諸学問だったろうと思います｡3

番目は､メディカル ･プロフェッションがガイドラインを固めてくるんですけれども､固

めてくるガイ ドラインの中で､当然メディカルプロフェッションの外側､行政システムと

の調整が必要になってきますので､そこもやる｡実際にどういうことをやっているかとい

うと､医療職能集団がさまざまな倫理問題についてのガイドラインを絞 り込んできますけ

れども､その中で必要な法律の調整というのは､すぐログインしてしまう｡具体的には､

各州のレベルでの州議会に働きかけて､法律をつくってもらうということですので､この

立法化の過程での､さまざまなバイオエシックスの研究の需要が刺激されたということに

なると思います｡

その中で､一番影響力があったと思うのは､1974年に成立した､人体実験の規制の

法律でして､中央で人体実験に必要なガイ ドラインを策定して､それを各研究施設におろ

す｡各研究施設はそのガイ ドラインを根拠に個別審査をするという､こういう2つの委員

会と1つのガイ ドラインという､そういうシステムが連邦法として成立してしまいまして､

これが無理やり基礎医学の研究の現場におりてくる｡最初はこれは研究の自由を規制する､

国家の法介入だという抵抗感があったのですけれども､バイオテクノロジ-､新しい医学

研究にとっては非常にいいシステムだというので､これが横に広がっていくことになりま

す｡これを全くコピーしたのが遺伝子組み換えの規制でして､これが､法律でもない､ガ

イドラインという非常に中間的な規制システムとして動いていきますけれども､結局､一

言で私が見えていることを申し上げますと､こういうことになるのではないかと思います｡

(資料.3)

1960年代までは､専門家に任しておけば世の中うまくいくだろうとみんな思ってい

たわけですけれども､60年代の末から､特に公害問題と､ベトナム反戦と､公民権運動

がいろいろ出てまいりまして､専門家支配への批判が出て､最終的に医療の領域に､医者､

患者関係の平等性を奪回しようというような運動が出てまいりまして､それで74年に国

家研究規制法ができまして､連邦法で､ガイ ドラインを定める委員会は義務づけられます

けれども､仮にそれをガ十 ドライン委員会体制と言っておきますと､それが非常にいいシ

ステムだということに気がつきまして､それがほかの領域あるいは先進国に普及していく

ということになります0 80年代に入ると､ガイ ドラインの内容の国際間調整が目に見え

るようになってまいりますけれども､日本だけはこの流れに乗れなかった｡なぜ乗れなか
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ったか､少なくも私が見ている限りの最大の理由は､1982年まで武見体制というのが

ありまして､ここが医療行政あるいは医療と社会的価値との調整をほとんどここが一手に

決めていた｡この武兄さんのシステムが82年武見引退以降全く機能しなくなってしまっ

ているわけです｡なぜ機能していないのかということは､いろいろ調べてみると､大変に

制度的な問題であるということが解ってまいりました｡ (資料.4)

ガイドライン､ガイ ドラインと言いながらも､医療専門職能集団にはいろいろなレベル

のガイ ドラインがあります｡ (資料.5)最も基本的なのは､西欧近代国家は3つのラー

ニッド･プロフェッション (learnedprofession)をつくってまいりまして､ラーニッド･

プロフェッションというのは､伝統的に神父と､ロー･プロフェッション(law profession)

と､メディカル ･プロフェッション(medicalprofession)がありますけれども,これは基

本的には､プロフェッションの自治との抱き合わせで､強制参加の身分団体を持っており

ます｡ (資料.6) これはどういうことかといいますと､ちょうどロイヤーが日本の場合

当てはまりますが､日本の弁護士法には弁護士会という規定がありまして､弁護士業を開

業するためには絶対にどこかの弁護士会に所属しないといけない｡ところが､なぜか日本

の医師法には医師会の規定がありませんでして､日本医師会というのは任意参加の社団法

人になっております｡普通のメディカル ･プロフェッションというのは､基本的には強制

参加の身分団体があって､専門家の自治に任せているのが基本的です｡これはそれぞれ､

ちょうど日本の弁護士会にもありますけれども､綱紀委員会というのがあって､だれでも

そこに懲罰請求ができます｡不良行為を行ったと思われる弁護士に対しては､懲戒請求が

だれでもできます｡それで資料を調べて､不当とわかったらそれぞれ罰則規定がかかるわ

けで,最終的には除籍になりますけれども､こういう自治組織がないために､メディカル ･

プロフェッションで決めたガイ ドラインが守られる担保が日本の場合にはない｡ですから

一般的な意味の医療不信とは全く別の意味というか､医療不信と見合いの関係で､日本は

強制参加の身分団体がないために､いかに医者側がまじめにやりますといっても､それを

まじめにやるという制度的な担保がない｡それが日本における移植がうまくいかなかった

最大の制度的理由だろうと思います｡特に､脳死が死であるというような法律をつくって

いる先進国はほとんどありません｡これはメディカル ･プロフェッションが決めた脳死判

定のガイ ドラインを行政側がそのまま追認するということです｡それゆえに特に検屍手続

との調整さえすれば､メディカル ･プロフェッションが決めた､ある特定の状態における

脳死判定を､メディカル ･プロフェッションが暫定的にある特定のケースについてはそれ

を死と扱うことについて､社会が丸ごとそれを追認します｡

ですから､臓器移植法というのは横の政策ですので､法律をつくるわけですけれども､

脳死は死かという法律を先進国ではほとんどつくっておりません｡ただ､アメリカではつ

くっております｡アメリカではなぜつくっているかというと､先ほど言いましたけれども､

メディカル ･プロフェッションがガイ ドラインを策定してまいりますけれども､そこの中

で､どうしても死を法律で決めてもらわないと殺人罪で訴えられるケースが出てまいりま
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したので､非常に早い段階で､アメリカのほとんどの州で脳死法ができますけれども､だ

からといって､それはアメリカ国内が非常に大きな､脳死は死かという､国民的な議論を

やった結果､たくさんの州で法律ができたのではなくて､メディカル ･プロフェッション

が直接ログインした結果ですので､そういう意味では､日本の脳死の議論というのが歴史

的な過程をかなり誤解して､諸外国で脳死が死と認められているのは､社会的な議論があ

ったからだ､社会的に啓蒙が行われたから脳死法ができているんだという､そういう実態

とは違う理屈を､ほかの国にそういう解釈を当てはめたために変な法律ができるというこ

とになります｡

日本は医療不信という常套文句とは､多分見合いの関係で強制参加の身分団体がないた

めに､メディカル ･プロフェッションの自治に非常に基本的な問題を託せないということ

になります｡ですから､こういうところが仮に脳死判定のガイ ドラインを設けて､ある特

定の状態を死と扱うということに決めて､あるいはある特定の医療技術について､懲罰規

定を持って､それをある種のマニュアルに組み込めば､非常によく守られる担保として､

保証されるわけでして､そういう意味では､日本のお医者さんはどちらかというと､フリ

ーハンドの分､非常に自治というものが機能しない状態になっています｡

それ以外に､アメリカでは､医者が自分たちの利益を守る組合として､別の職能集団が

ありまして､AMA(AmericanMedicalAssociation)みたいなところが自分たちの地位向

上のために医療費の交渉に入ります｡ですから､ちょうどそれが日本医師会に当たるわけ

です｡懲罰規定を持つ身分団体がないというふうに言いますと､厚生省の医道審議会があ

るではないかというふうに反論を受けますが､実は厚生省医道審議会というのは､刑が確

定した後で行政処分を行う審議会でして､ほかの国では､疑わしいと､つまり裁判を起こ

されたら､完全に懲罰請求がされます｡一番典型的なのが､今のオウム裁判で､オウム犯

罪の中で医者も弁護士もおりましたけれども､その中の1人の弁護士の青山という弁護士

は､懲戒請求がされる以前に大阪弁護士会を脱会いたしました｡これは形式上弁護士資格

を持っておりますけれども､ほかの弁護士会が多分受理してくれませんので､永久に元弁

護士ということになります｡しかし､今裁判にかけられている幾人かの医師は､罪をつぐ

なったら､また人助けをしたいというふうなことを言っておりますけれども､よその国で

は絶対に､これだけの殺人罪で告訴されたら､ほとんど医師資格適格性が疑われて､各職

能団体で懲罰委員会にかけられますので､まずこれは二度と医者に戻れないということに

なります｡その分､医学界の自治というのはそれだけの権威があるということになります

ので､日本の場合はなぜか強制参加の身分団体がないために､ある種の生命倫理の問題を､

メディカルプロフェッションの白治に託せない｡それゆえに非常に変なことになっている

と思います｡それ以外に､専門学会のガイドラインもありますし､それ以外に､研究費を

つけるセクションが､研究費をつけることに対して､ガイドラインの遵守を要求する｡こ

このところに遺伝子組みかえのレベルが入ってくるということになりますので｡どうも日

本の場合は､ここのところ､メディカル ･プロフェッションの自治というところが非常に
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機能不全になっている｡

なぜ武兄さんのときはよかったかというと､こういう､例えばルールなり法律なりが決

められて､守られる､実効支配が起こる場合には､手続上の正統性､オーソリティーと､

どこかで作業の中心をつくらないといけないわけですけれども､あとガイドラインを確定

する作業中心をどこか､各国持っているわけですけれども､そういう作業中心がそれだけ

の公的正統性がある､レジティマシー(legitimacy)を持っていないといけないOそれから､

それだけ権威(authority)を持っていないといけませんし､能力(Capability)を持ってい

ないといけないわけですけれども､82年まで､日本の場合は､レジティマシーがなかっ

たわけですけれども､武見太郎のキャラクターで､権威と能力を持っていました｡武見ブ

レーンというのは200人ぐらいの非常に有能な研究者を集めていましたので､今のイメ

ージですと､武兄さんは権威主義的､あるいは,威圧的に決定をしたというような印象が

ありますけれども､非常に徹底的に調査をしておりましたので､武兄さんが決めたことは

反論しづらかったO正統性はなかったわけですけれども､ここが決めたことについて文句

を言いづらかったわけでして､結局､医学界のほうも､国民のほうも､政府のほうも全部

ここに決めてもらって､楽をしていたということになります｡そのために､例えば､移植

とか体外受精とか､そういうもののアドバルーン記事が上がるのが､正確に83年からで

して､結局､武兄さんがやめたからこういう変則的な医療もやれそうだというので､それ

ぞれ個別学会がアドバルーンを上げる｡しかしメディカル ･プロフェッション全体の意思

決定機構が存在しないために､きょうまで非常にうまくいっていないということになると

思います｡

その中で､ヨーロッパが90年代に入って体外受精､人工受精､受精卵の扱いについて､

全部法律をつくりました｡ (資料.7)なぜこんな法律をつくったのか｡どうもある種の

キリス ト教的な形而上学の世界に住んでおりますと､どこから人間が始まるかというのは､

カトリックの見解ですと､受胎の瞬間に始まる｡この受胎を普通は妊娠のときに受胎とい

うふうに読むわけですけれども､だから中絶は絶対カ トリックではしちやいけないわけで

すけれども､これを仮に､過ってというか､厳しく読んで､受精の瞬間にしてしまいます

と､体外受精によって､1978年のルイ-ズ ･ブラウン以降､人間の受精卵が体の外に

出てしまいますので､この受精卵を非常に厳格に解釈してしまうと､人間もしくは人間に

将来なるものという､哲学的解釈が可能になりますので､人間の受精卵がおなかの外から

出て､シャーレの中で保存されていることについて､何らかの法的な保護を与えないと､

どうもキリスト教的世界というのは不安定な心理に陥る節があります｡

唯一例外はアメリカでして､アメリカは逆に体外受精､中絶問題が非常に政治問題化し

てしまいまして､大統領選で必ずこれは問題になるぐらいで､いまだに中絶クリニックが

爆破されるような状態ですので､どこから人間が始まるがという議論について､アメリカ

国内では全然政府で合意ができません｡例えば､NIH長官の人事がブッシュ政権の末期､

全く決定できませんでした｡それは中絶胎児の組織をパーキンソンの治療に使ったり､実
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験に使っていいかどうかということについて､NIH長官がサインを出さないといけない

んですけれども､それに対する議会の信号がきついために､だれもそのNiH長官になり

たがらなかった｡それぐらいアメリカでは､どこから人間が始まるかという議論が非常に

シリアスになってしまったために､かえってアメリカ国内は統一的な政策がとれないとい

うことになっております｡逆にヨーロッパのほうは､80年代いろいろ政府の委員会でレ

ポー トをつくりまして､90年に入って､体外受精､人工受精､受精卵の扱いについては

国家が法規制に入っております｡

一番典型的なのが､イギリスでして､これは特別の外局をつくってしまって､体外受精､

人工受精､受精卵の扱いについては､厚生省の外局ができておりますoこれがヒュ-マン･

ファータリゼ-ション ･エンブリオロジー ･アクト (HFEA)というので (資料.8､

9)､ヒューマン ･ファータリゼ-ション ･アンド･エンブリオロジ- ･エージェンシ-

というのが外にできまして､ここが施設認定をやっております｡ですからイギリスの場合

は例外的に､これは90年からできておりますので､91年以降､イギリスについては体

外受精､人工受精､受精卵の扱いについては､非常に体系的なアニュアルレポートが出て

います｡これが法律で決められた禁止事項と､細かいことについては実施要綱をそれぞれ

決めまして､それぞれ施設におろしています｡そのために､この一部として､今回の ドリ

ーが起こって､人間の受精卵をどう扱っていいかどうかという話については､今のところ

理屈では実施要綱の中で厳しく扱おうというような話になっています｡

それから､実際に受精卵を､女性の胎内に移植する場合には､HFEAの許認可になっ

ていますので､実際には人間のクローンをつくろうとして､それでうまく卵割が発生して､

それを女性のおなかに戻そうとしても､今のイギリスの法を厳しく読めば､この許認可事

項に入りますので､一応現行システムで､HFEA当局は人間のクローン作成は規制可能

だということになっていますけれども,法律では禁止になっていませんので､一応法改正

をしたらどうかというような議論が始まっております｡

ドイツの場合は､90年にできました､腔保護法によって､人間の受精卵は一切さわっ

てはいけませんので､自動的に人間のクローンはつくってはいけませんO

それから､フランスの場合は1994年に非常に体系的な法改正をしてしまいまして (質

料.10)､フランスの民法法典の頭に､人体すべてが人格を体現したものであるという､

そういう哲学を書き込んでしまいまして､個人の自由意思によって人体を処分できなくし

てしまいました｡すなわち､フランスの共和制というのは､… フランスの国是というの

は､人権擁護を実現するのが国是なんですけれども､人権､人格､人体三位一体説という

テーゼをフランスの立法官僚が法律の中に書き込んでしまいまして､肉体の処分を個人の

自由処分にしておいては､人権が危うくなるという哲学のもとに､個人の肉体の処分権が

できないような法構造にしてしまいました｡ですから普通の意味の契約関係の贈与不能に

してしまいまして､全く個人の善意による贈与､しかもこれには全部国家が関与をすると

いうことになります｡それから､原形質の優性政策､人間の遺伝的改良を前提にしたこと
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を比較しただけで重罪になります｡それぐらいフランスというのは非常に体系的に､フラ

ンスの民法及び民法典､刑法典を改正してしまいましたOただしその中に､人間の受精卵

の実験的操作については禁止しておりましたけれども､クローン作成まではまだ言及して

おりませんで､それで今回大統領の委員会が､フランスの現行法は明示的ではありません

が､禁止している｡この禁止を世界的に働きかけろというふうに､シラク大続鋲の諮問委

員会がレポー トをたしか 5月の末に出しまして､6月のデンバーサミットにフランスが世

界一元的に人間のクローン作成でアクションを起こそうという一文を政治宣言の中に入れ

たということになります｡

アメリカの場合は､別途国家倫理諮問委員会にレポー トをつくりまして､それで5年間

のモラトリアムを6月の頭に決定したということになります｡そういう意味では､一応フ

ランス指導でインターナショナルな動きがかなり明確になってきておりますo

lつは､EUの第 11委員会だと思いますが､そこでいろいろ医学研究とバイオテクノ

ロジーの調整をやっております｡それからもう1つは､カウンセル ･オブ ･ヨーロッパと

ユネスコ､それがこういうバイオエシックスに関する議論を､もう宣言的な条約に固めて､

ヨーロッパ国内では国際間調整に入ろうとしております (資料.11､12)｡一般的に

ヨーロッパ評議会というのは､ヨーロッパ人権規約というのを扱ってきた独立の機関でし

て､ここが生物学､医学の発達に関して､人権との調整を一元的に､今､国際合意にしよ

うというので､96年 11月に採択いたしました｡これが最終的に今年の4月から署名が

開始されておりまして､今署名が進んでおります｡来年の新しい議定書､今度は条約がで

きましても､条約内条約として議定書が進んでおりますけれども､そこの中､4つ議定書

が､今準備されておりまして､その中にクローン禁止が入っております｡

それから､もう1つは､ユネスコでして (資料.13)､ユネスコ本部がパリにありま

すので､これもフランス指導で､人ゲノム全体をある種の普遍的な価値にしようというの

で､人権宣言が去年､採択持ち越しですね｡今年の7月の政府専門家会議で､人クローン

の条項が一文入りまして､それで今年の秋の本会議にかけられて､来年のユネスコ設立5

0周年の総会で､これを新たな宣言として採択宣言したいということになっております｡

ですから､一言で申し上げますと､ヨーロッパで国際間調整が始まって､アメリカでは､

幾つか個別にはガイドライン策定をされてきておりますけれども､幾つかの問題は非常に

アメリカ国内で議論が割れております｡しかし議論はやっているということです｡

もう1つは､日本でして､日本は何にもやっておりません｡さっぱりやっておりません｡

結局､ユネスコは日本がほとんどのお金を出しておりますけれども､日本の出したお金で

フランスが世界的な価値を1人で調整しているということになっています｡ですからアメ

リカ的な自己決定流のバイオエシックス､要するに､本人同意だったら何でもありという､

アメリカ流のバイオエシックスと､それから､ヨーロッパにおる個人の自己決定を非常に

限定的に持っているし､もっと人間の普遍的な価値があるんだという､どちらかというと､

フランス指導でのヨーロッパにおける人類共通の価値の策定と､そういう動きに全くつい
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ていけず､メディカル ･プロフェッションに制度的な欠陥を抱えている日本と､先進国と

いうのはこの3極に割れつつあるということであると思います｡

3.自然科学研究と国際政治との融合としての地球環境問題

大分話が長くなりましたが､ 1つ地球環境問題のお話を急いでお話しいたします｡何を

申し上げたいかというと､地球環境問題の一番の特徴は､実は､ア-スサイエンス研究と

国際交渉のフレームワークが融合合体してしまったことだろうと思います｡ (資料.14)

それで一番典型的なのが､地球温暖化条約でして､温暖化条約の冒頭の定義語の中に出て

くる中に､クライミット･チェンジ(ClimateChange)とか､ソース(source)とか､リザー

バー(reserver)とか､そういう条約の定義語が出てまいります. (資料.15)これは明

らかにアースサイエンスの専門用語でして､それがそのまま国際交渉のフレームワ-クに

直結してしまって､要するに､地球科学が出してくる地球全体のある種の環境要領がその

まま温暖化交渉のフレームワークになってしまうということになります.

今､一番ラジカルなのがこれでして (資料.16)､これは IPCCレポー トですけれ

ども､仮に､これが2300年でして､あと300年かけて､大気中の二酸化炭素の濃度

を産業革命前の2倍の550ppmで安定させようとしたとしても､来世紀に入って､人

類は今の排出基準を頭のうちにして､技術と社会的な価値を変えて､来世紀いっぱい中に､

現時点よりはるか下に二酸化炭素の排出水準を下げないと､産業革前の2倍の550pp

mでも安定化できないということになります｡非常にめちゃくちゃなラジカルなレベルで

今の地球科学は要求をしておりまして､その意味で､非常に直観的なお話にしてしまえば､

1992年の地球サミットのときは､まあ､何とかいけるんじゃないかというふうに多分

各国の政府代表は思っていたんでしょうけれども､実際にアースサイエンスが要求する削

減水準があまりにもラジカルであるために､ちょっと政治過程にのらないというのが､各

国の今の為政者の本音なんだろうと思います｡今の温暖化のパワーバランスはこうなって

いまして､条約の交渉プロセスというのは国家の代表が入っていますので､国家の代表し

か入れないんですけれども､そこに国際環境NGOが一生懸命ロビイングをしている｡そ

れから石油資本が､サウジアラビアがクウェー トと合体して､これを足を引っ張っているO

そことは別にIPCCという､公的な国連の非常に小さな作業部会なんですけれども､こ

の作業部会が科学情報にインプットしていますけれども､このインプットしている科学情

報の科学者が言う削減の目標がものすごいラジカルなので､にっちもさっちもいかないと

いうのが現状だろうと思います｡

地球温暖化を含めて､地球環境問題の特徴というのは､自然科学研究と国際交渉のフレ

ームワークは融合合体してしまったということなんですけれども､温暖化の先駆として､

実は79年に成立した､長距離越境大気汚染条約というのがあります｡今 IPCCという

のが温暖化条約に対して､科学情報を編集してインプットするフォ-ラムなんですけれど

も､長距離越境大気汚染条約はむしろ科学フォーラム､公的な科学的なアセスメントをや
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る､EMEPというのが最初にできて､最初は科学情報の交換をするだけの条約でした｡

それが1つの典型でして､これはEMEPの過程で開発されたRAINSモデルというも

ので (資料.17)､ウィーンにあります ⅠiASA (internationallnslitutefor

AppliedSystemsAnalysis)が開発したプログラムが発展したんですけれども､季節ごと

にどこがいくらのSOxを出しているかが一目瞭然でして､責任国と被害国が一目瞭然に

なってしまう｡そういう意味では､この上で外交交渉が成立しますので､外交官の交渉余

地がなくなってしまいまして､外交が科学化した､サイエンテイフイケ-シヨンといいま

すけれども､要するに､外交交渉の大前提として､こういうモニタリング､シミュレーシ

ョン､調査システムがあるということになります｡

これの前提で､1985年に30%SOx排出削減というのが行われますけれども､こ

れがもっと進みまして､95年が30%一律削減です｡ (資料.18)ところが94年の

オスロ議定書というのがありまして､これが最終目的だといいのですけれども､わかりに

くいのですが､これは議定書の付属書 1についているんですが (資料.19)､何が書い

てあるかといいますと､これはヨーロッパの地図ですが､ヨーロッパ地域をメッシュに区

切ってしまって､この単位のSOxが年間これ以上排出されると､この地域は致命的な､

生態的なダメージを受ける｡条約の究極目的は､この単位以下に欧州全域のSOxの降下

量を落とすことだという議定書に変えてしまいしました｡

ということは､この対象地域全部に対して､非常に詳細な生態学的研究がもう行われて

しまっている.しかもその結果が外交交渉のツールに使えるほどインターナショナルにも

う認められているということですので､要するに､酸性雨外交を1つの環境外交の典型だ

といたしますと､ものすごい科学的なインフラと､科学的な研究コミュニティー､これは

国際関係論で言うと､エビステミック ･コミュニティーと言って､例えば､通商問題で言

いますと､知的所有権とか､通信問題で国際交渉が成立するためには､その後ろ側に､非

常に特別のインターナショナルな研究者集団がいて､国内政策と国際交渉を同時に､そう

いう交渉が実際に起こるように､外交交渉の外側にそういう知的インフラが存在しないと､

そもそもそういう外交交渉は成立しない｡逆に言いますと､そういうエビステミック ･コ

ミュニティーというインターナショナルな知的ショット､特別な集団があって､初めてそ

ういう外交交渉が成立するという､国際関係論の理論がありますけれども､明らかに環境

外交というのが､ものすごい意味で､ある種特定の科学的知的集団を抱えていないと､そ

もそも成立しない｡

そういう意味では､今中国からSOxが飛んできているんじゃないか､それで日本の資

材を持っていけばいいではないかというような議論を日本国内でやっていますが､それは

非常に甘い考えでして､もし日中間あるいは東アジアで､ヨーロッパのステップを踏んで､

酸性雨交渉が成立するとすれば､まず最初に共通の知的インフラが投資されないといけな

い｡そんな金持っているのは日本だけですので､もし本当に酸性雨外交を交渉として成立

させようとすれば､中国がぐうの音も出ないような共通の観測網を､日本が頭を下げて､
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東アジア一円に置かしてもらって､それをコンピューターシミュレーションをやって､｢お

たく､申しわけないけど､これだけのものを飛ばしていますよ｡｣というところまでの外

交交渉に持ち上げないといけないわけですので､ヨーロッパにおける酸性雨の国際交渉は､

ものすごく調査しないといけないんですけれども､だれも研究していなくて､しょうがな

いんで､私の周りで今ちょっとやり始めています｡実は科学技術庁の関係の研究費で､少

し今年の後半研究をさせていただくということになっています｡

ちょっと急いで申し上げてしまいますと､環境外交というのは､これは1994年に地

球サミットに向けてGATTが出したレポー トなんですけれども (資料.20)､太線だ

けがGATTが出したレポートでして､GATTは何を言いたかったかというと､要する

に､経済成長が進んで世界中が金持ちになれば､空気がきれいになる｡縦軸がSOxの排

出量で､だんだんある程度経済成長が進むと､ちょうどタイとか､北京とか､メキシコシ

ティーのようにめちゃくちゃに空気が汚れちゃうわけですけれども､そこから先にいくと､

だんだん環境投資に回る金が出てくる｡どんどん日本のようにきれいになるという､だか

ら経済成長しましょうという､暗黙の主張なんですけれども､実は環境外交というのは､

こういう行動に対して､日本側が資金とか､技術とか､人材を途上国に投入して､この汚

い空気を下へ引っ張るということをやることになります｡

ところが､途上国というのは空気を汚したくて汚しているのではなくて､まさしくこの

図は､その経済水準に見合った投資の価値順位をそのままあらわしているだけですので､

もし日本が環境外交をするとすれば､相手国側にとって投資順位の低い環境対策を､日本

が金も技術もつけて､繰り上げてもらう｡すなわち､内政干渉することですので､そうい

う意味では､それに見合った立体的な､リサ-チが必要になります｡そのためにも､今､

酸性雨だけで言いましたけれども､立体的な相手国の内政の政策立案に影響を与えるよう

な研究者を含めた立体的な地域研究が必要になります｡そんなこと､日本はやったことが

ありませんので､むしろこれから日本が非常に戦略的な研究プログラムを提案して､そこ

に途上国の人間も含んで､研究成果を上げて､実際には日本が金を出すわけですけれども､

それで､そういう専門家は国に帰って､各国の政策に影響を与えてもらうということをや

らないと､日本は東アジアで環境支援をできないということになります｡

ヨーロッパで､環境外交が成立したのは､明らかに関係国は全部先進国であるから､内

政でも環境への投資川副立が高いし､研究資源も持っているし､人材もいるということにな

りますけれども､東アジアで日本が環境支援をするということになると､日本一国が先進

国であることの難しさがあります｡要するに､日本だけが研究資材を持っている､そうい

うものを､プライオリティーがない途上国に対して日本が押しつけるということになりま

すので､非常にある意味では､エビステミック ･コミュニティーを日本側が無理やりでも

育てないといけない｡その結果相手国の内政に影響を与えないといけないことですので､

これからは日本が自信を持って相手国の政策に手を突っ込む､日本がアメリカと同じこと

をやらないといけないということですので､そういう意味では､研究が､先ほど非常に-
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般的な意味で､地球環境問題というのは科学研究が外交交渉と融合合体したということを

申し上げましたけれども､むしろ研究インフラを構築するということが､即外交問題であ

るということです｡資源を持っている､出せるのは日本だけですので､むしろそういう新

しいプラットホームをつくることによって､地域の国際安定に寄与する､むしろ安全保障

に間接的に寄与するということになります｡

4.90年代アメリカの科学技術政策

そういう意味では､研究というのが実は大変に重要になっていくということになるんで

すけれども､もっと直裁的な話に入 りまして､どうも90年代前半のアメリカの研究政策

を見てみると､結局､冷戦構造の解体であったということになります｡冷戦というのは､

平時でもGNPの5- 10%を常時擬似臨戦体制に国の富を投入している非常にきつい状

態でありましたo (資料.21)大体 1950年代の初めまでに先進国は全部冷戦国家に

なりました｡冷戦国家というのは､平時でありながら5- 10%のGNPを常時非常に明

確な敵を想定して国富を投入している国になりますo唯一例外が日本でありまして､日本

だけが冷戦時代に冷戦国家にならなかったんですけれども､特にその中で､冷戦というの

は､実は核兵器の開発維持展開でして､日本はどうもマンハッタン計画で核兵器の開発は

終わったと思っていますけれども､そうではなくて､核兵器は第2次世界大戦の帰趨には

全然関係なかったO ドイツが降服し､ヨ-ロッパ戦線が終結してから核兵器が開発された

わけでして､核兵器の開発維持展開に常時国の富を投入しているというのが冷戦国家の形

であります｡

ですから､60年に当時の米大統領のアイゼンハワーがミリタリー ･インダス トリー ･

コンプレックス (MilitaryIndustryComplex)というのを､軍産複合体というのを､そ

の危険性を指摘いたしますけれども､90年代に入ると非常にはっきり言えるのは,技術

政策で言えますのは､ニュークリア ･ウェポン･コンプレックス (NuclearWeaponComplex)

ということですO軍産学複合ですけれども､その研究部分というのはほとんど核兵器研究

でして､それで冷戦が終わってしまったために､過剰になった核兵器研究を何らかのはか

の形に転用するのが90年代前半のアメリカの科学技術政策の本音だったと思うんです｡

最初に挙げたのが､地球環境問題への転用でして､地球大に展開した査察システムを地球

温暖化の観測に使えないかということを言ったんですけれども､これは全く無理でした｡

というのは､軍事安全保障というのは､コス ト計算ゼロで､国民の血を流してでも実現す

る体制ですので､非常に高額です｡軍事の査察､衛星なんかものすごく､もう金に糸目を

つけないで相手国の査察の解像度を上げますので､こんなに金のかかる軍事査察システム

を､例えば､地球観測に使うにはあまりにも金がかかり過ぎるので､改めて､別の特化し

た観測衛星を上げた方がずっと安上がりということになります｡

ですから､世界中に展開した核兵器の探査システムを地球温暖化の観測システムに切り

かえるというのは､全然だめだということがわかりました｡
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それで､次に核兵器研究所がいろいろ考えたのが､例えば､サンディア- サンディア

だと思いますけれども､核兵器研究所の中で医療被害をやっていたところが､これは核兵

器ヒよるがんの研究をやっていたところがDNA全部を読む研究にすり変わろうというこ

とです｡ですから､DNAプログラム､要するに､人ゲノムプログラムって何でエネルギ

ー省がかんでいるのかということの本音は､アメリカの被曝研究をやっていた研究セクタ

ーがDNAを全部読む研究で何とか生き延びようということをやっていますo

それから､地球温暖化で言いますと､温暖化のシミュレーション､これは全く水爆設計

のために開発したスーパーコンピューターを､温暖化の未来予測に使います｡今ちょうど､

日米摩擦になっています｡NECのコンピューターを入れるか入れないか､しかもこれは

アメリカの温暖化予測のために､日本のスーパーコンピューターの方がいいというので､

アメリカの科学アカデミーは温暖化研究のスーパーコンピューターをアメリカの巨大シス

テムのデータを入れるために､日本のNECを買うと決めたんですけれども､アメリカの

国防総省がクレー社を使えといって､圧力をかけて､クレー社に決めてしまったんですが､

アメリカの温暖化システムとしては､全然これはだめでした｡要するに､これはあまりに

も水爆設計に特化していて､温暖化に転用できない｡日本が開発したスーパーコンピュー

ターの方がいいんですけれども､これまたアメリカの事情で,クレー社を使うということ

にねじ曲げられてしまいました｡それぐらいアメリカの90年代前半の科学技術政策は極

めて単純でありまして､もうだれが考えても要らなくなったアメリカの水爆研究を､何と

かほかのシステムに変えたいということでした｡

次に挙げたのが､競争力強化でして､すなわち､アメリカというのは､非常に公的研究

部門というか､公的なお金は絶対私的セクターに投入しないということで､投入したらこ

れはアンフェアということになる｡唯一の例外が軍事産業でして､ですから､アメリカは

国防という名目に､アメリカの国防費を介して軍事産業という､非常に変化型産業を育て

てきた｡全くこれは軍産学複合体､アメリカの国防費に完全にぶら下がった非常に特異な

産業を育ててきました｡これは､軍という､国防という名目で､変な産業を育てて､そこ

を超 1級の産業にして､そこのスピンオフ効果でアメリカの､例えば､弱電とか､航空機

とか､通信とか､コンビュ-タ-､そういうスピンオフ効果が起きたからいいだろうとい

うので､それで公費を国防研究を介して国防産業に流すことを正当化してまいりました｡

ですからアメリカは不況になると､軍事ケインズ主義で､要するに､軍事費を膨大にして､

それで国防産業経由でアメリカに巨大な需要を起こしていたということになりますO要す

るに､日本のゼネコンがアメリカの国防システムと全く同じ構造になっていたということ

になります｡

ところが､アメリカの公費を私企業の研究開発に投入することは､とんでもない話でし

て､これは全くアンフェアな話になります｡それで､そこを打ち破るために､アメリカが

莫大な金を投資して､多くの知的財産があるはずの国防研究費を､何度か民生転換するた

めの研究費を93年からめちゃくちゃにつけ出します (資料.22)｡これが競争力強化

1106-



強化という名目でして､いよいよアメリカが通産省の真似をやり始めたということも本音

なわけです｡要するに､今まで､半世紀にわたってめちゃくちゃな金を注ぎ込んできてい

ますので､それを死蔵させないために､それを民間に使わせるための研究費をいろいろと､

テクノロジー ･リインベストメント･プログラム (TechnologyReinvestmentProgram)

とか､こういうものが国防総省とか､エネルギー省とか､そういうところで使われました｡

それの一番傑作が94年の情報ハイウェー構想でして､この光ファイバー通信というのは

普通の研究だったんですけれども､核戦争が起こったときの唯一の通信､要するに水爆と

いう巨大なメガ トン級のものが爆発しますと､一時的に電離層が破壊されますので､通常

の無線通信が一時的にできなくなります｡それを回避する手段が光ファイバーだというの

で､そういう意味合いのことで､まあ､適当に金をつけていたわけですけれども､これを

無理やり民生に使おうというので､ハイウェーのイメージで､アメリカ国内中に光ファイ

バー通信を強引に張りめぐらして､公的セクターのサービスへのアクセスですね｡すなわ

ち､学校､病院､図書館､研究所､要するに教育とか病院システムというのは､非常にア

メリカではアンバランスで不平等な部分だということになっていますので､ここへのアク

セスを光ファイバーを使うことで平等にして､公的なサービスのアクセスを平等にして､

それ以外は規制緩和をして情報産業を育てようとしたO

すなわち､要するにアメリカの中央政府というのは､まったく産業政府を持てない｡要

するに国内政策は一切やってはいけないことがアメリカ中央政府ですので､パブリックセ

クターを巧妙に活用して､そこに光ファイバー通信を置くという名目で､アメリカがFxjの

金を国内にまく｡しかも､それは光ファイバーでまいて､一応公的セクターのアクセスだ

けをつなぐ｡あとは資金を勝手に使ってくれというようなことをやるわけです｡ですから､

これが94年の情報ハイウェー構想であり､90年代前半のアメリカの科学政策がアメリ

カの核兵器研究の解体 ･再編だと見れば､一応そういうストーリーができるということに

なります｡

もう1個は､世界中に展開した査察システムは､これは核兵器のバックアップシステム

でして､これは軍事でいうとCCCIと言います｡御存じだと思いますけれども､コマン

ド･コントロール ･コミュニケーション ･アンド･インテリジェンスというのが実は核兵

器という巨大な破壊力をコントロールし､それから､相手国を査察する｡要するに巨大な

破壊力とそれを運搬する手段をコントロールするために､巨大な通信システムが開発され

てしまったわけでして､それが､今度､核兵器が要らなくなってしまったので､それを何

とか使おうというのがワールドIII｡世界情報機関という次のアメリカの情報戦略だと

いうことになります｡

ですから､これが技術ということになるんですけれども､実はもっと深刻なのが､冷戦

時のための環境コストがめちゃくちゃ高くて､実は90年代前半に､エンバイラメンタル

セキュリティー (environmentalsecurity)とアメリカは言い出しましたけれども､それ

のほとんどは核浄化です｡例えばハンプオー ド (Hanford)という基地がありますけれど
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も､これは第 2次世界大戦時代に長崎原爆のプル トニウムをつくった生産炉なんですけれ

ども､これは冷戦時代のアメリカの核搭載したプル トニウムの80%をつくった基地なん

ですけれども､これが要らなくなった｡ところが､これの基地を浄化するのに､3,00

0億 ドルぐらいかかる｡結局､こんなやばいことをできるのは軍事産業しかありませんの

で､結局､軍事費を削減して､環境浄化という名目で環境費にお金をつけて､それで軍事

産業は食っているということになりますO要するに､アメリカというのは冷戦構造の解体

をしたいんですけれども､そこでぶら下がっている軍事産業が食えなくなったら困ります

ので､いろいろな名目をつけて､この縮小均衡を図りたい｡その中で､核浄化というのは

アメリカ国内でも非常にお金のかかることだし､とりあえずアメリカの軍事産業が食える

一つの公共投資だということになりますO

もっとひどいのが旧ソ連なんですけれども､旧ソ連の核汚染というのはほとんど日本に

伝わってきていない｡ですから､アメリカは核物質と核兵器の研究者は､-一応旧ソ連に援

助名目でお金はつけましたけれども､冷戦維持のための環境コストがめちゃくちゃに高か

ったんですけれども､それが全くほったらかLになっているということだろうと思います｡

大分長い話になりましたけれども､結局､先進国の中で日本だけが冷戦体制に巻き込ま

れなかったわけなんですが､そういう意味では､これからの世界大の研究について､日本

が寄与すればいいんですけれども､日本の研究者というのは､自分は政治が嫌いだから､

あるいは政治がダ-ティーだから､自分は研究者になったんだという､マインドがインプ

ットといいますか､構造化されてしまっております｡

研究がある意味で最も広い意味での政治化された､90年代前半に､アメリカの大統領

府が国益のための研究､国益のための科学技術ということを盛んに言い出します｡それは､

逆に言いますと､冷戦時代は､実は大学の自由というのは直接 ･間接に全部､ある意味で

は国防研究につながっていた｡ですから､冷戦の最大の受益者というのは実はアメリカの

大学なんですね057年のスプー トニク ･ショック以降､科学でアメリカが負けると､も

うソ連に負けるという感じで､50年代､60年代､アメリカの理工学ブームというのは､

ほんとうにすごいブームが起きて､アメリカの研究者の自由の楽園が成立しちゃいますけ

れども､冷戦が終わった途端に､これが何のために､これからこんなところに国費を投入

するのかということになってしまいまして､そのために､次のミッションを一生懸命にな

って探しているoそれが地球環境であり､次のセキュリティーであり､そういうことだろ

うと思いますけれども､そういう意味では､ある意味で､これからは科学政策の中にある

種のミッション性といいますか､アカウンタビリティー性が要求される科学政策でないと

議会を通らないということになります｡

ところが､日本の研究者は､霞ヶ関､永田町に接近することについては非常に臆病でし

て､そういうことをやる研究者は二流の研究者だったり､そういう研究は応用研究である

から二流だったり､そういうところへ出入りするのは御用学者だったりということで､結

局､非常に内向的な学問のための学問の研究価値観が日本の今のアカデミックにものすご
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く内包されている｡これを解きほぐすのは､ですから､外から見ると､非常に財もあるし､

研究者はたくさんいるので､ある種のストラテジックな世界大の展開に日本の研究者は当

然出てくるだろうとみんな思っているわけですけれども､実はむしろ研究者のマインドが

非常に内向的であって､政治的に虚勢されてしまったままになっている｡多分､それが､

日本のこれからの研究戦略を育てていくときの一番のネックになるんだろうと思います｡
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(配付資料)

自然科学研究と社会的価値観との調整t紛

米本昌平(三菱化学生命科学研究所)

1.生殖技術の規制と国際間調整

アメリカのバイオエシヅクス

欧州諸国の生殖技術規制

欧州議会 ･欧州評議会 ･ユネスコ宣言

医療専門職能集団の自治

2.自然科学研究と国際政治との融合としての地球環境問題

国連気候変動枠組み条約の成立

長銀敢越境大気汚染条約の成立と発展

冷戦の解体と地球環境問題

3.90年代アメリカの科学技術政策

冷戦態勢=nuclear-weapon-co叩lexの解体再窮

軍民転換(defenseconversion)

研究の自由から科学研究のaccountabitityの要請へ

バイオエシックスの機能論的分類 (資料.2)

- 三 つ の 次 元 の 意 志 決 定

(資料.1)

近代市民の規定

① 医 者 - 患 者 関 係 の レベ ル -- - ･- - - 患 者 の 権 利 } ′

② 医 者 - 医 者 関 係 の レベ ル - ･- ･- ･- - ガ イ ドラ イ ン

(medica一 profession) _ノ
委 員 会 報 告 の積 み あ げ

(釘社 会 受 容 の レベ ル
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(生殖技術への対応 ;アメリカ合衆国) (資料･3)

[政府]

国家研究規制法 (1974)

生物医学 .行動科学研究の

(1974-78)
胎児､子どもなどの被験者
保硬のガイ ドライン

∫
勧告

匝 垂直由安貞会~(盲五首升.

(1978-80)

･体夕帽 軌 こゴー ･サインを出す

舶 専f979'
井80年以降更新されず

iaiil

'60

医療､生物医学､行動科学

(1979-83)
｢逝伝病のカウンセリングと

スクリーニングJ報告卦

(1983)

(中絶､)生殖技術は 検 肘 せ ず

[議会]

I ｢不妊｣報告書 (1988)
+ EAB復活などの政水塊首

′ヽ

生物医学倫理諮問委月余
)985 枚庇

J
1988 メンバー任命
J

中捷間蕊の対立で座長選べず

J

1989 解散

/

連邦レベルで政策形成する場､なし

'70 '80

P.3

(資料.4)

アメリカ

テクノクラッ ト -専門家支配への批判
社会 医療を中心に三つの

Iearned professionの相互乗 り入れ

P.Ramsey(神学者)著ぐ70)
"ThePatientasPerson''

'68 '72 '83 '85
初の心腹移植 患者の権利 キャンペーン 報告春(エバンス)

ガイ ドライン-委員会体制

(70年代アメリカ社会の制度的発明)

1

諸先進国に普及 ガイ ドラインの国際間調整

(70年代後半) → く80年代)

professionalliberty- professiona一autonomy

日本---武見体制

医療の専門性の不可侵

医学専門分野の固定

メディカル ･プロ
-82まで フェッションの意

professionalfreedom

は武見太郎の造語)
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learnedprofession

1)神父

2)lawprofession

3)medicalprofession

Oprofessionalautonomy

強制参加の身分団体

ProfessionalEthicsの遵守

ガイ ドラインの遵守

専門的サービスの品質管理/品質保証

○クライアントとはパターナリスティック

(父権主義的)な関係であることが普通

(資料.5)

医療軍門聯筆団q之旦己管理体勢｢国際匙較丁, (資札 6)

イギ リス フラ ンス ドイ ツ アメリカ合衆国 日 本

懲罰規定をもつ公的身分団体(強制加盟) GeneralMedica1L'OrdredesMedecins(地方-全国) Bundesar2;te-kaJnmer(州支部あり) 各州のloca1 なし
Counci_1 medicalsociety(厚生省医道審統合)

任意加盟の戟能利益団体A BritishMedicalAssociation,など ConfederationSyndicatsMedicauX 血lericanMedicalAssociationなど 日本医師会 (社)JapanNedical

(組 ロ) (BMA,etc) FrancalS(C.S.班.F.,etc) J(AHA) Assoclat10m

専門個別のガイ ドラインを出す乱粒 RoyalCollegeofPhysicians,.etc DeutsheGesellschaftfurChirurgie,etc(Resolutiorl)I臥1ndesartzekaJnrner各専門学会およびNm 各専門学会

医学研究を助成管理する国家組織 Medical ⅠnstitutNationaldela National 一本化された

Research Santeetdela Ⅰnstituteof 機関なし

CouncilRecherche Health,etc (文部省 .厚生省 .
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生殖技術の規制内等の比較

(表1) 生殖技術-の対応､各国比較 (資札 7)

イ ギ リ ス(ヒト受精.荘帯究這.1990)lt同認可鎧関実施要額 1991) ド イ ツ(連邦医師会指針､1985)(荘保護法､1990) フ ラ ン ス(｢生命倫空法｣､1994) ア メ リ カ(各州法,判例)

受けられる条件 1 実質上男女のカップル 婚姻 カップルのみ ｢生殖年齢にある生 き 規制な し
(既婚 .未婚の別 J.+.=し) 医学的不妊 た男女のカップル｣
要 カウンセ リング (医師会指針) 医学的不妊

配偶子提供の条件生 まれて くる 本人同意､薫償､匿名 卵提供業止 本人同意､崇償､匿名 掃出認定(寛一親子法)

靖出否認の禁止 出自を知 る権利 を 清出否認の禁止

出自を冠る権利は 認める 出 自を知る権利は

子の保護 限定 (要請) (医師会指針) 否定

受精卵 の 最高 5年 まで蔑剖な し 冷凍保存 は容認広言/%供は原則 として禁止 最高 5年 まで1年ごと確認 規制 なし

冷凍保存

保存鑑の謹供 手読 さを厳格に して認める

余剰広の実景利用 受精後14日までのもののみ認可 受精の時点から禁止 原則禁止､例外 を認める 規制 な し(国家助成の凍結､解除)

美東 目的の旺作成 受精後14日までのみ認可 禁止 禁止 規制なし

代 署 出 産 巨 商業喜要望砦 ものI (1985年Lf'.=よる) 禁止 禁止 104iiで有償の契約薫効

出 生 前 診 断 規制fi:し 規削な し 日的､実施施設 を限定 して認可 規制 なしI

狂 の 着 床 前診断 l 規制な し 法罵釈がわかれている 条件つき認可 規制 なし

キ メ ラハイ7̀ リッ ドク ロ ー :弓 宗止 -蔓 禁止 ｢人類の退任的一体性の侵害｣を禁止l 規制 なし

*5本:二:三億別学会のガイドライン以上の対応はない)参考三でにB本産科婦人科学会の ｢見解｣に1九lf､

日 生種技術の適応.:三.医学的不妊の認められた冶婿 カ./プルに限る i日 受精卵の夜話IR存は給田LP･母

序の生積年騎手.I:損 :)､撮存荘の誇鰍 三認められ{_･い ii日 誌の美崇利用は普請綾14E]のもの三で認可

i､･)出生前診断T:三医学きち対応.を隈貢する｡三た第三者からの配揖子の浸供は認めないのが大勢である,
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｢ヒトの受精と正研究に関する法律 (HF:E法)｣によるシステムの変1t

(図2) イギリスの規制システム (資札 8)

(指導､バックアップ)
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(生殖技術への対応 ;イギリス)

[政府]

ウオーノック委員会 ｢ヒトの受精及び)jujr･死に関する調査報告｣(1984)

【メディカル･プロフェッション】

ポーキングホーン委員会

調査報告 (1989)

1勧告に沿って立法化

｢ヒトの受精と肱研究に関する法律｣
施行 (1990)

(資料.9)

任意認可機関 (VLA)設立 (1985)

1
暫定認可横関 (ILA)に改組 (1989)

*立法化を待つ態勢へ

解散､ひきつぎ

ヒトの受精と腔研究認可機関 (HドEA)

同法追加立法

*情報開示の規制を緩和

始動 (1991)
*実施要綱舞走､逐次改訂
*公論を組織､政矩形成に繰 り込む

フランス政府 ･生命倫理三法案

1992年3月提出

(資料.10)

《人体に関し､足底典を改正する法律案》 =大原則を示す

《人体の要素と産物の贈与と利用及び人工生殖に附し､

保健医療法典を改正する法律案》 =実施細則 1

《健康の保持と改善の研究のための記名データの扱いに関し､

情報､ファイルと白由に関する法律を改正する法律案》

=実施細則2
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立案と鯛 調整_:ヨ二… O)助骨 (資料.ll)

【ヨーロッパ共同体 EC委員会第

(生物医学と医療 ･特定研究開発計画199ト1994)

1.保健医療の協調 2.影響の大きい疾病対策 (がン､エイス◆)

3.ヒト･ゲノム分析 4.生物医学倫理研究

Kヨーロツ

く生命倫理に関する欧州条約)

(欧州国家倫理委常設会議)

1992提案､起草作業中(-947)

ヨーロッパ評議会

《人権と生物医学条約≫

(1996年11月採択)

(資料.12)

≠倫理原則

同意取得の義務づけ､同意能力のない人の保護-実験研究､臓器提供

個人情報の保護-遺伝子検査の第三者による利用の禁止

ヒ トゲノム～遺伝差別 ･子孫の改変 ･性選択の禁止

人体の部分の商業化の禁止､実験目的での畳珪奥生成の禁止

井制裁と補償

≠条約の解釈とフォローアップ､付属議定書

≠署名､非加盟国への公開～月速 ､直接署名の権利
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≪ユネスコ ,ヒトゲノムと人権宣言≫ (資料･13)

(1996年9月の国際倫理委員会総会で採択できず､持ち越 し)

･x･ヒ トゲノム=｢人類の共同遺産｣宣言

せヒ トゲノム研究奨励のための倫理原則と国家の責務を定める

被験者の保護､データの守秘などが研究者の義務

研究基盤整備と教育 ･訓育､国際協力 (とくに南北間)が国の義務

沸1997年中には､日本政府も態度決定を迫 られる運び

地球環境問題 :地球科学と国際政治の融合

酸性雨 オゾン層破壊 地球温暖化

初期馨告 1960年代後半 1974 1970年代

公的な科学 EHEP CCOL ⅠPCC

アセスメン ト 1978- 1977- 1988-

交渉 フォーラム 国迎欧州経済委員会 国迎環境計画 政府間交渉会議

(UN-gce)1978- (UNEP)1981- (川C)1990-

枠組み条約署名 長距離越境大気 ウィーン条約1985 国連気候変動

汚染(LRTAP)集約 枠組み条約

1979 1992

発効 1983 1988 1994

納定番 SOX NOx モントリオール

署名 1985 1988 1987

発効 1987 1991 1989

試走書改正 オスロ ロンドン
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自然科学と政治の新しい出会い

自然科学う未来予測う政策評価う国際政 治

scientificreview⇒ scientificassesment
東西冷銭の終蔦過程

85 フィラツハ会議(科学的アセスメント)
87 フィラツハ=ベラジオ会議

88 ハ ンセンの議会証言

トロント会議(科学者･官僚･政治家 )

IPCC設置

89 気候安定化戦略EPA報告

世界気候閣僚会議(ノルドヴェイク )

90 IPCC報告

91

92 回連気候変動枠組条約(地球サミット)

(資料.15)

【ゴルバチョフ登 場 】

シェワルナゼ=ゴ ル バチョフ演 説

ベルリンの壁崩壊

ソ連邦解体

ワシントン憲章(STSfeTII交渉開 始 )

(条約 にでてくる用語 ;climatechange, sink,source,

developedcountry,developingcountry,

Countriesthatareundergoingthep roscesstoaDZarketecono皿.Y)
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単位 :Gt(炭素)/辛 (資料.16)
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(資札 17)

凱 6 RAE-～;Sモデ ル によって三- れた "80茸におliる SO∫
の印 書(L･HC,rL･L･jL･k･･･En v lAronmenL･Vol･30･んfarch1988)
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(資料.18)

環境外交 (UJrYeltauβenpolitik)

一一-80年代に外交が理性化･科学化

1972年 国連 人間環境会議 (ス トックホルム)

OEDC内で較性両問題の研究開始

75年 全欧安全保障会議(CSCE)最終合意書

77年 モニタリング研究(甜EP)の開始

79年 長距 離越境大気汚染条約(LRTAP)署名

80年 西 ドイツで ｢緑の党｣譲生

81年 『シュビーゲル』が較性雨による｢森の死｣を特集

83年 西 ドイツ政府､大型燃焼装置規制(GFAVo)承認

LRTAP条約発効

EC委員会が大型燃焼装置指令(LCP)を提案

85年 LRTAPヘルシンキ議定書署名(SOZを30%削減)

フロ ン削減に関するウィーン条約署名

86年 西 ドイツ社会民主党(SPD)新党穎領採択

87年 EC､単一欧州議定書に移行

88年 LRTAPソフィア議定書署名(NOxの削減)

90年 ドイツ議会､2005年にCO225%削減計画を承認

92年 国連 気候変動枠組み条約署名(地球サミッ ト)
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(資料.20)

僚ドル

図1 1940-9博 のアメリカの軍事#(91年ドルM _) (資料･21)

(OTA紬祭 :Altel･tlleColdW(lr.1992●より一部改作)

GNP(%)

年 1940 1945 1950 1g55 1960 1965 7g70 1975 7980 1985 1990

匠国 軍中東(91年ドル換g･) - 対GNP比
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図2

(資料.22)

/Ll∫

民生転換のための研究予算(sciel-Ce､9頼 3月25日号)

1900 1 9 9 1 1 99 2 1993 1994 1995

(期 待 )
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｢科学技術と社会との関わり｣ 平成9年 10月 8日

烏井 弘之

(日本経済新聞社論説委員)

1.科学技術の社会における役割

日本経済新聞の烏井でございます｡

実は私､理科系の出身でありまして､原子力委員長代理をずっとされていた向坊先生の

化学の研究室で研究をしておりました｡私は新聞記者になりたいと向坊先生のところに言

いに行きましたら､ ｢まあ､10年に1人くらいはいいか｣とおっしゃって認めていただ

いたわけですが､どうも理科系の学生のメーカー離れといいますか､科学技術離れとかい

いますか､そのはしりみたいな存在でありまして､あちこちで若者の理科系離れをどうす

るかということで､私が手を挙げますと､ ｢おまえは発言する資格がない｣とかなんとか

言われるわけであります｡

科学技術と社会のかかわりということで､私が最初に真剣に考えざるを得ない立場に追

い込まれたのが､科学技術会議の 18号答申でございます｡そのときに予算の部会に入っ

ておりまして､科学技術に幾らお金を払ったらいいか､国として幾らお金を払うべきかと

いうのについて､全く考える根拠､手がかりすらなかったわけです｡ですから､科技庁を

はじめ､当時参加していた先生方がどういうことをおっしゃったかというと､ ｢アメリカ

と比べると､先進国と比べると-i-｣､それしか言わなかったわけであります｡

そのときに､何とか社会にとって科学技術がどういう役割を果たしていて､国家の中で

どういう位置づけをするべきか｡言い直せば､なぜ回というものは科学技術を振興しなく

てはならないのかということをはっきり考えない限り､じゃあ､幾ら出すのがいいかとか､

そういうことを考える根拠は全くないだろう｡こういう感じがして､それ以来数年考えて､

数年前に一つの結論に達して､その後､あちこちで同じことを言って回っていますので､

多分どこかで読んだとか､どこかで聞いたとかいう話で､ ｢またか｣と思われる方もいら

っしゃるかもしれませんが､我慢をして 1時間はど聞いていただきたいと思います｡

例えば､こちらの研究所みたいに､私は論証的に物を考えるタイプではありませんで､

新聞記者の常で3つぐらい例があったら､じゃ､それだったらこういうという発想であり

ますので､論証がないので大変残念ではあるんですが--0

科学技術が社会にどういう役割を果たしてきたか､これまでの歴史を考えると､私は､

3つぐらいあるのではないかと考えている次第であります｡

1つが､何か科学技術というのは､文化をつくる､文化の源をつくるのではないかとい

う感じがするわけです｡もう1つは､経済､経済活動の原点であるということも確かであ

る｡それから､我々の生活､個人の福祉というものに対して､非常に役に立つということ

が 1つ｡今までは､この3つがなされてきたわけですが､どうもこれからのことを考える

と､4つめとしてホモ ･サピエンスという種の生存であるとか､地球全体の保存であると

か､何か今までと違ったような科学技術が必要になってくるのではないかというふうに考

えている次第であります｡ (資料.1)

これもちょっと中身を見てみますと､こんなことはもうお話をする必要のないことだと
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思うんですが､ともかく経済活動というのはものすごい勢いで進展し､科学技術というの

は経済活動に大きなインパクトを与えているわけです｡今さらご説明する必要もないと思

いますが､例えば､企業の興亡を考えましても､あの IBMがどうやったら崩れるのだろ

うと思っていた時代があるわけでありますけれども､パソコンの出現で一挙に主役がマイ

クロソフトへ移っちゃったということであります.それから､バイオテクノロジーなんか

が出てくることで､農協というのが大分地盤沈下してくるとか､いろいろあるわけです｡

企業の経営そのものも､いろいろなこういうことで変わらざるを得ない｡それから､企業

の協力関係というのも大きく変わってくる｡つまり､科学技術というのは､企業活動とい

うか､経済活動全般にわたって､ものすごい大きなインパクトがある｡こういうふうに考

えている次第であります｡ (資料.2)

2.科学技術と世界観

次に､文化という問題を考えてみたいのです｡その文化ということと大変関係の深い ｢世

界観｣ということを少しお話をさせていただきたい｡ (資料.3)

世界観といいますと､戦争だとか何かという問題と絡んで､世界がどういうふうになっ

ているかということかとお思いでしょうが､人工知能の研究者が世界観と言った場合に､

大体 ｢自分を取り巻く世界の構成要素の間と自分との関係をどう認識するかということが

世界観だ｣と言うわけでありまして､そういう視点で私も世界観という言葉を使っており

ます｡したがいまして､少し世界観という言葉は､いわゆる一般的な世界観と違う定義を

しているという感じがします｡ですから､その世界観というのをもう少しばらしてみます

と､宇宙観であるとか､地球観であるとか､生命観であるとか､生活観であるとか､家族

観であるとか､いろいろなそういった問題ということになるわけです0

では､世界観というのは､我々の行動とどういうつながりがあるのかというわけであり

ます｡いつも調べようと思いながら調べてないのですが､多分京都大学の霊長類研究所の

人たちだと思いますが､屋久島にいるサルの群れを岐阜にあります犬山という地域に群れ

ごと移した｡こういうことがあるわけです｡犬山地方というのは､昔はニホンザルがいた

ものですから､十分にサルの食べる植物など､そういう生態系があったわけであります｡

ところが､屋久島から来たサルは､何を食べていいかわからなかったのです｡見たことの

ない木ぽっかりなわけですから､何を食べていいかわからなくて､結局一冬で全部死んだ

そうであります｡

考えてみますと､ここからは幾つもの結論が出てくるわけですが､その 1つは､サルと

いうのは何を食べるかというのは､実は遺伝子に書き込まれているんじゃなくて､群れご

との文化といいますか､群れごとの知識というか､約束事で食べるものを決めているわけ

でありますoLたがいまして､例えば､アフリカのチンパンジーを見ましても､非常に動

物食の多い群れと動物食の非常に少ない群れがあるのがよく知られているわけであります｡

ですから､例えば､何が食べられるとか､何が危険だとかいうことを実は世界観としてサ

ルが持っていて､その中で食べられるものというのを判断をしているわけであります｡つ

まり､言ってみますと､実はこの世界観があるということは､世界観は判断の原点になっ

ているわけであります｡

大分前になりますが､マイアミ大学のある魚の研究者の人がやってきまして､会いたい

というのでお目にかかって話を伺ったんです｡稚魚を放流します｡そうすると､いつ死ぬ
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かという研究をされたんですね｡1回目の危機で､ほとんどが死ぬそうです｡食われちゃ

う稚魚は､第 1回目の危機で食われちゃうんだそうです｡それを逃れた魚というのは､今

度は少し世界観が広がっているわけです｡海の中には危険もあるよ｡そういう世界観を持

っているわけですけれども､そうすると､ずっと復帰する率が高くなってくる｡マイアミ

大学の先生が大変工夫をいたしまして､段ボールで魚の大きな模型をつくりまして､放流

するバケツの上でワッとおどかすんです｡そうすると､実は帰ってくる率が2倍に増えた｡

ほんとうかなあと思って､私､話を聞いたわけではありますが､でも､魚ですら何か世界

観を持っているか持っていないかということが､生き残ることで大変重要な役割を果たす

わけであります｡

では､そういう世界観というのはどうやって育つんだろうと考えてみます｡子犬を見て

いますと､あっちへ行って物をかんでみたり､あっちへ行ってにおいをかいでみたりと相

当遊び回っているわけです､好奇心丸出しで遊んでいる｡まあ､それがかわいいわけです

が､あれは何をしているのだろう｡人に飼われている子犬なら､その後､保護されるわけ

ですから､別にどうということないわけですけれども､自然の世界に生きているとすれば､

あの好奇心でいろいろやってみたということが､実は世界観を形づくっていて､何が敵か

とか､どういう現象が起こったら温度が寒くなるとか､どういう合図は危険な信号､合図

だよとか､そういうことをあの遊びの中で覚えるわけです｡ところが､世界観がまずけれ

ば､やっぱり危険が来ても察知できずに､したがいまして,その好奇心が薄い子犬は多分

生き延びられないだろうと思うんです｡ですから､どうも世界観を形づくる原点になるの

は､我々の持っているというか､小さいころはどの動物でも持っている､好奇心なんじゃ

ないかというわけです｡

逆に､自分たちの世界観に働きかけてくれるような情報を､我々はおもしろいと感じる

わけであります｡マース ･パスファインダーが行って､石ころにつまづいたとか､何か見

えたとか言って､テレビで皆さん見たわけですけれども､あんなの見たって一銭の得にも

なるわけじゃないわけでありますOボイジャー2号が海王星に行きまして､海王星の輪っ

かがメタンでできているといっても､持ってきて燃料にするわけにはいかないわけであり

ますから､一銭も得にならないわけでありますが､それでも聞くとおもしろいわけです｡

コラ半島と書いていいますのは､大分前のソ連が崩壊する直前のことなのですが､スカ

ンジナビア半島のつけ根のところにムルマンスクという町がありまして､そこから車で四､

五時間､北極のほうへ行ったところで､ロシアの科学者たちが一生懸命穴を掘っているん

です01万2,500メー トルぐらいまで掘るのが目標なんだけれども､私が行ったときは

1万2,000メー トルぐらいだったとかいう話｡何で地面なんて掘っているの､こう聞い

たわけです｡日本の新聞の記者の連中が集まって行ったわけで､悪い癖でありまして､ ｢こ

の穴､何に使うんですか｣と聞いたわけであります｡そうしたら､ロシア人におかしいと

言われたわけでありますが､話を聞いてみると､これはやっぱりおもしろいんですね｡5,

000メー トルまで掘っていて､全部花園岩でありまして､5,000メー トルまでは微生

物の化石があるというんです｡5,000メー トルを過ぎてもどんどん掘っていくと､最初

から掘れば掘るほど岩に含まれるメタンの濃度が高くなる05,000メー トルまでは微生

物の化石があるわけですが､それを超えてもメタンの濃度はどんどん高くなっていく｡こ

う聞いただけで､相当おもしろいわけであります｡

ですから､やっぱり今まで僕らが考えていたことというか､多分自分が持っている世界
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観を何か修正してくれたり､つけ加えてくれたりする情報は結構おもしろいわけでござい

ます｡新聞というのは､一応ニュースの重要度に応じて編集されているということになる

わけですが､私､入社してから､しょっちゅう問いたわけです｡価値判断をして決める､

価値基準はどこにあるんだという話を聞いたわけです｡もちろん､書いたものもありませ

んし､私の質問にまともに答えられた先輩もいないわけであります｡

ですが､大体日経のことをいいますと､4時ごろに各部の部長が集まりまして､あした

の 1面 トップはどうしようかというような会議をするんです｡ところが､集まって各部が､

これが候補と言って出してくるわけですけれども､おもしろいねと言うと､大体各部とも

一致するんです｡1面で行こうよ､1面の頭で行こうよという話が各部長みんな一致する

んです｡基準がないにもかかわらず一致するんですね｡それは､結局どうも僕らが日本人

で暮らしていますから､大体同じような世界観を持っているわけです｡そこへポッとした

情報がおもしろいと考えると､大体これはもう一致するのが当たり前のことなのかもしれ

ないという感じがするわけであります｡

さっきも言いましたように､どうも豊かな世界観を持っていることが､適切な判断をす

る原点になる｡こういうふうに考えるわけでありますけれども､子犬は子供のうちはいろ

いろ好奇心にあふれてかわいいわけですが､大人になりますとドテッと座って､そばを通

ってもお義理でしっばをこのくらい振るだけでありまして､全然もう好奇心がなくなっち

ゃうわけです｡ネコだって､年とってくると好奇心がなくなるわけでありますが､人間だ

け､大 人になっても好奇心を持っているんですね｡多分､人間が大人になっても好奇心を

失わないということ､それが結局文明に結びついているんじゃないかというふうに考える

わけであります｡

もし例のガガーリン少佐が ｢地球は青かった｣と言わなかったとしますと､多分地球環

境問題というのに対して､今みたいに多くの市民が関心を持つようになっていないかもし

れないo地球の外側から地球を一回眺めてみる｡そういう経験をもし人類が持っていなか

ったら一一そういう外から地球を見たという世界観がなかったら､環境問題なんか今みた

いに騒がれていないかもしれない｡そういう意味で､やっぱり外から見るというようなこ

とも非常に適切な判断につながっているわけであります｡

例えば､チンパンジーのヘモグロビンの遺伝子と人のヘモグロビンの遺伝子を比べてみ

る一一まあ､遺伝子を比べてみるというと､たんばくですから､アミノ酸の配列を比べて

みるわけです｡実はアミノ酸が 1つしか違わないんだそうでありますOところが､チンパ

ンジーとゴリラは2つ違うんだそうであります｡人間とゴリラの間にチンパンジーがいる

わけですが､チンパンジーは3分の 1だけ人間に近いわけであります｡

そうすると､例えば､今度は人間にクローン技術を使っちやいけないよというような話

を考えるときに､ ｢待てよ､チンパンジーもいけないんじゃないか｣とか､ものすごい逮

った物の見方が出てくるわけです｡そういうことは幾らでもあるわけであります｡

実はこの世界観というのが､文化ではないか､文化のもとではないかというふうに私は

感じているわけであります｡世界観というのは､個人個人が持つものですが､その世界観

の集団的な表現が文化ではないか､こういう感じがするわけであります｡

例えば､能だとか歌舞伎だということを考えてみますと､今でこそ高級な芸術になって

いるわけでありますが､つくられた当時を考えれば､その時代時代の生活観の表現だった

わけです｡生活観､つまり世界観の 一つ の表現､それの何か代表例みたいなものというか､
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集団的表現としてこういうものができたんじゃないか｡歌だとか俳句というのは､自然観

だとか人生観だとか､これも生活観だとか､そういったことの表現ではないかと考えてみ

ますと､つまり､世界観の集団的な表現というのを文化と呼んでもいいんじゃないかとい

う気がするわけであります｡

この世界観なんですが､昔は､例えば､宗教が世界観をつくってくれたり､哲学が世界

観をつくってくれたりしていたわけです｡そういう面があるわけです｡今や､ほとんど科

学技術がつくってくれるわけであります｡さっき言いましたように､例えば､DNAの研

究が進んでいけば､それによって我々が持つ世界観が変わってくるという意味で､世界観

というのは科学技術に依存するところが非常に大きくなっていっているわけです｡だとす

るならば,科学技術が実は文化の源泉なんで､先ほど､科学技術が文化をつくっています

よと簡単に言いましたけれども､だとするならば､科学技術が文化をつくっていると考え

てもいいではないか｡こういう感じがするわけであります｡

次は､個人の､個の福祉みたいなものでありますが､個の福祉というのも､科学技術が

担っている部分が非常に多いわけであります｡生命 ･財産の安全というようなこと､衣食

住の充実､生活の充実､教育の充実､インフラの整備､全部そういったことを科学技術が

担っているわけであります｡(資料.4)

3.日本の科学技術の特色

今､文化をつくり､経済をつくり､人々の福祉をつくるということを言ってきたわけで

すが､日本の科学技術というのはどう進んできたかということをちょっと考えてみたい｡

(資料.5)

明治維新前ですが､黒船がやってきまして､ともかくいろいろこっちも鉄砲だとか並べ

てみたわけですが､列強の強力な軍備の力に圧倒されたわけであります｡したがいまして､

明治政府は､初めから列強に伍してやっていくというのが日本の国是だったわけです｡そ

れから考えますと､当然のように日本の安全というのは富国強兵だ｡こういう話が出てき

た｡これはもう日本としての国家目標になったわけです｡例えば､政府による教育だとか､

お雇い外国人を入れてくる､技術導入をやるとか､一生懸命その富国強兵に向けていろい

ろな努力をしたわけであります｡ところが､それも第 2次大戦まで続くわけですが､第2

次大戦で負けちやいまして､戦争を放棄しましたから､富国強兵というのは国家目標たり

得なくなったわけです｡もしあのときに､さあ､これからの日本はどうあるべきだという

真剣な議論をやって､真剣に考えていればよかったわけですが､何せ食う物もない､着る

物もない｡そういう状況ですから､衣食足りないとなかなかそういうことを考えられない

わけであります｡ですから､暗黙のうちに､富国強兵がまずいなら ｢強兵｣だけ引こうよ

というので､ ｢富国｣が国家目標になっちゃったわけです｡

したがいまして､科学技術も富国強兵のための科学技術から､富国のための科学技術と

いうので､一挙にシフトしたわけであります｡富国に徹した結果､日本は大成功したわけ

でありまして､生産技術が進歩して､貿易がどんどん黒字になって､技術革新の経済成長

への寄与率は世界一だったとか浮かれていたわけです｡その結果､世界が日本に見習えと

いってやってきたわけですが､最近は若干違うようであります｡ところが､そうやって富

国を目指して､一生懸命科学技術を使ってやってきて､何が起こったかというと､基礎研

究ただ乗り論なんていうのが起こってきたわけであります｡日本ってほんとうに純真な国
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だなと思うんですけれども､アメリカが基礎研究ただ乗りだと言った途端に､ ｢じゃ､基

礎研究をやりやいいんでしょう｣と､科技庁も通産省も文部省も全部含めて基礎シフトと

いうのをやったわけです｡彼らは､別にほんとうに基礎研究を日本にやってほしかったわ

けじゃないんだと私は思うんですけれども､ほんとうに純真無垢な国であります｡さらに

その結果､日本が世界の財布になりまして､湾岸戦争でも金を出す､何とかでも金を出す､

みんなお金を出すことが日本に回ってくるわけであります｡それで､しばらくすると為替

が 100円を切りまして､何となく一挙に弱体化しまして､アジアの勢力一一最近､また

アジアはおかしくなっていますけれども､アジア勢が台頭してきて､間に挟まれてどうに

もならなくなっちやった｡

それともうーっ､プロダクト･イノベーション､プロセス ･イノベーションという言葉

があります｡プロダクト･イノベーションというのは､アメリカがプロダクト･イノベー

ションしてくれるから､それの後にくっついてプロセス ･イノベーションをやったら､日

本は大もうけできたわけであります｡どうもアメリカのプロダクト･イノベーションのほ

うもちょっと怪しくなってきたわけであります｡最近､イノベーションがあるのはソフト

ウエアの分野だけでありまして､そうしますと､どうもアイデアを出してくれるところが

いないわけですから､こっちがいくらプロセス ･イノベーションをやろうといってもうま

くいかないわけであります.そういうことからも､富国だけ考えるというのはだめになっ

ていまして､どうも何か理念が必要だねと､こういう状況に入ってきているのが現在だろ

うという感じがいたします｡

4.技術体系と価値観

技術体系ということをちょっとご説明をさせていただきたいんですが､技術という言葉

は､実は定義が大変あいまいでありまして､どれが技術かと言われますとよくわからない

わけでありますが､先ほど､ちょっとこの絵で､科学技術というのは､知識だとか､方法

論だとか､素材だとか､部品だとか､機械だとか､システムだと､こういうものだろうと

言っているわけですが､そういったものをまとめたような状態を技術体系という言葉をち

ょっと使わせていただきたいと思います｡ (資料.6)

技術体系というのは何かというと､個別の要素技術が､ある価値観のもとで組み立てら

れた体系､こういったものが技術体系というふうに考えてもいいと思うんです｡ですから､

知識だとか､素材だとか､そういったものが､ある価値観のもとに組み立てられている｡

科学的知識､要素技術､産業技術､インフラなどの組み合わせというふうに､ある別の面

から見るとそういうものでもある｡もっと別な面から見ると､知識と技術､技術と技術､

技術と人間､技術と社会というものの相互関係みたいなものの集まりだというふうに考え

ることもできるだろう｡つまり､全体として言うと､要素技術というのが構造をもって集

合している状態､これを技術体系と呼ぼうじゃないかと言っているわけであります｡

その技術体系が進歩していくわけでありますが､これを生物の進化とアナロジーで考え

てみようQ生物の進化というのは､まずこの進化イメージは非常に古い進化イメージであ

りまして､こんなことを生物学者の前で言うと怒られるわけですが､古いのが便利なもの

で使っております｡ランダムに突然変異が起こって､それを環境が選択をする｡その繰り

返しで生物は進化しますよ､こう言っている｡これと技術体系というのも似ているんじゃ

ないか｡発明だとか､発見だとか､アイデアというのは突然変異でしょう｡ランダムにい
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ろいろなところで何か起こっているんですね｡それを社会の価値観がいろいろ選択をして,

技術体系の中に組み込んでいく｡それで技術体系というのが進歩するんじゃないか｡

例えば､生物というのを考えてみますと､魚もいれば､鳥もいるわけでありまして､環

境が違えば､魚にもなるし､烏にもなるわけです｡下手すれば植物にもなる｡実に全部遺

伝が同じ情報で書かれているというわけですから､母体は一つであって､それが環境の変

化で変わった､それであんなに違うものになっちやったというわけです｡そうしますと､

科学技術､これもアナロジーと言いますが､つまり､生物は環境の違いによってものすご

く分かれた､分化したわけです｡その論理をアナロジー､科学技術に当ててみますと､科

学技術も､社会の価値観が違えば違った体系を持つのではないか､持ち得るのではないか｡

つまり､今の技術体系というのがすべてではないでしょう｡ほかの技術体系もあり得るの

ではないでしょうか､こういう話です｡

では､今の技術体系というのはどういう価値観の中で生まれてきたのかというと､例え

ば､資源や環境は無限であるとか､市場原理というのが神の手であって､すべてコントロ

ールし得るんだとか､大量生産 ･消費というのは善だとか､物質的な豊かさを追求するこ

とが兵の豊かさであるとか､揺らぎとか希薄だとかよくわからないものは無祝しましょう

とか､そういう体系の中で出てきたわけであります｡ですから､違う価値観を持てば違う

技術の体系が出てくるのだろうという感じがするわけであります｡

5.現在の科学技術への疑問

そういう目で見ますと､現在の科学技術体系というのは､どうもインチキっぼいんです

ね､ひずんでいるのではないかという気がするわけであります｡非常にひずんだ価値観の

中で育ってきた体系であるわけですから､よく考えてみると､ひずんでいるのは実は当た

り前であります｡ (資料,7)

例えば､宇宙の起源というのは150億年前にビッグバンが起こってどうのこうので､

ビッグバンの数ピコ秒まではもうわかっているというわけです｡ ｢宇宙の起源はもうほと

んどわかっている｣と宇宙の学者は言うわけであります｡だけど､ ｢地球の起源は｣と言

われますと､まあ､50億年ぐらい前にできたらしいですが､諸説紛々ありまして､よく

わからないんですね｡宇宙の起源ほど明確にはわからないんです｡それで､生命の起源は

と言いますと､DNAはどこから来たんだというのは､いまだに大論争でありまして､全

くわかっていないわけであります｡それでは､入間の起源はと言いますと､ここ数年に1

00万年ずつぐらい戻っているわけでありまして､これも全然わからない｡それから､自

分の起源､自我なんていうものはどういうふうに生まれてきたんだろうなということを考

えますと､皆目見当もつかないわけであります｡

だけど､ほんとうならば､家を治め､国を治め-･-というぐあいに､身近なものから治

めていくのが本来の姿であるはずでありまして､自分の起源がわかって､人間の起源が次

にわかって､その次に生物の起源一一宇宙の起源なんて一番最後にわかればいい話であり

ます｡こういうことを言うと､理研の理事長の有馬先生に怒られるわけでありますが､と

もかくそういうわけでありまして､だから､どうもわかり方の順序が逆になっているんで

すね｡なぜかといったら､わかりやすいほうからわかってきたというにすぎないわけであ

りまして､本来わからなくてはいけないということはどうも逆転している｡知らないこと

も多いんですね｡
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よく言われるんですが､こんなに科学が進んでいるのに､何で1カ月予報はこんなに当

たらないんだ､こういうわけであります｡当たらないんですね､これ､当たるはずがない

んですね｡なぜかというと､きょうの大気の動きが影響を受けるのは30日後ぐらいまで

でありまして､その後は､海との相互関係で次の大気の動きが決まってくるので､ ｢あの

天気予報､当たりません｣と気象庁の方もおっしゃるわけです｡地球科学がもっとちゃん

とわかればわかるはずなんです｡だけど､何もわかっていないから当たらないのでありま

す｡

若干の問題があるかもしれませんけれども､地震､火山噴火は､予知できないんですね｡

予知計画というのがあって一生懸命やったけれども､ついに測地学会も ｢予知できません｣

と白状したわけであります｡地震も火山も､実際は予知できない｡何でできないのかとい

うと､何もわかっていないからできないわけです｡測地審議会の諸によりますと､研究す

ればするほど､わかっていないことがわかってきた､だから予知できない､こういう話な

わけであります｡

では､温暖化､温暖化と騒いでいますが､地球が周期変動しているわけですけれども､

それと温暖化による影響というのをどこかから識別できるかというと､全然識別できない｡

iPCC､世界の学者が集まって､あれだけいろいろなことを言ったにもかかわらず､よ

くわからないわけです｡

地上に生物が何種類いるんだ｡数千万種という人もいるかもしれない､数百万種という

人もいますし､その10倍だという人もいるわけであります｡中には､いまだに深海で新

しい生物種が生まれているというようなことを言う方もいるわけであります｡地球上に何

種類の生物がいるのって､これは答えられないですね｡

自我って何よ､脳ってどうして働くの｡今度､脳研究をやるそうですが､あれをやった

ってわかるわけないのでありまして､これもわからない｡それから､生理活性物質のイン

ターロイキン12というのが昔ありまして､ 1と2しかないのかと思ったら､今､7まで

あるという｡バイオの研究者に聞きますと､ ｢生理活性物質って見つければ見つけるほど

たくさん見つかるだけで､無限にあるんじゃないの｣と言うと､ ｢そうかもしれない｣と

いうぐらい何もわかっていないわけでありますOしかも､インターフェロンみたいながん

に効くとかいったのが､単離して持ってきて与えてみると､がんになんか全然効かないで

目薬になっちゃったとか､まあ､最近は､また肝がんなんかに使っているそうですが､と

もかくそういうことです｡

それから､金属をどんどん純度を上げていくと､全然違う性質を示すんです｡東北大学

に我孫子さんという研究者がおられまして､科学技術振興事業団から支援をもらっている

わけですが､鉄が不純物とどういうふうにまざるかという､例の相図というものですけれ

ども､これは僕らが習った大学の教科書に載っていたんですね｡純度を上げたら､あれと

全然違う挙動をすると言うんです｡それで､金属の性質というのはわかったのかというと､

わかっていないんですね｡

それから､科技庁に関係が深いわけですけれども､低レベル放射線がどういう影響を与

えるかというのは､これは実はいろいろなことを言いますけれども､わかっていない｡例

えば､この携帯電話がどういう影響をするのか､何もわかっていないO

考えてみますと､何もわかっていないですね｡わかったような顔をしていますけれども､

何もわかっていない｡それでいいとしてきたのは何かというと､非常に特殊な条件で発達
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してきたからであります｡これは先ほどの非常に近いものでありますが､ともかくこうい

う特殊な条件で発達してきたから､わからなくてもいいと思って､それでも十分わかった

と誤解をする状況にあるわけです｡大体力づくですべてやるんですね｡ロケットなんてい

うのは､ともかく重力に逆らって､噴いていくんですよね｡あんなばかな技術って､ほん

とうはないんじゃないかと思うわけであります｡

それから､私の女房が理科大へ行って数学科へ行っていたんですが､ 1学期かけて先生

が黒板にずっと書き通しに書いたんです｡それで､1学期の終わりに ｢よって5次方程式

には解がない｣と､こういう講義をやられたというわけです｡5次方程式というのは解が

ないわけです｡それで､これも古い話ですけれども､ある数学の学者がロッキー ドの技術

者のところへ行きまして､この5次方程式の問題を出すわけです｡そうしたら､みんなし

ょうがないから､コンビュ-タ-ヘ飛びついて近似解を出したけれども､だけど､その5

次方程式は因数分解ができたんです｡解けるんですよ｡だけど､みんな力づくのほうへ行

っちゃったもので,すぐコンピューターで近似解というようなばかなことをやる｡

加速器もやたら大型化すればいいというような話ですし､抗生物質なんかもたくさん使

えばいいというような格好で､でも､科学技術が何かこうスマートじゃなくなってきちゃ

っている｡

6.望ましい将来文明

今まで科学技術は3つの役割を果たしてきたと申し上げたわけですけれども､もう一つ

は､人間が種として生きていくための科学技術の体系というのは､また違った体系がある

んじゃないかということで､お話を差し上げているわけです｡さらに､そういった環境問

題だとかなんとかぽっかりじゃなくて､もう少し世界をちゃんと生きていくためにどうい

うことが必要かということを考えてみますと､例えば､こういう条件の中で進んできた科

学技術でありまして､結局自然界からたくさん収奪する､効率よく収奪する､マーケット

からたくさん効率よく収奪する､何か収奪することを目標に生まれてきたような文明とい

う感じがするわけであります｡ (資料.8)

それで､まあ､こんなことはたわ言でありまして､人間のさがを考える限り､こんなこ

とは起こらないんだと思うんですが､1つの提案をさせていただきたい｡ともかく､収奪

文明といいますか､いろいろ収奪を積み重ねてきたということが限界に来ていることは実

は明らかなわけであります｡地球環境問題を考えても､資源の問題を考えても､人口の問

題を考えても､核兵器の拡散というようなことを考えても､どうも収奪というのだけを目

標にやっていくのは､すごく限界があるという感じがするわけです｡収奪に対する言葉は

調和という意味ではないわけですが､もう少し ｢調和｣ということに重きを置いて文明を

築けないものだろうか､という感じがするわけであります｡

私は､収奪文明から調和文明へなんていうことを言うわけでありますが､では､調和文

明というのの基本的考え方はどんなことだろう｡競争というのも一定の役割があるが､で

も､もっと競争よりも協調を重視する｡権利の衝突というのは､一つの社会の調整メカニ

ズムとしてお互いに権利を主張し合って､それで強い者が勝つという調整を現在の社会は

採用している｡そういうことによる調整ではなく､感謝するということを調整メカニズム

にできないだろうか｡それから､収奪文明が限界に来た結果､昔は､一人一人が幸せにな
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が幸せになると全体が不幸になる､こういう状態に入ってきたわけであります｡みんなが

自分勝手に幸せを追求すれば､全体が不幸になるよ､こういう話になる｡したがいまして､

どうも自分の幸せと全体のバランスということを一緒に考える､これを重視しよう｡

理解というのも､例えば､切り分けていって理解をするよりも､何かこう全体像を理解

できるようなことにしたい｡部分最適化じゃなくて､全体を最適化するようなことを大事

にするようにしたい｡奪い合いにつながる配分のメカニズムにするんじゃなくて､もっと

配分の最適化を一一何が最適かは､私はよくわからないわけですけれども､とにかく最適

化を図りたい｡それで､物質的な満足から精神的な満足を重視するようになりたい｡自然

を壊すんじゃなくて､なるたけあるがままの自然を利用する｡人間を自然界の支配者とし

て､一一キリス ト教は､神は自分の姿に似せて人間を創り給うて､魚も草も支配させたと

いうような考え方があるわけですけれども､そういう考え方じゃなくて､人間も自然界の

一部と考えるような考え方をしたい.人間の活動を自然界の許容範囲におさめるoこうい

うことがベ-スにあるような文明がつくれないかと考えるわけであります｡

例として､知的財産権という問題を考えてみたわけです｡収奪文明的な発想で考えます

と､発明は個人の知的活動の成果である｡したがって､発明者が権利を持つのは当たり前

であるOその権利を侵害してくる者がいれば闘うO-一方,発明者じゃない社会側が何を考

えるかというと､権利の抜け道を探すわけです｡ところが､調和文明的な発想だと､皆さ

んもそうだと思うんですけれども､私なんかも社会に貢献しているということが実感でき

れば､これぞ生きがいでありまして,それ以上のことは求めることないわけです｡この世

に生まれて､やっぱり社会のお役に立つというのは､こんなうれしいことはないわけであ

ります｡ですから､幸運な星のもとに生まれたおかげで､すごい立派な発明をして､それ

をみんなに使ってもらって､ ｢あのおれの発明したのをみんなが使っている｣｡こんな幸

せなこと､本当はないはずであります｡だから､そこに権利だとか､特許の使用料をよこ

せなどというのはもってのほかでありまして､発明者は､いい社会に生まれた､いい教育

してもらった､いい家族､お父さん､お母さんから生まれたと感謝すべきなんですね｡

しかも､逆に社会の側になってみますと､あの人がいたおかげで､おれたちの生活はこ

んなに便利になった｡社会も発明者に感謝をしたいわけであります｡そうすると､発明者

は発明者で､自分の生まれだとか､そういうところで大変感謝して幸せになって､社会の

ほうも感謝して､何とか社会の感謝の気持ちをお金にしようと特許使用料を払うわけであ

ります｡結果としては､特許使用料を払うということで一緒なわけでありますが､どちら

の考え方をするがで､実は世の中､ころっと変わっちゃうわけです｡前者の収奪文明の立

場は､ともかく奪い合う考え方ですし､紛争がいっぱい起こるわけです｡後者の調和文明

の考え方をすれば､あまり紛争が起こらないんです｡何とかこういうことができないか｡

そういうことをやるために何をすればいいかというと､この辺はまだ未熟な議論なんです

が､ともかく人々の意識を変える必要がある｡調和文明を支えていくような技術体系がや

っぱり必要なんです｡

今の技術体系というのは､収奪文明という考え方の中で出てきていますから､収奪の道

具なわけであります｡調和の道具という技術体系をつくらなくちゃいかんわけです｡それ

では､そういう技術体系はどういうことが可能になればいいのかというと､自然に対して

もっと深い理解ができる｡それから､人々の相互理解を進化させる｡そういったような科

学技術の体系であればいいわけです｡全体像を記述するといって､記述のやりようがない
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んですよね｡個別に部品を記述する方法論は､我々は持っているわけですけれども､全体

を記述する方法論を持っていないですね.例えば､細胞一つ一つについて記述すること､

その記述した結果を全体としてもう一回記述し直すと人間になる､そういう記述の仕方を

持っていないわけです｡人間は人間として､別に記述せざるを得ないわけです｡そういう

意味で､全体像が記述できるような学問の構築が必要です｡

それから､適正な配分というようなことを先ほどちょっと言いましたけれども､適正な

配分とは何かと考える基本的な枠組みを我々は持っていないわけであります｡社会主義な

り共産主義というのは､その配分の問題について言及しているわけですけれども､平等と

いうような概念のもとに配分を決めているわけですが､そんなことじゃないだろう｡何か

配分を最適化する思想というのはないわけであります｡ある意味では､この辺については

従来型の科学技術でも､マーケットに乗るという方法についてはあったかもしれない｡だ

けど､調和文明を支えるような技術体系というのは､新しい技術の体系をつくらないと､

なかなかうまくいかないんじゃないか､こういう感じがするわけでございます｡

7.国際社会の中での日本の役割と科学技術 一安全保障と科学技術を例として-

今言いましたようなことを考えたり､科学技術の体系というのが､場所によって違う､

社会の価値観によって違ってくるよとか､調和文明を作ろうよというようなことを考えた

上で､なぜ回が科学技術を振興しなければならないかということの一例をお話をさせてい

ただきたい｡ (資料.9)

例えば､日本の国の安全保障ということを考えます｡ともかく､日本は軍事力では国際

紛争は解決しないことになっているわけです｡そうだとすると､絶対軍事力によらない日

本の安全保障のあり方について議論があるべきなんですねOだけど､安保条約以外には全

く議論がなかったわけで､人によっては､そろそろ普通のEElになったらどうか｡普通の回

というのは､軍事力で解決するという話です｡小沢さんあたりは､普通の国になったらど

うだ､こういうことを言うわけですが､ちょっとそれにはもったいないですね､日本の憲

法というのは｡もう変わったから､それをやめて普通の国になろうよというには､日本の

憲法には理想がちゃんと述べてありますからもったいないわけであります｡しかも､だれ

も今まで､軍事力によらない安全保障なんて考えたことがないわけですから､ 1回ぐらい

考えてみてもいいんじゃないかというのが私の立場であります｡ともかく国際紛争が起き

てしまえば､やっぱり軍事力を考えざるを得なくなるわけで､だから国際紛争が起きない

ようにすることが大事なわけです｡起きないようにする第 1点は､紛争の種を未然に摘み

取ることなんです｡

それだけで十分かというと､そんなことはないわけでありまして､日本が､そんなけん

かはやめようよと言ったときに､だれか聞いてくれないといかんわけであります｡聞いて

くれるために､日本が尊敬される国じゃないといかんわけです｡尊敬されるというのはど

ういうことかというと､大体先駆者というのは尊敬されるわけです｡だから､紛争の種を

未然に解決しているような人というのは､よくやってくれているというので尊敬される｡

さらに個人で考えますと､教養が高い人が尊敬されるわけです｡国に合わせますと､これ

は文化が高いということであります｡それから､こう言ってはなんですが､貧乏人って尊

敬されないんですね｡ですから､衣服が足りるぐらいの豊かさは必要なわけであります｡

尊敬されるための条件は3つぐらいある｡
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もう一つ､軍事力以外の直接的な影響力を持たないといかんわけであります｡軍事力以

外の直接影響力というのは､アメリカの例を考えてみますとわかりますが､ともかく､経

済が相互依存しているということはすごく大事であります｡そんなことを言うと､おたく

の経済も困るよということが言える経済の構造です｡売る側と買う側とどっちが発言力が

強いかと考えてみますと､世の中当たり前のように買う側のほうが強いわけであります｡

日本ばかりが売っていたら､経済が相互依存していても一向に発言力が出てこないわけで

す｡これが今までの日本でありました｡やっぱり市場開放をして買わないと､発言力が出

てこない｡

あと､もう一つ､技術移転がある｡それからもうーっ､世界で何が起きているのかとい

うのを知らない人が､安全保障を図れるはずはないわけでありまして､何が起こっている

かを適切に知る必要があるわけであります｡それから､ともかく無用な疑いを一一疑われ

るということが､攻めてこられるとか､そういう紛争の種になるわけでありますから､や

っぱり疑いを避ける｡こういうことが必要なわけであります｡

題であり､環境問題であり､食糧問題であり､宗教問題であるわけです｡そういうことを

考えると､この間題を解決できるのはやっぱり科学技術なんですね｡科学技術なしに--

宗教問題､私は､科学思想がもうちょっと普及すると､宗教問題というのも緩和されるの

かなという気がしますが､ともかく､いずれも技術で解決する以外ない問題であるわけで

す｡つまり､安全保障の第 1要件である紛争の種を未然に摘み取るということは､実は科

学技術でできることであります｡

2番目の尊敬されるに値する国になる｡先覚者であるということは､とにかく世界に率

先してこういう問題に取り組んでいるということであります｡文化が高い｡さっき申し上

げましたが､科学技術というのが､実は文化を支えているんだよと申し上げたわけです｡

日本は､例えば､歌舞伎だとか能だとか､非常に高い文化を誇っているというんですけれ

ども､歌舞伎とか俳句とかを理解するために､相手にも教養がないと理解できないわけで

あります｡例えば､衛星を火星へ飛ばしたよというのは､教養がなくても理解できるんで

すね｡その点､非常に科学技術の文化的側面というのを強調する､高い文化の国だよとい

うことを強調する､文化の高さを示す安易な手段が科学技術だというふうに考えることが

できます.それは､例えば､火星へ行くとか､月へ行くとか､ノーベル賞をとるとか､そ

ういうことのほかに､電話みたいなもの一一電話を発明したのはどこの回､テレビを発明

したのはどこの国､コンピューターを発明したのはどこの国と振り返ったときに､ ｢ああ､

それ､全部日本だよ｣｡そういうプロダクト･イノベーションが起こっている国というの

は､やっぱり非常に文化が高いということになるわけであります｡そうすると､科学をち

ゃんと振興して､プロダクト･イノベーションが生まれるような土壌をつくること､それ

が尊敬されるゆえんですO

それで豊かさというのは一一産業界が技術開発している｡これまでで､もう成功してい

るんです｡貧乏人は尊敬されないと言いましたけれども､じゃ､金持ちは尊敬されるかと

いうと裏腹じゃありませんで､豊かであって使い方がうまいと初めて尊敬されるわけであ

ります｡がばがば稼いでアメリカの土地を買って､バブルで全部消えたというのは､ばか

じやなかろうかと軽べつされるだけであります｡

世界に対する影響力を持つ｡まず､経済の相互依存で市場間放しましょうよということ
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は何を意味しているかというと一一日本は不思議なところで､日本はここが遅れているか

ら､ここに力を入れるべきだと言うと､大蔵省も予算をつけてくれるんですね｡日本はこ

こが強いからもっと強くしましょうと言うと､大蔵省はそう予算をつけてくれないわけで

あります｡だけど､弱いところを一生懸命強くして､全部国内を抱え込むと何が起こるか

というと､市場開放できなくなるんです｡だから､うちはここを強くするんだ､ここで高

い文化性を示すんだというようなつもりで､やっぱり強いところを強くしていく｡こうい

う発想がないと､経済の相互依存というのはなかなかうまくいかない｡技術移転というの

は､それなりにやっているし､これからもです｡

では､世界で起こっていることを的確に知るとは何かというと､スパイを世界中に､0

07を派遣するというわけにはなかなかいかないわけですから､そうすると､何をやるか

といったら､地球観測衛星なんかをもっとちゃんとやろうよという話になるわけでありま

す｡ADEOSが6カ月で死んじゃうようでは困るね､こういう話になるわけです｡ネッ

トワーク技術というのも､ある意味では世界で何が起こっているかを非常によく知ること

ができる､そういう技術なわけであります｡それから､これが困るんですね｡無用な疑い

を避ける｡例えば､日本がプル トニウムを使っていたときに､そのプル トニウムが､どこ

にあって､どうだ､そういうことをきちんと公表しなさいよという話はいいんですが､そ

れは結構やっているんですが､下手なんですね｡

私たちは､日本はなぜ科学技術を振興しているんだろう｡いまのところこれに対する答

えはないんですね｡また日本は科学技術を振興して､プル トニウムをつくって､核大国に

なろうとしているんだと思われても､ ｢そんなことないよ｣というだけの材料を持ってい

ないんです｡日本は､また政府が民間援助して産業技術振興をやって､ただ乗りしようと

しているんだ､こう言われるかもわからない｡だけど､そうじゃないんだ｡日本は自国の

安全保障として､こういう視点から科学技術を振興するよ｡こういうところがあれば､な

るほどということになるかもしれないわけです｡つまり､戦略を明確にして､その筋道に

沿って科学技術を振興していくというのが非常に大事なわけであります｡にもかかわらず､

例えば､科学技術基本計画､科学技術基本法､いずれにも戦略的な考え方は盛り込まれて

いないわけであります｡特に科学技術基本計画は何かといったら､方法が書いてあるだけ

で､目的はほとんど書いていない､こういう状況なわけであります｡

そういうことを考えたとき､これはただ一例として安全保障という話を考えたわけです｡

よく考えてみると国の役割って極めて簡単なことでありまして､国家の安全保障と人々の

安全を保障する｡その2つぐらいが国の大きな役割であります｡したがって､そういうこ

とに対して国が科学技術で何をするかということをちゃんと考えていけば､安全保障だけ

じゃなくて､そういう道が開けるわけであります｡ (資料.10)

8. ｢国を立てる｣ということの一考察

話がいろいろ飛んで申しわけないんですが､科学技術創造立国などという言葉がはやっ

ておるわけでありますが､科技庁も多分使っているんだと思うんですが､こんな不思議な

言葉は聞いたことがないです｡つまり､科学技術で国を立てる､科学技術を創造すること

で国を立てるよというんですね｡目的は何も規定していないんですね､手段だけしか規定

していないんですね｡こういうことを言われると､やっぱりそれだけ軍事大国になるのか

とか､また経済大国になろうとしているのかと｡そこは ｢あなた､勝手に考えてください､
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科学技術創造立国なんです｣｡それで世の中通っていくという日本は､ほんとうに不思議

な国だなという気がするわけでありますが､じゃ､国を立てるってどういうことよという

と､ほとんど議論がなされてないわけであります｡ (資札 11)

ここで一つ議論をしてみたいんですが､日本としては､次の世代､こういう世界になっ

てほしいというビジョンを持つことが､まず第 1である｡そのビジョンの中身というのは､

私なりに考えますと､世界が平和であることであり､人類の活動が地球環境と調和してい

ることであり､未来の世代と貴重な資源を分かち合うことであり､民族がお互いの文化を

尊重し合うことであり､大国のエゴによる支配でなく､合意で国際政治が進むことであり､

南北格差が是正されることであり､人類が物質至上主義から脱却して､精神的な満足を目

指すことであり､上記を支えるような文化､文明を築くことである｡こういう世界観を持

ちたいわけであります｡

さらに､じゃ､その中で日本はどうなるのということが必要なわけです｡世界の規範と

なる､尊敬される国になることであり､武力に頼らない安全保障を達成することであり､

環境に調和可能な産業 ･生活スタイルを確立することであり､省資源､省エネルギーを最

大限達成することで､権利の衝突でなく､感謝と公平を前提とする文化を築くことであり､

適度な経済的豊かさを確保することであり､自分で自分の生き方に責任を持つ国民を育て

ることであり､開かれた政府,信頼に値する政府を実現することである｡こういうことを

ビジョンとして持って､じゃ､こういうことを科学技術でどういうふうに達成するのかと

いうことを考えることが科学技術政策､本来の意味での科学技術政策なんだろうという感

じがするわけであります｡

いろいろ皆さんの議論を聞いていますと､理想だけを振りかざす人がいるわけでありま

すし､例えば､cop3に向けた日本の案というのを見まして､ ｢何だ､これは全然役に

立たないじゃないか｣と言う人もいるし､ ｢いや､現実的に考えれば､それまでだ､この

程度で限界だ｣と言う人もいるわけであります｡しかし､現実問題を一生懸命とらえる人

は､どうしても理想を忘れがちなんですね｡理想を考える人は､現実を忘れがちなんです｡

理想なき現実主義というのは単なる日和見主義なんです｡現実の問題を考えない理想主義

というのは教条主義なんですO理想を掲げながら現実とのギャップを少しでも埋めるoこ

ういう考え方が必要なわけであります｡多くの審議会が､実現できないようなことを言っ

てもしようがないと言うわけですけれども､理想は理想として掲げて､そこへ向かってど

う進むのかという書き方を本来するべきだと思うわけです｡

ともかく申し上げたいことは､科学技術と社会との関わりを､本当によく考えて､どの

部分をどういう目的で伸ばしていくのかを考えることが必要であり､それを考える前提と

なる戦略をつくることは極めて大事だと考えているわけであります｡特に安全保障の問題

について､科学技術の果たす役割というのは､もっともっと強調されてもいいような気が

するわけでありますO

最初に､18号答申のときに､日本は幾らお金を使ったらいいのかわからないと言った

わけですが､こういう考え一一これでほんとうに日本の安全保障が達成できるかどうかに

は､大いに疑問があるわけですが､こういう考え方を半分取り入れるとすれば､例えば､

欧米の軍事費の､GNP比の半分ぐらいを科学技術に使ってもいいわけです｡これは､普

敬される国になる､文化を高めるための科学技術 予算とか､豊かになるための科学技術 ㌣

算とか､紛争の種を減らすための科学技術予算とか､そういうことを考えても､ほんとう
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はいいんじゃないかというふうに思っている次第であります｡

ちょっと話が雑駁になったかと思いますが､ともかく､申し上げたいことはご理解いた

だけたのではないかと考えまして､私のほうからのプレゼンテーションはこのくらいにさ

せていただきたいと思います｡
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(配付資料)
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技
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｢科学技術の4つの役割｣
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｢経済活動と科学技術｣

○先端技術が新事業を生む

･ナイロン､ペニシリン､プラスチックetc.

･トランジスターとソニー

･パソコンとアップル社など

･遺伝子操作とジェネンティツクなど

･インターネットとネットスケープ社

(資料.2)

○技術の変化が企業の興亡につながる

･汎用コンピューターの IBM→パソコンソフ トのマイクロソフ ト

･種や苗が農協から-バイオ企業

･スイスの時計→日本のカシオ

○変化する企業経営

･CIM､CALS､EDI､テレビ会議

･経済のグローバル化 (情報､交通)

･在宅勤務､バーチャル企業

･電子マネー

○変化する企業の協力関係

･資本系列-技術の相互補完

･垂直系列 (生産 ･卸 ･小売り)-技術に水平系列
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｢世界観を考える｣ (資料.3)

○世界観 とは

･自分を取 り巻 く世界の構成要素問と自分の関係の認識

宇宙観､地球観､生命観､生活観､家族観

世界観は判断の原点

犬山の猿の群れ､マイアミ大学の魚のはなし

etc.

○世界観を育てる心理作用は

･好奇心が世界観を構築する

子犬の好奇心

･世界観を広げたり修正する情報は面白い

火星探査､ボイジャー2号､コラ半島

面白さを基準にする新聞編集 (意外に一致する面白さ)

○豊かな世界観が適切な判断の原点

･人間は大人になっても好奇心を失わない

ヒ トだけが文明を築いた原因

･ ｢地球は青かった｣がなかったら

･チンパンジーとヒ トの遺伝子

･地球サミットでの経験一一マナウスの貧民街

○文化と世界観

･文化は世界観の集団的表現

能や歌舞伎は時代の生活観の表現

歌や俳句は自然観､人生観､生活観の表現

･今や世界観構築は科学技術に依存

-ナ科学技術が文化を作っている
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｢福祉と科学技術｣ (資料.4)

○生命や財産の安全

･医療技術一一診断機器､抗生物質､生理活性物質､生命維持装

置､遺伝子診断 ･治療

･防災技術一一地震 ･火山予知､耐震基準 ･施工､治水 ･治山

○衣食住の充実

･衣料技術一一化学繊維､自動縫製､自動デザイン

･食料技術一一品種改良､遺伝子組み換え食材､化学肥料､農薬

食品添加物､保存技術､人工食材

･住技術一一一新建材､断熱材､各種家電製品

○生活の充実

･情報面一一一テレビ､インターネット

･余暇面一一一テレビゲーム､スポーツ用具の発達

･買い物-一一テレショッピング､宅急便

○教育の充実

･情報化---CAI､在宅塾

○インフラの整備

･交通一一一一新幹線､リニアカー､ ITS

･通信

･エネルギーー原子力､新エネルギー､省エネ
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｢日本の科学技術の特色｣ (資料.5)

○明治維新から続 く暗黙の了解

･列強の力にびっくりう日本の安全は富国強兵から

･政府による教育､お雇外国人､技術導入による修得

･第 2次世界大戦で､戦争放棄 富国強兵弓呈兵-富国

･科学技術も富国強兵から富国へ=経済のための科学技術

○富国に徹 した日本の成功

･生産技術による貿易黒字

･技術革新の経済成長への寄与は世界-だった

5-90年 GDP成長率 4.49%､内2.03%が

･世界が日本に見習え

○富国主義の限界

･基礎研究只乗 り批判

･日本が世界の財布に

･為替変動による弱体化､アジア勢の台頭

･プロダク ト･イノベーションに行き詰まった時代

○科学技術分野でも望まれる理念 ･戦略

･基礎シフ トでいいか

･文化や生存技術でのリーダーシップ
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｢技術体系と価値観｣ (資料.6)

○技術体系とは

･個別の要素技術がある価値観のもとに組み立てられ体系になる

･科学的知識､要素技術､産業基盤､インフラなどの組み合わせ

･知識 と技術､技術 と技術､技術 と人間､技術 と社会の相互関係

･要素技術が構造を持 って集合 している状態の集合体

○生物進化と技術体系の進化

･生物は突然変異と環境による選択の繰 り返 しで進化する

･発明 ･発見 ･アイデアは突然変異に相当

･社会の価値観による選択が環境に相当する

･発明などはランダムに起こり､社会の選択で体系に組込まれる

･生物は環境の違いによって分化する

･科学技術も社会の価値観が違えば違った体系を持つ

○現代技術体系の特色

･資源や環境は無限という価値観の中でできた

･市場原理至上主義の中でできた

･大量生産 ･消費が善 という価値観の中でできた

･物質的豊かさを追求する価値観の中でできた

･揺 らぎや希薄状態を無視する価値観の中でできた

→収奪を最適北 する道具としての技術体系

○収奪文明の限界

･地球環境問題､資源問題､エネルギー問題

･人口問題､南北問題

･紛争多発社会､権利衝突社会､暴力 ･麻薬の蔓延､心の荒廃

･個人の幸せ追求が全体の不幸につながる社会
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｢現在の科学技術への疑問｣ (資料.7)

○我々の知識は歪んでいないか

宇宙の起源､地球の起源､生命の起源､人間の起源､自分の起源

○知らないことが多すぎる

30日以上の長期天気予報は当たらないのが当たり前

地震や火山噴火は予知できない

例えば温暖化､周期変動と人為的影響は区別できない

地上の生物種は何種類か､数百万とも数千万とも､未発見が半分以上

自我とはなにか､脳の認識のメカニズムは

次々発見される生理活性物質､どれだけあるか､本当の働きは

金属の純度を上げていくと､物質を微細にしていくと

低 レベル放射線の影響､ホルミシス

弱いマイクロ波が脳に影響を与えるか (携帯電話)

○現在の科学技術は特殊な条件で発展した

エネルギーは安価で無限に存在する

環境には無限の浄化能力がある

経済合理性が支配した (大量生産技術が突出)

使いやすい資源だけを前提としている

単純な因果関係が成り立つ系だけ理解した 複雑現象の無視

いつも正解があることを前提に

○力ずくに頼る科学技術

重力に真正面から立ち向かうロケット

5次方程式も場合によって解がある

大型化する一方の加速器､ヒトゲノムの挑戦

大量使用される抗生物質
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｢望 ましい将来文明｣ (資料.8)

○収奪文明から調和文明

･収奪文明の限界は明らか､アンチテーゼとして調和文明

･調和文明の基本的考え方

競争も一定の役割あるが強調を重視する

権利の衝突による調整調整メカニズムでな く､感謝を基調に

自分の幸せと全体のバランスを重視する

個別理解だけでな く全体理解を

部分最適化よりトータル最適化を

奪い合いによる配分でな く､配分の最適化をはかる

物質的満足から精神的満足の重視

なるたけあるがままの自然を利用する (揺らぎ､希薄)

人間を自然界の支配者と位置づけず､自然界の一部と考える

人問の活動を自然界の許容範囲おさめる

○例 として調和文明における知的財産権

収奪文明

発明は個人の知的活動の結果

発明者が権利を持つのは当たり前

権利侵害には戦う (発明者)

権利の抜け道を探す (社会)

○調和文明構築のために

･人々の意識改革

･新 しい文明を支える技術体系の構築

･自然に対するより深い科学的知識

･人々の相互理解

･全体像を記述する学問の構築

･配分最適化を実現する思想の確率
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例として安全保障と科学技術

一一一非軍事国家として

○紛争の種を未然に摘み取る

(資料.9)

･人口問題一一一途上国への技術支援､調和型技術の開発

･資源問題一一一新エネルギー､省エネ技術､配分の科学技術

･環境問題一一一同上､植林技術､ごみ資源化､リサイクル

･食料間男---農業技術

･宗教問題一一一?､科学思想の普及

○尊敬されるに値する国になる

･高い文化---科学技術の文化的側面の重視､プロダク トイノベーション

･先覚者一一一一世界共通の課題への先覚的取 り組み

･豊かさ一一一一産業界による技術開発

○世界に対する影響力を持つ

･経済の相互依存

一一一市場解放

･技術移転一一一途上国に必要で適 した技術を開発する

○世界で起 こっていることを的確に把撞する

･地球観測衛星などの充実

･ネッ トワークの充実､技術の提供

○無用な疑いを避ける

･情報公開一一一ネットワークなど､技術開発の国際的解放

･戦略の明確化一戦略的な科学技術への取 り組み
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｢国の役割は｣

O｢国家-一個人｣軸､ ｢安全一一向上｣軸

(資料.10)

○国家としての安全を確保する

･防衛政策一一日米安保条約の変質､憲法9条の議論

･外交政策一一日本の外交手段は､ODAは

t環境政策一一地球環境悪化は日本の安全を阻害する

･通商政策一一日本産業保護からグローバル ･スタンダー ド

･エネルギー政策一一エネルギー確保､世界の資源問題

○人々の安全を確保する

･厚生政策一一疫病のグローバル化､高齢化対策

･労働政策一一外国人労働者問題

･公安政策一一若年犯罪､外国人犯罪

･環境政策一一改善された公害問題

○国家の国際的地位を向上する

･外交政策一一安保理事会入り?､ODAは感謝されるか

･通商政策一一プロダクト革新､標準の提供 (無力に近い)

･文化政策一一世界に通用する文化政策とは

○人々の生活を向上する (国の仕事か､地方自治体の仕事か)

･文教政策一一教育現場の荒廃､若者の理科離れ

･文化政策一一?

･インフラ政策一一電力供給､通信 ･放送､交通

●科学技術は全ての局面と絡んでいる
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｢国を立てるということ｣の一考察 (資札 11)

○世界の将来に向けたビジョン

･世界が平和であること

･人類の活動が地球三芳境と調和 していること

･未来の世代と貴重なiS:･;,Jill::(二三E.読､鉱･:if,-､エネルギー)を分かち

合うこと

･民族がお互いの文化を尊重し合うこと

･大国のエゴによる支配でなく､合意で国際政治が進むこと

･南北の格差が是正されること

･人類が物資至上主義から脱却 し､精神的な満足を目指すこと

･上記を支える文化 ･文明を築 くこと

○日本のビジョン

･世界の規範となる尊敬される国になること

･武力によらない安全保証を達成すること

･環境に調和可能な産業､生活スタイルを確立すること

･省資源､省エネルギーを最大限達成すること

･権利の衝突でなく､感謝と公平を前提とする文化を築 くこと

･適度な経済的豊かさを確保すること

･自分で自分の生き方に責任を持つ国民を育てること

･開かれた政府､信頼に値する政府を実現すること

○理想実現に向けて

･理想なき現実主義は単なる日和見主義

･現実をふまえない理想主義は教条主義

･理想を掲げながら､現実とのギャップを少しでも埋める

･日本の考え方を少しづつ世界に理解 ･共感させていく
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｢メディアの発達とコミュニケーション行動｣ 平成 9年 10月 17日

橋元 良明

(東京大学社会情報研究所助教授)

1.通信領域を中心としたメディア環境の変化

ここ数年､情報環境の変化はさらに加速のペースを速め､メディアの ｢パーソナル化｣

｢ビジュアル化｣ ｢マルチメディア化｣ ｢オンライン化｣の傾向は益々強くなっています｡

携帯電話やインターネット等､通信関連のパーソナルな額域でのメディアの革新 ･普及が

著しくなっています｡一時､情報化の波は職場の領域にとどまり､家庭生活まで及ぶのに

はかなり時間がかかるという憶測もありましたが､少なくとも ｢通信｣､ ｢情報処理 ･生

産｣､ ｢遊び｣の世界では､10年前とその様相をほとんど--変しています｡

今回の講演では､そのようなパーソナル ･メディアが､対人関係を中心とするコミュニ

ケーション行動にどのような影響を及ぼすのかを見ていくことにします.メディアと対人

関係とに関連があるとすれば､もっとも影響を受けやすく､また問題とすべきなのは青少

年層であると考えられますから､今回は分析の対象を青少年にあてます｡本日の議論の進

め方として､まず第 1に実際のメディア環境の変化を概観し､第2に本当に青少年の対人

関係に変化が生じているのかを実証的データから探りますO第 3にメディア利用とコミュ

ニケーション行動の関連を分析し､最後に将来の視覚メディアの発展が情報行動に与える

影響について言及したいと思います｡

変化の激しい通信 ･コミュニケーションの領域でも最もめざましいのは､携帯電話 ･ポ

ケベルといった移動体通信ツールの普及です｡参考図表の図 1をご参照くださいOこれは

その利用者推移を示すグラフです｡携帯 ･自動車電話サービスの総契約数は97年3月末時

点で2,000万台 を越え､対前年同月比でも129.5%と非常に高水準の伸びを示しました｡

また､PHSサービスは､97年3月末時点で600万台を越え､対前年同月比2,889%と､95年

7月のサービス開始以来､驚異的な増加を続けていますO

普及率について概観しますと､携帯電話については､ポケベルからの乗り換えが多く､

1996年時点で世帯普及率は2分の 1となっています｡ポケベルについては､所持者の43%

が20歳未満の女性､つまり女子大生や女子高生ですが､携帯電話への乗換で､今後､普及

率の伸びは鈍化すると思われます｡

このような移動体通信普及の背景をみますと､ 1地域に3-4社体制という世界的にみて

最も競争の激しい市場が実現しており､各社の販売促進活動も非常に積極的であること､

デシ､､夕叫ヒ､端末の小型化 ･軽量化等の技術革新で機能が充実し､持ち運びも容易になって

きたこと､普及に伴う利用料金の低廉化､料金システムの多様化､端末価格の低 卜などに

より利用しやすい環境が整備されてきたこと､クリティカル･マスの突破が挙げられます｡クリティ柚 ･

マスといいますのは､機器等の普及がある一定数を超えると､逆に機器を持っていないこと
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に対して社会的圧力がかかることですが､移動体通信については､このクl丹イカル･マスを突破

したと言えるでしょう｡

しかし､いくら利用環境が整ったとしても､利用のニーズがなければ機器は普及しませ

ん｡移動体通信が普及した背景にはどのようなニーズがあるのでしょうか097年1月に実

施された吉井博明 ･郵政研究所の学生調査によれば､携帯電話､PHS所有者の利用動機

で最も多かったのは複数回答で､ ｢外出が多いので外出時の連絡用に｣が55%､ ｢たまた

ま安く売っていたので｣が35%､ ｢自分専用の電話が欲しかったので｣が28%､と続いてい

ます｡ ｢何となくかっこよさそうだから｣が15%など､体裁から利用し始めた人もいますが､

多くははっきりした利用日的をもって購入しています｡ ｢就職活動に必要と思ったので｣

という動機をあげた人も14%いますが､これは ｢外出時にも連絡が取れるよう｣という思

惑からでしょうo

職場という固定した場所をもたず､外出時間が長い学生が､携帯電話 ･PHSを購入す

る第 1の動機は､自宅 ･自室不在時にも連絡をとりたいという欲求です｡結果的に彼らは

｢行動が自由になった｣ ｢友人との結びつきが強くなった｣と感じています｡留守電やポ

ケベルではその欲求を十分満たすことができません｡先述の調査で､携帯電話 ･PHSを

持つ前にポケベルをもっていた人は51机 まゝしたが､そのうち約半数の46%は携帯電話購入

後ポケベル利用をやめています｡第2の動機は電話の個人専用利用です｡電話の普及につ

いては､家の玄関脇からリビングへと移り､各部屋に電話機が置かれ､さらに個人で電話

を所有するに至ったといえますOそのような流れは､コミュニケーション欲求からすれば

ごく自然でしょう｡発展途上国でよく見られる ｢見栄｣のための購入や偽物の所持は､現

在の日本の学生においては比較的少ないようです｡

パソコン通信やインターネットのオンライン通信の普及もめざましいものがあります｡

図2をご覧ください｡ウェブ上で数値を公開しているhTetworkWi7,ards社によれば､イン

タ-ネットに接続されるホス トコンピュータ数は97年 7月時点で､全世界で約1,954台､

対前年比152%であり､日本は95.6万台､対前年比i93%でこの3年間で13倍増という高い伸

び率を示しています｡ホストコンピュータ-数だけで見れば､日本は既にドイツ､カナダ､

英国､フランス等を抜き､アメリカについで世界第 2位の位置にあります｡日本で現在､

どれくらいの人が実際にインターネットを利用しているのでしょうか｡これについては正

確な数字を把握するのは困難ですが､1997年3月に野村総合研究所が15歳から59歳の全国

4,300人を対象に実施した ｢情報やサービスの利用に関するアンケー ト調査｣によれば､

自宅にパソコンがあり､ネットワーク接続している世帯の割合は全体の6.5%でした｡この

数字はパソコン通信だけの利用者も含みます｡その後の97年9月の調査によれば､4.4%の

人が個人でプロバイダー契約を結んでいると回答し､9.4%の人が職場 ･学校で使用可能で

あると回答しており､多少の重複はあると思いますが､およそ､1割強の人がインターネ

ットを使用できる状況といえます｡

メディアを介した行動で､15年前と一変した領域に ｢家庭での遊び｣があります｡私は

-152-



以前から総務庁の ｢情報化社会と青少年に関する調査｣の仕事に参加してお りますが､1996

年に実施された第 3回E=l調査によれば､67%の家にテレビゲームがあり､53%の青少年が利

用しており､34%は週1回以上の頻度で遊んでいました｡図6を参照 してください｡任天堂

が家庭用ゲーム専用機 ｢ファミリーコンピュータ｣を発売したのが83年です｡90年には ｢ス

ーパーファミコン｣が発売され､各種のロールプレイイングゲームが人気を博して､空前

のブームを迎えたのが91年ですがその時期に比べてもなお96年の遊技頻度は高くなってい

ます｡図7をご覧ください｡12歳から14歳の男子で約半数が週に3か ら4回以上テレビ

ゲ一一ムで遊んでいます｡女子は男子に比べるとテレビゲームで遊ぶ頻度が低くなっている

ことがわか ります｡また私たちは､韓国の大学生がテレビゲームで遊ぶ頻度の調査も行っ

ておりまして､これを日本のものと比較 しますと､韓国の大学生の方が､日本の大学生よ

り頻繁にテレビゲームで遊ぶことがわか りますOまた韓国では､女子もテレビゲームでよ

く遊んでいるという結果が出ており日本と違った状況がわかります｡

テレビゲームの国内出荷台数は92年から93年にかけて 一時期停滞 したものの､96年には

年間1,035万台にも達し､ハー ドウェア､ソフトウェアをあわせた市場規模5,074億円はレ

コー ド･CD市場規模に迫り､劇映画の年間配給収入の8倍にも達していますO

図5をご覧ください｡NHKが1984年以降5年 ごとに実施 している ｢小学生の生活と文

化調査｣によれば､小学生が普段よくする遊びとして､84年には上位5位以内にテレビゲ

ームはありません.89年に男の子で､第2位で登場し､94年でも同じく第2位ですが､選択

比率を42%まで高めましたOまた94年には女の子でも18%で第2位にランクされています｡

2.若者の対人関係の変化

では､いままで述べてきた様々なメディア環境の変化が､若者対人関係やコミュニケー

ション行動にどのように影響を及ぼしているのかを見てみたいと思いますが､まずその前

に､実際に青少年の対人関係は以前と比べて変化 しているのかどうか､実証的データに即

して見てみたいと思います｡

ここ数年来､多くの研究者 ･評論家は再三､友人や家族とのつきあいなど､青少年の対

人関係が希薄化していると指摘しています｡ ｢カプセル人間｣ ｢コミュニケーション不全

症候群｣ ｢オタク化現象｣など､キャッチフレーズは変わっても述べられている傾向は､

ほぼ均 一一ですO友人との関係に限定 した場合､本当に対人関係の様相は変わってきている

のでしょうか｡親しい友人の有無､友人数の変化を追ってみたいと思います｡

表 3をご覧ください｡これは､東京都が1976年以降､都内在住の15歳か ら29歳の男女に

対し､3年に1度実施している ｢青少年基本調査｣によるものですが､ ｢遊び友達｣ ｢相談

相手｣が ｢いる｣と答えた人の比率は､1976年から1995年までの20年間で増加しています｡

また､ ｢話が合って楽しい人｣ ｢そのような人になりたいと思う人｣という質問に対して､

前者で88.8%､後者で24.1%が ｢友人｣をあげてお り､この比率は経年的にみてむしろ増加
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しています｡

表4をご覧ください｡総務庁が1970年以降､5年ごとに実施していた ｢青少年の連帯感

調査｣では､ ｢心を打ち明けて話せる友人の数｣を質問していますが､その回答分布から

算出した平均友人数は､80年2.8人､85年2.9人､90年3.1人と増加しています｡なお､ ｢連

帯感調査｣を受け継いだ総務庁の1995年の ｢生活と意識調査｣では,質問が ｢とても仲の

良い友達の数｣に代わっていますが､その平均値は4.8人になっています｡また､ ｢どん

なときに生きがいを感じるか｣という質問に対し､ ｢友人や仲間といるとき｣と答えた人

の比率は､70年38.8%､75年44.3%､80年58.8%､85年56.8%､90年64.1%､95年63.2%とほぼ

一貫して増加傾向にあります｡ ｢悩みや心配ごとあったときに相談する相手｣でも75年か

ら ｢近所の友達｣が トップになり､比率も70年の39.5%から90年65.5%と大きく伸びていま

す｡

さらに､NHK放送文化研究所の調査でも､図9にあるとおり､82年､87年､92年を比

較すれば､中学生高校生とも友人の数は増加しており､ ｢10人以上｣という多数分散型が

増えています｡

他の回と日本の青年の友人関係の比較はどうなっているのかといいますと､日本､米､

英､独､仏､韓国など11カ国の青年を対象にした､総務庁の ｢世界青年意識調査｣の1993

年の第5回調査では ｢親しい友人がいるか｣という質問に対し､ ｢いる｣と答えた人が日

本人で97%で､第6位であり､他の国よりけっして低いということはありません｡ ｢悩み

や心配ごとがあった場合､だれに相談するか｣という質問に対して､日本では ｢近所や学

校の友達｣と答えた人が最も多く､その比率の5l.9%は韓国の63.6別こ次いで多くなってい

ますOちなみにE]本と韓国以外ではすべての回で ｢母｣が第1位です｡なお､日本のこの

数値は､1977年の第2回調査の38.7%以降､増加傾向にあります｡ ｢どんなときに充実し

ているか｣という質問に対しても日本では ｢友人といるとき｣70.8%で第1位にあげられ､

この数値は11カ田中5番目です｡

調査からは､親友の数はここ20年来､多くなりこそすれ､決して減少はしていないこと

がみてとれます｡しかし､そもそも ｢友人｣の定義が変化しているのであれば､その有無

や数などもあまり意味を持ちません｡友人関係をみるなら､友人の数だけでなく､友人と

のつきあいのスタンスまでみなければいけません01995年のNHK放送文化研究所の調査

は､これに関連する項目を質問していますo表 1をご参照 卜さいO ｢次のような人とどの

ようなつきあい方をしているか｣という質問に対する回答比率の推移です｡

親友に対しても ｢心の深いところはださないでつきあう｣が20%を超え､ ｢ごく表面的

につきあう｣の数値も決して少なくはないこの状況は､ある意味で寒々とした友人関係の

実態を思わせますが､経年的にみてみれば､87年で全体的につきあいがやや表面化する傾

向が見えるものの､92年には揺り戻しがあり82年から92年まででさほど大きな変化はあり

ません｡

日経産業消費研究所が､1985年以降ほぼ毎年実施している ｢若者調査｣でもNIIKと同
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様の質問事項を設けています｡図10をご参照ください｡質問は ｢あなたは日頃､一番親

しい友達とどのようなつきあい方をしていますか｡｣というものです｡それによれば ｢な

んのかくしだてもなくつきあう｣ ｢こころの深いところは出さないでつきあう｡｣ ｢ごく

表面的につきあう｣ ｢いない｣の各数値をみると､1985年から96年にかけ､やや ｢深いつ

きあい｣のほうにシフトしています｡その中間年の推移も併せてみれば､増加分もほぼ誤

差の範囲内と考えられるので､ここ10年で基本的に友人とのつきあいのスタンスには変化

がみられないことになります｡

戦後､友人関係や若者の価値観に大きな影響を与えた可能性のある出来事に昭和30年代

のテレビの急激な普及と73年のオイルショックがあります｡1965年において､日本人の平

均テレビ視聴時間は既に172分に達しました｡テレビづけになったのは青少年も例外では

なく､しばしば ｢子供が外で遊ばなくなった｣と非難されました｡1973年のオイショック

では,戦後の日本が初めて経済の高度成長を失速させ､この時を期に､生産至上主義 ･勤

勉主義が問い直され､モーレツからビューティフルへと価値観が変化したと言われていま

す｡これまでにみてきた数値はいずれも1976年以降のものでしたがそれ以前はどうだった

のでしょうか｡しかし､対人関係に関して多様な側面を､1960年頃から現在まで同じ形式

で継続して比較分析した調査は存在しません｡ただし､ ｢友人関係｣で､総務庁の ｢連帯

感調査｣の前進である総理府広報室の1955年 ｢青少年の社会的関心調査｣が ｢心を打ちあ

けられる友人はいますか｣という連帯感調査と同じ質問をしています｡それによれば､ ｢い

る｣と答えたのが1955年では66.9%で､連帯感調査の1970年の75.6%､75年の78.1%よりさ

らに低い数値が示されています｡この数値だけからは断定はできませんが､どうやら1970

年以前も､日本の青少年は､今と大きく異なる友達づきあいをしていたのではなさそうで

す｡

また､1973年の前後に関しても､NHKが1972年と76年に実施した青少年の意識の比較

調査によれば､72年から76年にかけての友達の粋は強まる傾向にありました｡たとえば､

｢打ち明け話｣の相手として､ ｢友だち｣をあげる比率が70%から94%に増加し,大切なも

のとして ｢友だち｣をあげた比率もまた59%から81%と大きく伸びています｡

家族との会話頻度に関しても､総務庁調査によれば､表 6のとおり父親と ｢非常によく

話す/よく話す｣の数値は1970年から1995年にかけて16.2%伸びています｡母親の場合､

表 7にあるとおり､伸びの大きさは父親ほどでもありませんが,やはり会話頻度は明らか

に増加の傾向にありますCこの調査からは､父母との会話頻度は､この25年､低下するど

ころか年々増加しつつあることが示されています｡

調査データからは､青少年の友人関係が時代と共に大きくかわった､という裏付けは兄

いだせませんでした｡しかし､多くの人々が ｢人間関係が希薄になった｣と評論してやま

ないのはなぜでしょうか｡

一つはコーホー ト効果と年齢層効果の混同です｡ここで若干の語句説明を加えますと､

｢ある年齢層の行動･意識｣を調査分析する場合､特定の年齢層であることの影響である
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｢年齢層効果｣､調査した時代の影響である ｢時代効果｣､同時代に生まれた集団が持つ

特性の影響である ｢コーホー ト効果｣を区別して考える必要があります｡例えば､高年齢

層からみて､若者の行動 ･意識が自分たちと違うと感じられるものであっても､かつては

自分が若者であったとき､やはり同じような行動 ･意識をもっていたとすれば､それは年

齢効果による相違であって､若者自体が変化した､ということにはなりません｡また､1970

年の若者と90年の若者のデータに差があった､という場合でも､実は､1970年の若者も90

年に中年になった時点で､90年の若者と同じ方向の変化を遂げているなら､時代効果によ

る相違であって､やはり単純に若者が変わった､とはいえません｡ ｢若者の行動･意識が

変わってきた｣というには､加齢の影響と時代要因を排除したコーホー ト分析が必要ですO

しかし､そのためには､最低限､一定期間をおいた2つの調査を実施し､あとの調査では､

(1)最初の調査時点の若者と同年齢層の若者と(2)最初の調査時点の若者が調査の経過年数

分加齢層の二組の世代を調査対象としなければならず､分析も複雑なため､多くの調査で

は､ある年齢層に限定して､経年的調査をするにとどめることが多くなっています｡若者

論を論じる人々の多くは､既に若者でなくなっています｡かつては､自分たちも同じよう

な意識をもち､同じ行動様式を示してましたが､歳をとることにより､意識 ･行動に変化

を生じました｡そのことに気づかず､昔を忘れ､いつの時代でも繰り返される ｢今の若者

は.. ｣の議論を持ち出しているのです｡友人関係に関しては､表 1のNHK調査でも

示されるとおり､年齢が上になるほど､深いつきあいを好む傾向が増します｡また､学生

と社会人では､社会人の方が深いつきあいを好みます｡日経産業消費研究所の若者調査で

も､ ｢友人とのつきあい方｣で ｢なんのかくしだてもなくつきあう｣の回答比率はどの調

査年で見ても一貫して､学生より社会人の方が高くなっています｡深いつきあいを好むよ

うになった中高年層から見れば､どの時代でも若者は ｢対人関係が希薄｣なのです｡

多くの旨の若者論が今でも真実を言い当てているように思えるのは､結局､姑の嫁への

印象がいつの時代でも同じであるように､時代の流れを分析したのではなく､いつの世に

も存在する世代間格差に言及したにすぎません｡

第二は ｢分析データ｣の偏 りです.若者論の著者の大多数は大学の研究者です｡そして

また､流布している若者論の多くは､授業を聴講したり､ゼミに参加したり､研究室に出

入りする大学生の観察を基に論じられています｡大学生の質は実際､この数十年間で大き

く変化しました｡大学･短大進学率は､1955年に10%であったのが､75年に38%､95年に45%

な層の子弟が多かったのですが､現在ではごく普通の青少年です｡45%という数字は1951

年の高校進学率に等しくなっています｡かつての大学生を念頭において､今の大学生を論

じれば様々な面で違いが浮き彫りにされるのは当然です｡なお､大学生の比率の増加とい

うのは､すなわち20歳前後の青少年の社会人比率の低下を意味します｡社会人が学生より､

深いつきあいを好む傾向についてはすでに述べましたが､20歳前後の年齢層でみた場合､

その結果､平均して苦より ｢浅いつきあいを好む｣という傾向がでても不思議ではありま
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せん｡浅いつきあいを好む要因として作用する就学率の増加にもかかわらず､友人とのつ

きあいのスタンスにあまり大きな変化がない､という調査的事実こそ逆に驚くべきことで

す｡また､大学の研究者が若者の対人関係の希薄化を嘆くのは､彼ら自身の大学生とのつ

きあいが希薄化しつつあることの反映かも知れませんO大学の研究者のサラリーマン化が

すすみ､通勤時間も増大する -- 一方ですから､昔のように ｢夜を徹する議論｣を学生と交わ

す機械も少なくなったことでしょう｡学生数の膨張により､学生一人あたりとの接触時間

です｡

第二はマスメディアの影響ですO雑誌や単行本を中心とする若者論の論調は一貫して､

若者の対人関係の希薄化ですD若者をめぐる論文や著作は膨大な数にのぼりますが､ ｢若

者の対人関係が濃密になりつつある｡｣という論調はほとんど目にしません｡研究者も知

らず知らずのうちに､マスコミ論調に影響されるでしょう｡そもそも､読み手の大半は若

者を嘆くのが日課の世代層､いわば ｢おじさんたち｣というわけですから､彼らにすんな

り受け容れられないような､大勢と異なる意見は､マスメディアの側でも快く受け容れま

せん｡そして､論者たちの ｢若者対人関係希薄化論｣が活字やテレビLで展開されること

自体が､ ドクサつまり印象的俗説の拡大再生産に繋がっていきます｡メディア･リテラシ

と変わった出来事を好んで取り上げますOマスメディアに派手に取りあげられれば､その

異常な事態が常態化しているような錯覚を受け手に与え､我々の主観的現実をゆがめてい

きますOたとえば､自殺件数は､1955年の22,477件から96年の22,099までさほどの変化は

なく､若年層の自殺も人口構成率からすればむしろ他の世代より少ないにもかかわらず､

｢また､いじめで中学生自殺｣と大きく報道されることにより､近年､若年層の自殺が非

常に増加しているかのごとき錯覚を我々にあたえます｡いじめの件数も数値的には減少傾

向にあります｡識者の事件に関するコメントは大概が ｢根本原因は関係の希薄化､人間の疎外｣

ですOまた､刑法犯少年の数は1988年からは95年まで 一貫して減少傾向にあって､ピーク

時に比べ35%も減少しており､そのうち刑事処分相当としての送致は95年で0.3%にすぎま

せんO幼女連続誘拐殺人事件や神戸少年殺人事件などが起きれば､マスコミ各社は競い合

ってセンセーショナルな報道を展開します｡それによって多くの人は､青少年に大半が､

かつてとは変わりはてた意識構造を持ち始めたと錯覚し､少なからぬ評論家がメディアの

影響や若者の孤立化を論じました｡確かに事件はまれにみる異常なものでしたが､発生確

率からすれば､あくまで例外なのであり､一般論とは別の角度から論じる必要があります｡

しかし､多くの若者論が､完全に事実を見誤っているとまでは言い切れません｡友人数

やつきあいの深さ以外の人間関係の側面で､確かに時代とともに変化したと見なしうる傾

向があるからです｡たとえば､1995年の ｢東京都青少年調査｣は､人間関係に関し､次の

ような傾向を指摘 しています｡第1に親や教師､ L司など､旧世代からの期待を疎ましく

感じる傾向の増加です｡例えば､自分の親からおまえだけが頼りだからしっかりしてくれ､
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といわれ､それを ｢わずらわしい｣と思う青少年の比率が､1976年の25%から1994年には35%

に増加しています｡第2に見知らぬ他者とのかかわりを避けたがる傾向の増加です｡例え

ば､禁煙表示でたばこを吸っている人を見ても ｢しらぬふりをする｣､という回答比率が

76年の47%から94年の66%に増加していますし､電車で座っているときお年寄 りが前に立っ

ても ｢そのまますわっている｣という回答比率が76年の4.8%から94年に17.3別こ増加しま

した｡その他､電車で若者が人生論について話していた場合､ ｢耳を傾ける｣の比率が大

幅に減少しました｡第3に知り合いとの関係に気配りする傾向の増加です｡例えば山登り

は好きではないのだが､仲間から誘われて ｢断るとまずいから行く｣という比率が76年の

30%から94年に37%増加しています｡このような比率の変化は1776年と1994年だけの差異で

はなく､途中年でも一貫して､増加または減少の傾向を示しており､調査の誤差とは見な

し得ません｡ただし､特に見知らぬ他者とのかかわりを避けたがる傾向や知 り合いとの関

係に気配りする傾向の減少は､都市化の進行で､地域社会の中で過ごす時間が減少し､近

隣とのつきあいつまり地縁が減少していることで､若者だけでなく､ほとんどすべての世

代に見られる傾向とも考えられます｡そうだとすれば､それは ｢時代効果｣であり､若者

だけの変化とはいえません｡

また､各種の調査で､世代が下になるほど､その日その日をのんきに､くよくよしない

で暮らすといった享楽生活主義や､勤勉主義からの違背の傾向が示されており､こうした

価値観の違いから､世代間で話があわず､同世代内でのコミュニケーションに終始しがち

な結果､上の世代から見れば ｢関係の希薄化｣と見えるのかも知れません｡

3.メディア利用と対人関係

全体を平均的にみた場合､青少年の対人関係､少なくとも友人関係にはとくに大きな変

化はみられないことをみてきました｡メディア環境は時代とともに大きな変化を遂げてい

るのであるから､このことだけからも､メディア自体が､全体的に対人関係に影響を及ぼ

すほどの力をもたないことが押解できます｡しかし､そのことは､特定のメディアの利用

が対人関係と関連をもっことまでも否定するものではありません｡あるコーホー ト内では

当然､人によって人間関係の様相にもばらつきがあります｡そのばらつきがメディア利用

となんらかの関係をもっていることは十分考えられますo

ここでは､まず､その急激な発展状況を紹介した携帯電話､ポケベルなどの通信ツール

やテレビゲームと､友人関係やコミュニケーション行動関連意識との関係を分析します｡

以 卜､分析に使用するのは総務庁 ｢第 3回情報化社会と青少年に関する調査｣のデータで

すOこの調査には､私も企画 弓ナ析委員の一人として参加させていただきましたが､総務

庁の許可を得て､新たに再分析しました｡

友であってもあまり深刻な相談をしない｣等､いくつか友人とのつきあいのスタンスを尋
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との関連をみました｡

まず､テレビゲームで遊ぶ人と遊ばない人の平均スケール値を分散分析し比較した結果､

テレビゲームで遊ぶひとほど ｢浅いつきあいを好む｣という傾向が見られました(表2)O

ちなみに､パソコンの利用について分析した場合､テレビゲームとは逆に､普段利用する

人ほど深いつきあいを好む傾向にありますが､利用目的別にみて､パソコンでゲームをす

る人としない人とを比較した場合に､ゲームをするひとは､パソコン利用者の一般的傾向

とは逆で､テレビゲーム遊技者と同様に､浅いつきあいを好む傾向にありました｡一方､

携帯電話やポケベルは､それぞれふだん利用する人ほど､深いつきあいを好む傾向が見ら

れました｡

総務庁の調査では､コミュニケーション行動と関連の深い心理尺度についてもいくつか

質問しています.表3は､テレビゲーム､携帯電話､ポケベル､および参考までにパソコ

ンについて､利用者と非利用者を比較したものです｡それぞれの尺度の平均値の分散分析

で有意差のあったものについて､いずれも ｢利用者｣の傾向を示します｡

ここでもテレビゲームと携帯電話 ･ポケベルは､非常に対照的な結果を示しています｡

すなわち､テレビゲームの利用者は､共感性､コミュニケーション耐性､批判受容耐性が

低く､現実体験を軽視し､感覚志向が大きいのに対し､携帯電話やポケベルの利用者は､

共感性､批判受容耐性が高く､感覚志向が小さくなっています｡

以上の分析から､テレビゲーム､携帯電話､ポケベルの利用は ｢友人関係の深さ｣およ

び一部のコミュニケーション行動関連心理尺度と関連をもつことが示されました｡しかし､

｢友人関係の深さ｣は性別､年齢とも深い相関関係をもちます｡例えば女性や上の年齢層

においては深いつきあいを好むといえるでしょう｡また､心理尺度も年齢と大きな相関を

もちますO年齢が高くなるに従い､共感性､コミュニケーション耐性､批判受容耐性が高

くなり､直接対面忌避傾向が低まり､現実体験を尊重し､感覚志向が小さくなります｡ま

た､共感性､コミュニケーション耐性､批判受容耐性は男性より女性の方が高くなっていま

す｡感覚志向は男性の方が高いものの有意差はありません｡一方で､テレビゲームは女性よ

り男性､年齢が低い方が利用頻度が高くなります｡携帯電話やポケベルも性別､年齢と大

きな関連をもっています｡携帯電話は男性､上の年齢層､有識者が多く利用し､ポケベル

は女性､15歳から19歳年層が多く利用しますが､さきほどのメディアと､友人とのつきあ

いのスタンス､心理尺度との関連は､性や年齢を介した疑似相関の可能性があります｡そ

こで､ ｢ー友人関係の深さ｣や諸心理尺度を目的変数とし､性､年齢､テレビゲーム･携帯

電話 .ポケベルの利用を説明変数として多変量解析を試みました｡その結果､ ｢友人関係

の深さ｣にもっとも関係するのが性別であり､以 F､携帯電話の利用､ポケベルの利用､

年齢と続き､テレビゲームの利用との相関は消えてしまいました｡すなわち､確かに携帯

電話やポケベルの利用者ほど､友人と深いつきあいは好みますが､テレビゲームと友人関

係の深さは直接の関連がみられませんでした｡

しかし､心理尺度については､いくつかの項Ejでテレビゲームと心理傾向とも相関が示
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されました｡表4に､それぞれの心理尺度ごとに影響力の大きい要因の順を示しました｡

表にみられるとおり､性別や年齢を含み入れても､やはりテレビゲームでよく遊ぶ人は共

感性､コミュニケーション耐性､批判受容耐性が低く､感覚志向であり､携帯電話をよく

利用する人は共感性や批判受容耐性が高い一方で､コミュニケーション耐性が低いOまた､

ポケベルをよく利用する人は､共感性､批判受容耐性が高く､直接対面より電話を好む傾

｢帥こあり､現実体験を重視し､感覚志向が小さい｡

なお､この多変量解析とは別に､メディアの利用と L記の諸尺度を男女別あるいは年齢

層別に分散分析した場合でも関連は消えず､とくに15歳から19歳の年齢層でメディア利用

との大きな関連がありました｡

しかし､ ヒ記のメディアと心理尺度との関係は､たとえば ｢テレビゲーム｣で遊んだか

ら一連の心理傾向が生じる､といった方向性より､むしろある心理傾向をもった人が高い

頻度でゲームで遊ぶ､という方向性の方が強いでしょう｡あるいは､第 3の社会的要因が､

心理傾向とメディア利用の両者に作用している可能性も大いに考えられますが､それを検

証しうるデータは現在のところ兄いだせていません｡その社会環境的要因に関する仮説構

築と実証的裏付けは今後に残された課題です｡私どものクリトフ ○では､1997年に日韓大学生

のメディア利用 ･意識に関する比較調査を実施しました｡もし､テレビゲームをすること

自体が､様々な心理傾向に影響をもたらすのであれば､テレビゲームの利用頻度とある特

定の心理傾向に日韓で同じ相関関係が見られるはずです｡しかし､調査結果からはテレビ

ゲームの利用傾向はR韓で相違していました｡ただし､調査で質問した心理傾向は表4と

異同がありますOすなわち､日本では､ゲームをする学生ほど ｢まじめで色々相談事を聞

いてくれる人より明るく楽しい人が友だちとしてつきあいやすい｣といった表層志向が強

く､共感性や自己開示性が低く､孤独感が強い､などの傾向がみられました｡一方､韓国

学生では､それらの項目で有意な相関はみられず､｢友人が変わったものをもっていると

すぐ欲しくなる方だ｣等の内向的で好奇心が少なく､機械親和的であるほど高頻度でゲ-

ムで遊ぶ傾向がみられました｡ ｢ある心理傾向をもった人が高い頻度でゲームで遊ぶ｣と

いうことだとしても､相関する心理項目は日韓で同じであろうという反論も予想されます

が､どのような傾向がゲームに向かわせるかは社会環境や年齢層によってずれが生じますO

たとえば､テレビゲームの人気が上昇中であれば､ゲームに接するのはむしろ好奇心の強

い人々でしょうし､ ｢既に流行遅れ｣という雰囲気であれば､好奇心の強い人はむしろゲ

ームから離れます｡そもそも､メディアが人間の行動や意識に大きな影響力をもつとすれ

ば､これほどメディア環境が変化しているのであるから､時代とともに我々の行動や意識

がもっと大きく変化してもよいはずです｡

これまでにテレビゲームと対人関係に関する調査はいくつかなされてきましたo単純に

｢友人数｣ということでは ｢テレビゲームをしていて友だちが増えた｣という結果を示す

ものが多いようです｡青少年-の3分の2がゲーム機を保有し､テレビゲ-ムが遊びの中心に

なっている状況では､ゲーム機をもたない子の方が友人を失ってしまいますOしかし､独
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立に社会的適応性の尺度をとり､ゲームへの接触頻度との関連をみた調査では､結果は 一一

様ではありません｡その中で､坂元氏らは663名の小中学生分析で､小学生の男子につい

ては､ゲームへの接触が多ほど創造性､達成動機､社会的発達が低いことを示しましたO

社会的発達は､①共感性すなわち他者を他者の立場に立って知覚する能力､②認知的複雑

性すなわち他者を多次元的に知覚する能力､③認知的抽象性すなわち他者を抽象的特性で

知覚する能力､の3つの尺度から構成されていますOゲームへの接触と認知的諸特性の因

果の方向性については､ ｢社会的認知能力が低い子供が､ゲームに接触する｣という方向

が支持されています｡

結局､どちらかといえば人の立場に立って物事を考えるのが苦手で､人にあれこれ言わ

れれば傷つきやすく､その結果､他人との議論を好まないようなひとがテレビゲームに向

かいやすいということでしょう｡ただ､それでテレビゲームの影響は無視してよい､とい

うことにはなりません｡かりにある種の心理特性の持ち主がゲームを頻繁に利用する､と

いうことであったにせよ､テレビゲームとの接触はその心理特性を助長するという可能性

があります.プレイヤーがすべてをコントロールできるという感覚は､現実世界では通用

しません｡結果がすぐにわかり､数値化されるという特性は､現実世界の ｢暖味性｣に対

する寛容度の低下を招くおそれがありますO現実世界では､ほとんどの遊びや仕事に他者

との相対的関係が介在します｡しかし､テレビゲームでは､個々人の力量にあった難易度 ･

進度が他者とは独立して設定できるため､常に他人との関係を考慮する態度の形成がなお

ざりにされます｡そもそもゲームのキャラクターは事実として ｢感情｣を持ちません｡テ

レビゲームのもつ高度な ｢疑似｣インタラクティビティは､高度なものであるがゆえに､

現実のコミュニケーションでのインタラクティビティとの混同をもたらす危険性がありま

す｡多くのゲームは瞬間的 ･感覚的判断の世界であり ｢考慮｣を許しません｡こうしたテ

レビゲ-ムの特性は､ゲ-マの中に独自の ｢感覚世界｣ ｢コミュニケーション ･モー ド｣

を形成しますO過度のゲームへの没入は､現実社会での適応をさらに難しくする方向の影

響をもつ可能性があります｡

携帯電話やポケベルの利用者は､コミュニケーション関連の心理特性からみれば､テレ

ビゲームとまったく逆の方向性を持ちます｡他人からの批判に打たれ強く､人の立場に立

って物事も考えることができる｡友人とも深いつきあいを好み､交友関係も広い｡先述の

私共の日韓調査で､携帯電話をよく利用するひとほど友人が多かった｡そういう人がより

広く､密なつながりをもとめて移動体通信を利用するのでしょう｡

ポケベルや携帯電話の利用についてまた別の見方もあります｡それらの移動体通信は､

常に相手との心理的回路をオンの状態にしておく装置です｡相手と話したくなれば､相手

も同じ移動体通信機をもち連絡可能なエリアにいる限り､コンタクトが可能である｡この

ことを逆にいえば､いつも相手と連絡可能な状態にいなければ不安なのではないか､つま

り､本当はその種の通信体通信の利用者は孤独なのではないか､という推測です｡しかし､

私共の日韓比較大学生調査によれば､日本の大学生において､携帯電話をよく利用する学
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生ほど､孤独感が少なく､自己開示性が高く､外向的で､好奇心が強い､という傾向がみ

られました｡結局､移動体通信の高頻度利用者は､業務上､やむを得ず利用しなければな

らないような人を除いて､開放的で人とのコミュニケーションが好きなのです0-万で､

コミュニケーションの手段として過度に電話に依存すると直接対面コミュニケーションを

忌避する傾向が強くなるのではないかという懸念もありえます｡ポケベルの利用者に関し

ては､確かに総務庁調査の再分析で ｢面と向かって話すより電話の方が話しやすい｣と答

える傾向が見られました｡しかし､吉井氏 ･郵政研の学生調査によれば､携帯電話 ･PH

sを利用し始めたことの効用として ｢人と会う回数が増えた｣と答えた人が40%いました｡

メディア経由であっても､連絡が密になるとともに､結局､直接対面の機会も増加するの

でしょう｡

ある一人の青少年をとってみた場合､その人がテレビゲームで高頻度で遊びつつ､携帯

電話もよく利用する､というようなパターンも考えられます｡一つの人格においては､個々

のメディア利用以上に､ トータルな情報行動パターンが重要な意味を持ちます｡そのパタ

ーンと友人関係におけるスタンス､心理傾向とはどのような関係にあるのでしょうか.そ

こで､総務庁のデータから現代の青少年の情報行動パタ-ンを分類し､それぞれの傾向を

見てみることにします｡なお､この分析で用いるのは､15歳以上のデータに限定しますO

分析を15歳以上に限ったのは､12歳から14歳の中学生段階では､テレビゲームの利用など

は非常に高頻度ですが､携葦電話､パソコン､ワープロ等､他のメディア利用はごく一部

の者に限定されているというようなメディア利用に極端な偏 りがあり､また､あまり広い

年齢層にまたがると､メディア利用や情報行動類型の違いの要因に ｢年齢｣が過度に関与

してしまうためです｡まず､第 1ステップとして､表 5の13のふだんよく使っている情報

機器の個人利用率を因子分析しました｡表5では個人利用率の他に所有率も併記しました｡

因 子分析の結果､パソコン､ワープロ､ファクシミリで高い因子負荷の｢キーボー ド･O

A系因子｣､テレビゲーム､携帯用テレビゲームで高因子負荷の｢テレビゲーム因子｣､衛

星放送､ケーブルテレビ､ビデオで高因子負荷の｢映像系因子｣､ポケベル､ヘッドホンステ

レオ､携帯用CDプレイヤーで高因子負荷の ｢ポケベル･ウォ-クマン系因子｣､携帯電話､

電子手帳で高岡子負荷の｢携帯電話 ･モバイル系Fxj子｣の5つの因子が抽出されましたOさ

らに標準化された因子得点に基づいてクラスター分析を行ったところ､｢マジョリティ｣｢映

像派｣｢マルチ派｣｢ゲーマ-｣｢キーボー ド派｣｢ケ-タイ派｣の6つのクラスターが得られま

した｡各タイプの特徴は次の通りです｡

｢マジョリティ｣は分析サンプルの過半数を占め､概してメディア利用行動は活発であ

りません｡やや女性が多くなっています｡テレビ､新開,ゲームはほどほど｡パソコン利用

率も低くなっています｡

｢映像派｣は映像メディアの因子の数値のみが高く､男女はほぼ半々015歳から19歳､

軒 i:首に多いOテレビをよく見る｡あまり電話をかけない｡パソコンはあまり利用しませ

ん｡

-162-



｢マルチ派｣はゲーム因子以外､どのメディア利用の因子についても数値が高く､男女

はほぼ半々｡20歳から24歳､在学者､とくに大学生に多くなっています｡有識者では高学

歴が多い｡テレビをよく見､新聞もよく読み､電話もよくかけます｡8割がパソコンを現

在利用し､キーボー ドリテラシーも高くなっています｡

｢ゲーマー｣はテレビゲームをこよなく愛しますo男性が多い｡15歳から19歳の在学者

にとくに多い｡テレビもよくみる｡新聞はあまり読まない｡当然､全員がテレビゲームを

よくするOあまり電話をかけない｡半数がパソコンを現在利用しているが､キーボー ドリ

テラシーは最低です｡

｢キーボー ド派｣はキーボー ド･OA系因子の数値のみが高く､やや女性､有識者､20

代に多くなっています｡事務職､技術職に多い｡テレビはあまり見ない｡新聞をよく読む｡

ほとんどがパソコンを現在利用し当然キーボー ドリテラシーは高くなっています｡O

｢ケータイ派｣は携帯電話 ･電子手帳園子の数値のみが高く､やや男性が多いO大半が25

歳から29歳､有識者｡販売職､整備士などの技能職に多い｡テレビ視聴､新聞閲覧は平均

的で卓 L電話の利用も多くなっています｡

これらのタイプと友人関係との深さとの関連を見たのが表 6です｡数値は先述の｢友人

関係の深さスケール｣の値で､数値が大きいほど､深いつきあいを好むことを示します｡

表に示されるとおり､｢ケータイ派｣｢マルチ派｣は友人との深いつきあいを好み､一方､

｢ゲーマー｣は友人との浅いつきあいを好む傾向にありますO

次にコミュニケーション行動関連心理尺度との関連を見てみましょう｡図は､それぞれ

の尺度について､マジョリティの数値を1とし､一般にコミュニケーション行動にとって

協調的と思われる方向に数値を大きくするよう数値を変換して作成したレーザー図です｡

この図に示されるとおり､｢ゲーマー｣はいずれの項目も｢マジョリティ｣に比べて低い数値

となっていますO一方､ケータイ派は､コミュニケーション耐性以外､マジョリティより

高い数値を示し､マルチ派では､直接対面志向､批判受容耐性の値がとくに高くなってい

ます｡

もちろん､テレビゲームをよく利用する人がすべて｢ゲーマー｣に属するわけではありま

せんQ高頻度でテレビゲ-ムで遊んでも､多くは｢マジョリティ｣やその他のクラスターに

属します｡ゲーマーとは基本的に情報行動の中でもテレビゲームとテレビ視聴だけに長時

間を消費する人です｡コミュニケーション行動という観点からみれば､かれらは平均的な

人々とやや位相を異にしたスタンスをとっているといえます｡

4.今後の展開

ここまでほとんどふれず､対人関係の変化に非常に関連すると思われるパーソナル･メ

ディアにパソコン通伝やインターネットのオンライン通信があります｡それらの普及がめ

ざましいことはすでに述べましたが､現状で日本の世帯普及率は7%にも達していません｡

したがって現在､家庭でオンライン通信を利用している人は機器普及最初期のイノベータ
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です｡実際､野村総研の調査でも､人より先に新商品を利用する ｢イノベータ層｣の割合

が25%で､｢初期採用者｣も併せると実に85%に達します｡インターネットの利用者を属性

別に見れば､9対1という極端な男女比の偏 りがあり､30代が突出して多く､高学歴で年収

も高くなっています｡電子メールの高頻度利用者は､一般電話も含め､通信行動が全般的

に非常に活発です｡こうした特性をもつ現在の利用者だけを分析しても､やがてさらに大

衆化した段階での利用者像には直接結びつきません｡

電子メールの大きな特徴は､非言語的情報の欠落と利便性にあります｡電子メールでは､

対人コミュニケーションのように表情やジェスチャーなどの視覚的要素だけでなく､電話

では機能する声質･抑揚･付随音や､手紙での筆跡などのバイリンガルな要素も利用できま

せんO我々のコミュニケーションでは言語メッセージの内容を非言語的信号で補っており､

とくに心情的な情報の伝達には､非言語的信号が大きな役割を果たしています｡電子メー

ルでは､こうした非言語的信号による補正が利かないためにときに発信者の真意がうまく

伝わらないことがありますoそのために電子メールの利用者は､表情等の代理として絵文

字､いわゆるエモチコンなどの手段を開発してきました｡しかし､このような記号はとき

に意味が共有されず､また使用自体がいわば仲間内しか容認されないため､受け取った人

に皮肉や珊橡にとられてその神経を逆撫ですることもありますOまた､電子メールはもと

もと簡便性を大きな利点としていることや情報生産 ･伝達時間がコス トにはねかえること

もあって儀礼的な挨拶なども極力省略され､文体自体無愛想なものになりやすいといえま

す｡発信者の外貌等で伝えられる社会的文脈､例えば性､社会的地位､職業等が捨象され

るため､ある意味では平等な対話が成立しやすいという側面はありますが､地位的に上の

立場にあって､未だ電子メ-ルに慣れない人からみるとメールの電子文字列そのものがぞ

んざいに映ることもありえます｡また､利便性 ･簡便性それ自体､ある意味で相手に対し

て感じる熱意や好感度と反比例するものです｡つきあい一般において｢好印象の度合いは､

相手がどの程度自分に対して手間･時間･費用のコス トをかけたか､ということに関する推

測と比例する｣という原則がありますが､この原則からいえば電子メールはある意味で存

在自体が不作法です｡欧米でもタイプライターの普及期にタイプ文章が冷たいとか無個性

などと批判を浴びたように､書法の変化には慣れが大きく関係してきますから､電子メー

ル利用の拡大に従って上記のマイナスイメージは消え去る可能性も大きいといえます｡し

かし､相手に誠意を見せる必要性のある､たとえば借金の依頼といったコミュニケーショ

ンや目上の人への礼状等には､当面使いづらい媒体といえるでしょう｡コミュニケ二ショ

ンのスタイルは常に目的と併せて考えねばなりませんo業務関連では電子メールは既にペ

ーパー文書や電話の役割の多くを代替しており､またそうした脈絡においては電子メール

のもつ没儀礼的特性が問題になることも少なくないでしょう｡また､同世代内での連絡程

度に使うのは非常に便利な手段です｡その意味で､電子メ-ルは､確実に通信世界で大き

な --翼を担っていくに違いありませんOしかし､E]常的な自己目的化したコミュニケーシ

ョンに関して電子メールが完全に電話にとって代わることはないでしょう｡キーボード操

-164-



作の平均的能力の向上にも限界があり､簡便性や利用場所の融通性で電話を凌駕すること

は考えがたいといえます｡心理的連帯感に結びつく｢共有性｣の認識も電子メールでは得

にくい｡また､日本人の日常的コミュニケーションの大半をしめると思われる社会儀礼的

要素が強いコミュニケーションには電子メールは向かず､この方面でも直接的対面や手紙

などの優位性はしばらく存続するでしょう｡

パソコン通信のフォーラムも若い人たちを中心に､新しい形式のコミュニケーションの

場を提供していますQそこでは地位､年齢､性別等といった｢社会的キュー｣が捨象され､

原則的に参加者には平等な発言機会が与えられる反面､対人関係の配慮が背面に隠れがち

になって､純粋な情報･意見交換が行われやすいことから極端な意志決定がなされるとい

う傾向が指摘されていますOまた､つまり仮面をかぶってコミュニケーションできるとい

うペルソナ性やいわば公開の劇場での討論というアリーナ性から､直接対面状況では見ら

れない過激な議論もしばしば展開されます0-万で､ネットワーク社会の中で育とうとし

ている若年層はオンライン･メッセージの特性にすばやく適応し､それに応じた文体をつ

くりつつあります｡これは軽いコミュニケーションだけに限ったことではありません｡た

とえば､かなり内容のある議論を展開するフォーラムなどで､深刻な意見や思想がすでに

軽い文体で語られています｡その意味でメッセージの内容と文体の形式との旧来の結びつ

きはオンライン･コミュニケーションの世界から切り崩されていく可能性もありますOこ

が一般化するまでは予想がつきません｡電話がそうであったように､メディアが大衆化す

るにつれ､利用法自体も変化するからですO今後は､多彩な新しい通信ツールの普及でコ

ミュニケーションのあり方自体が多様化し､メディアと対人関係も一様には語れず､利用

者特性に応じてより複雑化することだけは確かでしょう｡

最後に視覚メディアが情報行動に与える影響の将来像について触れたいと思います｡

図2をご覧頂きたいのですが､これは､ヘルドとハインによる8組の双子のネコを用い

た有名な実験の図です｡

双子のネコのうち､片方のネコを｢アクティブ ･キャット(activecat)｣つまり｢能動ネ

コ｣とし､もう片方のネコを｢パッシブ ･キャット(passivecat)｣つまり｢受動ネコ｣としま

す｡

能動ネコの方は､自分が歩くことによって周囲の風景､つまり自分の見ている風景もそ

れに伴って変化します｡一方､受動ネコの方は､自分の見ている風景は能動ネコとまった

く同じ風景なのですが､自分は動かない｡つまり自分の周囲の風景の変化が､自分の手足

の動きと連動していません｡そのような状態に置くことによって､能動ネコと受動ネコは

与えられる視覚データが同じであるものの､自分の手足を使うのか使わないのかで行動差

が生じてくるわけです｡ネコの視覚の臨界期は､生後100日前後､つまり約4ケ月ですか

らその間､双子のネコを暗室で育て 1日3時間この図のような状態に置きます｡さてこの
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場所に置きます｡ネコは臆病ですから浅い崖の方に降りるのが一般的です.ところが､能

動ネコは安全な浅い崖に降りますが､受動ネコはかなりの確率で危険な深い崖へ降りてし

まうわけです｡

これは映像メディアが､大脳レベルの問題を起こす可能性を示唆したものであるといえ

ます｡極端な例を言いいますと､ある母親がその赤ちゃんを､画面の向こう側に世界が広

がっているからといって一日中動かさないでビデオばかり見せていたらどういうことにな

るのか｡自分で動いて周囲の環境が変わるということを経験しなかったら､ネコの実験に

あるように脳レベルでの問題が生じることもあるのではないでしょうか｡今､3歳以下の

パソコン教育といったことがいわれていますが､本当にそれがよいのか一抹の不安があり

ます｡

次にネズミの実験を説明したいと思います｡図3に3つの龍がありますが､ 1つめは標

準的な箆のなかにネズミを3匹入れたもの､2つめは良くない環境のあまり動き回れない

ような箆の中にネズミを1匹いれたもの､3つめは広い箆中に遊び道具も置いて十分動き

回れる刺激のある良好な状態して12匹のネズミを入れたものです｡すると3つめの遊戯具

のある箆の中で動き回ったネズミの大脳皮質の重量が､他の絶ネズミに比べて重かったと

いう結果が出ました｡

これも運動量や周囲からの新しい刺激が脳レベルの変化をもたらすことを示すもので､

先程のネコの実験と同様将来の映像メディアが行動に及ぼす影響を示唆するものといえる

と思います｡
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図 1 携 帯電話 ･ポケベル利用者推 移

･一･を 一一PHS

198 9 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

各年度末の数値 ポケベル 96年は 9月時点

<移動体通信の ニーズ (97､ 郵政省郵政研 究所 ､吉井調査 ､MA)>
11外出時の連絡用 54.9(Yo)
2.たまたま安 く売 っていた 34.7

3∴ 某夜電話を家族 に迷悪が られすに受け るため 33.7

4.自分専用尾電話がほ しかった 28.0
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図2 インターネッ ト接続ホス ト数の伸び

http://vvv.nv.com/zone/hosts.gifより

Hosts

20000000
18000800
16000000
14000000
12000000
10008000
8000000
60口0800
4000000
2000000

0

図 6 参考図 テレビゲーム利用者推移

附ほぼ毎日 …,....享月 に1.2回 ･･蓬-:;::3わ か ら ない

.:i:::‡通に3,4回 崇 たまにする程度

'ssq通に1,2回 コ まったくしない

1996年調査

1991年調査

0 20 40 60 80 100
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図 7

糎 はだ卓E =J為に3･4回 S:玉にl･2旬 gB3月に1･2回

12-14歳

15-17歳

12-14歳

15-17歳

芸 た三にする亀昆コ 全くしない

0 20 40 60 80

図4･2･3 テレビゲームで選ぶ頻度 (絶務庁‡6年調査から)

l984 l989 ほS4

男の子 l立 芳茸 55% 野等 49% サ ッカー 59%

2位 サッカー 43% テレビゲーム 34% テレビゲーム 12%

3位 ド-/ジポール 27% サ ッカー 2S% 三ヲ買 25%

<jTi 鬼ごっこ.さく九んだ21% ド-/ジポ-A,2i% A-スケ-/トゴール 19%

5位 ポールこ≡ぴ 14% 克ごっこ.かく九んE_'20,日l克ごっこ.5}くれんは15%ド-/ジ京-ル15%

ヌ■の子 Z位 鬼ごっこ.かく九んだ31% 鬼ごっこ.かくれんだ3]% 完ごっこ.さくfLん''_>23%

Z位 ドッジボール 25% ドッジボール 17% テレピケ′-ム 18%

3位 ゴム飛び 14% トランプ 11% 享 -マン..JJを琵}_.17%

そjJ-i 芸しゃべりをする 14% 辛 .マンガを琵fJ11% 芸だちと旨す 15%

借 名元崖講 〔19a5.1990.1995〕上り作ま)

表 1.小学生のよくする道びの変遷
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表 1 友人とのつ き あ い 方

親友 友人
1982 1987 19921982 1987 1992

なんのか くしだてもな くつきあう 中学生 61.3 53.0 59.1 ll.6 11.4 12.5
高校 生 68.6 66.7 67.8 9.1 7.3 8.6

心の深いところは出さないでつきあう 中学生 22.8 25.5 21.9 40.3 34.3 37.4
高校 生 20.3 22.5 20.3 51.0 45.4 46.6

こく表面的につきあう 中学生 ll.6 17.5 13.2 46.8 52.5 46.9
高校 生 5.3 7.7 9.0 38.9 46.4 43.6

いない 中学生 2.8 1.6 1.6 0.0 0.1 0.1
高校生 3.6 1.8 0.7 0.0 0.1 0.1

図 10
別表5-2-l -■tlLi､老人とのつきあい方 (%)
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友たちの有無

遊び友だち 相談相手

いる いない いる いない

6

9

2
5

8

1

4

7

7

8
8

8

9
9

甘地1
90.3 8.2

91.2 6.6
92.3 6.2
96.2 3.7

96.4 3.5
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82.7 14.9
84.8 12.0-

86.0 11.午
89.1 10.4~

89.4 10.3
88.3 11.1
88.3 11.0

(東京都生活文化局1995)

総務庁 ｢青少年の連帯感などに関する調査｣(昭和45年～)

｢青少年の生活と意識に関する基本調査｣

一稔務庁青少年対策本部 『日本の青少年の生活 と意識一青少年の生活と

意識に関する基本調査報告書』1995
表4 友人の数(平均)

80 85 90 (95)

2.8 2.9 3.1 (4.8)

表 5 どんなときに隼堅 い孟感 じる7blS?→ ｢宅ôや仲間訂 声と95.｣ 9570 75 80 85 90

図 9

38.8 44.3 58.8 56.8 64.1 63.2

国表16 放友の鼓

いrJ･い
中学生 l人 2人-3人 4人-9人 10人以上

いな い
高枚生 1人 2人-3人 1人-9人 10人以

ー171-



表 6 父親 との会話の頻度

70年 75年 80年 85年 90年 95年
非常によ く話す方 6.0 9.2 9.8 ll.8 12.6 17.1
話す方 39.6 42.6 47.9 44.8 42.3 44.7

計 45.6 51.8 57.7 56.6 54.9 61.8

表 7 母親 との会話の頻度

70年 75年 80年 85年 90年 95年
非常によ く話す方 22.0 27.6 30.1 27.2 31.2 38.3
話す方 56.6 53.5 55.9 56.9 51.6 48.8

計 78.6 81.1 86.0 84.1 82.8 87.1
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蓑2 ｢友人関係の深さス ケ ール Iの平 均値 の 比 較

テレビゲーム''' 携帯電話書目 ポケベル事H
遊ぶ 0.64 ふだん利用 1.33 ふだん利用 1.21

… :pく.001 スケールの値は大きいほど深いつきあいを好む傾向を示す

裏3 パーソナル ･メディアの利用と心理傾向

諾 縄 講 等 ㌻ル
低+

パソコンテレビゲーム
低**事
低 目

忌避■
低H事

軽視H
XH'

共感性
コミュニケ-ショ ン 耐 性

直接対面忌避傾向
批判受容耐性

現実体験の軽視
感覚志向

局 '' ' 高 ' ' 事 高''

尊̀重◆ 尊重' 尊重=
小 事 小事

=■:pく･001 叫:9く･01 ～:pく･05 ー:pく･1

共感性あり
旦
副 >~~~了V-啓-A(-)'>携帯屯話●>ポケベル■

jミ上戸シ去ゾ耐性あり 性(女)- > テレビゲーム(-)'> 酢 符缶詰(-).>年齢(高)●

藍望窪蓋曇琵琶雷 雲藍肝 f gTi17憲 ,(;'患 盈 蒜,･, ポケベル-

感覚志向 年齢(低)'''> テレビトム書> ポケベル(-)*
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‥_ー‥_.._.ー‥_ai5*還 甥 _訳 慧票 哲 聖 個人利用率 所有率(射 個人利用率(%)
衛星放送受信装置 27.8 12.6 パソコン 23.8 11.1
ケーブルテレビ 13.7 9.7 ワープロ 40.8 12.0
ビデオデッキ 93.9 63.8 ファクシミリ 15.2 4.2
ヘッドホンステレオ 67.9 31.8 テレビゲーム 61.8 25.0
携帯用CDプレイヤー 30.8 12.7 携帯用テレビゲ-ム 19.7 3.8
携帯電話 ･PHS 29.3 12.5 電子手帳 18.5 5.1
ポケベル 28.6 18.7

総務庁 96年調査データの再分析)

表 6 各タイプと ｢友人関係の深さ｣

ケータイ派 マルチ派 キーボー ド派 映像派 マジョリティ ゲーマー

1.221 1.171 0.973b o.851b o.833b o.52b

分散分析で F‥pく.01 数値右肩の a,bは同記号間では pく.05の有意差がないことを示す｡

図 コミュニケーション関連心理特性 とコミュニケーションタイプ

h 共感性 - 一 一直接対面志向

~1---コミュウ-ション耐性 - 一一一批判受容耐性
現実体験の重視

ことば志向

ゲ ー マ ー
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図 2 特殊視覚環 境下 にお ける能動 ネ コ と受動 ネ コ

四肢 の動 きと視覚環境の変化 が リンク しな い受動ネ コ (P)は､視 覚 誘導 に よる行 動

で異常が生 じる 川ejd皇HeirL,1963,p873より).

Avoicanceofavisualclifftest

(視覚 的断崖テス ト)

77777777777-
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｢科学技術をどう伝えるか:テレビの場合｣ 平成 9年 10月23日

小野 直路

(日本放送協会科学番組部長)

1.NHK科学番組部の紹介

NHK科学番組部の小野です｡今日は､科学番組制作に当たっての､私どもの日ごろの

悩みのようなところを聞いていただければと思いますので､よろしくお願いいたします｡

先ほどちょっとご質問がありましたが､NHKの中には科学番組部と科学文化部がござ

いまして､科学文化部は記者のセクションで､社会部と併設するような形で科学文化部が

ありまして､科学技術庁のクラブなどには科学文化部の記者が人らさせていただいている

と思います.私ども科学番組部はディレクターといいますか､プロデューサーのグループ

でして､今､私も入れまして､60人弱ぐらいの人数で科学番組を日夜つくっているとい

うグループであります0

60人が多いか少ないかというのがありまして､我々は少ないということで､もっと増

やしてくれといつも言っているんですが､ディレクターが60人ぐらいいて科学番組をつ

くっているグループというのは､Lti界的に見ても､イギリスのBBCや､幾つかの非常に

大きな集団を除くと､まあまあそこそこの人数でして､そういう意味ではしっかり仕事を

しなきゃいけないと思っているところです｡

ちょっと自己紹介を兼ねて､私どもの科学番組部でどういう番組をやっているかという

のをご紹介させていただきたいと思います｡

まず､ 『ためしてガッテン』という番組はごらんいただいている方も多いかと思います

が､あれが科学番組かとおっしゃる方もいるかもしれません｡これは毎週水曜日にやって

いますが､昨日は台所のてんぷら池の火事の話をやりましたが､いわば非科学的な領域を

科学の視点で見るとどういうふうになるかということです｡昔 『ウル トラアイ』という番

組から始まりまして､ 『トライ ･アンド･トライ』とか､ 『くらべてみれば』とか､番組

のタイ トルはいろいろ変わっているんですけれども､同工異曲で､科学的に実用情報を出

していく番組ということでやっております｡去年ですと､14.9%ぐらいの平均視聴率が

ありまして､かなり定着している番組というふうに思っています｡ 『生きもの地球紀行』

という番組は､ご承知の方もおられるかもしれませんが､月曜日の8時からやっている自

然番組でして､これも6年目になっている番組ですが､自然番組としては定着しておりま

す｡この2本が､科学番組部の総合テレビのある種の看板番組ということです｡

そのほか､ 『ふるさと自然発見』 『きょうの健康』とございます｡それから､ 『クロ-

ズアップ現代』ですが､これは毎日ありまして､そのうち月に2本ぐらいが科学番組部の

担当です｡最近ですと臓器移植の話ですとか､コレラ菌が日本に結構うようよいるという

話もやったり､これもいろんな番組との混成部隊でやったりもしますので､私どもだけで
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はないんですけれども､そういう番組もやっております｡

それから､ぜひ宣伝させていただきたいのは 『サイエンス ･アイ』という番組でして､

あるいはごらんいただいている方もいらっしゃるかもしれませんが､教育テレビで土曜日

の夜 11時からやっている番組でして､どちらかというと他の番組がいわば一般視聴者向

けとしますと､この 『サイエンス ･アイ』という番組はイメージとしては企業などに勤め

る理科系の方々を対象にやっている番組です｡あとでも話が出ると思いますが､科学の情

報を伝えるときに､例えばDNAが出てきたときに､それをどこまで説明するのかという

のが結構ややこしくて､一々DNAというのはかくかくしかじかでというところからやっ

ていますと､最先端のところまで番組にしにくいというところがあります｡教育テレビで

『サイエンス ･アイ』を始めたときの心構えは､その辺の初歩的なところは捨象して､も

うちょっと最先端に届くところまで情報が出せないかということで始めています｡

大きく分けますと､いわば生活科学と自然番組､それから 『クローズアップ現代』や 『サ

イエンス ･アイ』などの､いわゆる科学番組が大体 3分の1ぐらいで､ほぼ20人ずつぐ

らいがそれぞれ担当している｡厳密に言うと､もうちょっと少ないんですけれども､そう

いう形であの番組をやっております｡

追々お話しさせていただこうと思うんですけれども､科学番組は､例えばほかのドラマ

とか歌の番組とか､あるいは 『コメディ- ･お江戸でござる』とかいうのをやっています

けれども､ああいう番組に比べると見やすい番組をつくるのが結構難しくて､その辺が 一一一

番の我々の悩みでありまして､その辺をところをきょういろんな角度からお話しできれば

いいかと思っております｡

2.科学番組は難しい?

実は､私は 1年半ぐらい前まで仙台放送局に3年はどおりまして､仙台にいますときに

は科学番組だけでなくて､のど自慢の審査員をやったりとか､それこそさまざまな番組を

すが､初めて ドラマをやってみて思ったのは､科学番組で名前が出るのと親戚のリアクシ

ョンとかが全然違うんですOこれほどドラマというのはポピュラーなのかというのをほん

られた番組をつくってきたつもりなんですが､親戚の人たちはようやくおまえもドラマの

中に名前が出るように出世したかというようなことを言いまして､大変不本意なんですが､

そういう状況があるわけです｡

何度か科学技術庁のほうの委員会とかに呼ばれて､議論の中に参加させていただいたり

もしているんですが､科学技術の理解をどう推進するかとか､あるいは理科系離れをどう

防ぐかとかという議論があるんですが､私どもの科学番組都､あるいは科学番組をつくる

という活動の1つの特徴があるとすると､あらゆるジャンルと同じ土俵で科学情報を出し
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ていかなきゃいけないということなんだろうと思うんです｡それで､私どもがいかにある

種の競争､これは厳密に競争と言っていいのかどうかわかりませんが､競争の中にあるの

かということをご説明したいと思います｡

例えば､1997年 10月8日の 『ためしてガッテン』なんですが､20時から始まり

ますけれども､20時の前後というのは民放ですとコマーシャルがある時間で､みんなが

チャンネルのボタンをぱっぱっと押しながら､次どこを見るがと選ぶ時間でありまして､

この時間に視聴率が大きく動いています｡この目は ｢血液さらさら｣という､視聴率的に

も結構よかった番組だったんですけれども､ずうっとぎくしゃくがありまして､結構後半

からぐうっと視聴率が伸びています｡この目は北朝鮮の金正日の就任か何かがありまして､

ちょっとずれて8時20分から始まったんですね｡だから､そういう意味ではちょっと特

殊なんですが､わりと番組を見始めたところから人がついてきたという感じになっていま

す｡毎日あくる日になるとこの表が届きまして､きょうはドリフにやられたとか､いろい

ろ恨みつらみを言いながらこれを眺めるんです｡もちろん視聴率がすべてだとは思ってい

ないんですけれども､総合テレビの8時台で 1本の番組を放送する以上､この視聴率とい

うのは非常に私どもも気になるところであります｡特に 『ためしてガッテン』については､

ある種科学情報をわかりやすい形に翻案していくというところにかなり心を配ってやって

いるわけです｡

それから､ 『生きもの地球紀行』ですが､これも民放各社の､例えば 『水戸黄門』であ

りますとか､10月の前半は特に特集が非常に多いシーズンでもありますので､7時台か

ら始まるような特集とか､なかなかすさまじい視聴率競争のただ中に我々の番組もあると

いうことであります｡こういう中で､日夜､どうやったら科学番組の視聴率がキープでき

るかということも､1つの私どもの課題としてやっているということでございます｡

そういう中で､特にテレビは非常に俗悪な番組が多いとよくいろんな方がおっしゃいま

して､これはある若い作家の言葉ですけれども､1人の人間のばかな部分だけを相手に視

聴率ばかりを気にし続けるのなら､私はテレビを捨てにいこうと思うということを言った

方がおられます｡だれに聞いてもそういうことを言うんですが､実はそういうふうに言っ

ている人もそういう番組を結構見ているというのが実態でして､そういう競争の中でどう

科学番組を出していくがということを､日夜､私どもは考えているところであります｡

それで､科学番組とほかの番組にどういう違いがあるのかということなんですけれども､

私もかれこれ科学番組に携わり始めて20年近くなるんですが､だんだん難しくなるとい

いますか､科学技術そのものが非常に高度になっていく中で､だんだん説明しにくい､あ

るいは説明に手間のかかる領域が非常に増えているというのは実感としてあります｡首で

すと､例えば野っ原に大きな家を建てて､それに火をつけてどういうふうに燃えるかとい

うのをやるとか､わりとわかりやすい領域が多かったんですが､最近はそれこそナノテク

ノロジ-でありますとか､言ってみれば絵にならない領域が増えていく､それから説明に

手間のかかるものが増えていく､あるいは相当の知識の積み重ねを前提にしないとなかな
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か番組を組み立てにくいものが増えていくという状況があるような気がいたします｡そう

いう中では､科学番組というのは作りにくくなっていくなというのが実感としてあります｡

それと裏腹ですけれども､判断に迷うような題材が非常に増えているということがもう

一方の実感でして､先日もやりましたけれども､臓器移植とか脳死というようなものをど

う考えればいいのかというところでは､昔のように白黒はっきり､悪いものは悪い､いい

ものはいいみたいな形の番組はなかなかつくりにくくなっているということも､科学番組

あるいは科学技術を伝えることを難しくしている1つの要因なんだろうと思っております｡

きょうもフランスのある放送局から､クロ-ンに関する国際共同制作の申し込みがEメ-

ルで入ってきまして､それを読んでいましたら､今どこの国とは言えないけれども､開発

途上国で密かに行われている人間のクロ-ンの研究を取材する予定であるということが書

いてありましたOうそかほんとうかわからないですけれども､非常にデリケー トな問題を

含む領域が増えているということも､科学番組を難しくしていることの1つの要因だろう

と思います｡

それと､どこまで科学の事実に厳密に番組をつくるかというところがいつも非常に判断

に迷うところでありまして､例えば二､三年前でしょうか､NIiKスペシャルで 『生命』

というシリーズを毛利衛さんの司会でやりました.最近はコンピューターグラフィックス

も発達してまいりまして､それこそ6億年ぐらい前の海の中のありさまをコンピューター

グラフィックスで見てきたように描いてしまうわけです｡確かにわかりやすくはなります

し､非常にビジュアルで､言ってみれば先ほど申し上げたような視聴率から言いますと､

ある種幅広くその番組を見ていただきやすくはなるんですけれども､その一方で､言って

みればイメージを固定化してしまうといいますか､それは現実には本当はない世界なわけ

です｡あんな密度でほんとうにいろんな化石になっている生物が生存していたのかどうか

とか､わからない不確定要素がありつつも､それを絵にしてしまうというところの一種の

後ろめたさといいますか､あるいはそこを踏み切るのかどうかというようなあたりにいつ

も迷いがあります｡どれが正解ということは基本的にないんだとは思っているんですけれ

ども､どこまで細かくやってもその中にはどうしてもある種の省略とか､うそとか､そう

いうものが入ってくるという問題がどうしても出てまいります｡この辺はもちろん科学者､

あるいは研究者の方々にご相談しながら､それこそ予算折衝ではありませんけれども､｢こ

こまでは表現してもいいでしょう｣とか､ ｢いや､それは無理でしょう｣とかというよう

なことを結構や り取りしながらつくっているのが実情です｡もちろんわかりやすくて､多

くの人に見ていただける科学番組をつくるということのメリットの一方で､付随してくる

ある種の副作用的な部分を常に内包しているということを､私どもも絶えず意識せざるを

得ないという状況であります｡

それから､先ほどもちょっと申し上げましたけれども､どこまでの情報は既にわかって

いるものとして扱うかというのもなかなか難しいところでして､いつもDNAが出てくる

ときには､必ず遺伝子をつかさどる細胞核の中に入った云々ということを説明するのか､
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あるいはこの間もNHKスペシャルでクローンというのをやりましたけれども､基礎的な

ところからやっていると､ほんとうにクローン技術の--番先のところまでなかなか行かな

いということもあります｡今やっております 『サイエンスアイ』を教育テレビで始めた我々

の中での 1つのメリットといいますか､心構えとしては､この番組は総合テレビとはちょ

っと違って､ある程度の知識を前提にした番組にしようということを考えたわけです｡そ

うは言ってもどこまで説明を省略してやるのか､どこまでをきちんと丁寧に説明するのか

というのは､実際上､大変迷うところであるわけです｡

3.科学番組の正しい作り方?

｢科学 ドキュメント｣という､昭和 53年から私どもの科学番組部の前身が始めた番組

がありまして､ほぼ10年ぐらい前にどういう番組をやっていたかというのを見てみます

と､私どもの感じでは､昌二は交通事故でありますとか､火事でありますとか､ガス爆発で

ありますとか､非常にやりやすいものが多くて､取り扱う事象も比較的単純なものが多か

ったような気がしているんです｡それが今､ 『サイエンスアイ』などでやっているものの

中には､それこそ新病原体プリオンでありますとか､結構説明に手間のかかるものが増え

ているというのが実態ですO

旨､ 『あすを開く』という番組がありまして､この番組は1960年代の後半ぐらいが

一応ピークでして､言ってみれば科学技術が我々のあすを開くというふうにわりと楽観的

に信じられていた時代の番組でした｡何年からだったかはっきり記憶がないんですが､私

は実際この番組はやってなかったんですが､担当者に聞きますと､60年代後半に入って

あすがなかなか開かないというのが担当ディレクターたちの口ぐせになってきて､それで

『あすへの記録』という番組に変わったんです｡

『あすへの記録』という番組から 『科学 ドキュメント』､それから 『クローズアップ現

代』という系譜があるんですけれども､そういう中で先ほど申し上げたようなある種の科

学技術そのものの複雑化と､あるいは判断のグレーゾーン化ということが進展していくプ

ロセスで､私どもの科学番組の制作も非常に難しくなってきたということであります｡

これは何回もいろんな方が議論をされたことだと思いますけれども､そういう中で我々

が科学番組の視聴者を想定するときの 1つのイメージがあるんです｡マラソン35キロ地

点のような社会というふうに考えているのですけれども､視聴者がスター トしてばあっと

あるところまで来ると､先頭集団はなおもそれこそインターネットだの､クローンだの､

新しい技術に向かって突き進もうとしている状況があって､一方にそれに取り嘩されて､

ずうっと後ろのほうからあえぎあえぎついていくという､いわば理解の及ばないものがど

んどん増えていくという状況が､今の社会の中に起こっているんじゃないかというのが 1

つの実感としてございます｡そういう中にどういう番組を出していくのかというところが､

この間も聞いていましたら､インターネットの中の 1年はほかの社会の7年に当たると
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かいう話もあって､この間も教育テレビでアメリカのインターネットの話を取材したグル

ープがありましたO取材して帰ってきて放送を出すまでに2カ月ぐらいたつと､その間に

アメリカのほうの状況が変わっているという､35キロ地点の先頭集団のすさまじい速度

の一方で､これはある会社の中での笑い話ですけれども､ある管理職くらいのクラスにパ

ソコンを配っているんですけれども､ある人が盗まれるということを心配して､ちゃんと

管理しているんだろうなと言ったら､ずうっと机の中にかざをかけてしまってありますと

いう人がいるぐらい､いわばある種の幅が出ているということがあると思うんです｡

いわゆるトンデモ本というのがなぜはやるのかということも､35キロ地点で先頭集団

がはるかに遠くへ行ってしまって､先頭集団と自分との間のはるかなギャップの中に､そ

の不安を埋めるような形で生まれてくるものなんじゃないかということをふと考えること

があるんです｡

トンデモ本とのいわば闘いといいますか､ トンデモ的科学､括弧つきの ｢科学｣ですけ

れども､そういうものと､科学番組を私どもが出すということはある種 トンデモ本みたい

なものがはびこるということに対して､正しい科学の知識を植えつけていかなきゃいけな

いということを使命としているとある種自覚をしているんです｡けれども､トンデモ本に

ありますような､例えばアトランティス大陸があって､そこに王国が存在したというよう

な何の根拠もなく伝えられるトンデモ的知識と､我々が伝えようとするアインシュタイン

の宇宙論みたいなものとの区別は一体何なのかということが､ある種非常に深刻な問題と

して､私たち科学番組をやる人間にも突きつけられていると思うんです｡

そういう中で､科学番組のいわばマラソンの35キロ地点で非常にばらけた視聴者の中

のギャップをどう埋めていくかという仕事をしていかなきやいけないというのが､今日の

社会における科学番組のある種の使命ではないかということを考えているわけです｡

なかなか回答はないんですけれども､その中でちょっと考えていますのは､いわゆる宇

宙にはブラックホールがあります､あるいはビッグバンで宇宙が生まれましたということ

を言うだけでは､アトランティス大陸がありましたということとどう違うのかということ

がどうも気にかかっていますOこの辺はところはひょっとすると､今､私たちが科学番組

で伝えようとしている科学的事実と称するものがどういう検証を経て成り立っているもの

かという､言ってみれば発見のプロセスみたいなところをきちんと伝えることが大事なの

かなということを何となく最近考え始めています｡科学の知識をいわば知識として伝える

ということ自体ですと､何となくトンデモ本とか､オウムでありますとか､あるいはアメ

リカのヘブンズ･ゲイ トですとか､科学に結構近いところの人たちの中にある種蒙昧が忍

び込むという､現代の社会の状況みたいなものがありましたが､これに科学番組がどう立

ち向かうのかということを考えるときに1つ大事なのは､検証のプロセスといいますか､

あるいは発見のプロセスみたいなことを伝えるということでもいいと思うんです｡必ずし

もいつもそういうことができているとは思えないんですけれども､ある種そういう科学者

たちの物語を伝えるということの大事さみたいなものを感じておりまして､それが唯 一の
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回答になるとも思えないんですけれども､私どもが努力していかなきゃいけないことの 1

つなのかと思っているわけです｡

立花隆さんが臨死体験という番組を 『NHKスペシャル』でなさって､そのあと2冊の

非常に分厚い本を書かれたんです｡あの本の冒頭に 『NHKスペシャル』で番組をやった

と､しかし､テレビという媒体は情報をちょっとしか伝えられない､原稿用紙にすると三

十数枚しかないと書いておられます｡確かにそうなんです｡50分の番組というのは､番

組としては非常に大きな番組なんですが､それでも原稿用紙に直すと､インタビューの記

事とか､インタビューの音声とか､そういうのも全部原稿に書き起こしたとして､せいぜ

い400字詰め原稿用紙に三十数枚分なんです｡立花さんが臨死体験で書かれた本はおそ

らく800枚とか､2冊だともっとあるかもしれませんね｡非常に大部の本を書かれたわ

けです｡

それで､立花さんはテレビはせいぜい原稿用紙数十枚にすぎないとおっしゃったんです

が､これは私どもテレビ屋にとっては1つのいい意味でのチャレンジでありまして､三十

数枚にすぎないテレビの情報の中で何ができるかということを私どもとしては考えなきや

いけないというところがございます｡そういうことで言いますと､今､申し上げたプロセ

スを伝えるということは1つ非常に大事だと思っているんですが､今､はるかかなたに去

っていきつつある科学技術の先頭集団といわば一般市民といいますか､後続集団との間を

埋める1つの手段として我々が意識しておりますものは､ハ- ドウエアになるのか､ソフ

トウエアになるのかわかりませんが､科学技術を説明するための表現手段の開発が非常に

大事だろうと思っていますOサイエンス･ビジュアライゼーション(ScienceVisualizat=)n)

という言葉があるかどうかはっきりは知らないんですが､あまり正確ではないんですけれ

ども､いずれにしても科学の成果をどうわかりやすく映像化していくかというのは､先ほ

どもちょっと申し上げましたけれども､ある種の諸刃の刃を含みながら科学技術を単純化

してしまうとか､映像化した途端に､そのことによってイメージが固定されてしまうとか､

ある種の副作用を含みながらなんですけれども､非常にすさまじい勢いで進んでいくフロ

ントと後続集団をつなぐ1つの手だてとして､特に私ども科学番組に携わる者としては､

表現手段をきちんと開発していくということを考えていきたいと思っているところであり

ます｡

4.科学技術は誰が伝えるのか 理科系?文科系?

いわばすさまじい速度でフロントを走りながら､なおかつ後続との間のギャップをどう

埋めていくがということは､高度に科学が発達していけばいくほど､社会が持っていくあ

る種の宿命的な課題になっていくんじゃないのかというのが､何十年か番組をつくってい

る中での 1つの予感といいますか､実感的な気持ちなんです｡私ども科学番組を作ってい

る者も､そういうことを実感しているということを､ぜひきょうお伝えしたいと思ってま

いったわけですが､これはおそらく科学番組をやっている私どもだけの問題ではなくて､
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おそらく科学者あるいは技術者､科学技術に携わっている人たちがこれから相当考えてい

かなければならない1つの課題になっていくんじゃないかと思っています｡

話を少しそらしますけれども､科学番組部は先ほど60人ぐらいと申し上げましたけれ

ども､その中で時々論争がありまして､理科系のほうが科学番組のディレクターとして向

いているのか､それとも文科系のほうが向いているのかという議論があります｡私は文科

系なので､文科系のほうがわか りやすい番組をつくるんだ､わからないやつが作ったほう

がいいんだというのは､これは単なる立場の問題なんですけれども､やっぱり科学という

もの､あるいは科学技術というものはちゃんと専門的な訓練をした人間が説明すべきだと

いう考え方は一方に当然あるわけです｡それは確かにそういう部分が一方にあるんですけ

れども､これはなかなか結論の出る問題じゃなくて､大体いつも半々くらいで､別にそん

なに深刻な対立というものでも全然なくて､半分冗談めいた議論なんですが､ただ科学技

術の情報をいわば後続集団に伝えるという作業は､必ずしも易しいことではないというこ

とだけは､はっきり言える｡だんだん難しくなる｡いわば技術者なり研究者なりが片手間

でできる仕事でもなかなかなくて､そのことに取り組もうとすれば､それはそれで､研究

者でも､あるいは文科系のテレビ屋でもいいんですけれども､結構本気で取 り組まないと

なかなか生易しい仕事ではないという気がしております｡

例えば学会の発表というのがありますけれども､OHPなどを使って非常に短い時間で､

結構コンパクトにやっていきますね｡あれは言ってみれば､ある学術的な言葉であります

とか､相当な知識のレベルのところまでは､お互いにわかり合っているということを前提

にして話が進むわけですけれども､いわばそういう説明といいますか､プレゼンテーショ

ンは､ある種研究者なり科学者なりの中での訓練はきちんと成り立っているんだろうと思

うんですけれども､そこから外への説明がなかなかまじめに取り組まれているということ

は少ないんじゃないかという気がしています｡

あるとき､私の理科系の友人が私の家を訪ねてきたときに､僕はまさか科学番組をやる

とは昔は思ってなかったんですが､こういう仕事をやり始めてから理科系の領域の本が私

の本棚にも増えたと思っていまして､それで本棚を指して､おれの本棚も理科系の本が増

えたろうとそいつに言ったら､そいつがそれをばっと見て､啓蒙書ぽっかりじゃないかと

言ったんです｡

その啓蒙ということに僕は非常に引っかかりまして､啓蒙という言葉の中にある種含ま

れている､何と言ったらいいかわからないんですが､つまり啓蒙というのは片手間でやれ

ばいいことなんだというような､あるいは啓蒙ぽっかりやっているようなやつはろくな研

究者じゃないというようなことでしょうか｡これは確かになかなか難しいことなんですけ

れども､我々もテレビによく先生に出ていただいて､何度も何度も出ていただいていると､

その先生は学界の中でうとんぜられるというところもあったり､いろんなことが出てくる

んです｡この間､カール ･セ-ガンという方が亡くなりましたけれども､あの方も科学の

普及に貢献された方だと思うんですが､必ずしもアメリカのアカデミズムの中では第---一級
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の評価をされてなかったという部分もあって､亡くなってからそのことを再評価するとい

う動きが出ているように聞いています｡いわば本気で科学の世界の外の人に物事を伝える

というところを､これまで以上に本気で考えていくことが必要なんじゃないかということ

を非常に強く感じているわけです｡

それは文科系かどうか知 りませんけれども､我々の科学番組のグループは､いわば科学

技術の領域の外からそういう努力をしたいと思いますし､科学技術の中からも外に対して

ある種の説明といいますか､いわば後続集団への呼びかけみたいなものが､ますます必要

になってくる世の中になっていくんじゃないかと思っているわけです0

5.それでも科学技術は伝えなければならない

科学番組がNHKに必要だということを､我々もNHKの中で予算を獲得したりすると

きにいろいろ説明しなきゃいけないということがありまして､そういうときに､今､申し

上げてきたようなことを幾つか説明するんですけれども､4つぐらい最後にここで申し上

げたいと思いますOこれとは別に､いわゆる理科系離れをどうするかということが､一方､

科学技術施策の大事な項目の 1つにあるかと思うんですけれども､きょうはその話をあま

り申し上げる時間もないと思いますし､4つほど思いつくことをお話しします｡

1つは､この間､スタンフォー ド大学で､1947年にオッペンハイマーとか､かくか

くたる物理学者が集まりを持って､それから50年ぶりに同じ物理学者がスタンフォー ド

大学でまた集まりを持って､その次はあとまた50年後に集まりを持つという話が載って

いる記事がありました｡ 1947年のオッペンハイマーとか､すごい人たちが集まってい

るんですが､わずか50年前の世界を代表する物理学者たちが､当時はまだDNAの構造

も知らなければ､ トランジスターというものもまだ存在してない世界に生きていたという

ことがニューヨ-クタイムズの記事に書いてあるんです｡

そうすると､仮に100年前にしますと､今度はまたそれこそ銀河系の構造というよう

なものもわからないLということがあって､そういう意味では我々一般の市民レベルの人

でも､50年前の世界的な物理科学者が知らなかったことを知っているというすごい時代

なんだということも逆にあると思うんです｡そういう意味では､科学なり技術なりのフロ

ンティアがすさまじい勢いで広がっていくとすれば､そのありさまを現代に生きている人

に伝えないと､現代に生きている人たちは現代に生きている甲斐がないんじゃないかとい

うのが私は基本的にありまして､科学なり技術なりが開拓していく世界のある種のエキサ

イティングな側面を現代人のあかしとして知ってほしいということが､まず 1つあるんで

す｡

それから､先ほど申し上げましたけれども､科学に非常に近い領域に生きている人たち

の中にさえ入り込みやすいある種の迷いといいますか､蒙昧といいますか､そういうもの

をどうしていけばいいのかというのは､高度な科学技術社会は宿命的に抱え込んでいかき

なやいけない課題だと思いますので､ある種そういうものと､いわばトンデモ本との我々
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の伝えようとするものとの区分けも非常に大きな課題だと思っているんです｡

そういうものも含めてだと思うんですけれども､科学リテラシー (literacy)という言

い方を最近しているんですoリテラシーというのは､それこそさっきの机の中にパソコン

をしまい込んでおく人は､多分リテラシーがない人だと思うんですけれども､コンピュー

ター ･リテラシー､それから最近､私どもの領域でよく言うのはメディア ･リテラシーと

いう言葉でして､いろいろ ｢やらせ｣という問題が出ることがありましたけれども､ある

種映像メディアなり､あるいはメディアに対する批判力といいますか､批評力といいます

か､そういうものの必要性が言われているんです｡コンピューター ･リテラシーとメディ

ア ･リテラシーと､いわばメディアに対する批判力と理解力というふうに考えると､科学

に関してはその両方がある種必要なんだろうなと思っております｡そういうものを私も含

めて身につけるということを､科学番組が果たしていけるといいなと思います｡科学番組

の制作みたいなものも､ある種一般の人々のリテラシーのレベルを上げていく必要がある

んじゃないか｡

プして走ろうとしているときに､後続は､あるいは後衛は息切れしているという状況の中

で､これは科学技術に限らないと思うんですけれども､ある種のコンセンサスの形成がま

すます困難になっていく社会なんじゃないかということを感じています｡先ほどのいわば

クローンをどうするのかとか､あるいは脳死問題をどうするのかとか､なかなかグレーゾ

-ンが多くて､コンセンサスの形成はあるいは夢物語なのかもしれないと思うんですけれ

ども､そうは言っても常にコンセンサスを求めるということは､こういう世の中であれば

あるほど必要なことではないかと感じております｡非常に大きな口をきくようですけれど

も､私どものやっている科学番組も､先頭集団と後衛が離れていけば離れていくほど､そ

ういう仲立ちとしてある種の役割を果たしていければいいなということを日々感じながら､

実際には次のネタをどうしようかと頭を悩ませながらやっているのが実情ですけれども､

そのようなことがふだん考えていることであります｡放送局の人間ですので時間ちょうど

に話を終わりますが､以上でとりあえず私のお話とさせていただきます｡どうもありがと

うございました｡
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｢新しい科学技術論STSの台頭｣ 平成9年 10月 30日

中島 秀人

(東京工業大学大学院

社会理工学研究科助教授)

1.はじめに

東京工業大学の中島です｡

最初に､私が現在所属しております学科について若干紹介をさせていただきたいと思い

ます｡一昨年､東京工業大学の改組が行われまして､｢大学院社会理工学研究科｣という

組織ができました｡東工大の中で多少とも人文社会系に関係のある人はこの研究科に所属

することになりまして､社会工学､経営工学､教育や体育の先生方､その他哲学や社会学

といった一般教養の方々が集まりました｡私ども科学技術史関係の教官は､社会理工学研

究科の経営工学専攻というところに分属されたわけです｡細かく言いますと､その中の技

術構造分析講座というところに所属をしております｡

私が東工大に赴任してまいりましてから､約2年になりました｡それまでは東大の先端

研におりまして､村上陽一郎先生の助手を随分と長くやっていましたO先端研では､｢科

学技術倫理分野｣というところに所属しておりました｡

しょっぱなから脱線で恐縮ですが､私が大学院を出たころは､いわゆるオーバー ドクタ

ー問題というのが非常に激しくて､どんなに運のいい人でも､3年間は就職を待たなけれ

ばいけなかったのです｡その後就職状況は好転したのですが､今度はなるべく若手を採用

しようということで､彼らが先に就職をして､我々はえらい冷や飯を食いました｡僕らが

助手の時代に､助教授で我々よりずっと若い人が来まして､えらくひどい目にあった｡今

はちょうど官職と年齢が見合うように調整する過程に入っています｡いずれにしましても､

この時期に文部省のとった政策についてはふんまんやる方ないところが個人的にはありま

す｡そういうこともあって､科学技術政策には､人材計画という方向から興味が以前から

ありました｡

2.回顧日本のSTS事始め 一自分史と重ねて-

(1)STSとは

さて､STSというのは何であるか､ということをお話しするわけですが､STSとい

うのは､非常に聞きなれない言葉ではないかと思いますC最近､ようやく人口に胎灸する

というか､この言葉がちらほらとは世の中で聞かれるようになってまいりましたoまず､

STSという言葉の非常に外形的なことから申しますと､これはサイエンス ･テクノロジ

ー ･アンド･ソサエティ-(ScICnCeTechnologyandSociety)､あるいはサイエン ･アン

ド･テクノロジ- ･スタディーズ(ScienceandTechnologyStudies)という言葉から作ら
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れた略語です｡実は､どちらの略語と考えるかは､STS関係者それぞれの思い入れがあ

るのです｡いずれにしても､その思い入れをある意味で捨象して､どちらの立場の人もS

TSという言葉を使っております｡その思い入れについては､後ほどだんだん触れてまい

りますけれども､2つの流れが融合して､とりあえずはみんなで一緒にやっていきましょ

う､ということになっているのが現状です｡

私は､元来は科学技術論の人間ではありません｡最近､科学技術政策の方々とも親しく

させていただいてはいますが､もともとは歴史家でありまして､ニュー トンの研究者とし

て出発しましたo著書としては､『ロバー ト･フック ニュー トンに消された男』(朝日新

聞社)であるとか､朝倉書店版の 『ロバー ト･フック』などを書いてきました｡つまり､

純粋の科学史家として人生を歩んできたわけです｡歴史家であるべき人間がなぜsTSと

いう分野に関心を持ち､そちらの方向にだんだんずれてきたか､それをレジュメに書きま

した｡

配布資料の 1ページ目は､今日のお話の基本構成を示したものです｡それから､2ペー

ジ目が年表的なことでして､これには私的なことも書いてあります｡これに加えてまだあ

と3ぺ-ジありまして､計5枚の資料を用います｡話の進行としては､私のパーソナル ･

ヒス トリーについて説明しながら､STSとは何かを解説したいと思います｡STSとい

うのは､やっている本人にもわからない部分があります｡わからないがゆえに､ずるずる

と引き込まれてきたようなところもありまして､何か謎の女に引っかかっていく男みたい

な感じもしないでもありません｡何か奥が深そうである､というような感じを持っており

ます｡

あらかじめお断りしたいのですが､今日のお話は､私の理解した限りでのSTSに過ぎ

ません｡私の解釈がひどく間違っている､と声高に言われている方もいらっしゃいます｡

それはそれでいいんですが､STSは非常に幅広い分野ですので､物理学の定義は何かと

いう議論同様､定義論に端から入ってしまうと､内容が貧困になってしまいます｡ですか

ら､他の意見もあることを当然の前提として､私自身のSTSの理解をご紹介したいと思

います｡

私が科学史家になろうと思いましたのは､1970年代の高校生のころでした｡当時､科学

史というのは多少流行を見せておりました｡日本大学の贋重徹先生という大変有名な方が

活躍しておられた｡贋重先生は若くして亡くなられたわけですけれども､虞重先生が書か

れたものなどを見まして､科学史というのは何となくおもしろそうだわい､と思ったわけ

です｡これとは別に､分析哲学系の科学論もはやっておりました｡理工系を目指す学生と

して､科学とは何かという哲学的な議論がおもしろかったということもあって､こういう

分野に関わることが将来できたらいいな､と思ったのを覚えております｡

ところが､希望がかなって科学史の学科で勉強を始めてみますと､自分が予想していた

のとは大分違う｡単なる違和感ではなく､どうも根本的に違うのではないか､と感じまし

たO贋重徹先生などが書かれている科学史は､一面で非常に学問的な科学史ではあるわけ
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ですが､一方で科学批判一一批判というのは､いわゆる悪口を言う意味での批判ではなく

て､カント的なクリティーク､つまり､科学の基礎を検討するという批判--の部分があ

る｡つまり､科学の将来をどうするのかということについても必ず一家言ある｡それが科

学史である､と最初は理解をしていたわけです｡

ところが､専門的に科学史を始めてみますと､意外なことにそういうことはご法度であ

りました｡当時は冷戦華やかなりしころでありまして､科学に対して疑問を呈するなどと

いうのはとんでもない｡つまり､科学批判などというのは､大学紛争で暴れている学生に

やらせておけばいい､という感じでした｡科学史家のやるべきことは､科学の原典を毎日

読み､それに関するアメリカの文献を読み､そして学者的なディスカッションをすること

であると見なされていたわけです｡科学と社会の関係についての研究で例外的に許されて

おりましたのは､科学と宗教の関係の研究だけでした｡私は元来抹香臭いのが嫌いな人間

ですので､宗教の話をされるとうんざりする｡そんなこんなで､何か変だなという印象は

ずっとあったわけですが､何となく勢いで大学院まで進んでしまいました｡

これでいいのかと素朴には感じていましたが､やがてそんなことより就職が大変だとい

うことに今度は気が向いてしまった｡今では信じられないことでしょうが､当時は､有能

な先輩が､5年も6年も就職浪人していました｡昨今では､逆にあんなにできない人がど

うして大学に就職できるんだ､ということも多いようです｡あの頃は､あれだけできる人

が就職浪人しているのだから､自分には十年ぐらいは就職はないかもしれないと､そっち

の悩みのほうが先に立ちました｡

(2)ザイマンの著書との出会い

そんなある日一一確か 1985年頃のことだと思いますが､東大の教養学部で化学を教え

ておられた竹内敬人先生からお電話をいただきましたO竹内先生の授業には何回か出席し

たことがあるので､お互いに顔と名前ぐらいは一致していたと思います｡いずれにしても

突然のことでしたので､何ごとかと思って出かけていきましたところ､英語の本の翻訳を

手伝ってくれないか､ということでした｡竹内先生は､奥様が科学史を専攻されていたと

いうこともあって､もともと科学と社会ということに大変関心を持っておられました｡学

生時代には､先生ご自身が科学史の学科に所属されていて､途中で化学に専門を移された｡

竹内先生の研究室にうかがいますと､先生は､おもしろい科学論の本があって翻訳をしよ

うと思っているんだけれども､一緒に翻訳を担当するはずだったオーバー ドクターの学生

の就職が決まってしまい､人がいなくて困っている｡だから､その人の代わりに手伝って

くれないか､と言われたのです｡そんなこんなで翻訳のお手伝いをすることになったのが､

ジョン ･ザイマンの 『科学と社会を結ぶ教育とは』という著作でした｡この翻訳は､現在

産業図書から出版されています｡

ご存じのように､ジョン･ザイマンはノーベル賞級の物理学者であります｡科学者とし

てはすでにほとんど引退していますけれども､イギリスの科学政策で重要な機関であるサ
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イ工ンス ･ポリシー ･サポー ト･グループ (spsG)を指導しているのは彼ですoパブ

リック ･アンダースタンディング ･オブ ･サイエンスというプロジェクトが､SPSGの

協力も得てジョン ･デュランなどの手で盛んに進められていますが､その東で糸を引いて

いるのもジョン ･ザイマンであります｡ザイマンは､サイエンス ･エスタブリッシュメン

トの頂点に立つ人間の一人として､現在の科学技術政策を考えているわけです｡

ザイマンの 『科学と社会を結ぶ教育とは』を翻訳したのは､私の研究の大きな転回点で

した｡ザイマンは､何かつかみにくいものではあるけれど､新しい分野を提唱しているの

だという印象が強く残 りました｡ザイマンには 『社会における科学』(草思社)という有

名な本を筆頭に､かなり多数の科学技術論の本があります｡しかしSTSという言葉を私

の頭に焼き付けたのは､後で振 り返ってみますとこの本です｡

ザイマンの本を翻訳した少し後で､科学史を専攻している先輩達の誘いで､科学史の教

科書を作るプロジェクトが始まりました｡私もめでたくオーバー ドクターとなった時期で

す｡この教科書は､北樹出版というところから､1987年 3月に､『サイエンスを再演する』

というタイ トルで出版されました｡これを作るときに､普通の科学史の教科書ではつまら

ないので､現代社会と科学技術に関する内容も入れよう､ということになりました｡最初

は著者連名で出版しましたが､数年経って見ると,STSと関係が深いということで､著

者の名前を ｢フォーラムSTS｣という団体名に変えました｡知らず知らずのうちに､ザ

イマンを通じてSTSの影響を受けていたわけですOこの教科書は幸いにして随分売れま

して､これまでに1万部以上印刷しており､現在でも逐次増刷しています｡

(3)東大先端研への就職

私のオーバー ドクタ-生活は3年半ぐらい続きました｡そんなあるE]､大学院生のとき

の指導教官だった村上陽一郎先生からお電話がありました｡そして､新しくできた東大の

先端科学技術研究センターの助手に採用されることになり､社会-科学技術相関大都門の

科学技術倫理という分野に配属になりました｡先端研は基本的にはハイテクの研究センタ

ーですが､これからはエンジニアリングの未来を論じる人､社会とのインターフェースを

論じる人もいなければいけないんだということで､吉川弘之先生であるとか､猪瀬先生で

あるとか､竹内啓先生といった諸先生が議論されて､人文社会科学のポス トを作られたと

伝え聞いております｡そのポス トは､工学部の余りポストをやりくりしたそうです｡工学

部というのはいつも空き定員があるのだそうで､こんな芸当ができたのです｡工学部では

大学院に来る人､博士課程に来る人が少なくて､いつも教授などの人事に困るそうです｡

理学系からは信じられない話です｡

社会-科学技術相関人部門には､科学技術産業相関､情報技術社会相関､科学技術倫理

の3つの講座がありました｡そのころは生命倫理のようなものが新しい分野として大変に

はやっていました｡そんなこともあって､科学技術倫理という講座ができたわけです｡児

玉先生がいらっしゃる科学技術論 ･科学技術政策分野が後から加わって､今では4講座に
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なりました｡児玉先生の講座は大学院講座です｡人文社会科学の分野はますます拡張され

て､最近法学関係の講座もできたということです｡

(4)STSに関心を持つ人々との出会い

さて､先端研に行ったのはいいんですけれども､いろいろと戸惑いました｡まず､科学

技術倫理というのは何なのか戸惑ったわけです｡当初は､米本昌平さんなどもお呼びして

一緒に勉強会をやったりしていました｡そのころは､米本さんも今と違ってまだそんなに

偉くはなかった｡まあ､多少偉くなりかけという感じでしょうか｡私の部屋でやっていた

毎週の研究会にひょいとあらわれるなんていうこともあって､あれこれと議論しました｡

米本さんは､もう生命倫理は終わりにして､そろそろ地球環境問題に移ると言っておられ

た｡まさか､岩波新書で地球環境問題についてあんないい本を書かれるとは思いませんで

した｡

私の戸惑いの一つの理由は､生命倫理の勉強をしてみて､それが肌に合わなかったこと

です｡それに加えて､生命倫理を研究している人が好きになれなかった｡つきあってみる

と､どうも生命倫理をやっている人は暗くて､話をしているとうんざりしてきちゃうんで

すね｡話題は病院の話なんかが多くて､しかも､科学はあれがだめだ､これがだめだとい

う否定的な議論ばかり｡何かちょっと自分とは違う｡だから､おれはこれはやらないぞと

思ったわけです｡生命倫理の問題自体は大事だとは思いましたけれども､自分のやること

ではない｡

科学技術倫理は生命倫理だけではないはずだし､生命倫理というのは､今ははやってい

るけれども､どうせみんな飽きるに違いないと感じました｡そこで､もうちょっと入 り口

の広い学問ができないだろうかと考えるようになった｡結論的に言うと､そんなこんなで

昔から頭の底に沈殿していたSTSという言葉が急に浮かび上がってきたのです｡

そのアイディアが浮上したのには､偶然のきっかけがありました｡最近まで政策研で科

学技術特別研究員をやっていて､現在常盤大学の講師の松原克志君が､突然面会を申し込

んできたのです｡改めて昔の手帳を見たら､1989年 9月 29日のことです｡彼は当時､東

京工業大学の博士課程の学生でありまして､修士課程では環境化学を専攻していた｡環境

化学は分析化学の-一種で､彼は分析が大変うまいんですけれども､だんだん関心が広 くな

って､環境教育のようなものにも関心を持つようになっていた｡そんなおりに彼の指導教

官が定年退官して､今度は社会工学科というところの博士課程の先生についた｡ところが､

やっていることが違いすぎるので､どこかで幅広い研究をしたい｡現在の環境問題は､純

粋科学だけではなくて､社会的な要素をたくさん含んでいる｡だから､両方に目配りして

やらない限りだめなのではないか｡そういう研究がもしも東大の先端研でできるならば､

置いてもらえないか｡彼はそんなことを言って帰ったわけです｡

こうして松原君が研究室に出入りするようになりまして､大体2週間に1度勉強会をし
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ました｡関心のあるテーマについての論文を彼が持ってくる｡それを最初は--一緒に読んで

いました｡彼はいろいろな人に聞いて､適当な論文を拾ってきたんだと思うんです｡おも

しろいことに､それにもSTSという言葉が出ていました｡つまり､環境教育のようなこ

とをやっている人もSTSと関わっているらしい｡科学技術論以外の領域にも､STSと

いうのはあるらしいということに気がつきました｡

そうこうしているうちに､福岡教育大学の小林博司さんから連絡がありました｡先ほど

触れました､『サイエンスを再演する』という教科書を作ったときのメンバーです｡その

方が科学教育関係の学会に出席したら､｢理科教育とSTS｣という発表をした人がいる

という｡その人がすごくおもしろいから､一度会ってみたらどうかと言われました｡その

方は､茨城大学の小川正賢さんという大変切れ者の先生です｡後で分かったことですが､

小川先生は､教育学の世界で海外でもちゃんと通用する珍しい人材です｡

さっそく松原君と茨城大学に出向いて､小川先生とお話をしました｡小川先生は､京都

大学で農学を勉強されて､非常に良い研究をされたのですが､農学は飽きてしまった｡農

学はディシプリンとして確立していて､こうやればこうなるとわかった｡学生時代にちゃ

んと論文も書いて､農学博士をとったんだけれども､自分が知りたい生命の不思議は農学

では分からなかった｡そこで､科学とは何かという問題に突き当たり､教育学部に来た｡

それ以来､異文化と科学であるとか､アフリカの未開社会における科学とか､イヌイット

の科学観とか､おもしろいことを研究されています｡その過程で､STSという分野に出

会われたそうです｡

こうして､松原君や小川先生との出会いを通じて､科学技術論に限らず､環境教育や理

科教育の分野もSTSと関係があるということを知るようになったのですO後で改めてお

話しますが､このようなことと並行して､海外にSTS関係の団体があることも知るよう

になりました｡NASTSとか､イース ト (EASST)というものですが､それらの会

合にも､偶然の機会や友達の紹介で参加するようになりました｡

(5)STSNetworkJapanの発足

さて､松原君が先端研に出入りするようになったころのことですが､当時は研究室が予

算的にかなり苦しいときでした｡先端研は金銭的にはむしろ大変恵まれているのですが､

ちょうど研究室の立ち上げの時期で､机や椅子の購入のために､予算を使い果たしていた

のです｡備品を研究室に買わせるの大学の習慣は､私には全く理解できないですが､いず

れにしても､松原君の研究のために使うお金がなかった｡それなら､研究運動をプロモー

ションして､いろいろな財団に申請をしてお金をとろうじゃないかということになりまし

た｡いままで述べましたような経緯で､STSというのに関心が出てきていましたので､

STSに関係する組織をでっち上げてみようと松原君と打ち合わせたのです｡そのような

話を､『サイエンスを再演する』を一緒に作った関係者､あるいは小川先生などに相談し

たところ､いいじゃないか､やろうやろうということになりましたO
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そのための最初の集まりは､上智大学の笠耐先生にお願いして開催しました｡笠先生は､

科学技術論の実験的教育をやっておられまして､松原君と面識があり､また私の上司の村

上陽一郎先生の知り合いでもあります｡1990年 3月 26日に上智大学で開催したこの会合

は､STS懇談会と称しました｡科学史や科学教育関係の知人などに声をかけては見まし

たが､正直のところ 10人集まるか､20人集まるか､想像もつきませんでした｡ところが､

ふたを開けてみますと､54名の方が集まった｡顔見知りの人も､顔見知りじゃない人も､

たくさんの人が集まってくださったのです｡いずれの方も､既存の科学史､科学教育､環

境教育などの現状に満足しておられず､科学と技術と社会の関係について別の角度から一

言いいたいという感じでした｡そして､STS懇談会などという中途半端なものではなく､

ちゃんとした組織を作るべきだと言う話になったoそのことが決まり､すぐにSTSNetwork

Japanという横文字の名前で呼ばれるようになりました｡名前を考えたのは私ですが､名

前を選んだ経緯については､忘れてしまいました｡

さて､組織は発足したものの､肝心のSTSのイメージが余 りはっきりしていないこと

がすぐに明らかになりましたOそこで､各々のメンバーのSTSのイメージを出し合った

り､海外のSTSの活動を報告したりするために､公開シンポジウムを実施することにし

ました｡当初は年4｢司も開催しており､我ながらがんばったものだと思います｡その後､

シンポジウムは年2回程度になっています｡STShTctworkJapanのパンフレットも出来ま

して､さらにお知らせや意見交換のためのニューズレターも創刊されました｡ニューズレ

ターは､現在も年4回出ていますOそれから､1990年から大体年に1回ずつ､活動の記録

を収めた厚い 『イヤーブック(Yearbook)』を出しています｡その刊行などのために､地球

環境財団に予算を申請しましたところ､近藤次郎先生の目にとまりまして､さっそくお金

をいただくことができました｡

ちょっと脱線しますと､『イヤーブック』は活動を記録する同人誌的な内容で始まりま

したが､去年から学会誌みたいなものに衣替えを始めました｡査読つき論文をアクセプト

し出したんです｡最初は査読付き論文が2本で､今年が3本です｡来年は論文が4本にな

るんじゃないかと期待しています｡逐次､学術雑誌の体裁を整えていく方向でやっており

ますので､皆さんにもぜひ投稿していただければと思います｡

STSNetworkJapanでは､この他に夏の学校というのを毎年開催していまして､大変に

好評です｡避暑地に集まって､夜通しSTSは何ぞや､などという議論をするDそれから､

年に 1回の研究発表会 ･総会というのも恒例にな りました｡学会発表みたいなものです｡

最初はいろいろ難渋したんですけれども､近年は定期的に開催できるようになりました｡

3.各国のSTS研究の歴史及び関連機関等の概略

STS_lTetworkJapanが発足して最初に問題になりましたのは､会員として集まった人々

のSTSのイメージが予想以上にばらばらであったことです｡教育学部の先生､学校の先

生などは､どこかでSTS教育というのを聞きつけてメンバーとなった｡それから､科学
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技術論をやっている人は､そこでSTSと言われるものをイメージして集まったO環境教

育をやっている人は､環境教育をやっている立場から､どこぞでSTSを聞いて集まった｡

話してみると､相互の議論が全然かみ合わない｡そこで発起人の責任として､1990年の 9

月 29日のシンポジウムで､私なりにSTSについて整理して発表することになりました｡

それまでにいろいろなことを調べて､かなりのことがわかりましたので､これをネタにし

て､STSとは何かを論じました｡これは､現在でもSTSの概要を示すのに役に立つと

思いますので､ここでちょっとその内容をご紹介いたします｡

(1)SISCONプロジェクトとその後

STSが何かについて､必ずしも一致した見解があるわけではないのですが､STSの

始まりがどこにあるかということについてだけは､多くの人に共通した意見がありました｡

それは､配布資料の2ページ目の 1971年のところにある､シスコン (SISCON)と言われ

るプロジェクトです｡シスコンというのは､サイエンス ･イン･ア ･ソーシャル ･コンテ

クスト(SciencelnaSocialCONtext)の略であります｡

私も､シスコンの噂はかねがね伝え聞いていていました｡私の大学時代の恩師である渡

辺正雄先生という方が､ある理科教育雑誌に ｢新しいイギリスの理科教育の動向｣として､

いう方も､イギリスの新しい理科教育運動としてのシスコンを紹介しておられます｡

これらの方々の理解によれば､sTSは理科教育の新しい試みということです｡けれど

も､実際に調べてみたら全然達いました｡アメリカのSTS関連団体であるNASTSの

会合に呼ばれて出かけたところ､シスコンの創始者であるイギリスのビル ･ウィリアムズ

先生ご本人に偶然お目に掛かることができました｡文部省の派遣でイギリスに1年間滞在

したときにも､リーズに住むウィリアムズ先生を尋ね､あるいはロンドンでジョン･ザイ

マンにもインタビューをしまして､シスコンが本当は何かということがわかりました｡シ

スコンの起源を文章として残す必要も感じましたので､ウィリアムズ先生には､ある本に

寄稿していただきましたO配布資料2ページの文献表にある 『科学 ･技術 ･社会を考える』

(東洋館出版)という本の最後に､ご本人に書いていただいたのです｡

ウィリアムズ先生は､70年代にリーズ大学のコンバインド･スタディーズを担当してお

でしたOしたがって､理工系の学生は､文学の教育も受けない､社会科学的なトレーニン

グも何も受けないで社会に出る､というのが普通でした｡イギリスではエンジニアの地位

が非常に低いので､それでよしとされていたのです｡しかし､やはりそれではまずいとい

うことになり､ヒューマニティーズ､つまり一般教育のコースを理工系に作り始めた｡そ

の経過で､アストン大学のブラウンさんという人がウィリアムズ先生を訪ねてきて､うち

の学校のセ-ルスポイントとして､科学技術と社会の関係について教えたいと思うがどう

か､と相談された｡それはいいということで､ウィリアムズ先生が､このプロジェクトを
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ナフィールド財団というところに持っていかれました｡ナフィール ドは､自動車のローバ

ー ･オーステイン関係の助成財団と聞いてお ります｡当時はまだイギリスの自動車産業は

健在であって､ナフィール ド財団が5万ポンド出すことになった｡けれども､一つの大学

の教育改革に助成金を出すのはまずいので､大学間の連合のようなものをつくってもらい

たい｡その連合体で､社会と科学に関する教材開発をしたらどうだろうかという話になっ

たということです｡このころは 1ポンドが 1200円ほどでしょうか｡その時期の5万ポン

ドですから､相当な金額です｡これを使ってプロジェクトが開始された｡メンバーの一人

のサセックス大学のロイ ･マックロー ド先生が､｢社会的文脈における科学｣という言葉

を省略して､シスコン ･プロジェクトと名付けられた｡エジンバラ大学の有名な研究者で

あるデイヴィッド･エッジも加わり､現在活発に活動しているブライアン ･ウインも参加

した｡

シスコンは､元来は社会と科学の関係を扱う教材開発プロジェクトでありまして､ここ

に持参しましたような黄色い試験的な冊子をたくさんつくりました｡これを使って､学校

で教育をした｡その中で商業的に売れそうなものを､バターワース書店が 11冊､商業的

に売り出しました｡それが､もうひとつ今日持参しましたこの赤い小さな冊子のシリーズ

です｡

このプロジェクトによって､どんなテーマの教材が作られたのでしょうかOここに持参

しましたのは､デイヴィッド･エッジが書いたもので､科学技術の中立性を扱ったもので

す｡つまり､科学は価値を含んでいないのかどうかを論じたものです｡この他に､科学と

倫理､科学者の社会的責任､現代社会の限界､成長の限界論争､女性と科学､原子爆弾､

科学技術をめぐる決定のアセスメント､こういうテーマを扱ったいろいろなものがある｡

これらは､科学技術倫理､あるいは現代科学論です｡科学史を扱ったものもありまして､

ダーウィン､あるいはコペルニクスからガリレオへなどというテーマをとりあげているO

要するに､雑多で何でもありというのが､このシスコンであったわけであります｡

最初のシスコン･プロジェクトはかなりの人を引きつけ､3年間続きました｡参加した

大学は､エジンバラであるとか､アストン､リーズ､それからサセックス､マンチェスタ

ー､ロンドン大学のインペリアル ･カレッジなどですoサセックス大学は現在 SPRU(スプ

ルー)が科学技術政策で有名ですし､マンチェスター大学の PREST(プレス ト)も同様で

す｡PRESTのガメット氏に聞いたところ､シスコンは覚えていると言うことでした｡現在

のイギリスのサイエンス ･スタディーズや政策研究の基礎は､このプロジェクトによって

築かれたのではないかと私は推定しています｡

最初のプロジェクトが終了して､3年後にもう1回､ナフィール ド財団にお金を申請し

たそうです｡ところがこのとき､ローバー ･オーステイン社が経営危機に陥りまして､ナ

フィール ド財団は助成するお金がなかったOそこで､他のところからお金をもらったそう

なんです｡そのときにプロジェクトの責任者となった人がまずかった｡昨今有名なギボン

ズ氏なのですが､ギボンズはプロモーションはうまいのですが､プロジェクトを地道に支
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えるのはへたなようです｡彼に任せたらプロジェクトがうやむやになってしまい､3年間

でもう完全に有名無実化してしまった｡こうして実質上シスコンは消滅してしまったわけ

であります｡

インタビューによりますと､ジョン･ザイマンは､シスコン ･プロジェクトに早くから

注目していた｡シスコン ･プロジェクトが立ち上がったときに､非常におもしろい｡いい

プロジェクトだとは思ったそうです｡ただ､プロジェクトに対して学問的批判や提言もし

なければいけないと感じて本を書いた｡それが､私が翻訳した 『科学と社会を結ぶ教育と

は』なのだそうです｡

さて､シスコンはとうとうつぶれちゃったわけですが､実はジョン･ザイマンのいとこ

を引き継ぎました｡ソロモンは教育学の先生ですので､これを中学校､高校向けに作りか

えたらどうなるか試みたOシスコン･イン･スクール(SISCONinSchool)というのがそれ

で､イギリスの科学教育団体アソシエ-ション ･フォー ･サイエンス ･エデュケーション

(AssociationforScienceEducation)がその発行団体となっています｡このシリーズは

なかなかいいと思いましたので､日本語に翻訳するプロジェクトを,茨城大学の小川先生

に組んでいただきました｡こうしてできたのが､『科学 ･技術 ･社会を考える』という先

ほどの東洋館出版の本ですOシスコン･イン ･スクールもまた､たくさんの教育用の冊子

から成り立っていますが､そのうちから何冊かを選んで訳出しました0

リカに伝わって行きました｡シスコンを始めたビル ･ウィリアムズ先生が､シスコン･プ

ロジェクトを､ペンシルバニア州立大学に移植されたのですO聞くところによると､年間

50回､つまりほとんど毎週のようにイギリスとアメリカを往復して､ペンシルバニア州立

大学のSTSプログラムを作り上げられたそうです｡ペンシルバニアでのその協力者は､

ルスタム ･ロイという先生です｡

(2)各国のSTS関連機関

･ヨーロッパ等

ここでちょっと話の方向を変えまして､各国のSTS関連機関というのをご説明したい

と思います｡どんなところがシスコンの影響を受け､あるいはまた別の起源から成立した

のか｡

資料の3ページ目をご覧ください.シスコンの前にSTSに関係する動きが何もなかっ

たのかというと､そうではありません｡中山茂先生や山田圭一先生が研究 ･技術計画学会

の会誌 『研究 ･技術 ･計画』の第2巻に寄稿された論文によりますと､1939年のバナール

の 『科学の社会的機能』はその中でも非常に重要なものであった｡ご存じのように､バナ

-ルは共産主義者であったけれども､ナチズムに対抗するために､イギリスの政府に熱心

に協力していました｡2人のプライス､つまりデレクソラ･プライスとドン ･プライスも､
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重要な先駆者であります｡OECDであれば､ジャン ･ジャック･ソロモンが長いこと勤

めていたOECDのCSTPなども､こういう流れに入っていると考えられる｡そういう

前史があり､シスコン ･プロジェクトの参加者たちも､当然､こういう動きは知っていた

わけです.このシスコンの影響を受け､物理学者たちがサイエンス ･イン･ソサエティー ･

プロジェクトに着手しました｡これらの時期に前後しまして､STS関係の研究機関もさ

まざま成立してまいります｡一つは､ご存じのサセックス大学の SPRUです｡1966年にで

きまして､学術誌の 『リサーチ ･ポリシー(ResearchPolicy)』の中核を担っているO初

代所長はフリ-マンですO資料にあるエジンバラ大学のサイエンス ･スタディーズ ･ユニ

ットというのは､科学技術論では大変に有名なところです｡エジンバラ ･スクールとも呼

ばれていますけれども､非常に相対主義的な科学観を強調する学派ですO今､イギリスの

科学史を席巻している人は､みんなエジンバラの出身､あるいはその影響を受けた人じゃ

ないかな､と思うぐらいです｡最初にエジンバラに学科をつくった人は､ザイマンの弟子

のデイビッド･エッジでありまして､彼はシスコンに参加していたわけであります｡エジ

ンバラのユニットは最近第一のフェーズを終わりまして､フェーズ2に入ってだいぶん組

織が変わったようです｡技術の社会的構成の議論で有名なドナルド･マッケンジーという

研究者が中心となっています｡

このようないろいろな団体組織ができてくる過程で､ヨーロッパのSTSを糾合した団

体を作るべきであるという議論が盛り上がってきましたOそこで作られたのが､イース ト

(EASST)という組織です｡正式名称はEuropeanAssocationforStudiesofScience

andTechnologyですから､ヨーロッパ科学技術論連合とでも言えばいいんでしょうが｡当

初は本当に手づくりの団体という感じで､私が入会したころには､ジョン ･ザイマン自身

が集金業務をやっていましたOやがてイギリスのサイエンス ･ポリシー ･サポー ト･グル

ープが全面的にバックアップするようになりまして､それ以来､厚いニューズレターをつ

くるようになった｡最近､事務局がアムステルダム大学に移りました｡イース トの元をた

どると､ライデン大学のアリー ･リップという人が熱心な時期があって､アリー ･リップ

からジョン ･ザイマンらにバ トンタッチされ､それがまたオランダに戻った形になってい

ます｡イーストの規模はどのくらいかといいますと､1996年にドイツで開催されたイース

トの会議に行きましたら､500名の参加者でごったがえしていた｡-一説には､700名とも

いう｡科学技術政策をやっている人､イノベーション ･スタディーをやっている人､科学

論をやっている人､科学史の人､科学博物館の人｡関連分野の人が山のように集まって､

ワ-ワ-やっているという感じでした｡おもしろいことに､イーストには学会誌はないん

ですね｡ただ､学会誌に準ずるものとして､SocialStudiesOfSclenCeという雑誌が以

前から商業出版の形で出ております｡

イ-ス トのアメリカのカウンターパ- トにあたるのは4S (フオーエス)という組織で

して､これは SocletyfortheSocialStudiesofScienceの略称ですOアメリカででき

たものですが､現在､パリのCSIのミッシェル ･キャロンが代表になっていますOアメ
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リカの学会を国際化しようということらしいです｡いずれはイース トとともに世界STS

連合を作りたいようで､西暦 2000年を目標としている｡もっとも､なかなかうまくいっ

ていない｡4Sは学会誌をもっておりまして､SclenCe,TechnologyandHumanValuesと

いうタイ トルです｡SocialStudiesofScienceと同じ出版社から出ています｡サイズま

で同じ本で､ほとんど双子だということがおわかりだと思います｡あるところで聞いたの

ですが､ヨーロッパのほうは､アメリカの学会誌ができる時に､マ-ケットが競合すると

いうことで､ずいぶんと抵抗したようです｡

ヨーロッパのSTS関係機関をもう少しあげましょう｡フランスで言えば､パリの鉱山

大学のイノベーション社会学研究所 (CSI)があげられますoCSIにはミッシェル ･

キヤロンやブルーノ･ラトウールがいます｡デンマークでは､東京電機大学の若松先生が

留学されていたロスキルデ大学のテクノロジー ･ポリシー ･アンド･ソーシャル ･ディベ

ロップメント(TechnologyPolicyandSocialDevelopment)｡ラース ･フサルサングとい

う私と同い年ぐらいの人がここにいて､ニューズレタ-を発行して､北欧のSTSの中心

地たらんとしている｡彼はSTSの成立についてアメリカで調査をしまして､それを本に

して英語で出版しています｡スウェーデンでは､ルント大学｡ヨテポリ大学にはエルツイ

ンガ-さんがいて､ 一つの本拠地になっている｡それから､この間､ノルウェーのトロン

ハイム大学に行ったら､ミカイル ･ハー トという非常に若い技術史の人が､STSセンタ

ーをマネージメントしていた｡どちらかというと､技術と社会という色が濃いですが､そ

ういうところがある｡配布しました資料に書いていないところがいろいろあるわけですけ

れども､ドイツであればビーレフェル ト大学ですね｡ウィーン大学も多少関わっているよ

うですO

ヨーロッパでこれらの組織に所属している人に専門は何かと尋ねると､大体サイエン

ス ･アンド･テクノロジー ･スタディーズですと言いますOサイエンス ･アンド･テクノ

ロジ､一･スタディーズというのは何かというと､科学技術と社会に引っかかっていれば何

でもいいんだという感じです｡いわゆる学者だけではなく､博物館の関係者も､この活動

にはずいぶんと参加しています｡

･アメリカ

ですから､欧州では､STSというのは､サイエンス ･アンド･テクノロジー ･スタデ

ィーズの略称ということになるわけですが､これに対して､アメリカでは､一般にはサイ

エンス ･テクノロジー ･アンド･ソサエティーという言葉がSTSに対応する言葉として

使われています｡大学などの研究機関の名前にしてもそうです｡

アメリカのサイエンス ･テクノロジー ･アンド･ソサエティーの大学の学科として 一番

占いのは､ハーバー ドのプログラムだそうですOこれはIBMがお金を出して 1964年に

創設されたそうですが､うまくいかなくてすぐつぶれました｡その後､コ-ネル大学にサ

イエンス ･テクノロジー ･アンド･ソサエティー ･プログラムができまして､こちらは今
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も続いている.ここでどんな授業をやっているのか調べたら､テクノロジー ･アンド･パ

ブリック ･ポリシー､テクノロジー ･アセスメント､SDI､バイオエシックスなどが科

目として挙がっている｡イギリスのバース大学から移った科学論のトレーバー ･ピンチが

先生をしている｡それから､ものすごく頭のいいインド系の女の人で､シェ-ラ ･ジヤサ

ノフという人がいます｡彼女に最近何をやっているのか聞いたら､0.J.シンプソンの

裁判で証言しているという｡DNAフィンガー ･プリンティングが裁判の証拠たりうるか､

というようなことを議論しているようです｡

コ-ネル大学の他には､先ほど触れましたビル ･ウィリアムズさんが技術移転をしたペ

ンシルバニア州立大学があります｡アメリカのSTSの世界で有名なルスタム ･ロイさん

という方も､ここの所属です｡どんな授業があるかというと､科学哲学､フェミニズム､

科学技術政策､サイエンス ･コミュニケーション､技術哲学などです｡ペンシルバニアの

サイエンス ･テクノロジー ･アンド･ソサエティー ･プログラムは､アメリカの科学教育

の人たち､あるいは政策担当者ともつながりが強い｡

これに関連して言いますと､最近STSハイチャーチとローチャーチの対立という議論

が盛んですoこれは､米FEj出身のイギリスのスティーブ ･フラーという人が盛んに言って

いることですoSTSハイチャーチというのは､高等な学問の部分であり､STSローチ

ャーチとは､現場の部分､つまり学校とか政策決定者､科学技術に実際に関わっている人々

が担っている｡彼らは､極端なアカデミズムに走らない議論をしようとしている｡

ペンシルバニア州立大学のプログラムは､STSローチャーチの代表と見なされていま

して,STSローチャーチの団体であるNASTSという組織の中心となっています｡ル

スタム ･ロイにしても科学者で､SSCプロジェクトの可否を定める際には､議会などで

実践的に証言したようです｡

る｡雑誌としては､BuHetlnOrSclenCe,TechnologyandSocietyというものを出版し

ています｡

アメリカには､この他にもSTS関係の機関がいろいろあります｡なんと言っても大学

で一番大きいのは､M ITのサイエンス ･テクノロジー ･アンド･ソサエティー ･プログ

今はおそらく世界でいちばん大きいSTSのプログラムではないかと思います｡責任者は､

技術移転などで有名なメリット･ロー ･スミスです｡有名な トーマス ･クーンなども､ス

タッフでした｡

学技術諭､3つ目が科学技術政策です｡どんな授業があるか聞いたところ､近代科学の勃

興､職業としてのエンジニア､ニュークリア ･エージ､イノベーション成長マネージメン

ト､人規模技術システムの移転について､バイオテクノロジーと社会､環境と技術史とい

った具合です｡日本からも随分マスコミの方が留学されていまして､ここで勉強したこと
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を､日本の科学ジャーナリズムで発表するなどということもあるようです｡

4.STSとは何か

さて､STSに関係するプロジェクトや組織をいろいろと並べてきましたが､そろそろ

STSは何かを言わなければならない｡その定義をするために､あるとき､いままで論じ

たような機関が何をやっているのかを整理して､表にまとめてみました｡配布資料の5ペ

ージ目の表 1がそれですO

この表には､古くからある科学史や科学哲学のような分野が入っており､それよりは新

しい科学技術政策も含まれている｡科学技術政策を考える場合に､科学者の社会的構造を

分析しなければならないので､科学技術社会学のようなものが出てきた｡それから､イノ

ベーション･スタディーズをやっている人も､自分はSTSであるということがあるので

含めました｡最近で言うと､バイオ ･エシックスとか､科学技術関係の法律が登場し､第

3世界の科学技術論もある｡科学技術大衆化論というのは､科学教育や､科学博物館を念

頭においたものです｡地球環境問題なんかは､科学技術と社会に関するホットなテーマで

ある｡こういうのはすべてSTSに関係すると考えられる｡

結局､STSというのは､ある特別な手法でもなければ､何か優れたメソドロジーとい

うわけでもない｡ただ､この裏に並べたようなもの､つまり科学 ･技術 ･社会の関係を扱

うことなら何でもやろうという分野です｡人文社会科学の知識を総動員して､各種の問題

を考えようとする｡科学史だけにこだわるのではなく､科学社会学の手法も使うし､法律

学の知識も自由に動員して､分野横断的に科学技術と社会のことを考える｡以前に平揮先

生とお話ししていたところ､科学技術政策を研究する場合にも､科学技術史を参照しなけ

ればいけないことが多々あるそうです｡私の専門の科学史をやるときにも､どうしても法

学などを参照しなければならないことがある｡分野の好き嫌いをせずに､手持ちの駒を総

動員して現実の科学技術社会を分析するのがSTSである,というのが私の考えです｡

これをまとめるために､ある時にSTSの定義をひねりだしました｡STSは､｢科学

技術の社会的側面についての人文 ･社会科学的な研究及び教育である｣というのがそれで

す｡STSは､科学技術の社会的側面を扱うのであり､理論的内容には立ち入らない｡科

学技術を内側からではなくて､外側から扱うということでありますOこれはちょうど､経

済学が経済を内側からではなく､外側から扱うのと同じです｡まあ､経済学者で株をうま

くやっている人はほとんどいませんので､経済活動を実践することと､経済学は全く別物

であるということはお分かりいただけると思います｡経済全体の大きな流れについては､

外側からの扱いの方がよいのです｡

5.STSの長所と欠点

このようにまとめますと､要するに､おまえの言っていることは､科学史プラス技術史

プラス政策学プラス科学社会学プラス何とか､つまり今まであったいろいろの分野を全部
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つぎ足しただけのものではないかと言われるかもしれない｡それはそうなのですけれども､

少し違うところがある｡

まず第一の違いは､各学問分野がばらばらにあると､おのおののディシプリンの人は､

自分のディシプリンに閉じ込もりたがる｡科学社会学の人は社会学の手法で研究したがる

し､サイエントメトリックスの人はその手法から逃れられない｡科学史出身者は科学史に

篭もる｡そして､互いに他の分野の悪口をいう｡これに対して､STSという横断的な学

問を作ると､そういう対立はもうやめましょう､ということができる｡それがSTSの精

神であります｡つまり､幅の広さであり､分野間の対立を吸収する｡これは､STSの一

つの長所でしょう｡

第二の違いは､STSは各分野の隙間の部分も忘れないことです｡あるときに､STS

とは ｢知的難民キャンプ｣であると言う人がいた｡私はこれを気に入っているんですが､

科学技術と社会について考えてはいるのに､既存の分野に居場所のない人を収容する｡行

き場所がなければ､｢おれはSTSだ｣と居直ればすむ｡

これと似たような事情は､実はかつては物理学にもあった｡19世紀の末まで､物理学な

んて学問はなくて､研究者たちは自分の分野を音響学であるとか熱力学であるとかと呼ん

でいた｡ある時誰かが､関係諸分野の総称として物理学という名前を考えた｡こういう屋

号を付けたら､仲間が増えて自分たちの立場が強くなる｡しかも名前をつけてみると､対

象の扱い方にも共通するところがあって､気が楽になるわけです｡しかも､分野間の移動

も自由になるoつまり､あるテーマがそろそろ枯渇しそうになったら､物理学の内側で宗

旨がえをするのは構わないoテーマを変えても､物理学者であることを続けられる｡

同様に､科学技術と社会に関係する人をバッと集めて､みんなで楽しくやる｡これがS

TSと呼ばれるもので､STSの内部で研究テーマを移動するのは自由である｡この分野

間の移動というのは､私は長所だと思っています｡たとえば､いずれバイオエシックスと

いうのは廃れると思います｡お医者さんの間でバイオエシックスの認識が深まり､--一般社

会の中でもバイオエシックスの理解が深まれば､学問研究としてのバイオエシックスの必

要性は下がってくる｡ところが､研究者は既得権にしがみつきたがるものですから､これ

に逆行して学問的なバイオエシックスの雑誌を作り､論文を乱造するなどということをや

りかねない｡患者さんの幸福を考えるというのを忘れて､バイオエシックスのためのバイ

オエシックスになる危険がある｡ところが､より広いSTSの視点からバイオエシックス

を眺めている人は､ある分野が枯渇し始めれば､別の新しいテーマ､例えば情報倫理のよ

うなものに移動することができる｡STSは間口が広いですから､STSを専門とする人

は幅広い教育を受けています｡ですから目端がきいて､新しい分野に正しく対応できる｡

こういう長所があるわけです｡

もちろんSTSにも欠点がある｡独特のメソドロジーを持っているわけではないので､

ディシプリンとして非常に弱いという問題がある｡何となくいかがわしい感じがして､分

野としてあいまいだという批判もある｡まさにそのとおりでありまして､それが長所なん
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ですけれども､裏返すと短所になってしまう｡STSを高度に学問化するというアプロー

チも考えられなくはありませんが､それでは魅力が半減してしまうので､難しいところで

す｡萌芽的なアイディアも自由に議論できるところが､STSのいいところですから｡

6.STS成長の背景

ところで､なぜ最近このようにSTSが話題にのぼるようになったのでしょうか｡一つ

の背景として､社会的な科学技術投資が肥大化したということが挙げられるでしょう｡第

二次世界大戦の時期に､マンハッタン計画によって科学が政治に有益だとわかった｡そし

て､ヴァネヴァ一 ･ブッシュの 『科学一一限りなきフロンティア』が出版されて､アメリ

カが科学技術に大規模投資をする時代がやってきました｡さらにスプ- トニクショックが

きっかけとなり､大規模な資金が投下された｡これに各国が追随する｡ところが､研究の

管理という面では不十分な点があり､カオスみたいになってしまった｡そこで出てきたの

が､科学技術政策のアプローチであり､プライスらの数量的アプローチであり､ヨーロッ

パで言えばoECDのソロモンを中心とした取り組みです｡

もう一つの背景として､科学技術の野方図な発展が問題を引き起こした｡ご存じのよう

に､1960年代は公営の時代でありまして､これをどうにか解決しなければならなかった｡

アンチ ･サイエンスも登場した｡科学を冷めた目でとらえる見方が出てきたわけです｡科

学者を特権的な人と見なさないアプローチが､クーンのパラダイムなどの概念を媒介に広

まった｡スチューデント･ライオットの時代の人々が科学の胎分けを試み､マー トン以来

の科学社会学が作 りかえられた｡

もっとも､ここまでですと従来の科学技術論の守備範囲とも重なるので､STSの台頭

の説明にはなっていないかもしれないですね｡これらに加えて､新たな問題が登場したこ

とが､STSの成立の大きな原動力になっている｡シスコン･プロジェクトの段階ですと､

まだ公害の時代の産物でありますので､一つ殻がむけていないという感じがするんですけ

れども､シスコン ･プロジェクトが終わったあたりから､社会に新種の問題が出てきてい

ます｡

ご存じのように､1972年 6月に国連人間環境会議がストックホルムで開かれました｡そ

れ以来､10年ごとに大きな会議が開かれております｡1982年 6月には酸性雨に関するス

トックホルム会議が開催され､1992年 6月には､ブラジルでリオ･サミットがあった｡各々

の会議では､重要なテーマが総括されたり､提起されたりしています0

1972年の会議では､公害問題に対する総括が行われました｡そして､今後の問題として､

貧困の解決､病気との対決､地球の有限性への挑戦ということが話題になりました｡地球

の有限性がまさに我々の目の前にあらわれたのが､10年後の 82年に話題となった酸性雨

の問題ですOこの時期から､地球環境問題がかまびすしく騒がれるようになったO

地球環境問題は､それまでの公害と違い､加害者の特定が難しい｡公害というのは､加

害者が特定できると我々は考えていたわけです｡したがって､水俣であれば､新日本チッ
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ソが原因企業であると認定される｡ところが､地球環境問題の場合､加害者がどうもわか

りにくい｡酸性雨の場合は､我々の日々の経済活動､地球温暖化であれば､C02は我々

の呼吸からもというように､おのおのの人間すべてが原因となっている｡

被害者 ･加害者の認定が難しいのは､バイオエシックスも同じです｡例えば､心臓移植

を実行するのは善意の医者であり､患者のほうもぜひ移植を実現して欲しいと思っている｡

かつての民衆対資本の対立という図式では処理できない側面があるわけです｡

もう一点加えますと､ハイテクの普及によって､科学技術が国家の競争力の源とみなさ

れるようになってきた｡科学技術基本法は､まさにこのことを念頭においています｡

要するに､科学技術の社会的プレゼンスが著しく大きくなり､あらゆるところで科学技

術について深刻に考える必要が生じてきた｡その間題のあり方も､従来とは違っている｡

だから､科学技術に対する新しい考え方を築いていかなければ立ち行かないようになった｡

そこで､従来の科学技術論が一つ脱皮して､STSと形を変えつつあるのではないか､と

いうのが私の仮説であります｡

7.STSの現状と目標 -STS匡‡際会議に向けて一

最後に､私が現在考えているSTSの目標について述べさせていただきます｡STSは

現在成長の激しい分野であります｡先ほど述べました 1995年 10月のドイツ ･ビーレフェ

ル トでのSTSの会議は､イース トと4Sの合同会議でした｡そこには､従来の科学技術

論の関係者に加えて､政府の担当者､企業の人など無数の人が集まって､科学技術のあり

方について語りあった｡世界中から 500人以上が集まり､日本からも総計 20人程度が参

加した｡そして､海外の方々から共同研究を申し込まれた人もいる｡

この会議を踏まえて､今度は日本で大きなSTSの国際会議をやろうということで､私

方々に協力いただいていますが､この会議を成功させて､日本でのSTSの社会的認知を

かち取りたいと思っております｡皆さんも､ぜひご参加下さい｡

STSの理論活動も､これから益々重要となります｡STSの基本的な理論枠組みを構

築することが必要ですが､これに関する私たちの一番最近の仕事は､ギボンズらが編纂し

た 『ニュープロダクション･オブ ･ノレッジ(NewProductionofKnowledge)』という本

の翻訳です (邦訳名 『現代社会と知の創造』､丸善)｡これは､現代社会において科学技術

のモー ドがどう変わっているか､いわゆるモー ド諭を扱っている｡日経､読売などにずい

ぶん派手に紹介されて､モー ド論がSTSの次のパラダイムになるかもしれないと思って

いるわけです｡先ほどSTSには特定のメソドロジーがないといったのと矛盾するようで

すが､活動を続けているうちに､勝手にだれかがメソドロジーを持ってきてくれたという

感じです｡

ぜひ今後政策研の皆様にも､以上論じましたようなSTSの諸活動に加わっていただき､

あるいは､海外との研究協力の窓口になっていただき､ご協力をねがいたいと思っており
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ます｡海外でSTSの国際共同研究の窓口を聞かれるたびに必ず政策研を紹介しておりま

すので､ぜひ政策研としても今後本格的にSTSのプロジェクトに取り組んでいただきた

い｡そういうラブコールを送りまして､本日のお話を終えさせていただきたいと思います｡
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(配付資料) NISTEPSeminar1997年 10月 30日

STSとは 何 か

東 京 工 業 大 学 大 学 院 社 会 理 工 学 研 究 科

技 術 構 造 分 析 講 座 助 教 授 中 島 秀 人

回顧 日本 の STS事 始 め

ザ イ マ ン の著 書 との 出 会 い

先 端 研 へ の就 職

sTSに 関 心 を持 つ 人 々 との 出会 い

STSに つ い て の各 種 調 査 の 開 始

STSNetworkJapanの発 足

各 国 の STS関 連 機 関 等 の概 略

SISCON70ロシ小ェクト以 降 の 流 れ

研 究 と教 育

STSとは 何 か

定 義

｢科 学 技 術 の社 会 的 側 面 に つ い て の 人 文 ･社 会 科 学 的 な研 究 ･教 育 ｣

STSの 長 所 と欠 点

STSの成 長 の背 景

生 存 の 工 業 化

Bielefeldで の会 議 の 成 功

STS国 際 会 議 へ
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STS関 係 事 項 年 表 (自分 史 を含 め て )

1971年 SISCONプ ロ ジ ェ ク ト構 想 (BillWilliams,Lee°sUniv.)

背 景 に 大 学 理 工 系 一 般 教 育 の 改 革

73年 SISCON研 究 プ ロ ジ ェ ク ト開 始 (財 政 支 援 Nuffield財 団 )

76年 SISCON70ロシ小ェクト第 二 期 (責 任 者MichaelGibbons,ManchesterUniv.)

77年 渡 辺 正 雄､ ｢新 しい 理 科 教 育 の 流 れ ｣ と して SISCON紹 介

85年 ご ろ ザ イ マ ン の STS論 と の 出 会 い

87年 3月 フ ォ ー ラ ム STS 『サ イ エ ン ス を 再 演 す る』 刊 行 (北 樹 出 版 )

88年 7月 ザ イ マ ン 『科 学 と社 会 を結 ぶ 教 育 と は 』 刊 行 (産 業 図 書 )

88年 11月 東 大 先 端 研 ･社 会 = 科 学 技 術 相 関 大 部 門 へ の 就 職

89年 9月 松 原 克 志 氏 の 先 端 研 訪 問 ･これ を き っか け に STSのネットワ-キンク小構 想

そ の 後 小 川 正 賢 氏 との 出 会 い 教 育 分 野 で の STS

90年 3月 STS懇 談 会 ･STSNetworkJapan発 足 の 方 向 へ

シン恭○シ1tウム年 4回 (当 初 )､ 研 究 発 表 会 総 会､Yearbook刊 行

夏 の 学 校､ Newsletter

92年 2月 NASTSの 年 会 に 出 席 し実 状 を調 査

92年 3月 文 部 省 在 外 研 究 に て ロ ン ドン に 滞 在 (一 年 間 )

BillWilliams,JoanSolomon,JohnZiman,JohnDurantらに

対 す る 聞 き取 り｡ Gothenbergの EASST/4S会 議 で の 発 表｡

94年 欧 米 の 学 者 Handhoob For ∫cjence 8,7'echnology ∫ludJe5刊 行

95年 10月 EASST/4S合 同 のBielefeld大 学 で の 会 合 の 大 成 功 (参 加 500名 以 上 )

日本 か ら大 規 模 な 代 表 団 を 派 遣

96年 ギ ボ ンズ らの 『現 代 社 会 と知 の 創 造 』 訳 出 (丸 善 ) (原 著 94年 )

97年 3月 STS国 際 会 議

関 連 文 献 目録

中 山 茂 ｢科 学 政 策 研 究 の 動 向 ｣､ 『研 究 ･技 術 ･計 画 』､ Vol.2,No.3(1987)

中 島 秀 人 ｢新 しい 科 学 技 術 論 の 動 向 一 一 新 分 野 STSの 成 立 ｣ 『日本 物 理 学 会 誌 』

Vol.46,No.5(1991)

中 島 秀 人 ｢ 『科 学 見 直 し』 の 見 直 し｣ ､小林 他 編 『科 学 と は 何 だ ろ うか 』 (木 鐸 社 )

ザ イ マ ン 『科 学 と社 会 を 結 ぶ 教 育 とは 』 (産 業 図 書 )

小 川 正 賢 『序 説 ･STS教 育 』 (東 洋 館 出 版 )

STSNetworkJapan企 画 『科 学 ･技 術 ･社 会 (STS) を 考 え る』 (東 洋 館 出 版 )

野 上 智 行 『STS教 育 一 一理 論 と 方 法 』 (明 治 図 書 )

今 道 友 信 『ェ コ エ テ イ カ 』 (講 談 社 学 術 文 庫 )
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第3【司シンポジウム

各 国におけるSTS

国民!壌BB

OECDCαnmiua forScienceZuldTechnologyPolicy

neScienceofSceinceFoundation

電卓 ,; i.rL等持,7'LF"(･.)軸 と,,73

トーン.Hr入向宵 bltlfl事>, (7け

設立 1960年 丁､J､5Jh ､【 -̀

1964*

h o蒜 等 誓 rfort: Sl; yoof鍔 ご 誓 nolo訂即 S叩
1982*

イギリス

ScienceinaSocialContext(S王SCON) 1973年

MiddleseDiなどの3Polytechnisと別inburgh,k ds,SussexなどのS大学による新 しい形の教科書の開発7'

ロジェタトのiztc10T.W.F.WilliaLmS)

STSAが1979年に発足 しシスコンを支える

教科書の例 r科学技術は中立かJr科学と倫理Jr科学者の社会的責任｣

r現代社会の限界 .成長の限界論争研究Jr女性 と科学Jr庶子爆削

ScienceinSocictyfh-ojec【 1976-80年

SussexUniyersitySciencePolicyR亡父arChUruL(SPRU) 1966年

ResearchPolicy(1972-)を発行 初代所長 ICfreeman

E山nbLEgUfdveTSityScienceStudyUnjL

SrS｡otTJ,､くLL..ol
オランダ

Univ.ofLeiden,Prof_ArseRip,Deparulen【OfChemlSLry

EASSTNewsletlerを発行 (絶 ちT'､Z.テLL3'乙71)

デンマーク

RoskildeUniversityProgT- illTechnologyPolicyandS∝ialDeyelopmenl

RUSTNewsを発行

スウェーデン

LundUniyersityResearchPolicylrutihJte

Go山enburgUniyerslty

ノルウェー

UniversltyOfTror止heim 山eCenterforTechnologyandS∝iety

UniyersltyOfOsloCentJ=rforTechnologyandHumanValues

白方
陣 TEF,紅郎T,巧京 _軒辛封 E,

'{R ･缶ヰ三川 うて且招

/,T～帰 七山〝(( 丁

亨棺 皮汀中 れ,/-io,
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第3回シンポジウム

アメリカ

Hm dUniyersityPrognmonT∝hologyandS∝ieけ 1964年

IBMのフTン ドで数年間開かれたが失敗

Cor∝llUniyersityScience,T∝hnology andS∝i叫 PrograLn 1969年

p慧 慧 慧 sUc::n: TyS :1:I :dhsoiT-;dJSnT ,yD諾 ト諾 9* (霊 ㌘ ちSTSの研究 と教育の結合をはかるNadonalSTSNetwortの本坊を担当

大学､政府､科学技術者､博物館スタッフの連絡 をはかるた捌 こ1988年にできたNadonalSTS(ニュー

ズレターNASTSnews)の乳敵担当

毎年 TechnologgicalLitencyCo血 ∝ を催 しprd gsとして

BuuetinofScien比.TechLX)ユogy皮Socie吋 を発行

StanfordUniyersityPro訂ユminValues,T∝hnologies,Scie∝e良Society 1971年

bhighUniyersityScierKe,TechLIOlogyaJldS∝ietyProgram 1972年

SHOTのためのコースシラバス作る

ニューズレターScience,TtchnoiogyandS∝iety

RensseherPolyt∝hnichstitute尽PT)DepartmentOfSciel℃eandT∝hnologyStudies

1975年

SuSm Co2ZenS4SのジャーナルScietlCe,TedlnOlogy皮HumanValues古着

hmPro四 minScience,TechLIOlogy andS∝ieq･ 1972年

17,孟星雲三言芸に陥るが回復 ]'･LT由 T-Lhu(L･J}
nlinoishstihlteOfTechnologyCenterfortheStudyofE山csin Lhe

Prolessions

その他の7メリカのSTS関連学会

科学史学会 1924年

科学哲学会 1935年

SHOT 1958*

オ 4S(S∝ietyfqtheS∝ialShldyofScience) 1976年

技術菅学会 1980年

h も∨こt k ミ ;仰tL

鮎/V.'t̂J

,/睦 ハ:(LJ CAuL-

(資料.4)
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表 l STSの研究 ･吸音内容.

19世た 20世た前半 20世托後半

+-Ra ●掃除鞍 ●洗荘放 ●テレビ ●ビデオ●ステレオ ●′{t/コン

●食品 ●添わかし放 ●テープレコーダー

｡照明 (蛋 ●冷蔵庫 ●′くツタ旅行

●燃料 ●自動車 -

図 1-1 大衆商品の推移

(中岡哲郎 r人間 と技術の文明論j日本放送出版協会･p･13)

表 2 これまでのシンポジウム活動.

構成分野 取 り扱う内等の例

科宇技術史字科宇技術菅字科学技術政策宇 科字号主の発展 .技術の発展

科字輔 の制度史

科学也 の変換 .技術の変換システム

境界設定 .バラタイム 一合理性

科学技術思想

(進歩主義.成長の限界,情程化社会芸)

棚 と他の社会思想

人材育成

賢金の配分

科学技術社会字料亭技術長済芋科学技術法事料亭技術政治学 栗丘評軒

較突システム

科字計文字

科学者集団の構造 .技術者集団の構造

科学技術の知茸社会学

新技術の珪済効果

科芋技術 と企栗丘宮

知的所有権 .特許

最纂移竜をめ(.る法律

料亭技術 と労助

市境をめぐる法律

第三世界 と科学技術

科芋技術摩掠

科字技術大衆化旨科学技術倫理学科宇技術 と額境その他 研究所の遷宮

科学技術故育

STS故育旨

科芋技術ジヤ-ナリズム

科学技術啓貰

科宇技術運用の倫里

科宇技術者の社会的責任

地球有坂問題

科学技術7セスメン ト

科学技術未来論

賢源 .エネルギー論

STS字史

科学技術の時事閉居

中島秀人 ｢新しい輯芋技術誌 としてのSTS｣料亭見直 し薫

香 4 r鞘芋とは何だろうかlp_272(木鐸社,1991) 上り引

局.

1990年

3月26日 r大字における r科学と社会｣故首の実現｣ 笠 耐

｢イギリスにおけるSTS｣ 高B]足代志

5月13日 ｢STSの無慮 と現実｣ 小川正芹 .鈴木菩次 .里深文彦

9月29日 ｢私のSTS取｣ 中島秀人

分科会 ｢大字一般教育におけるSTSJ下坂 茶

｢芋 としてのSTSJ田中浩朗

｢STSの役割｣ 田中 幸

12月22日 ｢El本にLLけろバイオエシ･/タス｣ 土星文志

｢科学技衛生の祝文- STSに望むこと｣ 竹内 啓

1991年

2月2日 ｢STS.鼓青の立場からJ
Z8fiaGolab-Meyer･梅空尉夫 ･山EE遷之柿 .韓木Z;彦

3月30日 ｢研究 ･故官の国際動向｣ 笠 耐 ･若松従弟

4月27EZ r研究開発制度 と改育部監｣ 村上陰一郎

5月18日 ｢科芋技術 と社会を見る眼｣ 中岡哲郎 ･中島秀人

11月2日 ｢早坂 ･倫理 ･教育｣ 弘 睦夫 .大野井草 .鬼頭秀一

19gZ年

5月23日 ｢科学報道を考える｣ 木元鮫宏 ･牧野安治 ･苦te征罪

11月14El (STS関西と共催)

r理科教育史から見たSTS教育｣ 鈴木幸次

｢日本におけるSTS教育の現状｣ 梅埜鼠夫

｢同和敦宵にみられるSTS教育｣ 平井敏男

｢ポス ト珪瑛iJrqの科宇野宇｣ 成定 k-

1993年

6月5日 ｢若者の科学技術だれ｣ 小林信一 ･誉田弘三 .庶 虎夫
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｢科学 ･技術と社会の境界における不確実性｣ 平成9年11月 11日

松本 三和夫

(東京大学人文社会系

研究科助教授)

1.はじめに

東京大学の松本です｡科学技術の社会史と科学技術社会学の研究に取り組んでいます｡

科学技術と社会とのかかわりに関しての私の研究についてお話しするようにとのご依頼を

いただきました｡そこで､ちょうどいま用意している本の一部で扱うことになっている｢科

学技術と社会の境界における不確実性｣という演題でお話しさせていただきます｡

まず､相互作用する科学､技術､社会をどうとらえるか､つまり科学､技術､社会の相

互作用に照して､既存の科学技術社会学の問題状況を概観しますOつぎに､技術開発と地

球環境問題の事例を検討し､科学技術と社会の境界で発生する不確実性の性質を､技術開

発と地球環境問題の事例に即して述べます｡最後に､全体の話をまとめ､自己言及 ･自己

組織型科学技術社会学を展望いたします｡

2.相互作用する科学､技術､社会をどうとらえるか

まず手始めに､先行研究に立ち返って何がこの分野の課題であるかを概観します｡科学､

技術､社会を対象とする科学技術社会学は､大きく制度化論､内部構造論､相互作用論の

3つに分類できます｡制度化論は､17世紀の近代科学革命､あるいは19世紀末から2

0世紀初頭にかけての科学技術の発展等を対象とした歴史研究です｡科学者集団と外部社

会との境界を明らかにするものといえます｡内部構造論は､科学者集団と外部との境界が

はっきりしているとき科学者集団の中がどうなっているかをみる研究､つまり､科学者集

団内部のダイナミズムを明らかにする｡いわゆるマー トン学派によりすすめられてきまし

た｡相互作用論は､科学､技術と社会との間のやりとりを扱います｡これはまだ現在進行

中ですけれども､おもにクーン以後のいわゆるポスト･クーン派によりすすめられてきま

した｡

こういう分類を念頭に､既存の科学技術社会学の研究のあり方をどう描けるかを考えて

みましょう｡内部構造論であれ､相互作用論であれ､あるいは制度化論であれ､そのなか

にいろいろな研究がありますが､大きく分けると二通りのアプローチの仕方が見て取れま

す｡ 1つは､特定の事例に立脚した実証研究です｡当然のことながら､抽象性は非常に低

い｡具体的な､多くの場合 1つの学会とか研究組織､たとえば王立協会､NPL､NBS､

PTRといったような､歴史上実際に存在した研究機関をとりあげて､その内部状態､外

部環境を事細かに調べていく｡あるいは､よりインフォーマルなプロジェクトや研究グル

ープ､たとえば原爆開発プロジェクトですとか､フェルミグループですとかそういう事例

をとって､事細かにそれらの成立事情を調べる｡そういう実証研究がたくさん存在します｡
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これは､過去の事柄についての歴史研究にかぎらない｡SSCであれ､チャレンジャーの

爆発事故であれ､ヒトゲノム解析計画であれ､おそらく､科学技術がらみの話題になって

いるようなトピックのなかで､科学技術社会学で実証研究をやっていない例を探すほうが

困難というくらい､だいたい何か問題が起こると､それについての非常にくわしい実証研

究があらわれてきます｡

もう1つのアプローチは､これと対照的に､これからはこういう研究をこのようにして

すすめるべきだといった研究プログラムによって大きく網をかける｡それによって将来の

研究の方向を見通すという理論研究の方向も他方で存在します｡よく知られたところでは､

エジンバラ大学の研究者が定式化したストロング ･プログラムといった古典的なものがあ

りますが､そういう大きな見通しを与えて先の研究の方向づけをしていく｡当然のことな

がら､これは抽象性が非常に高い｡こういうプログラムを提示して研究の展開を図るとい

うのがもう1つのアプローチです｡最近ですと､構成主義と呼ばれるアプローチがこうい

う方向の 1つの流行です｡｢流行｣といったのは､構成主義の研究プログラムに対して現

場科学者が厳しい反論をする｡それがまた一種の社会問題になるという事情があるからで

す｡もっとも､これは欧米ではすでに終息に向い､ちょっとおくれて日本の論壇に輸入さ

れて恰好の話題を提供する可能性もあるようです｡オリジナルの問題に興味がおありの方

は､サイエンス ･ウオー (ScienceWar)という論争をインターネットで検索してやると､

膨大な論争のデータが出てくるはずです｡

さて､何が望ましい状態かというと､この気宇壮大な研究プログラムと非常に事細かな

地をはうような実証研究が有機的につながり合って､研究プログラムから実証可能な問題

が出て､問題が実証 (反証)され､そのことによってさらに研究プゴグラムが新たに洗練

されるという状態だろうと思います｡そうしてはじめて､科学､技術､社会のかかわりに

ついて最終的には1つの何か意味のある絵が描けるからです｡ところが､この状態に照し

てみると､現実は残念ながら､研究プログラムのほうはますます大きなものがつぎからつ

ぎに出てくる｡もっともっと気宇壮大にどんどん大きな網をかける方向に向かう｡

他方､実証研究は､逆にいままで調べられていないような非常に事細かな科学者集団の

機微に分け入っていく｡科学者集団といっても､大抵のことはしらみつぶしに調べられて

いますから､科学者集団のなかで､たとえば流体力学という分野があるとすると､流体力

学などという分野単位ではなくて､その分野のなかに学派がある｡たとえば数値計画派と

実証派という二通りの学派がある｡この学派どうLが流体力学のなかで論争を繰り返して

いる｡この学派ごとに分解して､分野の形成活動を記述していく｡いままで非常にたくさ

んの蓄積がありますから､そういったまだ手がついていないより細かなミクロレベルに降

りていって､実証研究をさらに積み重ねる｡こういう方向に動いている｡つまり､細分化

し､ますます細かなところへ入っていく｡

そうしますと､研究プログラムと実証研究の間が開いていくわけです｡研究プログラム

はどんどん気宇壮大化する｡それと関係なしに実証研究はどんどん細かくなっている｡間
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が開いてしまって､望ましい状態からみると､ちょっと困った状態だなというのが現状で

はないかという気がします｡そこで､もう少し基本的な考え方に立ち返って統一的な枠組

を作る｡統一的な枠組を土俵にして､研究プログラムと実証研究の間をつなぐ研究のしか

けを考えなおす｡そういったことを､そろそろしなければならない時期にさしかかってい

ると私は考えています｡ちょっと言葉だけですとわかりにくいのですが､いまちょうどそ

ういう枠組作 りの仕事をすすめているところです｡後で､その仕事の情報をご紹介させて

いただきます｡ここでは､いまいったようなねらいでとりあえずどういうことが両者の間

のレベルでできるのか､あるいは考えられるのかということをもう少し具体的な材料をも

とに肉付けしたいわけです｡

3.技術開発と地球環境問題の事例検討

そこで登場するのが､地球環境問題と技術開発の関係という材料です｡これを材料にし

て､科学技術と社会の間でいったい何が問題になるのかということを､抽象的な研究プロ

グラムと実証研究を媒介するレベルで考えてみたい｡これが､今日の話の本体部分です｡

材料は､まず技術開発の例としてサンシャイン計画をとります｡それから､地球環境問

題の例として､これは成層圏オゾン層破壊問題をとります｡まず､サンシャイン計画は､

ご承知のとおり石油危機が1つのきっかけになっています｡正確にいうと､その前から原

油依存の体質を変えようという動きが業界の内部でも､通産省の内部でも存在した｡それ

に対する呼び水というかたちで石油危機が起こる｡そういう状況で登場したサンシャイン

計画は､西暦2000年までを目標とした新エネルギー開発計画といわれた｡

概要を簡単に申しますと､一方に基礎研究､もう一方に開発研究がある｡元締めはいず

れも通産省ですね｡基礎研究のほうに登場する行為者は､国立試験研究所､大学､それか

ら企業です｡国研と通産省の関係が一番密です｡これは業務の関係です｡それから､開発

研究の局面では､通産省から資金が出てNEDOにプールされ､NEDOが出資して企業

に委託というかたちですすめていく｡基礎研究と開発研究の間にも交流がある｡ごく大ま

かにいうと､これがサンシャイン計画の研究開発システムの陣容です｡この陣容が立ちあ

がってからの予算の推移をみますと､短期間のうちに急速に増大していますol一般会計と

特別会計から資金が出されていますOごく初期はほとんど一一般会計から資金が出されてい

ますが､昭和 55年度からその傾向が逆転するO特別会計の枠からの予算が､一般会計予

算の2倍ぐらいになる｡その逆転傾向が以後続きます｡

こういう投資構造の特性から見て取れるとおり､サンシャイン計画の特徴は､予算面か

らみると長期大型独立会計プロジェクトということになると思います｡開発分野はご覧の

とおり､太陽､地熱､石炭､水素に分かれています｡立ちあがった時期に予算が大きかっ

たのは石炭です｡たとえば､石炭液化のプロジェクトが期待を集めた (これには､戦争中

の石炭液化プロジェクトに由来する面があるといわれています)｡

開発の手順は基礎研究からスター トする｡さきほど基礎研究と開発研究という2つだけ
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を示しましたけれども､実際にはその間に複数の段階があって研究がすすむ｡基礎研究を

やって､そのつぎに開発研究､それから要素技術開発を行って､パイロットプラント､実

用プラントを作り､最終的に商用プラントを作る｡我々一般人の目に触れるのは実用段階

からですが､そこにいたるまでに非常に長いリー ドタイムがある｡こういうシークエンス

が太陽熱発電､地熱発電等々､各分野ごとにありますから､両者を掛け合わせた数だけの

評価対象が存在することになります｡

したがって､普通に考えると､各分野ごと､各段階ごとの評価をするということになる｡

しかし､私は､サンシャイン計画はそういう個別の評価とは独立に､別の基準で評価する

ことができると主張します｡なぜなら､こういう長期独立大型技術開発というのは､なに

よりも地球環境問題との関係に注目して､社会学的に評価できる側面をもつからです｡ど

ういうことなのか｡それを海洋エネルギー開発の立ちあがり方に注目してつぎに述べます｡

海洋エネルギー開発とひとくちにいっても､いくつかのサブプロジェクトに分かれます｡

まず､波力発電があります.これは､波の力を利用して発電するoそれから､OTEC｡

海洋温度差による発電です｡潮汐発電｡潮の干満の力を利用するものです｡さらに､潮海

流発電｡それから海洋濃度差発電｡海水の塩の濃度に粗密がある｡その粗密を使って発電

するO以上のように､サンシャイン計画で考えられた海洋エネルギー開発は､5つのサブ

プロジェクトに分かれます｡このなかのどこに注目するか｡ここではOTECに注目した

い｡じつはこの海洋温度差発電というのは､サンシャイン計画が立ちあがって間もない時

期から大方の期待を集めたからです｡どういう点で期待を集めたか｡まず､利用資源の可

能量が非常に大きい｡つまり､これは海洋の温度差ですから､海を直接利用します｡可能

資源量が非常に大きい｡それから､出力が安定している｡さらに､経済性が見こめる｡こ

ういう点で､他のサブプロジェクトに対する比較優位点がしきりにいわれたわけです｡海

洋温度差発電に対する注目度というのはごく最初の頃は低いですけれど､数年しますと情

報が海洋温度差発電に集中するという状況が出てきます｡

1例だけ示します｡これは 『経団連年報』という雑誌に出たものです｡そのものずばり､

資源間題を解決するための海洋温度差発電と銘打っています｡海洋温度差発電というのは

資源問題の切り札である､とりわけ日本というのは資源が非常にかぎられている｡天然資

源がかぎられている国が国際競争に参入するには､技術の力に頼るしかない｡どうするか｡

幸いにして日本は四方が海に囲まれている｡この海を利用しない手はない｡そこで､海洋

温度差発電が資源やエネルギーを取り出すための方法になるOざっとこういうことが述べ

られています｡1978年のことです｡

サンシャイン計画でこういうふうに注目を集めた海洋温度差発電というのは､もともと

19世紀末に､フランスのア-ソンヴァルという人が最初の原理を考えだしています｡こ

の原理を応用する試みが本格的にはじまるのは､第二次大戦が終わってからのことです｡

とくに､アメリカのア-ダ-ソン親子が 1967年に特許をとってから､何とかなりそう

だということになってくる｡そういう流れのなかで､さきほど示したような意味づけがな

-214-



される｡海洋温度差発電の原理は非常に簡単で､大きくいうと､3つの系からなっていま

す｡1つは海洋の表層の温水部を利用する系です｡もう1つは深層の冷水部を利用する系

です｡それから両者をつなぐ系を作動流体が循環する｡作動流体が温水部で温められて蒸

発する｡蒸発した作動流体がタービンを回す｡タービンは発電機を動かす｡仕事が終わっ

た作動流体は冷水部で相転移してもとにもどる｡このサイクルを繰り返す｡こういう原理

です｡

このように概念的には単純なんですが､こういうものがサンシャイン計画を含めて日本

全体でどのくらい作られるかといいますと､1988年までに3カ所だけに作られていま

す｡まず､佐賀大学に作られたプラントです｡ここはサンシャイン計画からお金が出てい

ます｡実験の開始は1976年で､出力は50キロワットです｡2番目は､ナウル ･プラ

ントで､実験の開始は1981年､規模は120キロワットです｡最後に徳之島プラント｡

これは九州の南部ですね｡実験の開始時期は1982年､出力は50キロワットです｡こ

れが1988年度までに日本で作られた海洋温度差発電の実験プラントのすべてです｡ど

うして1988年で切るのかいぶかしく思われるかもしれませんが､そのわけはこれから

明らかになります｡

さて､1997年現在､商用プラントとして稼働しているものは､じつは1基も存在し

ません｡商用プラントそのものがそもそも建設されなかったからです｡この間題に失敗と

いう評価をドすことはさして重要ではない｡こういう状態というのはそう珍しいことでは

なく､しばしば観察される現象で､そういう目標達成度を基準にしたアセスメントには社

会学的に大きな意味が兄いだせないからです｡ここで問題にしたいのは､目標の達成度を

基準にしたアセスメントではなく､なによりも立ちあがりの時点で､いかなる技術選択が

行われたのかのアセスメントにあります｡環境問題を念頭においた新エネルギー開発を標

揺する1つの目玉となった海洋温度差発電プロジェクトの技術選択のあり方が､じつは地

球環境問題とふかくかかわっているからです｡どういうことか､それをつぎに述べます｡

海洋温度差発電システムの最大の問題は､自然の条件を利用しますから､温水部と冷水

部の温度差がそんなに大きくない点にあります｡平均値でいいますと､温水部が摂氏28

度ぐらい､冷水部が摂氏7度ぐらいです｡したがって､温度差は約20度です｡一般の火

力発電プラントの場合ですと､だいたいこの温度差が数百度です｡そうすると､普通の火

力発電プラントに比べてひとけた下の熱落差を使って､いかにして電気エネルギーを取り

出せるのかが､このプラントの抱えている最大の技術的な問題になります｡この間題がも

し解けないならば､商用技術として実現する可能性はゼロですDじっさいにこれがどう解

かれようとしたのか｡問題は､この点に帰着します｡

まず､作動流体を考えてみます｡火力発電プラントの場合ですと､作動流体は水です｡

ところが､水は海洋温度差発電の温水部の摂氏28度では蒸発しない｡そうすると､水は

海洋温度差発電の作動流体としては使えないことになる｡水が使えないということになる

と､摂氏 28度以下で蒸発という条件に合う作動流体を探す必要がある｡どういう作動流
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体が開発されたかO実験段階で開発された例をひとつ示しますOこの作動流体は､大きく

3つの成分からなる｡ご覧のとおり､ 85%を占めるのがフロン12です｡つぎに､ 3%

から4%を占めるのがフロン21｡あとは空気が 1%程度という割合です｡したがって､

この作動流体は､空気が 1%で､残りはほとんど全部フロンでできていることになります｡

ところで､フロン12というのは､ご承知のとおり特定フロンに指定されていますO

オゾン層破壊の原因物質候補として特定フロンに指定されたものが､作動流体の85%

を占めるということですから､クリーンなエネルギー開発を標揺するサンシャイン計画と

しては､いささか矛盾するのではないか｡こういうふうにいぶかしく思われるかもしれま

せん｡その事実はたしかに興味ぶかい｡ですが､社会学的にはるかに重要なのは､なぜそ

ういう技術選択が行われたのかを明らかにすることです｡その点を考えないことには､問

題の本質に迫れないと思うからです｡では､問題の本質は何か｡それをこれから話します｡

まず､開発当事者がどういう理由づけをしているかをみてみます｡大きくいうと､3つ

の点が指摘されています｡1つは､熱伝達性能がよい｡2つ目は､沸点が低い｡フロン1

2の例でいいますと､摂氏マイナス29 ･8度で気化する｡ 3番目に､使いやすい｡非常

に安定で扱いやすい｡入手もしやすい｡これがフロンが選ばれた技術的な理由ということ

になっています｡これは､さきほど述べました熱落差が非常に小さいという海洋発電系の

抱えこむ最大の問題を解決する､つまり熱サイクル効率を高めるという観点からいうと最

適の技術選択です｡しかしながら､フロンはオゾン層破壊の原因物質候補でもある｡

そうすると､問題の本質はこうなります｡海洋温度差発電システムの内部では最適であ

るけれども､システムの外部において最適から大きくずれこんでしまうような技術選択が

なぜ行われたか｡こういう解釈がなされるかもしれません｡ここで示したのは､まだ試用

段階の実験データで､現実にはフロンを作動流体とした技術選択は誰も行わなかったOそ

うでないことを､つぎに示します｡これは､海洋温度差発電に関連して当時出願､公開さ

れた発電サイクル､発電システムに分類される特許のなかで､現実にフロンを作動流体と

した特許の一覧です｡ご覧のとおり､全部で 7件出願､公開されています｡

ここで注目に値するのは､ 7件の特許のうちの6件までが旭硝子によって出願､公開さ

れている事実です｡残りの1件は東京三洋電機による特許です｡当時のフロンのメーカー

はだいたい4社ないし5社です｡旭硝子は､そのなかの主力メーカーのひとつです.東京

三洋電機のほうは､フロンメ-カーではありません｡だが､ご存じのとおり冷蔵庫を作っ

ています｡冷蔵庫の冷媒にフロンが使われることはご承知のとおりです｡つまり､この特

許を出願､公開した､すなわちフロンを作動流体とした技術選択を具体化した主体を調べ

てみますと､ことごとくフロンを製造するメーカーか､あるいはフロンのユーザ-サイド

のメーカーだということになりますOこれは､サンシャイン計画の目玉のひとつになった

海洋温度差発電の技術選択の過程で､関連メーカーの生産する比較的手近な中間製品が転

用されたことを意味します｡そのこと自体は､広義の技術の波及効果としてしばしば観察

される｡
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問題は､このような技術選択がなされた時点にあります｡特許が出願された時点をみま

すと､昭和59年 5月22日､昭和 59年6月1日､昭和59年6月1日､昭和59年6

月15日など､いずれも､1984年の5月から7月にかけて出願されている｡これらの

特許がこの時点で出願されている事実の意味は､技術の波及効果という一般的な文脈とは

別の観点から考察に値すると考えます｡なぜなら､日本でオゾンホールの観測結果が最初

に公表されたのが､それとほとんど同時だったからです｡これをご覧ください｡

これは､当時気象庁の気象研究所の物理気象研究部にいた忠鉢繁さんが､国立極地研究

所のジャーナルに掲載した論文です｡目付は1984年 12月です｡さきの特許の出願と

ほとんど同時に出ています｡論文の内容は､1982年の2月から83年 1月にかけて､

昭和基地で観測された成層圏オゾン層の観測結果の報告です｡忠鉢さんは､南極の昭和基

地でこの観測をこの期間業務として担当していた｡よく知られていることですが､南極上

空の成層圏のオゾン量というのは､季節によって変動する｡年間を通して季節変動のデー

タを集めるのが彼に与えられた課題だったわけです｡そこで忠実に観測をしていったわけ

です｡ところが､予想と大きく食い違う結果が出てきてしまった｡

具体的にいうと､どういうやり方をしても､いままでの季節変動の範囲におさまらない

観測点が出てきてしまった｡あるところでオゾン量が落ちこんでいるわけです｡落ちこん

だ観測点は1982年の 10月です｡10月の観測デ-夕は､いままでの観測データから

みるととんでもない値だった｡ ドブソン単位という単位で測るのですが､過去最低の ドブ

ソン単位による観測結果をはるかに下回る値だったんですね｡非常に悩んだ末､個人の責

任で結果を出すことに決心して､1984年にギリシャで行われた国際オゾン･シンポジ

ウムのポスター ･セッションにかけた｡

そのとき､このシンポジウムで南極上空の成層圏オゾンのことをテーマにとりあげたの

は､忠鉢さんただ一人だったそうです｡国際的に誰も注目していないわけです｡ポスター ･

セッションだったということもあるようですが､彼の話を誰も聞きにこない｡忠鉢さんの

話によると､一応20部ぐらい予稿をもっていったそうです｡その20都を必死になって

配って､ようやく20部を配り終えたのがオゾンシンポジウムでの最大の仕事だったとい

うことです｡つまり､誰も注目していないので誰も聞きにこない｡これがいまでいうオゾ

ンホールの第一報告をめぐる顛末ですO

では､どうしてこれがいま私がここでお話しできるようなものになったかというと､時

計の針をこれから4年さきにすすめていただく必要があります｡さきの顛末とまったく独

立に､1988年になってアメリカの気象衛星ニンバス ･セブンがオゾンの観測結果を送

ってくる｡そいつを解析しているうちに､10月のオゾン全量が著しく減少しているとい

うことがようやくわかった｡調べてみると､4年前に日本人の忠鉢という人間がそのこと

を報告していたということで注目が集まる｡そこではじめて認知されたわけです｡

しかし､よく考えてみると､ニンバス ･セブンというのはその前から地球を回っている｡

当然､観測データもその前からあるわけですOなぜ4年間気づかなかったか｡これも後に
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なってわかることですが､調べてみると､ニンバス ･セブンの観測データで180ドブソ

ン単位以下の低いデータが与えられると､観測エラーとして排除するプログラムが組まれ

ていた｡したがって､4年間データは与えられているのだけれども､自動的にそれが観測

エラーとして排除されて誰も気づかないOそのプログラムを停止して解析しなおしてみる

と､南極上空のオゾン全量が最大で40%減少していたということが判明したわけです｡

成層圏オゾン層のフロンによる破壊というのは､この10年前にローランドとモリナに

よって理論的には予測されていた｡モリナは数年前日本にも来たことがあります｡そのと

き話をしたんですけれども､彼はその当時は大学院生です｡いまでは成層圏から対流圏に

関心を移しているようですが､彼らが予測した当時､成層圏のことはあまり注目されてい

ない｡もちろん､ある程度のインパクトはあったわけですけれども､忠鉢さんが観測デー

タを出すまで､反証も立証もされていなかったOコンピューター ･シミュレーションによ

って実証もされないし､反証もされないoいわば宙ぶらりんの状態で､オゾンホールの観

測データが出てはじめて､フロン説というのが浮上してきたわけです0

フロンを作動流体にした特許が出願されているのはなぜかという問題には､このように

科学者集団による認知がおくれたという要因が関与している｡いいかえると､新しい問題

が発生する場面では､科学者集団の既存の常識が抵抗としてはたらきうることを､以上の

材料は非常に端的に示していると思います｡

4.まとめ

ここで､ひとまずのまとめをします｡社会には何らかの社会問題が存在する｡たとえば､

この場合でいうと資源問題です｡そこで､どうやって資源問題を解くかが､石油危機など

のいろいろな状況下で争点になります｡そして､それを解くための技術開発が行われる｡

資源問題の例でいうと､海洋温度差発電技術の開発です｡ところが､新技術開発の意図せ

ざる結果として別の問題が起きてしまう｡この場合ですと､フロンガスによる成層圏オゾ

ン層破壊の可能性ですね｡これが別の問題として出てくる｡そこで､これを解決するため

の新技術として､たとえば代替フロンの生産が行われるOそうすると､また当初みえなか

った問題があらわれる｡たとえば､代替フロンのコスト高によって環境南北問題が生じ､

さらにその解決のための新技術開発が行われる｡どうやら､こういうサイクルがここでお

話しした材料の背景にありそうだ｡

つまり､意思決定がなされた時点で､みえていない問題がかならずその後に出てくる｡

いいかえると､意思決定をするときは､問題の完全な解決に必要な情報から何か要素が抜

けた状態で我々は意思決定せざるをえない｡こういうことがいまの材料から学べることな

のではないかと考えています｡

これは､けっして自然科学だけの問題ではない｡我々､つまり社会科学の側もどうすべ

きかが解っていない｡なぜなら､我々がこれまで教えこまれてきた問題というのは､突き

詰めると完全情報下でいかにして合理的な解を導くかということがほとんどだからです｡
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ところが､いま述べた問題は,もともと不完全情報なんだというところから出発せざるを

えない｡不完全情報下で､しかし教科書の世界と違って現実の世界ですから､意思決定せ

ざるをえない｡ところが､意思決定するにしても､どういう手順で意思決定をしていった

らいいのかという､そのルールを誰も知らないO不断に新しく起こる問題ですと､意思決

定マニュアルは望むべくもない｡

すると､問題はこうなります｡不完全情報かつ意思決定のマニュアルがない条件下で､

いかにして意思決定するか｡この種の問題に対して､残念ながら､これまでの人文 ･社会

科学､私は社会学者ですけれども､答を与えるすべをもちあわせていない｡それどころか､

何が問題であるかも従来の完全情報の前提ではおぼつかない｡そういう状態だろうという

気がします｡その意味で､ここで示した問題は我々自身も変えてゆかざるをえない｡では､

いかにして変ることができるか｡その話を最後にして､話を終えたいと思います｡

もし､問題がいままとめたようなかたちだとすると､不完全情報の状態からは抜け出す

ことができない｡むろん､これまでも類似の状態はあったわけです｡たとえば､新技術が

導入されると誰も最初予想しなかったことが起こることがある｡高圧蒸気機関の導入にと

もなってボイラー爆発事故が多発して多くの人が死んでいるO新技術というのは､じっさ

いにやってみなければわからないそういう側面がかならずともなうわけです｡それはそう

なんですが､いままでとどこが違うかというと､不完全情報によって取り残される部分に

由来する意図せざる結果のスケールがあまにりも大きい｡効果が想像を絶するわけですね｡

時間的にも空間的にも｡

そういうスケールで物事を考えるとします｡これまでの考え方というのは､簡単にいい

ますと､何か対象があって､この対象を社会の目的に引き寄せて制御する｡こういう発想

です｡問題が完全にわかっている状態ですと､これは制御して目的の方向に行くわけです

が､何か情報が抜けていますから､正しい方向に行ったつもりでもとんでもない方向に行

って､予測できないことが予測できないスケールで起こりうる｡そこで､いま考えている

のは､科学技術が対象を制御するという回路と､社会が科学技術を制御する回路を同時に

含む科学､技術､社会の相互作用システムのダイナミズムに立ち返るという構想です｡少

し難しくいうと､自己言及､さらには自己組織ということになるわけですが､社会には科

学技術を支えるしくみがあって自分を組織する､科学技術のほうは問題を解決するしくみ

があって自分を組織する｡そういう2つの異なる回路をうまくつないでいく｡そのための

新しい研究プログラムを考えております｡

もちろん､自己言及という言葉には非常に多くの起源があります｡また､いろいろな解

釈の余地もあります｡なにより､こういう科学､技術､社会の相互作用システムという文

脈で､それをもう少し社会的に複数の回路をつなぐ道具として定式化するにはどうしたら

よいかをまとめる仕事をいますすめています｡いままでの問題状況､いま何が問題になっ

ているか､そして今後どういう方向で問題を考えていったらいいかという､3つの部分に

分けてお話をさせていただきました｡ご静聴ありがとうございました｡
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(付記)本講演を発展させた内容は､松本三和夫 『科学技術社会学の理論』(木鐸社､3

65頁､1998年)として刊行された｡くわしくは､同書を参照していただきたい｡
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｢科学技術と社会 :責任の割り振り｣ 平成 9年 11月21日

村上 陽一郎

(国際基督教大学教授)

1.はじめに

｢科学技術と社会｣､英語ではよくSTS (Science,TechnologyandSociety)と言い

ますが､政策研でのSTSについての講演会も､既に回を重ねてこられておられまして､

sTS関係の若手の方々､大体皆さんもう話されたようなところへ私が何か新たに申し上

げることもないとも思うんですけれども､今までの9回の中では恐らくあまり出てこなか

ったのかなと思う問題を取り上げさせていただくことにいたしました0

2.科学史的時代区分

既に講演された方々がお話しになっていると思うんですけれども､科学というものを考

えるときに､私は本来は科学の歴史を専門にしてきた人間でございますので､第 1期 ｢前

科学期｣ (pre-scientific)､第2期 ｢原科学期｣ (prototype)､そして第 3期 ｢新科

学期｣ (nco-scientific)の､3期ぐらいに分けて考えてみてはどうかなというふうに思

って参りました｡

それで､第 1期というのは､場合によっては ｢科学｣の時代に組み入れられることが多

いんですけれども､19世紀までを私はプレ･サイエンテイフイツク (pre-scientific)

というふうに考えているわけです｡

なぜ 19世紀まではプレ･サイエンテイフイツクかということに関しては､これは既に

私なりにいろんなところで書いたり話したりしてきましたので､あまり詳しくお話し申し

上げるつもりはございませんが､要するに､ニュー トンにしてもガリレオにしてもあるい

はデカル トにしても､18世紀までは､今私たちが言っているような意味での ｢科学｣の

営みとは､性格が大分違っていたのではないかというふうに考えています｡

極端に言いますと､例えば私はニュー トンが科学者であったとは考えていないのであり

まして､これを言いますと､大体の方が ｢むちやだ｣とおっしゃるんですけれども､いろ

んな理由があります｡

例えば､現在の科学という営みはどういう形であるにせよ､キリスト教の神様を持ち出

して事を済まそう､あるいは何か最後のところでどうしても問題が残ったときには､神様

を持ち出せば事が済むというような姿勢をとりませんが､まさしくニュー トンはそういう

姿勢をとっていた｡しかもそれを積極的にとっていたというふうに考えられますし､それ

からもう1つは､現在の科学者は専門が決まっていて､物理学者は物理学者として､もち

ろんたこつぼ的な狭い領域から外へ出ましょうという一般的な傾向はございますけれども､

それでもジャーナルの論文を見ればおわかりのとおり､非常に専門化しておりますが､ニ
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ユー トンの場合には明らかにそうではないO彼は聖書の学問もやっていましたし､考古学

もやっていましたし､造幣局の長官のような仕事もしておりましたので､今で言えば経済

学的なこともやらなければならなかったし､それから､神学もやっていましたし､そして

今で言う物理学もやっていた｡当時､ ｢神学｣という言葉はもちろんあったと思いますし､

｢哲学｣という言葉もありましたけれども､ ｢経済学｣という言葉もなく､ ｢物理学｣と

いう言葉もなく､ ｢地質学｣もなく､ ｢考古学｣もなく､そういう学問のフアツハ (個別

領域)という点では､そういうものは一切存在していなかったという点でも､現在の科学

とは違っております｡

その意味で､ニュー トンが死んだのは18世紀ですけれども､18世紀になっても､あ

るいは18世紀深く入っていっても､さらに19世紀に入っても､私がこのプレ･サイエ

ンテイフイツクな時代と呼んでいる時代は､ある程度続いたかもしれない｡

しかし､19世紀に入ると非常にはっきりとした形で､今の私たちが ｢科学｣と呼んで

いる営み､あるいは今私たちが ｢科学者｣と呼んでいるような社会的集団というものがよ

うやくヨーロッパの社会､アメリカの社会の中に少しずつはっきりと分節化されて目にと

まるようになってくるわけでありまして､彼らは彼らでまたそれなりの組織化､自分たち

だけの組織をつくっていくということをや ります｡ちょうどそのころから､つまり19世

紀からプロトタイプ (prototype)の科学があらわれてきたんだというふうに私は考えて

お ります｡これが第2期です｡

第 3期というのはここ50年ないしは40年､うんと長く見積もっても半世紀､やや厳

しく見積もれば30年から40年ぐらいの間にということで､新しいネオ ･サイエンス

んなんかがご紹介になって､丸善ライブラリーから翻訳が出たマイケル ･ギボンズその他

の人たちの提案しているモー ド2の科学というようなものが､私のこのネオタイプにある

程度近いものだということになりますが､現在では､プロトタイプとこのネオタイプが共

存 し､混在している状況である｡第 3期と言っても､現在はもうこのネオタイプぽっかり

というふうになっているわけではないという点は最初にちょっとお断りをしておきたいわ

けです｡

3.マ- トンのCUDOSとザイマンのPLACE

そこで､そのプロトタイプの科学というのはどういうものかというと､これはもうほと

んど申し とげるまでもなく､皆さんご承知のことだと思いますけれども､念のためにプロ

トタイプの科学を特徴づけるロバー ト･マー トンの例の4つの､マ- トンは ｢エ トス｣と

いう言葉を使いましたけれども､それをご紹介申し上げておきます｡

しばしばそれはこの頭文字をとりまして ｢CUDOS｣というので､マー トニアン･ク

ー ドスなどというふうに呼ばれることがございますけれども､まず､Cの ｢communality｣

は､公有性と訳されているようですね｡これはマ- トンの 『社会理論と社会構造』という
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大変大きな本がございますけれども､その中の最終章が､これは40年代の終わりから5

0年代の初めにかけて出版されたものでありますけれども､その最終章が ｢科学の社会学｣

｢ソシオロジー ･オブ ･サイエンス (SociologyofScience)｣というふうに題されてお

りまして､そして､その中で出てきた｡ですから､今から50年ぐらい前のマー トンの認

識であったわけでありますが､科学者集団ないしは専門家集団､あるいは科学者共同体を

支えている､ ｢エ トス｣というふうにマートンは呼びましたけれども､その1つが公有性

ですね､彼らが追求している知識というのは誰のものでもない､公のものであって､誰が

使ってもよろしいし､文字どおり ｢communality｣という形でしか表現できない｡

2番目のUですが､彼らが追求している知識というのは ｢unlVerSality｣を持っている｡

どこでも通用し､いつでも通用し､アジアで通用し､ヨーロッパで通用しないなんという

ようなことはないし､ IBMの中だけで通用し､富士通では通用しないというようなこと

もない｡その意味で ｢unlVerSality｣というものを求めている｡

それから3番目のDは､ ｢dislntereStedness｣というわけですが､これはしばしば ｢無

私性｣､私がないことというふうに訳されておりますけれども､科学的真理を追求してい

る人たちは､その科学的真理を追求するという行為の中では､自分のinterest､利益とい

うものに対しては､それにこだわらないといいますか固執しないというか､それを求める

ことはない｡それが ｢dislntereStedness｣という言葉の持っている意味合いだというふ

うによく言われます｡

最後の4番目のOS､ ｢organizedskepticism｣というのは､ちょっと前の3つとは意

味が違うようでありますが､これはむしろ科学者たちのとっている方法論のようなもので

ありますけれども､いずれにしても､常に疑うという姿勢をとり続けながら､しかも､す

べてをめちゃくちゃに疑うのではなくて､しっかりとした方法に基づいて､組織化された

形で疑う｡そして､その段階で疑い切れないものについては､差し当たりオーケーとして

受け入れていくというような姿勢を科学者たちは持っている｡少なくとも科学者と呼ばれ

る人たちが科学者として行動している限り､彼らはこういったエトス､これはもちろんエ

シックスではありませんで､要するに彼らを動かしている内面的な､ちょっと言葉がない

んですけれども､人間を動かしている内面的なまあ価値観みたいなものですね､価値観よ

りはもうちょっと強い意味を持っているかもしれません｡動的な､ダイナミックな意味を

持っているかもしれませんけれども､そういうものとしてマー トンが提案したものであっ

たわけです｡

それで､この立場というのは､現在の科学者たちの中でも当然のこととして受け入れて

いる人たちがたくさんおりましょうし､現在 ｢科学｣と呼ばれているものがやはり本質的

にはこういうもので動いているというふうに信じている人たちもいると思います｡実際に

こういうエ トスの中で行動している人たちもたくさんおられるはずです｡

しかし､これがもし､私流に言わせれば､このプロトタイプの科学の 1つの特徴である

とすれば､新しい科学､ネオ ･サイエンテイフイツクな､ネオサイエンスとでも呼ぶべき
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ネオタイプの科学というのは､ややというか､かなりというか性格が異なっている｡その

ことを表現するのに､これはマー トンを大変意識したおもしろい､ややパロディーとして

取り上げているように思われるものが最近ございます｡

これも名前は皆さんご存じだと思いますが､ジョン ･ザイマンという人の､これはイギ

リスのやはりこういった分野の大御所でありますけれども､本もたくさん出している人で

すが､ 『縛られたプロメテウス』というタイ トルの書物を1994年に出しまして､これ

は私と若い友人たちとで翻訳いたしまして､95年に日本シュプリンガ一 ･フェアラーク

東京という本屋さんから出したところでございますけれども､この中でザイマンは､ ｢マ

ー トニアン･クー ドス｣にかわる ｢ザイマニアン･プレイス｣という言い方をしまして､

｢PLACE｣という提案をいたしました｡これは明らかにマートンのクードスを意識し

てつくられたものであります｡

ザイマンはマー トンのOSを､ ｢organizedskepticism｣じゃなくて､全部で5つにし

ているので､こちらも5つにそろえたんですが､それはちょっとザイマンの勘違いかとも

思いますので､一応こういうふうにしておきますが､いずれにしても､ザイマンは､現在

の科学というものを動かしているエトスは､実はこのプレイスだというわけですね｡それ

で､マー トンのほうは名詞で来ましたけれども､ザイマンは形容詞で考えています｡

｢proprietary｣ ｢Local｣ ｢AuthoritarianJ ｢Commissioned｣それに ｢Expert｣とい

う5つなんだよというのです｡明らかに ｢Proprietary｣というのは所有的なというので

｢communality｣と対をなす言葉のように思われますけれども､つまりマー トンが､科学

者が追求している知識というのは公有的なものだ､誰のものでもないというのが古いタイ

プの科学であるとすれば､現在の科学者たちが追求しているのは､非常に多く所有的であ

る､IPR､インテレクチュアル ･プロパティー ･ライト (intellectualpropertyright)

なんという言葉がまさにそれを示しているではないかと｡

それから, ｢universality｣に対しては ｢local｣､これは後でちょっと申し上げるこ

とと関係するわけですけれども､別に自然科学者がほんとうの意味で普遍性を捨てたと言

っているわけではないんですが､しかし､これは､科学ではなくて工学的な知識というの

を､ノウハウというのを頭に思い浮かべていただくと､直ちにこの ｢local｣であるとい

うことがおわかりになっていただけるのじゃないかと思うんですねOザイマンが何でロー

カルと言っているのか｡つまり､工学的な知識の場合には､別段､万古不易な普遍的な真

理というものを見つける必要はないのであって､今ここでこの間題を解決するためにその

間題をクリアできればそれでいいというような知識の扱い万というのがしばしばであるわ

けであります｡

現在では､科学の場合でさえ､場合によってはそういうことが起こっている｡これは後

で特徴としてお話しするプロジェクト研究ということとかなり結びつくと思うんですけれ

ども,つまり､現在は､プロジェクト研究が非常に多いわけですけれども､そうすると､

そのプロジェクトの一端を分担する研究者は､かつて自分がプロトタイプの研究の中でや
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っていたような意味での問題の解決の仕方というよりは､むしろ､まさにそこで与えられ

た､この話の眼目は実はここにあると思うんですけれども､ ｢commissioned｣というとこ

ろにあるんですけれども､与えられたミッションを果たすために､そこでうまくいけばそ

れでよろしいという感じの意味で ｢local｣という言葉が使われている｡ ｢authoritarian｣

はあまり説明するまでもないと思いますが､ノーベル賞受賞者にともすれば見られる極め

て権威主義的な態度とか姿勢とかといったようなものがこういうところをあらわしている｡

問題は､このCの ｢commissioned｣であります｡私はこれを ｢請負性｣あるいは ｢請負

の｣というふうに訳したのでありますが､もともとはコミッションというのは他動詞です

から ｢委託する｣という意味ですね｡権利や問題を自分じゃなくて誰かに委ねることであ

ります｡これは ｢委ねられた｣と言っているわけですから､私は､その委ねられるという

ほうの側に立ったときには､それは ｢請け負うんだ｣というふうに言えばいいのではない

かというので､ ｢請負性の｣と訳しておきました｡これが恐らくネオタイプの科学の最も

重要な特徴だろうというふうに私は思っております｡

4.科学研究環境の変化

プロトタイプの科学とネオタイプの科学との区別というのをどんなふうに考えるべきか

というのですが､これはもう随分当たり前のことを申し上げるようでありますけれども､

プロトタイプでは､出発点は ｢個人の研究者｣で､ところが､ネオタイプでは､一般的に

言って ｢集団の協調｣である｡この点は､ザイマンもしきりに ｢collectivism｣という言

葉を使っております｡集団主義､日本の､いいも悪いも､しばしば欧米人から言われる

｢collectivism｣という言葉をそのまま使っておりますけれども､集団の協調であるとい

っています｡プロトタイプでは､完全に ｢indlVidualistic｣でありまして､それに対し

て､ネオタイプでは集団で事を行う｡

さらに､プロトタイプでは ｢研究の自治｣でありますから､ピア･レビュー (peerreview)

でありまして､したがって､研究者の研究の成果というのは､研究者集団の中だけで閉じ

た形で流通しております｡具体的に言えば､学会､アカデミックジャーナルの中でやりと

りされるという形の知識が積み重ね られていく､ただし､これはその中の研究者集団の自

治､ ｢自治｣という言葉がいいのかどうかわかりませんけれども､逆に言えば閉鎖的な研

究者集団の中でのみ流通する知識という形になっております｡

それに対して､ネオタイプでは､ ｢外部評価｣というものが介入をしてくる｡これは当

然のことながら､プロトタイプが ｢真理｣を探求すると言うと聞こえはいいけれども､も

うちょっと別な言い方をすれば､好奇心､よくキュリオシティ ･ドリヴン (curiosity-

driven)とミッション ･オリエンテッド (mission-oriented)なんというふうに分けま

すけれども､まさにそのキュリオシティ ･ドリヴンが真理を探求したいという個人のジー

ル (zeal)みたいなものですね､あこがれみたいなものが動機になっているのに対して､

ネオタイプでは､まさに ｢課題｣である､あるいはミッションであるO
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このミッションは､実は外から来ることが多いわけですね｡プロトタイプのミッション

というのは中にあります｡つまり個人の内部に燃えるものがミッションになっているわけ

です｡ところが､ネオタイプの場合は外部からミッションがおりてくる｡それが先ほどの

請け負うという形､つまり研究者集団は､外からおりてくる課題を請け負ってそのミッシ

ョンを果たしましょうという形になります｡したがって､当然のことながら､外部評価と

いうものがそこに介入してこざるを得ない｡プロトタイプが完全にピア ･レビューである

とすれば､ネオタイプはミッションをおろしたところが当然のことながら介入いたします

し､それから､後でちょっと申し上げたいと思っていますが､資金の援助チャンネルも変

わりますので､こういう外部評価がどうしても介入してくる｡

次に､プロトタイプの科学を ｢研究活動｣というのに対して､ネオタイプの科学を ｢経

営活動｣と言いましたのは､やや言い過ぎかもしれませんけれども､今や多くの研究者は､

単に研究者であるだけではとてもやっていけない思いをしております0

つい数日前も､理化学研究所に発足した総合脳科学研究センターの伊藤正男先生としば

らくお話をする機会があったんですが､自分のやっていることはマネジメントである｡ほ

とんど企業のマネジメントと同じだというふうにいささか嘆いておられましたけれども､

伊藤先生は非常にタフだから､結構それもおもしろがってやっていらっしゃるようですけ

れども､とにかく経営活動であるわけです｡ですから私は､これからの科学者の教育には

マネジメント教育がどうしても必要だと半ばまじめに言っているんですけれども､少なく

ともプロジェクトリーダーになるような人たちのマネジメント能力が欠けていたら､これ

はどうしようもないということがございます｡

それから､これは多少ごろ合わせをしたんですけれども､プロトタイプの科学が ｢サブ

ジェクト｣であるのに対して､ネオタイプの科学は ｢プロジェクト｣である｡プロトタイ

プの科学では､真理を探求すると言っても､何も漠然とした真理を探求しているのではな

くて､そこにはまさにサブジェクト､テーマがある､主題がある.その主題を追求するO

ところが､ネオタイプの場合は文字どおりプロジェクトである｡プロジェクトですから､

先はどのようなチームになってくるわけで､しかも､今度の脳科学研究のような､あれは

｢分布型メガサイエンス｣という言葉に決まったんですか､ ｢集中型メガサイエンス｣に

対して ｢分布型メガサイエンス｣と言うんでしょうか､ああいうものですと､ほんとうに

いろんな分野で行われていることをインテグレイ トしながら､その集団の協調の中で経営

活動が成果をうまく積み重ね､あるいは統合していかなければならない｡集中型のほうは､

その意味ではプロジェクトなんですけれども､まだテーマが､サブジェクトがはっきりと

決まっているわけですけれども､目指すところは 1つなんですけれども､分布型になると

非常に幅の広い｢l標があって､しかもそれが切りLlで言えば1つのテーマを追いかけると

いうような形にもなっているという非常に複雑な形をとるようになっております｡

先ほど､後で触れると申し上げました､例えば資金の支援のチャンネルなんかも､プロ

トタイプの場合は､何で支援をしなければならないかというと､社会のほうが､もちろん
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最初のうちは個人の研究者でありますから､しかも研究の自治でありますから､基本的に

は自分たちで調達するのが当然だと思われていた｡ですから､19世紀後半から20世紀

初頭にかけて､20世紀になるとノーベル賞が動き出しますけれども､初期のノーベル賞

の受賞者たちを見てみると､結構､員族が多いわけですね｡特にイギリスの場合そうです

けれども､あれは明らかに別に自分の時間を売って労働しながら生計を立てていかなけれ

ばならないような人でない､恒産を持った人たちが自分の懐を痛めながら研究をやってい

たということの1つの現れかもしれません｡基本的には援助は望外の喜びであった｡もし

援助が来るとすればですね｡後は大学に行って教えながら､まあご存じのとおり､アメリ

カなんかですと､いまだにというか､まさにそれが筋だと思っているんでしょうけれども､

場合によってはサラリーは9カ月分しか払われないoつまり教えている間しか払われない｡

そのかわり､勝手にどんなことやってもいい､どこで儲けてもいいよ､ムーンライ トジョ

ブでどんなにもうけたって構わないよというわけでしょうけれども､それから研究費はど

こか外からとってらっしゃいというのが大学における常套でありますが､ヨーロッパの場

合､それほどストリクトではないんでしょうが､それでも教えることが半分､残りのスペ

アタイムを研究のために費やすというような人たち以外にはあまり研究者というのはいな

かったわけですね｡

もしも外部からこういう研究をサポー トするというのであれば､その原理は何だったか

というと､私は､ちょっと突飛な比喰かもしれないんですが､特に一般の方にわかってい

ただくときにはこういう比嘘を使います｡つまり､芝居やオペラやバレエを支援するのと

同じ原理だというわけですね｡オペラをやっている人たち､日本でもそうですけれども､

好きで好きでしょうがないからやるわけですね｡要するに､金もうけしようと思ってあん

3,000×3-9,000枚の切符がぴあで売れるかというと､これは絶対売れないわけで

すね｡そうすると､例えば2,000枚辛うじてぴあで売れても､あとの7,000枚はどう

するかというと､自分たちで持つわけですね｡200枚なら200枚ずつ出演者が､ギャ

ラをもらうどころじゃなくて､その出演者が200枚の切符を引き受けて､親類縁者に ｢買

ってくれ｣と配るわけじゃないですか｡もしお金が取れなければ､しょうがない､自分で

払ってでも､とにかくお金は納めるというようなことで､それでもやりたいからやるわけ

ですよね｡

それではあんまりかわいそ うで､つ まり､それは人間活動､フィランソロピー

(phllanthropy)なんですね､まさに､原理はOフィル､アンソロピーですから､入間を

愛する､人間というものの活動を愛するから､こういうことをやっている人たちがいるけ

れども､それは彼らだけがおもしろがっているけれども､それでも人間の活動の幅を広げ

たじゃないか､あるいは深さを増したではないか｡彼らのおかげで人間がこんなものもで

きるんだとか､こんなこともおもしろがるんだということがわかったら､それは支援 して

あげてもいいではないかというのがフイランソロピックな支援の仕方である｡
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科学もまた､プロトタイプの科学では基本的にはそうだった｡ロックフェラー財団が2

0世紀に入ると､科学研究をサポー トし始めますけれども､例えばの話ですね､そういう

場面での原理というのはまさにフイランソロピ-だったというふうに思われるわけですねO

今でも文部省の用意なさっている科学研究費というのは､やっぱりある程度このフイラ

ンソロピックな原理ですね｡ですから､これはこういう場所ですから申し上げてもあまり

害がないと思うんですけれども､お金をいただいても科学研究費の後始末というのは､ご

存じのとおり何にもないわけですね｡もちろん出納簿は､大変厳密な帳簿づけを要求され

ます｡最近は昔よりもっともっとひどくなりまして､皆様ご存じでいらっしゃいましょう

か､昔は2月に全部の締めをするときに銀行口座をゼロにします｡そうすると､利子がつ

いていたりして65円とか余ったとします｡そうしたら､郵便局に行って切手を買ってき

て65円分の切手代という判子を押してもらってそれで済んだんですけれども､今はそれ

もしてはいけない｡郵便は全部郵便の管理簿をつくって何月何日だれそれに速達で何円,

封書の切手何円というのを全部つけて郵便局で一々判子をもらってほしいというようなす

さまじい状態です｡例えばあるお金を何かに払いますね｡5万円なら5万円払いますと､

その何かを買って､その払った日付よりも前に納品書と請求書と見積書ができていなけれ

ばいけなくて､そして､もちろん領収書はその目付､そして､でき得べくんば､これは時々

そうしなくても許されるんですが､一番理想的なのは､その5万円という支出をした日に

銀行から5万円をおろしたというのが銀行の帳簿につくようにというふうに今指導をされ

ているわけですね｡

それぐらいマニュアルが決まって厳しいんですが､しかし､ご存じのとおり､研究の後

始末ということに関しては､背表紙に活字が印刷できて､まあまあ自分で立っていること

ができるぐらいの厚さの報告書を書けばそれでいいo隣に寄っかからないと立ってられな

いような薄さではちょっと困ると｡その内容は､ある意味でどうでもよろしいと言うと､

これまた文部省の人に怒られるかもしれないけれども､ほんとにどうでもいいわけですね｡

できなくてもだれも文句を言わないわけですね｡申請のときに書いたことが実現していな

くても､これはもうほんとうにだれからも文句は言われない｡ですから､これはやっぱり

フイランソロピックだと思うんですね｡

ところが､ネオタイプの科学では明らかにチャンネルは違ってまいりまして､それは科

技庁の研究調整費にしてもそうですし､それから､通産省の産業技術の関係の工技院を通

じておりていくようなお金でもそうでありますけれども､まさに国家なら国家のプロジェ

クトというのがテーマ､課題､ミッションというのが決められまして､請け負った人たち

は､そうは言っても､日本の場合は中間レビューでも最後のレビューでもやっぱり甘いで

すけどね｡それこそ最も典型的なのはSSCのように､あっと言う間に､もう大分進んで

いたものが､ばさっととまるというようなことは､政府が関わるとなかなか日本ではでき

にくいというのが､これを言うとまた私は憎まれるんだけど､核融合なんというのはいさ

さかその気味がありますな｡あれはどうもぐあいが悪いと常々思っているんですけれども､
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まあそれ以上これは言わないことにいたしますが､それでもとにかく外部評価が入ってま

いりますし､やっぱりできなかったらできなかった責任をどうしてくれるというのは､こ

れはやや問題であります｡それだけのお金を使いながらということになりますOそこで､

その責任の問題もある形で生じてくるわけですね｡つまり､こちら側のタイプとは違った

形の責任の問題が生まれてくるということにもなります｡

5.科学技術を巡る専門家の社会に対する責任 (アカウンタビリティー)

それで､今責任の問題を申し上げたんですけれども､恐らく､今後非常にしばしば問題

になるであろうというようなポイントを考えていきますと､ザイマンのプレイスみたいに

ウイットに富んだや り方でできないのが残念ですけれども､少なくとも我々の直面してい

る､あるいは科学技術研究の直面している問題として幾つかの問題が取り上げられる｡私

は､ ｢accountabillty｣､ ｢allocation｣､ ｢priority｣､ ｢globallZation｣の4つを

取りしげたいと思いますOきょうは責任の問題ですので､ほぼ ｢アカウンタビリティー｣

というところに尽きるようにしたいと思いますけれども､ ｢アロケーション｣というのは

ヒューマン ･リソースも含めてでありますし､ ｢プライオリティー｣というのはそのプロ

ジェクトの中のプライオリティ-であったり､あるいは研究の全体の中でのプライオリテ

ィーであったりするというようなこともありましょうし､問題は ｢アカウンタビリティー｣

という概念であります｡

ご承知のとおり､ ｢アカウンタビリティー｣という言葉は､アメリカで最初に使われ始

めたときには､どちらかといえば行政､もうちょっとどぎつい言葉を使えば権力の側にい

る人間が､その権力を施行される立場の人たちに対して持つ責任というふうに言われたよ

うでありますDその権力を施行するに当たって､その権力の施行に関連するさまざまな情

報をすべてきちんと説明する義務と責任が権力の施行者の側にある｡ですから､多くの場

合行政ということになるわけですけれども､というふうに言われて､それは別の見方をす

れば透明であるということにもつながりますし､いろんなところで議論される概念になっ

てまいりました｡

そして､少なくとも今私は､ここではそれを少し狭くとりまして､というか少し曲げて

とりまして､ここでのアカウンタビリティーというのは､今のパターンをそっくり専門家

と非専門家というものに適用してみたときに､その専門家は非専門家に対して､自分たち

のやっていることをできるだけクリアにわかりやすく説明し､納得し､あるいは納得させ

たり､あるいは理解してもらうためにいろいろな手だてを尽くす義務と責任があるという

ふうに､本来のアカウンタビリティーとちょっと違った意味で､そういうふうに使ってみ

ようと思います｡そしてこの使い方は別に私だけの使い方ではなくて､こういう科学技術

論なんかの場面では､やはりそういう使い方をしている場面が幾つも出てまいりますけれ

ども､そうすると､アカウンタビリティーという概念は､当然のことながら知識に関して､

専門家と非専門家の間には非常にアシンメトリーがある､非対称性があるということを前
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提としているわけです｡

そのときに､知識を持つ側が､自分たちはどういう目的でどういうふうにこの知識を利

用しながら何をやろうとしているのか､あるいは実際にその知識を利用する前に､こうい

う知識を得たいと思っているからこういう研究をやっているんだということを非専門家に

説明する義務と責任があるということになります｡これは結局のところ､先ほどから申し

上げているような意味で､フイランソロピックな研究であれば､それはまだ､ややカリカ

ーチュアライズして申し上げましたように､研究者の側に大きな責任というのは生まれて

こないとも言えるわけですね｡

ミッション ･オリエンテッドな､ネオタイプのほうの研究のあり方ですと外部から資金

が入りますので､しかもその資金というのは､もはや単にフイランソロピックに提供され

ている資金ではなくて､文字どおりミッションを果たしてくれるかどうかということにお

いて提供されている資金でありますから､もっと卑俗で言葉を使えば､ギブ ･アンド･テ

-クの資金でありますから､したがってテ-クがなければならない､ギブをする側に立っ

てみれば｡テ-クをする側に立ってみれば､ギブがなければならないOという意味で､ま

ずそういう責任をミッション･オリエンテッドな研究は背負っているはずです｡研究者の

側から言ったらその責任を持っているはずであります｡

ここの部分のことについては､これもまたこういう例を出すとひんしゅくを買うんです

けれども､非常にわかりやすい例ですのであえて申し上げますけれども､例のオウム真理

教の科学技術省でありますが､あそこにいた研究者たちというのは､まさしく親玉から､

それは裁判の途中でありますから､親玉がどれだけの指示を出したのかどうかというのは

ちょっと別にいたしまして､とにかく何 らかの形でミッションを与えられた､何か毒薬を

つくれとか､ⅤⅩガスをつくれとか､サリンをつくれとか､あるいは何か自動小銃をつく

れとか､潜水艦までつくれと言われたとか､何か奇想天外でありますけれども､とにかく

そういうミッションをおろされた｡彼らは研究者としてそのミッションを請け負った｡こ

の場合は､お金というよりはもうちょっと別の要素でのやりとりなんでしょうけれども､

とにかく請け負った｡請け負ってみたら､そのミッションは達成されたわけですね｡です

から､彼 らにしてみれば､あの科学技術省のメンバ-にしてみれば､自分たちは研究者と

しての責任を果たしたよと言っていて､それでいいのかもしれないわけですねC少なくと

も､その限りにおける責任は果たしたことになります｡これはアカウンタビリティーとは

直接関係はありませんけれども､そういう責任のあり方というのが1つ出てきます｡

実は､この場合の責任の姿というのは､プロトタイプの研究に対しても､実はないわけ

ではないんですね｡先ほど､プロトタイプの場合の責任はギブ ･アンド･ギブあるいはテ

-ク ･アンド･テ-クでいいんだよ､だから本質的な責任はないんだよということを申し

上げましたけれども､尖は､これは今の話では申し上げませんでしたけれども､プロトタ

イプからネオタイプへ変わっていく1つのきっかけはこうだったと思うんですねo

つまり､プロトタイプの研究活動が行われている時期に､外部社会はミッションをおろ
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して請け負うんじゃなくて､ちょうどこの中間移行系があったわけですね｡それが私は､

例えばマンハッタン計画だと思うんです｡つまり､あれは文字どおり､最初出発点はプロ

トタイプの研究なわけですね｡原子核の中身がどうなっているんだ､原子がどうなってい

るんだということが､サブジェクトになって､個人の研究者たちが研究の自治の中で研究

活動を行ってそういう真理を探求していたはずなんです｡

ところが､先ほどから申し上げているように､その閉鎖的なコミュニティーの中で流通

している､や りとりされている知識を外から見ていた軍部が､軍部だけではない､一部の

科学者たちは積極的に売り込んだというところもあるかもしれません｡この辺の詳細は､

アインシュタインから始まってレオ ･シラー ドとかいろんな人たちのいろんなことがあり

ますので､ここでは申し上げませんけれども､とにかく形としては､プロトタイプの研究

に対して､外部の世界が､そこではしばしばこういう言葉が使われております､多分それ

でいいんだろうと思うんですが､ ｢explolt｣という言葉がよく使われます｡これは非常

に強い言葉でありまして､日本語で一番ぴったり来るのは､ご存じのとおり ｢搾取する｣

という言葉であります｡徹頭徹尾利用し尽くすこと､あるいは活用し利用し尽くすことで､

エクスプロイタブルである｡つまり原子核研究のそのピアの中でやっている､そしてその

中でやりとりされているような知識が､軍事のためにエクスプロイタブルであると判断し

たOそうしたら､それをエクスプロイットするある種のオーガナイゼ-ションをつくった

わけですねOそれがあのグローブスという准将でしたか､最初は大佐でしたか､をキャッ

プにして､その次にオッペンハイマーをアカデミックヘッドにしてという､ 1つのプロジ

ェクトチームができる｡これは､言ってみれば､軍部が原子核研究者をエクスプロイット

するための 1つの組織であると申し上げていいと思います｡そうすると､それはもうプロ

ジェクト研究になりまして､ネオタイプの科学に移行し､この中の一部には完全に課題､

使命が入ります｡その使命達成のために彼らは一生懸命やったわけですね｡

皆様方もファインマンの ｢ご冗談でしょうファインマンさん｣という日本語のタイ トル

でしたか､自伝みたいなものを､ベストセラーになりましたのでお読みになった方も多い

と思います｡ファインマンというのはご存じの方も多いでしょうが､物理教育なんかでも

ユニークな視点でもって大変いい教科書を書いたりもしました｡高等学校高学年レベルか

ら教養レベルぐらいのすごくいい教科書も書いて､まことに魅力的な男ですけれども､マ

ンハッタン計画では､まだあのときは大学院を出てポス トドクあたりのペイペイですね｡

だから､いわばほとんど歯車の 一環としてプロジェクトの中で使命を果たすために働いて

いるだけでした｡ですけれども､それでもあのマンハッタン計画の部分で彼は何と言って

いるかというと､自分の前に使命がおりてくるOそうすると､それにタックルするOタッ

クルして､ずうっと苦労を重ねていく｡そしてそれが 1つ解ける｡そのときはすぼらしく

うれしい｡そのシリーズがずうっと続いた挙げ句に最後にアラモゴール トでその実験が成

功したときには､もうみんなが､これでシリーズの 1つ 1つのプロジェクトの自分たちが

タックルして扉をあけてきた､そして最後にあいた扉が実験の成功だったというので､み
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んなもうとにかく肩を抱き合って､ワイン飲んだりビール飲んだり､自動車の､自分は何

だったか､そこの脇にあるスティックを取って自動車のボディーをたたいてはしゃぎ回っ

たというようなことを､まことに無邪気に書いているわけですね｡こういうメンタリティ

ーというのは､まさに研究者のメンタリティ-としてはまことに自然なんでしょうけれど

も､後で彼は､1956年ぐらいだったかな､日本に招かれて来るんですよね｡それで広

島に行くんですね｡

でも､何を書いているかというと､彼はそういうことを書きたくなかったから自分の内

面で起こっていることを書かなかったのかもしれないから､彼の内面はわかりませんけれ

ども､でも､彼が少なくとも表に出ている書いていることというのは､宿屋で浴衣を着た

ら､浴衣が短くて足が全部出ちゃったとか､温泉が楽しかったとかなんとか､そういう話

しか書いていないんですねDつまり自分の開発した､少なくとも自分もその一端を担った

あのプロジェクトの結果としての広島というものが何であったかということについての感

慨みたいなものは､まるで-かけらも書いてないんですね.それはあえて書かなかったの

かもしれないんだけれども､私は､ファインマンの中にあんまりなかったんじゃないかと

思うんですね｡ここにはまさに､このプロトタイプからネオタイプへ移るあたりの過渡期

の状況が非常に鮮やかに出ていると思います.

またもう1つ申し上げておけば､これは今から20年ぐらい前になりましょうか､唐木

順三さんという､作家といいましょうか文芸評論家の方がおられまして､その亡くなる死

の床でずうっと病院で書き続けた遺稿がありまして､たまたま私は唐木さんについていた

雑誌の編集者と大変懇意にしていて､その編集者の方が､遺稿として唐木さんが書かれた

ほんとうにまだ生の原稿､これをどう思いますかと言って持って来てくれたので､最初に

見ることのできた人間なんですけれども､それは結局 ｢科学者の社会的責任についての覚

書｣というタイ トルで､筑摩書房から出版されました｡

文芸評論家ですから､と言うとまた文芸評論家に怒られるかもしれませんけれども､書

かれていることは非常に直観的であって､感覚的であるかもしれませんけれども､結局､

唐木さんはそこで何を言おうとしているかというと､2人のノーベル賞物理学者､湯川さ

んと朝永さんですね､この2人を､言ってみれば姐上に上げまして､湯川はだめだけれど

も朝永はまだいいという結論をばっさり下しているわけですね｡唐木さんなりの理由は非

常にはっきりしているんです｡

それは何かというと､湯川さんも朝永さんも明らかにプロトタイプの科学の側の人です

ね｡プロトタイプなんというのはご存じないうちに亡くなった｡湯川さんは､つまりあま

りにもナイ-ブに科学をすべて善だと認めているOそういう問題に多少とも詳しい方ご存

じだと思いますけれども､湯川さんは､パグウオッシュ会議だとか､それからラッセル ･

アインシュタイン宣言だとかいったような､あるいは世界百一人科学者宣言だとかという

ような核兵器反対運動に割合積極的に出かけていかれて､そしてみずからもその一端を担

われた方ですよね｡朝永先生のほうがまだそういう問題に対してあまり積極的に国際的な

- 232-



社会の中で発言もなさらなかった｡これはお2人の性格の違いもあるかもしれませんけれ

ども､むしろそうなんですね｡だから､表から見れば湯川先生のほうがはるかに朝永先生

よりはそういう戦後の核兵器反対運動に対して積極的であった｡

ところが､唐木さんの目に映ったお 2人は､湯川､朝永両氏は､やっぱり相当違うと言

うんですね｡湯川さんは結局のところ､つまりこういう個人の内面に燃えている真理探求

の研究活動は､そして研究の自治の中で行われる限り､これは本質的に善であって､これ

は何者によっても妨げられないし､それから何かによって責任を問われるということもな

い｡そこで得られた知識を誰かがエクスプロイット､その言葉は使っていないんですが､

私がさっきその言葉を使いましたので､それを使って申し上げますと､だれか別の外部の

社会がエクスプロイットしたからと言って､真理を発見したり探求したりした科学者の責

任が何らかの形で問われるのはおかしい｡研究は常に本質的に100%善であると確信し

ていたというわけですね｡これはプロトタイプの研究です､もちろん0

ところが､朝永さんの場合は､そこに本質的に疑問を持たれていた｡だからいかにプロ

トタイプの研究であろうとやっていけない､あるいは､やるべきでないと考えるべきもの

があるかもしれない､そういうある種の括緒と､それからむしろペシミズムを持っておら

れた｡そこに唐木さんの目から見ると､湯川さんは許せないけれども朝永さんは許せると

いう感じが出てくるO

私は､これを一種の共犯意識ではないかとも思うんですね｡つまり､これはもう私の言

葉ではなくて､共犯意識というのはア-ビン ･シャルガフというウィーン生まれのアメリ

カの生化学者､いまだに90幾つでかくしゃくと文筆稼業をしている､ノーベル賞をもら

い損なった男というので､ワトソン､クリックを蛇嶋のごとく憎んでいるすね者として知

られているシャルガフという男がいますが､あのシャルガフが言っているんですが､シャ

ルガフはまさに生化学者であったから､核兵器関係ない､物理学者関係ない､だけれども､

その広島への原爆投下の話を聞いた瞬間に感じたことは何だったかというと､自分の手は

これでもはや血に汚された､自分が生涯をかけてきた科学というものが､こういう形で､

そこでも ｢エクスプロイット｣という言葉は使っていませんでしたけれども､エクスプロ

イットされたという事実に接したときに､自分もまた科学者の端くれとして､1人として､

もはや罪なき者ではいられない､自分はもちろん研究には一切携わっていない､核兵器の

研究には携わっていない人間であるけれども､同じ科学者として一種の共犯者であるとい

う意識を持ったと､シャルガフは書いているわけですね｡そして､それ以来､自分は､自

分に対して市民権を与えてくれた第二の祖国であるアメリカと､自分の生を保障してくれ

た科学というものに対して､ 100%全面的に忠誠を誓うことをやめたというふうにシャ

ルガフは書いているわけですね｡

もともと､シャルガフという人は文字どおりプロトタイプの科学の側の人なんですけれ

ども､そこは恐らく唐木さんの立場からすれば､朝永先生はどちらかといえばシャルガフ

の立場に近くて､逆に湯川先生はシャルガフ的な意識は全く持たない人だったというふう
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に唐木さんは判断されたんだというふうに思います｡しかし､プロトタイプとネオタイプ

の絡み合いではなくて､ネオタイプになってきたときには､なおもう一つ問題が生じてき

ていることはもうおわかりのとおりで､それが先ほど申し上げたオウムの例なんですね｡

オウムの例では､彼らは彼らなりの責任を果たした､ミッションを達成した｡それなり

に彼らはそこでの責任を果たした｡しかし､その結果が極めて反社会的だったということ

は誰の目にも明らかである｡なぜ､そのときに彼らはそのことを考えなかったんだろうと

私たちはごく自然に思いますが､それは当たり前ではないかと思いますが､しかし､それ

だったら､例えばフアイマンにもオッペンハイマーにも核兵器を開発しているときに､そ

ういう感覚､つまり自分たちがミッションを与えられて一生懸命それにタックルしている､

これがタックルして成功してミッションが果たされたときに､その結果は果たしてどれだ

け反社会的であるか､反人類的であるか､反人間的であるかという問題は､もちろん､あ

れはナチのプレッシャーがあったと言うんですけれども､実はアメリカは十分な諜報活動

によって､ナチの原爆開発が大した状況に達していないということは十分熟知していたと

いう､例の真珠湾の謀略から始まるアメリカの一流の､外圧を自分たちの政策の実現に利

用する､これは日本もしょっちゅうやるわけですけれども､というアメリカの常套手段の

1つだというふうにも解釈されますけれども､もっとも､ローズベル トその人も､最初の

うちは大して積極的じゃなかったんで､むしろイギリスが､チャーチル以下が非常にナチ

スドイツの圧迫を受けて悲鳴を ロブて､そして最終的に ｢モー ド委員会｣というのがイギ

リスで結成されて､モー ド委員会がアメリカへ出かけていってアメリカ政府を説得した､

ローズベル トを説得したという内幕もあるわけですけれども､その辺の細かい話はともか

くとして､でも､それだったら､例えば核兵器に関しても､そういうふうに考える人がい

たってよかったかもしれないわけですね｡

つまり､ここには 1つの責任という問題があります｡つまり､ここには何重かの責任が

あります｡使命を請け負った人間として､その使命を果たすか果たさないかという責任が

まず第 1にあります｡第 2には､その請け負った成果が､その請け負わせた発注主がいか

にそれを利用して何をやるかということについて､ 卜分に請け負った側としては目配りを

しているかどうか｡それがほんとうの意味で人類の福利に､あるいは社会の福利に役立つ

ものとしてあるのかどうかということについても責任を問われなければならなくなります｡

そして､このことは､言ってみれば､社会の側から見れば､明らかにその専門家たちが

そういう形でミッションを与えて､ミッションを請け負って何らかのことをやろうとして

いて､そしてその結果が社会の中に何らかの影響を及ぼすという状況を非専門家の側はど

ういうふうに受けとめるかという問題と絡みますOここで､先ほどから問題にしているア

カウンタビリティーが､その本来の姿を最も鮮明にあらわしてくるわけですo

つまり､社会の側､非専門家の側は､専門家がやろうとしていること､請け負ってやろ

うとしていること､あるいはその使命､あるいはその使命が達成された結果として社会が

どうなっていくであろうかということ､そういう問題について､専門家の側に､こんな危
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険はないのかとか､こういうことになったときにどう処置するのかとかいうような疑問点

を当然持つわけでありますが､その点については､非専門家の側の無知ゆえの問題意識も

ありましょうし､そういう問題に対して､単にギブ ･アンド･テイクだからというのでは

なくて､今ここで申し上げたような理由で､専門家の側は専門家の知識の中身のあれこれ

を､そしてそれを包み込んでいる科学技術の研究のコンテクス トの中でそれがどんなふう

になり得るのかということについての可能性や､将来の見通しについてのさまざまなコメ

ントを､やはり専門家の側は非専門家の側に説明する義務があるということになります｡

そこまでが､通常 ｢アカウンタビリティー｣というふうに言われていることで､ここか

ら先はあまり言われないことのようですけれども､私は､やっぱり非常に大切だと思って

いることがございます｡それは何かと言うと､このアカウンタビリティーという概念は､

先ほどから申し上げておりますように､片務的な責任ということになっています｡つまり

専門家と非専門家の間の知識の非対称から来る､専門家の側に負わされた責任という意味

で､一般大衆の側は､それを要求する権利はあるけれども､それ以上の責任はないという

ことになります｡ですから片務だと｡しかし､私は､これは双務的な責任だというふうに

確信しています｡これは､非専門家の側にも責任がある｡

これももうおわかりでございましょうけれども､このアカウンタビリティーのある非常

にスペシフィックな形が､まさにインフォーム ド･コンセントでありますO医者と患者と

いうのは､ここでも知識やノウハウに関しては圧倒的なアシンメトリーがありますO医者

がたくさん持っていて､患者は多くの場合､ほとんどの場合､全く医療チームの側とは比

べものにならない｡にもかかわらず､患者の側は､その医者に対して自分たちの受けよう

としている治療方針についてクリアに説明してもらう権利があるということで､その責任

を医者に要求いたしますQ

しかし､これが要求できるということの裏には､少なくとも要求するからには､受け入

れるということではありませんが､理解するという義務を負っているということを忘れて

はいけないように恩うんですね｡非専門家の側も､少なくとも専門家の側がアカウンタビ

リティーという責任を負わされて､そして説明をしているときに､その説明に対して､そ

れを理解する､細かい点をすべて理解せよというのではないのですけれども､少なくとも

大事なポイントを理解するという責任は､当然のことながら負わされているはずでありま

す｡

ただし､ここで大切なことが 1つあります｡それは､じゃあ理解したから全部のみ込め､

専門家の言うことは専門家の言うことだからのみ込みなさい､受け入れなさいということ

ではないということですねDこれは､まさにインフォーム ド･コンセントがそうでありま

す｡理解の上に成り立たない限り､コンセントも何もないわけですね｡しかし､ある場合

には､理解した上ででも､そこでコンセントが成り立たないこともあり得るわけですね｡

そこには､専門家が専門家の角度から見ている限りにおいてこうなんだということを説

明したとしても､その専門家というのは専門家ですから､その専門の領域だけで物事を見
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ていますから､別の角度から見たときに､それがどういうふうになり得るのかというよう

なことに関して､非専門家が､ ｢だけど､この間題があるからちょっと困るではないか｣

というようなことを言い立てる権利は当然非専門家の側にもあるし､専門家の側にも､そ

ういう非専門家のレスポンスやリアクションを聞いてやる､これもまた義務も責任もある

と思うんですね｡両者の間にどうしても共通の土俵ができなければいけませんし､そして､

その共通の土俵の上で､専門家と非専門家が､単に知識が高いほうから低いほうへ流れる

土俵ではなくて､専門家は専門家の立場で､専門家でない者は専門家でない者の立場で問

題をさまざまに検討できる､そういう場というものが当然のことながらできなければなら

ないOそうでなければ､このアカウンタビリティーという概念は成り立たない｡そのため

に､私は､非専門家が非常に大事な義務を負っているというふうに思うんですね｡

余計なことかもしれませんけれども､もう一言だけ申し上げますと､私のような仕事を

していますと､私も純粋の理科系ではありませんから､大学の中では､大抵､例えば東大

ですと､教養学部の 1年生に対して ｢科学史｣なんかを教えて､それが文科系の自然科学

の単位になるということで､そういう機会が多かったわけですね｡今も教養学部におりま

すからそういうところなんですけれども､つまり､私が接している学生諸君というのは､

大抵人文系か社会系で､そしてある意味で､これが制度的な教育の場での自然科学に接す

る最後のチャンスになるとこちら側はやっぱり意識せざるを得ないんですね｡そして､そ

ういう学生に対して､じゃあ､シュレ-ディンガ一の渡動方程式がどうなっていて､どう

いう条件を与えると固有解としてこんなものが出てきまして､これが物理的にはヒルベル

ト空間の中のこういうものになります､なんということを理解してもらうことは全然要ら

ないけれども､やっぱり今申し上げたような話をきちんと受けとめてもらえるような教育

は､理科教育としてしなきゃいけないという義務感にいつも駆られるわけですね｡

つまり､彼 らは､最近は特にそうですけれども､高校のときから文系と理系に分かれて

しまって､ほとんど文系の人たちは理系に対する､もうもともと拒否反応を示しているし､

その拒否反応をそのまま受け入れるような制度の中で大学へ入ってくるわけですから､そ

の意味では､やっぱり今の教育というのも､大学の中の教育ももちろんでありますけれど

も､中等教育でも､このSTS的な教育というのがどこかで必要になっていると思われる

理由の 1つは､まさにそこにあるわけですね｡もう理科から離れ､自然科学から離れ､理

工系から離れた人たちが､一体どういうふうにして､今申し上げたような責任を負えるリ

テラシーを持った人たちになっていくんだろうかOあるいは､ならなきゃいけないんじゃ

ないかといったときに､そのために何ができるかということを考えざるを得ない｡

ですから､この間題は､ 1つは政策の問題でもありましょうし､1つは教育の問題でも

きに､今､人文社会系の学生の話だけをしたんですが､実は理工系の学生諸君にとっても､

これから理Z系のセクターに入っていって研究者になる人も,そうでない人も､とにかく

理工系で育ってきて社会の中にもそれで出ていくような人たちも､また､こういう状況と
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問題把握等に接しておく必要は決定的に重要だというふうに実は私は思っているわけです｡

そんなわけで､この話は､現実の教育の場面にも直接的にかかわりのある話でございま

すし､それから､一体どういう社会をつくっていくかということにも影響がありますし､

それから､研究開発を管理するような行政にもかかわりがあるのではないかと思って､そ

んなお話をさせていただきました｡
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Ⅰ 情報化社会の進展 と法的対応

1.情報化社会の進展 と泣 く学)の対応の方式

一般的にいって､科学技術の発展は､様々な分野に計り知れないインパク トを与え､法

(学)の分野にも及んでいる｡しかも､科学技術の研究開発は､法という枠組みを超えて

いる｡それは､現行法を無視するところにこそ特質があるといっても過言ではないCそれ

だけに､法 (学)の世界に大きなインパク トを与えることになる｡

ここでは､科学技術の発展の中でも情報テクノロジーの発展にかかわる問題を対象とす

るが､それは､情報化社会､さらには高度情報化社会という概念を生み出し､普及させたC

法 (学)は､これにどう対応するのかCここでは､私なりに情報化社会の進展への法 (学)

の対応 という観点を大きく3つに分けて考えてみることにする｡情報化社会の進展は､人

間の意識に影響を与えるが､これ らに共通していることは､法 (学)の立場から､どう対

応するかを論じ､何らかの対応をすることであるO

第 1は､情報化法的点検論 とでもいうべきものであるC科学技術というものは､一般的

には両刃の刀であるが､これは､情報化社会の進展に対して法 (学)の観点から点検し､

その進展を促進すべきか又は抑制すべきかという議論をすることである｡情報化社会の進

展は､原爆の発明や公害を発生させるような技術の開発とは異なり､一般に肯定的にとら

えられているので､その法的点検をしたうえで､それをプロモー トすべきであるという結

論に達すればそのための法的条件整備をすることが考えられる (情報化法的プロモーショ

ン論).-般的には､この慣向が強いa しかし､一方において情報化社会の進展が問題を

起こすこともありうるoそのことが明確であるならば､それをコントロールすべきである

という議論を展開し､法的制約を課すことが必要になってくる (情報化法的コン トロール

請)｡例えば､プライバシー問題で議論 されることが多い｡

第 2は､現法体制変革論とでもいうべきものである,情報化の進展に対応して､現法体

制を変革すべきかどうかという議論をすることであるGこの例としては間接民主主義を直

接民主主義に変革することなどをあげることができるばかりでなく､1989年以降の東
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欧における変革のように情報化がもた らす体制の変革もこのカテゴリーに入れることがで

きるC 今後､例えば､インターネッ トが一般化 してくると､電子民主主義 (electronic

democr∝y)が実現 し､工業化社会で確立した伝託的な民主主義の概念 も変貌を余儀なく

されるであろう｡特にインターネットのように､ネットワークが世界的に張りめぐらされ

るようになると､工業化社会で明確になった旧来型の主権国家概念も21世紀には大きく

変わるであろうと予測される｡

第3は､現法体制内対･応論とでもい うべきものである｡情報化社会の進展に対応するた

めに､現行の法体制を前提 として､①現行法の解釈で対応すべきか (解釈的対応論)､②

現行法の解釈には限界があるのでその一部を改正するという方法で対応すべきか (一部改

正的対応論)､又は③現行法の解釈 ･改正では対処することができないので新たに立法化

するという方法で対応すべきか (新立法的対応論) という議論をすることである｡法の中

でも､分野によって､その対応 の方法にかなりの差異がある｡また､これ らは､第 1の情

報化法的点検論の具体的対処方法とい う側面を持っている場合もある0

2.情報化法的点検論

(1)情報化法的プロモーション論の例 (その 1)- コンピュータ化の促進

ア 国全体

日本における一般的な情報化プロモーション論は､官界 ･経済界で強く､その法的整備

は､例えば､｢情報処理の促進に関す る法律｣ (1970年 5月22日公布､当時の題名

は ｢情報処理振興事業協会等に関する法律｣となっていた｡1985年に題名が現行の法

律のように改められた)等の制定に明確な形であらわれている｡通常､情促法と呼ばれて

いる､この法律は､ソフ トウェアの面における所要の措置の確立が遅れていたため､その

強力な振興が必要であるという認識のもとに制定された｡これは､また､形式的には､前

述の現法体制内対応論の中の③新立法的対応論を現実化したものであるといえる｡

情促法は､その第 1条で ｢この法律は､電子計算機の高度利用及びプログラムの開発を

促進 し､プログラムの流通を円滑にし､並びに情報処理サ-ビス業等の育成のための措置

を講ずること等によって､情報化社会の要請にこたえ､もって国民生活の向上及び国民経

済の健全な発展に寄与することを-目的 とする｣と規定 している｡そして､第2章は ｢電子

計算機の高度利用等｣(第 3条から第 6条まで)､第 3章は ｢情報処理振興事業協会｣(第

7条から第 41条まで)､第 4章は ｢罰則｣(第 41条の2から第44条まで)となって

いるC

このような､ソフ トウェアの開発をも含むコンピュータ化は､今後 とも引き継がれてい

くであろうが､従来の量的拡大を踏まえて､質的拡大が中心になっていくであろう｡

これに関する政府の当面の具体的計画は､この法律第3条に基づいて定められる ｢電子

計算機利用高度化計画｣及び第3条の 2に基づいて定められる ｢電子計算機の連携利用に

関する指針｣で示されるところから明 らかであるが､その延長線上にある計画もそこから

かなり明らかになるであろう｡最近の計画としては､1996年の ｢電子計算積の設置に

係る電子計算横利用高度化計画｣(1996年4月22日官報告示)がある｡これは､5

年ごとに策定されるので､次は2001年に新たな計画が立てられることになるが､その

内容も､コンピュータ利用の高度化が進むにつれて､変わっていくであろう｡
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イ 地方公共団体

地方公共団体については､情促法のような法律はないが､ここでも､コンピュータ化は､

プロモーション論のもとで急速に進んできているO地方公共団体がコンピュータを利用す

るようになったのは､ 1960年代であって (例えば､大阪市が1960年 12月､京都

市が1961年4月にそれぞれ本格的なコンピュータ導入を行った｡また､これに続いた

のが､神奈川県 (1963年 2月)､東京都 (1963年 10月)､大阪府 (1964年

4月)､愛知県 (1964年 12月)等の大都府県であった)､ユ971年度以降は､全

都道府県が自ら導入するか又は委託するかによってコンピュータを利用するようになり､

1978年度以降になると､全都道府県が導入するようになった｡一方､市町村レベルで

は､1979年4月 1日現在の導入率をみると､全市町村3278団体の87.0%を占

める2851団体が利用するに至った｡これは､その10年前の1969年と比較すると､

導入団体で5.7倍､委託団体で3.0倍､合計で3.4倍の伸びとなっている｡その後

も利用団体数は増えて､今日では､都道府県､特別区､及び市の利用率は100%､町村

のそれもほぼ100%といってよいであろう｡

(2)情報化法的プロモーション論の例 (その2)一電気通信事業の自由化

わが国の電気通信事業は､従来､国内電気通信については日本電信電話公社 (以下 ｢電

電公社｣という｡)により､そして､国際電気通信については国際電信電話株式会社 (以

下 ｢国際電電)という.)により､一元的に運営されてきたQしかし､技術革新の進展､

ニューメディアの発展､ニ-ズの多様化 ･高度化等に対応するためには､電気通信分野に

競争原理を導入し､民間活力の活用を図ることが必要であるとの認識から､1984年に

電気通信事業法が制定された｡その結果､電気通信事業は､自由化されることになった｡

これは､それ以前のいくつかの法律にとって代わるものであって､前述の現法体制内対応

論の中の③新立法的対応論に属するといってよいであろう｡

この法律は､｢電気通信事業の公共性にかんがみ､その運営を適正かつ合理的なものと

することにより､電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護

し､もって電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り､公共の福祉を増進するこ

とを目的｣(第 1粂)としている｡これらのうち､｢国民の利便の確保｣というのは､具

体的には､次のようなことが考えられるとされている (電気通信法制研究全編 『逐条解説

電気通信事業法』(第-法規出版､1987年)8貢)C

① 在宅勤務やサテライ ト･オフィスが可能となれば､女性や高齢者､身障者等社会的

弱者の就業機会が増大 し､また､遠隔医療システムやホームショッピングの実弟で社

会生活の利便が向上するので､豊かで快適な国民生活が可能となるo

② 情報通信産業が発展するとともに､オフィス ･オー トメーションや企業間ネットワ

ークの構築により企業活動の効率化 ･活性化が促進される｡

③ キャプテン､双方向CATV等の多様なニューメディアの開発 ･普及に伴い地域間

の情報格差の是正､工場やオフィスの地方分散 ･地域文化の発展 ･向上がもたらされ

る｡

⑥ 自動和訳システム､国際データベースサービス等の普及により､国際社会における
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協調､相互理解が増進するC

このような ｢国民の利便｣が直ちに全面的にもたらされるようになるわけではないが､

やがてはそ うなるであろう｡

また､電気通信は､アメリカでは1960年代､イギリスや日本では1980年代､ヨ

ーロッパのいくつかの国やニュージ-ランドでは1980年代後半以降､自由化されてき

たOこの傾向は､今後も､続くであろう｡

(3)情報化絵的コントロール論

こうした情報化社会の進展について､特に地方公共団体レベルで反対論が展開され､反

対論者は､反コンピュータ闘争を繰り広げた｡自治件の労働組合の全国組織である自治労

は､原則的に導入反対の方針を掲げたO各単産は､自治労の方針とコンピュータ化が進む

職場の現実とのギャップをどのようにとらえるかという閉居に直面した｡コンピュータ利

用の波が急速に強まってきたのに伴い､コンピュータ反対闘争は､一方では激 しくなった

が､他方では方針の変更を余儀なくされる場合もあった｡

そのような状況の中で､当時の電電公社の職員の労働組合である全電通は､1972年

8月の総評大会において､自治労とともに､コンピュータ利用におけるプライバシー保護

に関する決議を提起し､プライバシー問題の重要性を訴えた｡また､全電通は､コンピュ

ータ ･メーカーの労働組合も加盟 している電機労連 (全日本電機機器労働組合連合会)や

自治労とともに､国民運動を淀唱し､同年 11月15日には ｢国民総背番号制に反対しプ

ライバシ-を守る中央会議｣が結成されるに至ったoこの中央会議の結成は､反コンピュ

ータ闘争に一つの転積をもたらしたといえるOその方針は､絶対的な反コンピュータ闘争

とは次元を異にするものであった｡

1970年代も中葉になってくると､地方公共団体において､コンピュータとの関係で､

プライバシー問題がより一層活発に議論されるようになった0 1972年からコンピュー

タ処理を始めた東京都国立市では､1973年末にプライバシー保護規則を定める準備に

とりかかったCところが､ 1974年4月の市議会で ｢プライバシー保護条例を制定する

気はないか｣という質問が議員から出されたので､市当局で検討 し､ 1975年3月6日

に ｢国立市電子計算機組織の運営に関する条例案｣を提出した｡市議会で成立した条例は､

同年 3月 26日に公布 ･施行された｡

その後､地方公共団体において様々な内容の傭人情報条例が制定されるようになり､そ

の制定団体数は､自治大臣官房情報管理室の調べによると､1997年4月現在､1､3

12である(国立市で 1975年に条例が制定されてから調査時点で22年経っていても､

全国の地方公共団体約3300の約40パーセントが条例を制定しているにすぎないと批

判することもできる)0

条例の内容で特に注目されるのは､外部-の個人情報の蓬供について情報技術の活用に

消極的な規定を置いていることである｡

自治省の調べでは､｢国等とのオンライン禁止 ･制限｣を規定しているのは､1､31

2団体の うち､980団体である (全制定団休に占める割合は74.7%である)Oこの

ような規定があるために､公立学校でインターネットを使用できないというような問題も

起きている｡ 辛
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これは､一種の情報化法的コン トロール論を具体化したものであって､今後とも､何ら

かの形で反コンピュータ闘争的なものはあり得るであろうし､また､反コンピュータ感情

も解消されないであろう｡健全な情報化社会を構築するためには､これらにも十分に配慮

しなければならない｡

*本稿の筆者が意見を求められた例をあげる｡

①東京都杉並区立学校インターネット利用不可能問題

東京都杉並区個人情報保護条例 (昭和 61年 12月1日､条例第39号)第 17粂 (電

子計算組織の結合の禁止)は､｢実施機関は､個人情報を処理するため､電子計算組織と

国､他の地方公共団体等との通信回線を利用する結合を行ってはならない｣と規定してい

る｡インターネットでは個人情報が通信回線を利用して結合されることになるということ

から､この規定により､杉並区立学校では､インターネットを利用できないとされている｡

②大阪府枚方市立学校インターネット利用不可能問題

NHK大阪放送局報道部記者からの照会一枚方市の公立学校ではパソコン通信､インタ

ーネット利用が 14年前に制定された個人情報保護条例で一切禁止されているというCス

ペインの学校とコミュニケーションをしたいけれど､どうしたらよいか困っているとのこ

とである｡ どう考えるべきか｡

条例がオンライン結合を禁止 していることによるものと思われるが､インターネットが

学校でも使えるようになった時代にふさわしい対応をすべきである｡①解釈による対応-

オンライン禁止は､実施権関がまとまった個人情報を送信することを禁止ないし制限して

いるのではないか､生徒がパソコン通信やインターネットで自ら相手方に名乗ることまで

含まないのではないか､②改正による対応-ネットワーク情報化社会においてパソコン通

信やインターネットを利用できないのは､電車や自動車は危険だから利用しないで､歩い

ていくべきであるというのに等しいから､条例を改正してはどうか､その際､EUの 19

95年 10月の考え方が参考になる､すなわち､相手方が個人情報を保護する法令等を持

っている場合には､同じように保護されることになるから､個人情報を移転してもよい､

しかし､相手方の状況が､特に外国の場合にはわからないことがあるから､本人が移転に

同意するならばそうすることを考えてもよいのではないか｡

その記者は､スペインには､個人情報保護法があるかなどの質問もしたが､スペインに

は個人情報保護法があることを知っていたので､そのように答えた｡しかし､私は､たま

たま知っていたが､スペインのことを知っている日本人はほとんどいない｡

●住民基本台帳ネットワーク ･システムー住民基本台帳法改正案をめぐって (1998年

通常国会)

3.現法体制変革論

(1)情報化の発展と直接民主主義の可能性

インターネットが社会のあらゆる分野に計り知れないインパクトを与えるであろうこと

については多言を要しないが､今 日のように情報ネットワークが進展する以前から､情報

化は､現法体制に衝撃的な影響を及ぼしてきたOまた､そのことを予言する藩論も行われ
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てきたCそれらについて､少し見ることにするO

そのような未来社会を論 じたものとしてよく知 られているのがアルビン ･トフラ-

(AlVinTofrler)の ｢第三の波｣(TheThirdWave)(AIvinTofrler,TheThirdWave,1980,

W.Mo汀OW & Co.日本では､徳山二郎監修 ･鈴木健次 ･桜井元雄他訳 ｢第三の波｣(日本

放送出版協会､1980年)で有名になった)であるO トフラーは､28章からなる､こ

の著作の第27章において ｢時代おくれになった政治体制Jについて論じている｡彼は ｢産

業世界のすべての政党､議会､最高会議､大洗蘭や首相､裁判所そのほかの司法機関､無

数の階層から成る官僚組織など､ひとことで言えば､われわれが集団決定を行ない､それ

を実施 していくためのすべての手段が､いまや時代おくれになりつつあり､変革を迫られ

ているのだQ第三の波の文明は､第二の波の政治機構によって動かすことはできない｣と

述べた後､｢産業時代を生み出した当時の革命家たちが､封建制度の機構のままでは政治

を行なうことができなかったのと同じように､今日､われわれはふたたび新しい政治手段

を創造しなければならない立場に立たされている｡これが､第三の波の政治的意味あいで

ある｣(｢第三の波｣563貢)と論じているQ

その政治的意味あいの中で､現法体制にとってとりわけ重要なものは､現代の代議制民

主主義 ･間接民主主義を変えて､民衆が直接に政治に参加する直接民主主義をとることで

ある｡インターネットが普及し､各家庭の端末機でもって､情報の提供を受け､また､意

向を伝えることができるようになり､さらに本人を確認する方法が確立されるならば､家

庭にいながら､選挙の際に投票 し､あるいは､特定の政治的決定に参加することが可能に

なる｡

(2)情報化の威力 と東欧憲法体制の変革

高度情報化が進展する中で､在来の当然視 されてきた法体制に対する疑問が生じ､それ

を変革すべきかどうかを議論する法体制変革論があり得ることは､1989年秋以降にお

けるソ連 ･東欧諸国の憲法体制の変革論とその実現によって実証された｡ここでは､その

間題に入る前に､一般論として情報の影響力を強調する名スピーチがアメリカのレーガン

前大統領によってなされたので､それをみることにする (堀部政男 ｢高度情報化の進展と

公法 (学)｣､｢公法研究｣53号 (1991年)51貢以下参照)｡

レーガン前大統領は､1989年6月､すなわち､ソ連 ･東欧諸国で大変革が起こる前
I

に､ロンドンで講演 し､まず､情報の影響力について､｢情報こそが力を持っている｡現

代において情報は､より遠く､より早く､より多くの人々に､そして簡単に届くようにな

った｡進歩した技術は目の覚めるようにすぼらしい｡たった一秒光っただけで､ブルタニ

カ百科事典のすべての内容を即座に､どこ-でも送ることができる｡こうした技術は､さ

らに､人々が自由を獲得するために驚くような結果をもたらしている｡いかなる軍隊より

も外交手投よりも､通信技術の革命こそ､人々を自由に向けて前進させるもっと大きな力

となり得る｣(坪川清幸 ｢東欧の変革とテレビ｣､｢マスコミ倫理｣370号 (1990年

8月 25日)5頁)と述べ､さらに次のように熱っぽく説いた｡

｢最大の独裁者であっても､最新の通信技術に打ち勝つことは絶望的になりつつある｡情

報は現代における酸素のようなものだO情報は鉄条網のある壁をじわじわと通 り抜け､電

流を流 し､地雷を仕掛 ナた国境を軽く越えてしまう｡東西の鉄のカーテンも､コンビュ-
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タ-のマイクロ･チップにとっては､極めてもろいものだo電子ビームは､鉄のカーテン

をまるでレースのように通り抜けてしまうOその最終結果がどんなものか､これらの国の

人々の目には明らかだ｡聖ヨハネの言葉で言い換えれば､人々は真実を知らなければなら

ない｡なぜならば､真実は人々を自由にするからである｡｣(同上)

これは､レーガンらしい名演説であるが､高度情報化の威力をきわめて適切に表現した

ものとして後世に残るであろうO

あたかもレーガンが予見したかのごとく､この1989年秋からソ連 ･東欧諸国では､

歴史上かつてなかったような大変革が起こり始めたCソ連 ･東欧諸国の変化をもたらした

のは一般の人々 (大衆)の力であることはいうまでもないが､西欧的価値観が情報通信手

長を通してこれまで以上にソ連 ･東欧諸国の人々に伝達され､民主化運動がくりひろげら

れるようになり､それが変革への原動力となった｡結果的には､複数政党制の導入､自由

選挙制の確立､市場経済-の移行等がもたらされた｡そのような変革に大きな影響を与え

たのが､西欧における高度情報化の進展により発信されるようになった量的 ･質的にすぐ

れた情報の存在と､ソ連 ･東欧諸国における一定の情報化の進展 (海外放送の受信設備､

ビデオテープ､ファクシミリ､電話等)であった｡

ヨーロッパでは､西でも東でも､国費が複雑に入り組んでいるので､ラジオはもとより

テレビ電波も国境を超えて､他国に入っていく｡テレビは､情報化の進展の段階からすと､

今日では､初期的なものであるが､視覚と聴覚に同時に訴えかけるテレビの機能は情報化

社会の中でも大衆に絶大な影響を与える点で重要である｡

ソ連 ･東欧諸国の変化をみていると､それらの国の間でもテレビによって相互に影響し

合っているので､その情報伝達が果たした役割は特筆されなければならない｡

また､ビデオの役割も大きかったCそれがソニーであったとか､パナソニックであった

とかいう人もいるが､テレビの映像が瞬時に消えるのに対し､ビデオは映像を録画し再生

することができるので､テレビを補完するばかりでなく､その機能を増幅する役割を担 う

ことができる｡

4.現法体制内対応論

(1)3つの対応論

前述のように､現法体制内対応論は､情報化社会の進展に対応するために､現行の法体

制を前車として､①現行法の解釈で対応すべきか (解釈的対応論)､②現行法の解釈には

限界があるのでその一部を改正するという方法で対応すべきか (一部改正的対応論)､又

は③現行法の解釈 ･改正では対処することができないので新たに立法化するという方法で

対応すべきか (新立法的対応論)という議論をすることである｡

これらについては､法 (学)の世界では､具体例をイメージすることが容易であるが､

インターネットとの関係で世界的にみるならば､日本では①の解釈的対応論が主流であり､

アメリカでは1996年電気通信法 (TelecommunicationsActof1996)のように②の一部

改正的対応論が現実化した｡

インターネットとの関係で③の新立法的対応論も考えられる｡例えば､インターネット

に関係するすべての事項を一つの新たな法律で規律することを構想することができるO前

掲の電気通信事業法もこのカテゴリーに入るO他の分野では､プライバシー権を体系的に
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保護するためには新しい法律を作るべきであるとするのがその例であり､プライバシー権

の一部についてではあるが､日本を含め､多くの国でプライバシー保護法 ･個人情報保護

法が制定されている｡

これら3つのうち､まず､①解釈的対応論をみるととにする｡

(2)解釈的対応論-ソフ トウェアの保護

ア 知的財産権の保護

情報化社会ということが論 じられる以前から､今 日の表現でいえば ｢情報｣といえるも

のと関連する財産は､部分的に保護されてきたCそれは､知的所有権 (intellectualproperty)

と総称されているもので､世界知的所有権横関 (worldhtellectualProperty Organization,

WIPO)を設立する条約 (1967年にスウェーデンのストックホルムで作成されたもの､

1990年 3月現在､ 126か国が批准又は加入｡ 日本は1975年に条約を批准)第2

条は､この権利について ｢文芸 ･美術および学術の著作物､実演家の実演 ･レコー ドおよ

び放送､人間の活動のすべての分野における発明､科学的発見､意匠､商標､サービスマ

ークおよび商号その他の商業上の表示､不正競争に対する保護に関する権利ならびに産業

･学術 ･文芸または美術の分野における知的活動から生じる他のすべての権利｣と定義し

ている｡わが国でいえば､特許法 (昭和34年法律 121号)による特許権､実用新案法

(昭和 34年法律 123号)による実用新案権､意匠法 (昭和34年法律 125号)によ

る意匠権､商標法 (昭和34年法律 127号)による商標権､商法 (明治32年法律48

早)による商号､不正競争防止法 (昭和9年法律 14号)による原産地表示等､半導体集

積回路の回路配置に関する法律 [半導体チップ法](昭和 60年法律43号)による回路

配置､著作権法 (昭和45年法律48号)による著作者の権利 (著作財産権 ･著作者人格

権)･著作隣接権など知的精神的産物で財産的価値のあるものが含まれる｡(ちなみに､

intellectualp'opertyが r知的所有権｣と訳されていることに対し､｢所有権｣というのは有

形的に存在する有体物を対象とし､これと対立する概念である著作権などの無体物を対象

としないから､｢財産権｣と訳すべきであるとする意見がある｡一般的に広く用いられて

いるのは知的所有権である)0

これ らの法律のうち､1985年の半導体チップ泣以外の法律は､いずれも1970年

以前に制定されたので､それぞれの制定時には､コンビュ-タ ･ソフトウェアをどのよう

に保護すべきかをめぐる議論はその後におけるほどにはなされていなかった｡それは､1

970年頃までは､コンピュータ社会もハー ドウェア中心であって､1970年代に入っ

て､ソフ トウェアが重要視される時代になったことと関連している｡

そのソフ トウェア重視の時代に､ソフ トウェアの開発や利用に大きな関心が寄せられる

ようになり､1972年5月には､通産省重産業局設置のソフ トウェア法的保護調査委員

会が ｢ソフ トウェアの法的保護について-中間報告｣を発表し､また､1972年5月に

は､文化庁の著作権審議会の第二小委員会 (コンピュータ関係)が報告書をとりまとめる

に至った｡前者は､わが国の現状として特許法､著作権法､契約法及び不法行為法に基づ

くソフ トウェアの保護について述べている｡後者は､コンピュータ･プログラムは著作物

でありうること､プログラミング言語を変更して作成したプログラムは原プログラムの複

製物にすぎないこと等を明らかにしている｡
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イ ソフ トの著作物性東認判決

ソフ トウェアがますます重要視されるようになるにつれて､多額の開発費を投じたソフ

トウェアを法的にどう保護するかということが世界的に大きな課題になってきた｡各国の

議論には共通するところが多いが､わが国では､特許法､不正競争防止法､著作権法等に

よる保護が主張されてきた｡

そういう議論の状況の中で､ビデオ ･ゲームの製造 ･販売 ･貸与に従事する会社がゲー

ム用の新開発プログラムを勝手に複製されたとして､同業者を著作権法違反で訴えていた

損害賠償請求訴訟で､著作権法による保護が認められて､大きな注目を集めたDこの訴訟

で東京地裁は､1982年 12月6日､テレビ型ゲームマシンのゲーム内容をアッセンブ

リ言語で表現するソフ トウェアプログラムはその作成者の独自の学術的思想の創作的表現

であり､著作権法上保護される著作物に当たると解した｡その後､同旨の判決が相次いで

出された｡

(3)一部改正的対応論一著作権法の改正

前述のように､ソフ トウェアは著作権法によって保護されるという判例の流れは定着し

たといえるが､裁判所の判決は､その特定の事件ごとに異なることがありうるため､不安

定な場合がある｡安定性を確保するためには､立法的に解決されなければならないO世界

的にも立法的な解決がなされてきているが､わが国では､どのような方法で保護するかに

ついて大きく意見が分かれた｡ 1983年 12月､通産省は､産業構造審議会情報部会の

答申を受けて､プログラム権法という新たな立法化の作業を始めたO一方､ 1984年 1

月､文化庁では､著作権審議会第六小委員会の中間報告が走出され､著作権法改正の作業

が開始された｡前者は､新立法的対応論であり､後者は､一部改正的対応論である｡

当時､日本の立法はどうあるべきかをめぐって各方面でかなり議論されたが､1985

年春には､それぞれの案を準備 した通産省と文化庁が合意し､コンビェ一夕 ･プログラム

を著作権法により保護される著作物であることを明らかにするとともに､その特質に見合

った著作権法の規定の整備を行い､その著作物の著作者の権利の一層適切な保護を図るこ

とを目的とする著作権法の改正案が国会に車出され､可決されたo

この著作権法改正法は､1985年6月 14日に公布され､1986年 1月 1日から施

行されたO換言すれば､一部改正的対応論が採用されたことになる｡

この改正著作権法では､ソフトウェアの中心をなすプログラムの保護が明文化された｡

著作権法は､プログラムについて ｢電子計算機を機能させて-の結果を得ることができる

ようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの｣(第2条第 1項第 1項

第 10号の2) と定義 している｡

また､同法は､著作物の例示として ｢プログラムの著作物｣(第 10条第 1項第 9号)

をあげ､この ｢著作物に対するこの法律による保護は､その著作物を作成するために用い

るプログラム言語､規約及び解法に及ばないOこの場合において､これらの用語の意義は､

次の各号に定めるところによる｣(第 10粂第3項)としている｡それらは､次のような

ものである｡

｢- プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体
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系をいう｡

二 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束

をいう｡

三 解法プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいうO｣

こうしてプログラムは明文上著作権を認められた｡そのため､この著作権を侵害すると､

いくつかのサンクションが加えられることになるので､その点にも注意する必要があるG

それは､民事上のもの (差止請求､損害賠償請求､不当利得返還請求等を受けること)と

刑事上のもの (3年以下の懲役又は100万円以下の罰金等)とに大別できるQ

わが国におけるプログラム保護のあり方をめぐる議論の経緯からすると､著作権経によ

る保護には問題があるという強力な主張が今後出てくる可能性がある｡そ うなれば､21

世紀には､新立法的対応がなされるかもしれないが､世界的には､著作権法による保護が

先進国で主流になっているので､当分は､この方式が継続することになるであろう｡

(4)新立法的対応論

③の新立法的対応論は､①や②の対応論では問題解決が不可能である場合に､新しく立

法することによって対応すべきであると論じるものであるO例えば､プライバシー権を体

系的に保護するためには新しい法律を作るべきであるとするのがそれであって､プライバ

シー権の一部についてではあるが､日本を含め､多くの国でプライバシー保護法 ･個人情

報保護法が制定されているe

Ⅱ 情報発信権と情報アクセス権

1.メディアの融合現象の顕著化一最先端のインターネット

インターネットという-つのメディアにかかわる法的課題を検討するには､その前提と

してメディアと法との関係について少し検討してみる必要がある｡その後で､インターネ

ットを念頭におきつつ､表現の自由､情報発信権､情報受信権などを論じて見ることにす

る｡

情報を伝達するメディアは､歴史の一定の段階で発明され､それぞれ独自の歴史を歩ん

できた｡それ とともに､それぞれの時代においてそれらに対応する法的枠組みが形成され

たO換言すれば､今 日､主要なメディアとなっているものは､歴史的には､プリント (印

刺)､コモンキャリア (通信)､ブロー ドキャスティング (放送)の順に登場し､それ ら

に関す る法が発展してきた｡

それ らは､今日､科学技術､とりわけ情報処理技術 ･通信技術の飛躍的発展に伴い､相

互に競合 ･融合しつつある｡

1980年代の 日本においては､通信の分野でディジタル化が進み､広帯域 ISDN

(IntegratedServiceDigitalNetwork､統合デジタル通信サービス網)でテレビ電話 ･テレ

ビ会議 ･VRS (VideoResponseSystem､画像応答システム)･映像回線サービスなどの

動画通信サービスが可能となったOこれらの中には､外見的にはテレビ放送と類似 したも

のがある｡この年代には､都市型CATVも普及し始めたし､動画通信サービスではない

が､文字と図形で情報を伝達するキャプテン (CharacterAnd Pattern Telephorle Access

lnformationNetwork,CAPTArN､文字図形情報ネットワーク)システムが実用化された｡
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通信衛星 (CommunicationsSatellite,CS)がテレビ番組を送ったりCATVに番組を送る

のに重要な役割を果たしている｡キャプテンは特に文字多重放送とよく似ていた (過去形

で書いたのは､キャプテンの共同利用型センターが 1997年に廃止されるなど､キャプ

テンをとりまく環境が大きく変化してきているからである)｡

1980年代には､放送の分野でも多重放送や直接衛星放送が実用化されたばかりでな

く､ハイビジョンの実験が行われ､1990年代にはSTV (Subsciption Television)が

導入され始めた｡通信衛星を利用した放送が開始されたのは､1992年4月である｡そ

れらの放送の中には通信に類似しているものもある｡

また､音声についても､電話機とラジオ受信機との違いはあるにせよ､電話回線を利用

して様々な情報を伝達しているので､通信と放送との区別がつきにくい場合が出てきてい

る｡

さらに､パブリッシングの分野においても従来のように紙に印刷しそれを束ねて情報を

伝達するばかりでなく､通信回線を介して情報伝達を行 うようになってきている｡また､

ファクシミリ放送で情報を送ることもできるO

以上は､有線系 ･無線系のニューメディアであるが､これら以外にも､パッケージ系 ･

独立系のニューメディアがあり､例えば､ビデオは､テレビやCATVと酷似しているD

このように例示してみただけでも､メディア間の競合 ･融合現象が顕著になってきてい

ることが理解できるであろうo

Lかし､法的枠親みにはまだほとんど変化がみられない｡そのため､新しいメディアに

ついても伝統的な法概念で対応しなければならないCこのことは､融合化の最先端にある､

最近のインターネットについても妥当する｡インターネットという様々な特性を持ってい

るメディアに現行法をどのように適用するかなどについては後述することにして､ここで

は､その現行法がどうなっているかを明らかにしておくことにする0

2.表現の自由と放送番組の規律

民主主義社会においては､国民は多様な思想 ･意見 ･情報などの中からみずからが最良

と考えるものを選択し､国政はその結果として形成される多数意見によって行われるが､

そのような思想 ･意見 ･情報などを国民に伝達し､国民の知る権利の要請を充足する役割

を担っているのが様々なメディアである｡そのようなメディアが享受している表現の自由

などは､日本では､次のようになっている｡

1946年に制定された日本国憲法 (1947年5月3日施行)は､第21条第 1項で

｢集会､結社及び言論､出版その他一切の表現の自由は､これを保障する｣とし､その第

2項で ｢検閲は､これをしてはならない｡通信の秘密は､これを侵してはならない｣と規

定し､表現の自由を広く保障している｡

そのため､印刷メディアも放送メディアもともに､法的に制約をほとんど受けることな

く表現の自由を享受できるように表面的には考えられがちであるが､法律レベルでは前者

と後者は厳密に区別されている0

1950年に制定された放送法は､当初､その第44条で放送番組編集準則などについ

て規定したCこれは､日本放送協会 (NHK)に関する規定であったが､第51条で一般

放送事業者 (民間放送事業者)の放送番組の編集又は放送にも準用され､さらに放送大学
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ができてからは第50条の2で放送大学学園の放送番組の編集及び放送にも準用されるよ

うになったCそして､それは､1988年の放送法の改正で第3条の2となり､その内容

も少し改められた｡

放送にみられるような情報の内容 (コンテンツ)などに関する規律が印刷メディアにつ

いて設けられるとしたならば､どのようなことになるであろうかC憲法第21粂第 1項違

反であるという主張が声高になされるであろう｡これに反し､放送の場合､なぜ憲法違反

の主張がなされないのであろうか｡

それは､①電波の有限希少性 と②社会的文化的影響力という観点から説明されているC

しかし､ニューメディアが飛躍的に発達してきている現在あるいはさらに発達するであろ

う将来においても (放送の系列でいえば､委託放送､CATVなどの発達)､そのような

規律根拠は妥当するであろうか｡このような問題にもっと多くの関心が寄せられなければ

ならない｡

3.検閲の禁止 ･通信の秘密不可侵と通信の自由

通信において検閲が禁止され､また､秘密が保護されなければならないことも､民主主

義の要請である｡そのことは､前掲の憲法第 21粂第2項に明確に規定されている｡憲法

第21粂第 1項はアメリカ合衆国憲法修正第 1条にほぼ対応するが､第2項に該当する明

文の規定はアメリカ合衆国憲法にはない｡

この憲法上の ｢検閲の禁止｣及び ｢通信の秘密不可侵｣は､いくつかの法律で具体的に

保障されてきているC例えば､ 1953年の公衆電気通信法では､r検閲の禁止｣(第4

粂)及び ｢秘密の確保｣(第5条)について規定され､また､1985年にこの法律にと

って代わった電気通信事業法 (1984年 12月公布)では､｢検閲の禁止｣(第 3条)

及び ｢秘密の保護｣(第4条)の規定が設けられている｡条文を掲げるならば､電気通信

事業法第 3条は ｢電気通信事業者の取扱中に係る通信は､検閲してはならない｣とし､同

第4条は ｢電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は､侵してはならない｣(第 1項)､

｢電気通信事業に従事する者は､在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り

得た他人の秘密を守らなければならいCその織を退いた後においても､同様とする｣(罪

2項)と規定しているGまた､郵便法は､第 8条で ｢検閲の禁止j､そして第9条で ｢秘

密の確保｣について規定している｡

これらの法律上の規定に具体化されている憲法上の ｢通信の秘密不可侵｣は､世界人権

宣言第 12条に ｢何人も､自己の私事､家族､住居もしくは通信に対 してほしいままに干

渉され､または名誉および信用に対して攻撃を受けることはない｡何人も､そのような干

渉または攻撃に対し､法の保護を受ける権利を有する｣とあることなどから､憲法第 13

条で保障されていると解することができるプライバシ-権の一つとして位置付ける考え方

もある｡

通信の秘密保護にはそのような側面があることはいうまでもないが､憲法第21条に第

1項の ｢表現の自由｣と並んで規定されていることを考えるならば､第2項は､表現の自

由の一形態である ｢通信の自由｣を保障したものであると解することが可能である｡

そのため､通信においては､前述の放送とは異なり､どのような表現をすることも (す

なわち､どのような情報を伝達することも)､法的には自由である (しかし､他方におい
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て､迷惑電話にみ られるように､その自由を濫用する例がみられるため､これにどう対処

するかが問題になってきている)｡

4.｢公然性を有する通信｣

ところが､通信は､今 日､1対 1のコミュニケーション手段に加えて1対不特定多数の

者のコミュニケーション ･メディアとしても機能するようになってきているo少し前まで

は､キャプテン ･システムやダイヤルQ2が 1対不特定多数の者のコミュニケーション･

メディアとして理念的には重要な意味を持っていたが､最近では､パソコン通信の電子掲

示板やインタ-ネ ットのホームページなどが議論の対象となってきているO

キャプテン ･システムでは､端末機に文字と図形で情報が表示されるため､静止画的な

テレビ放送や文字多重放送と類似のサービスであるとの印象を受けたCまた､VRSとな

ると､テレビ放送 と同じであるという錯覚にすら陥るであろうO

パソコン通信の電子掲示板やインターネットのホームページなどは､現状では､動画の

画質がテレビよりも劣るために､テレビ放送とはいい難いが､技術的に改良されてくるな

らば､同様なものになってくることが考えられる｡

通信においては､放送とは異な り､前述のように､どのような表現をすることも (すな

わち､どのような情報を伝達することも)､法的には自由である｡しかし､パソコン通信

の電子掲示板やインターネットのホームページなどにおいて､その自由を濫用 し､違法な

コンテンツ又は反社会的なコンテンツを発する例もみられるC

放送と同様にコンテンツについて一定の規律をすべきであろうか､それとも､通信の自

由を貫くべきであろうかC

この場合､従来のように二者択-的に論じるのではなく､通信回線を利用するが､従来

の通信概念とは異なるコミュニケーション方法 (メソッド)ととらえる方が問題を議論す

ることがより容易になるであろうOとはいえ､現状では､通信法の適用を受ける側面を備

えていることも否定できない｡そこで､通信には属するが､伝紋的な1対 1のコミュニケ

ーション方法とは区別するた鋸 こ ｢公然性を有する通信｣という概念が用いられるように

なってきているC

その経緯を説明すると､こうなるO

インターネットと同様に電気通信回線設備を利用するパソコン通信についてであるが､

郵政省電気通信局 ･電子情報とネ ットワーク利用に関する調査研究会 (ネット研)の帝告

書 く1993年 7月)は､｢電気通信サ-ビスの発展は､その通信形態の多様化を伴って

いるC従来の電気通信の形態は音声を中心とした､1対 ユの情報の送受信であったが､昨

今のデジタル技術の急速な進展を背景に､様々なメディア間の通信が可能となり､さらに

音声だけではなく､プログラム ･画像 ･文字情報などの複合化した情報を､多数の人-伝

達することが可能になるなど､通信形態の多様化が進展して｣おり､｢この新たな通信形

態を可能としたネットワーク ･サービスの典型として､パソコン通信がある｣とパソコン

通信の位置づけをしているe

ネット研では､問屠解決の方向を明らかにするために､パソコン通信の中でも､｢電子

掲示板及びフォ-ラム ･SIGのように､個人が自由に情報の送受信を行えると同時に､

1対 1の情報の送受信を行う電話 とは異なり､公然性を有するサービスにおいて発生して
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いる課題について検討を行 う｣とし､｢公然性を有する通信｣という概念を用いた くなお､

この報告書は､郵政省電気通信局電気通信事業部データ通信課編 ｢高度情報通信社会一日

本の岐路～安全なネ ット･危険なネ ット～｣(罪-法規､1996年)に収められている)｡

私は､研究会の座長として報告書のとりまとめに当たったが､パソコン通信は､現行法

制を前提にするならば､通信法の体系とも放送法の体系とも異なる第3のカテゴリーの体

系で対応 しなければならないメディアであると考えているo Lかし､｢パ ソコン通信法｣

や ｢インターネット法｣が制定されていない現在､現行法の解釈で対応せざるを得ない｡

今後は､放送と通信とは異なる第 3のもの､より積極的には､双方向コンビェ一夕 ･サ

ービスやインターネットを独立のコミュニケーション方法として把握 し､それに特有な法

体系を構築 していく必要があると考えるC

5.情報発信権 ･情報アクセス権の主張

インターネットは､法的には､以上のようにとらえることができるが､インターネット

では､情報を発信する場合に､放送局の開設に当たって免許を必要とする放送事業とは異

なり､誰もがインターネットのプロバイダーと契約するなど簡単な手続をとることによっ

て､情報発信者となることができるOまた､インターネットでは､誰もが同様な手続を踏

めば､情報にアクセスすることができ､情報受信者となることが可能である｡これらを ｢情

報発信権｣､｢情報アクセス権｣､｢情報受信権｣という権利 として構成 し､それを基礎に

して権利主張をすることが重要であるe

インターネットのユーザーは､今 日では､インターネットを利用し､情報を発信 し､ま

た､情報にアクセスすることを当然視しているが､このように便利なメディアを利用する

ことができなかった時代には､自己の意見をメディアによって表明しようとしても通常は

不可能であった (今日でも事情は同じである)｡そこで､放送を含むマスメディアにアク

セスすることを権利 として主張する理論を確立する必要があったOそれは､｢マスメディ

ア-のアクセス権｣という理論である｡この議論を通して ｢アクセス権｣という権利概念

がわが国では認識されるようになった｡

Ⅲ 日本の対応の例

1.インターネット･ポルノと刑法のわいせつ罪

日本では､パソコン通信 との関係で刑法第 175条のわいせつ罪に問われた例はあった

が､インターネットとの関係で容疑者 (被疑者)の家宅捜索等が行われ､法的に問題にな

ったのは､1996年 1月31日であった｡

(1) 日本で初のインターネットわいせつ摘発

警視庁は､そのことを同日の真夜中に発表 した｡そこで､2月 1日､各紋の朝刊最終版

は､インターネットにわいせつな画像を流したとして､東京都内の会社員 (28歳)と男

子高校生 (16歳)がわいせつ図画公然陳列 (刑法第 175粂)の疑いで警視庁保安課に

より取 り調べを受けたことを報 じた｡同日､NHK等の放送局は､会社員が逮捕されたこ

とも報 じた (この事件について､筆者は､NHKの2月 1日のニュース ･セブンでコメン

トをし､また､読売新聞2月 7日朝刊掲載の対談で論 じている)｡

逮挿 された会社員は､世界中のコンピュータを電話回線等で結んだインターネットの按
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続会社と契約 し､1995年の暮れから個人で ｢ホームページ｣(インターネット通信の

窓口)を開設 して､わいせつな画像を流していたという疑いを持たれていたO

種々の情報を総合すると､捜査は､次のように行われたといえる｡

警視庁の捜査官は､インタ-ネットのプロバイダー (接続業者)である ｢べッコアメ｣

(本社 ･東京都墨田区)の社長に対して､わいせつ画像を配信 しているユーザ-2名が提

供しているすべての電子メ-ル及びホームページをフロッピー ･ディスク及びペーパーの

形式で提出するよう要請した｡

これに対 し､社長は､利用者の通信の秘密を保護しなければならないとして､抵抗 した｡

ところが､捜査官側は､要請に応 じなければ､同社のインターネットWWWサーバなどを

一時的に差 し押さえることができる旨の ｢捜索差押許可状並びに検証許可状｣を提示した

ため､要請を受け入れたO

この事件については､｢インターネッ トにエッチページ初の摘発｣(毎 日新聞)､rわい

せつホームページ初摘発｣｢インターネ ットで流す｣(読売新聞)などのように､日本で

は初めての摘発であることが強調された｡

その後､同年 2月20日に､この会社員は､起訴された (これらの事実やその他の問題

については､堀部政男 ｢わいせつ画像の発信とインタ-ネットの規制｣､法学教室 199

6年 4月号 104貫以下参照)0

(2)起訴された会社員に関する判決

このわいせつ図画公然陳列被告事件について､東京地方裁判所刑事第二部の小川正持裁

判官は､同年4月 22日､懲役 1年 6月､執行猶予3年の判決を言い渡した｡

判決は､｢主文｣ と ｢理由｣とに分けられ､まず､｢主文｣で､本籍､住居､職業､氏

名､生年月日を書き､｢右の者に対するわいせつ図画公然陳列被告事件について､当裁判

所は､次のとお り判決する｣ として､｢主文｣で ｢被告人を懲役 1年6月に処する｡この

裁判確定の日から3年間右刑の執行を猶予する｣としている｡｡

次に､判決は､｢理由｣の中で､まず第 1に､｢罪 となるべき事実｣を次のようにまと

めている｡

｢被告人は､インターネット接続専門会社である株式会社ベ ッコアメ ･インターネットの

会員であるが､インターネットの不特定多数の利用者にわいせつな画像を送信 し､再生閲

覧させてわいせつ図画を公然陳列 しようと企て､平成 8年 1月28日ころから同月 31日

ころまでの間､東京都墨田区東駒形 1丁目3番 15号MARNAビルの右会社東京事業所

に設置された同会社の所有 ･管理するサーバーコンピューターのサン ･マイクロシステム

ズ製ディスクアレイ内に男女の性器 ･性交場面等を露骨に撮影したわいせつ画像のデータ

合計67画像分を記憶 ･蔵置させて､一般の電話回線を使用し､インタ-ネット対応パソ

コンを有する不特定多数の利用者に右わいせつ画像が再生閲覧可能な状況を設定し､もっ

て､わいせつな図画を公然と陳列したものである｡｣

判決は､第 2に､｢証拠の標目｣をあげているが､これについては､割愛することにす

る｡

判決は､第 3に､｢法令の適用｣について､｢被告人の判示所為は刑法 175粂前段に

該当するので､所定刑中懲役刑を選択し､その所定刑期の範囲内で被告人を懲役 1年 6月
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に処し､情状により同法25粂 1項を適用してこの裁判確定の日から3年間右刑の執行を

猶予することとする｣と記している｡

これまでにも出てきた刑法第 175粂とい うは､rわいせつな文書､図画その他の物を

頒布 し､販売し､又は公然と陳列した者は､2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若

しくは科料に処する｡販売の目的でこれらの物を所持した者も､同様とする｣と規定して

いる｡判決の中の ｢法令の適用Jに出ている175粂前段というのは､｢わいせつな文書､

図画その他の物を頒布し､販売し､又は公然と陳列した者は､2年以下の懲役又は250

万円以下の罰金若しくは科料に処する｣という部分を指している｡

今の刑法の原型は､1907年にできていて､1995年に現代語化されて､今日に至

っているCここに引用した十分が平仮名表記になっているのは､1995年に現代語化さ

れた結果であることに注意されたい｡

刑法第 175条について少し説明したが､判決文そのものに戻ると､この判決は､第4

に､｢量刑の理由｣について､次のように述べているo

｢インターネットは､コンピューターを利用した情報ネットワークであって､近時パソコ

ンの個人普及に伴い急速に利用者を増加 させつつあり､ネットワークは世界約 100か国

に及び､利用者は世界で4000万人を超え､活用形態もWWWサーバー (絵 と音と文章

を楽しむコミュニケーションシステム)など多彩で､次世代のマルチメディアともいわれ

てお り､我が国にも､コンピューターをインターネットに接続する民間仲介業者 (商用プ

ロバイダー)が 100社以上あるといわれている｡

被告人は､商用プロバイダーである株式会社べ ッコアメ･インターネットの会員となり､

同会社のサーバーコンピュータ-にいわゆるホームページを開設して情報を発信するよう

になったが､同会社が無制約な情報発信を事実上放置していることに乗じ､インターネッ

ト上のネットニュースの中から入手したわいせつ画像データを整理して自己のホームペー

ジに蔵置し､インターネットの利用者が容易に被告人のホームページにアクセスして右わ

いせつ画像を再生閲覧することが可能な状況を設定したものであり､かつ､被告人のホー

ムページにアクセスしてきた多数の者にわいせつ画像を送信して､再生閲覧させたもので

ある｡前述のとおり我が国内においてもインターネットの利用者は広範かつ多数に及んで

おり､青少年を含む多数の利用者が家庭等でいながらにして容易にわいせつ画像を閲覧で

きる状況を設定したことからすると､その公然性は著しく､インターネットの普及が急速

であることからすれば､模倣性も大きく､被告人の本件犯行は悪質といわなければならな

いC 被告人は自己のホームペ-ジの人気を得たいとの単純な自己満足､自己顕示欲から本

件犯行に及んだもので､犯行動機に同情の余地はない｡ したがって､被告人の刑事責任を

軽く見ることはできない｡

しかし､他方､本件犯行は､無制約な情報発信を事実上放置している商用プロバイダー

の存在によって可能 となった面があること､インターネットにおいては他にもわいせつ画

像データの発信が野放しの状態となっており､被告人の本件犯行はこれに誘発された面が

あること､被告人は営利目的で本件犯行に及んだものではないこと､被告人は深く反省し､

自宅に所有するパソコンを処分したほか､前記株式会社べッコアメ }インターネットや他

のパソコン通信ネットの会員を退会 し､これまで勤務していたソフトウェア開発会社を退

職して電気工事請負業を営む父親の会社で働き､二度と過ちを繰 り返さないことを誓って
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いること､被告人には前科前歴がないこと､父親が当公判廷で被告人の監督を誓っている

ことなど被告人のために酌むべき事情も認められるG

そこで､以上の諸事情を考慮し､被告人を懲役 1年6月に処するが､3年間右刑の執行

を猶予することとした｡

よって､主文のとおり判決するoJ

これに続いて､検察官の具体名をあげ､公判出席 したこと､日付として ｢平成8年4月

22日｣が記載され､裁判所名として ｢東京地方裁判所刑事第二部｣とあり､最後に ｢裁

判官｣の署名捺印がある｡

このような判決に対して控訴を提起することができる期間は14日である (刑事訴訟法

第373粂)が､被告人は控訴をしなかったので､この判決は確定したC

(3)その他の事件

わいせつ情報の発信により刑事告発された例を挙げると､次のようになる｡

○わいせつ画像掲載事件-インターネットのホームページにわいせつ画像を掲載したとし

て､新潟県で会社員が逮捕されるという事件が 1996 (平成8)年 9月に発覚したc

Oプロバイダ-書類送検事件- 1996 (平成 8)年9月30日､広島県内のプロバイダ

ーが､自社のホームページの中に､会員が作成 したホームページ-のアクセス回数のラン

キングを掲載し､ランキング部分をクリックすることによって､当該ホームページに接続

できるようにリンクを張ったという事案について､プロバイダーの幹部三人がわいせつ図

画公然陳列罪の容疑で書類送検された (処分未了)0

○海外サーバー画像データ蓄積事件- 1997 (平成9)年 2月､大阪府警保安一課は､

わいせっ図画を不特定多数のインターネット利用者に有料で閲覧させようと企て､わいせ

つ画像データを海外 (アメリカ)にあるサーバーに記憶､蔵置して､日本国内で利用者が

受信､閲覧できるようにさせた会社役員を､わいせつ図画公然陳列罪の疑いで､逮捕 したo

O朝日放送ホームページ事件- 1997 (平成 9)年5月15日には､大阪にある朝日放

送がインターネット上に開設しているホームペ一一ジ ｢ABCセンター｣の天気予報画面に

わいせつな画像が流れていたことが判明したe メディアから法的にはどうなるかについて

意見を求められ､刑法第 175条のわいせつ罪に当たるかどうかは現物を見ていないので

判断できなかったが､天気予報画面が書き換えられている点は刑法第234条の2の電子

計算機損壊等業務妨害罪に当たるのではないかと述べたO同年5月23日に大阪府警少年

課と曾根崎署は､わいせつ図画公然陳列と電子計算機損壊等業務妨害罪容疑で埼玉県富士

見市の会社員 (27)を逮捕したと報じられた｡大阪府警は､容疑者が使ったプロバイダ

ーの交信記録を押収 して､発信元を割 り出したということであり､電気通信事業者である

プロバイダ-の通信の秘密を守る義務との関係等についてもメディアから見解を聞かれ

た｡

2.研究者による批判

これらの事件からも明らかなように､日本では､インターネットという､現行の法律が

予想 していなかったテクノロジ- (技術)についても､現行法の解釈で対応してきている｡

｢物｣を規制する刑法第 175条のわいせつ罪をインターネットのわいせつ画像に適用す
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ることに対 して､研究者の中には批判的な意見がある｡その具体例をあげることにする｡

関西大学の園田寿教授 は､例えば､｢サイバーポルノと刑法｣ とい う論文 (法学セ ミナ

-1996年 9月号4貢以下)でこの間題を論 じている｡

同教授は､前述のべ ッコアメ事件などを紹介 し､また､パ ソコン通信 (BBS)では､

｢大容量のハー ドディスクにわずか数十キロバイ トのわいせつ画像があれば､そのハー ド

ディスク全体が 『わいせつ物』なのたろ うか｣ と疑問を投げかけ､インターネ ッ トについ

て､｢インターネ ッ ト上のコンピュータ言語であるハイパ-テキス ト (HTML)の リン

ク機能によって､データが各コンビェ一夕 (サーバー)において共有 されることもあるか

ら､この場合は特定のわいせつデータにリンクを張ったホームページが開設 されている､

インタ-ネ ッ トに点在す る各サーバーがすべて 『わいせつ物』 とい うことになる｡『わい

せつ物』とい う言葉をそのような文脈において使用す ることは､これまでの判例からも､

一般の常識的な用語法か らも外れることになるであろう｣と問題点を指摘 している (同 6

貢)｡

また､同教授は､刑法第 175条にい う ｢陳列｣について､同条の ｢図画｣ との関係に

も言及 しながら ｢従来の判例に従えば､わいせつなフイルムを映写や放映することは 『陳

列』にあたる｡ただ し､『陳列』されたものはスクリーンやブラウン管に写 し出された 『映

像』ではなく､『わいせつ フイルム』それ自体である｡ フイルムの陳列手段 として､映像

や放映 とい う行為が行われた｡一時的な映像 (画像)は 『図画』ではないCわいせつな行

為がフイルムや ビデオな どの媒体に固定化されてはじめて､その媒体自体が『わいせつ物』

となる｣と論 じている (同 6-7貫)｡

そ して､刑法第 175条が想定 している処罰の範囲について､｢物質のパターンによっ

て記録 されたものが情報であり､それは 『物』そのものではないのだから､情報を不特定

多数に伝達することは､刑法 175条が想定 している処罰の範囲を越えるのではないだろ

うか｡ コンピュータ ･ネ ッ トワークとはコンピュータが相互に接続されている 『状態』で

あり､そこを情報が駆けめぐるのであるか ら､『物』に基礎 をおいた従来の刑法における

情報の とらえ方では どうしても無理が生ず るように思われる｣ と説いている (同 7貢)｡

これは､ 日本的な解釈的対応を批判 したものである､といえるQそこで､日本 とは対照

的に､一部改正的対応ないし新立法的対応をする傾向の強いアメリカの例をみることにす

る｡

3.パ ソコン通信名誉穀損事件

インターネ ッ トそのものではないが､コンピュータ ･ネッ トワークとい う点では共通す

るパソコン通倍で､名誉穀損訴訟が 1994 (平成 6)年4月21日に提起され､これに

関する東京地方裁判所の判決が 1997 (平成 9)年 5月26日に出された｡

これは､ニフティサーブとい うパ ソコン通信の主宰会社であるニフティ株式会社の電子

会議室で起こった事件で､ニフティサーブには相当多くの電子会議室があ り､電子会議室

にはシステムオペ レーター (シスオペ)がいて､管理 しているOそこにハン ドル名 (ニフ

ティサーブにおいて､自己を表示するために用いる名称)で､女性 (これもハン ドル名で

あったが)を名指 しで批判するような書き込みがなされた｡そこで､批判された側が､誰

が書き込んでいるのか明 らかにして欲 しいとニフティ株式会社に情報の開示を求めた｡ こ
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れに対し､同社は､電気通信事業者であって通信の秘密を守る義務があるから､開示でき

ないと答えたC

原告は､その書き込みをした者を別の方法で調べ出し､その昔､ニフティ株式会社､同

社から電子会議室の運営 ･管理を委託されているシスオペの三者を相手取って､損害賠償

を請求した｡

裁判所は､被告三者に対し､計50万円の損害賠償を支払 うよう命じた｡書き込みをし

た被告については､名誉穀損が成立すると判断した｡また､不法な情報が電子会議室に書

き込まれているときに､削除する義務がシスオペにあるかどうかが争われたが､裁判所は

｢削除する義務を負 う｣という判断をした｡その際､裁判所は､｢条理｣という社会通念

を根拠にして削除義務を課 した｡ さらに､ニフティ株式会社については､シスオペとの関

係で民法第 715条の ｢使用者責任｣があるとした｡

判決が出た後､マスコミから意見を求められた｡アメリカの裁判所の判断についても研

究 していたので､そのことにも触れた0 5月27日の読売新聞朝刊は､それを踏まえて､

｢パソコン通信の運営者の責任について､アメリカでは 『通信内容をチェックしていない

場合､責任を負わない』『チェックしている場合は責任を負 う』という二種類の司法判断

がある｡日本では運営者の多くがチェックを行っており､裁判所はこうした実態に基づい

て､運営側が一種の媒体責任を負 うと判断したと言えるo通信内容のチェックは､表現の

自由とも絡む重要な問題｡今後､運営者側には､内容のチェックを行うか否か､行う場合

はどの程度までするのか､という重要な判断と責任が問われることになる｣とまとめてい

る｡

同じ日の朝日新聞朝刊は､[パ ソコン通信での表現内容に名誉棄損の成立を認めたわが

国初の判決で､大きな影響を持つ｡シスオペに名誉棄掛 こよる被害を防ぐための作為義務

を認めた点は注目される｡パソコン通信でも､事業者が一定のチェックをしている場合､

出版､新聞､放送などと同様に情帝内容に責任が生じるという先例として定着するのでは

ないかDただ､この判決の論理に従うと､問題発言を規制するために権限を行使すれば､

それに伴って法的責任を負 うというジレンマに陥る｡かといってチェックしなくなれば法

的規制が必要という議論も招きかねない｣と筆者のコメントを要約している｡

4.風営法の改正

警察庁は r風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律｣を改正して､インター

ネ ット･コンテンツの一定部分を規制する法案を明らかにし､政府は､1998年3月､

法案を国会に堤出したCこれは､①専ら性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又

は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で､電気通信設備を用いてその客に当該映像

を伝達すること (放送又は有線放送に該当するものを除く｡)により営むものを ｢映像送

信型性風俗特殊営業｣と定義し､これを営む者に公安委員会-の届出を義務づけること､

②自動公衆送信装置設置者 (プロバイダー)が映像送信型性風俗特殊営業を営む者がわい

せつな映像を記録したことを知ったときは､その送信を防止するため必要な措置を誇ずる

よう努めなければならないものとすること､などを内容としている｡

この改正法は､1998年の通常国会で成立した｡
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Ⅳ アメリカの対応の例

1.1996年電気通信法

アメリカでは､1934年通信法 (communicationsActof1934)を大幅に改正する論議

が繰り広げられてきたが､ 1996年 2月 1日に､1996年電気通信法が上下両院で圧

倒的多数で可決され (下院では414対 16､上院では91対 5)､2月8日に､クリン

トン大統領によって署名されて､法律となった｡

1996年法は､次のような編 (Titles)からなっている｡

第 1編 電気通信サービス (TelecornmunicalionServices)

第Ⅲ編 放送サ-ビス (BroadcastServices)

第Ⅲ編 ケーブル ･サービス (CableS打Vio田)

第Ⅳ編 規制改革 (RegulatoryReform)

第V編 わいせつ及び暴力 (ObscenityaLndViolence)

第Ⅵ編 他の法律-の効果 (EffectonOtherLaws)

第Ⅶ編 雑則 (MiscellaneousProvisions)

この中の第Ⅴ編は､1996年通信品位法 (communicationsDecencyActof1996) と

略称されるが､それにより従来の第 223条が大幅に改正された｡これについて少しみる

ことにする｡

2.通信法第223条

アメリカでは､一方で通信の自由を認めながらも､他方で迷惑電話等を規制する規定を

明文化 している｡ 1934年通信法は､すでに60年以上にわたって運用されてきたが､

その間に幾多の改正法によって大幅に改正されてきているQそのうち､迷惑電話的なもの

を規制することを目的とする､通信法の改正法 (pub.L.90-299,82Stat.112,May3,1968)

は､ 1968年に成立し､第 223条として追加された (その後の改正法により､現在

では､第 223粂 (a)項となった)0 1996年法による改正前の第223条 (a)項

は､次のように規定していた｡

｢次の者は､50､000ドル以下の罰金刑若 しくは6か月以下の拘禁刑に処し,又はこ

れらを併科するO

(1)コロンビア特別区において､又は州際若しくは国際通信において､電話により次の

各号のいずれかの行為を行った者C

(A)わいせつな､みだらな､扇情的な､いんわいな又は下品な評言､要求､示唆又は

提案を行 うことO

(B)会話を伴 うと否とにかかわらず､自ら名乗ならずに､かつ被呼者を悩ませ､侮辱

し､脅迫し又は困惑させる目的をもって､電話をかけることO

(C)被呼者を困惑させる目的をもって､反復的又は継続的に他人のベルを鳴らすことO

(D)専ら被呼者を困惑させるた桝 こ会話を伴う電話を反復的にかけること｡

(2)本条が禁じている目的に用いられることを知りながら､自己の支配下にある電話設

備の使用を許容した者｡｣

3.1996年電気通信法による通信法第223条の改正
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1996年通信品位法第 502条は､通信法第223条を次のように改正するとしてい

るC

｢(1)(a)項を削除し､それに代えて次のものを挿入するC

(a)次の者は､合衆国法典 (unitedStatesCode)第 18編に基づく罰金刑 【250､0

00ドル､約 2､900万円】､若 しくは2年以下の拘禁刑に処し､又はこれらを併科す

る｡

(1)州際通信又は国際通信において､次の各号のいずれかの行為を行った者｡

(A)電気通信装置によって故意に､他人を悩ませ､侮辱し､脅迫し､又は困惑させる

目的をもって､わいせつな､みだらな､扇情的な､いんわいな又は下品な評言､要求､示

唆､提案､映像､その他の通信を (i)行い､作り出し､又は誘い､及び (ii)それらの伝

送を始めること｡

(B)電気通信装置によって故意に､わいせつな又は下品な評言､要求､示唆､捷案､

映像､その他の通信を行 う者が電話をかけ又はその通信を開始したかどうかにかかわらず､

通信の受信者が 18歳未満であることを知 りながら､当該評言等を (i)行い､作り出し､

又は誘い､及び (ii)それらの伝送を始めること｡

(C)会話又は通信を伴 うと否とにかかわらず､自ら名乗らずに､かつ被呼音叉は通信

を受信する者を悩ませ､侮辱し､脅迫し又は困惑させる目的をもって､電話をかけ､又は

電気通信装置を利用すること｡

(D)被呼者を困惑させる目的をもって､反復的又は継続的に他人のベルを鳴らし又は

鳴らさせること｡

(E)専ら被呼音叉は通信を受信する者を困惑させるために､会話又は通信を伴 う電話

を反復的にかけること又は電気通信装置による通信を反復的に始めること｡

(2)電気通信装置が第 (1)号で禁じられている行為に用いられることを知りながら､

自己の支配下にある電気通信設備が当該行為のために利用されることを許容した者Q｣

その他､この法案は､第 223条の最後に (d)項から (h)までの新たな項を加える

としているC例えば､(d)項は､次のように規定しているC

｢(d)次の者は､合衆国法典第 18編に基づく罰金刑､若しくは2年以下の拘禁刑に処

し､又はこれらを併科するO

(1)州際通信又は国際通信において､コンビュ-タ ･サービスの利用者が電話をかけ､

又はその通話を開始したかどうかにかかわらず､現代の地域社会基準に照らして明らかに

不快な言葉で､文脈上､性的な行為若しくは性器又は排せつ行為若しくは排せつ器官を叙

述し又は描写する評言､要求､示唆､提案､映像､その他の通信を (A) 18歳未満の1

人若しくは2人以上の特定の者に送信するために､双方向のコンピュータ ･サービスを利

用すること､又は (B) 18歳未満の者が利用できる方法で､当該通信等を表示するため

に､双方向のコンピュータ ･サービスを利用することO

(2)電気通信設備が第 (1)号で禁じられている行為に用いられることを知りながら､

自己の支配下にある電気通信設備が当該行為のために利用されることを許容した者｡｣

以上の (a)項又は (d)項の場合における抗弁について､(e)項は､｢法により援

用することができるその他の抗弁に加えて｣として､第 (1)号は､次のように規定して

いる｡
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｢何人も､通信コンテンツの作成を含まない当該アクセス又は接続の提供に付随する伝送､

ダウンロー ド､中間記憶､アクセス ･ソフトウェアその他の関連する機能を含む､自らの

支配下にない設備､システム若 しくはネットワーク-のアクセス若しくは接続又はこれら

からのアクセス若しくは接続を提供したという理由のみにより､(a)項又は (d)項に

違反したとされてはならない｡｣

また､(h)項の第 (1)号では､ 1996年のこの規定における ｢電気通信装置｣

(telecommunicationsdevice ) という言葉の使用は､r(A)この法律に別に定めるわい

せつ及び下品に関する規定が適用される放送局免許人及びケーブル運営者に対して新しい

義務を課するものではなく､また､(B)双方向のコンピュータ ･サービスを含まない｣

とされている｡

さらに､(h)項の第 (2)号は､ 1996年のこの規定における ｢双方向のコンピュ

ータ ･サービス｣(interactivecomputerservice) という言葉は､r第230粂 (e)項第 (2)

号に規定する意味を有する｣とし､第230粂 (e)項第 (2)号は､｢複数の利用者に

よるコンピュータ ･サーバー-のコンピュータによるアクセスを提供し又はそのアクセス

を可能にする情報サービス､情報システム又はアクセス ･ソフトウェア提供者を意味し､

特に､インターネッ ト-のアクセスを提供するサービス若しくはシステム､又は図書館若

しくは教育棟関が運営する当該システム若しくはこれらが供する当該サービスを含む｣と

規定している｡

4.違憲訴訟の対象 となった規定

ここに掲げた規定について､言論 ･プレスの自由を保障している合衆国憲法修正第 1条

に違反 しているところがあるという主張は､法案が連邦議会で可決された頃から出ていた｡

原告の一部等については後述するが､違憲訴訟で最終的に争われた規定は､次に掲げるも

ののうち､indecentとpa土ently offcnsiveという部分であったOその内容をよりよく理解す

るために､関係する部分をもう一度みることにするC

①47USC§223(a)(I)(B)[合衆国法典第47第に法典化された場合の表記であ

るG〕

｢(a)次の者は､合衆国法典 (UnitedStatesCode)第 18第に基づく罰金刑､若 しくは

2年以下の拘禁刑に処し､又はこれ らを併科する｡

(1)州際通信又は国際通信において､次の各号のいずれかの行為を行った者｡

(B)電気通信装置によって故意に､わいせつな又は下品な (indecent)評言､要求､

示唆､提案､映像､その他の通信を行 う者が電話をかけ又はその通信を開始したかどうか

にかかわらず､通倍の受信者が 18歳未満であることを知りながら､当該評言等を (i)

行い､作り出し､又は誘い､及び (ii)それらの伝送を始めること｡｣

②47USC§223(a)(I)

｢(d)次の者は､合衆国法典第 18編に基づく罰金刑､若 しくは2年以下の拘禁刑に処

し､又はこれらを併科する｡

く1)州際通信又は国際通信において､コンピュータ ･サービスの利用者が電話をかけ､

又はその通話を開始 したかどうかにかかわらず､現代の地域社会基準に照らして明らかに
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不快な (patently offensive)言葉で､文脈上､性的な行為若 しくは性器又は排せつ行為若

しくは排せつ器官を叙述 し又は描写する評言､要求､示唆､提案､映像､その他の通信を

(A) 18歳未満の 1人若 しくは2人以上の特定の者に送信するために､双方向のコンピ

ュータ ･サービスを利用すること､又は (ら) 18歳未満の者が利用できる方法で､当該

通信等を表示するために､双方向のコンピュータ ･サービスを利用すること｡｣

5.-方的緊急差止命令

原告は､2つの主要なグループからなっていたが､まず､ACLU(AmericanCivilLibeTties

union)を筆頭 とするグルーブは､1996年 2月 8日にフィラデルフィアにあるペンシ

ルバニア東部地区合衆国地方裁判所に訴訟を提起したoそこで､合衆国地方裁判所は､1

996年 2月 15日､原告の一方的緊急差止命令 (temporary restraining order)の申立て

を認容 した｡

その後､citizensInternetEmpowermentCoa一ition(主要なオンライン ･サービス ･プロバ

イダー､出版社の組織､図書館の組殺)が､1996年 2月 26日に訴訟を提起 したC

これ ら2つの訴訟は併合され､事件名及び事件番号は､ AmericanCivilLibertiesUnion

v.Reno,DCEPa.,CiyilNo.96-963となった｡

6.違憲決定 (1996年 6月 11日)

合衆国地方裁判所は､6月 11日､違憲であると判断し､暫定的差止命令 (preliminary

injunction)を発 した｡ これは､暫定的差止命令の申立てに関する決定 (Adjudication on

MotionsforPreliminaTyhjunction) であり､アメリカでは非常に大きな関心を集めた｡

7.違憲決定一結論部分

裁判所の結論は､上記の構成の中の ｢Ⅲ.法に関する結論｣というところで明らかにさ

れている｡その主要な部分は､次のようになっている｡

｢原告は､CDAの第 223粂 (a)(1)(B)及び第 223条 (a)(2)が下品に

及んでいるという点で文面上違憲であることを論証することによって訴訟において最終的

に成功する合理的な蓋然性を確立 した｡CDAの第 223粂 (d)(1)及び第 223粂

(d) (2)は､文面上違憲である｡ したがって､原告は回復不能の侵害を証明し､いか

なる当事者も違憲の法の執行に利益を有せず､そのため､暫定的差止命令を認容す ること

によって公共の利益がかなえられるoElrodv.Burns,427U.S.347,373-74(1976);Hohev.

Cas町,868F.2d69,72(3dCir.),cert.denied,493U.S.848(1989);Aciernov.NewCastle

coun机 40ど.3d645,653(3dCir.1994).それゆえに､暫定的差止命令の申立ては､認容さ

れる｡｣

これを受けて､裁判所は ｢このような結論を支持する裁判所の構成員の意見は､次のと

お りである｣と述べ､前述の決定の構成で示した3人の裁判官の意見が､続いている｡

ちなみに､3人の裁判官からなる地方裁判所がこの事件を審理 したことが上述のところ

から分かるが､これは､CDAそのものにそのことが規定されているからである｡すなわ

ち､ 1996年電気通信法第 561条 (a)項は､｢迅速な審理｣について ｢3人の裁判

官からなる地方裁判所による審理一法律の他の規定にもかかわらず､本編若 しくは本編に
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より行われる改正又はこれらの規定について文面上における合憲性を争 う民事訴訟は､合

衆国法典第28編第2284条に基づき構成される3人の裁判官からなる地方裁判所が審

査する｣と規定している｡

8.合衆国最高裁判所-の上告

地方裁判所の判決 ･決定に対しては､通常､控訴裁判所に控訴することになるが､ 19

96年電気通信法第 561粂 (b)項は､｢上訴の審理一法律の他の規定にかかわらず､

本編若 しくは本編による改正又はこれらの規定が違憲であると判示する (a)項に基づく

訴訟における3人の裁判官からなる当該裁判所による中間又は最終の判決､決定又は命令

は､最高裁判所への飛躍上告により権利事項として審査を受けることができる｡当該上告

は､当該判決､決定又は命令の登録後20日を超えない間に提起しなければならない｣と

し､合衆国最高裁判所に飛躍上告が可能であることを規定しているCこの規定に基づき司

法長官 リノは､合衆国最高裁判所に挑躍上告をした｡

9.合衆国最高裁判所判決 (1997年 6月26日)

｢インターネットと法｣第5回の最後に ｢本誌が発行される6月には､最高裁判所の判

断が示されるであろう｡それについては､改めて検討することにしたい｣と書いたが､そ

の最高裁判所 (合衆国最高裁判所)の判決が 1997年6月 26日に出された｡今回は､

合衆国最高裁判所の判決をまず取り上げることにする｡

合衆国最高裁判所 (supremecourtoftheUnitedStates)は､Renov.AmericanCivilLiberties

union事件について､ 1997年3月 19日に口頭弁論を行い､同年 6月26日に､通信

品位法 (CommunicationsDecencyActof1996,CDA)の2つの規定は違憲であると判決 し

た02つの規定とは､連載の第4回 ･第 5回ですでに紹介したものであるC

この判決では､法廷意見と部分的同意意見 ･部分的反対意見が述べられいる｡

法廷意見 (opinionoftheCourt)は､ジョン･ポール ･スティーブンズ裁判官 (JusticeJohn

paulStevens)が述べているO

また､サンドラ ･デイ ･オコナ-裁判官 (JusticeSandraDayOIConnor)が､部分的同意

意見 ･部分的反対意見 (concurringinthejudgmentinpartzmddissendnginpart)を述べ､ウ

イリアム ･レーンキス ト首席裁判官 (chiefJusticeWilliam RhenqulSt)がこれに同意して

いるOこの意見は､CDAの規定はそれらが r成人と一人又は二人以上の未成年者との間

のコミュニケーション｣に狭く適用される場合を除いて､違憲であるということに合意し

たc

10.法廷意見の概要

法廷意見を述べたスティーブンズ裁判官は､まず､冒頭で ｢争点になっているのは､イ

ンターネット上の 『下品な』及び 『明らかに不快な』コミュニケーションから未成年者を

保護するために定められた2つの制定法上の規定である｡子どもを有害な内容から保護す

るという連邦議会の目標は正当でありまた重要であるにもかかわらず､われわれは､その

制定法は修正第 1条によって保護されている 『言論の自由』を制約するという3人の裁判

官からなる地方裁判所の意見に同意する｣と､争点と結論を明らかにしている｡
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スティーブンズ裁判官は､インターネ ッ ト､性的に明白な内容 (sexuaHy Exp一icit

Ma壬erial)､及び年齢証明 (Age Verification )について論じた後､1996年電気通信法

(TelecommunicationsActor1996)とその関連規定を検討し､地方裁判所の3人の裁判官

がそれぞれどのような意見を述べたかを要約し､また､政府が上告の際､地方裁判所の判

決が誤りであると主張したことを指摘しているC

これに続いて､スティーブンズ裁判官は､政府が合衆国最高裁判所の3つの判決､すな

わち､(1)Gjnsbergv.NewYork,390U_S,629(1968)､(2)FCCv.Paci茄caFoundation,438

U.S.726(1978)及び (3)Rentonv.PlaytimeTheatres,Inc.,475U.S.41(1986)のもとで､

CDAは合憲であると主張していることをあげて､それぞれの判決と区別している｡また､

同裁判官は､他の著名な最高裁判決を多数引用して､政府の主張を退けている｡

スティーブンズ裁判官は､｢われわれは､CDAが保護される言論に受け入れ難いほど

重い負担を課してお り､また､それに対する抗弁がさもなければ明白に無効な違憲の規定

を救うであろう一種の 『窮屈な仕立て』 ("rlarrOW tailorjng")を構成しないという地方裁判

所の結論に賛成するc Sable,492U.S.,at127において､われわれは､そこで争点となっ

ている言論の制限が 『豚を焼くのに家を燃やす』ことに相当するといったoCDAは､言

論に対してはるかに暗い影を落としているので､インターネット･コミュニティの大きな

部分を焦がすおそれがある｣と述べている｡

また､ステイ-プンズ裁判官は､｢口頭弁論において､政府は､その最終的な退却ポジ

ションに大いに依拠 した｡当裁判所がCDAが不十分に仕立てられていると結論づけるな

らば､われわれは､可分条項 (severabilityclause)を尊重し (47U.S.C.§608参照)､不

可分条項を狭く解釈することにより､制定法の合憲性を確保すべきである､と政府は主張

した｣と述べて､政府が違憲無効な条項と有効な条項とを区別する可分条項についても判

断を示している｡

最後に､スティーブンズ裁判官は､次のように述べている｡

｢当裁判所においては､地方裁判所ではそ うでなかったとしても､政府は､子どもを保

護する政府の利益に加えて､インターネットの成長を促進する政府の 『同様に重要な』利

益はCDAの合憲性を支持する独立の基礎を提供することであると主張する｡(中略)政

府は､インターネット上の 『下品な』及び 『明らかに不快な』内容を制約されないで利用

することは自ら又はその子どもを有害な内容にさらす危険があるので無数の市民をそのメ

ディアから遠ざけているということを明らかに考えているO

われわれは､このような論議は極めて説得力を欠くものであると判断する｡この思想の

新しい市場の劇的な拡大は､このような主張の事実的基礎と矛盾するO記録によると､イ

ンターネットの成長は驚異的であったし､また､驚異的であり続けるであろうことが明ら

かにされている｡憲法上の伝統の問題として､それに反する証拠が存在しない場合には､

言論のコンテン トに対する政府の規制は思想の自由な交換を促進するというよりはそれを

阻害するおそれが大きいとわれわれは推定するC民主主義社会における表現の自由を促進

する利益は､検閲の理論上の､しかし証明されていない利点よりも優越する｡

以上に述べた理由から､地方裁判所の判決は､維持されるC｣

インターネット･コンテンツをどのように扱うかは世界的に議論になっているところで

あるので､この判決の与える影響はかなり大きいであろう｡
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Ⅴ インターネット･コンテンツ規制是非論

郵政省 ･電気通信における利用環境整備に関する研究会報告書 ｢インターネット上の情

報務通について｣(1996年 12月 26日)

(1)報告書の構成

インターネット･コンテンツをめぐって､さまざまな議論がある中で､郵政省では､｢電

気通信における利用環境整備に関する研究会｣で､｢インタ-ネット上の情報流通につい

て｣検討したeこの報告書は､各方面で大きな注目を集めているが､私は､この研究会の

座長として､報告書のとりまとめに当たったので､ここで､やや詳しくみることにするC

まず､報告書の全体像を明らかにするために､その構成を掲げることにするOそれは､

次のようになっている｡

1 インターネットの機能と可能性

2 インタ-ネット上の情報涜通の問題点

3 インターネ ット上の情報流通に関する論点

4 諸外国の動向

5 対応策の在 り方

6 当面の対応策

それぞれについて重点的にみてみることにする｡

(2)インターネットの機能と可能性

報告書は､冒頭で ｢インターネッ トの機能と可能性｣について､論じている｡それを明

らかにするために､具体的にインターネットの利用者､プロバイダーの数などをあげた後､

従来のメディアとの比較で､｢インターネッ トは､個人の情報発信 と情報アクセスの機会

を全世界規模で飛躍的に拡大させる点で､出版､通信､放送といった従来のメディアと大

きく異なる特徴を有 しており､政治､経済､社会､文化のあらゆる領域において､情報伝

達や世論形成の仕組みを根本的に変革する可能性を秘めている｣として､｢①個人の情報

発信､情報アクセスの機会の拡大｣を次のように強調している｡

｢15世紀にグーテンベルグが印刷後を発明して以来､雑誌､新聞､書籍等の印刷物によ

る情報発信は飛躍的に発展してきた｡また､19世紀に発明された電信､電話等の通信技

術は､特定人の間で時間と場所を超越 したリアルタイムの情報伝達を可能とした｡さらに､

20世紀に入って発展 したラジオ､テレビのような放送メディアは､摩れた同時性と伝達

力を駆使 して､不特定多数の人に対する大量の情報伝達を可能 とした｡その一方で､特に

放送メディアにおいては､電波の有限希少性等のため､少数の者が情報発信の横会を得る

ことができるにすぎないO一般に個々人がこれらのメディアを通 じて自由に情報発信を行

うことは極めて困難である｡また､情報発信の機会や主体が限定されることの反面として､

個人がアクセスすることができる情報は､多くの場合､マス ･メディアによって編集され

た情報に限られる結果 となる｡｣

そして､次のようにその特性を描写 している｡

｢インターネットは､従来の出版､通信､放送といったあらゆる形態の情報発信機能を同

時に併せ持つ とい う特質を有しているC個人は､いつでも自由に自ら作成した情報を発信
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し､又は第三者が作成した情報を再発信することによってコンテントの程供者となること

ができる｡ また､個人は､いながらにして世界中から発信された情報にアクセスすること

が可能であり､このような発信､受信､再発信の繰 り返しによって､個人がアクセスする

ことができる情報は飛躍的に増大するOこうして､インターネットは､高度情報通信社会

における個人の基本的人権 というべき 『情報発信権』､『情報アクセス権』を実現する核

となるメディアと位置づけることができるC｣

また､② として掲げた ｢ネットワークのグローバル化｣もその特性に入れることができ

るC

(3)インターネット上の情報涜通の問題点

このような特性を備えたインターネッ トも情報流通の面で種々の批判を加えられてい

るCその問題点を次のように整理 している｡

①個人の情報発信が容易である反面､出版､新聞､放送等と異なり､発信者にプロの職

業倫理が働かない場合がある｡

②放送等と異なり､発信者に匿名性があるため､無責任な情報発信や違法行為が心理的

に容易にできる面がある｡

③違法な内容の情報があるサーバーから削除されても､別のサーバーに簡単かつ迅速に

コピーできるため､情報が流通 し続ける可能性が大きい｡

④ある国が国内法によって違法な情報の流通を禁止しても､別の国で違法でなければ､

その情報が世界中を流通する｡ある国が違法な情報の世界的流通を制限した場合には､特

定の国の法が情報流通を阻害するという問題が発生する｡

⑤特定のプロバイダーが違法な情報の発信又は違法な情報へのアクセスを制限しても､

他のプロバイダーを利用することによって､当該情報を発信し､又はアクセスすることが

可能である｡

(4)インターネット上の情報流通に関する論点

報告書は､｢インターネット上の情報流通に関しては､表現の自由や通信の秘密の保護

の観点から規制すべきではないという意見､他方､違法又は有害な情報の流通の禁止やプ

ライバシー保護の親点から規制を求める意見があるが､当研究会では以下のようにインタ

ーネット利用に関する論点を整理した｣として､次のような6つの論点をあげているQ

① インターネットに対する現実社会のルールの適用

インターネット上の情報流通についても現行法が適用される｡

② インターネットの法的位置づけ

インターネットは､電気通信事業法をはじめとする通信法体系によって規律されて

いるが､不特定多数の利用者に公開された ｢公然性を有する通信｣については､現行

の通信 ･放送の法体系とは別のカテゴリーを設ける必要があるという意見がある｡

③ インターネットにおける通信の秘密の保護

｢公然性を有する通信｣については､発信者には通信内容を秘密にする意思がない

場合が多いと考えられる｡インターネットの利用に着目して､通信内容にどこまで秘

密性を認めるべきか検討する必要がある｡
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① インターネット上の情報流通に関するルール化と表現の自由の保障

インターネット上の情報流通のルール化に当たっては､表現の自由の保障に十分留

意し､国際的な連携を図りつつ､コンセンサスを得ながら進めることが重要であるO

⑤ インターネット上の情報流通に関する具体的ルール化の問題点

表現の自由の確保､国際的な基準の必要性を考慮すると､具体的基準を定めること

は容易ではないCその際､｢刑事処罰の対象 となる又は民事上不法行為を構成する等

の違法な情報｣と ｢違法の程度に至らない有害な情報｣に区別して議論する必要があ

るO

⑥ インターネット上の情報流通に関する責任 と対応

情報発信者としては､原則 として､発信 した情報に関する法的責任を負 うことを十

分認識する必要がある｡また､プロバイダーが､約款に基づきホームページ等におけ

る違法な情報の削除等を行 うことは一つの有効な対策として評価できる｡

(5)諸外国の動向 【省略】

(6)対応策の在り方

インターネット上の違法又は有害な情報の涜通-の対応策としては､①通信内容に関す

るルール､②通信方法に関するルール (ソフ トウェアによるブロックのようなアクセスの

制限等)､③通信主体に関するルール (情報発信者の責任､プロバイダ-の責任)等が考

えうるが､これらは､(1)技術的対応と (2)制度的対応とに分けて考えることができ

る｡

(7) 当面の対応策

報告書は､最後に､｢インターネット上の情報流通に関するルール作りは､表現の自由

の保障 と関連するため､慎重に検討する必要があり､当面､法律による新たな規制は行 う

べきではないと考 えられる｡当面の措置としては､以下の方策が考えられる｣として､

次のような5点を指摘している｡

① 国際連携の強化

インターネット上の情報は､国境を越えて流通するため､インターネットの利用の

在 り方について､国際的な連携や協力を行 うことが重要である｡

しかし､コンテントの基準に関しては､各国とも異なる文化 t歴史及び法制度を持

っており､国際的な統一ルールを作ることは斉 しい面があるo例えば､わいせつ情報

についても判断基準や社会通念が国ごとに異なるため､それらを統-することは華し

い｡

したがって､国際的な統一ルールは､各国が合意できる必要最小限のものとし､具

体的運用は､各国の法制度を最大限尊重することを基本原則 とすべきである｡

また､具体的なルールの検討に当たっては､明らかに違法であるものに関して必要

最低限の基準を設けるという考え方を基本とすることが望ましい｡特に､すべての国

が遵守しなければならないことは､各国の自主性を最大限尊重し､ある国の特定の法

制度や固有の倫理観を他の国に押しつけてはならないということである｡
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そのための第一段階として､違法とされている情報内容について､各国の法制度を

比較検討するとともに最低限の基準の設定が可能かどうかについての検討を開始する

ことが望ましい｡このような比較検討を通じて各国の相互理解も深まるものと考えら

れる｡具体的な方法としては､例えば､各国の法学者等が共通のホームページを開設

する等して､関係法令に関する意見交換を行 うことが考えられる｡

このような国際連携 ･協力は､各国の法制度の比較検討のみならず､後述する自主

ガイ ドラインの策定､技術的対応策及び苦情処理体制の整備等においても不可欠であ

る｡どの機関で検討を行 うかについては､例えば､OECDで検討を行 うべきである

との意見やより参加国の多い ITU等の場で検討を行うべきであるとの意見もある｡

最終的には､世界のすべての国がかかわる問題であるので､できる限り多くの国が参

加する機関で検討することが望ましい｡ しか しながら､世界各国が合意できるルール

作 りには時間を要することが予想されるため､当面は､比較的参加メンバーの少ない

OECDの場でモデルを検討することが考えられる.また､文化や歴史的背景が似て

いるEU､アジア地域等のブロックレベルでも検討を開始することが望ましい｡

なお､放送の分野では､既に映像国際放送について､EUにおいて､平成元年 (1

989年)10月 3日､｢国境を越えるテレビに関するEU指令｣が採択されてお り､

アジア ･太平洋地域でも､前記 ｢アジア ･太平洋地域における衛星映像国際放送の番

組内容に関するガイ ドライン｣が策定されている｡このような放送分野における経験

は､インターネ ット上の情報涜通に関するルール作りにおいても役立つものと思われ

る｡

② 各国における自主的な取組みの促進

表現の自由の問題 と関連 しているため､現時点では､政府が自ら情報のルール作り

に取 り組むことは適当ではないと考えられる｡ したがって､当面の対応としては､プ

ロバイダーの団体による自主的なガイ ドラインの策定を促進することが望ましい｡

我が国においても､既に一部の団体でこのような取組みが見られるが､プロバイダ

ーによって､より広範囲かつ積極的な取組みがなされることを期待する｡なお､プロ

バイダーの団体による自主ガイ ドラインを作成するに当たっては､有識者､利用者代

表の参加を得る等して議論の透明性を確保しつつ､ガイ ドラインを作成することが望

ましいo

また､イギリスでは既に rR3セイフティネ ット｣という自主ガイ ドラインが策定

されていることやEU特別作業班報告書において ｢加盟諸国は､自主規制システムを

設立し､そのシステムに参加 し､その規則を尊重するよう業界を奨励 しなければなら

ない｡｣と指摘されていることから､今後､各国において､自主ガイ ドラインの策定

が進むものと予想される｡

インターネッ トの場合､情報が国際的に流通することから､各国の自主ガイ ドライ

ンを策定している事業者団体間で､自主ガイ ドラインの比較､自主ガイ トラインの当

該国における効果､当該国の自主ガイ ドラインでは対応できないケース等について情

報交換するとともに､各国の自主ガイ ドラインの実効性を高めるための国際連携を図

ることが重要である｡

③ 技術的対応策の連携強化
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各国の法制度の相違を前車 とした上で､発信者の表現の自由と通信の秘密の保護 と

受信者の適切な選択の機会の確保､さらには､自己が嫌悪する情報を受けない自由と

の均衡を図る方法としては､犯罪に係る情報等特定の内容の情報を､受信者が選択的

にブロックできる仕組みを構築することが有効であるO例えば､児童 ･生徒を違法又

は有害な情報から保護するためには､アクセスを遮断できるフィルタリング･ソフ ト

ウェアを使用することが最善の方策であると考えられる｡フィルタリング ･ソフ トウ

ェアとしては､EUも支持を表明しているPICSをペースとした国際的連携が強化

されることが望ましい｡

フィルタリング ･ソフ トウェアは､柔軟性のあるシステムではあるが､格付け基準

(レイティング)をどのような組織で誰が策定するかについては､実施主体によりバ

イアスがかかる可能性があることや実質的に情報内容を分類するのと同じ効果をもつ

可能性があることから慎重に検討する必要がある｡当面の措置としては､各国におい

て､民間の有識者による倫理委員会等を設けて格付け基準を策定することが考えられ

る｡アメリカでは､既にRSACiという評価システムがあるが､これを我が国にそ

のまま適用することは､歴史や文化的背景の相違から必ずしも適切ではない湯合があ

ると考えられる｡ したがって､早急に､民間レベルの有識者による倫理委員会を設け

て､我が国の格付け基準について検討することが望まれる｡具体的には､モデル地域

を選定して､児童 ･生徒の保護監督者である親 ･教師等と有識者とで格付け基準を策

定し､フィルタリング ･ソフ トウェアを開発するための実証実験を行い､このモデル

ソフ トを各地域の歴史的､文化的事情に合わせ､取捨選択して利用していくこと等が

有効であると考えられる｡

また､今後､各国においてもこのような取組みがなされるものと予想されることか

ら､各国の評価システムの比較や各国の倫理委員会との情報交換､さらには､グロー

バルな評価システムの可能性等についても検討する必要がある｡このような制度的整

備 と相まって､フィルタリング ･ソフ トウェアが有効に横能することとなると考えら

れる｡

④ 苦情処理体制の整備､情報提供の充実

表現の自由との関係から､不適切な情報流通に関しては､事後的措置として苦情処

理体制を整備することが重要である｡EU電気通信相理事会決議で ｢国民に利用でき

るホットラインによる報告の仕組みを奨励及び促進｣と述べられているが､被害の救

済や拡大防止のためには､利用者からの苦情申出に対して適切かつ迅速に対応するこ

とが重要であり､そのための苦情処理体制を整備する必要がある｡

また､苦情処理体制を整備することにより､苦情事例の蓄積､苦情事例の分析等を

通じて適切な情報流通のルール作りに寄与することができる｡プロバイダーも苦情の

件数等を一つのメルクマールとして､違法 ･有害なコンテン トに対応することが可能

となる面がある｡

当面の措置としては､各国が民間事業者団体レベルで苦情処理体制を整備すること

が望ましいCまた､各国の苦情処理横関のネットワーク化を図ることも検討する必要

がある｡

⑤ 情報社会教育の充実
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これまで述べてきたように､インターネットは､個人の情報発信､受信､アクセス

の機会を飛躍的に増大させ､自由な情報流通を通じた豊かな情報通信社会の実現を可

能とする新たなメディアであるOその一方､インタ-ネットの自由な利用によって､

個人の情報社会に対する影響力や依存度がますます増大することになるため､情報の

流通に関する個々の利用者の責任が増すことになる｡この点については､まず､一人

一人の利用者のモラルの向上を図ることによって対処すべきであり､そのために家庭､

学校､企業等あらゆる場を通じて､情報社会教育を充実させる必要がある｡
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｢先端技術と倫理｣ 平成 10年7月 23日

加藤 尚武

(京都大学文学部教授)

昨日は厚生省の先端医療評価部会で､遺伝子治療の認可という議題がありました｡大体､

｢もう科学技術レベルでは全部チェックは済んだから､あとは倫理的にチェックして欲し

い｣と言われましたが､末期状態の患者に遺伝子治療を試みるということにリスクの付加

はないので､倫理的にチェックすることはほとんど無いんです｡つまり､昨日の話ですと､

患者さんは内定している訳で､インフォーム ド･コンセントが成り立つかどうかというこ

とが､チェックポイントになるわけです｡

昨日の報告の中では､患者の年齢と判断能力について､全然何も書いて無かったので､

｢どうなんですか｡｣と質問しましたけども､インフォームド･コンセントというのは､

成人で判断能力のある人が､自分のクオリティ ･オブ ･ライフについて判断し､医者に対

して ｢こういうことをしてください｡｣と言う｡それで医者に対して応答の関係が成立す

る｡そしてその応答関係が成立するかどうか､つまり患者の判断能力があるかないかは､

医者が判断するという建前です｡

この点が非常に重要で､例えば患者の判断能力があるかないかは､第三者が判断すると

いうシステムになっていないわけですから､ある意味では､決定権は医者の側にあるとい

うふうに言えないこともないわけです｡

で腎臓がん第4期という末期患者の遺伝子治療で､しかも遺伝子治療をやっても効果が

ほとんど無い場合で､アメリカの報告を見ても､かろうじて成果が上がったというのが､

8人の患者のうち 1､2名という程度で､目ぼしい成果が上がったとは言えない｡実際､

その患者さんを救えるという可能性は殆ど無くて､実質的には患者さんの利益よりも､科

学全体の進歩の利益というもののほうが大きいという､そういう特質を持っているだろう

と思います｡

その場令に､患者の判断能力であるとか､成人であるかどうかということがかなり重要

な問題で､臓器移植法でも大体 15歳を自己決定年齢というふうに大まかな目安で考えて

いるので､成人で判断能力が無い場合にどうするのか｡つまり成人でない場合には､後見

者の同意ということになりますし､判断能力がないというふうに考えられた場合には､だ

れが後見者になるべきであるかということを決めなければならない｡

インフォ-ムド･コンセントの内容は､今回の場合でいうと､リスクがどのくらいある

かということです｡普通､インフォーム ド･コンセントというのは､患者に予めリスクと

コス トを伝えて患者の同意を得るというのが基本線です｡金銭的なコストの面は研究費で

カバーするというようなことになるのではないかと思います｡コストといっても､予後に

ついてのコスト等いろいろあると思いますが､普通は金銭的なコス トが主なので､それに
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ついては日本のインフォ-ムド･コンセントではほとんど問題にしないO保険でカバーさ

れている例が多いですし､または実験的な医療の場合には､実験費でカバーしてしまいま

す｡北海道大学のアデノシン･デアミナーゼ欠損症の場合も､経費の調書を出せば､数千

万円になるのではないかと思います｡しかも､遺伝子治療プロパーにかかった費用だけで

数千万円だと思いますが､それ以外に､インフォ-ムド･コンセントの書式をアメリカか

ら取り寄せて､大急ぎで翻訳をしたとか､そういう先生方の苦労まで入れたら､幾ら掛か

っているかわからないわけです｡患者自身の負担額が殆ど無いのであまり問題になりませ

ん｡

リスクについて､普通は既に過去のリスクの発生例について､患者に報告するというこ

とになっていますけれども､先端技術の場合に､過去のデータが果たして本当の意味で患

者の判断にとって重要であるかどうかということは､極めて問題であって､過去のすべて

の症例の平均的な生存率などというものは､本当にリアルな意味を持つのかどうか｡

むしろ最新の数例のほうが過去の数十例よりもはるかに大きな意味を持っている場合も

あるわけで､その場合にリスクのデータを患者の側にどうやって提示するかということに

ついての､医師の判断も､また､重要な問題になり得るわけです｡

今回の場合のように､世界中で実際に使われている例が､百以下のオーダーである場合

には､どのレベルでのリスクのデータを患者に提示することが､データの提示として最も

適切であるかということについての判断をする余地がないという状況であったので､別に

倫理学者として言うことはありませんでした｡

｢一体倫理学とは何か｣といわれると､1920年代に､アメリカで自分のおじいさん

を殺して､遺産を相続して手に入れようとした男がいましたが､その男は､何と驚くべき

ことに､自分はおじいさんを殺したということを公表して､しかし自分は遺産の相続権が

あるという主張をしたわけです｡

その当時の法律では､おじいさんを殺した人間は遺産の相続権が無いということが明文

化されてなかったのですが､裁判官は､｢たとえ法文上の規定がなくても､犯罪によって

利益を得ることは社会の許容するところではない｡｣ということを語って､その男の相続

権を認めなかったという有名な判決があります｡日本の民法では､もちろんそういう法文

上の規定が明文化されています｡

法律が施行されたり､改正されたりする｡国会に持っていくと､ひどい法文をつくる可

能性があるので､とても国会には持っていけないからガイドラインの線で抑えておこうと

いう話題が､審議会の席で語られることがある｡いずれにせよ法的な規定の限界を見極め

なくてはならない｡そこに倫理学が必要になります｡

長野県で起こった卵子提供について､急速､特別の委員会をつくるという話になりまし

た｡国民全体の中にある倫理というレベルでの共有された､法の前の法､法以前の法､言

葉に書かれていない法の共通了解というものがあって､それに照らして見ればこういう法

律をつくるのも当然だというような､立法の前提となる共同了解があって､そしてその共
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同了解に基づいて立法をすれば､ひどいことにならない｡立法のプロセスは､倫理性その

もの､正義そのものをつくり出しているのではなくて､正義については既にEg民の間に共

同了解があって､それを特殊事例に当てはめて法文化するという立法プロセスが成り立ち

得るようにあらかじめ国民の共同了解をつくっておく必要があります｡

実際問題としては､例えば受益者負担の原則がありますが､受益者負担の原則そのもの

はどこにも書いてない｡しかし､いろいろな法律をつくるときには､受益者負担の原則が

適用されている｡受益者負担の原則についての国民の共同了解というのは､どのレベルで

成り立っているのかということは､かなり暖味な問題であるわけです｡そういうふうに法

律の前提となる国民の共同了解をどうつくるがという学問というのが現代の倫理学の特徴

ではないかと思います｡

これはかなり現代的な特徴と言えるかもしれません｡というのは､立法というのを倫理

学者が本気になって考えたのは 19世紀の真中頃からでありまして､例えば有名な哲学者

のカントは､立法 (ゲゼツ ･ゲ-ブンク)という言葉を使っていますけれども､実際､国

民が参政権を持って立法するということは夢にも思っていませんでした｡

カント以前の最大の倫理学者といえばアリス トテレスで､アリストテレスの場合には､

国民が立法に参加するということを政治学で扱っていますけれども､そういうプロセスを

前提にして物を考えていたわけではないので､結局､立法の共通の前提を明らかにすると

いう倫理学の特徴は19世紀の後半以後と言えます｡

20世紀になりますと､先端技術の問題が､倫理学にとって非常に大きな問題になって

まいりましたOなぜ先端技術が､倫理学の大きな問題を形づくったかといえば､先端技術

が倫理的な空白領域をつくるからです｡

例えば､脳死の問題がありますが､アリス トテレスを見ても､デカル トを見ても､カン

トを見ても､脳死という事例は絶対にないわけです｡この間､クローン人間の問題が議論

されたときに､ある先生が､｢クローンは憲法違反だ｣と怒鳴ってました｡本当は憲法を

作ったときは､クローンなんて､全く考えていなかった｡クローンの可能性そのものが､

最初に指摘されたのは､おそらく1970年です｡70年のアシロマ会議の中でコ-エン

たちが集まってクローンの可能性があると話し合ったのが最初ではないかと思います.

人格という概念の成立にとってクロ-ンは､クローンが可能だという事例は何ら考えら

れていないし､人類全体の人格概念を歴史的に当たってみても､クローンに当たるような

考え方はないわけです｡それで､人格の尊厳に反するって多くの人は言うわけだけれど､

｢そもそも人格の尊厳にクローンのコンセプトは全くゼロです｣と私は言いたいわけです｡

人格の尊厳という概念では,カントの倫理学が一つの非常に大きなよりどころになるわ

けです｡カント先生に､｢クローンができた場合に､それは人格の尊厳に反しますか｡｣と

言ったら､カントは ｢そんなばかなことを言うもんじゃない｡人間はすべて共通の理性を

持っている｡その共通の理性を持っているということが､人間は人格の尊厳なので､一人

一人違うなんていうことは人格の尊厳と全く無関係だo｣と言うと思いますDつまり､カ
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ント的な意味での人格の尊厳は､すべての人が普遍的な理性の共有者であるということの

中にあるので､ある人を殴ったり､叩いたり､殺したりしてはいけないのは､この人の中

にだれもが持っているのと同じ理性があるからです｡普遍的なものが尊厳のよりどころだ

という考え方が基になっていたので､個体性があるからというのは､尊厳の根拠ではない｡

個体性なんて､有っても無くても同じだと､というのが､18世紀の思想家だったカント

の考え方です｡厳密に言うと19世紀の後半まで来ないと､個体の尊厳という考え方は出

てこない｡

19世紀の後半になって､やっと理性とは無関係な個体の尊厳という考え方が出てきて､

それが20世紀になって実存哲学という哲学の中に現れてきた｡憲法をつくり上げた基本

的な理念である啓蒙主義の思想の中には､個体の尊厳思想は無いと言わざるを得ない｡

アリス トテレス (384-322BC)は､古代の都市国家が形成されて､ある一定の秩序を保

っていた時代､マケドニアに占鎖されたアテナイという植民都市の学校の先生であり､ま

た王様の顧問でもあったわけですが､大体､せいぜい100年とか何百前のギリシャのポ

リス国家の慣習が､アリストテレス倫理学の原形になっていたと思います｡

その前のタ-レス､ソクラテス､ブッダ､モ-ゼなど一番最初期の思想家は､古代の原

始共同体が出来あがっていった時の倫理を集約していたと思うのです｡アリス トテレスの

倫理学書にはそのまま現代に通じる台詞が詰まっており､その有効性の範囲は､ものすご

く大きいです｡

脳が精神の座であるということは､デカル トの時代になると､確立された学説になって

いましたが､デカル トですら､その脳が精神の座であるか､温度の調整機能であるかとい

うことについての､決定的な論拠をどこで見出すかということには苦労した跡があって､

デカルト自身の身体論の中では､サーベルで目を突かれて､突かれたサーベルが脳に達し

た人が精神に異状を来した事例があるというのは､これは､脳は精神の座であるというこ

とのかなり重要な証拠であると思われるという事例をデカル トは書いているわけです｡

19世紀になりますと､大脳部位説が問題になる一番初期の事例であるガル博士の頭蓋骨

論が出てきましたが､今日で見れば非常に荒唐無稽な観測を積み重ねている面が非常に強

いわけです｡ですから､脳が死んで､心臓が生きているという､その脳と心臓の間の生命

の時間ギャップなどというものを想定するということは､身体諭の歴史から言えば､全く

20世紀に固有のことで､人工心肺- 生命維持装置というものができ上がって､特に朝

鮮戦争のときに傷害､外傷を多く負った傷病兵の生存率を高めるために利用されるという

事例なしには､脳死などというものの開拓は絶対になかったわけです0

20世紀の後半になってやっと実用化された人て二心肺によって､心臓死と脳死というも

のは時間差を持つという､そういう構造になったということは､人類にとって数千年間の

生と死についての倫理寒準を全部見直さなければならないという事例になったわけです｡

それが極めて少ない事例ではあっても決定的な事例であるわけです｡ですから､20世紀

の後半になって起こってきた､特に生命関係をめぐるさまざまな技術開発は､数千年間の
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人類の倫理的な知見の積み重ねの歴史の中で､数千年分を一気にご破算にしてしまうよう

なパワーを持っていた｡だから､前例に即してといってもどうしようもない0

20世紀後半の科学技術が､ルネサンスや 17世紀､18世紀ごろからずっと積み重ね

られてきた科学技術に対して､決定的な新しさを持っている｡例えば原子力の開発という

のがそうであります｡原子力というのは､物質の原子核という､いわば非常に安定した構

造があって､それを通じて物質界全体の平衡とか安定というものが維持されている､その

基本的な安定システム､平衡システムのよりどころになるものを人⊥的に壊すという､そ

ういう新しい技術体系であって､それはそれまでの技術､水車を回すとか時計を回す等と

いう技術とは全く違う､物質のいわば基本的な安定構造そのものを壊すということになっ

ているわけです｡

臓器移植によって免疫系を持っている個体の､いわばバランスの回復機構､いわば他者

の異物を排除して同化するという､同化の基本的なシステムを免疫抑制剤を注射するとい

う形で破壊することによって臓器移植を行うという技術の中にもやはり､自然物そのもの

の持っている平衡の回復機能を破壊することによって成立する技術という特色が臓器移植

にも見られます｡

また大きな規模で言うと､地球の温暖化もそうでありまして､温暖化というのは､ガイ

ア仮説のもとになっている地球の生命の歴史を通じての温度の一定性というものがある｡

例えば､生命の存在可能な温度というのは､最高温度が私の勉強したのでは105度だそ

うです｡温泉のお湯の中に住んでいる生物で､105度で生息しているというのがいるの

だそうですけれども､せいぜい105度が上限でしか生命体が存在しないというのは驚く

べきことで､これはおそらく生命の存在可能な場所というのが､ずっと地球生態系全体が

ある一定の温度の維持システムを保ってきたから､生命の存在可能な温度帯の上限と下限

が決まってきているのではないかと思います｡

遺伝子操作も､遺伝子という極めて自己同一性を回復しやすいようにでき上がっていて､

時々変異を起こしますが､比較的安定した構造を持っている細胞の中のDNAの核を人工

的に切ったり張ったり､そこに操作を及ぼすということを行っています｡そういうふうに

考えてくると､20世紀の後半でそういうところに達したと思います｡フランシス ･ベー

コンの時代の持っていた技術と現代の技術とは本質的に違う｡

フランシス ･ベーコンの技術は､どんなに多くの人工的なオペレーションをしたとして

も､自然そのものの基本的な法則性というのは安定していて､それでその自然の自己回復

機能の掌中でしか技術は成立しないOフランシス ･ベーコンに ｢自然は服従することによ

って征服される｣という有名な言葉があります｡その ｢服従する｣といったら､一体何に

然界の秩序というものを､ベーコンは考えていたのでしょう｡

ベーコンは､｢自然は神の創ったもので､神様は美しい秩序を人間に与えているのだ｡

それで､その美しい秩序という形である法則に従うことによって初めて自然を征服するこ
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とが出来る｡だから､また､ある意味で自然はどんなに人間が征服しても､自然白身によ

って人間は征服されるものだ｡｣という見方があって､それが 17世紀から20世紀の前

半部分までの技術思想というものの中心的な部分ではなかったかと思うわけです｡

ベーコンはまた同時に､自然の恩恵というものは､決して特権階級の一部の人だけでは

なくて､万人に与えられるものであるということも述べていて､それもベーコンの自然思

想にとって非常に大きな問題であるわけです｡ですから､20世紀の後半部分になって出

来上がってきた自然の持っている自己回復性の機能そのものをオペレーションの対象にし

て､それをもつくりかえてしまうとか､あるいは破壊してしまうという､そういう技術の､

ある段階に達するまでは､自然主義という考え方が非常に有望であったのではないかと思

います｡つまり､人為というものを抑制して､結局､自然界そのものの中にあるバランス

の回復機能に､もう一遍､委ねるということをやりさえすれば､すべての問題はそこに還

元され､解決を見るのであって､結局､その人為性というものを自然の自己回復機能の範

囲内に全部､もう一遍集約するという､そういういわば自然主義的な考え方というのが､

この20世紀後半の､技術の新しい段階以前であるならば有効であったと思うわけです｡

その点について私が大変印象深く思うのは､アメリカの環境倫理学者と言われているア

ル ド･レオボルトの思想でありまして､私はアル ド･レオボル トの思想を勉強して驚きま

した｡アルド･レオボルトという人は､『ランド･エシックス』という書物を書いて､単

に生物の種を保存するだけではなくて､生態系全体をいわば最善の状態に保存するのが人

間の義務だという､環境倫理学の基礎理論をつくったので､さぞかしゴリゴリの環境保護

主義者じゃないかと思って､彼の書いた著作を読んでみたら､主要なる著作は 『ゲーム ･

マネジメント』という著作で､『ゲーム ･マネジメント』というのは､国立公園に存在す

るゲーム､狩猟用の鳥獣の個体数をいかに管理したらよいかという管理技術の本でした｡

あまり人工化が行き過ぎると狩猟はおもしろくなくなってしまうから､野性味を残す程度

に､しかも十分狩猟のおもしろさを味わえる程度に､烏だとか鹿だとかの個体数を管理す

る方法が書いてある｡それは管理された自然の思想であって､ワイルドなワイル ドネスの

思想ではありません｡

アル ド･レオボルトは､結局､ワイルダーネスというものについての間違った管理が､

ワイルダーネスを破壊してしまうので､そして､その本来のワイルダーネスを保存するよ

うな管理方式が必要だという考え方は､晩年のレオボルトに至っても､そういう考え方は

残っていると思います｡自然状態に放置さえすればいいというのではなくて､自然そのも

のの中に､生態のいわばクライマックスを可能にするような最高の生命性の発揮状態があ

って､それを人間はそっと見守りながら守るので､ただ事をこまねいて何もしないという

のとは違う｡だから結局､人工とワイル ドとの混合生態系としての自然をどういうふうに

して守っていくかということなので､『ゲーム ･マネジメント』の思想と､『ランド･レイ

シックス』の思想は､確かに本質的に違ってはいますが､しかし､手をこまねいて放って

おけば一番いい自然が回復するという思想には､結局到達していないのではないかという
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ふうに､私は思うわけです｡

科学技術と人間性の基本的な視点は､もはや本来的な意味での自然主義に回帰すること

は不可能になってしまっていて､我々は自然主義への回帰それ自身も､人工的なコントロ

ールと生態学的な観察にもとづいてしか行えないという､そういう時代になってきているO

最近ではクローン人間が大きな問題になりました｡新しい医療行為が出てきたときに､

クローンというのもやはり先例のない事例なのであって､ずっと先例を手繰っていけば必

ずどこかにクローンを禁止できる条項が見つかるだろうという判断は､おそらく失敗する

だろうと､私は思います｡

先程も言いましたように､個体性の尊厳というのはそんなに長い歴史的な時間を持って

おらず､そして西欧､日本ではもちろん新しい考え方ですが､西欧文化の根源を辿って行

っても､クローン禁止を憲法レベルで正当化するというのは､おそらく難しいのではない

かと思います｡それに拠り所を見出そうとする人々が非常に多くて､したがって､クロー

ンは個体の尊厳を否定するから禁止だという考え方は､非常に根強い｡ところが､クロー

ンというのは､科学的なレベルで言うと人工的な一卵性双生児だと考えると､一卵性双生

児の研究グループでは､一卵性双生児の個体差の大きが非常に大きな研究課題になってい

るわけで､顔がそっくりだからといって､性格がそっくりっていうことはない｡いわばク

ローンである､生物学的に見てクローンであるっていうことと､個体として違うっていう

こととは両立している｡

実際､一卵性双生児でありながら､一卵性双生児であることが識別不可能であって､だ

れもが二卵性だろうと思っていると､調べてみると実は-一卵性だったという､そういう事

例もかなりある｡｢そっくり感｣が人格そのものの内実にまで及んでいて､ほんとうに人

格の複製ということがクローンで可能になるのではないかと､早とちりしてしまう.

クローン論議には､社会的同一--一説というのがあって､クローン人間は生物学的に言えば

ながクローン扱いする､同一人格扱いする｡したがって生物学的な意味では同一人格でな

いにしても､社会的な意味では同一人格として扱われるのだから､だからクローンをつく

れば人格の侵害が発生するので､クローンは憲法違反であるというo私はこれをクローン

の偏見論法と呼びました｡これを国際社会に出すと西欧社会からは相当激しい反発を食ら

うと思う｡つまり､偏見は除去できないものなのであるから､その偏見の存在する社会は､

その偏見の存在をあたかも自然的な事実というふうにみなして､その偏見を回避するため

には､偏見の原因となる出生そのものを停止すべきである､そういう議論です｡社会的な

偏見が非常に強いので､偏見の原因となる出生そのものを禁止せよという議論は､相当激

しい反発を買うだろうと思います｡

第 2次大戦中､ユダヤ人はゲットーにいて､子供を産むか産まないかっていう非常に深

刻な問題にぶつかった｡子供を産めばユダヤ人に対する偏見のさなかにさらされて､産ん

だ子供は全部アウシュビッツに送られる危険があったわけです｡その場面で子供を産むか
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産まないかっていう､非常にシビアな倫理問題にユダヤ人社会は直面しました｡そのとき

に彼らが出した結論というのは､偏見を理由として､偏見をあたかも自然的な事実である

かのように考えて､出生そのものを停止することはできないという､非常に大きな決断だ

ったと思います｡そういう事例は今のユダヤ人社会の生命倫理の背後に存在するのです｡

そういうところで､例えばクローン等を禁止するのに､どういう禁止条項があるのかを

考えると､普通は安全性が一番の規制根拠なので､これはいくら強調しても強調しすぎる

ことはないと思うんです｡技術を抑制したり､制限したりする根拠として､使えるのは安

全性だけである｡もし安全性という以外の理由で技術を禁止したり抑制したりしようとす

るならば､いつ踏み外すかも知れない危険な倫理的地雷野に足を踏み入れることになる｡

クローンについて､アメリカの大統領特別委員会が5年間のモラトリアムで､ともかく

5年間停止しようという案を出したので､僕はそれで十分ではないかと思います｡

実際問題として､ドリーの子孫が､ずっと安全な生殖機能を持っているかどうかという

ことをチェックして､高級な霊長類でも同じようなチェックをして､そしてその霊長類で

大丈夫だから人間でも大丈夫だという結論を出すのに､5年では短すぎるわけです｡です

から5年という期間を安全性を見直す期間として留保しておけば十分それでしのげると思

いますが､ただ問題は､今､世界中の生殖をめぐる技術の中では､安全性ではチェックで

きない技術がどんどんと開発されていて､安全性以外の理由で技術を抑制しなくてはなら

ないという事例が目白押しに並んでいて､そしてそれをどうするかということが､一気に

噴出して出てくる可能性があるわけです｡代表的なのは代理母ではないかと思いますし､

それから出生前診断も､しばらく前までは安全性という面でまだ問題があるのだというこ

とを言っていれば､一応基準案をつくらないで済むという､厚生省のお役人の言い逃れの

口実に使われていたわけです｡

女性の卵子の提供という問題についても､あれは日本で飯塚理八さんたちが､慶磨大学

で人工授精を始めたときに､都立大の唄孝一さんと慶磨大学の中谷瑛子さんを法律顧問に

して､これでもって法律問題は起こらないだろうかと相談をしたわけです｡ところが日本

の民法七七二条では､婚姻中に出生した者は嫡子とみなすという､そのお母さんから生ま

れた子供は､その人の夫婦の子供とみなすという､お母さんが浮気したかどうかは問わな

いという大岡裁き論法で､たとえ浮気をしたとしても､もうその子供として絶対認めると

いう､そういう論法があるわけです｡それは実際問題として､その民法が制定された時点

においては､夫の遺伝子がその子供に入っているかいないかをチェックする方法はなかっ

た｡それでもし､それをチェックしなければならないという条件を決めたとすると､いわ

ば事実上､民法上､処理できない問題が発生し得るわけなので､だから配偶者から生まれ

た子供は､その嫡子とみなすというふうにしておくのが､実用的な基準として最も止しか

ったわけなのです｡それは､いわば人工授精が不可能だという前提でつくられた民法上の

規定だと言ってもいい｡

そのときに､まだ卵子を採取するということには､非常にその技術上のリスクが大きか
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ったので､精子の提供を認めることにした｡精子の提供を認めるけれども､大岡裁き的な

民法があるから､法律上の新しい条項をつくらずに済むと､いわば逃げ道処理が可能であ

ったわけで､この逃げ道処理は､その民法が制定されたときのバックグラウンドになった

技術と､全然違う前提とをつなぎ合わせた形になるので､むしろその技術レベルと法律と

の組み合わせの仕方が全く変わったにもかかわらず､新しい組み合わせをつくらなかった

というところに問題点があると思うわけです｡

産婦人科の学会では､一応､学会基準として､精子の提供は認めるけれども､卵子の提

供は認めないと定めました｡精子の提供を認めるのは､民法上の抜け道規定があるという

ことと､精子の採取は安全であるという2つの理由で､卵子の提供を認めないというのは､

技術的に危険度があるからだと言うわけです｡卵子の提供を認めた場合にも､民法七七二

条の規定がそのまま適用できるかどうかということについては､その当時はまだ代理母と

いう技術が考えられていなかった技術的な不可能地帯だったという事情があるのではと思

うわけです｡

卵子の摘出がある程度の安全性をもって可能であるという時代になった｡産婦人科学会

の卵子の提供を禁止するガイ ドラインの設定の趣旨は安全性だったのだから､安全に卵子

が採取できるという状況になった時点で､既にそのガイ ドラインは無意味になっている｡

埼玉医大で､性転換手術を正当化するということが､倫理委員会の判断で出されたわけ

です｡自分が女性の性器を持っているのに男性だと思い込んでいるとか､男性の性器を持

っているのに女性だと思い込んでいるという患者の患部は､実際は脳みそにある｡その性

器は患部ではないO患部以外のところを手術するというのは正当な医療行為ではない

｡エンジンが故障しているのにタイヤを取りかえるのと同じことになる｡患部ではないで

しょう｡だから､外科的な手術ではなくて､あれは傷害罪と言ったらどうなるのかという

問題なんですね｡

もし､脳外科的な手術をして､性同 一性の意識の疾患を治すことができるとするならば､

それは正当な医療行為です｡ところが､頭が狂っているのに､狂った頭に合わせて下半身

を取りかえてしまうというのは､狂った頭に狂った下半身をつけることになる｡これは二

重の､いわば異常状態をつくり出すわけなのです｡医療行為が医療行為として､正当行為

となる法律的条件は､正常な状態を異常にした場合には医療行為として許されない､異常

な状態を正常な状態にした場合には医療行為として許されるという､その倫理基準からす

ると､これは全く許されるはずのない治療なのです｡

それがなぜ治療として認められるかというならば､その苦痛を解除する他の方法がない

という､いわば救済治療で､根治治療ではない｡本来の治療というのは､原因を除去した

り､原因となるものの侵入を防いだりすることによって､病気の発生を防ぐ､あるいは発

生の結果をもと元どおりに治すという､根治型治療というのが考えられるとすると､性転

換手術というのは､救済型治療と言わなければならない｡

アメリカでやっている性転換手術は､交通事故で性器を破損した人に対して､全く外見
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だけをつくるという外見型であったのに対して､日本では機能型の再生手術の技術を開発

らいたいと言ったわけです｡

性転換手術は､本来の治療からかなりはみ出したところにあるわけですが､不妊治療も

同じです｡不妊に対する対策として人工授精をするというのも､性転換手術と同じであっ

て､これは決して､その不妊の原因となった子宮の異常を治しているわけでもなければ､

卵子のなにか不調を､排出機能を治しているわけでもなくて､その異常はそっくりそのま

まにしておいて､それで子供をつくりたいという希望はかなえてあげるという一種の救済

治療です｡

同性愛者が性転換手術を要求する場合､それを認めるべきかどうかという問題が起こり

ます｡そのときに問題になるのが､美容整形が認められているではないかというのですね｡

私は根治治療と救済治療と医療技術の便宜的な利用という3つのジャンルが､医療技術の

適用例として存在していて､美容整形技術は､もともと本来の救済治療の技術が転用され

て美容整形に使われるようになったのですが､それを正当化する倫理基準というのは在り

ません｡ただ弊害が少ない｡愚行権というか､まあ､ばかなことをやってもいいじゃない

かという､程々のことであれば､まあ認めようという､そういう範囲内で認められている

と思うんです｡

この3つの治療形態について､私は､根治治療は患者の側に治療を受ける権利があるか

ら､その権利を抑制する要因があった場合には､社会はその抑制する要因を除去するよう

に働かなくてはならないと思います｡私は臓器移植というのは､臓器移植をする患者側に

受ける権利があるのであって､それを仏教精神に反するとかなんとか､やめさせたほうが

いいなどというふうなことを言う人がますが､本来は道を開いてやるというのが､社会的

な意思決定のあるべき姿だと思います｡

それから救済治療については､それが医療的な意味を持つということが､医師の判断で

認められているわけで､その医師の判断の際どいところでは社会的な合意という要素も加

わってくると思いますが､基本的には患者の要望に対して医師がそれを治療の範囲として

認めるならば､治療として認めていいと思います｡

それに対して医療行為の便宜的な利用は､社会がそれに対して反感を示したならば､こ

れは禁止してもいいという額域に入ると思うのです｡したがってクローン技術に対しても､

それが医療技術の第三部類に属するならば､社会はそれを禁止してもいい｡

アメリカとヨーロッパで相当違った枠組みができ上がっていて､アメリカでは大体患者

の要求があれば､さっき言った3つの医療形態を全部認めるという基本線がかなり強かっ

たのに対して､ヨーロッパでは第-､第二部類は認めるけれど､第三部類は禁止するとい

うような方向が強くなっているo幸いにもクローン事件が起こって､シラクさんもクリン

トンさんも同じ路線で行こうと､歩み寄りの歩調が見えてきた｡アメリカでも､行き過ぎ

た医療行為の便宜的な利用については､規制するっていう考え方が､アメリカ社会の中に
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も芽生えてきているように思います｡

アメリカでは独立宣言の中に､｢自己自身の幸福を追求する権利｣という言葉があって､

フランスの人権宣言にはそれを入れようかという案が出たんだけれど､撤回された条項だ

ったと思います｡日本のように ｢健康で文化的な生活を営む権利｣というのと､だいぶ違

うんですね｡｢健康で文化的な生活を営む権利｣だと､クローン人間もいけないし､代理

母もいけないと言えるかもしれないけれども､｢幸福を追求する権利｣だと､代理母を認

めろということになる可能性があるわけです｡

技術を評価する憲法的な判断のよりどころをどうするかという問題で､啓蒙主義時代に

できた憲法上の判断のよりどころはもう一遍見直さないと､そのままでは使い物にならな

いのに､それをいわば転用しているというのが､世界の憲法状況です｡ですから私は､便

宜的にしばらくいろいろな形で食いつなぐにしても､いずれ人類の文化は､大体 17世紀

から18世紀ごろの考え方をよりどころにしてつくった啓蒙主義的な特質の強い憲法を判

断のよりどころにして､20世紀後半以後の技術を評価するという無理な体制は､そう長

く維持はできないので､こういう体制そのものをきちんと､憲法レベルから見直すという

作業が､21世紀の課題になってくると思います｡
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｢ネットワーク社会における法とそのカテゴリーの変容｣ 平成 10年7月 28日

夏井 高人

(明治大学法学部教授)

1.はじめに

ご紹介頂きました､夏井です｡

早速始めさせて頂きたいと思います｡今日は予定ですと､大体3時から4時ぐらいまで

の間に何か話をしろと言われておりまして､その後 1時間ぐらいですか､質疑応答をしろ

と言われていますので､大体そういうつもりでおります｡

2.ネットワーク環境における法

ネットワーク社会とは一体何なのかという定義とか､そういったところからきっと始め

なければいけないんだろうと思うんですけれども､｢ネットワーク社会｣というのは､基本

的には､情報ネットワークによって構成されている社会というものを考えていまして､そ

れ以外の情報技術の絡まないようなものは､ボランティアのネットワークとかいろいろな

ものがございますけれども､そういうものは除外します｡ですから､コンピューターネッ

トワークを不可欠とする､コンピューターネットワークを社会基盤とする､そういうよう

な社会というふうなものをイメージしていただければいいのではないでしょうか｡

どうしてこういうふうなものを取り上げなければいけないかというと､まさにインフラ

と言われていますけれども､コンピューターを中心とする情報ネットワークシステムとい

うものが現に普及して､現に使われて､社会に不可欠なものになってきている｡ただそれ

だけではなくて､そのようなコンピューター技術によって情報の伝達がなされるというこ

とが社会の構造それ自体を変えつつあるということが言えるのでして､その ｢変えつつあ

る｣というその方向性をいろいろとシミュレー トしてみると､変わった結果として､どう

いう状態に収束していくのか､幾つかのイメージが浮かぶわけでありますが､その中の一

つとして､ネットワーク社会という-つ のイメージを考えることが可能であると思ってい

ます｡

ではどういうふうなネットワーク社会があり得るのかということになりますけれども､

そういうことについては､先ほど紹介 していただきました 『ネットワーク社会の文化と

法』という本に書きました.

現在､楽観論と悲観論といろいろとあるわけですけれども､私はどちらかというとシニ

カルな見方をする人間でして､要するに､即物的に､まず見るというところから始めるタ

イプの人間でして､その後で､｢もしも全体として来るべきネットワーク社会が人類全体に

とって不利なものであれば何か歯どめをかけなければいけない､非常に有利なものであれ

ばますますそれを進行する方向でやればいい｡｣そういうふうな考え方で､あらかじめそも
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そもコンピューターだから嫌いとか､そういうふうな色眼鏡はかけないという立場であり

ます｡

まず､全体として言えることは､ネットワーク環境においては､スター トとゴ-ルだけ

があって､中間部分が基本的に要らない社会であるということは､あらゆる部分で言える

のではないかということが一つ言えます｡

例えば､posレジスターが普及することによって､中間の伝票処理というものはかな

り要らなくなってきたわけでありますけれども､単に伝票が要らなくなっただけではなく

て､中間取次業者が基本的に要らなくなってきている｡実際に商品が物体として存在する

以上は､ トラックで運送するということは仕事として残るわけでありますけれども､ トラ

ックの配送計画とか､配送運行管理､そういうものも情報ネットワークが普及するにつれ

て､紙と伝票がほとんど要らなくなって､プログラムで大分出来るようになってきている｡

かつ移動体通信が技術として普及したために､どこに直近のトラックがいるかをすぐにつ

かめるようになってきております｡これがさらに進んでいくと､おそらくトラックの運転

自体をロボットで運行することができる状態が5年か 10年先にはできてくるでしょう｡

一般道路では難しいかもしれませんけれども､幹線道路ではかなりできるようになる｡そ

うすると､中間部門で唯一残っていた現業部門である物品の輸送というものも人間の労働

が不必要な状況になっていきます｡

まして､もともと現物の移動の要らなかった領域においては､明らかに人間が要らなく

なってきているわけであります｡例えば､証券､銀行などはそうでありまして､銀行とい

うのは､私の本に詳しく書きましたけれども､これは社会にとって不可欠なものではなく

て､もともと人間というのは物々交換で価値の交換をしていたわけで､共通の価値になる

ような商品を選び出したところから､多分お金というものが認識されるようになってきた

んだろうと思います｡最初の共通の商品は金属であったはずがないので､例えば､武器 1

個とか､武器の原料となる黒曜石山塊とか､そういうようなものだったんじゃないかなと

想像されるわけですけれども､どこからの時代からか価値のある金属一定量というふうな

ことになったんだろうと思いますD

日本でも､江戸地域では､見かけだけ立派な金ぴかの小判が標準貨幣だったわけであり

ますけれども､大阪地域では､そんなものは実際には偽金だということがよく知られてい

たので､現金とは言わないで､銀本位制だから現銀と言いますね｡銀のナマコですね｡そ

れを実際に溶かして､分量で量る｡それで中間的な交換媒体にしているというのが､江戸

時代までずっとなされていて､おそらくそれは終戦近くまでそういう伝統は残っていたは

ずだと思います｡要するに中央政府が発行する金貨は信用しない｡今でも､もしかすると

そうかもしれないんですけれども､銀のナマコでやっている人がもしかしたらいるかもし

れない｡ナマコってご存じですよね｡

銀行というものは､そういうものがさらに抽象化して､ただの紙切れでも価値があると

信じさせられるような､軍事力とか､国家的なシステムができ上がった後に､初めて銀行
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があり得るだろうと思います｡為替業務なども銀行が扱っていたわけですけれども､それ

は価値を強制する国家システムがあって､初めて成り立つもので､かつ紙切れがすべての

価値を媒介しているわけですから､逆に言えば､紙切れが価値の媒介物として意味を持っ

ているような社会でなければ､銀行は存立し得ないということになります｡これがもしも

電子的な為替とか､BLでもCLでもどんどん電子化していますから､これがさらにキャ

ッシュも電子マネーになってしまって､紙でないものがむしろ信頼されるというふうな時

代に､もしなったらどうか｡そうすると､媒介物である紙を貯蔵したり運搬したりする仕

事は基本的に要らないわけでありますから､そういう意味で､銀行とか証券という業務は､

少なくとも紙の有価証券､あるいは､紙の貨幣というものを前提にする限り､長い目で見

ると､非常に歴史的な､特殊的な存在であって､21世紀には生き残れない産業であると

いうことが言えます｡

現在､銀行の倒産するとか倒産しそうだというふうなことが新聞や週刊誌などで随分騒

がれておりますけれども､これは不況だからそうなのではなくて､本来そういうふうなも

のであるということが明らかになっているだけであると考えております｡ですからどんな

ふうに銀行救済策をやったところで､大きな歴史的な流れから見ると無駄なことで､むし

ろ潰れてなくなるのが自然の理にかなっていると考えるわけです｡

ただ､最終的にゼロになるかというと､私はそうは考えていませんで､現在社会でどん

なに価値の交換が抽象的になったといっても､物々交換の世界は現にちゃんと残っている

わけですから､非常にローカルな部面ではやはり金属のコインがありがたい､あるいは､

複雑な模様を印刷 した紙がありがたいと思う､そういうふうな世界､社会部分は必ず少し

は残るわけです｡ですから､そういう非常にローカルな部分についての金融部門というの

は残るので､多分高利貸しが少し立派になったようなものは生き残り続ける- 高利貸し

と言うと怒られますけど､消費者金融ですね､これは残るのではないか｡銀行がこれまで

やっていた業務のほとんどすべてをそこが吸収してしまって､それしか生き残 らないので

はないかと思っています｡

こういうことは法の世界でも言えるのではないかというのがすべてのスター トでありま

す｡

学生にもこういう話をそれぞれ 1､2年､3､4年で 1年ぐらいかけて話をするんです

けれども､学生にこういう話をする導入のときに､ある程度刺激的でわかりやすい話をし

ようといつも考えていまして､去年使ったテーマは､｢フラットな社会｣でしたO情報社会

になるとピラミッド型の社会からフラットな社会になるというふうなことがよく週刊誌に

書いてある､ある週刊誌には､大学の有名な先生が､｢これは若い人たちにとってもチャン

スがあるから非常にいいことなんだ｣と書いてある､これを君たちは読んでどう思うかね｡

こういうふうな話から始めるわけです｡みんなぽかんとしてわからないわけです｡でも､

なにかピラミッド社会というと､現にある社会で､係長がいて､課長がいて､部長がいて､

局長がいてと､いつまでたっても自分が権力を持つまでには何十年もかかって､権力を持
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ったと思ったら､すぐに定年退職かと｡でも終身雇用で､そのほうがいいんじゃないかと

か､自分が途中でピラミッドでどんどんはじき飛ばされて､外に行かなきやならない立場

かもしれないということは全然考えないですね､連中は｡まあ､とにかくそれよりはフラ

ットのほうがいいんじゃないかとか言うんですが､私はそういう学生に討論させてから必

ず言うんですけれども､｢フラットというのはないと思う｡｣というふうに言うんです｡そ

うすると待ってましたとばかり､｢中間的なあんパンのような形になりますよね｡｣とか皆

言うんです｡そこで私は ｢いや､違うO鍋蓋だO｣と言うんです｡フラットですけど､つま

みみたいに真ん中にちょこんとあると｡要するに､ トップが 1人だけいるので､必ずつま

みみたいなものがあって､あとはみんな奴隷状態である｡｢こういう社会になるんだ､君た

ちどうかね｡つまみになれる自信あるか｡｣こういうふうな感じで話をして､どうしてそう

いうことが言えるのかというのを延々と1年かけてやるわけですけども､基本的には､今

まで､流通とか､証券とか金融の話をやっていたのと全く同じで､官庁を例にとってみれ

ば､紙で仕事をしているがゆえに中間管理職というのは絶対必要で､紙の管理をするため

には膨大な人間が必要です｡これは絶対必要で､紙で仕事をする限りは公務員は不滅です

ねOしかし電子ファイル化が進めば公務員は自滅ですね｡｢不滅｣と ｢自滅｣で一文字しか

違わないんですけれども､ものすごい違いがある｡

私は基本的に､グーテンベルク以前か以後か知りませんけども､紙で仕事をしているか

どうかで基本的な違いがあるんだというふうな認識を持っています｡紙で仕事をしなくな

るということは､紙で飯を食っている仕事がなくなるということを意味します｡

これが法の世界ではどうなっていくのかといいますと､そもそも法の捉え方の問題もあ

りますけれども､結論のほうから言いますと､これまでは紙に書かれたものをお経のよう

にありがたがって､それをル-ルであると信じて､あるいは､信じ込ませて､信じない奴

にはもちろん警察力を用いて強制的に実力を実行して､それで法の支配というものを貫徹

してきたわけですけれども､これはこれまでの世界がすべてそうだったように､紙を媒介

として､法を強制する仕組みだった｡紙を媒介として判決も書かれるし､訴えを起こすた

めにも､民事ですと訴状という文章を､紙のものを書かなければいけない｡刑事ですと起

訴状という､やはり紙で何か文書を書かなければ裁判所はそもそも事件として取り上げな

い｡事件が終わると判決というものがなされて､それを強制的に執行するためには､判決

が債務名義という名前に変わりますけれども､要するに判決です｡判決という紙がなけれ

ば､執行官も､それから､刑事の場合ですと刑務官も動いてくれない｡そういう世界です｡

紙で作成されていて､その紙が権威があるものだということを示すために､署名と押印が

あるというふうなそういうものによって権威を保つ､そういうシステムだったわけです｡

3.法の捉え方

それが法の世界で電子的に､自動的に何か実行されるような世界になってしまう｡つま

り紙というものを媒介としない世界がもしも来るとすれば､経済取弓は 同じようにもし仮
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に来るとすれば,そこにおいては､法というものは紙に何か条文が書いてあるとかそうい

うことではないだろうと言えることが一つ考えられます｡

ネットワーク社会というものは基本的に電子媒体だけで出来上がっている社会だから､

もしも法のようなものが存在するとすれば､ネットワーク社会におけるものは紙を媒体と

せず､電子的なもののみを媒体にして法が構築されるであろうというふうに一応仮説とし

ては成り立ちます｡私が､去年本を書いたときに､そういう仮説が単なる空想ではなくて､

もしもこのまま情報社会というものが､みんなが ｢バラ色だ｣､｢すぼらしい｣と言ってい

る情報社会がそのまま単純な形で進展していって､ネットワーク社会ができ上がったとす

ると､そこにおける法が､単なる仮説ではなくて､現実のものとして､現実の姿として出

てくるのではないかということに気がついて､それを書きたかったわけです｡それを実証

するためにあの本を書いたわけです｡

それではどういうところでそういう問題が出てくるのかというと､まず､そもそも法と

いうものは何かというふうなところから考えていかなきゃならないんですが､結論から言

いますと､六法全書に書いてあるものだけを法だと思うのは､｢ほお｣と言って､私だった

ら笑い飛ばしてしまうんですけれども､駄酒落ではなくて､確かにそれは法です｡法です

けれども､そういう世界ではない世界に入ってしまう｡

つまり､ネットワーク社会では､国とか裁判管轄権とか､軍事力とか､そういうものと

関係なしに､すべて電子的につながっていますから､確かに､物理的なサーバーマシンは､

これはアメリカにあるものだとか､ベネズエラにあるものだとか､実際に確かにそうなん

ですけれども､各端末装置でブラウズされる世界はどこにいても関係ないわけで､それは

サーバー装置が現実にどこであろうと関係ないですね｡さらに､ミラーサイ トがどんどん

あちこちにできてきてしまうと､一体どれが本物なのかさえわからない世界です｡それか

ら､ミラーサイ トの中の個々のアイテムとかコンテンツがどんどんコピーされていくと､

これまたどれが本物かわからないですね｡実際に何か トラブルが起きるとしても､それは

一一･体どこの国で起きたと言えるのかというのがよくわからない｡

例えば､日本と韓国の間で起きたとして､対馬海峡しかないではないかと｡あれしかな

いというふうに考えられないですね｡今の状況から考えると､ずっと後ろのほうを回って､

反対側を回ってこないとつながらないかもしれないですものね｡そうすると一体どこで何

が起きたのかということをはっきり言えないですね｡もともとインターネットの世界はア

から､それからまた IPの割り振りも自動的にそのとき空いているものを適当に割り振 り

をするというふうな仕組みが確立されているので､そうすると､物理的にどこの場所だと

いうことはなかなか言いづらい状況になっていますね｡

今後もっとそういうことが､回線数の要求の増大に伴って､実質的な回線数を増やすた

めにそういう技術がもっと発達するでしょうから､バーチャルなIPというものがもっと

増えてくるだろうと予想されて､そうすると､一体､場所って何だろうというのがよくわ
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からない世界が間違いなくくる｡それは一体どういうことになってくるかというと､-一体

どこの国の法律が､だれのための法律が､どのように適用されるかがよくわからないOそ

れから､仮にそれがわかったとしても､どこの裁判所が裁判できるのかというのがよくわ

からないというふうな世界がやってまいりますO

それと同時に､現実にある世界の話としては､- 現実にあるというのは､現実にネッ

トワーク上でなされる取引について現実に存在している話としては､もうそういうわから

ない状態を避けるためにあらかじめ契約をしておくということが､むしろ普通になってお

りまして､日本国で働いている弁護士のうちでイギリス人弁護士というのが非常に多いの

ですo大抵アメリカ人が多いだろうと- 実際アメリカ人の弁護士も多いんですけれども､

イギリス人も非常に多いですOなぜ多いかというと､シンガポールを裁判管轄地とする合

意- 香港返還前は香港もそうだったんですけれども､それはすぐ裁判してくれるし､英

米法のルールにのっとって何か処理するとすればルールがはっきりわかっている事柄につ

いてはそこでやったほうが早いし､日本の裁判官に英米法を理解してもらうには5年か 1

0年かかりますから､そんなの待っていられないということで､どっちの当事者ともメリ

ットがあるので､もしも何か起きたら香港とかシンガポールで裁判をするという合意をし

て､これは裁判管轄地の合意です｡それから､そこに実際に適用される法律はイギリス法

を適用するというふうに適用法も決めてしまうというのが普通になってしまっています｡

同じようなことが､ネットワーク取引だけではなくて､海外取引では非常に多くて､その

ためにイギリス人弁護士が日本に駐在して仕事をするというのが非常に増えているわけで

す｡あちこちの､私のよく知っている非常に有名な会社の法務部等にもイギリス人弁護士

が随分いますけれども､それはそういう理由に基づくということになります｡

アメリカ人の場合には各州ごとに威張っていますから､かえって役に立たなくて､イギ

リス法のほうがいいという､どうもそういう判断のようです｡アメリカ人でもそう考える

んですから不思議ですね｡まあ､そういうことがあるということです｡

それはネットワーク上ではもう少し巧妙になってきていまして､例えば､スタンドアロ

ンで使うプログラムでも､現在はクリックラップ契約とか皮肉られていますけれども､最

初に使用許諾条項が出てきて､あなたは承認しますかと｡OKとボタンを押せば､じゃあ

インス トールを継続しますとなりますけれども､嫌だと言えば､残念でしたね､さよなら

って終わっちやいますね｡インストールできないということになるわけで､どうやっても､

プログラムをインス トールしようと思ったらOKと言うしかないという､そういうもので

あります｡あれは､よく読むと大変なことがたくさん書いてありまして､私は仕事なので

研究対象としてはかなり丁寧によく読むんですけれども､自分が例えばウインドウズ95

をインス トールしたときは､もう無条件ですね｡早くインスト-ルしたいから1行も読ま

ないでOK､OKで､全然読まなくてもあれは完全に法的な効力が認められていて､アメ

リカの中ではそういう法的効力について消費者保護の立場から非常に問題があるというの

で､UCCというものがあるんですけれども､統一商法典､コマーシャルコー ドですね､
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そういうものをつくっているんですが､その改正作業の中で､そういうマウスでクリック

しただけで100%全部契約を承認してしまわなければならないようなものは消費者保護

にとってデメリットがある､そういうものは効力を制限しようというふうな新しい改正案

が出されています｡出されているんですけれども､これはもちろんアメリカのソフトウエ

ア団体から猛反発を食らっていて､議会も全然支援 していません｡多分幻に消えるであろ

うと言われています｡

そういう具合に､クリックしただけで契約として拘束力があるという考え方､それはも

うこれをどう説明するかというのでなくて､現実に､もうそうですね0

普通の法律の組立て方だとこうなります､つまり何か契約して､何か実際のもろもろの

出来事が起きてもその契約がもしも非常に悪いもので無効だと考えるのであれば､既に払

ったものを取り戻したりとか､何かやったことをなかったことにするとか､裁判所に請求

して､そのように認めてもらって､相手が返してくれなければ強制執行の手続で取り返す

というふうなことをやるわけです｡しかし現在のソフトウエアで自動的契約が成立すると

いう世界では､違います｡嫌だったら最初から相手にされません｡OKと言ったら､もう

終わりです｡

実際､今､マイクロソフトの各種プログラムの中では､条件と違うようなことをやると

いろんなサービスを受けれなくなるとか､私が呪んでいるところでは､自動的に消滅させ

るモジュールがもう既に入っていると思いますo起動させているかどうかは別ですがo

ご経験あると思うんですけれども､インターネットのエクスプローラ-4.0なんかで､

マイクロソフト関係のサイトにアクセスしてブラウズしていると､突如として小さな窓が

出てきて､あなたのメーラーの何々モジュールはバージョンが古くなっていますOここで

アップグレー ドしますか｡OKとやると送られてきますね｡どうしてそれがわかるかとい

うと､全部わかっているからですね.つまりハー ドディスクを全部サーチして､その中に

あるプログラムは全部調べていて､その情報をインターネットのエクスプローラーは全部

送っています｡それから､ウインドウズ98もそういう機能が最初から入っているんです

けれども､全部マイクロソフトに送っていて､常に通信していて､何が入っていて､何が

違法で､何が適法か全部掴んでいるようなんですね､マイクロソフトは｡今後ネットワー

クでプログラムを配信したり､何かプログラム契約をする､ソフトウエアの販売契約とか

貸与契約をするということが多分普通になるんでしょうけども､そのためには絶対必須の

技術で､そういうふうに常に違法なものがないかとか､ -一体どういうバージョンになって

いるかということをすべて調べ尽くしていなければ､ネットワーク上の配信､ディス トロ

ビュージョンということは成り立たないですから､そういう技術は不可欠なものです｡

マイクロソフトはいち早くそういうものをもう手に入れているということですけども､

そういうものが確立されているというのはどういうことかというと､契約違反があると自

動的にアンインストールされて無くなるのだろうということですね｡

先はど述べたように､何か契約解除をして､取り戻すとか､そういうのは本来裁判所を
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使って､ちゃんとした裁判手続を経て､適法な執行官かなんかにお願いして取り戻すとい

うのが本来の手続なんですけれども､ソフトウエア的に最初から嫌な人は排除するし､入

ってきて契約違反をすると自動的に排除してしまうという､これを私は ｢ルールのファー

ムウエア化｣というふうに名づけています｡こういうものはおそらくソフトウエアのアプ

リケーションだけでなくて､すべての契約について言えるようになってくるであろうと思

います｡

現在､生命保険や損害保険などのダイレクトメールによる契約が非常に普及してきて､

そのために日本の在来のセ-ルスウーマンを使った生命保険とかそういうものが非常に危

機的状態になっていますね｡これも先ほどと同じで､中間的なものを使う商売は基本的に

成り立たないわけで､損保も生保も代理店とかそういうのも無くなってしまって､基本的

に本社があって､それから､プロバイダーと接合された何かボー トがいくつか必要なので

しょうけど､それ位しかなくて､社員も二､三人しかいなくて､社員というか従業員です

ねO多分､インタ-ネットで動かされた電子メールと､電子マネー決済で､ダイレクトメ

ールでやる｡これだとものすごく掛金が少なくて保証できるシステムが組み立て上がるは

ずですので､そういうふうになるだろうと思っているのですが､そこにおいてなされる契

約も多分アプリケ-ションの ｢この条件｣､｢OK｣のやつと同じですねO

よく考えてみれば今の生命保険契約も同じですね｡何を隠そう私もつい数日前に10年

間掛けてきたやつが 10年更新の生命保険だったもんだから､更新契約をしたんですけれ

ども､前に契約したときには大体厚さ1センチぐらいの約款が来たんですけれども､ばら

ばらめくっただけであまり読んでいません｡今回は厚さ2センチぐらいの約款がきて電話

帳に近くなっておりました｡読めるはずがないですね｡絶対に生命保険会社が損しないよ

うに書いてあるんですよね｡それだけはもう読まなくてもわかっているわけです｡わかっ

ているんですけれども､そういう細かいところで､けがをしたときにあまり払ってくれな

いとか､そういうことはわかっているんですけどね｡いろんなサ-ビスでついていますね､

がん保険とか何とかの長期入院｡でもあれ､払ってくれないです､普通は｡だけどもはっ

きりしていることは､もしも私が死んだら､このときは間違いなく払ってくれるんで､要

するに､そこさえ確保されていればいいと思って加入しているんですが､それと同じよう

なことが､ありとあらゆる契約に実は存在していて､それが電子的な世界では､はっきり

目に見える形で､OKというボタンを､アクセプトとかそういうものを電子的に押すとい

うことがはっきりさせられているだけだろうと思うわけです｡

こういうふうなことになっているということは､いろんな学者に話をしてもなかなか理

解されないんですね｡電子的なものは､やはり電子的なものを知っている人しか理解でき

ないということがあって､その意味で､法学者でもあっても､情報技術について知らない

ということは許されないと言える状態になってきているのではないか｡でも､法学者がそ

ういうふうな電子的なことをきちんと理解して､新しい理論形成をしたり､それから､国

会議員がコンピューターをちゃんと使えるようになって､それで立法したりするのを待て
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るかというと､実際に実務は待っていられません｡それで先はどのように契約で､契約自

由ですからどんな契約でも､人殺しをするとかそういう契約はだめですけれども､取引の

契約は基本的に何だって自由なので､契約で決めてしまえば､それで法律より強いですか

ら､どんどん契約でやっていく｡

その契約の中で一番強い契約をたくさん持っているのは､何を隠そう､マイクロソフト

やAT&Tとかそういうところばかりということになります｡日本の大半の企業がそうい

う契約条項に従って仕事をせざるを得ない状況に現実なっていますので､そうなりますと､

日本国の民法だ､商法だ何だで決まっているものはどうでもいいことで､要するにそこで

裁判管轄地として決められたところの裁判所で裁かれて､それでそこで適用すると合意し

た法律が問題で､それは大抵の場合イギリスであったり､アメリカであったりするという

ことなので､そうなりますと､ネットワーク社会で起きることは､もう既に現実社会で用

意されているOそれが電子的にすべてファームウェイ化されて､プログラムとしてそうい

うことが自動実行されるというのが現実に起きるかどうかを待っているだけというのが現

在の状況であろうと｡21世紀の法状況というのはそういうものだと｡すなわち､ネット

ワーク社会における法はプログラムそのものだということに尽きます｡

｢ネットワーク ･サンクション｣というのだけ説明しますけれども､18世紀以来､民

事責任と刑事責任は分離 しなければいけないということになっていて､損害賠償責任と死

刑という刑罰では基本的に性質が違いますO刑罰というのは国家権力が無理やり不利益を

与えることだから､罪刑法定主義というもので､きちんとどういうときに刑罰が科せられ

てどんな刑罰が科せられるかというのが罪刑法定主義､罪と刑罰を法律で定めると､そう

いう罪刑法定主義で定めていなければいけないということになっています｡また､実際に

裁判するときには適正手続の保障ということが言われていまして､単に裁判手続を経ると

いうのではなくて､きちんと裁判してもらわなきゃいけない､適正な裁判でなきやだめ､

適正手続の保障というのが言われていたわけですが､ネットワーク社会の究極状態におい

ては､ほとんどすべての財貨の媒介物が電子マネーになるO電子マネーの発行体は 1社か

2社ぐらいに収束してしまうだろう､おそらくVISAとかそういうところになってしま

うだろうと予想されます.そういう状態で､例えば何か不始末をネットワーク上でしてし

まった｡一番簡単な不始末は銀行口座に資金の手当てがないのにたくさん電子マネーを使

ってしまったとか､そういうふうなことを考えればいいんですけれども､将来的には､銀

行口座ではなくて､電子マネー口座に電子マネーというようなことになってくるんだろう

と思うんですけれども､そういうふうになったときに､民事上のペナルティとして､約束

違反ということで､多分電子マネーの使用契約の解除ということになるんだろうと思いま

す｡

これは別に今の民法理論だと解除は意思表示ですから､人間から出される何か手紙かな

んかを意思表示としなきゃいけないというふうなことになっているんですけれども､電子

的に､自動的に､データベースの中でこの人は不始末があったというふうにフラッグが 1
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つあると､自動的にばんとすべての接続停止というふうなことになるんだろうと｡ただそ

れだけの世界｡

そうなると､どうなるかというと､日常生活のすべての財貨- 価値のある財産､財貨

の媒介物が電子マネーである､それをネットワーク上で使うことをばんと切られてしまう

ということは､生きていけないということを意味します｡単に契約違反で､契約を切られ

ただけなんだけども､でもそれにすがっていなければ生きていけないのに､そのような契

約を切られるということは､これは死刑ですね｡これは一番極端な状態ですけれども､例

えば､官庁でのいろんな連絡のやりとりとか､学者でのいろいろな研究の仕方がネットワ

-クだけを頼りにもしやられているとすれば､ネットワークの接続を切られただけで､も

う職業人として何か仕事をするということができない状態になりますから､これは死刑と

同じです.これを私は ｢ネットワーク ･サンクション｣と名づけまして､それは民事責任

でも刑事責任でもなくて､強いて言えば､民事責任みたいなもんだけれども､結果的には

死刑と同じですから､刑事責任と同じようなもので､しかも罪刑法定主義とか､適正手続

の保障が全くない世界と｡だれか一方的に最初にアクセプトというふうにボタンを押させ

るだけの約款､契約条項をだれかが膨大な何万字もの契約条項､だれかが決めただけで自

動的に適用される､議会も何も関与しないO裁判所もないQそういうものが世界を支配す

る｡そういうふうなのが21世紀の法になる危険性があるというふうなことを考えている

わけです｡

これに対する対策は､きょうのお話の中のものではないのですが､私の本の中で立てて

いる対策は､｢アイザック ･アシモフのロボットの3原則｣というのがありますけれども､

ああいうものを対抗的なプログラムとして､すべてのOSであるアプリケーションの中に

埋め込むことを､今の時点で､条約ですべての国に義務づけなければいけない｡要するに､

そういうふうな極端なネットワークサンクションを実現させるようなプログラムをだれか

がインス トールして､あるいは､OSの機能として組み込んだ途端に､そのモジュールを

自動的に破滅させるような､人間の生態の中でも､ちょうど年取ってくると自分白身を滅

ぼすような機能が遺伝子の中に組み込まれているんだそうですけれども､余計なものが､

人類にとって不幸なものができてきたら自滅するような､そういうふうなモジュールをす

べてのOSとすべてのアプリケーションにあらかじめ組み込むことを義務づけるというこ

とが現時点でなされなければいけないだろうと｡そうでないと支配された後ではもう何も

できないですから｡法律家として､バーチャルな世界でなくて､現実世界の法律家として

何かやれること､あるいは､現実世界の政治家として何かやるべきことを今の時点で考え

るとすると多分それしかないだろうと私は思っています｡

アシモフの3原則というのは､SF小説の中でも､守られないことで有名な3原則にな

っていまして､必ず抜け駆けするやつがいて､そのために抜け駆けをした科学者が自分白

身ひどい目に遭うということに大体筋書きとしてはなっているんですけれども､私の言う

ような理屈に基づいて何かやったところで､抜け駆けするやつは必ず出ます｡出ますけれ
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ども､そういうふうなルールがあるということが大事です｡非難できますから｡

4.カテゴリーの破綻

そういうふうな現在の状況は予想されている以上の速さで､しかも予想されているより

もはるかに深さと広さがすごい度合いで､情報化による諸々の変化がどんどん起きてしま

っている｡

しかし世の中の識者とか学者と言われている人たちは､伝統的な考え方にとらわれ過ぎ

ているために､物事がよく見えていない｡例えば､先ほど言った､金融機関の今の破綻状

態が､実は歴史的必然である｡電子マネーに移行してくればますますそれがはっきりする

ということを先ほど言いましたね｡これは私が評論家としてどこかで言えば､たたかれる

かもしれないけど､きっとギャラはたくさんもらえると思うんですよ｡だけど､そういう

ことはいろいろな理由で言えないのか､あるいは気がつかないのかどっちかで､評論家の

場合にはなんかいろいろとあるから言えないということもあるのかもしれませんけれども､

学者の場合にはそういうふうにそもそも考えないんだと思いますね｡これまでの一生懸命

若いときから培ってきた理論を捨てるということはそれはできないですよ｡私のやってい

る学問領域はものすごく変化が､そもそも対象それ自体が常に変転してやまない領域を対

象にしているので､自分が5年前に打ち立てた理論を今守る必要なんて全然ないので､要

するに自分の学問対象がそういうものだから､昨日と全然違うことを私も平気で言います

からね｡裏切り者と言われても､｢裏切り者と言う君がもう過去の人間なんだよ｡｣と､こ

ういうふうに平気で言ってしまいますから｡｢そういうものなんだ｡｣と言って､｢昔から言

うではないか､君子豹変すと｡要するに豹変しなきゃ君子になれないんだよ｡｣こういうふ

うに私は言うわけであります｡君子豹変すの解釈としては､どうもある漢文の先生に聞い

たら､実は正しいということがわかったんですけれども､君子というのは豹変するものじ

ゃなくて､豹変しなければ君子になれないというのは､どうも本当に正しいようなんです

ね｡要するに､状況が変われば､状況が変わったように統治の仕方を変えなければ､君子

としては正しくないと､そういう考えのようです｡

まあ､いいんですけれども､法学の分野においても､カテゴリーを守るということがい

ろいろな意味でまずいと｡まず､無力化しているということはいろいろなところで明らか

でして､先ほど六法といいましたけれども､民法とか刑法とかたくさんあります｡民法の

中でも､民法自体もう 1,000ヵ条以上もあるすごい条文なるもので､判例も含めるとも

のすごい膨大なボリュームがありますOそれをきちんと勉強するためには､10年かかっ

ても20年かかってもきちんとやろうと思ったら足りません｡

しかし司法試験に受かるレベルだけ考えたら､2カ月も勉強すれば足ります｡それは勉

強方法をきちんと伝授してないから､みんな間違って､司法試験を受験する人は大体不安

ですから､私がいくら力説して､2カ月で足りるよといっても､基本的に信じないです｡

疑いの気持ちがある人は絶対伝授されません｡ですから､新興宗教みたいにまず信じてし
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まわないと､2カ月の方法というのはできないんです｡みんな不安なもんだから､すぐ予

備校に行って､余計なものをたくさん買わされて､何万円も買って､参考書だ何だ､それ

を覚えなきやいけないというふうに勝手に思っているから､覚えるでしょう｡余計時間が

かかって､ますます混乱して､いつまでたっても受からない｡司法試験に必要な知識だけ

をほんとうに最低限覚えようと思ったら､2カ月で足ります｡それぐらいのものしか司法

試験では問うてないです｡実際出題者がそんなに立派な人ばかりいないわけで､私と同レ

ベルか､私より少しいいぐらいの人が出題しているわけだから､当然立派な問題なんてそ

もそもつくれるはずがないので､日本で一番すぼらしい学者を連れてきても､そんな立派

な問題はつくれないです｡仮にものすごく立派な問題をつくると採点できなくなってしま

いますので､そもそもできないんです｡それは人事関係で問題つくられた経験のある方な

ら絶対わかることで､そんな難しい問題なんかそもそもあるはずがないんです｡

ところが明治時代以来､民法は法律の王様でありましたので､実際どこの大学でも民法

の､例えば民法総則だとか､物権法とか､債権法とかいろいろなカテゴリー､ジャンルが

ありますが､それぞれ何人かずつ先生方がいて､片や､今時代の最先端である法情報学は

私一一一人だけで気を張って頑張っているわけですoところが明治大学のサイ トの中のすべて

のホ-ムページを寄せ集めたバイ ト数よりも､私のホームページ1つのバイ ト数が一番多

いというふうな状況になっています｡明治大学全体のアクセスを律義にカウントしている

学生がいまして､そこを見ると､私は第 2位になっています｡第 1位のところは理工学部

のある学生のサイ トなんですけれども､そこにはJAVAでつくったゲームがあって､ゲ

-ムをするためにみんな寄ってくるという､JAVAでつくったゲームしかないサイ トな

んですけれども､まともなサイ トとして私がダントツで､3位以下はほとんどごみみたい

な状態という非常に異常な状態が起きているんです｡

しかし､明治大学の中では私一人しかいなくて､予算規模も小さいですし､発言力も非

常に弱いし､そもそも学問だとは認めてもらっていないようなところがありますから､そ

れもつらいんですけれども､昔からやっているけれど､今ではもう要らなくなってしまっ

たような法律をやっている先生を､じゃあ首にできるかといったら､実際にはできないで

すね｡文部省では､任期制とか何とか導入しようとしているんですけれども､これが非常

に任期制という名前がありながら､人気がないという不思議なものでして､あちこちで総

スカンを食っています｡

私個人としては､学者はすべて時給制にすべきだという考え方で､タイムチャージでや

るべきだという考えを持っています｡一番きちんとした学者は時給 10万ぐらいが相当で

あろうと｡一一番ちゃんとしていない学者は時給 2,000円でもいいんではないかという考

え方を持っています｡それでどんどん選別したらいいだろうという考え方で､任期とかそ

んなの関係なしに時給制にしてしまったらいいだろうと｡終身雇用でも構わないんだけど

も､時給制だよと｡ちゃんとやらない人は時給 2,000円しかもらえないから､奴隷のよ

うに何十時間も授業をしなきゃいけない｡それでもちゃんと授業をやっていなければ当然
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評判が悪くなるから､解雇になって､それでいいんじゃないかという考え方です｡人気の

ある先生は 10万円とっても構わないじゃないかというか､人気があるぐらいいいことを

やっているんだから､そうやって週 1時間ぐらいだけ授業をやっていれば十分食っていけ

ますから､空いた時間でうんと研究して､さらにいい研究をしたら､良循環でいいんじゃ

ないかという､差別主義ですね､はっきり言って｡そうやらないと日本は理系､文系を問

わず回復しないだろうという考え方を持っていますo同一賃金とか､年功序列とかそうい

うことはすべて廃止すべきであって､その時点での能力がどうか｡過去のどれだけ勲章を

もらったとか､どれだけ業績があるか､すべて無視で､文部省とかいろいろなところの審

査も業績目録出させられますが､それは一切廃止して､禁止して､過去の業績は一切見な

い｡現時点で何ができるかということだけしか見ないという世界にすべきであるというの

が私の考え方です｡

そういうふうにやらないと多分日本はだめなんだろうと思っているんですが､しかし現

実には､そういうふうに役に立たない学問がたくさんあって､そういうのが実際に予算も

たくさんとっていて､大学全体で見ると､新しいものに力を振り向けられないということ

が起きます｡これは大学だけではなくて官庁でも同じことがあちこちにあるわけで､今や

もう要らなくなってしまったようなセクションが､首を切るわけにいかないから､ちゃん

とたくさん何万個と生き残っているわけですね｡私も同級生がたくさん勤めているので､

よく飲むんですけれども､上級職でもたくさんいるんですけれども､自分でこういう仕事

がもう役に立たないというのがわかっているけれども､だけども組織として何か新しいも

のを見つけて生き残らないと､自分が首になるわけにいかないし､なかなか天下り先もな

いからとかいう話になると､｢お互い大変だよな｡｣とか言って｡

でも内心思うんです｡天下りとか他力本願ではだめで､自分でどうして見つけてこない

んだろうと思うんですね｡受け皿を用意していてもらって､それで用意させてとか､そう

いうのはもうやめたらいいんじゃないのとはっきり言うんですけれども､そうすると､｢夏

井は度胸があるよな｡｣とか､そういうふうに言われるんですがね｡それをもう少し後のほ

うで､じゃあどうしたらいいかということを話をするつもりです｡

もう一つ､｢時間の要素｣と書いてありますけれども､法律学の世界では､民法の先生が

一番偉いんですけれども､やっている中身というのは明治時代にできた民法という名前の

法律の解釈をずっとやっていて､それは現代法として扱われています｡

よろしいですか､明治時代というのは今から100年以上前なんです｡ 100年以上前

にできた法律なんですよ､文章自体は｡でもそれは現在ある法律として授業をやっていて､

研究もしているわけです｡確かに基本理論として民法を学ぶことは大事なことなんですけ

れども､実際に使われているのは､何かといったら､先ほど言っているように､当事者が

つくった契約なんであって､契約が本当に良いものか悪いものかとか､訴訟法とか民法と

か実体法とかそういう区別なしに､一体契約というのはどういう生きもので､社会の中で

どういうふうな機能を持っているのか｡国際取引の中でどういうふうなものとして振る舞
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っている､あるいは､どういうふうな働きを持っているのかということをザハリッヒに見

ていくことが非常に大事で､それが本来法学の現在一番やるべきことなんです｡けれども､

それがそういう伝統的な､ドグマティックと言いますけれども､硬直化した理論を述べる

ことだけが学問だと思っている人がいまだにたくさんいるので､単に無機能化していると

いうだけでなくて､有害化してさえいるというのが現状であります｡

そういうふうなことを考えてみますと､昨日の出来事は歴史学なんだろうと常に考えて

います｡これはどういうことかというと､法律の世界にも法の歴史学というのがあります｡

法制史とか法史学という領域になるんですけども､これは例えば何百年か前のバイエルの

法律はどうなっていたかとか､何千年か前のゲルマン人の法律はどうなっていたかとか､

そういうふうなことを勉強する学問なんですけど､民法とか刑法でも､私は昨日のことは

すべて法制史なんだというふうな考え方で､例えば､23日にアメリカの上院で新しいC

DAの改正法が通りましたけれども､これはもう法制史で､現代法ではないというふうな

考え方です｡23日というのは今から考えるとたった1週間もたたない前のことなんです

が､それはもう歴史なんだというふうに考えていて､そういうふうな感覚で常に､昨日の

ことはもう歴史で､博物館なんだよと｡普通の人の感覚だと､博物館に入っているものは､

マンモスだとか､恐竜だとか､人類世界だとせめて粘土板に刻まれた模型文字とか､そう

いうのが博物館だと勝手に思っていますけれども､そうではなくて､きのうより前のもの

はもう博物館なんだと｡建物の中に入ってなくても､世界全体がそもそも博物館の中に

我々は住んでいるのだと､こういうふうにとらえ直して､現時点で生きているルールと､

過去のルールの化石ですね､それときちんと分けて考えていくということが非常に大事な

んだよというふうに思っているわけです｡

先ほど法学の分野でも情報のことをきちんとわかっていないと全然対処できない時代に

なったんじゃないかということを言いましたけれども､よくよく考えてみると､理系のほ

うでも､実はそもそもルールとは何なのかということを全然無意識の状態で仕事をしてい

いとは言えない時代になってきたのではないか｡今から200年ぐらい前ですと､あらゆ

る発明とか科学研究が良いとされていたのだと思うんです｡でも250年ぐらい前の段階

だとまだ魔女狩りの時代で､地域によっては､魔法の研究だからというので殺されても文

句を言えなかったんだろうと思うんです｡多分200年ぐらい前だと思うんですけどね｡

つい最近までそうだったと思うんです｡これが違ってきたのは原子爆弾ができたからだと

思うんです｡大量破壊兵器というか大量殺人兵器というか､人類を滅亡に向かわせるよう

な技術がどんどん開発できて､理論だけじゃなくて､実際に製品として開発できる状態に

人類は至ってしまったから､だから単に考えるとか､発明するとか､研究するということ

がそれ自体として 100%許されるのではないというふうなことが､一般条件としては承

認される環境にきたんだと｡それを承認していないのは個々の科学者だけで､大半の人類

のまともな人はそういうルールを既に承認しているんだと思うんです｡研究開発に取り組

む人は承認したくないです｡当たり前のことですけど｡承認したくないんだけど､でも枠
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組みは既にそうなんだろうと思います｡

はどういうふうな環境設定条件のもとでのみ行動できるのかということをきちんと認識し

ていなければルール違反を犯してしまうということになっているのではないかと思うわけ

で､そういう意味で､情報とかルールという問題は､文系の学問だとか理系の学問だとい

うふうに議論すること自体がおかしくて､これはそもそも共通の問題なのではないか｡よ

く考えてみると､情報とかルールといっても､それは意味づけの問題で､対象となる認識

がなされて､初めて情報になり､あるいは､ルールとして習慣的に位置づけられるだけの

話でありますから､そういうものはすべての人間にとって共通の脳内の働きであります｡

そういうものを共通のものとして理解して､そういうものとしてお互いに扱っていかなけ

れば､そもそも現在の我々のコミュニティーにおけるコミュニケーション手段をきちんと

使われていないということになるんだろうと思います.苦のように､極めてローカルな場

所で､そのローカルな地域だけに通用する音声言語だけで､あるいは､記号だけで何かコ

ミュニケーションをとれるというんではなくて､全く同一のプラスとかマイナスしかない

ような電子状態を活用して､今のコミュニティー､その中で動いていくコミュニケーショ

ンというものが形成されているわけですから､本質的にはそういうものだということを文

系の人はきちんと認識すべきです｡また理系の人は記号論理学とか､特にロジックの人工

知能をやっている人はものすごく間違っていて､大きな問題だと思っているんですが､人

間というのはロジックで動いているんじゃなくて､勝手に主観的に意味づけしているだけ

ですから､ロジックなんかあるわけないんです､最初から｡あるのは記号だけです｡

記号があるのは認めるんだけども､その記号が各人にとってどういうふうな意味を持つ

のか､あるいは､どんな言語体系の中でそれが機能するのかというのは､それは全くアド

ホックにそのときたまたま出てくるだけで､こんなもの学問体系化なんかできるはずがな

いので､だからそういうのをベースにした人工知能は多分できないんだろうというふうに

思っていて､もっといいかげんなアドホックな人工知能ならできると私は思っていますけ

れども｡実際､自動翻訳は､みんな現在そちらのほうにシフトしていますね｡コンピュー

ターのパワーが非常に強くなったので､一番似たようなやつをデータベースからばあっと

とにかく手当たり次第に見つけてくるほうが絶対ヒット率が高いので､そうだとすると､

直訳した断片みたいなものを何億個でもとにかくデータベースに最初に突っ込んでおいて､

論理で推論するのではなくて､とにかく手当たり次第にマッチングで探したほうが絶対に

確実に翻訳できるわけだから､通訳でもそうですけども､それはそもそもそういうもので

す｡それでたまたまマッチングで当たっているんだけど､それが正しいという論証は最後

までできないですよ｡たまたまその場で､その人はこの翻訳でいいというふうにユーザー

が認めてくれたから､たまたまいいことになっているだけで､気に入らないといったら永

遠にマッチしないわけだから､だからそれは偶然であって､論証というのは常にできない
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と私は考えています｡

ということを言うと､ほとんどすべての人工知能をやっている先生方から､総スカンを

食うというようなことを過去 10年ぐらいずっとやってきているんですけれども､だけど

5年前にそういうふうなことを言っていじめられたときよりも､今のほうが ｢夏井さんの

言うとおりだったんだ｡｣というふうなことが認められやすくなっていまして､どういうふ

うなネタで研究したら､なんか物になるか､ネタをくれというふうに私のところにす り寄

ってくる学者が非常に増えたんで､ああ､みんな枯渇してしまったということをやっと自

覚したんだなと思うんです｡

私は割とそこら辺はシニカルで冷たいんです｡10年前からそういうことを私は言って

いるわけで､夢も希望も実現可能性も無いんだよということを最初から言っているわけだ

から､今さら何かいいネタないかといっても､今の時点でもやはり無いんです｡

人間というのは最初からそうで､これは言語学の学者にも言っているんですけども､会

話というのは最初から成り立たないもので､勝手に想像し合っているだけだという非常に､

銀河の中の小惑星体の中に1人でぽつんと膝を抱えてみんないるのがほんとの人間の姿で､

あとは妄想だよというふうにずっと言っているんですけども､その意味で､コミュニケー

ションというのは無いんだということをずっと言っているんですけれどもね｡

そういうことを理科系の人に特に認識してもらいたくて､要するに､主観的に勝手に意

味づけして､その場で自分の行動基準をそのときそのときで勝手に､かなりアドホックに

生成しているだけですから､情報とかルールは本来そういうもので､そういうものとして

理解してもらわないとなかなかうまくいかないと｡が､現在それぞれ過去の学問を引きず

って仕事をしていて､昨日まで信じてやっていた理論体系を捨てて､｢や-めた｡｣という

のはなかなか勇気の要ることですから､大半の人がそれでどんどん､私が冷静な目で見て

いると､非常に多くの優秀な学者が滅亡の道というか､墓石に向かって歩いているなと､

私なんかには見えるんです｡

そういうのを､ではどうしたらいいかというと､カテゴリーの破壊というところになる

んですけども､昨日のものを捨てるものは捨てて､それから､どんなつまらない､あるい

は異端の考え方でも､正しいものはきちんと進めていくというふうなことがかなり自由に

できる状態ができなければいけないんです｡けれども､日本の社会は､これを私は家元国

家というふうに名づけています｡家元国家というのは最近､政治学の先生の中では大分賛

成を得て､使われるようになってきたんですけれども､日本国はすごく世界でもまれに見

る社会福祉国家でして､かなり所得の低い人とか､身体的に欠損があって､働けないよう

な人でもちゃんと食っていけるように､国全体でうまくつくり上げたそういうまれに見る､

世界史上最も成功した共産主義国家であるというふうに思っています｡富の配分がものす

ごくうまくできていて､スケールの大きい小さいはありますけれども､系列と言われたも

のも含めて､すべて家元制度になっていて､学者の世界でも何々先生のお弟子さん､その

また孫弟子さんというふうな感じになっていて､上納金制度があって､それで学者が年取
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って､全然無能になってしまっても､ちゃんと名誉教授になって､ちゃんとお金がもらえ

るとか､そういうふうに社会保障システムが隅々までできていて､それから外れることは､

すなわち村八分に遭って､社会の中では生きていけないというふうになっていますから､

外れるわけにはいかない｡外れないで我慢している限りは､ちっともおもしろくない社会

なんだけども､でも生活に困らないよというふうに､そういうふうに見事につくり上げた､

閉鎖的な鎖国的国家であるというふうに､どことは言いませんけれども､北方のほうにあ

るどっかの国なんかよりもっと極端に共産主義的な国であるというふうに思っていました｡

ただ､共産主義だと思わせないように､あたかも外側で着ている着物は資本主義のよう

なものを着ているもんだから､ずっとみんな編されているんですけれども､それを編せた

というのは､日本の官僚システムというのは非常に優秀な人が集まったんだなと思って､

本当に腹の底から感心するんですけれども､そういうふうな素晴らしい優秀な人材がもし

ロシアにあったら､もしかしたら､ソビエ トロシアは崩壊していなかったかもしれないと

思うんです｡そこはソビエ トロシアの崩壊した理由は､やはりマネジメントシステムが雑

だったのではないでしょうか｡そう思います｡

しかし日本はそうやって上手くやってきたんですけれども､遂にそれができなくなって

しまった｡それはよく知られていることですけど､要するに､情報社会になって､鎖国で

きなくなったからということに尽きます｡金の流れ､情報の流れ､人の流れが家元制度の

中にチャネルができればできるほど､もう家元制度はどんどん破綻していくわけでして､

日本国における家元制度は､小さな単位部分に至るまで､どこかが破綻すると全体に影響

を及ぼすほど巧妙に､精巧につくり上げられた家元制度ですから､それが非常に大きな部

分で､どんどん空洞化してしまうと､途端にうまくいかなくなるのは当たり前で､もう本

当は破綻しているわけです｡

ただ破綻しているとだれも認めたくないので､現在､嘘をつきながら政府はかじ取りを

しているし､大学でも会社でも､経営陣は嘘をつきながらやっているというのが現実だと

思います｡それを率直に事実を認めて､それにかわる新しいシステムをつくろうとすると､

既存の家元国家というカテゴリーに基づく社会組織に依拠して生きている人々の生活破綻

は即時に訪れるわけであります｡でもだれかが決断しなければいけないんだろうと｡決断

できる人がいるかというと､いない｡で､じり貧かなと､こういうふうに思うわけです｡

ここから先､いろいろなことを論じることが可能でありまして､例えばここは科学技術

庁ですから､科学技術政策上どういうふうな政策をとったらいいかという形で話をしろと

言われれば､それなりに話もできますし､また､文教政策として､それならそれで言えま

すが､私としてはもうちょっと大ぶろしき的なところをきょうお話ししたはうがいいんで

はないかというふうに､依頼の､担当の加藤さんから言われていたような気もするので､

大ぶろしきで､いいかげんな話をさらにしていくということにします｡時間超過して申し

わけありませんが､もう少しさせてください｡
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5.新たなシステム

これまでのところで､大体私の言いたいところはおわかりになったと思うんですけれど

も､まず学問体系の見直しというところは､そもそも学部が要らないというふうに､最近

明治大学の中でも公言しているので､かなり多数の先生からにらまれています｡もしかし

たら､何年間後にはいられなくなるんではないかと思いながらやっているんですけれども､

でも大学が生き残るためにはそれしかないと信じているので､やっています｡

学部が要らないというのは､学位が要らないとか､そういうことではないんです｡だか

ら法学士として卒業する人はいて構わないし､文学士で卒業する人がいても構わない｡た

だ､学部がマネジメントするのではなくて､例えば､ある緑色なら緑色という印のついた

科目を10単位と､青色なら青色を2単位とればこの人は法学士になれるとか､そういう

ふうなカタログみたいなものを用意してあって､それで入学してから自分の好みで自由に

好きな単位をとっていって､たまたまたまったものが文学士のカテゴリーに当てはまって

いれば､文学士で卒業すればいいし､それから､たくさん優秀で､何百個も単位をとって

いる､みんな優をとって､それですばらしいという人は､たった4年しかいなくても､5

個か6個､学士を同時にもらっても構わないじゃないかと思っているわけです｡要するに､

ライセンス制に近いような形で､それであと本人の自由に任せると｡

何でこんなことを考えたかというと､明治大学に入ってくる法学部の学生さんが年間8

00人以上もいますから､すごい数がいるわけです｡古いタイプの法学部の先生は､｢それ

がみんな頑張ったら司法試験の合格率もどんどん高まって､指導の仕方いかんで司法試験

の成績が上がれば､それだけいろいろと明治の名誉も上がるではないか｡｣なんていうこと

を言うんですけれども､実際の学生と､私はお酒が好きなもんだから､1年生だろうと何

だろうととっつかまえてすぐ飲みに行くわけです｡話を聞いてみますと､｢たまたま偏差値

がそうだったから来ただけで｡｣というふうな人がわりと多いですね｡その次に多いのは､

｢法学部を出ていればつぶしがききそうだから｡｣とかというのが非常に多くて､あとは何

も無しとかというので､一番たちの悪いのは､｢どういうとこに就職したらいいか教えてく

ださい｡｣なんていうのがあって､それは質問自体はわかりますよ､不安な立場にあるから｡

だけど､｢じゃあ君は一体どういう生き方をしたいのかね､自分の生き方と照らし合わせて

考えてごらん｡｣なんて格好いいことを言うわけです｡1週間ぐらいして､次の授業のとき

に来るじゃないですか｡｢どうだ､考えてきたか｡｣とかと言うと､｢考えたんだけど､何に

も考えつきません｡｣｢また考えてこい｡｣｢冷たいですね｡｣って言うから､｢うん､俺､冷

たいんだっo｣て言って､永遠に冷たい態度をとるんですけどねOやっぱりこういうのは自

分で考えないとだめで､｢君はこれが合っているから､吉本に行ったら｡｣なんて言ったら､

かえってやばいですから､それは言えないんですね｡

というぐあいに､結局､法学士になりたいから､あるいは､法学者になりたいとか､法

律実務家になりたいから法学部に来るという人はそんなに多くないということが非常によ
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くわかってきて､そんな人たちに無理やり勉強させたからといって､司法試験の合格率が

上がるわけがない｡それはおかしいと思いました｡てなことを考えているうちに､これは

法学部だけではなくて､どこでもきっと同じに違いないと思うようになりました｡

よく考えてみると､私自身も法律家としての道を目指したのは何と大学卒業してからで､

それから猛烈に勉強して､どうにか司法試験を通った口ですので､自分の人生設計をとり

あえず固めるまでに22年かかっているわけですよ｡そこで方針を決めて､無我夢中で勉

強して､どうにかライセンスを取って､裁判官になりましたけれども､結局､自分の生き

方から考えて､学者のほうがいいと決断したのが41歳のときですから､41年かかって

生き方を固めてきたことになります｡これからさらにまた変わるかもしれないですね｡

これまでのような安定した社会では､最初のスター トラインで何か決めて､あとはずっ

と定年まで､家元制度がちゃんと保障してくれるというのでどうにか動いたのでしょうけ

ども､これだけ流動的な社会になってくると､そんなことは保障なんかないわけだから､

そのときそのときで､その人をきちんと評価するというふうなシステムをどうしてもとれ

る必要があって､それは大学でも同じであろうというふうに考えたわけです｡ですから､

文学者志望で大学に入っても､入ってみたら､たまたま法律学が好きになって､一生懸命

やったら､たった 1年で司法試験通っちゃったとか､そういうのでも構わないわけだし､

たまたま学部が違うから､君は法律の単位取れないよというのは､これは残酷ではないで

しょうが｡

確かに､転部だとか､学士入学とか､そういうシステムはいくらでもあります｡でもそ

の度にどうして受験しなきゃならないのか､全然わからないですね｡要するに必要な単位

を取ったら､そういう能力があるということは自動的に証明されるわけだから､だから出

口のところでどういうライセンスを与えるかだけでいいんじゃないか｡そうなると､入試

としては､明治大学の入学試験というのしかなくなって､何々学部の入学試験て､多分要

らない｡それから何々学部として学生を管理するとか､そういうことは一切要らなくて､

何々の科目を教えている先生というのは必要なんで､そのうち法律の科目を教えている先

生は､サークルで集まってこれまでの教授会みたいなことをやっても構わないだろうと思

うんですけれども､その程度の話ではないかと思います｡というようなことを言うともの

すごく嫌われるんですけどね｡

ただ､そういうふうにしていった場合に､例えば､行政的なマネジメントをだれがやる

のかということになってきて､大学の場合ですと､では､法人がやるのかとか､文部省が

やるのかとか､そういう話になってまいります｡

大学以外の研究団体でも同じようなことがもしも言えるんだとすると､科学技術庁がそ

れじゃあマネジメント部門を全部持つんでしょうかなんて､コンピューターでリモー トで

きるじゃないとかそんな話になっていっちゃうんですけれども､これはこれでまた別の問

題があるので､全然関係ないところが外注で､マネジメント屋さんというのがあっていい

んじゃないか｡アメリカの場合だと､マネジャーというのは基本的に一匹狼であちこちで
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マネジャー屋さんで動いている人が多いですね｡そういうのでいいんじゃないか｡公務員

なんかでも本来マネジャー屋さんの人が､事務職の公務員は多いはずで､マネジャー屋さ

んとして本当はちゃんとプロになるべきなのに､日本はそういうふうになっていないでし

ょう｡そうするとどこかで､仕事､おれの生き方､これでいいのかって疑問に思ってリタ

イアしていく人はたくさんいるわけで､もったいないですよ｡だから実はもっと公務員制

度を縮小して､マネジャー屋さんというものが産業としてきちんと成り立って､外注のマ

ネジャー企業があればいいんだと思うんです｡そういうふうにやることによって､学問の

自由も保障されるし､何で同一一組織の中でそうやっていかなきゃいけないのかという､そ

ういう16世紀的な発想はもう捨ててもいいのではないかというふうなことを思っていま

す｡まだここら辺は非常に雑駁な考え方ですけれども､これまでの組織の形を守りながら､

それはすなわち自分の雇用も守るということを意味するんですけれども､そうやりながら

何か改革しようというのはもう無理で､自分自身を否定する中からしか新しいものは生ま

れないと思います｡

私の考え方は､これを法律家の用語で言うと､ ドイツのオットーマイヤー以来の行政国

家という考え方があるんですけれども､そういうものを大幅に縮小して､伝統的な国家観

を終わらせる立場なんだろうと思っています｡

これは何のことを意味しているかというと､明治維新当時に､当初はフランス法が強か

ったんですが､明治大学はフランス法だったんですけれども､中央大学は英米法だったん

ですね｡法典論争というのがあって､漁夫の利で勝ったのが東大の ドイツ法で､以来これ

は天皇制国家を支えるためにはドイツ法が一番､ ドイツ法といっても当時は君主制のプロ

イセンですから､プロイセンの法律が一番よかったわけですが､そういうものをすべて取

り入れてきて､まさにお上からずっと旗本という感じでつくる､江戸時代のものをそのま

ま引き継いだ｡実際に明治維新当時に公務員になったのはみんな士族ですね｡局長以上の

クラスはみんな華族ですね､実際､当時なった人は｡そういうふうに江戸時代の旗本とか

御家人を保護するために公務員制度をつくったわけで､そういうものを今やめるしかない

んだろうと思っています.そうやることによって初めてマネジャーという職業が成立可能

なんだろうと｡

企業の間だけで､マネジャーがヘッドハンティング何だというけど､パイが小さ過ぎて､

行政庁も含めて､マネジャーという職種が流動的であることが重要で､それによって､い

ろいろな今､立法の問題でも､行政の問題でも指摘されている問題が大部分解消できるの

ではないかと思っています｡

それをさらに法学の分野で個別に見ていって､これからの法学というのはどうなるのか

というと､法学という名前も要らないのだろうと実は思っていて､哲学という1課目でい

いという考え方です｡哲学の中の個別の授業課目として､学問としては哲学だけでいいん

で､学問名としては｡ですから法学部とかそういうのはなくて､あと､個別に,ボ-ドレ

ールが好きだったら､ボー ドレールだけ一生懸命単位を取って､ボー ドレールというのを
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文学的側面から一生懸命やった人には文学士というのを与えればいいし､哲学的側面から

一生懸命やった人にはなんかほかのを与えればいいし､それから､精神分析とかそういう

のからやった人には医学士でも何でもいいのではないか｡

それは全く同じ現象を見る角度が違うだけの話で､それによって､単位の認定の仕方を

全部変えても構わないんじゃないかと思うんですがね｡部品としては全部個別なんですけ

ど､でもよく考えてみたら､結局人間の認識作用ということに尽きるわけで､すごくそれ

をそれぞれみんなばらばらで､孤立していて､独自のことだと思うのは非常に思い上がり

がひどくて､そんなもんじゃないと｡もっとぐじゃぐじゃしていて､そんなに切り離せな

くて､なんかわけのわからない構造体なんだというふうなところでぐじやつとしたところ

に､もとに戻してしまう｡これは中世のヨーロッパのスコラ哲学の時代に戻してしまうと

いうことを意味するんですけど､それでいいのではないかと思っています｡

とはいっても､実際にそれをやってしまうと大混乱が起きるので､もう少しある程度分

ける必要があるだろうというので､法学の将来としては､多分ネットワ-ク社会になって

きますから､法解釈学というのは条文を見て､判例がどうのこうのとか､だれそれの法学

者がどうのこうのということを一生懸命文献を並べる仕事をするのではなく､インターネ

ットのサーフィングをもう毎日のようにやって､それでその他ネットワークがない情報も

どんどん取り入れて､実際にルールとしてその時点､その時点で機能しているものは何か

ということを見つけ出す作業､それが法解釈学であると｡まさに電子化された仕事しかし

ないというふうなものでいいんであろうと､これがこれまで法解釈学と言われていたもの

が､要するに､社会の中でルールとして機能しているものは何かを認識するという作業そ

のもの､その認識したものの表現の仕方も､これまた電子的にしかできない｡先はど一番

最初のほうで電子的なものは電子的にしか理解できないというふうに表現しましたが､実

は電子的に理解したものは電子的にしか表現できないので､ですから､ホームページでも

何でもいいんですけど､電子的な方法でやっていく｡そういうふうなものとしてしか法解

釈学は生き残れないであろう｡となるとこれは何かというと､手前みそになりますけれど

も､法情報学になるのだと､こういうふうなことになります｡

また､逆に､別の部面で法律実務というのがあります｡弁護士とかそういうものです｡

弁護士とかそういう法律実務家の世界も､紙を前提としている仕事の部分はどんどん少な

くなっていくだろうと思います｡今､アメリカで電子署名とか､暗号というものが非常に

立法論として議論になっています｡これはもう他の先生､堀部先生などもたしか話題に出

していたと思うんですけれども､なぜそれが議論になるかというと､英米法のほうが契約

の成立に関して要件が実際には厳しいんです､いろんなルールがあるんですけど｡

日本は口約束だけでも､約束は約束だから､契約としての効力を認めますし､また､い

ざ裁判になったときに､自由心証主義と言うんですけれども､証拠も何を証拠とするかと

いうのも自由ということになっています｡ですから､契約書なんかなくても､｢いや､私は

あの時ちゃんとこういうふうに約束しました｡｣といって､その人が信用できると裁判官が
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思えば､信用するし､これは嘘つきだと思えば､市長さんだろうと県知事だろうと信用し

ないというだけの話で､言ってみれば､匙加減でどうでも変わるような世界です｡

これに対して､英米法の世界は､こう言っては悪いけど､アングロサクソン人というの

は不器用なんですね｡なにか決まりごとを決めておかないと､ラテン人はもっとそうかも

しれないけど､一応の形を用意しておかないとお互いに信用しないという世界なので､で

すから契約に関しても､サイン､署名とか､その他いろいろな方式というものが決まって

きて､一定の形がないと何も効力を認めない.先ほど司法制度でも､将来的にはローマ字

によった一定の形というものを重視する､アクチオというものに戻っていくんだろうとい

うふうなことを言いましたけれども､それは実はすごく重要なことで､お互いに一定の形

を守るということにしないと信用できないんですね｡

ところが電子的な世界では､署名というものがない世界で､プラスかマイナスかの電気

しかないから､署名というものが無いんですね｡そういう中で署名にかわるようなファン

クション､機能をどう実現したらいいかというのを研究するのが科学者の仕事であるし､

また､そういうふうなものが製品として誕生したときに､それを手書きの署名とは達うん

だけども､価値的に手書きの署名と同じように扱うことができるようにするかどうかは法

律家の仕事ということになります｡全く違うものだけでも､社会的な価値としては同じも

のとして扱うということですね｡

要するに､法律というのは本来そういうもので､真理とかそういうものはないので､ど

う決めるかだけなんです､はっきり言って｡そういうものを価値的に同じものとして認め

るという政策をとっているというところが実はアメリカの凄さで､これまで英米法の絶対

的な条件とされていた署名というものを電子的なものでよいというふうな政策をとってい

るということはこれはまさに世界戦略としか言いようがないです｡

法律家としてはそういうはっきり決まっているルールを､いろいろなやり方というもの

を捨てるというのは大変なことで､それからまた国家政策としてもそれで社会全体が安定

して成り立っているはずなのに､それよりもっと不安定なはずのものに乗りかわっていく

というか､価値的に同じものとして承認していくということはものすごい大変なことで､

ものすごいハイリスクですよ｡でもそのハイリスク､もしかしたら技術的にまだ不完全で

大変な問題が起きるかもしれない｡それはすぐに暗号が解読されて､クレジット会社の大

きいところがたちまち破綻に瀕するとかそういうことが起きてしまうかもしれない｡そう

いうリスクはあります｡あるけれども､そういうのをなぜ採用するかというと､まさに世

界戦略なので､そういうやり方がデファクトスタンダー ドになってしまうと､それがまさ

に世界に共通する法になりますから｡

しかも法といっても､先ほど来言っているように､それは電子的な仕組みを前提とした

法ですから､人間が判断するのではなくて､通信によって､よく郵政とか通産とか､どこ

の省でもいいんですけれども､悪口ではなくて､電子マネーの説明会とか行くと､認証局

というのがありまして､認証事務所というのがあって､ここでどうのこうのとか､こうい
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うふうにやりますね｡そういう説明を受けるとなんか公証人みたいなおじさんがいて､ぽ

んと判こを押してくれるようなイメージを持ちますけども､そんなことは全然ないので､

全部プログラムで自動的に､ほとんど一瞬のうちに起きてしまうんですね.つまり認証と

いっても､なにかルールの適用というか､法規の適用といっても､全部プログラムが自動

的に実行されるというだけの話で､そういうものの一番基本的なところをアメリカはとっ

ていこうとしています｡それを単に連邦だけでなくて､各州で進めている｡ユタ州のもの

が有名ですけれども､全然有名ではないものも含めて､順次私のホームページに､下手な

インチキだらけの翻訳を出しているので､翻訳を読んで欲しいというAJじゃなくて､翻訳

を手がかりにしながら原文を読んでほしいという趣旨で､読んでいただければありがたい

と思います｡

そういう部分を認識するのは､法情報学の仕事なんだけれども､そういうものを使いこ

なして､これまで立法論とか､法政策学だと言われていたようなものも含めて､しかもそ

れはプログラムとして実現されなければいけないから､文系の人であってもものすごい優

秀なプログラマーというか､システムエンジニアでなければいけないんですが､一人で出

来なければ､そういうチームとして行動できるような力を持ってなければいけない｡裁判

所に行って何か弁論するとか､そういうのも大事ですけれども､そういうのだけではなく

て､これからの法律実務家というのは､立法者でもあり､政策学者でもあり､評論家でも

ありというふうな世界になるんだろうと思います｡実際にプログラムが使えて､悪いプロ

グラムはそれを見抜いて､ちゃんとそれを破壊するようなプログラムも自分でつくれると

か､要するにハッカーでもあるということになります｡

もしも世界がマイクロソフトに独占されてしまって､それがプログラム的に自動的に独

占されるようなや り方で独占されるとして､先ほどそのための対抗策としては､あらかじ

め条約をつくって､独占的なプログラムを自動的にはじいてしまうような､そういうふう

な対抗措置をとれるプログラムをあらかじめ埋め込んでいくことを世界的に合意しなけれ

ばちょっとだめなんじゃないかということを言いましたけれども､もしそういうのができ

ないとしても､- おそらくできないと思うんですけれども､事後的にであっても､これ

からの世界における戦争とか競争はすべてプログラムによってなされますから､対抗措置

としてのプログラムをつくれるか､つくれないかということによってすべて死命が決せら

れる.そうすると､科学技術庁として何をすべきかということは､末端のアプリケーショ

ンをつくるレベルも含めて､ソフトウエア分野での充実ということが絶対必要だというこ

とになります｡

現在､ソフトウエア産業に従事している人たちは､搾取の構造になっていますから､ご

存知だと思いますけれども､ものすごい低賃金だし､不安定だし､かわいそうですよ､も

のすごく｡やっている仕事も大した仕事をやっていないと言うんだけれども､あれだけ低

賃金だったら､手抜きしないで生きていけるわけないから､まじめにやっていたら死んで

しまいますから､だから絶対手抜きになるし､ますますソフトウエア製品の質は下がりま
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す｡

これはちょうど企業で､スリム化するために､リス トラをどんどんやれば全体としての

モラルが下がって､企業自体が自滅に向かう｡これは幾つもそれで倒れていく企業､現に

ありますね｡そういうふうなことが起きてしまうのですが､人間何だかんだ言っても動物

ですから､お金が一番ですO将来的には電子マネーになるかもしれないですが､何か利益

がなければ人間はばからしいですから､そこを､一定時間当たりの仕事をきちんとしてい

る者にはきちんと与えられるような､そういうふうな環境を整えていかないとまずいだろ

うと思います｡

もしも日本が全くの自由主義でいくんではなくて､ある程度官が関与して､あるいは､

官が主導して何かやっていくというふうな体制を今後ともとっていくんだとすれば､もし

もそういう体制でうまくやっていこうとするのであれば､重点的に予算を配分すべきはソ

フトウエアの分野だろうと思います｡これは国防そのものです｡

私が 1年間学生に授業をやっていて､最後のほうで言うのは､黒板に ｢Information｣と

書きます｡これを訳してごらんというふうに言うんですが､大抵 ｢情報｣と訳して終わり

です｡確かに情報で間違いないんだけれども､もう少し気をきかせて､片仮名で ｢インフ

ォーメーション｣というふうに訳してほしかったなとか､そういうふうに冗談半分で言う

んですけれども､その後でやるのは､インフォーメーションというのは､日本語で ｢経

済｣と訳しても､｢国防｣と訳しても､｢軍事｣と訳しても同じなんだというふうに言って

います｡

つまりインフォーメーション､情報によって戦争がなされるし､経済が決まるし､全部

同じですO情報というのは､カレントで流れているものはデータだけしかないんですけれ

ども､流す仕組みが大事でして､これは何なのかというと､確かに物体としてはハー ドウ

エアなんだけれども､でも現在問題なのは､ハー ドウエアの種類を問わない汎用的なソフ

トウエアとしてのUN IXであり､その中のもろもろのツールであり､その上に､さらに

上部に乗っかっているもろもろのアプリケーションなわけで､その一番大事な部分をきち

んと日本がいいものを出していけるかどうか｡出していけるというのは､日本のどこかの

メーカーが利益を上げ得るとか､そういうことではなくて､人類全体にとって不幸になる

ようなものではないものとして､フリーウェアとかそういうものでいいと思うんですけど

も､ユーザ-が勝手に選んでくれるようなもの､そういうライブラリーを用意して､ほん

との人権を尊重した上でのプログラムだという､そういう一種の人権尊重マークみたいな

ものをつけたプログラムを使いたい人は使ってくださいと､勝手に用意して､使いたい人

がどんどんソースも更改して､改善していったらいいではないか｡そういうふうなのが官

のやるべき仕事で､税金でやる仕事ではないかと思います｡

さらに､現実的な問題ですが､そういうふうなことをやるためには､当然金もかかるし､

これまで述べてきた､いろんな改革をやるためには､実際には労働の流動化が､現実問題

として絶対必要です｡私自身､裁判官から大学の教授になったときに､額面で400万所
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得が下がりました｡年収ですけれどもね｡他に､これまでは宿舎で割と安く入ってられた

んですけれども､そういうのがないので､新たに家を購入して､- どうせ転職したんで

狭苦しいアパートなんか嫌なんで､子供たちがある程度､虫取りもできるようなところで

と思って､田舎のほうに家を買ったんですけれども､予算の関係もあってそういうところ

しか買えなかったんですけどね｡ローンも組んじゃいましたから､ローンの差引分を入れ

ると年収が実質で600万下がりましたよ｡これと同じことは私だけでなくて､裁判官か

ら学者になる人はほとんど全員そうで､学者になった途端に裕福になった人は､これまで

過去に一人もいません｡

でも私はまだ救いのあるほうです｡14年しか勤めていなかったですから､裁判官の給

料としても上がり始めたころで､これがあと五､六年かさらにもう少したつと､裁判官は

やはり指定職の上のほうにすぐいっちゃいますから- 全員指定職ですからね､判事にな

りますと｡ですからすごく高いんですね｡そうすると､大抵の場合 50歳､60歳ぐらい

で大学教授になると所得が3分の1以下になるのが普通で､裁判官のときの所得をどんな

にアルバイ トをして頑張っても回復できる人はこれまで一人も聞いたことがありません｡

それぐらい度胸の要ることなんです｡裁判官ですごく仕事が忙しくても､勉強をやって､

論文を書いている人はたくさんいるんですけど､なぜ大学の先生にならないかというと､

貧しい暮らしをしてまで勉強したくないと｡これ､当たり前ですね｡

では､明治大学でそういう転職組だけ特別に前の給料を保証しましょうといったら､も

う現在の組織は成り立たないですよ｡たまたま外から来た人たちだけが優遇されて､助手

のときからたたき上げで苦労している人がどうしてお金をもらえないのと｡それだけでも

破綻してしまいますね｡

だからこそ時給制度にするしかないのです｡常に見直しで､どの先生についているとか

そういうふうなことは全く関係なしに､家元は全部破壊し尽くしたあげくに､単純に時給

制度で､学生からの人気投票だけで決めたらいいじやないですか｡投票がたくさん集まっ

た人が時給 10万円もらえる世界､人気の悪い人は 2,000円で構わないんじゃないです

か｡その大学で人気が悪かったら､別の大学に移って､人気の得られるような学生のいる

大学に移っていけばいいんだから､あるいはそれでどこにもいなければ､自分の向いてい

る仕事を探せばいいんだから｡少なくともプロとしては､向いていないということが実証

されていることになりますものね｡

最近アメリカの学者がよく言うんですけども､私なんかその意味では､アメリカ人に毒

されているかもしれませんが､学者の必要な素養ということがよく話題に出るんですけれ

ども､こういうぐあいに講演をするというのはアメリカ人も日本人も変わらないわけです｡

日本の学者というのはなんか難しい資料をたくさん用意して､難しい説明をすれば講演を

したことになると思っている人がいまだに多いわけですけれども､アメリカ人の場合には､

これはパフォーマンスの一種であって､お客さんに喜んでもらわなければ学者として零点

だという考え方がもう浸透していまして､だから学者からほんとうに芸能人みたいな世界

-309-



に入ってしまうような人も世の中たくさんいるわけで､アメリカ人はそれだけ流動性が高

いんだろうと思いますけどね｡ただおもしろいことだけやっているんだったら､コメディ

アンだと思うんですけれども､中身がちゃんとしていて､ちゃんと飽きさせないでおもし

ろくやれるという能力が絶対必要だと､これは授業でもそうだというふうになって､よく

考えてみればそれぐらい当たり前ですね｡それをやれなきやプロではない｡

そういうふうなことを考えますと､まず時給中心の社会にするということが必要なんで

すが､それができないとしても､税制を改革すべきで､転職者には所得税を年限を切って､

2年とか3年ぐらい､やはり軽減措置をとらないと非常にしんどくて､これだとベンチャ

ーとか何とかも絶対できないですね.だから自分で行く人はまだそれでも自分の意思で厳

しい世界に飛び込むんだからいいんだけれども､いろいろなリス トラなんかで転職せざる

を得ない人というのもたくさんいるわけです｡そういうふうな人が転職先で自分の力を回

復するまでの余力を与えなければいけないので､だとすると､転職した後､1年とか2年

とか3年くらいは所得税のほうを少し軽減してやるとか､そういうふうな施策が必要では

ないか｡

それから､次､｢年金｣と書いていますけれども､何のことを言っているかというと､ず

っと裁判所の共済に入っていて､その関係で年金なんかやっていたわけです｡要するに､

公務員の年金だったわけですけど､今は厚生年金に変わって､確かに年金の番号はずっと

継続で同じなんだけど､これまでの実績は全部クリアされて､関係ないです｡裁判官の場

合には給料が高いので､掛けている金も莫大ですから､そういうのが基本的に大学年金の

ほうに反映されませんので､関係ないです､はっきり言って｡

これをどうしたらいいか､いろいろ考えていたんですけども､年数関係ない年金制度に

変えるべきである｡つまり単位制にして､たまたま例えば宝くじが当たって､1億円入っ

た人は､そこで 5,000万なら5,000万､ぽんと単年度で納めてしまう｡一生かけたの

と同じことにする｡要するに､年数掛けるんではなくて､金額を掛ければ､単位をもらえ

るという､ポイント制度にして､さっき大学の卒業もポイント制でいきましたけども､年

金もポイント制にしてしまう｡これでかなり安心して転職できますよ｡

若いとき､私は､いくら年だといっても､まだ40代ですから､まだまだ､例えば､ど

こかで酒飲み過ぎて､乱痴気騒ぎやって､暴力団に刺されて死んだとか､そういうことが

ない限り多分働いていけるだろうと思います､しばらくの間は｡しかしいずれ年を取って､

だめになることは誰でもわかっていることで､そういうときに定期金の給付がないという

のは非常につらいんです｡だから年金制度も基本から改めて､ポイント制にして､こうな

ると､金持ち絶対有利ですね｡有利だけどいいんじゃないですか｡今だってよく考えてみ

ればそういうふうになっているわけだから｡掛けていない人は基本的にもらえないわけで

すから､それでいいんじゃないか｡お金が少ない人はずっと長い分割払いで払って､ボン

イトを稼ぐわけだから､それで全然不平等でもないし､いいんじゃないかと思います｡そ

うやると､金持からたくさん毎年お金を獲得して､年金のストックを充足するということ
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ができなくなります｡できなくなりますけども､そういうものとして配分額を決めればい

いので､ある程度裕福な生活ができるというのが保証されていなければやはり日本は魅力

がないような気もしますね｡

さらに､公務員の中には､現在､すごくいい人材がたくさん入っているわけです｡でも

私が見ているところでは､公務員でいる限り､どんどん腐っていきますね｡せっかくいい

人材がだめになっていく人が非常に多いです｡私の友達でも多いし､特に､別に女性にこ

びを売るつもりはないんですけれども､女性で優秀な人がだめになっていくのを見ている

というのは悲しいですね｡私が男性だからそう思うのかもしれないけど､男にはわりと冷

たいんです｡｢おまえ､こんなところで負けてどうするんだ｡｣こういうふうにわりと冷た

いんですけれども､女性で優れている人がどんどんだめになっていくのを見ると､色眼鏡

なのかもしれませんけど､悲しくなるときがありますね｡

でもだめになるのは構造としてだめになる構造があると思っています｡公務員だけでは

なくて､実は企業の中でも非常にあるんですけれども､それは企業出身で出向されている

方は何のことかよくおわかりだと思いますけれども､やっぱりうまくないんですね｡これ

を基本から見直して､もう少し若い人であろうとも権限をきちんと与えて､それで決裁制

度を､一番根本のところをもうちょっと見直す必要があるのではないか｡

さらに､立法論の問題なんですけども､最後の話題にしたいんですが､きょうは法律の

話なんですけれども､日本の立法というのは議会がやっていることになっていて､公務員

と基本的に関係ないというのは建前なんですけれども､これが日本の将来､21世紀に向

けての国家戦略上､今､非常にまずいなと思うことが起きている｡

何なのかといいますと､アメリカの場合ですと､ トーマスという議会のデータベースが

あって､現在審議中の､- トーマスというのは機関車トーマスのトーマスじゃなくて､

トーマス ･ジェファーソンのトーマスだそうですけれども､データベースで調べています｡

ですから私のように日本にいても､現在どういう法案が審議されていて､その法案のテキ

ス トはどういうもので､委員会を経るたびにどういうふうに修正されたかということをか

なりリアルタイムに近い形で情報を得ることができるので､なるほどこういうふうなこと

を議論しているのかと大分推測できます｡実際､議会の公聴会だとかいろいろなそういう

ものの速記録みたいなものもどんどんデータベースに上がってきますから､そういうのを

見ていると､かなりよくわかる｡それに対して日本のほうは､わからない｡

よく考えてみると､日本の場合､そもそも法案という概念がほんとうにあるのだろうか

というのは､私ずっと思っていたんです｡理論上は､明治時代に西欧の制度を取り入れて､

一読会､二読会､三読会というのをやっています｡一回日読み､二回日読み､三回日読み

子みたいな形までまとめ上げて､二読会で読みます｡三回目は条文のような形にまとめた

ものを三読会というふうになっていて､アメリカも基本的には同じなんですけれども,三

読会みたいな形でやっていますけれども､それが全部見える世界と見えない世界というの
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は全く違うわけです｡つまり見える世界というのは､国民の代表者である議員が何を議論

しているかが見える世界ですね｡また､アメリカが国家政策として何をやろうとしている

かということを外に向かって訴えられる状態ですね｡

これに対して､日本はどうなっているかというと､国民が､今何を政府が方針としてあ

るいは政策としてとっているかが見えない｡全然見えないです｡大体､本日可決されまし

たという法案が､新聞記者が､それ､どんなものかと見に行っても､テキストが手に入れ

られないんですもんね｡実際には､その時点でも無いことが多いんです｡だからどういう

ふうになっているのかわからないんだけども､だめですね､全然｡

しかも､海外から見てどうかというと､この国は何をしようとしているのかわからない｡

ますます日本プレミアムがひどくなるだけです｡要するに､政策として敵対的であろうと､

敵対的でなかろうと､それはどうでもいいことで､要するに､その国がどういう政策をと

ろうとしているかということがはっきり見えることが大事で､見えれば､対策もとれるし､

因ったことだと思うやつがいれば､必ず好都合だと思うやつも出てくるわけで､例えば､

アメリカの輸入業者にとって､不都合なことをやれば､輸出業者にとっては当然好都合な

ことになるだけの話で､必ず誰かが不都合だと思えば､全く同じぐらいの勢力､ちょうど

半分ぐらい好都合なやつが絶対出てくるので､そういう連中が株を買ってくれれば､日本

は景気よくなるわけで､不都合だと思う奴らは売るかもしれないけど､これ幸いと､反対

の奴はちゃんと買ってくれるわけで､それでちゃんと動いていくわけですから､だからほ

かの国から見て､好都合な政策をしているか､不都合な政策をとっているかは関係なくて､

とにかくどういう政策をとっているのかということがわかる形で情報が提供されているこ

とが国家政策として､まさに､先ほど情報は国防であるといいましたけれども､まさに経

済力がない国は滅びるのが当たり前で､現在の戦争の実弾は経済ですから､経済はしかも

そのうち電子マネーになっていくわけですから､そういう世界において､情報､政策をむ

しろ露骨にうちはこうなんだというのを出していくことが非常に戦略としては大事です｡

そういうことをどうして考えつかないのか｡私は政治家になる気は全くないですが､政

治のリーダーはそういうことをきちんと考えて､優秀な公務員が沢山揃っているんですか

ら､そういうところできちんと仕事をさせて､そういうふうなものに向けて､公務員制度

を直していく｡省庁間ですり合わせとか何とかやって､これまではそうやって､外で何か

乱按が見えないようにして､でき上がった椅麗なものだけをぽんと出すみたいなことを､

それでしゃんしゃんで終わらしていましたけれども､そうではなくて､喧嘩してなら喧嘩

していいわけですよ｡実際アメリカの審議の過程を見ていると､テキス トを見ていると､

ここからここまでは何々議員の反対にあって削除とか､ちゃんと書いて出てくるわけです

から､それでいいじやないですかね｡そういうことが大事なんだと､こういうことになり

ますね｡

非常に雑駁な話で､しかも時間大幅超過で､ディスカッションの時間がほとんどなくな

ってしまいましたが､こんなところで一応中間的に締めるということでよろしくお願いし
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｢科学技術と社会の調和 :特に原子力報道をめぐって｣ 平成 10年 8月 3日

長岡 昌

(科学シ■ヤーナリスト)

Ⅰ 科学技術にすべてを支配された社会は幸福か

1.C.P.スノーの警告｡ ｢二つの文化と科学革命｣

もう40年前にイギリスのC.P.スノーが ｢二つの文化と科学革命｣というリー ド講

演をケンブリッジ大学でやりました｡

スノーという人は､文筆家でもありますが､もともと理系の人ですし､後には行政官に

もなりました｡つまり両方の文化を知っていたのでしょうが､特にイギリスの知識階級で

は､文系と理系が隔離している､融合しようとしない､ひどいときには軽蔑もし合ってい

る､そういうことを指摘しました｡例えば ｢理系の人たちは､シェイクスピアの一つも読

んでいない｣と､文系の人は批判する｡一方､理系の人は､ ｢文系の人は質量や加速度の

原理が何であるかも答えられない｡｣と蔑む｡そういうことで､両者の間に溝がますます

深くなってきていることを指摘していました｡そのようなことで､われわれはこの科学革

命の時代を乗り切れるのかという警告をしているわけです｡

これはイギリスの知識人のことを言っているわけですが､これを広げてみますと､科学

技術対社会一般の方々にも言い当てられるかと思うのですoC･P･スノーが言うのには､

科学者は楽天的である｡あることをやろうとすると､それができないことが証明されるま

でやめない｡そういう楽天家であって､未来に夢を持って生きていると､そういうことを

言っているわけです｡

それが文系の人たちにはなかなか受け入れられない｡この文系の文化と理系の文化の

ギャップがなくなることが､これからの世の中で必要である｡さもなくばお互いに知恵を

絞って考えていくということができなくなる｡こういう指摘をしているものと私には思え

ます｡

2.第 1回パグウオッシュ会議 ･第 3委員会 ｢科学者の社会的責任｣の提言

第 1回パグウオッシュ会議のことを若い学生さんたちにお話ししても､案外中身を知ら

ないのです｡ご存知のようにこれは正しくは ｢科学と世界問題に関する会議｣であって､

核兵器廃絶と戦争廃止を世界に訴えたラッセル-アインシュタイン宣言を受けて開催され

たのですが､そのうちの第三委員会では､ ｢科学者の社会的責任｣について論議が交わさ

れました｡

その報告が 11の項目にわたって出されているわけですが､その中には､ ｢科学という

ものは､外部からのいかなる脅威による干渉からも自由でなければならない｡そしてあら

ゆる仮定を疑うことが許されるときに､最も有効に科学は発展する｡自由に疑い､自由に
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研究するときにこそ､いい研究ができる｣こういうことをが述べられています｡

けれども､やはり第三委員会の報告の､もう一つの項目を見ますと ｢その科学の研究成

果が合理的に用いられるならば､人類の福祉を著しく増進する｣と､こういうふうに言っ

ております｡つまり平たく言えば､研究は自由でなければならない｡何を研究してもいい

というわけですね｡しかし､その使い方を誤ってはいけないということを述べているわけ

です｡使い方を誤った最大の例は､原子力を兵器に使ってしまったことでありましょう｡

無論､第三委員会の報告はそれを意識してこういうことを述べたのだろうと思います｡

ただし､この考え方を､評論家の故 ･唐木順三さんは､批判的に､科学者の勝手ではな

いかと言わんばかりのことを著書 『"科学者の社会的責任Mについての覚え書き』に書い

ておられましたが､その本は執筆半ばにして亡くなられました｡しかし､これは科学者の

責任を問うだけでなくて､一般の人たちがこれに参加しないと､科学を人間のための本当

の福祉に活用することができないのではないかと私は思います｡

3.吉田光邦氏の指摘

京都大学の名誉教授 ･吉田光邦さんが､10数年前にある新聞で指摘されたことですが

そのころはバブル経済の少し前でして､吉田先生の言い方によりますと､あまりにも家電

製品だのなんだの､新しい製品が一般に売りつけられ､こう科学技術の産物が押しつけら

れてしまっては､しまいには､世の中の人たちがみんな､端末機を家庭の中で 1人 1台持

つようになって､絶えず朝から晩まで､端末機に向かうことになる｡コンピューターばか

りを相手にしたそういう生活様式が､人間として理想的な姿だろうか｡果たしてこれが､

生活の合理化と言ってよろしいのか｡こういう指摘をなれました｡確かに､今の子供たち

が機械にばかり向かっていて､言葉が段々お粗末になっていき､人とのつき合いが下手に

なってきているというような傾向がすでに出てきています｡そういうことをご指摘になっ

たんだろうと思います0

4.それでも人間は科学技術の恩恵を享受､便利な生活へと流れる

人間は便利な生活のほうに流れていってしまう｡それが事実ですね｡例えば､1958

年に東海道新幹線建設の案が発表されたときに､世界の三大バカがもう一つ増えると言っ

た人があるそうです｡三大バカとは､エジプトのピラミッド､中国の万里の長城,戦艦大

和だそうですが､そこにもう一つ新幹線が加わるというわけです｡

また新幹線が完成したときに､ ｢新幹線で東京のスタジオへ来て､お話をしてください

ませんか｡｣と､京都におられるある先生に交渉したところが､ ｢あんなものは飛行機の

離陸のときのスピー ドなんだ｡あれに羽をつけたら浮いてしまう｡ああいうものには乗ら

ない｡｣といって､在来線でお見えになったのですが､今そういう方があるでしょうか｡

そう考えますと､やはり､こんなものは使わないぞと言っておりましても､一端､便利

なものを手にしてしまうと､放せなくなる｡特に日本では､隣の家で買ったからうちも買
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うとそういう場合が多い｡この傾向はなかなかなくならないでしょうね｡それからワープ

ロにしても､年配の方は､ ｢あんなもの覚えるより書いたほうが速いじやないか｡｣とい

つまでも覚えないでいると､年をとってだんだん覚えにくくなってきて時代遅れになる｡

インターネットにしましても､もう覚えられなくて､その話になると､そっぽを向いてし

まうお年寄りも多いと思います｡

そうかと思いますと､環境保全運動の先頭に立っている人が､やはり自動車に乗らない

と､仕事ができない｡世の中を渡って行かれない｡そういう時代になってきておりますか

ら､そこでやはり､科学者､技術者と一般の人たちとの調和がとれていかないと､ますま

す難しい世の中になってくるのではないかと感じているわけです｡

Ⅱ 調和をどう実現するか

科学技術の独り歩きは許されず

吉田光邦さんが指摘のように科学技術が独り歩きしたのでは､世の中が科学技術に支配

された人間性のない社会になってしまう｡しかし科学技術の発達を抑えることはできませ

ん｡パグウォッシュ会議の第三委員会が言っておるとおり､研究は自由でなくてはならな

いし､パスカルが言ったように､人間は自然界において弱い存在ではあるけれども､考え

る葦である､そこが他の生物とは違う｡考えるからには科学は発達します｡技術も発達し

ます｡これは止めることができないわけです｡

すると､科学者 ･技術者だけが独り歩きするのではなくて､科学者 ･技術者が開発した

ものを､ただ世の中に､さあ､便利ですぞといって普及させるのではなくて､ここにテク

ノロジー ･アセスメントが必要になる｡つまりこういうものができた｡しかしこれを使う

と､こういうマイナスの面もあるというようなことを先に社会に知らせて社会と共に考え

る｡これは安全性の先取りとよく言われますがそれと似ています｡そういうふうにならな

るには､科学者 ･技術者が､世間一般をよく知っていなければならない｡社会に対する気

配りが必要だということになるのです｡そしてまた社会も科学技術を理解しなければなら

ない｡

何でこんなことが､今言われるかといいますと､昔､明治のあたりから大正､昭和の初

期ぐらいを考えますと､科学者というのは浮き世離れしていた｡研究ばかりに没頭してい

た｡そういう人を学者肌と言ったんですね｡そのころわざわざ学者肌の真似をする人もい

たのです｡

夏目淑石の小説に､日露戦争を知らなかった科学者が登場したという話がありました｡

本当だろうかと思って､淑石のどの小説に出ているのかと探してはみましたけれども､ど

うも見あたりません｡

そしてまたこういう噂が流れたそうです｡その日露戦争を知らなかったという科学者は､

長岡半太郎先生だろうというのです｡ところが､先生の伝記を読んでみますと､決して長

岡先生は､そんな方ではなかった｡日露戦争や国の行く末には非常に深い関心を持ってお
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られたということです｡

つまり､そういう噂が流れたくらいに､科学者というのは､浮き世離れした人だと思わ

れていたんですね｡それから技術者はまた､頑なで専門家すぎて､技術には自信を持って

いるが､しかし､素人の言うことは相手にしない｡そういう人が多かったのですけれども､

これは皆さん方もすでに感じていらっしゃったことと思います｡

ところが原子力を20世紀の科学者が手に入れたのは､第二次大戦前夜でしたから､こ

れが原爆に使われてしまった｡その後､科学者も技術者も､自分の研究に責任を持たなけ

ればならなくなった｡そういうことで､パグウオッシュ会議の第三委員会も設置されたの

だろうと思っております｡

それでは､今度は社会の一般市民の科学技術への理解､これはどうなのかを考えなけれ

ばなりません｡技術者､科学者が一生懸命､一般の方々のところへ降りて行って､理解を

求めようとしましても､一般のほうが科学技術に興味を持たない｡これでは調和がとれな

いわけです｡

中村桂子さんが中心になっておやりになったアンケー ト調査の中で､一般の人たちが科

学技術への参加についてどう考えているかという設問がありました｡その回答では科学技

術というのは難しいから､専門家に任せておいていい､私たちには､その結果がどういう

ふうに役立つのか､それだけ教えてくれればいい｡そういう人が非常に多かったというの

です｡それで果たしていいのかどうか､そういうことも考えなければなりません｡

Ⅲ 理解をどう深めるか

1.マスメディアの役目の重要性

一般の人たちの理解を求めるには､現在のところ何といってもマスメディアの役割が非

常に大きいのです｡これは総理府の世論調査でも､その他の団体が行いました世論調査を

見ましても､ ｢科学技術の情報というのはどこから得ているのか｣と聞いてみますと､

｢テレビから得ている｣というのが 80%から90%｡その次は ｢新聞から得ている｣で

50%から60%ぐらい｡ ｢雑誌から｣となりますと､ガタッと落ちまして 15%ぐらい

になってしまいます｡ ｢ラジオ｣というと9%ぐらい｡ ｢家族や友達の話から科学技術の

情報を得ている｣というのは8%｡ ｢本を読む｣となりますと7%､ ｢博物館などで知識

を得る｣というのは4%という｡大体どこの調査でも､こんなものです｡

｢博物館へ行ってそこで知識を得る｣というのが4%しかないのですが､科学技術は何

といっても､百聞は一見に如かずですから､これは本当に寂しい数字だと思います｡

2.原子力に関する報道のあり方に論議あり

日本は世界で唯一の核の洗礼を受けた国ですから､原子力を平和利用するといっても､

国民のなかにはなかなか承知出来ない人が在ったのも当然だと思います｡

つまり､原子力の平和利用は､賛否両論の中で開発が始まったわけです｡一般市民だけ
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ではなくて､科学者の中でも賛否両論があって､そういう中で始まったわけです｡それで

は､新聞や放送などマスコミの中で､原子力の平和利用の基本的なことを理解するのに役

立つような記事や番組がどの位あったかと言いますと､これは少なかったと言わざるを得

ません｡

(図-1)は皆さん方､苦見たような図だとお思いでしょう｡これは昭和 55年の ｢原

子力白書｣から頂いた図ですが､昭和46年あたりに､我が国でも原子力発電が始まった｡

そのころは､設備利用率も60%以上と､まず出だしはよかったのですね｡ところが､そ

れから後､アメリカで同じような型のものに故障があると､それ日本の同じ型のものも止

めて点検しろというようなことで､稼働率がどんどん落ちてきて､そして49年から50

年あたりでは､利用率が40%に下がってしまいました｡

技術者の方ならお気付きだろうと思うのですが､新しいものができた､そして使ってみ

た､するとやはり技術は試行錯誤ですから､いろいろ改良しなくてはならない点がだんだ

んに出てくるわけです｡しかし技術というものはそういうものだというふうな目で見てく

れる報道は殆どありません｡ひどいのになりますと ｢それごらん､原子力はだめだ､勤か

んものは使えん｣といった悪口も聞かれました｡

そういったときに､原子力船 ｢むつ｣の放射線漏れの事故が起こったわけです｡このと

きに､大新聞の半分が ｢放射能漏れが起こった｣と報道したのです｡放射能が､環境に漏

れたのなら､これはえらいことになってしまう｡その認識が､記者諸君になかったわけで

すね｡それで､こんな認識でもって記事を書いているのかと､一都の専門家が非難した｡

そうしたら ｢いや､説明する人がはっきりしていなかったのだ｣と､こういう言い訳を

する記者もあったということです｡しかし本当に放射能が漏れたのか､放射線が漏れたの

かを確かめるくらいのことはしてもよかったと思います｡

そして､それから後も､事故が起こりますと大きなニュースになる.稼働率が上がった

というようなことはあまりニュースにならないoこういうことが続いておりましたo

例えば､原電敦賀発電所の事故が､昭和 56年にありました｡これは敦賀発電所から放

射能を含んだ廃液が環境に漏れたわけです｡これが明らかになったのが昭和 56年の4月

18日｡つまり､浦底湾の放射能の値が､普段よりも高いということがわかったわけです

が､このとき通産省も､午前5時に記者会見を行うという異例の発表の仕方をしたのです｡

これでは､科学担当記者ばかりが集まれるわけではないですね｡そうすると､その日の当

番の者が集まってくるわけです｡なぜそんなに早く発表する必要があったのかというと､

7時のNHKのニュースに間に合うだろうと思ったからとか､そういう後講釈もありまし

た｡そんなことですから､勢い記事も大きくなった訳です｡

それで､その日の夕刊にはどういう記事が出たか､その傾向を (図-2)に示してあり

ます｡これは､日本原子力文化振興財団がつくった資料ですが､朝日､読売､毎日､東京

といずれも ｢敦賀原電で放射能漏れ｣と､1面のトップの上のほうに大きな字で見出しが

書かれています｡
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そして ｢平常値の10倍｣と｡これは嘘ではございません｡確かに10倍の放射線の値

が検出されたのですから｡けれども､平常値の 10倍でも人体には影響はないということ

が､大抵の新聞では小さく書かれているのです｡

こういうところまでは多くの人は読んでくれないのです｡その証拠には､もうその日の

うちに福井県産の魚は､東京､名古屋､大阪の市場では締め出しということになったわけ

です｡

ですから､読む人たちはこういうふうに読んでいるのだという意識を､マスメディア側

も持って欲しいのです｡マスメディアはマスメディアで言い分があるわけですけれども､

そういう気配りはあっていいと思います｡

それから､原電敦賀の事故の2年ほど前､1979年にアメリカのスリ-マイル島原子

力発電所で事故がございました｡これは確かに大きな事故でした｡しかしこのとき私が､

科学技術庁で取材したところによりますと､冷却水の主給水ポンプが動かなくなり､予備

のポンプが作動したが､その出口の弁が閉じていて用をなさなかった｡これが事故の始ま

りであったという｡もしこれが日本の原子力発電所ならば､その辺の点検を前もってしな

いで運転に入るということは運転マニュアルからいってもあり得ないということでした｡

それならば､ ｢こういう事故が日本でも起こるのか｣と一般は心配しているのだから原子

力安全委員会なりが早くその説明をしてくれればいいがと思っていました｡果たしてその

日の夕刊に ｢日本では起こりにくい事故なのだ｣という吹田原子力安全委員長の談話が

載っていました｡そうしたら ｢早くも安全宣言｡事情もよくわからないのに｣と翌日､反

対派やマスメディアのひどい攻撃が始まりました｡ああ言えばこう言うと言ったところで

した｡

そのTM Iの事故の後､アメリカは､非常に詳しく検査して､膨大な報告書をたくさん

出しました｡そういう時期に､NHKがテレビ番組でTMI事故の特集を組みました｡そ

の特集の中で､原子炉が事故で溶けるというのはどういうことなんだというのをアニメー

ションで説明しました｡真っ赤に炉が溶けて､そんな熱の塊は何をも溶かしてしまうから､

土をも溶かし､チャイナまで行ってしまうんだといういわゆるチャイナシンドロームです｡

しかも番組の中で最もショッキングなそのアニメーションのところを､後目ほかの番組

が使うんですね｡中央で作ったものを､地方の局で使う｡これには困りました｡その部分

はある原子力関係者が､ ｢あまりにひどすぎる､公の問題にしようか｡｣と言われたほど

のものでした｡それほどのものを､今度は別の局が別の番組で使ったのです｡

さらに敦賀原子力発電所で事故が起こった同じ年の昭和56年に､四国の窪川町では､

原子力誘致派の藤戸町長さんのリコ-ル運動がありました｡藤戸さんは後の町長選挙で返

り咲きましたが､そのリコール運動をするときに､リコール派の人たちが､そのNHKの

番組の原子炉の溶けるアニメーションの部分を､夜な夜な集会場に持ってきて､こういう

恐ろしいものだという勉強会をやっていたということです｡もうそのころは､ビデオがあ

ちこち普及しておりましたから､著作権の騒ぎも何もないわけですね0 ｢自分でビデオを
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撮ったのだ､それを売り物にしているんじゃない､勉強会で使ったんだ｡｣こう言われま

すと､もうこれは何とも言えないわけです｡

最近出ました二見善章という方の 『異議あり!』という本一一一これはマスメディアを批判

した本ですが､その中にも､どうもこのことだと思われることが書かれています｡

Ⅳ ｢原子力報道を考える会｣の発足

最近の原子力報道ではどういうことが目立つかと申しますと一一ご存じのように､動燃の

高速増殖原型炉 ｢もんじゅ｣のナ トリウム漏れの事故､おまけにビデオ隠しとか､情報の

公開に不手際があったということで､ますます大きな問題になってしまいましたが｡それ

からまた､やはり動燃の東海工場の放射性廃棄物アスファル ト固化施設で炎上 ･爆発｡こ

の時にも嘘の報告があったとか｡そして巻町の住民投票では原子力発電誘致が拒否された｡

そういうような問題がございまして､ますます､その原子力推進のほうにとって不利にな

るような条件が重なったこともありますけれども､原子力否定のほうに傾いた記事や番組

が多くなってきている｡そういうことが､中立を守る人たちから指摘されるようになりま

した｡

｢もんじゅ｣の事故があった後で､日本科学技術ジャーナリスト会議というク'ループが総

会記念シンポジウムにこの間題を取り上げました｡そのときに､ ｢もんじゅ｣の関係者か

らは､もんじゅ建設所長の菊池三郎さんをお呼びしました｡それから原子力委員会委員の

藤家洋一先生､電気通信大学助教授の小林信一先生｡マスメディアのほうからはNHKの

小出五郎さん､朝日新聞の友酒裕昭さん､こういう方々がパネリストでした｡

菊池さんは､事故を起こしたほうの当事者としてお出になったのですが､やはり､その

事実を報道していただくのは仕方のないことだけれども､感情に訴えるような面が誇大に

なっている｡そのことが残念であると､こういう表現をなさいました｡それから藤家洋一

先生は､どうもTMIの事故以降､マスメディアというのは､何か原子力に対してアンチ

テーゼ先行型ではないかと､こういうふうにおっしゃいました｡

ところが､マスメディアのほうからは､いや､アンチテーゼ型よりもむしろテーゼ型な

んだと､こういう反論もあったのです｡というのは自分たちのところに来る資料というの

は､推進関係､科学技術庁､通産省､そのほかの企業からたくさん来る｡はるかに推進側

のほうが多い｡勢いそれに従って書いている記事もあって､決して反対ばかり言っている

んじゃないと､そういう反論もございました｡それから､こういうことは市民参加が大事

なのであって､当事者側だけのことを報道で流すというわけにはいかない｡こういうふう

にマスメディア側のほうにも､いろいろと反論がありました｡

しかし､その東海工場の炎上 ･爆発につきましては､事故報告の仕方が悪かったという

こともありますが､そのほかに､従業員が被曝したというニュースも人々の注目するとこ

ろでした｡東海村というのは､住民の中には原子力を理解している人たちが多いのです｡

中にはこの村に原子力施設が来てよがったと言っている人があるくらいです｡それでもこ
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のニュースを聞いて洗濯物を外に干していいだろうか､環境が放射能で汚れたのではない

だろうか､そういう心配をする人があったということです｡

そういう中で､日本放射線影響学会の先生方は､その従業員が被曝した量は極めて微量

である､従業員たちには健康上の支障はないと判断されました｡そしてこれを学会の有志

の先生方が記者発表したのです｡

そのときに､ ｢得てして､こういうことに対するマスメディアの扱いに､社会の不安を

かき立てるような傾向が見える｣とそういうご意見も付け加えられたのです｡そうしたら､

そこに集まっていた報道陣の中の若い記者が立ち上がって ｢どこの新聞が何の欄でそうい

う偏向した表現をしましたか､ここで示して下さい｡｣と開き直ったのです｡先生方とし

ては全体としてのことを言ってらっしやるんで､いつ何新聞がどう言ったというところま

では､用意していらっしゃらなかった｡そこでこれは後目お答えしましょうということで､

その場は終わったのです｡

そうしたら､そのとき集まっていたのは､新聞が6社､テレビが3社で､カメラマンも

来ていて､赤々とライ トをつけて､先生方に照明を当ててビデオにおさめていたのですが､

それがどう報道されるかと思ったら､取り上げたのは､ジャパンタイムスが 1紙だけでし

た｡あとは全部無視してしまったのです｡共同通信の方が､ ｢いや､地方でそれを何社か

取り上げましたよ｣ということでしたけれども､中央紙は全部ボイコットでした｡これは

昨年の秋発足しました ｢原子力報道を考える会｣というグループの第一報に載せまして､

なぜこのような大事な情報を落としたのかと指摘しました｡

それから､鹿児島の川内でかなり大きな地震が起きたときに､川内の原子力発電所はと

めずに､運転を続けたのです｡そうしたら､原子力発電はその地震にも耐えたのだという

記事は一つも出なかった｡それどころか後になって反対派がなぜとめなかったかと抗議を

したと､そっちの記事ぽっかり出ておりました｡そこでこれも ｢原子力報道を考える会｣

の第一報で指摘しました｡

この会は､マスメディアに対してこの原子力に関する報道が適切だったか､もう少しこ

うはできなかったのか､いや､これはよかった､これはよくなかったというような､そう

いう評価のできるグループが必要ではないかということで有志が集まってつくったもので

す｡こういうものをつくるべきだということは､ある役所のほうから聞こえてきたという

噂があったのです｡

そんなものが､お役人のお声掛かりでつくられたということになったら､これは言論の

弾圧ということになりかねません｡それでは､その先取りをして､OB達がつくろう｡そ

ういうことで､放送からは私､新聞からは朝日のOB･尾崎正直さん､読売のOB ･中村

政雄さん､元北海道大学教授 ･石川辿夫先生､元放射線医学総合研究所養成訓練部長 ･阿

部道子先生､この5人で発足したのでございます｡

V 終わりに
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科学教育の重要性

先ほども言いましたように､文系と理系､あるいは科学者 ･技術者と社会一般との調和

をとるには､技術者も科学者も一般の人のところへ降りてきて欲しいわけですが､一般の

人たちが科学技術を理解できるようになるには､どうしても基本的な知識を持っていただ

かないとできないわけです｡したがって科学的教育が重要であることは､理科系の先生方

や原子力関係の先生方が大分前から指摘しておられたわけです｡ところが､日本の高校生

は､原子力の基礎知識が諸外国に比べて非常に低いということがある調査にあらわれてい

るのです｡

(図-3)は､日本原子力文化振興財団が飯利雄一一先生 (前文部省視学官)たちと日本

とヨーロッパ6カ国の高校生を対象にに環境とエネルギーについて､アンケート調査をし

た結果です｡その中の1つに原子力の設問がありました｡ (上の図)原子力発電でエネル

ギーを出すメカニズムはどれかとして､ ｢ウランが分裂する｣ ｢ウランに電子がぶつか

る｣ ｢ウランが水素と反応する｣ ｢ウランが酸素と反応する｣ ｢ウランが水と反応する｣｡

そういう設問をしまして､解答を得たところが､日本の生徒さんは正解が4割もないので

す｡イギリスその他は､みんな6割以上､9割近いところもあるくらいです｡そのように

原子力の知識が低いということが出ている｡

(図-3)の下の図の ｢地球 1周の距離は｣でも日本の生徒さんは ｢4万キロ｣という

正解が 55%しかなかったのですOほかの国よりも少ない｡但しイギリスがこんなに少な

くて35%というのは､メートルで聞いたからなんですね｡これは気の毒でした｡

そこで､原子力発電のメカニズムの話に戻りますが､この調査が1993年に実施されたの

たところが (図-4参照)､前より1%上がっただけでした｡これにはいろいろな要因が

あると思います｡例えば理科の教科書の後ろのほうに原子力が載っている｡そこのところ

は入試には出ないことになっている｡だから教えない｡そんなことを教えるくらいなら､

入試に出ることを教えないと父兄からも非難される､というような話も耳にします｡高校

で原子力の基礎を学ばずに､その人が文系の大学に進んで､そして社会へ出たら習う機会

がないOそういうことになりますO

(図-5)と (図-6)は 『広領域教育』という雑誌の41号に ｢OECDの世界の科

学リテラシー調査について｣として､神戸大学教授の野上智行先生が書いておられますが､

その中に載っていたものです｡

このOECDの調査というのは､もう既に､一昨年の秋､東京での報告会でアメリカの

ジョン ･ミラーという人が報告したのですが､それが今年 1月にまたリバプール大学での

科学教育学会国際連合の席でオスロ大学の教授 (SvenSjd)berg)によって報告された｡そ

こに出席していた野上教授にとってはショックであったということですO ｢どうしてこん

なに日本人というのは､科学リテラシーに乏しいのか｣Oそういうことを言われたと言う

のです｡ (図15)のほうが科学的リテラシーについてのOECDの国々での比較です.
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｢すべての放射能は､人間がつくり出した｣｡これは間違い｡ ｢太陽光線は､皮膚がん

の原因となる｣｡これは正しい｡ ｢電子は原子よりも小さい｣｡これは正しい｡そういう

ような設問をいっぱい置いて､そういうことを知っていたかと聞いてよく知っていたとい

うのは ｢黒｣｡それから､普通に知っているというのは白抜きのところなのですが､日本

はポルトガルと共に最低の成績です｡

(図-6)のほうは､科学に理解があるという人､関心があるという人についての比較

ですが､日本がやはり一番少ない｡野上先生は出席者たちから ｢それがなぜか｣と聞かれ

て､説明に窮したということです｡これは東洋と西洋の考え方の違いなのでしょうか｡文

化の違いなのでしょうか｡しかし､これではなかなか科学と社会の調和というのは難しい

のではないか｡もう少し科学的なリテラシーが向上しないとうまくいかないのではないか

とこの報告を読んで考えました｡

これは原子力だけのことではありません｡南アフリカ共和国のバーナー ド博士が初めて

人から人への心臓移植手術をした｡そのときに､こんな手術をしていいのかどうかという

論争で大騒ぎになりましたが､それ以来､諸外国では段々に移植手術というものをやるよ

うになった｡日本では和田寿郎博士が一度だけ心臓移植手術をやりましたが､そのときは

反体制運動や学園紛争が激しい時代でしたから､和田先生も大変な非難を浴びたわけです

が､それ以来､なかなか社会のコンセンサスが得られなかった｡どういう条件ならば臓器

移植をしていいか､どういう場合ならばいけないのかというような争いよりも､もう人間

がするもんじゃない､神を冒涜するというようなことで､いつまでも決まらず､最近､よ

うやく臓器移植の手続が日本にもできましたが､欧米の国々に比べると長い時間がかかり

ました｡

そうするうちに､日本の移植を必要とする患者さんが外国へ行って､外国人の臓器をも

らって帰ってくる｡こういうことになってしまっているわけですから､もう少し社会問題､

政治問題に参加する場合の科学的な基礎知識を､つまり科学的リテラシーを高める必要が

あると思われます｡

ただし､前に申しましたように､決して科学技術の独り歩きを認めるのではなくて､科

学技術と社会の調和を目指してのことです｡
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原子力発電所の設備利用率の推移
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｢情報化社会 :その経済的影響と望ましい情報政策｣ 平成 10年 8月27日

奥野 (藤原) 正寛

(東京大学経済学部教授)

1.情報化とは何か

東大の奥野でございます｡今日はお招き頂きありがとうございます0

｢情報化｣とか ｢情報の経済学｣は､これまで経済学で考えられてこなかった側面が強

く､ここ5年から10年の間に､アメリカを中心に蓄積が生まれつつあるのではないかと

考えられています｡日本では､きちんとした経済学的なアプローチは無いようですo

経済学で考えた時に ｢情報化｣とは何か､その ｢情報化｣をどのように考えたらいいの

かについてお話をしようと思います｡客観的に ｢情報の経済学｣をご紹介するというより

は､私の個人的な考えが表に出てきてしまうかもしれません｡その辺は少しディスカウン

トしていただければと思います｡

私の個人的な意見で言えば､常識かもしれませんが2つのことが ｢情報化｣と言われて

いることであろうと思います｡その 1つが､通信技術が発展し､とりわけデジタル化が進

展してきた｡それに伴って情報の伝達や処理費用が非常に低下してきたと思います｡･10

年程前に ｢情報化｣と言われた時代がありました｡その時におそらく皆さんが持っていた

イメージは､その情報の流れが極めて効率化して､みんなが同じような情報を持つもの

だったと思います｡私自身もある時期そう思っていたことがありました｡現実にはむしろ

全く逆のことが起きていると思います｡どういうことかというと､重要なのは情報の ｢流

通｣ではなく ｢生産｣の問題だということです｡その情報の ｢生産｣の費用が非常に下

がってきています｡流通と言っても結局､最終的な消費者に行くときのコス トはとても安

くなっている｡その為､需要も大幅に増えている｡生産と需要が大幅に増えることに伴っ

て､情報の流れがよくなるというよりも情報の量が膨大になってきている｡異なる､様々

な､多様な情報が流れ始めていることが 1つの動きだと思います｡

もう1つが､情報化に伴って情報を処理する容易さが大幅に変化し始めたことですOと

りわけ重要なのが､昔の大型のメインフレームとは違った､小型で携帯化した個人のコン

ピューターで情報処理が可能になってきたことですOそこに様々なソフトがくっつくこと

によって､昔であれば会社の本部に問い合わせていたようなことに対して､その場で瞬時

に意思決定を行い､同時に情報も蓄積していくことが可能になりつつあります｡末端で情

報を処理できるという仕組みが段々と広がっており､それに伴って､経済の仕組みやシス

テムあるいは企業の仕組みや組織形態がどんどん変わりつつあるのではないかと思います｡

基本的には 1つが､物をつくって､つくった物を欲しい人に分配していくという ｢物｣

や ｢サ-ビス｣がありますが､それを ｢製品｣と呼んでいます｡それからもう1つは､物

を作ったり分配するときの仕組みとしての ｢組織｣とか ｢システム｣がありますが､その
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2つが結合して､最終的な経済活動というものが生まれてきます｡経済組織によって経済

製品をつくり､分配する事が経済だと思いますが､その両方の面で､つまり製品という

財 ･サービスについても､そういうものを生産 ･分配する組織についても多様化が急激に

進んでおり､組織に関しては分権化も急激に進んでいるのではないかと思います｡

今起きていることは､昔考えられたような ｢情報化｣ではないと思います｡昔考えられ

た ｢情報化｣というのは ｢情報の非対称性｣が減少することであったと思います｡大昔の

例で考えてみます｡今起こっている情報化を ｢第 3次｣の産業革命と言う人がいます｡大

昔に ｢第 1次｣の産業革命があり､蒸気機関が出てきて､ ｢第 2次｣で電力が出てきた｡

｢第 1次｣､場合によっては ｢第 2次｣の産業革命がどういうことを生み出したか､中世

から近代に何が起きたかというと､大昔の経済活動は極めてローカルで､ある地域やせい

ぜい国の範囲でしかなかったわけです｡それが船や鉄道という交通手段や郵便制度が生ま

れ､第 2次になると電話などが出来てくる｡そうすることによって市場の範囲が広がった

わけですo例えば､それまでは､全然交流が行われていないので､日本とヨーロッパの情

報､あるいは日本の国内でも江戸と大坂の情報は全く違います｡当然､価格も物も全く違

う｡ところが､そのような違いを利用して､商品を動かすことによって利益が生まれてく

るわけです｡例えば､大坂では米が豊富にあるが､江戸では不足している｡そうすると大

坂の米を江戸に持ってくることによって利益が生まれる｡つまり情報が ｢非対称｣であり､

そういう違いを同質化させることによって利益が生まれてきたということが､昔起こった

ことでした｡

｢情報化｣もある意味で同じようなことが起きると､最初私も思っていました｡確かに､

一方では情報の違いが同質化され､標準化されてくる部分もあります｡例えば､現在の日

本の金利は､世界中どこにいても直ぐにわかるという意味では標準化されてきている部分

もあるわけです｡他方､今迄であれば全く誰も考えもしなかった情報､つまり ｢おたく情

報｣のような情報の量は増えており､欲しければ世界中､何処でも､いくらでも入手可能

ですが､そういう情報が何処にあるのかを調べるのは非常に難しいし､人間の能力的に､

多量の情報を一度に処理することは非常に難しいので､個々の人間や組織が知っている､

関係している情報は､世界中で生産 ･流通している情報の一部にすぎないoこれが私の考

えている ｢情報化とは何か｣ということです｡

2.製品の多様化とネットワークの外部性-静学的競争

そういう情報化が､経済にどういう影響を与えるかということを考える場合に､静学的

な部分とやや動学的な部分で､あるいは製品の問題と組織の問題で分けたほうがいいだろ

うというのが私の印象です｡

情報化ということが起きると､消費者と供給する企業とのマッチングの間題が第 1に生

じます｡何が起こるかはケース ･バイ ･ケースですが､例えば､企業の側が自分がつくっ

ているものを買ってくれそうな消費者を探すとか､あるいは消費者の側が自分の欲しいも
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のをつくっている企業を探すことを先ずやらなくてはなりません｡それを ｢サーチ活動｣

と言います｡つまり探索活動です｡探索活動をやっていろいろな可能性を調べて､こうい

う製品をこのぐらいの価格で買えるのであればいいかなという形で､ある消費者が企業か

ら物を買うことになります｡

問題は､サーチのコス トです｡例えば､消費者の側がどれくらい簡単に代替的な製品を

探すことができるかというコス トが最近は非常に下がり始めている｡これはまさに情報化

の 1つだろうと思います｡逆に言えば､企業側でも消費者が持っているニーズを探して､

そういう情報を処理していくことが非常に容易にできるようになってきた｡

ということは､2つのことが起きていて､1つは､潜在的な市場サイズが極めて拡大し

てきていることです｡例えば日本の企業は､これまで日本国内でしか販売できなかったか

もしれませんが､現在ではヨーロッパやアジア等世界中へ売れるようになってきている.

潜在的な意味での市場のサイズは非常に拡大し始めたと思います｡

他方では､消費者､企業といってもいろいろあります｡サーチのコス トが下がるという

ことは､今迄より一生懸命サーチをしてもコストは少なくて済むわけです｡企業側として

も､消費者の非常に微妙な違い､最近の言葉では ｢ニッチ市場｣と言いますが､昔なら考

えなかったような消費者の微妙な差異に着冒した新しい製品をつくるといったことが起こ

りつつあるようですO製品が多様化したり､経済学の言葉では ｢差別化する｣といいます

が､例えばセーターなどの衣服では､今迄クオリティの微妙な差みたいなものをあまり考

えなかったところでも､中間的なクオリティを出すとか､少しスポーティな中間的なもの

を出すとか､そういう方向が生まれつつあるのではないかと思います｡今迄であれば､日

本市場だけでなく世界を相手にしている普通の大きな企業が､日本のほとんど全ての市場

をカバーしていました｡しかし潜在的な市場のサイズが拡大した為に､例えば若い人のス

ポーツ着のみに着目した企業や若い女性のブランド志向のみに着目した企業のように,企

業の側が､マーケットを地域ではなく消費者の噂好によって細分化しつつある｡そういう

形のことが起きているのではないかと思われます｡

ス トラテジーも少しずつ変わりつつあるようですoわかり易い例では､高度成長時代の

家電製品は､大体大型の白物しかありませんでした｡洗濯機なら洗濯機で､日立や三菱も

作っている洗濯機は1種類か2種類しかなかった｡今は､洗濯機もあらゆる種類があって､

消費者が違うものを買っていく時代になりつつある｡昔､松下が ｢系列販売店｣という仕

組みを作ったことがあります｡松下が消費者を一度囲い込んでしまうと､消費者は､他の

新しい布団乾燥機等の製品が出てきても､割合忠実に松下のものを買ってくれた｡それが

今までの企業戦略としては割と有効な戦略だったということです｡つまり企業が一度消費

者を取り込んでしまえば､消費者としてはサーチコス トが高いので､ ｢新しいものが出ま

したよ｡｣と松下が言ってやれば､それを買ってくれましたO今はそうではなく､良いも

のを求めていくらでも他を探索に行く｡僅かな違いで､直ぐ他のほうに動いてしまうとい

うような意味で考えると､企業の戦略としても､消費者や取引企業を囲い込むことから､
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財や製品に自分の特色をどのように出すか､いわばブランドイメージをどう確立していく

か､その上で顧客需要にどうマッチさせていくかということが､戦略として有効になりつ

つあるのかもしれません｡ここは､正直言って末だよくわからないところでしょう｡囲い

込みもまだまだ有効かもしれません｡いずれにしても､製品の多様化とか差別化の程度が

拡大して､製品間の競争が激化しているということです｡

経済学では ｢独占力｣という考え方があります｡企業が市場の大きなシェアを握ると自

分で価格を設定できる力が生まれ､価格を高く設定でき､その結果､利潤が増える一一｢独

占利潤｣と言われているものですが､いわば消費者を収奪して利潤を増やすことができる

ということになってきます｡競争が激化してくると､市場の独占が出来なくなり､利潤率

が低下してくるのではないかとも考えられますが､他方マイクロソフト等を見ると､そう

ではないかもしれないということがこれからのお話のテーマです｡

製品の多様化とか差別化を生産面でどのように実現するかということが重要な問題だと

思います｡私が理解している限りでは､製品多様化を実現する生産面として大きく分ける

と2つのやり方があるのではないがと思います｡

1つが､日本の企業が70年代､80年代に極めて得意だったと言われていたやり方で､

いわゆる日本型の ｢リーン生産方式｣と言われている仕組みで､典型的には ｢かんぽん方

式｣などを使うことによって､1つの企業､1つの工場の中で沢山の品種を少量ずつ生産

するやり方です.そのためには1つのラインの中で沢山の品種を一一度につくらなくてはな

らないので､生産のジグをいかに上手く安い費用で速くつくり変えられるかが大切で,従

業員のクオリティが極めて大切になってきます.良い従業員が上手く生産をコントロール

することによって､多品種少量生産を実現できるという仕組みです｡目立とか東芝という

1つの企業が一元的に多品種少量生産をして､生産とか販売組織を多様化するというやり

方です｡

もう1つのやり方は､これもよくわからないところですが､割とこういう方向にアメリ

カ等は動きつつある､動いてきたという過去形で言ったほうがいいのかもしれません｡典

型は IBM型のパソコンではないかと思いますが ｢オ-プン･アーキテクチャー｣という

やり方です｡要するにパソコンの仕様を基本的にオープンにすることによって､さまざま

な部品､例えばハードディスク､CPU､OS､ディスプレイ等をいわば個別につくって

よいとし､モジュール化して､キャプセル化してしまう｡つまりそれぞれの部品､つまり

ある機能の部分が本来非常に複雑であるわけですが､その複雑な部分を1つのパートにし

てしまうということを一方ではして､しかもその上でキャプセル化する｡その部分と他の

部分とのインターフェースを極めて簡易なものにして､しかもそれを標準化する.従って､

インターフェースの部分さえオープン･アーキテクチャ可 こ乗ってやれば､あとはそれを

つなげるだけであると｡細かい部分は全部そのキャプセルの中に入っているというような

仕組みです｡そういう仕組みというものが出てきているのではないかと思います｡

そうすると何が起こるかというと､1つの可能性としてですが､生産の面で ｢アンパン
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ドル｣できます｡例えばディスプレイはディスプレイで､IBM白身でなく､ホシデンな

どのいろいろな電機メーカーがつくるo液晶､ハー ドディスク､ディスクユニット､OS
などもそれぞれの企業がそれぞれのパーツをつくる｡そのそれぞれのパーツについてもい

ろいろな異なるパーツができてくることになりますO例えばハー ドディスクはハー ドディ

スクで何百種類もある｡OSも､本当はドミネイ トしているのは1つか2つですが､基本

的には何十種類かあり得る｡それで､CPUも何十種類もあるというような仕組みになっ

ていて､しかも､それがキャプセル化して､インターフェースが共通していますから､そ

れをどう組み合わせるかというのは､消費者でもかなりできるかもしれません｡プレハブ

方式のアセンブリングするような企業が､実際に販売 ･消費のところに持っていくときに

バンドルすることになって､そのバンドルされたものを製品として消費者に売ることがで

きるかもしれません｡

そうすると､先程のリーン生産方式とは全く違う形で多様化を実現できることになりま

す｡例えば､コンピューターは何次元かの財だと考えてもいいと思います.第-次元がC

pUです､第二次元がOSです､第三次元がこれはハー ドディスクです､第四次元がディ

スプレイですOその際､第-一次元のCPUには､ペンティアム200､233､プロなど

いろいろなものがあるわけです｡第二次元のOSに､ウインドウズ､Linuxなどいろ

いろなものがあり得る｡第三次元も同様です｡それを組み合わせているわけですから､い

ろいろな異なるアセンブルしたものが､単に違うパーツを組み合わせることによって容易

にできていくことになる｡先程のリーン生産方式の多品種少量生産とは違って､一つ一つ

のパーツに関しては一度に非常に大量につくれるわけです｡しかもそれを基本的にアセン

ブルすることによって多様化していますから､大量生産の利益は､むしろこちらのほうで

実現できる可能性があります｡

リーン生産方式というのは､二､三年前にトヨタ系のアイシン精機という会社が火事に

なって大騒ぎになったように､一連のラインの中のどこかに非常に大きなショックが加わ

ると､急にライン全部が動かなくなる可能性があります｡モジュール化しておけば､どこ

かパーツが 1つだめになっても､次の代替的なパーツを山とつくっているわけですから､

そういうものを少し入れかえてやれば前とそんなに違わないものがすぐにできる｡そうい

う意味では､リスクにも強い仕組みではないでしょうか｡

問題は､オープン ･アーキテクチャー型というのは､かなり余裕がないとできない仕組

みでもあります｡いろいろなものを組み合わせるわけですから､1つのパーツをつくった

ときには､それがいろいろな最終的な財になるような形に合うように､あらかじめ仕組ん

でおかなくてはいけない｡あまりにきちんきちんとして､余裕が非常に無いような最終的

な財をつくろうとすると､それはなかなか難しいかもしれないということになります｡

私が一緒に時々話を聞く慶応大学の国領さんや東京大学の新宅さんのお話を聞いている

と､例えばパソコンでいえば､デスクトップはオープン ･アーキテクチャーでいいのです

が､ノー トパソコンやサブ ･ノー トになるとリーン生産方式のように多品種少量生産でな
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いと支障があるようです｡あるいは自動車で言えば､トラックは オープン ･アーキテク

チャー型のほうでいいけれども､乗用車になるとリーン生産方式でないと現状では難しい

という話を聞きます｡時代の方向がリーン生産方式からオープン･アーキテクチャー型へ

ということになっているのか､それともまだまだその製品によって違うのかというのはま

だよくわからないところですが､オ-プン ･アーキテクチャー型は､かなり力を持って市

場の一部分をドミネイトし始めているのは事実だと思います｡

3.生産 ･販売方法の変化と企業形態の変化

情報化が企業戦略や企業間競争にどのような影響を与えているだろうかというのが次の

課題です｡私見ですが､ ｢ファースト･ムーブ ･アドバンテージ｣から ｢セカンド･ムー

ブ ･アドバンテージ｣へという流れが､一部あるのではないかと思います｡

企業の生産のやり方の1つは､先述の多品種少量生産ということになります｡これは日

本が強かったと先程申し上げました｡日本の生産販売方式､あるいは企業システムを考え

ると､日本ではわりと長期関係を重視した労使関係をつくってきました｡つまり終身雇用､

年功序列､内部昇進というように労働者を大事にして一生労働者は企業にいることを前提

として企業をつくるわけです｡企業間取引も同じで､下請や協力会などの親しい企業､内

輪の企業をつくり､そことの取引を中心にし､信頼関係を中心にするというのが日本のや

り方です｡

これは日本だけでなく､多分他の国でも少し違う意味で同じようなことをやっていたの

ではないかというのが私の印象です｡今までの企業のやり方は､基本的にス トックの蓄積

をもとに企業の強さをつくってきたと思います｡他の国でもやっていたのは工場や設備で

す｡昔は工場とか設備は非常に重要であったので､大きな工場や設備というス トックをつ

くることによって､後から参入する企業は､既に前を走っている企業をなかなか追い越す

ことができない｡

日本企業などは､熟練労働者をつくる｡それを囲い込むことによって,後から入ってき

た企業は､労働者をもう一遍 トレーニングしないと､前を走っている企業に追いつけない｡

あるいはその企業間の取引における信頼というようなものをストックとしてつくってしま

う｡そうすると､後から入ってきた企業はつくれない｡それからレピュテーション､これ

はいわば消費者が持っている企業のイメージとかそういうものですが､一度 ｢あの企業は

信頼できる｣というイメージを消費者の間につくってしまうと､新規参入者はなかなかそ

れに勝てないという状況が今までの世界ではあったわけです｡

ストックをつくるには固定費用が必要で､それは基本的に ｢サンク｣されている｡ ｢サ

ンク｣されているというのは､工場設備をつくるための費用を一遍投資してしまうと､も

はやその工場が要らなくなっても､その費用を回収することもできなし､他の用途に転用

することもできない｡工場を建設するためにつかった費用は､その目的のための生産活動

を続けない限りは全く無意味になってしまうというようなものを ｢サンク｣された固定費

- 336-



用と言います｡一遍大規模な工場を､多額の固定費用を使ってつくって､その費用をサン

クしてしまうと､もはやその費用はそれしか使えないわけですから､生産を止めたら意味

がありませんが､生産を続ける限りは､その固定費用をもう一度払う必要はないわけです｡

追加的な費用だけでいくらでもつくれるという意味では､ある種の ｢規模の経済性｣が

生まれてくるわけです｡固定費用部分はサンクされていますから追加的な費用だけで大量

の生産ができます｡しかし新しく入ってくる企業は､その固定費用を新たに支払わざるを

得ないので､参入には膨大な費用がかかります｡

新たにある産業に参入するには､固定費用を新たに払う必要があり,それは膨大な費用

であるので､既存の参入している企業と比べると､新規参入企業は非常に大きなディスア

ドバンテージを持っている｡他方､固定費用がサンクされているので､そこから退出しよ

うとすると､せっかくつくった工場設備が無駄になるという意味で退出費用がかかり､退

出するのは無駄だということになってしまいます.労働者のトレーニングとか取引企業と

の信頼関係の構築とかみんな同じような仕組みを持っているわけです0

先にこういうス トック投資をしてしまった企業と後から入ってくる企業との間に大きな

格差が生まれてくるわけです｡先に入った企業は､もう参入費用は払ってしまったから要

らない｡後から入ろうとすると必ず大きな参入費用が必要になる｡そうすると先に入った

企業のほうが大体強くなります｡

一度ある産業に先に入ってしまうとそのファースト･ムーブ ･アドバンテージをできる

だけ維持したいので､次の産業分野が出来てくるとそこも直ぐに取り込んでいく｡うまく

取り込んでいく限りでは､次の企業はこの産業に全く入れないというような状況が生まれ

てくるわけですね｡そのために､消費者などをできるだけ固い込んで､新しい企業が入ろ

うとしても入れないというような形で､どんどんそのファースト･ムーブ ･アドバンテー

ジを生かしていく､これが望ましい戦略だったのではないかと思います｡

しかし最近はそうではないことが起こりつつあるようです｡その 1つの典型がオープ

ン ･アーキテクチャー型の生産方式ではないかと思います｡生産部分でのアンバンドリン

グが近年起こっていて､パーツを生産して､それを結局アセンブルするだけでいいわけで

す｡しかもその時に､典型的に言うと､デジタル財というのがあるわけです｡例えばマイ

クロソフトが新しいソフトを出すというときの話が一番典型だと思います｡こういう時に

は､今までのアンバンドリングしたケースと違います｡つまり今までのアンバンドリング

したケースは､トヨタが､例えばプラグを下請につくらせ､アンバンドルして､下請がつ

くってきたものだけをトヨタが使うということをやっていたわけですが､それは基本的に

は､ トヨタが開発したコロナならコロナのプラグは､他の部品とフイットしなくてはいけ

ないという意味で､我々の言葉で言うとリレーション･スペシフィック､プロダクト･ス

ペシフィックといいますか､それぞれのパーツが製品に特殊な要素をうまく満たしていな

いと意味がないようなアンバンドリングだったわけです｡

しかし最近はモジュール化､キャプセル化したアンバンドリングなどで､例えばコン
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ピューターのパーツであれば､どこの企業に持っていってもいいという仕組みになってい

る｡その典型がデジタル財です｡例えばマイクロソフトが新しくウインドウズをつくる場

合､それを大量生産したいときには､ウインドウズは電子信号なので､それをCD-RO

Mに焼き付けなさいと言えばいいわけです｡今まで全然関係のなかったような企業でも生

産設備さえあれば､いくらでも容易につくってくれる0万-何か問題が起きたときにも､

知的所有権､知的財産権で処理できる形になっていて､生産量を増やしたければ､今まで

全然知らなかったような企業にアウトソースして､すぐに生産拡大ができる時代が生まれ

つつあります｡ス トックのようなものに､特にサンク費用の大きなものにわざわざ投資を

するまでもなく､アウトソーシングで､今まで全く関係なかった企業と新たな取引をする

ことによって､生産を調整できるということになりつつある｡

そうだとすると､最初からストックへ大きな投資をしてしまうファース ト･ムーバーよ

りも､ファースト･ムーバーが何をしたかということを完全に見た上で入っていくセカン

ド･ムーバーのほうが､リスクを軽減できるという意味でアドバンテージがあるという世

界が生まれつつあるのかもしれない｡少なくとも理論的に考えると､そういう方向は否定

できないのではないかと思います｡

最近の方向というのは､むしろ販売面でバンドリングする､つまり生産はアンバンドル

してしまって､販売のところでバンドルする｡ ｢抱き合わせ販売｣というような言い方を

するケースもありますが､そういう形で競争していくというのが1つのやり方なのかなと

思います｡

4.知的財産権と情報生産のインセンティブー動学的競争

もう一つの問題がそれに伴って出てくるわけですoそれは知的財産権という問題です.

私自身も理論的に考えると､セカンド･ムーブ ･アドバンテージのほうが得になってき

ているふうには思えますが､世上よく言われているこの種類の問題は､実は逆のことが起

きているんですね｡3.で書いたことは､おかしなことではないし､どうも起きているこ

とのようなんだけれども､マイクロソフトとインテルがやっていることは何なのかよくわ

からないというのが私の印象です｡

それは知的財産権の問題ではないかというのが私の印象です｡端的に言ってしまえば､

マイクロソフトが守られている知的財産権は著作権ですが､著作権をあのようなソフトに

使うことが､そもそも間違っていたのではないかというのが私の結論です｡その著作権で

守られていることを極めてうまく企業戦略として使っているのがマイクロソフトであって､

そこをもう少し突かないと､日本という国益から考えても問題だし､それ以上に経済厚生

から考えても問題ではないかと思います｡

知的財産権には､特許権や著作権などがあって､おかしなことをやらざるを得ないわけ

です｡なぜかと言えば､ 1つは､この知的財産権が守ろうとしているものは情報であって､

情報は公共財であるわけです｡みんなが同時に消費できる｡しかも､アイデアを売ってし
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まった段階で､他の人も模倣をすることができる｡公共財が持っている2つの性格の ｢消

費の排除不可能性｣と ｢消費の公共性｣ ･ ｢非競合性｣という2つの性格を典型的に満た

している財になります｡そういう財の場合には､ ｢フリーライド｣というインセンティブ

が生まれてきます｡折角情報をつくっても､つくらなかった人がつくられた情報にフリー

ライ ドできるので､わざわざ自分でコス トを払ってまで情報を生産したくないというイン

センティブが生まれてくる｡これが問題で､それでは困るということで､知的財産権とい

う制度をつくりましょうと｡これが知的財産権制度がつくられた本来的な意味です｡

問題は事前のインセンティブであって､フリーライディングというインセンティブがあ

るために､事前に情報を生産 しようとするインセンティブが過小になる｡これを抑えるた

めに知的財産権をつくって､情報を生産しようというインセンティブが生まれてくるよう

にしましょう､これが 1つです｡

他方で､情報は､生産の事後的に考ると､ある種の財 ･サービスであるわけですね｡

財 ･サービスですから､生産コス トは既に事後的にはサンクされています｡事前のインセ

ンティブの問題は､事後的には解決されているわけです｡

そのつくられた情報をどういう形で使っていくのが経済にとって望ましいかというと､

それは1人の人に独占させておくのは望ましくないわけです｡独占をさせると､当然独占

価格がつきます｡コス トは事後的にはゼロですから､本当を言えば無償でみんなに使って

もらうのが一番いい｡ただ､それを無償で使っていいということになってしまうと､知的

財産権という事前のインセンティブが損なわれるので､仕方がないというので､一応知的

財産権がつくられているということになります｡

そうだとすると､仕方がないのかということですが､仕方がないとは必ずしも言い切れ

ないのではないかと思います｡つまり知的財産権というものをつくったことによって､事

後の独占力が損なわれるわけですけれども､それは2つのやり方で独占の問題を解決でき

る可能性があるのではないかと思います｡

1つは､製品間競争を使って､独占力のチェックをすることです｡本来競争は､どこか

で大きな利潤が生まれてくると,その分け前にあずかりたいので､自分も同じようなもの

をつくろうというインセンティブが生まれてくるという仕組みです｡言いかえると､独占

をわざわざ知的財産権で保護しても､その結果､独占利潤が生まれてくれは､当然そこで

競争によって似たようなものをつくろうというインセンティブが生まれてくるはずだと｡

だから､競争が機能している限りでは､この間題はそれほど大きな問題としては機能しな

いはずだというのが､1つの問題意識です｡逆に言えば､知的財産権をきちんとやる以上

は､規制緩和ともきちんと組み合わせて､競争がきちんと機能するようにするということ

が 1つの問題でしょう｡

もう1つは､知的財産権制度の制度設計をどうするかということです｡知的財産権制度

には特許権と著作権などがあって､特許権はアイデアを保護することになっています｡電

球をつくるとか､最近はプログラミング等もそうかもしれませんが､ある新しいアイデア
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を開発 ･発明をした人は､日本では特許庁に特許権を貫いたいと申請します｡それを特許

庁が審査してその上で特許の内容を公開します｡アイデアを保護することの嚢には､アイ

デアを社会に周知させるということがあるわけです｡特許権で守られているものである限

り､世の中の人はすべて現在どういうアイデアが生まれたのかは最低限わかっていて､但

しそれを実際に使うときには特許権者にお金を払わないと使えませんというのが特許権の

仕組みです｡保護期間をどのぐらいにするかということによって､先程言った事前のイン

センティブと事後の独占力のバランスをある程度解決することもできるはずです｡

これに対して､著作権は少し仕組みが違っていて､文芸作品や音楽などの表現を保護す

ることになっていて､特許権のような申請や審査の仕組みはなく､つくった段階で自動的

に権利が付与されることになっています｡何か著作物を書くとか音楽を作曲するとその段

階で権利が付与されますから基本的には審査もなければ､内容の公開も必要ないことに

なっています｡

著作権とはそういうもので十分だったはずですが､実際にそれが最近はソフトウェア等

に使われていますから､例えばウインドウズ95や 98に､つくられた段階で著作権が与

えられる｡しかしウインドウズ98の中身は､特許権ではないので全然公開されない｡9

8は何ができるのかだけは一応みんなわかりますけれども､98にアドオンするようなソ

フトをだれかがっくりたいと言っても､中身がわからないのでつくれない｡ウインドウズ

98の中身を知っているのはマイクロソフトだけであって､それに関連する新しい財とか､

新しい貢献ができるのはマイクロソフトだけになってしまう｡

もしこれが特許権であれば､98のプログラムの具体的内容は一応公開するということ

になったはずですから､98自体とは無関係に､98の一部を使って新しく98の機能を

上げるようなソフトをだれかが開発すれば､98の特許に抵触しないで売れるかもしれな

い｡それは消費者にとって非常にプラスかもしれませんが､現状ではできないということ

になっています.それはソースコー ドの問題であって､現状では著作権であるがために

ソースコー ドは公開しなくていいことになっているために､著作権を基にしたマイクロソ

フトの独占が可能になっているというのが私の理解です｡

ついでですが､マイクロソフトの話と全く逆の話が､ ｢フリーソフト｣､ ｢オープン

ソース ･ソフトウェア｣と言われているお話で､私はそんなにこの辺の細かいことは専門

ではないのですが､皆さんから聞いているとこういうお話があるということです｡Lin

uxは､典型的にこういう仕組みだと聞いています.オープンソース ･ソフトウェアの場

合には､プログラムの開発自体が､完全に公開の仕組みで行われている｡基本的にはLi

nuxもOSですから､マイクロソフトのウインドウズと似たようなものです｡それを公

開の場で ｢こういうものをつくったけれどもどうでしょう｡｣と公開をするわけです｡そ

れを､関心のある人たちが､ ｢そこをこういうふうにしたはうがいいんじゃないか｡｣と

か､いろいろな形で議論をしていく.そのように､Linuxのように何かソフトウェア

ができてしまうと､そのできたもの自体の権利は開発者にありますが､それを使って別の
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ソフトをつくることは全く構わない｡そもそもの基本にLinuxならLinuxがある

んだということをきちんとアクナレッジしていく仕組みを特許権型でいくのか､それとも

アイデア自体を個人のものとして他の人にはオープンにしないという著作権型にしてしま

うのかで随分違うのではないかとは最近考えております｡

5.ネットワークの外部性と規模の経済性

それで､ファースト･ムーブ ･アドバンテージよりもセカンド･ムーブ ･アドバンテー

ジのほうが有利になるという話と､マイクロソフトのように非常に大きな独占力を持って

いる企業が生まれてきたことと､どのように折り合いをつけられるのだろうかということ

ですが､私の印象は､基本的にはそこで出てくるキーワードの1つが ｢ネットワークの外

部性｣だろうと思います｡

｢独占｣という現象､これは ｢自然独占｣と言ったはうがいいかもしれませんが､財の

性質として規模を大きくすればするほど､何らかの意味である財を2つの企業で分け合っ

て生産をするよりも､1つの企業が生産をしたほうが､いろいろな意味でメリットがある

というようなケースを ｢自然独占｣と呼びます｡自然独占が発生する理由は､大きくわけ

ると2つのケースが考えられます｡1つは生産面に理由があって自然独占が生まれてくる

場合です｡もう1つは需要面に理由があって自然独占が生まれてくる場合です｡

生産面で自然独占が生まれるというのは､ファースト･ムーブ ･アドバンテージが生ま

れてくるというお話です｡非常に大きな参入費用があるために､非常に大きな固定費用が

あって､工場とか設備の規模の経済性が生まれてくる｡大量の財 ･製品で固定費用を割れ

ば､1単位辺りの固定費用の単価が安くなるという種類の自然独占､つまり規模の経済性

があるわけです｡20世紀に言われてきた自然独占の問題のほとんどは､規模の経済性に

基づく自然独占であったと思います｡この部分の重要性はどんどん薄れてきているという

ことが､先程から申し上げていることです｡

もう1つは需要サイドに基づく自然独占です｡これは今でも重要ですし､これからもっ

と重要になるかもしれません｡需要サイ ドに基づく自然独占は､全ての財ではなく､特定

の財にだけ存在するようです｡そこの財を握った人は､メリットを非常に多く享受できる

ようで､そこをどう考えるかということが､これから大きな問題ではないでしょうか｡

需要サイ ドに基づく自然独占というのは何かということですが､よく知られていて一番

重要な例は ｢ネットワークの外部性｣と言われている現象です｡例えば電話やビデオカ

セットの場合ですOしかし､電話は最近状況が変わりつつありますので､一昔前の電話と

お考えください｡ ｢ネットワークの外部性｣とは､その製品を使う人の数が増えれば増え

るほど､その製品の価値が利用者にとって高まるということです｡ビデオカセットの例で

は､昔､ソニーが開発したベータ方式が非常にいいと言われ､一時期非常に強くなりかけ

たわけですが､ビクターが開発したVHSという方式が最終的には勝ったわけです｡それ

は何が起きたかというと､今やそういう状況になっているわけですが､世の中殆どのビデ
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オはVHS方式を使っている｡レンタルビデオ店に行くとVHS方式ばかりでベータ方式

なんてどこも貸してくれない｡ベータ方式のビデオカセットを持っても何のメリットもな

いわけです.世の中がVHS方式になっているんだったら､性能ではベータのほうがいい

と言われてもベータよりもVHSを使ったほうが気楽という世界になってきた.これが

｢ネットワークの外部性｣と言われているものです｡

電話の例を言えば､昔 ｢テレホン改革｣が行われたときに､いろいろな新しい新規の電

信事業者が参入しましたが､DDIなどの会社の他に､TTNetという会社が入りました｡

DDI等は長距離に特化した新規事業者でしたが､TTNetというのは東京電力がスポン

サーになって､東京都内のNTTが持っているような電話線でつないだ電話機を ｢NTT

のかわりにうちの会社の電話をお買いになりませんか｡ ｣という形で売りだした会社です｡

DDIはすごい勢いで伸びたんですが､TTNetは全然伸びなかった｡なぜかというと､基

本的にはネットワークの外部性のせいだと｡つまり日本全国､とりわけ東京の住民という

のは､殆どNTTに加入しているわけです｡NTTの電話からだったらNTTの電話へは

殆どかけられる｡しかしTTNetへはNTTの電話からはかけられないか､さもなければも

のすごく高い値段を払わなくてはいけないプライシングポリシーをNTTがつくりました｡

そうするとTTNetの電話に入るインセンティブがどこで生まれるかというと､TTNetの電話

に入らないとかけられない先､つまりTTNetの加入者がどれだけいるかに依存している｡

他の加入者がいないのであれば､TTNetという小さなネットワークに加入してもメリット

もない｡結局､TTNetがある程度の大きさにならない限りTTNetの価値はなく誰も入らない｡

大きなネットワークのほうが絶対にメリットがあって､小さなネットワークでは絶対勝

てないということであれば､一度大きなネットワークをつくった企業が自然独占を享受で

きる.これが需要に基づいた ｢ネットワークの外部性｣と言われているものです｡

マイクロソフトのウインドウズやインテルのペンティアム等では､そういう種類のネッ

トワークの外部性が生じていると思いますOつまりOSならば世の中でウインドウズが ド

ミネイ トしている､従ってソフトもみんなウインドウズにうまくくっつくような形になっ

ている｡最近はハードもウインドウズ ･プレインス トール型になって､ウインドウズでな

いとなかなか動かない｡ウインドウズを外して他のOSを入れようとすると､大きな負担

が利用者にかかるというような仕組みになってしまっていて､そこで独占力が生まれてき

ていると考えたほうがいいのではないかと思います｡

消費者側からいうと､非常に大きなネットワークの外部性を持っているような製品があ

る場合､そうではない製品を買おうとすると､経済学の言葉で言えば非常に大きな ｢ス

イッチング ･コスト｣がかかるわけです｡そうでない製品を買うインセンティブはなかな

か生まれてこない､つまり競争が阻害されてしまう｡そうだとすると､知的財産権の矛盾

を解決する1つのやり方は製品間競争だったわけですから､この競争が阻害されてしまう

ということになってしまう｡ネットワークの外部性が非常に大きい財については､独占力

自体をチェックする仕組みを考える必要があるかもしれません｡
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そのためには､ある種の公的な政策を考えざるを得ないのかもしれません｡幾つかの可

能性がありますが､政策による可能性の 1つとしては独占禁止法です｡今､アメリカでは

そういうことがマイクロソフトに関して問題になりつつあります｡独占禁止法をとりわけ

ネットワークの外部性や知的財産権に関して見直しをして､きちんと考える必要があるの

かもしれません｡

もう1つは､知的財産権の仕組み自体を考え直す必要があるのかもしれません｡私の周

辺ではわりとそういう方向の動き､考え方が強くなりつつあって､例えばソースコー ドを

公開させるようなことをやらないと､著作権を使ったソフトの保護というのでは無理かも

しれないというような考え方も段々出つつあります｡

電気通信のネットワークの場合､最近はネットワークの外部性もそれほど強くなくなり

ましたということを申し上げたわけですが､それはなぜかといえば､インターコネクショ

ン､相互接続というものを電気通信の世界ではやることになったんですね｡つまりNTT

のネットワークにTTnetもDDIも入れる｡ネットワークというものは､普通少なくとも

電気通信の世界では ｢エッセンシャル ･ファシリティ｣というものであって､電気通信事

業を営むためにはどうしても必要なものがネットワーク回路である｡それをNTTという

私的な企業が独占しているのはおかしいという考え方が強くなってきている｡その結果､

電気通信を営む事業者は､ネットワーク回路を持っているNTTと同等の資格でNTTの

通信回路を利用できてもいいはずだというのが､考え方として最近出てきているわけです｡

アクセス ･チャージを払えば､NTTの電話ネットワーク回路を誰でも使えるというふ

うに変わりつつある｡むしろ､アクセス ･チャージやアクセスの条件などのある種の公平

さを担保するための社会的な仕組みをどうつくるかが問題になってきているということに

なります｡

もう1つの可能性としては､そういう政策をしなくてもいいかもしれません｡それは何

故かというと､こういう仕組みというのは､世代つまりジェネレーションがあって､いく

らマイクロソフトのウインドウズ95や98が強いとは言っても､どこかで大幅に仕組み

を変える必要があり,世代が代わるときがありますOその際にファース ト･ムーブ ･アド

バンテージが､ネットワーク外部性も含めて残るかということはよくわからないoこれは

未知の世界であって､ IBMやアップルとかそういうものを見ていると､ジェネレーショ

ン交代のときには､強い者が結果的に負けたというふうなこともありますから､わざわざ

無理に政策を講じる必要がどこまであるのかはよくわからない面もあると思います｡

そうではありますが､現状で見ている限りでは､もう少し政策的にいろいろなことを考

える必要があるのかなとも思います｡

時間が残り少なくなりました｡所得分配の話で､ ｢情報リッチ｣や ｢情報プア｣とかそ

ういう種類の話もしなくてはいけなかったのかなとも思いますし､電気通信にご関心があ

るのならば､ ｢ユニバーサル ･サービス｣が所得分配の問題でも重要だったでしょう｡そ

れから､最近のこの種の話としては､ ｢周波数オ-クション｣というのが極めて重要で､
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アメリカでは非常に､今や常識としてこれを扱えることになっているんですが､日本では

まだまだ使われていないというところに非常に大きな問題があるみたいです｡こういうこ

ともお話をすべきだったのかもしれません｡ここでお話を終了して､ご質問があれば最後

にお話ししたようなことも含めて､私が知っている限りでお話をさせていただければと思

います｡
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｢社会とのコミュニケーションにおける科学技術への関心喚起と理解増進｣

平成 11年 1月 11日

倉本 昌昭

(科学技術広報財団理事長)

0.はじめに

私が､科学技術の理解増進事業や社会とのコミュニケーションの問題などに足を踏み入

れたのは､つくば万博の時に､政府出展の歴史館と子供広場の仕事をしたことがきっかけ

でした｡それ以来､博覧会と博物館に関心を持ち､特に博物館運営の仕事を現在まで約 1

5年やってまいりました｡

主に､北の丸の科学技術館を足場にしてきましたが､その他､つくばの万博の記念財団

やつくばのエキスポセンター､つくば万博記念財団が事務局の全国科学館連携協議会など

でも幾つか関係の仕事をお手伝いさせていただいております｡

また､日本宇宙少年団というものがありまして､こちらのほうのお手伝いもしておりま

す｡国際ジャンボリーの時などは､少年団の子供達と米国やオース トラリア等いろいろな

所へ一緒に行って､現地の子供達と一緒に科学実験などいろいろな活動をやっています｡

そういう意味で､博物館､科学館､それから子供とのつき合いという仕事を継続的に

行ってきましたo

1.米国における理工離れと原因究明

スプー トニク ･ショック (1957年)以降の米国の科学技術は､宇宙でソ連に追い越

され､トランジスタとか自動車の分野でも日本や ドイツに追い越され､大きなショックを

受けました｡

やはり一番ショックだったのはスプー トニクです｡それで米国では､ ｢スプートニク･

ショック｣という言葉が出てくるのです｡

米国は､ ｢これは一体どうなっているんだ｡｣といろいろな原因究明の調査を行いまし

た｡その結果､米国の初等 ･中等学校教育における理科 ･数学教育のレベルが､大幅に低

下しているということが明らかになってきました｡その低下の理由について､当時の新聞

記事では､理科教育者の理科に対する関心度とレベルの低下が指摘されていました｡

学校教育､つまりフォーマル ･エデュケーションにおける科学技術､数学のレベルアッ

プが検討されましたが､時間もかかるし､そう簡単にはいかないという理由から､イン

フォ-マル ･サイエンス ･エデュケーションが取り上げられてきたわけです0

インフォーマル ･サイエンス ･エデュケーションとは､科学博物館や科学技術館を活用

し､科学技術に関心を持たせ､教室で出来ない実験などを行い､楽しみながら理科や数学

を学習することです｡
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現在では､インフォーマル ･サイエンス ･エデュケーションの対象は､小学校､中学校

だけでなく､日本で言えば生涯教育に近い形で大人まで次第に広がってきました｡そうい

う状況で､科学博物館､理工系の博物館､いわゆるサイエンス ･アンド･テクノロジー ･

センターというミュージアムではない施設がどんどんつくられるようになってきました.

スプー トニク ･ショック以降､物理学者のオッペンハイマー- 原子力で有名なオッペ

ンハイマーの兄弟だったと思いますが- が科学技術館としては非常に古いフランスのパ

レ･デ ･ラ･デクーベル トにヒントを得て､サンフランシスコのエクスプロラトリウムを

万博の跡の施設に展開しました｡

そこで最初に行ったことは､楽しみながら科学技術の基礎理論を納得させようという参

加体験型の展示物の開発でしたO ドクタークラスを数十名集め､そういうものを考えさせ

ました｡展示館内のスペースに工作機械を並べて､展示物を考えて作っていきました｡展

示物が完成したら直ぐに並べて､子供たちの関心の様子を観察し､壊れたらすぐに手直し

をして､展示物を次々と変えていくということをやりました｡

現在では約2,000の展示物を開発 ･展示しています｡エクスプロラトリウムは､それ

らの展示の設計企画を､世界中どこの館でも勝手に利用してもらって結構だということで､

｢クック ･ブックス｣という形で出版しました｡

エクスプロラトリウムの主な仕事としては､そういった装置､機関を使って､子供たち

に呼び掛けるような教育をする学校の先生や科学館などのエデュケーターの研修､訓練を

行うことです｡エクスプロラトリウムの来訪者の85%は大人で､子供はわずか 15%で

す｡大人の85%というのは､そういう研修を受ける先生方であるわけです｡

一方､国として､サイエンス ･エデュケーション､インフォーマル ･エデュケーション

のほうにも協力するという形で､NSF (NationalScienceFoundation)をはじめ､D

OE (DepartmentofEnergy.･元の原子力庁)､NASA (米国航空宇宙局)等が取組ん

でいます｡これらの3つの大きな機関以外に､いろいろな役所､または研究所等もこの趣

旨に沿って協力しています｡

NSFについては､お手元の資料をご参照下さい｡もう既にご承知かと思いますが､

DirectorateforEducationand HumanResources(教育人材局)が主として行っている

わけですoその下には､初等 ･中等､インフォーマル ･エデュケーションを監督する課と

か､アンダー ･ゲラデュエー トのエデュケーションのデビジョンとか､ヒューマン･リ

ソースというような形で､NSFとしても科学技術の教育問題を重要視しております｡

NSFは､非常に力を入れており科学技術館等に対するグラントも出しております｡科

学技術館への直接のグラントもありますし､科学技術館をネットワーク化した形での､例

えばインターネットを使用したネットワーク化などにもいろいろ金を出したりしておりま

すO

そういう形で､科学技術への一層の理解や関心喚起に対して､非常に大きなウエートを

置いております｡
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次に､DOE (DepartmentorEnergy)ですが､昔は原子力庁と言うことで原子力の開

発を主としていたのですが､それがエネルギー省という形になりました｡エネルギー省も､

将来に向けてエネルギーに関するサイエンティスト､エンジニア､テクニシャンの適正な

確保を図るという名目もありますが､一般の人を対象にした教育プログラムの支援にも力

をいれております｡

このDOEも､NASAもそうですが､NSFもいわゆるナショナル ･エデュケーショ

ン･ゴールを目指しています｡ナショナル ･エデュケーション･ゴールというのは､米国

の国家科学技術会議､NSTCの下にあります教育技術委員会が決めているものです｡

ゴールには幾つかの目標がありますけれども､その1つに､ ｢米国の学生は科学､数学の

成績において世界一となること｡ ｣と堂々と書かれております｡それを目指して､現在

やっているということでありますし､今年はまだですが､去年も一昨年も､正月の大統鋲

教書で同じような趣旨のことを述べています｡

米国では､大統領がそういう形でいろいろ発言しますと､すぐ地方の市､地元の役所､

学校､博物館などの行政機関はもとより､コミュニティ､国民､地域が ｢これに呼応して

自分達も動かなくては｡｣と動き出します｡

明治以降､日本は､追いつけ追い越せと官主導型､いわゆるトップダウンで来たわけで

す｡ところが､米国は､自分たちが国をつくっていこうとボトムアップできた国です｡ま

た欧州も､いわゆる革命などで国のあり方の性質が､ボ トムアップになってきています｡

日本は､最近､地方の動きなどが出てきて､どうにかボ トムアップの兆候が見られるよう

になってきたなあという感じがします｡ トップダウンの間は､後進国であって先進国でな

いという感じがします｡そういう意味では､日本はまだ後進国で､ボトムアップのほうへ

これからは行かなければならないという気がしております｡

DOEも､学校教育やインフォーマル ･エデュケーションへのサポー ト､博物館への協

力､教師強化プログラム等に積極的にかかわり､教育に関する支援をやっております｡

NASAも､DOEと同様､ナショナル ･ゴール ･オブ ･エデュケーションを目指して

います｡NASAは､科学､数学､サイエンス ･テクノロジー ･リテラシーの向上という

目標へ向かって､NASAとしての戦略を策定し､エデュケーションをやっています｡

NASA自身も相当予算をかけています｡NASAのほうは､配布資料の7番と8番を

ご参照下さい｡8番は予算の資料であります｡なお､この辺の資料は､私がそういったこ

とを調べていたころの古いものでございますけれども､一応ご参考までにしていただけれ

ば結構です｡

NASAも､エデュケーションの中でいろいろなことをやっています｡レジュメの 5

ページを参照して下さい｡

初等教育､中等教育のためには､SpaceScienceStudentInvolvementProgramという

ものをやって､いろいろな資料などを配布していますが､この資料配布の部数が25万部

というすごい数であります｡
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ShalHeAmateurRadioExperimentとか､SummerHighSchoolApprentishipProgram､

Sharp-Plusなどといった形のものをやったり､高等教育の方法としても､エデュケーショ

ン ･プログラムであるとか､またはGraduateStudentResearchersProgramなどもあり

まして､この辺は､NASAが将来の自分のところでのその研究者 ･技術者の確保という

ものも非常に考えておるわけですoあとNASA/UniversityJointVentureいうこともいろ

いろとやっています｡

また､Educalor向けのプログラムは､先生､教師､また博物館関係にもEducatorがそれ

ぞれおりますので､そういう人たちを対象とした､いろいろなプロジェクトを持っていま

す｡例えばAerospaceEducationServiceProgramとか､NASAのEducationworkshop

forElementarySchoolTeachersとか､またMathemalicsandScienceTeachersという､

生方へのワークショップみたいなものもやっておりますし､またGeneralProgram､つま

り一般の人を対象とした形でのものとして､UrbanCommunityEnrichmentProgramとか

CommunityInvolvementProgramとか､そういったことをやったり､そのほかにご存じの

ス ミソニアンのNalionalAl一andSpaceMuseumであります とか､YoungAstronaut

Program(宇宙少年団)があります｡

また､少し変わったものは､VisionsofExploratlOnというもので､これは米国の ｢U

SAトゥデイ｣という雑誌社と協力して､会員制の定期購読をやって､ ｢USAトゥデ

イ｣や他の雑誌の制作 ･配布などを行い､その支援をNASAが行うというような非常に

幅の広い動きがあります｡

またNASAは､PRに非常に力を入れていまして､特に大きなものとして､ トレー

ラーに展示物を載せて､米国の国内を巡回するという移動展示を行っています｡その移動

展示車は非常に効果的で､年間約8,000万人程の人間を動員しております｡8,000万

というと､米国の人口の約40%ですから､米国は､そういった形で本当に広報とかイン

フォーマル ･エデュケーションに国を挙げて精力を投入しており､だんだんとその効果も

上がりつつあります｡

私もほぼ毎年､米国や欧州の科学館を回っています｡去年は､フィラデルフィア､ワシ

ントン､シカゴなどにある大きな科学館を10箇所ほど回りました｡ ｢よくここまで来た

な｡｣という感じを持ちました｡といいますのは､行くところ行くところ､大体､朝の1

0時の開館時間には､科学館の前にスクールバスがズラッと並んでいます｡スクールバス

は､市が運行していますから､バスがそれだけ並んでいるということは､その市当局と学

校側､あるいは市と学校と科学館が一緒になってやっているわけです｡企業も､もちろん

科学館へのサポートをやっていますO

科学館自身の運営には､国の金はほとんど入っていないのです｡8割は地域の予算です｡

地域が､その地域の金で科学館を運営しています｡もちろんその中には､科学館でやって

いる､いわゆる大型映像からの収入､ミュージアム ･ショップとかレストランなどの形で

の収入ももちろん入っていますが､それらは全体の1割､せいぜい2割ぐらいしかいきま
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せん.そういった形で､各コミュニティ､地域､市､学校､科学館､家庭が一体になって､

いわゆるナショナル ･ゴール ･オブ ･サイエンスにみんなが向かっている､そして最近特

に軌道に乗ってきたなという感じを持って帰ってきました｡

3.アメリカにおける科学館の活用とその運営

インフォーマル ･サイエンス ･エデュケーションとしての科学館の状況がどうであろう

かということについて少し見てもらいます｡

レジュメの6ページをご参照ください｡米国の科学博物館 ･技術館は､19世紀の半ば

からボス トンを中心にミュージアム ･オブ ･サイエンスというものが出てきました.本格

的なものとしてはスミソニアンの自然史博物館で､これが出来たのは､1910年です｡

科学技術館としてはシカゴの科学産業博物館で､これは1933年に出来ました｡それか

らフィラデルフィアのフランクリン ･インスティテュート･サイエンス ･センター､'これ

が 1934年｡そしてピッツバーグのカーネギー科学技術センター､これは1939年で

す｡この辺が､第二次大戦前に出てきたところです｡

その後､第二次大戦以降に､次々とそういう科学館がつくられてきました｡レジュメ6

ページのグラフを参照して下さい.スプートニクショックが 1957年で､エクスプロラ

トリウムができたのが 1967年です｡大体 1960年以降､エクスプロラトリウムの展

示物などを摸した科学館が､地方の都市､大小を問わず､どんどんつくられてきています｡

ASTCは､米国の科学館協会で､これは1973年ころ､いわゆるインフォーマル ･

サイエンス ･エデュケーションが出てきて､そこから全国の科学館の横の連携をとるため

につくられたものです｡米国の科学館は､大体､ASTCに入っています｡

1997年版の名簿で調べてみますと､95年以降の2年間で､科学館は111館増え

ています｡今でもまだ増えているという状況であります｡米国は､地方の小さなところへ

行っても､そういうものが見られるという状況であります｡

米国の科学館の事業活動は､科学館､博物館ですから展示が主です｡展示物については､

博物館は､昔のジオラマ的なものや実物を並べた展示が主です｡

米国や欧州､例えばロンドンのサ エンス ･ミュージアムやミュンヘンの ドイツ ･

ミュージアムにある､歴史的な飛行機､自動車､汽車､印刷機械､紡績機械､農耕機械な

どの展示物は､全部実際に動きます｡あれは非常に感心な点で､メンテナンスをきちんと

やっていて､イベントのある際にはそれらを動かします｡

ところが､日本の場合､博物館の展示物は動かないものが大半です｡博物館をつくると

き､ ｢展示物は動かなくてもいいんだ｡｣ということがどうしても出てきます｡

私は､埼玉県所沢の航空発祥記念館の設立に関与し､その企画の段階からお手伝いをし

て､埼玉県の方々と一緒に米国の航空関係の博物館をずっと回ってきましたO

米国の場合､スミソニアン博物館に昔のライト兄弟の飛行機などが展示されているわけ

ですが､それらは実際に飛べるのです｡
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所沢の航空発祥記念館に何か目玉商品をというので､日本人が最初に乗った日本製飛行

機など､とにかく2機だけつくろうということになりました｡1機は日本でつくりました

が､後の1機は､アメリカ ･シアトルのボーイングのミュージアム ･オブ ･フライトとい

うところに作成依頼しました｡そうしたところ､ ｢この飛行機は､どこで飛ばすんだ｡｣

という質問が､まず来ました｡日本人は､展示品を飛ばすという感覚は全然持っていない

のです｡向こうは､みんな､昔の初期の品物であろうが何であろうが､レプリカというの

は､みんな飛ぶのがもう当たり前になっているわけです｡

印刷機械にしても同様です｡アメリカのミュージアム ･オブ ･アメリカン ･ヒストリー

あたりに並んでいる､印刷機などの古いものは､全部動くわけです｡毎年､子供達が､博

物館の中で展示してある印刷機を使って印刷をするというようなプログラムもあります｡

最近は､ディズニーランド､ユニバーサル ･スタジオなどのテーマ ･パークが､どんど

ん出来てきて､若者の関心は､そちらへ移行しています｡いわゆるミュージアムには､だ

んだん人が来なくなってきている｡それではいけないということで､来館者が楽しく遊べ

る参加型 ･体験型の展示が､急速に伸びてきたわけです｡今では､ロンドンのサイエン

ス ･ミュージアム､ミュンヘンのドイツ ･ミュージアム､アメリカのシカゴの博物館など

の伝統あるところが､参加 ･体験型の展示の導入を始めております｡科学技術で遊ぶ､楽

しむというような形の展示が現れてきております｡

科学館の 1つの仕事として､移動展示があります｡それは､科学館が､パーマネント展

示としてつくった展示を更新する際､それを移動パッケージとして,移動展示にしていこ

うということですO現在､ASTCでは､30以上の移動展示のパッケージを持っていま

す｡地方の科学館が､ASTCにコンタクトして､ ｢このパッケージをいつからいつまで

借りたい｡｣と言えば､アレンジができます｡それについては､それぞれカタログができ

ていまして､この展示品の貸し出し料金まで全部書いてあるのです｡

今､そういう形での移動展示が､盛んになっています｡移動展示は多くのものが 1つの

テーマのものです｡最近では､エイズとか､環境問題などいろいろなテーマの展示をコン

パクトにして､大きなものでもトレーラーに1台とか､バンで3台といった形で移動でき

る展示物となっていますOパーマネント展示ですと､その博物館に行かなければ見られな

い｡そうすると､そこに来る人だけに限定されてしまうわけです｡ところが､移動展示の

ほうは､全国のいろいろなところへ行くことによって､1つの展示物が､1つの館だけで

なく､幾つもの館で一般の人に見せられる｡そういう意味からすると､投資効果からして

も､むしろ非常にいいということがあって､移動展示が､今､盛んになりつつあります｡

日本でも現在､北の丸の科学技術館､つくばのエキスポセンター､大阪の科学技術セン

ターなどで､国や市のお金を使って移動展示がつくられて､今動き出しつつあります｡

それから､米国の科学館には､ ｢IMAX｣､ ｢OMNIMAX｣といった大型映像の

シアターをつくるようになっています.理由は､これが良い収入源になるからです｡日本

では､こういうのを作っても､なかなか人が入ってくれませんが､米国では､映画館もそ
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うですが､映像というと､本当に人がよく入ります｡また､新しいフイルムも次々と出て

きます｡日本の場合には､その映像自身のロイヤルティが､非常に高いのです｡1本借り

てくると､年間のロイヤルティが何千万円のオーダーですから､なかなかペイしないとい

うこともあります｡

ミュ-ジアム ･ショップについては､日本でも最近､上野の国立博物館とか科学博物館

など､国の博物館でもなかなか立派なミュージアム ･ショップがみられるようになってき

ましたが､米国に比べるとやはり見劣りがします｡米国や欧州の科学館へ行くと､そこへ

行かなければなかなかないようなオリジナル ･グッズが随分出ています｡科学関係の本を

はじめ､ビデオもあります｡いわゆる大型映像でやっているものがビデオになっています｡

最近では､CD-ROMもどんどん出ています｡CD-ROMも､最近は､3Dものが売

り出されるようになっています｡その他,科学実験キットだとか､そういういろいろなも

のがたくさん売られて､いつもミュージアム ･ショップには､一杯人が入っているという

状況です｡

そういった活動の他に､いろいろなことを各館がやっています｡配布資料をご参照下さ

い｡資料9番が､科学のサマースクールです｡10番は､サイエンス ･キャンプ､11番

は､アウトリーチです｡特に有名なのは､OMSI (オレゴンの科学産業館)とか､オハ

イオ州にありますCOSI (オハイオ科学産業館)です｡そういったところが､非常にこ

ういったものを活発にやっています｡

サイエンス ･クラスというのは､いろいろなテーマを決めて､年に3日間とか5日間､

週末を除いて月曜日から金曜日まで実施するというコースがほとんどです｡週末は家族と

一緒にということです｡あまり年齢がバラエティに富むと扱いにくくなるので､4歳児か

ら小学校 1年､小学校2年から小学校3年､4年から5年というように年齢を区切ります｡

年齢とテーマとで区切って何十という数のクラスをやっています｡

サイエンス ･キャンプは､OMSIの場合､オレゴン州の中に博物館､科学館自身が施

設を6カ所ぐらい持っています｡また､持っていないところは､それぞれキャンピング ･

エリアみたいなものがあります｡小中学生向けも､非常に細かく年齢を分けていますし､

家族向け､地方の山や海を回っていくような土曜日の家族アドベンチャー､成人向けプロ

グラムというのもあります｡成人向けも､21歳以上というようなものがあったり､60

歳以上というのもあります｡宇宙の関係についてのワークショップを小中学生の先生を対

象にしてやったり､ほんとうに全部数えると､100件近くあるというような感じでやっ

ています｡

それからアウトリーチは､今､非常に盛んになっています.アウトリーチとは､館外活

動､いわゆる出前実験､出前科学館です｡そういう形で､実験道具を積んで､学校などを

回って､そこで実験をやるといった内容のことをやったりしています｡また､学校で先生

向けのワ-クショップなどもやっていますOある地点へ行って､その周辺からそういう先

生方を集めて行う､教師の研修コースというのもあります.教師の研修コースにも段階が
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あって､いわゆるアンダー ･グラデュエー トといった形での先生のコースなどもやってい

ます｡

オーバー ･ナイターというのがあります｡非常におもしろいんですけれども､これは夕

方､先生と子供たちが､科学館に5時ごろ集まるんですOそれも､いわゆるパジャマは

持ってきちゃいかん､シュラフだけを持ってこいということで､それは科学館の中で食事

をし､ワークショップを夜やって､その科学館の中で､シュラフでごろ寝をするわけです

ね｡そしてあくる朝起きて､まずそれを片づけて､また午前にワークショップを2つぐら

いやって､午前で帰るとか､こういうのをオーバー ･ナイターと称して盛んにやられてい

ます｡

そして､こういったものは全部有料です｡みんなが､それぞれに応じた形で負担をして

います｡もちろん全額負担というわけではなく､補助はいろいろなところから出ていると

思います｡その他､いわゆるいろいろな出版物もやっています｡

それから､先ほどからお話ししてきました､いわゆる米国の科学技術館協会､ASTC

というのがあります｡これは先程も少し述べましたが､1973年にできました｡今､ワ

シントンDCに事務所を持っています｡昨年の11月にもここに寄って､所長といろいろ

話をしたりして､資料も購入してきました｡

このASTCは､いろんなことをもちろんやっているわけです｡新しい科学館をつくる

ときのコンサルタントもやっていますし､移動展示のお世話もやっているという形です｡

ここは､米国だけでなく､世界各国の科学館も､いわゆるアソシエート･メンバーに入れ

るということで､現在40カ国以上の約500機関がこれに参加しています｡日本からは､

北の丸､名古屋､つくば､千葉博物館が参加しており､上野の科学館が､参加予定である

そうです｡

ASTCは､毎年秋に大きな年次大会をやります｡多いときには2,000人くらいが参

加します｡そこでは､さまざまな発表とコミュニケーション､展示業者の展示会などが非

常に盛んに行われています｡

それから､ディレクトリーを2年毎に出しますOこれは､館の組織､主な人の名前､電

話番号､ファクス番号､インターネットのアドレス等が載っています｡館の統計やさまざ

まなサプライも出しています｡なかなか活発な運営をやっています｡

米国では､インターネットは､ASTCが世話をし､NSFのグラントをもらって､今

は､大分広がってきましたけれども､最初は､エクスプロラトリウムをはじめフランクリ

ン ･インスティテュー トとか､シカゴとか､主な8館をまずテスト的に組みまして､イン

ターネットによって､お互いに話ができるというような形でのネットワークを組んでやる

ようなことをやったりしています｡

また､このASTC自身の1つの非常に大きな動きは､ロビー活動ですOここが米国の

大政治家などへ活発にロビー活動を行って､その科学館やインフォーマル ･サイエンス ･

エデュケーションに対してのサポートを働きかける､そういうことを盛んにやっています｡
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そういうことで､米国は今､インフォーマル ･サイエンス ･エデュケーションが軌道に

乗ってきたなという感じです｡

4.欧州その他における動き

一方､欧州ですが､ご案内のように欧州の博物館は､米国よりも古い歴史があります｡

一番古いのは､1792年にフランスのパリにできたミュゼ ･デザール ･エ ･メティ工と

いう工芸技術博物館ですO現在は､改修してオープンしたかしないかなんですが､グラ

ン ･ゼコールの1つであるエコール ･ナショナル ･シュペリユール ･デザール ･エ ･メ

ティ工という学校の附属博物館になっています｡

それに次いで古いのは､1857年に作られたイギリス ･ロンドンの科学博物館です｡

それからドイツのミュンヘンのドイチェ ･ミュージアムが1925年です｡

フランスのパリにあるパレ･デ ･ラ･デクーベル トは､博物館というよりは､実験とか

そういうようなものをやるような形の科学技術館です｡パレ･デ ･ラ･デクーベル トが､

科学技術の基礎理論の展開という形で､オッペンハイマーがエクスプロラトリウムをつ

くった源泉であるわけです｡これは､現在も非常に活発に動いています｡最近､フランス

へ行ったら､ラ･ヴィレット､ラ ･ヴィレットと皆が行きますが､私は､実際に行ってみ

て､ヴィレットよりもパレ ･デ ･ラ･デクーベル トのほうが参考になっておもしろかった

と思っています｡なぜかと言うと､あそこの実験ショーがすごいからです｡若い職員が､

中学生や高校生に､非常に上手く実験をやらせたりしています｡それで館長に､ ｢どうし

て､ああいう若い人がうまくできるのか｡｣と質問したところ､ ｢実は､専門学校を出て

きた人間を採用して､プレゼンテーション､エンターテイメントの特別教育をやった｡｣

という答えでした｡いろいろな形で､エンターテイナーといいますか､エデュケーターの

養成に本腰を入れたということでした｡

これは､米国も全く同じです｡米国では先ほど言いましたように､スクールバスが

ワ-ツと博物館を囲むように来ます｡日本の博物館では､例えば北の丸の科学技術館でも

バスがたくさん来ますが､入り口で先生が生徒に集合時間だけ周知し､後は生徒の自由行

動にさせます｡そうすると､生徒が､一度にたくさん来た時は､ワ-ツとまるで運動場で

遊んでいるような混雑になり､もう何をやっているのかわからない｡ところが､米Egはそ

うではなく､博物館のエンターテイナー､エデュケーターなどが上手にアレンジして､生

徒が勝手に遊ぶというよりは､そこで実験をして見せたり､楽しませるというか､むしろ

だんだん彼らを自分たちのほうに引きずり込んでいく､そういう形で運営しています｡

日本も､これからそういうエデュケーターやエンターテイナーの養成を検討しなければ

いけないのではないでしょうかoところが､エデュケーターの養成に関しては､日本の科

学館の大半は､県立や市立であり､運営上非常に難しい問題があります｡だから､その辺

を今後どういう具合にしていくがということが､日本としては大きな問題だと思います｡

欧州の古い博物館は､21世紀への新しい表替について､みんなそれぞれ計画を持って､
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どんどんといろいろなことをやりつつあります｡米国におけるASTCのように､欧州で

も､ECSITE (欧州科学 ･産業 ･技術展示協同機構)というものが 1990年に組織

されました｡ECSITEというのは､展示品を主とした集まりです｡欧州の科学館の連

携の高度化を図り､移動展示を海外で行うというようなことをやっております｡いわゆる

サイエンス ･サーカスは彼らのアイデアです｡

1996年6月に､フィンランドのヘルシンキ近郊のユーレカという科学技術館で､第

1回の世界科学館会議をやりました｡日本からも数名出席しております｡これは米国のA

STCと､欧州のECSITEの共催でした｡それを機会にして､やはりアジアでも何か､

ASTCやECSITEに対抗するものをつくらなければという空気が出て､アジアにも

組織が一応出来ました｡その事務局は､オーストラリアにあります｡

第 2回の世界科学館会議は､1999年 1月にインドのカルカッタで行われます｡これ

にも日本から何人か､上野の科学博物館とか北の丸から出席する予定です｡

5.我が国における理工離れ問題と対策

次に日本の理工離れ問題など日本についてですが､この辺は皆さん､十分ご承知のこと

だろうと思います｡

日本の問題で､科学技術基本法の基本計画が出来る前に､自治体が､科学技術に対する

理解増進というところで､科学館などを増強しなければということが出てまいりました｡

科学技術政策研究所でも､ ｢科学技術､社会およびコミュニケーションに関する調査研

究会｣という委員会をつくり､調査を行いました｡それが契機となって､科学技術会議の

18号答申から20号答申､それと連携して､いろいろのことをやっています｡

日本科学技術振興財団でも､科学の祭典とかサイエンス ･キャンプとか科学技術コンテ

ストなどを展開しつつあります｡特に科学の祭典は､今では､開催箇所が20箇所以上に

なりましたが､国のお金でやっているのは半分もありません｡地方の商工会議所などが､

自分たちでお金を出してやろうという動きが出てきております｡日本科学技術振興財団も､

科学実験の先生の紹介などで協力しております｡

そのほかに､モーターボートの資金でも､モーターボートの競走場の近くの中小都市な

どで比較的小規模な科学の祭典などをやっています｡

6.科学技術への関心喚起と理解増進への社会とのコミュニケーション

我が国も､本当にこれから本格的に推進していかなければいけないと言いながら､考え

れば考えるほど大変なことです｡果たしてそのような展開がきちんとできるのか､予算が

とれるかなどが心配です｡しかし､何とかしてやっていかなければ､既に米国に約30年,

欧州にも15年ぐらい遅れているものですから､もう少し本腰を入れて､何とか政治家の

方などを啓蒙して､予算をお出しいただけないかという感じでございます｡

本当にどうもありがとうございました｡
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｢体外受精の開いた道 :生殖医療の未来を考える｣ 平成 11年2月 1日

金城 清子

(津田塾大学国際関係学科教授)

1.はじめに

私はいろいろなことをやってまいりました｡大学の助手コースでは国際法を専攻し､そ

の後､弁護士になりましたが､日本の法律は女性に冷たいのではと感じました｡

当時､アメリカでは女性解放運動が非常に盛んで､法律もそのような視点から見ていこ

うと､アメリカで法律の勉強をしてまいりました｡

帰国後, ｢法女性学｣を提唱しました｡女性法学を10年程研究していく中で､女性の

問題に大きな影響を及ぼすのではないかと気になったのが生殖技術でした｡

当時の日本では､生殖技術に対して否定的な意見が非常に多かったものの､私は ｢全部

反科学｣という考え方には反対でした｡

科学技術は皆で使っていくべきものである｡同時に非常に危険でもあるので､科学技術

がどういう方向に向かっているのかを十分に知って､それに対して必要なものには歯止め

をかけていかなければいけない｡

そのように思い､生殖技術について勉強することにしました｡そこで､メルボルンのメ

ルボルン大学で研究するためオーストラリアに行きました｡

メルボルンはビクトリア州の首都であり､ビクトリア州は当時､生殖医療や生殖技術で

世界トップであったと思います｡アメリカへの生殖技術輸出の是非が議論になった一方で､

この技術に対してどうやって法的規制をかけていくのかも議論になりました｡

ビクトリア州は､1986年に生殖医療手続法をつくるわけですが､これは世界で最初

に生殖医療について法的規制をしたものです｡

生殖技術の問題が､毎日のように話題に出てくるところで 1年間勉強して日本へ帰って

きました｡日本においても生殖技術問題について考えていかなければいけないと思い､本

を出版しようとしました｡しかし､どこの出版社も ｢何だかわからないようなことは相手

にできない｣という雰囲気でした｡しかも一緒に議論をする研究者もほとんどおらず､大

変孤独でしたが､ 『生殖革命と人権』という本を出版しました｡その後､もう少し詳しい

ことを書こうと思い 『時の法令』という雑誌に連載を始めました｡そうしたところ､例え

ばインターネットで精子を募集するといったような話が次々に出てまいりまして､話題に

追いかけられながら連載を続けたというような状況でした｡

私は､現在の動きを ｢生殖革命｣と考えています｡体外受精が､人間を今迄とは全く異

なった世界に連れていこうとしているのではないかと思うからです｡何故かといえば､生

命誕生の最初の所は､人間が長い間手を加えられなかったわけです｡女性の体の奥深く､

人為的操作が不可能な所で､生命の誕生は始まりますが､体外受精はそういう生命の誕生

ー 355-



を試験管の中に移したわけです｡卵を女性の体から取り出し､精子と一緒にして､受精が

女性の体の外で始まる｡今までは神の領域だった生命の誕生が､人為的な管理の対象にな

るということで､人間の領域に変化してきたと言えるのではと思いますO

体外受精が行われるようになると､人間は､卵や精子､受精卵等に対してさまざまな操

作をしたいと思うようになるわけです｡受精が女性の体内で行われ､人為的操作など不可

能であれば､誰もそのための技術を磨こうなどと思わないわけですが､それが試験管の中

で行われ､人為的操作が可能ということになれば､受精卵､精子､卵を操作する技術はど

んどん発達してまいります｡例えば､精子の数が極端に少ないとか､精子に全然運動能力

がない場合､受精させるために精子を小さなガラス管の中に入れて卵の中に強制的に入れ

てやろうということを考え出すわけです｡そのような顕微受精等の技術が開発されるよう

になります｡そういう技術が大きく影響してクローン動物の誕生につながってくるわけで

す｡卵の中の核を取り出して､そこに他の生体から取り出した核を入れるような技術はか

なりリファインされなければいけないわけですが､現在では､産婦人科医の日常的な技術

になってきているわけです｡つまり､産婦人科医が､顕微受精のために顕微鏡の下でそう

いう操作を繰り返しやっていますから､大変上手になってきた｡人間を対象として開発さ

れ､リファインされてきた技術がクローン動物の誕生に大きくつながっていったのです｡

かつて医療の世界では､人間に対してさまざまな技術を適用していく際､まず動物実験

を行い､ ｢動物で可能だから人間でも可能だろう｣と適用の矢印は一方的でした｡

しかし､体外受精は､動物にとってあまり意味のある技術ではありませんが､人間に

とって不妊治療として意味がある技術です｡

人間の不妊治療として発展してきた体外受精という技術が､今度は動物に使われクロー

ン羊が誕生したoクローン羊が誕生したわけですから,今度は同じように人間にも可能で

あるということになり､クローン人間の誕生が､そろそろ可能ではないかということに

なってくるわけです｡

最近は､受精卵診断が問題になっています｡医療の世界では､有効な治療方法もないよ

うな重い障害を持つ子供が産まれてくる場合があります｡そういう子供は､たとえ生まれ

ても苦しい思いをして死んでしまうだけで幸せにはなれない､遺伝病の予防ということで

生まれないようにしようということを医学の世界ではやってきました｡

最初は胎児診断です｡妊娠後 8週間ぐらい経過したところで､子供に遺伝的な欠陥がな

いか､重い遺伝病を持っていないかを調べます｡非常に重い遺伝病を持っていることが判

明した場合には､人工妊娠中絶をするということをやってきました｡

ところが､人工妊娠中絶については ｢これはもう仕方がない｣という人もいますが､

｢絶対にやってはならないことである｣という人もいるわけです｡そういう場合に､人工

妊娠中絶を避けるにはどうしたらいいかと言えば､女性の体に着床する前の受精卵の段階

で､その受精卵が遺伝的な問題を持っていないかを調べればいいわけです｡

遺伝的に問題のある卵であれば､それを排除して､健康な卵だけを女性の体に移せば､
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中絶という問題のあることをせずに遺伝病を予防できるわけです｡

ただし､その受精卵診断になりますと､必ず体外受精をやらなくてはいけないわけです｡

体外受精は､お金もかかりますし成功率も低いです｡

受精卵診断をして人工妊娠中絶を避けるか､胎児診断をして人工妊娠中絶で問題を解決

するかの2つの選択があるわけです｡私は､日本のように宗教的な考え方がそれほど強く

ないところでは､胎児診断､中絶ということであまり問題ないのではないかと思います｡

受精卵診断については､障害者団体の反対もあり､大議論の結果､ゴーサインが出まし

た｡受精卵診断にどういう意味があるかと言えば､生殖細胞の遺伝子改変に不可欠な技術

になると思います｡もちろん生殖細胞の遺伝子改変は､目下のところ技術的に大変難しく､

到底不可能だと思われます｡特に安全性を考えると非常に困難です｡ですから､生殖細胞

について遺伝子改変は行わないということになっています｡

1996年､ヨーロッパ理事会が ｢生物医学における人権の保護に関する条約｣をつく

りました｡そこで ｢5年間のモラトリアム｣という言葉が出てきますが､ここ数年の間に

そういう技術が可能になるということでは決してありません｡しかし遺伝子についての研

究､技術が進んでくれば､将来の問題として､必ずこの生殖細胞の遺伝子改変ということ

がやってくるわけです｡遺伝子をいじるということを考えると､私は体細胞でも本当に難

しいと思います｡

今､遺伝子治療の実験がアメリカで始まり､日本でも行われています｡1994年頃､

アメリカでは､その間題について評価を行っています｡その殆どが ｢あまり効果がなかっ

た｣とされているようです｡ ｢遺伝子治療についてはもう少しきちんと問題を議論した上

で実施すべきである｣というものが出てきているわけです｡私は､将来の遺伝子治療は､

体細胞ではなく生殖細胞をいじる方向にいくのではないかと思います0

受精卵診断は､遺伝子治療が可能になった時にはとても役に立つ技術です｡受精卵診断

が､鳴り物入りで行われるようになりましたが､これだけの問題ではなく､将来を射程距

離に置きながらの技術のリファインではないかと思います｡医師はそんなことを絶対言わ

ないわけですが､いろいろな動きを見ていると､そういうところがあるのではないかとい

うのが私の感覚です｡

いずれにせよ､日本では､医療の世界で生殖医療を巡って技術がどんどん進んでいく｡

クローン人間もいつ誕生するかわからないのです｡アメリカでは､既にクローン人間を誕

生させるための研究は行われていると言われています｡ある日突然､新聞のヘッドライン

に ｢クローン人間誕生｣と出るのではないかというくらい科学技術の発展の現状は速いの

です｡

それでは､クローン人間が実際に誕生したら､それは人間社会に対してどういう影響を

及ぼし､社会的にどんな問題を大きく発生させるのでしょうか｡人間のあり方は変わって

いっていいのでしょうか｡

クローンというと､有性生殖ではなくなるわけです｡人間の種としての人のあり方､晴
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乳類としての人のあり方等の問題について議論を詰めていかなければならないのです｡

クローン人間が技術的に可能かどうかは分かりませんが､クローン人間が生まれてから

驚いて議論をするのではなく､むしろ生まれる前に､今からよく考えていこうということ

が非常に大切ではないかと思います｡

ところが､日本人はこういう議論はあまり好きではないようです｡私が生殖医療の本を

出したいということで､出版社にお話に行きました｡そこでいろいろお話をすると出版社

の方は ｢ぞっとする｣と言うわけです｡ ｢そんな話はしないで欲しい｡僕の生きているう

ちにそういうことが起こらないんだったら､考えたくもない｣とおっしゃるわけです｡考

えたくもないという気持ちは､分からなくもありません｡しかし､考えないでおいてどう

こうなるわけではないのです｡科学者や技術者は､技術開発をやめるわけではありません

から､やはり考えていかなければいけないでしょう｡

誰がそういう問題提起をするかということが問題になります｡西欧では､キリスト教の

宗教関係者がこういう問題について社会的にアピールを行い､議論を始めます｡次に科学

者や技術者もそれに対応していかなければいけないと議論に加わります｡そして両方とも

両極端の議論をしても仕方がないと､国が議論の仲介に入り､一般の人達にも理解できる

ように情報公開をしていきます｡そして両方の意見を兼ね備えて中道ということになるの

かもしれませんが､国としてはどうしていこうかということを決めようと国が委員会をつ

くるわけです｡

例えば､オース トラリアでも､生殖医療の社会的､倫理的､法的影響に関する倫理委員

会のようなものをつくります｡イギリスでも同様に ｢ウオーノック委員会｣という委員会

がつくられます｡そういう委員会が中心になって､宗教関係者と科学技術者両方､それか

ら法律学者､倫理学者､ソーシャルワーカー､一般の人たち等を入れて議論を始めるわけ

です｡そういう委員会が中心になってシンポジウムを開いたり､一般の人たちの意見を公

募したりして一般の世論を啓発していく｡そして議論をして一定の方向を出し､その方向

に従って法律を決めるというようなことになります｡

今､外国では､法律に対してどういう期待をされているかというと､いろいろな人が議

論していかなければ､生殖医療についての将来の方向は決められないから､その議論をす

るときのルールづくりを法律にして欲しいという期待があるように思います｡

では､日本でどこでそういうことをするかといえば､科学技術政策研究所ではないかな

と思うんですね｡日本では､例えばクローン研究､体外受精､遺伝子治療についてもそう

ですが､学問研究は文部省､医療は厚生省､そして科学技術は科学技術庁の3つがそれぞ

れ委員会をつくって議論を行うわけです｡そんな無駄なことはないのではないかと思いま

す｡そして医療であっても､同時に科学技術､学問研究という意味も持っているわけです

から､やはりどこか 1つの委員会が中心になって､他の委員会へ十分目配りをしながら方

向を決めていくことが､大切ではないかと思います｡

2.法的規制と学問 ･研究の自由
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法的規制と学問研究の自由についてどう考るかということですが､これは学問研究の自

由か､民主的コントロールかということではないかと思います｡

こういう問題は､国によっていろいろ違いますが､アメリカとヨーロッパ諸国が大きく

異なっていると思います｡日本は､法的規制ということであれば､アメリカの方へ入るわ

けです｡レジメ2ページをご参照下さいo ｢世界各国における体外受精規制の状況｣とい

う表が出ております｡しかし､日本は､ ｢日本産科婦人科学会の会告による｣ということ

ですから､私的な団体のガイドラインしかないということです｡アメリカも同様です｡し

かしビクトリア州 (オーストラリア)､イギリス､フランス､ドイツ､スウェーデンには

全部法律があります｡そういう意味では､日本 ･アメリカとヨーロッパ ･オース トラリア

グル-プに大別されると言えるのではないでしょうか｡

学問の自由は､大変重要な原則だと思います｡しかしヨーロッパの国々では､いくら学

問の自由といっても､人間のあり方そのものを変えてしまうような場合､宗教的にも神の

摂理に反するような場合､また環境保全の点で問題があるような場合には､学問の自由に

ストップをかけなければならないという意見が強かったのです｡

ドイツは生殖医療について一番厳しい規制をしています｡ナチスに対する反省からとい

うのが大部分の意見です｡たしかにそれもあると思います｡しかしこの法律がつくられた

当時のドイツは､キリスト教民主党が政権を握っていました｡そういう意味では宗教的な

人達によってつくられた法律だと言えます｡野党は縁の党でした｡この党は､科学技術に

できるだけストップをかけていくような環境保全の党です｡そういう人たちも､やはり学

問の自由に対してス トップをかける｡ドイツの場合は､ナチスに対する反省ということだ

けではなく､与党の考え方と野党の考え方がある程度一致して大変厳しい規制をしたので

はないかと思います｡

環境保全団体や宗教団体が問題提起をする｡そうすると科学技術者のほうも突っ走るわ

けにはいかず､議論をしなければならなくなる｡そこで､国が委員会を設けてそこで議論

する｡そして委員会が出した結論に従って､法律を制定していったというのがヨーロッパ､

オーストラリアなどの行き方です｡

それに対して､アメリカは宗教団体も非常に強く､また中絶を巡っては国論を二分し､

この生殖医療については十分な議論ができなかったといえます｡こういう問題が起こって

きて ｢ではどうしようか｣ということになったわけです｡

当時アメリカでは保守的な考え方を持っていたレーガンが政治を握っていました｡生命

尊重派の人達の力が非常に強いわけです｡そうすると､ ｢こういうものは一切やめさせる

べきだ｡こういうものに対して研究費を出してはいけない｣という議論をいたします｡

レーガン大統領は､生殖技術の研究に対する国の研究費をストップするという決定を下

しました｡しかし､議論をして研究に対して法律的に規制をかけていこうということにつ

いては､すぐに結論が出ませんでした｡

これが日本であれば生殖技術の研究は進まなかったかもしれません｡しかしアメリカの
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場合には､国が研究費を出さないと言った時に､生殖技術が将来大変なお金になると見込

んだ私的な研究機関や製薬会社などから､どんどん研究費が出たわけです｡国の規制が全

く無い中で､研究はどんどん進み､技術が発展していくことになったと思います｡国レベ

ルでは議論ができないということになって､アメリカではやりたいことは何でもできると

いうような状況になってしまったわけです｡

次にオース トラリアですが､前述のとおり､私はオーストラリアのビクトリア州へ留学

し､当時の状況をかなり詳しく見ていましたので､そのことについて話します｡

オーストラリアのビクトリア州では1986年に不妊医療特別法を制定しました｡これ

は世界で一番早かったのですo技術がまだそれほど発展していないときにこういう法律が

できた｡ですから技術の発展に対応できないということで､後でオーストラリアはとても

苦労し､何回も法律改定をするといったことがありました｡いずれにしろかなり厳しい規

制を不妊医療手続法で行いました｡人間のクローンの作成､人工子宮の研究そのものを禁

止しました｡受精卵研究については､常設検討諮問委員会を置いてすべてその委員会の許

可制にしたわけです｡これは学問研究の自由から考えるとひどいことをするなと思いまし
I

た｡しかし最近では､どこの国でも生物学の研究については､実験をする前に少なくとも

その研究機関の倫理委員会を通すようなことになっています｡オーストラリアの場合には､

単に病院等の研究機関の倫理委員会だけではなく､さらに常置検討諮問委員会の許可を受

けるということになります｡

私の留学当時､既にこの検討諮問委員会は活動を始めていました｡ ｢興味があれば､委

員会に出てみるか｡ ｣と言われて､出させていただいたことがあります｡

委員の人たちはリラックスして検討に臨んでおりましたが､申請に来る人たちは､大学

などでこれから行う受精卵の研究の許可を受けに来ているわけですから､かなり緊張して

説明をしていたように思います｡

この申請では､研究をするのに受精卵を何個使用するのか､その供給はどういう人から

供給をしてもらうのか､どのような方法でどのようなことを調べるために行うのかという

ことを非常に詳しく説明するわけですOその過程で､例えばクローンにつながるような研

究であるということになれば､すぐチェックがかかるわけです｡

私は､この受精卵研究は､ある意味で生殖医療の将来を占うものだと思います｡この受

精卵研究で行わない限りは ｢気がついたらこんな技術も可能になりました｡｣ということ

はあり得ないわけです｡実験の段階で ｢これはやはり倫理的に問題がある､クローン誕生

につながるではないか｡ ｣ということになれば､そこでやめさせてしまうことになるわけ

ですからO受精卵研究を許可制にするというのは､研究の方向を民主的なコントロールの

もとに置くという重要な意味を持つものではないかと思います｡

ただ､当時の議論を読んでみますと､受精卵研究を許可制にした理由は､生殖技術の行

方を占うからであるということだけではないのです｡それも理由の一つだと思いますが､

もう一つの理由は､キリス ト教では､受精と同時に人間の生命が始まるので､受精卵を人
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間と同じく尊重し､法的保護の対象にしなければならないというものです｡

キリス ト教の人たちは ｢受精卵の研究などとんでもないことで人体実験と同じであ

る｡｣､ ｢人体実験の場合には被験者から同意を得ているけれども､受精卵の研究は､受

精卵から同意を受けるわけにいかない｡いわば同意を得ない人体実験だ､絶対やってはい

けない｡｣と研究に反対するわけです｡

それに対して研究者は､ ｢そんなことは言えない｡｣と主張し､両方で議論となります｡

研究者は ｢そういうわけにもいかないから､14日間は研究してもいいでしょう｡｣｡

しかし宗教者は ｢その内容についても人体実験と同じようなものである｡ ｣｡

研究者の側も譲歩をしまして､ ｢では､検討諮問委員会の許可制にしましょう｡キリス

ト教的な考え方ではまだ問題があるかもしれないが､民主的なコントロールのもとに置い

て研究をするので､科学技術の発展のため､これを認めてもらいたい｡｣｡

両方妥協の上でそのような議論があったのではないかと思います｡そのことが､生殖医

療の将来をチェックし､民主的なコントロールのもとに置いていく際に､大変大きな意味

を持っているのではないかと思います｡

この規制に違反すれば処罰の対象になります｡人クローンの研究をしたことが明らかに

なれば､その研究者は4年以下の懲役刑です｡また無許可の受精卵研究も処罰の対象で4

年以下の懲役刑です｡

ですから､議論の過程では,医師や研究者が強く反対したわけです｡ ｢なぜ許可を得ず

に研究したら､一般の刑事犯と同じような形で刑務所に入れられなければいけないのか｡

そのような問題ではなかろう｡｣と､研究者が抗議して委員を辞任することが何回もあり

ました｡

しかし医者や研究者も誰かを代表に出さなくてはいけないわけです｡それでまた人を出

して､話し合いを進めていき､ついに ｢許可を得ずに研究した場合には処罰の対象にす

る｡｣というような結論になり､それが法律になっていくわけです｡

例えば､オーストラリアで研究の中心になっていたアラン ･トランソンという方は､彼

がいるからビクトリア州の研究も医療も世界の最前線にあるというような人でした｡その

人が ｢オース トラリアにいても仕方ないから､自由に研究ができるようにアメリカに移住

する｡｣と何回も言うわけです｡ ｢自分だけではなく､大挙して有名な研究者がみんな外

国に行ってしまうよ｡ビクトリア州の生殖技術は世界一なので､世界中から治療を受けに

来るであろう｡これは外貨獲得にも貢献しているんだ｡しかし自分たち研究者がみんな大

挙して外国に行ってしまったら､もうビクトリア州などだれも来ないよ｡ ｣そういう言い

方をしておどかすわけです｡ところが､そうであるにもかかわらず､やはり法的な規制は

厳しいものが行われるわけです｡そして彼は今でもビクトリアで研究をしているというよ

うなことなんですね｡

オース トラリア､イギリス､ ドイツでもそうだと思いますが､初め研究者は､こういう

法的規制に対して､ものすごい反感を示すのですが､宗教界や環境運動団体は､逆に法的
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規制を支持します｡オーストラリアの場合にはフェミニズムも一役買ったと思います｡生

殖技術に対してオース トラリアのフェミニス ト達は反対だったんですねoですから宗教団

体と一緒になってフェミニストたちも反対しているというような時もありました｡

そういう中で､生殖技術が医療として国民に受け入れられていくために何が必要かとい

えば法律です｡医療は､法律のバックアップを受けて､きちっとした医療として確立する

でしょう｡研究の方向等について､世論のコントロールのもとに置いていこうということ

で､一見､研究の自由､学問の自由等に対する規制みたいに見えるかもしれませんが､長

い目でみれば､医療にとっても､医学の研究にとってもプラスだというような議論が行わ

れ､研究者もそういうことを認め､そして法律が制定されるということになったのです｡

イギリスも同様でした｡宗教団体が非常に強いですから､下手をすれば､生殖医療は全

部だめだという方向に行きかねないわけです｡そういう中で､医療として生殖技術をやっ

ていくためには､ある程度の法的規制をきちっとかけていくのはやむを得ない｡そういう

中で､医学界も賛成をして､イギリスでも法律が制定されたと言われているわけです｡

さらにクローン研究についてはどうなるだろう､遺伝子改変研究をどう考えていったら

いいだろうかということになってくるわけです｡日本では､クローン人間を誕生させる研

究については禁止しようということで､科学技術会議生命倫理委員会で一致したというこ

とです｡しかし､それをどういう形で禁止していくか ガイ ドラインか､それとも法

律かということについては､まだ結論が出ていないということです｡

ガイ ドラインになると､本当に強制力を持てるのかということが心配です｡少し話は飛

びますが､私的な団体のガイ ドラインでも強い強制力を持つ場合もあります｡例えば弁護

士会ですO弁護士会は強制加入です｡弁護士は､弁護士業務を行っていくためには弁護士

会の会員でなければいけません｡弁護士会を除名されてしまうと､弁護士業務ができなく

なり､弁護士として死刑を宣告されたようなものです｡国のガイ ドラインならもっと強い

と思いますが､強制加入ということになりますと､ガイドライン方式でもかなり強制力を

発揮できるわけです｡ですから日本を追放されてどこかへ行ってしまえばいいという考え

方の人でもない限りは､ガイドラインに違反したことはやらないと思います｡

ところが､生殖医療では､これを行うのは､医師会や産科婦人科学会になるわけです｡

そうすると､弁護士と医師は､この間題について全く違ったアプローチをしています｡弁

護士会は強制加入ですが､医師会は任意加入です｡医師は､医師会や産科婦人科学会を除

名されても､医師としての医療を行うことについては､何も支障はないということになる

わけです｡

長野県の医師が､卵の提供を受けて非配偶者間の体外受精をやり､それを公表しました｡

これは公表しないだけで､長野県の医師がやる前にも何人かの医師はやっているんですよ

ね｡私は､厚生省の委員会のときに､医師会の人に対して ｢医師会や産科婦人科学会のガ

イ ドラインを守らない人は大勢いるじゃないですか｡それについて､医師会はどうするん

ですか｡｣と､いつも聞くわけです｡そうすると､医師会は､ ｢あれはマスコミにはわ
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かっているけれども､マスコミに対して誰かということを聞いても､取材源の秘密だとい

うことで教えてもらえない｡我々医師会､産科婦人科学会としては､誰がその会告に違反

しているのかわからないから､何もしょうがない｡｣というお答えがいつも帰ってくるの

です｡それに対して､長野県のお医者さんは､それを自分で公表なさいました｡長野県の

お医者さんとしては､ ｢会告をもう一度みんなで検討しようではありませんか｡｣という

問題提起をなさったわけです｡しかし医師会や産科婦人科学会はかたくなに除名という処

分を下しました｡しかし除名をしたからといって､このお医者さんは医療ができないかと

いうと､決してそうではない｡ああいう除名をしたから､かえって宣伝になったと言う方

もいるぐらいです｡

こういうことを考えますと､クローン研究について､本当に強制力のある仕方で規制す

るためには､今の医師会のあり方から考えると､医師会のガイドラインでは大変難しいの

ではないかという気がします｡国のガイ ドラインで､それに違反したら医師免許を取り上

げるようなことであれば､ある意味ではいいと思います｡しかし､クローン研究は､医師

ばかりではなく､普通の研究者が行うことも考えられますから､ガイ ドラインで規制する

のはかなり難しいのではないかというのが､法律家としての私の考えです｡

最近は､イギリスなどではクローン研究についてもっと細かく議論しているようです｡

生殖クローンと治療クローンに分けて考えている｡人間のクローンを誕生させるのは､生

殖クローンの問題であるわけです｡ですから､生殖クローンを禁止することでいいけれど､

治療クローンということでES細胞などができる｡これはクローン研究の1つですけれど

も､クローン人間の誕生にはつながらないようなものです｡こういうES細胞の研究を進

めていけば､パーキンソン病の治療などにもいろいろと役に立つでしょう｡今まではク

ローン研究を十把--からげで全都禁止と考えてきたけれども､これからは使い分けて､そ

して生殖クローンについては今までどおり禁止しよう､しかし治療クローンについては､

ある程度治療に限定させて認めていったらいいだろうという議論も出ているようです｡私

も考える余地があるのではないかと思います｡ここでは生殖クロ-ンに限定をしてお話を

したいと思います｡

やはり､一方では個人の自由があります｡生殖の自由､権利は厳然として存在します｡

例えば無精子症の人のようにクローンという形でしか子孫を残せない不妊の人たちがいる

と思います｡そういう人にとっては､自分と遺伝的関係のある子供を産む唯一の技術がク

ローンになるのではないかと思いますO

しかし､私は､子供というのは､遺伝的な関係がなくても子供だと思います｡AIDと

いうことで､第三者から精子の提供を受ければ子供を持てるわけですから､そういう形で

生殖の自由､権利は保障されていると思います｡

しかし､それでは遺伝的な関係がないから困るという方が一方ではいるでしょう｡そう

いうことで生殖の自由､権利が一方であると思います｡

ただ､この生殖の自由､権利は決して絶対的なものではありません｡何か合理的な理由
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があれば､そういう人権であっても抑制してもよいということになります｡そういうとき

に法律家が使う言葉は ｢公共の福祉｣です｡公共の福祉に反しない限り､人権というのは

最大限の尊重を受けなければいけないと日本国憲法も規定しています｡私は､日本の最高

裁判例のように､公共の福祉をそれほど広く考えようとは思わないのです｡例えば､人権

と人権が衝突をするときに､どちらの人権を尊重するか｡2つとも尊重したらもうどうし

ようもないようなときに､調整の原理として公共の福祉を使います｡それから､日本の社

会が到底存続しないような､主として人間のあり方を変えてしまうような､そういう極限

的な理由があるような場合には､公共の福祉という言葉を使って人権を抑制することは法

律論として当然認められるわけです｡

では､公共の福祉と言えるようなものがあるかということです｡ 1つは､人は有性生殖

です｡クローンというと無性生殖になって人のあり方を根本的に変えてしまう｡これを公

共の福祉だというのも1つの議論として成り立つと思います｡

ただ､実際に無性生殖で生まれてくる子供の数は､とても少ないと思います｡何故かと

言えば､体外受精を使って､しかも核移植をしてということですから､非常に技術的に難

しく､費用もものすごくかかる｡それまでして子供を産むのだろうか｡普通､男性と女性

が愛し合えば､子供は生まれるわけです｡多くの人たちは､愛し合って子供をつくること

に大きな意義を見出しているわけです｡

ですから､不妊治療で極限にある人がクローンを使い､無性生殖で子供が生まれたとし

ても､有性生殖が人としての種のあり方の基本であることに対する大きな撹乱作用にはな

らないと思います｡クロ-ンを使った生殖はごく少数の人が例外的に行うということだと

思います｡

一方､人権の調整原理を考えますと､非常に重要な人権をここで考えなければいけない

と思いますOそれはクローン技術を使って生まれてくる子供の人権です｡人間はだれでも､

本当にその人しかない､遺伝的にユニークな存在として生まれてくるわけです｡これは自

然の摂理で､父親から半分､母親から半分ずつ遺伝的な特性をもらい､それをごちゃまぜ

にして生まれる｡生まれてくる子供は､みんな遺伝的には世界の中でたった1人という形

で生まれてくる｡ところが､クローン人間になると､既に存在する人間のコピーというこ

とで生まれくるわけです｡そういう意味では､遺伝的にユニークな存在として生まれてく

ることは子供にとってかけがえのない権利､人権と言えるのではないかと思います｡人間

は､世界でたった1人しかいない存在として生まれてくるからこそ､自分の人生を大切に

して､さまざまな試みや努力をしながら､その一生を送っていくということになるのです｡

ところが､既に存在する人のコピーとして生まれてくると､その人にとっては､自分の人

生が､だれかの人生の後追いでしかなくなってしまいます｡

よく環境と遺伝の両方が､その人に対して大きな影響を及ぼすと言われます｡確かにそ

うだと思いますが､遺伝的の影響は大変大きい｡それが決まってしまった形で生まれてく

ることは､子供の立場から考えると､その人生に大きな障害になるのではないかと思いま
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す｡

こういうことを申しますと､例えば ｢時間差のある一卵性双生児と同じではないか｣と

いう意見がでます｡それに対して私は､ここが違うと思います｡一卵性双生児も生まれた

ときには､同じ人がたまたま出てきたけれども､それぞれ生まれた時にはユニークな存在

として生まれてきているわけです｡ですから､それぞれが自分の人生を独自に切り開いて

いくことができる｡既にある人のコピーということになったのでは､一卵性双生児と同じ

ように論じるわけにはいかないのではないかと私は思っているわけです｡自分の人生はも

う決められてしまっているというのでは､非常にかわいそうだと思います｡

それから､親がクローン人間をつくる理由として､不妊の治療もあるかと思いますが､

子供に理想的な教育を行いたいという願望もあると思います｡つまり自分と同じ人間が生

まれて､自分のときには育てられ方がうまくなかったからその子に対して理想的な教育を

施して理想的な人間に育てたいと､大きな期待をするわけです｡これは､普通の子供でも

同様です｡遺伝的には自分の自由にならないように子供が生まれてきて､しかし ｢頑張り

なさい｡｣と子供の教育には熱心になるわけです｡まして自分と同じ遺伝子的特徴を持っ

ているということで､大変期待をかけ､教育する｡教育､教育と追い立てられて育てられ

ることは､その子供にとって大変な不幸だと思います｡そうすると､子供の人権と親の生

殖の自由､権利の2つの人権が敵酷するのでないかと思います｡

そうすると､調整の原理としての公共の福祉ということで､クロ-ン人間を産むことを

明確に否定していいのではないか｡日本の社会では､そういう人権は認めないというふう

に考えていこうということでいいのではないかと考えています｡これについてはいろいろ

な考え方があると思いますので､議論をして､その上で最終的に詰めていくことでよいの

ではないかと思います｡

3.生殖の商業化､ビジネス化

生殖の商業化､ビジネス化を巡っては､イギリスとアメリカで対照的な方向をとってい

ると思いますoレジメをご参照くださいO各国でいろいろ生殖医療について規制をしてい

ます｡大変厳しく規制しているイギリスと法的規制をしておらずやれることは何をやって

もいいアメリカ｡使える技術が同じなので生殖医療の内容も同じではないかとお考えにな

る方もいるのではないかと思います｡

ところが､こういう結果になっていますが､こうなる過程ではアメリカとイギリスは全

く異なっていました｡イギリスは､ウオーノック委員会を置いて報告書を出しますO

ウォーノック委員会が報告書を出すと同時期に､アメリカの代理母仲介業者がイギリスに

来て､イギリス人が代理母になって子供を産んだという事件が発生しました｡イギリスの

世論が､それに対してものすごい反感を示すわけです｡ですから､生殖医療について､ま

ずできたのは代理母取り決め法という法律です｡これは､代理母を禁止するため､特に代

理母の仲介業務を禁止する法律です｡イギリスでは､日本のように代理母の仲介機関が
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堂々と活動しているなどということはありません｡

代理母については､商業的代理母､非商業的代理母共に､やってはいけないということ

で最初は出発しました｡しかし実際には､代理母は行われるわけです｡代理母で生まれた

子供は､代理母を依頼したほうがお母さんだということにするために養子縁組をしなけれ

ばいけないのです｡代理母で生まれた子供のケースがどんどん裁判所に上がってきますO

このような場合､子供は既に生まれており､代理母もその子供を､依頼した夫婦に渡すこ

とに何の異議もないと言っているわけです｡そういう時に､裁判所が､法律で禁止してい

るからといってこれを認めないのでは､子供が大変不幸になってしまいます｡代理母は育

てるつもりはないわけです｡依頼した夫婦は､育てたいけれども､法律上父母にはなれな

い｡それではその子供の地位が非常に不安定です｡そうなると､裁判所としては､子供の

人権を考えると､法律で禁止しているといっても､養子縁組を認めざるを得ないのではな

いかということになってきます｡

最初は､商業的代理母は禁止だったのですが､やがては代理母に対して幾らかお金を

払っているような場合についても､代理母をしたことのお礼ではなく､代理母として妊娠､

出産をしている間の仕事ができなかった､大変つらい思いをした､そういうことに対する

補償であるという理屈をつけて認めるようになってきました｡

また､医師が代理母に介入することを禁止していましたが､これも認めるようになって

きました｡最終的には､イギリスは､技術的に可能なものはやってよろしいということに

なりました｡ただし､代理母､精子､卵などの仲介業者について､商業化は一切いけない

ということで厳しく取り締まるといっているわけです｡

生殖医療は､あくまでも医療であり国の保険で費用は賄うということで､イギリスの場

合は商業化についてきちっと歯止めをかけている｡しかし､使える技術については､アメ

リカと同じように大変自由に認めているということになると思います｡

一方､アメリカはイギリスとは違います｡使える技術については何でも使えると同時に､

お金の対象になるものは､何もかもお金の対象にしていきましょういうことで､アメリカ

では生殖医療なのか生殖ビジネスなのか全くわからない｡生殖医療を提供するようなクリ

ニックが､マクドナル ドと同じように全国にチェーン店を持ってお金もうけのために医療

をやっているような状況になっているわけです｡

そのようにアメリカとイギリスは異なるわけですが､医療ということから考えると､そ

ういう商業化､ビジネス化は望ましくないと思うわけです｡しかし､そういう生殖のビジ

ネス化は､さまざまなものが金銭の取引の対象になる現在では､阻止するといっても限界

があると言う方もいらっしゃいます｡

私は､商業化､ビジネス化の利点は全くないわけではないと思います｡例えば利用者の

選択の自由が確保されるということはあると思いますO例えば日本では､インターネット

生殖ビジネスと言われているもので､精子の仲介業が行われています｡どうしてそんな仲

介業者が出てきたかといいますと､日本産科婦人科学会が行っているやり方に対して､満
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足できないような人たちがいるわけです｡

1つは､人工授精で精子の選択が許されない｡例えば､血液型については病院で合わせ

てくれますが､父親に似た人の中から提供してほしいとか､知能指数の高い人から提供し

てほしいとか､そういうことは一切受け付けませんOしかし中にはそういう生殖医療を優

生学的に使いたい､人工授精を優生学的に使いたいという方がいるでしょう｡精子の選択

は日本では認められておりませんけれども､そういうことをしたいという人もいるわけで

す｡ですから､インターネットでは､優秀な精子を仲介しますということで､優生学的な

利用をしたい人たちへのサービス業として行われているんです｡それはやはり､優生学的

な医療は好ましくないだろうということで､現在やっております産科婦人科学会のガイド

ラインに対する挑戦ですOしかし,この挑戦にゴーサインを出していいのかどうかという

のは､これは大変議論のあるところではないかと思います｡血液型については､やはり子

供があまり疑惑を持たないのはうがいいだろうということですから､親に合わせる｡しか

し､それ以外については､もうそれはお医者さんのほうで､一々限定をしないで順序に

従ってやっていけばいいのではと思います｡

もう1つは､シングル女性への実施です｡日本では､法律婚の夫婦に対してしか精子の

提供は認められません｡ところが事実婚の夫婦とか､シングル女性､レズビアン女性のよ

うに精子の提供を受けて男性とは関わりなしに子供を産みたいという人たちが出てきてい

ます｡

これについては､どこの国でも大きな議論になっています｡結婚しているのか否かに

よって異なって扱うのは差別だというのが､多くの国の議論になっています｡結婚してい

るかしていないかで異なって扱うのは許されない差別だという考え方がどこでも強いわけ

です｡審議会などでいろいろ議論しますと､ ｢シングル女性に対して実施をしないのは差

別だ｡シングル女性に対してもやるべきだと｣という方向に報告では出てくるわけです｡

ところが､法律ということになると､生まれてくる子供の人生を考えれば､女性だけで

子供を産むことは許されないという議論が出てきて､シングル女性に対する人工授精を認

めないという法律になっているところが非常に多いのです｡いろいろと議論のあるところ

ですが､私は､シングル女性であろうが､レズビアンであろうが､生殖の自由､権利とい

う大変重要な人権なので認めていくべきだと思いますO

その次に出てくるのは､子供の人権です｡子供というのは､両親がそろった家庭に生ま

れてくることが人権なんだとなるわけです｡確かに､日本ではできるだけ両親がそろった

ほうが望ましいというのが､一般的に考えられていたことです｡例えば日本では､非嫡出

子に対する差別が今でもあります｡事実婚や独身女性から子供が産まれるのをできるだけ

防止しようということで非嫡出子に対しての差別は多くの国であったわけです｡しかし､

このような差別は､子供の人権という考え方から､どこの国でも無くなってきており､先

進工業国と言われるところでこれを残しているのは､日本だけです｡国連の人権委員会か

ら毎年のように ｢日本はあの条項を早く改定しなさい｣と言われています｡そういうこと
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を考えますと､子供の人権という点で､嫡子であるかとか､両親が結婚しているかとか､

それから独身女性であるかどうか､そういうことで子供を産んでいい産んではいけないと

いう法的規制を設けるのはいけないという方向に向かっているわけです｡

子供のほうでも両親揃って生まれたほうが､母親だけで生まれた子供より幸せだと言え

るのでしょうかQ最近どこの国の報告書を見ても ｢形式的に両親が揃っているから子供は

幸せだとは言えない｡実態に即してみれば､問題は親が真撃に子供にかかわっていくかと

いうことである｡｣という議論が行われています｡

そういうことから考えると､私は､シングル女性の生殖の自由､権利は子供の人権と敵

酷しないのではないか､従って認めていっていいのではないかと思います｡法的規制にな

ると,カナダやオース トラリアの幾つかの州がシングル女性に対して提供精子なり人工授

精を認めている程度で､殆ど禁止しているのが実態です｡そういうことを考えると､議論

をやっていたはうがいいのかなといえるわけです｡

もう1つは､提供者の確保です｡これは臓器との比較とを考えてみればわかるわけです｡

例えば精子､卵､代理母は､有償にならないと､なかなか提供してくれる人がいないとい

うことです｡

例えば精子ですが､日本では提供精子と言っていますが､提供する人にお金を払ってい

るというのが現実です｡ただし､かつては高かったと思いますが､最近は1回2万円ぐら

いで大したお金ではなくなってきています｡

それから､卵､これは日本ではございませんが､アメリカでは2千 ドルです｡精子の提

供の場合､提供者に危険もないしそれほど大変なことではないです｡ところが卵の提供に

なると､排卵誘発剤を注射されて､そして外科的に卵を外に吸い出すということですから､

提供者のリスクはかなり高いわけです｡不愉快なことも多い｡

代理母は､アメリカでは 1万 ドルです｡9カ月妊娠し出産する｡私は日本では､やり手

はいないのではないかと思います｡ところがアメリカでは白人も黒人も何人もいる｡アメ

リカは､非常に貧困の女性が多いということではないかと思います｡さらにアメリカの場

合には､私にとって子供を産むのは簡単だから､産めない人のために産んであげようとい

う協力という形での代理母で産む人も多いということなんですね｡

ですから､提供者の確保ということになりますと､私は､精子は無料でもいいと思いま

すが､卵や代理母では､無料では提供者がいなくなるのではないかと思います｡

しかし私は､いろいろ考える中で､無料でもいいのではないかと思います｡卵の提供を

する､また代理母で9カ月も妊娠､出産してあげる､これをやってもいいという人が出た

ときには､これを医療への女性の協力として認めていってもいいと思います｡もしそうい

うことになれば､卵の提供や代理母をしてもいいというのは､すごく仲のいい友達とか兄

弟姉妹ということになりますから､非商業的なものだけを認めると言えば､現実にこれを

やっていいといっても､実際に行われるのは非常に少ない｡そこが医療としてやっていく

ためには必要ではないかと思っています｡
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臓器でも同様です｡臓器については､売買を許さないというのが全世界の傾向です｡イ

ンドでは､臓器の売買は行われていますが､法律上は禁止されています｡お金があるから

そういう医療を受けられる､一一万お金のない人は､そういう医療の恩恵を受けられないば

かりか､インドなどのように腎臓が2つあれば1つを提供するというような形で売ってい

かなくてはいけない人が出る｡医療としてこういうことをやっていくのであれば､歯どめ

をかけていかなければいけないと思います｡

生殖医療の場合､臓器との比較を考えると､提供者の確保ができるというけれども､そ

れは無限ということではなく､そういう提供してくれる人は少ないかもしれないけれども､

少なくとも有料化をするべきではない､ビジネス化をするべきではない､これが医療とし

て実施していくためには大変重要なのだと考えています｡

それから日本の場合､特に生殖医療の商業化､ビジネス化を考えますと､お医者様に声

を大にして叫べないところではないかと思います｡何故かといえば､生殖医療を受ける時､

病院によって報酬が非常に違うからです｡大学病院だと安いのですが､成功率が高いとい

われているような私的な病院では高いお金を取っているところもあるようです｡

この背景にあるのは何かと言えば､医療保険の適用がないということです｡生殖医療に

ついては､かなり実績もありますし､成功率もかなりのところまできていますから､私は､

回数制等の制限を付けて医療保険を適用すべきであると思います｡そして､お医者さん自

身が医療をビジネス化している状況を変えていく必要があるのではないかと思っています｡

4.さい ごに

法によって生殖医療発展の方向を規制できるのでしょうか｡オーストラリア､イギリス､

ヴィクトリア州のように受精卵の研究をすべて許可制にするというようなことをしていけ

ば､法律によって､開発の方向を規制できるのではないかと思います｡しかし､それを進

めていくためには､法律家もよく勉強して法律等に関わっていかなくてはいけないと思い

ます｡

私は､生殖医療についてはかなり勉強しました｡現在､遺伝子の勉強をしていますが､

生殖医療は素人が勉強してもかなり理解できるのに対し､遺伝子は難しいというのが実感

です｡そういう意味では､科学技術がどんどん発展していき､一介の法律家がなかなかそ

れに追いついていけない｡難しいと思いますが､そういう技術についてもある程度知った

上で､法律家が法律的な立場から発言をし､研究していくことが大変重要ではないかと思

います｡

科学技術については､いろいろな立場から考えていくことができると思います｡一方で

は科学技術が急速に発展し､社会の発展の速度に対し科学技術の発展の速度があまりにも

速い｡それに対してどうするかを社会が判断できない｡さらに社会に混乱が起こる｡だか

ら､この速度に何とか歯どめをかけていこうというのが 1つあると思います｡生殖医療問

題についても､科学技術の発展は全て善とは言えない時代になった｡
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科学技術に対して重要なのは､法律的な問題も考えていかなくてはいけないということ

です｡最終的には､法的な規制も必要ということも､一方で言えると思いますO同時に､

科学技術が､将来の日本の経済発展の1つの力になるところもあると思います｡それに対

して､またどういうふうに考えて法的規制をどう考えていくかというのも問題を考えてい

く中で考慮に入れなければいけないと考えております｡

私は､大変正直にこの間題を吟味しているアメリカ人の本に出会い､驚きました｡以下

のようなことが書かれていました｡ ｢遺伝子改変技術は､2050年ぐらいには可能にな

るであろう｡そうすると､遺伝子操作によって､知能が高い､芸術的感覚が優れている､

背が高い､ガンにならない等の優れた体質を持った子供を産む技術が開発されてくるであ

ろう｡しかし､そういう技術を使って子供を産む場合には､大変高いお金がかかる｡そう

すると､遺伝子改変技術を使って子供を産んでいくジーンリッチ階級とそういうことがで

きないから今までどおり自然の生殖で子供を産んでいくナチュラル階級の2つの階級が出

てくる｡その両者が､種が違うほど､代々を経るごとに違った人になってくる｡同じ人間

であっても､ジーンリッチ階級とナチュラル階級とは全く異なるような百がやってくるに

違いない｡｣ (リー ･M ･シルヴァ-著､東江他訳 『複製されるヒト』期泳社､1998

午)というのです｡

アメリカは技術的にもそういうことで発展している｡一方ヨーロッパでは､多分､宗教

や社会的な圧力があって､技術の開発にストップをかけています｡アメリカだけがそうい

う技術を提供する｡そうなったら､自由に行き来できる時代ですから､アメリカ人だけが､

アメリカ国内でジーンリッチ階級の子供を産むわけではないと思います｡優秀な子供を欲

しい人が､自分の国ではできないからと世界中からアメリカにやってきて､子供を産むの

ではないか｡アメリカは､こういう技術を発展させていくことによって貿易収支を大幅に

改善する｡そして世界的に大変豊かな国になって､大勢のジーンリッチ階級に属する人た

ちを増やし､知能的にも非常に高くて､国際社会の中でも発言力を多く持つ､そういう社

会がくるだろうなということを書いている人がいたわけです｡アメリカは生殖医療の技術

だとか遺伝子医療をまさに世界戦略に位置づけているのではないか｡コンピューター技術

は､まさに今､アメリカにとって世界戦略の道具になっていますよね｡それと同じような

ことが生殖技術でも起こるのかなと､大変恐ろしく感じているわけです｡

そういう意味で､国際条約をつくり､アメリカに対して縛りをかけていくことが非常に

重要になります｡ところが､アメリカは､国際法の専門家としていつも思いますが､こう

いう条約に対しては､自分の国益を最優先させる国なのです｡日本のように ｢仕方がないO

国際社会で文明国と言われるためにこの条約を批准しよう､加入しよう｣などど言わない

国です｡例えば人権条約等は､殆ど加入も批准もしておりません｡私が関心を持っており

ます女子差別撤廃条約も､アメリカは加入さえしていません｡そういう意味で､アメリカ

は国際条約についても自分の国益を真っ先に考える国です｡そういうアメリカに対して､

国際協定をつくって､生殖医療､遺伝子治療等について決まりをつくったとしても､アメ
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リカを説得するのことは大変難しいだろうなというのが感想です｡

いろいろなことをお話しいたしましたが､体外受精は､21世紀に向けてどういう結果

になるのかわかりませんが､人間に今までとは違った生殖の方法を提供する生殖革命への

道を開きました｡これに対して､私たちはどのように対処していったらいいのかを今決め

なければいけない｡今から真剣に取り組んでいかなければいけないんだということを強調

いたしまして､お話を終わらせていただきたいと思います｡
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(配布資料)

体 外 受 精 の 開 しヽた 道
生殖医療の未来を考える

科学技術政策研究所

199 9. 2, 1

津田塾大学 金城 清子

-.はじめに

すべては体外受精に始まった

神の領域から､人間が介入できる領域-

リファインされてきた技術･･･-顕微授精-〉クローン動物の誕生

受精卵診断⇒生殖細胞の遺伝子改変

人間⇔動物

日本では著 しく遅れて い る生命倫理 をめぐる議論-･･･技術のあとおいでは間に合わない

科学技術政策研究所 -の期待
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二.法的規制と学問 ･研究の自由

学問 ･研究の自由か､民主的コン トロールか

アメリカとヨーロッパ諸国

オース トラリア ･ヴィク トリア州では､不妊医療手続法を制定 し

人間のクローン作成､人工子宮の作成を禁止

受精卵研究を常設検討諮問委員会の許可制に

違反は処罰の対象-･-白衣の犯罪(whitecoatcrime)

研究者の反応-･-･自由に研究できるところ-移住する

オース トラリア ･ヴィク トリア州の医療研究水準が低下する

クローン研究､遺伝子改変研究をどう考えるか

≡.生殖の商業化､ビジネス化

対照的なイギリスとアメリカ

世界各国における体外受精規制の状況 (日本は日本産科婦人科学会の会告による)

日本 アメリカ ビク トリア州 イギリス フランス ドイツ スウェー-デン

1.法律婚夫婦間 .体外受精 ○ ○ ○ ○ (⊃ ○ ○

2.事実婚夫婦間 .体外受精 × ○ × (⊃ (⊃ × ○

3.夫婦間 .凍結月引受用 ○ (⊃ ○ ○ ○ (⊃ (⊃

4.提供精子頻用 .体外受精 × ○ (⊃ ○ C) (ゝ ×

5.線供卯.使用 .体外受精 〉( ○ ○ (⊃ ○ )く )く

6.増供旺僧用 .体外受精 >く (⊃ ○ () 〉く × ×

7.人エ授捕AJ代理母 × ○ × ○ × × lヽ

8.体外受精型代理母 × ○ × (⊃ X ＼ ヽ

9.両業的代理母 〉く ○ × ○ × × ×
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商業化､ビジネス化の利点

利用者の選択の自由が確保される--人工授精での精子の選択

シングル女性-の実施

提供者の確保･･･-臓器との比較

精子､卵､代理母

医療 と商業化､ビジネス化･･･-保険の適用

私的団体のガイ ドラインの効果

弁護士会･･････強制加入

医師会･･････任意加入

四. さいごに

法によって生殖医療発展の方向を規制できるのか､出来ることは必ず実施 されるのか

国際条約締結の可能性を左右するアメ リカの動向

遺伝子改良はアメ リカの世界戦略なのか
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平成 10年 9月29日

東京都清掃局

閑 寿彰

一般廃棄物 とダイオキシン類

1 一般廃棄物の現状

1)一般廃棄物量の推移

2)処理の現状

3)廃棄物処理に関わるダイオキシン類問題

2 タイ オキシン類の毒性 (安全)に関わる問題

1)間値

2)T･D･Ⅰ

3)規制の考え方

4)摂取の状況

3 一般廃棄物処理における夕'イオキシン類対策

1)ごみの減量 ･リサイクル

2)技術的対策

3T (時間 ･混合 ･温度)

構造 ･維持管理基準

3)東京ス リムプラン

4 東京都におけるタイ オキシン矩削減対策

1)東京都における現況

2)東京都ダイオキシン頬削減取 り組み方針

発生源対策

モニタリング ･調査研究の推進

協働 ･連携の推進

5 その他
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廃棄物に関わるダイオキシン問題の経緯

1983(昭和 58)年 愛媛大学立川教授

ごみ焼却場の飛灰からダイオキシンを検出 ･発表

1984年 厚生省専門家会議

廃棄物処理に係わるダイオキシン問題を評価考察するための

評価基準を 100pg-TEQnCg/日とする｡
1990 (平成 2)年 厚生省

1996年

1997号

1997年

1998年

｢ダイオキシン類発生防止ガイ ドライン｣

新設炉の期待値 0.5pg-･TEQ/Nm3

厚生省

｢ダイオキシンのリスクアセスメントに関する研究会｣

耐容一日摂取量 10pg-TEQ化9日

環境庁 ｢ダイオキシンリスク評価検討委員会｣など

健康 リスク評価指針値 5pgTTEQ/kg/日
厚生省

全国市町村に対 し､ごみ焼却施設からのダイオキシン実態調

査を指示｡

厚生省 ｢ダイオキシン削減対策検討会｣

緊急対策 と恒久対策の基本的考え方を提示｡緊急対策を判断

する目安として 80ng-TEQがm)としたO
厚生省

｢ごみ処理に係わるダイオキシン類発生防止ガイ ドライン｣

(新ガイ ドライン)

全連続炉の.基準値新設 0､ 1叫1-TtQ/～'叫3

既設 旧ガイ ドライン適用炉 0,5
旧ガイ ドライン非適用炉 1

犀｣二省

｢ごみ処理の広域化計画について｣

可能な限 り焼却能力を 300t/日以上 (最低でも 100t)

市町村を広域ブロック区割 りする｡

厚生省 ･環境庁

ダイオキシン類削減のための政省令の改正

燃焼室の焼却能力 新設の基準 既設の基準

1年 後 ]一一5 5年後

ま で 年後 以降

4t/h以上 0.1 基 準 の適 用 を猶予 80 12一一4 1 0.5

( 単位 ng-TEQ/Nm3)
wHO耐用一目摂取量の見直 し

耐用一日摂取量 1-4pg-TEQ化g/目
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スウェーデン TDl アカゲザル

日本頂LTL庁81価リスク評価は紺 d(1996) 生栢母性的坊性丑

wHO､オランダ､カナダ

英､日本呼生省(1996)

TDl

米EPA(1994)

発がんリスクベースは汁

↓
I 0.006

オランダ

HouseCdunc日

経扶植(1996)

日本(1984)

専門蘇会ほ

rf-I:iI-5三二,--I

マウス､ラット

母性全般

NOAEL

J 28.000

0.001 0.01 0.1

1日体皿1kgあたりの

ダイオキシン机取丑

1

ji ,-:チ
日は 独 アクション

TDl

100 1.000 10.000
b)g･TEQ佃 -b.wJday】

一般人の 母乳肌取乳児

ダイオキシンJn牧丘

(主に食品娃Etl)

世知各国のダイオキシン鞭のTD 日嗣 ･Jt関連の苛性什報

pcB油症患者



ダイオキシン頚の暴完状況

ダイオキシン芙栗の盈買主至_C#

耶I:rlLオ与シンlJスケ絹i1.3は｣蔓:=壬

ダイオキシンの環境挙動と人体への主要な暴宗達指

ヽ さ 大都T臣山域 中小郡市1地域 バックグラウンド地域 (pg/kg′day)(pLr/kI:/(I.-ly) (T)ど/kg′day)

食 物 0.26--3.26 ! 0.26-3.26 0.2Li～ :i.2(;

フく 気 0.18 0.15 0.02
水 0.001 0.001 0.001
=L.. 班 0.OS.1 0.OSd 0.ロos

fHl:rTイオ与シンリスケ:ほ甜仝｣岩黒

食物からのダイオキシン頴の摂取量及び哨戒比

分 類 摂収㌫一)(pg-T【.:(Vkg′day) ･fl'fi成比 '-I(i)6)

魚介類 2.i 6L!.̀l
乳製 品 0.36 tt.0

E,I:I-描 .卯 0.35 LU.7
緑色野美 . 0.22 6.7
その他(.fi器) 0.23 7.i

''/招 .:.辞 に i:1.Lて ';:-:1.Si=li,./:7十丁川 スケ1.ruT三によう.!言 訳 ･去るJ
.''譲三三三f三三言霊 ノししていろo

R,'t:号 lf‡･jンEJ.TJ,I:岩美i:LIZ:｣3'i7;I.【;
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1g生省令 (1997)によるt,1迫 ･維持iFq誘ill改正ほの規tJl絹u

:'丘IrEjTl'b'i.rr'iii'q!ii'妄'好Sb'Iltl
;上P,さtt.け止仰 まLF法をP;!A

垢RS.爪革.n k!?..i.T:.
;.Jnよ.q2'ItJ.i.:.ほ月....
ll､●jrl'';～.'X旋'みii'摘●｣_i_ ダイオキシンiAのLLiS

ーngTEqノml

tAn Ll牧

JILOnhT以上0.1 1

2.-4tonhr1 5

2lordlr束24 5 10

斑鳩過はの
対照メニュー

1.炉A;ttの遇正化

2.Ah姓に上る神位比良弧

3,也旭空気妃分の適正化

4.ニ;大望気吹き込みの吐8

5.IRS!鞠への石炭;'O加に
上るSOJけIn

6.Tt的伯iIJa正ほ

7.だLtDリiIほ (∧'Jl叩
8.1e以MrJの域n (̂'71JTl)

… 連はnlこ投入

松旭五

･800●C以上

･･,Wr詔時間2秒以上

･外気と達郎

匝画

統帥灰貯田は備
l

し■- 完全性は

冷却u伯

･おおむね200●C
以下に冷却

偏ガス処理u揃

ん肝紹l生絹

-ガス冷却-H Rモガl 処理 トJ

飴回収.ガス冷却過l星の
対mメニュー

1.,ポイラ伝弘田のダストJufllJq)刺

2.ボイラia迫t.trJのnHn化

3.別正uJJ'ス;令LJItS正とTること

A.ゑ',令システムのはm

5.JkIA朋の方法.仏社の過正化

6.スー トブローの肘厄

lnJJス地域過l星の
対mメニュー

ダイオキシンiA

lJt出は丘刑･nの

ための対抗メニュー

1.完全性旭>1mの31応

2.11泣石山システムのMIT1

3.加払仙三SR化はのMm

LI.WLr押拡化は (柑Ttlll)

5.化学処理は(BllIt【il)

1.忠:や反応J吉のiA正fJと)/A;令LJ)の法化

2./(グフィルターのL=m
コ.活性炭.･,'tはコークスによるIh宕 (皿定見 吹き込み)

4.はtiB:/石EL'Ll金物の吹き込み

5.況式EPflど氾式,'hはのpl∝化
6.AArHIl/ンAlは (Tl･V･WKL.PVTIO痛 打)

7.HIOIIlと叔化n托If1
8.7ミンFt何州rJと生成tq11刑の任m

1997年政省令改正による焼却施設の基準とダイオキシン芙醐り減対策技術



第1章 基布理念と目標

ここ‡kIl.､Jit刑 勿iiJ女をIIlリ7utくlqJ指は､大きく

変化してきています.バブル柑jlJJ'JIJ加持の;irJtのllt

in:･,リサイク/レ0)iulJ引こより.ごみlltuiI･l少して

きてはいますが､判.fJ.の多純化の寿.'.火､ごみとして

ってきています｡

附よ,こ11までも.叩にごみとして川糾され(.:も

のの胤 t'.処州 こととJiうず.そのブtIト.脚 門にさかの

はって､ごみの紺Itや.)IJ･イJ)ルrL･川北していくこ

との必･ai作を.!JiえてきまLT.=｡が､これからは,和

Jiyil!'.J姐に刈する帆tや州 Il川休のIR,J心も人きく'':描

りつつめる申､そのような川作といかに迎りりして､

事埋ま1 榔 貫型社会娃滞システムの実現

J生産.大JL消丸 大Jt廃棄の社会経済システムを見直して.如民.企業･行政のパートナーシツ

もと.ものの生産.流乱 消碑の名指慨で､持源掛 貫と環境への配慮を促進することによ')･頂鳩

負荷の少ない絹l異型社会は済システムを実現さttます｡

日は1 ごみの発生 ･排出を抑制する仕組みづくI)

掛 買型社会は荊システムでは.1買嶋への負荷を商品のコストに反映さtfることで･ごみの

死生 ･IIF出抑制を目指していきます｡貝榊 別こは.飲料昏gSや廃家布製品について･企業に

ょる自己回収を促進することで回収コストの内部化を図っていきます｡

まTc.1引見へ配慮LTC商品の生産 ･流通を促進するTtめ､消r帽 への適正なI耶Eのl昆fI圭を
Jtt進していくとともに.頂鳩マネジメント･監査制度であ引S0-14000シリーズ等の普及

促進に努めていきます｡

さらに.限.)ある取持処分場の延命化を図るため､ごみの発生､排出,処理の各段帽にお

いて,よリー屑の減抗を推進していきます｡

目指2 円洞な沼源循l宗の実現

掛 買型社会Ii:,六システムを実IRL,ていくTcめには.よ')速やかで･かつ滞ることのない持

源弼1芸を形成していくことが必要です｡

卯は､速やかな巧源掛 買という点から.例えばリタ-ナプJL,容器のように･不要となっに

ものをそのままの形状で矧 吏用 (リユース)する仕和みを促進していきます｡

まTc､滞ることのない琉滑稽lSという点からは.例えば再生持源に対するW t:な前要を創

出するにめの相 見用達の開相やほ術rnl光を促進し､天だ佃 源から再生持源使用への柑 灸を進

めていきます.
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J耶IhlとN･JIHO)と11た ｢ilrll訓'J.H云｣の'jlJlいこll'･Jfナた こと､tl'rTL:に､次の2つの).t木川念のもとに､′Iつ

川川t)仙XiをJJil目していくのかが･T(lJi.になってさて の川:T!Ji･ltJげ.その'),'LILに)''･).1て仙U!/L･川迎してい

いよす｡ きます｡

そこで､J>ほも.}'ほ 拭き､化JL紬､･う川川されたご

みをその他頚で処Jllr-4'るというrl'=J.tJliLuIJlのIl;.:‖り｣ ●基本理念 1 循環型†土芸は浦システムの実現

に).tづき､過11.処JItl.を1'n:rl!していくのはも13ろんの ●基本理念 2 掛 買型ごみ処理システムの描法

環境への負荷の仰馴

帽1E型社会は浦システムを目指す中で.ごみの発生.排出抑制を可能なPRリ推進しても.ごみの排出

を完全にtZ口にはできません｡そこで､ごみを収集し.処理する過程においても.そこから生じるJEJ鼻

への負荷を最小PRにJET1刺し.拷源帽1貫の知_7!とl貢嶋への負荷の低減2J)黒に憧れT.:､柑1買型ごみ処1里シス

テムを捕築していきます｡

自区内処理の原則

地l或から出Tcごみは.その他域内で処理するという ｢自区内処哩の原則｣に基づき.佃指の望揃等を

行い.適正処l里をほ保していきます｡

日ほ3 ごみ処理システムにおける渋滞 ･エネルギー回収のJ翔平向上

托生 ･排出抑別を可能なPRF)推進しても.ごみはtfロになるわけではありまt!ん｡そこで.

ごみRIu劉こも ｢循l=｣の考え方を和み込み､Ⅰ買損への負荷をI7i少にした ｢仲 買聖ごみ処理シ

ステム｣を控偶していきます｡

貝†祁勺には､古紙.ぴん､EBなどのほ源物についてマfリアルリサイクルを柁進するとと

もに.消掃工場でLIJみを畑印する1易合に生じるエネルギーを1rJ用したごみ光IGの効封 ヒを回
っていきます｡

まTc､窮よき処'7)t爪の削減という的点から.現在腰椎処'7)t喝の大きな負荷となっている三門掃
工場の旭Lr)灰とプラスチックについてのリサイクルを実相していきます｡

ほ4ごみ処理システムから生じるl岩場への負荷の低減
ごみの処l里過程で生じているJS境への負矧 こついては.珊 垂的に低減を図ります｡

貝体的には､清掃工場から排出されるダイオキシン王Fiを言†画的に削減していくほか.低'JJ.I

享年の導入拡大を図l)ます｡
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東京都におけるダイオキシン類対策の体系図

焼
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設
等

都
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す
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下水処理場の汚泥焼却炉

発
生
源
対
策
の
推
進

す
る
焼
却
施
設

区
市
町
村
等
が
保
有

ダ

イ

オ

キ

シ

ン

類

対

策

既設工場の建曹

プラント更新や施設改造

灰溶融施設の整備

埋立処分場の管撃

排ガス ･飛沃 ･焼却灰 ･排水等の濃度測定

排気ガス ･灰調査

その他の小 - 学校等 競却炉等の使用中止

型焼却炉

ごみ焼却施設等 (清掃施設等)

その他の小型焼却炉

大防法 ･廃描法対象施設

その他の小型焼却炉

技術支援

法令に基づく排出抑制指導

排出抑制指導

法令に基づく排出抑制指導

ダイオキシン類排出抑制対策調査

設備改善のための貸金等融資制度等

対象施設の把握

指導要綱による排出抑制指導

小型焼却炉からの

ダイオキシン頬等排出低減技術調査

排出抑制指導

環境影響評価制度の運用

環境調査
調
査
研
究
の
推
進

モ
ニ
タ
リ
ン
グ

･

制指導の蛍化等

制度の運用

環境モニタリング

水質 ･底質 (内湾 ･河川) - 環境モニタリング

調査手法の検討 ･環境モニタリング

環境モニタリング

調査手法の検討のための調査

内湾魚貝類の調査

濃度と生活環境 (食生活等)の関係

食品からの摂取状況調査

水道水等に係る調査

事業者 ･都民 ･行政との適訳

区絹町村等との迎訳

ごみ会誌､

生 ･移行メカニズム調査､

&lJ定方法､測定の精度管理､

人の暴露状況の推計や生態系への影響評価

検査 ･分析休制の整備

素材の表示､再利用の促進

環境パートナーシップ 情報交換､普及啓発の稚底

東京会誌 郡民のための行動マニュアルの作成
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蓑 都内のダイオキシン票の詞重篤黒

(単位 :pg-Tea/rd)

調 査 地 点 本年度第 1回調査結果 辛孟9年度買主芳美年 平 均10年 6月16日 10年 6月17日 平 均

① 港区白金 0.48 0.29 0.39 0.46

② 目黒区碑文谷 0.49 0.28 0.39 -

③ 大田区東椛谷 0.54 0.37 0.46 0.67

④ 世田谷区世田谷 0.50 0.∫37 0.44 0,73

(9 中野区若宮 0.54 0.68 0.61 -

⑤ 荒川区南千住 0.55 0.19 0.37 -

⑦ 板橋区氷川 0.54 0.46 0.50 -

⑧ 練馬区石神井台 0.59 1.0 0.80 0.74

⑨ 足立区島根 0.45 0.37 0.41 0.96

⑩ 書館区瑳倉 0.24 0.32 0.28 -

⑫江戸川区春江町 0.21 0.23 0.22 0.89

⑫ 八王子市片倉町 0.56 0.61 0.59 0.58

⑬ 立川市錦町 0.48 0.70 0.59 -

⑭ 武蔵野市吉祥寺南 0.64 0.83 0.74 -

⑮ 町田市能ヶ谷 0.52 0.80 0.66 -

⑬ 小金井市本町 0.67 1.4 1.0 -

⑰ 福生市本町 0.44 0.41 0.43 0.53

⑬ 東大和市奈良橋 0.49 0.72 0.61 -

⑩ 清瀬市下宿 0.86 1.5 1.2 1.4

上記地点の平均 0.52 0.79 I 0.78

⑳ 西多摩郡槍原 0.16 0.19 ｢蒜 1 0.16

注) ｢- ｣は平成9年度には調査を実施していないが､本年度から調査を開始した0
-384-



S.貢-_C三～=.弓天S_r=

きき 手 長

三三.-,薄手二者等;=去.'ナる妻.:ガス･JTIJダイオキシン3-

孔定三憲兵

二 者 名 i.脚 .,,,.=≡把郡上 慧 ;fJ三二ri;-lf,こ.:-? 真

津黄=-ii(有無ごみ)

謀 .罵 1%{== 平 戎 S字9月ヰ≡ i.i

壱 ≡ 筈 J' l_号声 平戎:0宇7月2≡ 工.1

2号芳 字義i〇羊7月3≡ 0.35

3号声 平J=ilO字7月4≡ 0.55

天 美. L-i今戸 平成:○宇三月19≡2号声 平JSiC宇5月2053号:夢 平i.卦_時 5月21日4号亭 平,,77210年.5月22日 0.590.530.610.与6

多芋川 2号声 平～J-jZ9年iC月85 i.0

壱 請- l* - 平戎'.0年名月23ヨ2号宗- 平成i〇年6月24日3号づ声 平成lO辛6月25日4号声 平J=ilO辛6月26日 0.650.690.510.23

芸 缶' 1号宇2号声3号声 平J=ij.二〇辛8月2≡平戎lO羊6月42平戒T_0早6月5ヨ 0,300.470.32

}= ヱ 1号房 平戎lO羊1月12ヨ2号京 平,.5210宇1月12日3号J.F 平戎lO羊1月13日4号牢 乎J=ilO宇1月13日 0.560.401.80.30

杉 こ' 0.370.99

光 が 丘 1号房平l=32iC羊i月8ヨ2号牢乎J==lO辛1月8≡ 0.390.41

六ヨ第- 日 号声 平お 年Li月265 1 0.87

2 異 1与声2号苧 平J=A.'lC)幸i月22日平成lO羊1月23日 0.0630.059

有 窮 巨 奇手 平戒∋宇9月24_= 0.095

千 歳【 平L-3iO享5月26日 0.029

江戸川 1号房- 平戎10辛1月28日 0.016

2号牢 乎戎l〇羊1月23ヨ 0.02'i

A F= 一 宇戎10辛2月l8日 0.031

北■ 平成lO亭3月13ヨ 0.025

不然ごみ.寛大ごみ.Rl-星置設

大E第二 3号:声 平成S字7月9ヨ 9ー2

這手ごみ処至芸芸 平J=alO辛3月10日 27

(7=1)-:今亘､京たこ語ら{.たき巧言注である.

(三2)上!三再議工芸の法王手旗

半玉 S三 12月IE:～宇=7LO三 日月3〇三 : 芸等7:這′芋猫 子

平正iO手_2月1日～平成.L14亭日月3C日 80nr T三Q/>l二三

平:7Li三･.2月Li:以IjS lr.A:-T三Q/:～･.T3

(這3)I,.g-T三Q :=2.3,7.81三==/とダイTキシン:二言1三漢真_7'=こ塁′真

T_く(ナノグラム)とこIC増分の lグラムをJ､う.hl_T.I;二ノ/'/マ//立方メ-.-/ンを

示し､講 t2.Te_(G=C∴ 三三);=hLi丁る支序 lこ3を J､う:

(亡べ) ｢讃美17;r)姓空文こく講講.=IielTTる7三捧呈7号ままjlJの己三.こより芋二9宇二2月

Jli:主.こ:3'1三苅良二_た二･一鼻;こ､各庁ご こ.'=互ヨ重を美 琵 ーTL そtl.以前7)･,ilL三.二

二=蔓_Li;こIJたユ

(三5)二,13.塁三､二と･亨請二;鼻,5_-J<r:三rT-二●みIL2_更聖二/_L=て,F=う.
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平戎10芋8月京貢荏

淳 諌 言

区部の清請工湯等における飛灰のダイオキシン蕎

測定結果

調査頁喜飛灰のダイオキシン類凄度

工 場 名 測定日 単位 :ng-TEQ/g

清掃工場(可燃ごみ)

諌 言 一 字,-i9年9月4日 8.2

世田谷* 平成10年7月2日 1.30

天 井 * 平成10辛5月21日 0.89

多摩川 平成9年10月8日 2.9

板 橋* 平成10年6月25日 1.5

葛 飾 * 平成1時 6月2日 J 1.0

足 立 平成10年1月13日 1.9

杉 並 * 平J'iZlO辛7月8日 0.51

光 が 丘 平成10年1月8日 3.8

大田第一 平成9年11月26日 7.5

目 黒 t 平成10年1月23日 0.93

有 明 ー 平成9年9月24日 0.41

一一一 JJ=.不T 房交 平成10年5月26日 0.63

江戸川 平成10辛1月28日 0.24

量 目 平成10享2月18日 0.24

牝* 平成10年5月13日 1 0.57

不燃ごみ.程大ごみ処至義設

大日 第 二 I 平成9年7月9日 2.8

(注1)*:今回､薪たに得られた測定値であるっ

(注2) 荒灰の法基準値;三設定値なし

(注3)ng-TEQ/g .'･三､荒灰1グラム当たり:ニ含まれるダイオキシン頴の量を
･TTT｡

-386-



平Ji10年8月未貢を

清 諌 言

区部の清掃工場等における焼却灰のダイオキシン莞

測定籍呆

工 場 名 調査頁百焼寄灰のダイオキシン類通産測定≡- 単だ'i : ng-T三Q/g

清掃工場 (可燃ごみ)

読 .罵 平成9年9月4日 0.56

世E谷* 字義lO宇7月2日 0.54

大 井 * 平成10年5月21日 0.20

多摩川 平成9年7月17日 0.66

板 橋* 平成 10年6月25日 0.16

葛 飾 下 平成10年6月2日 0.25

足 立 平成 10辛1月13日 1.1

杉 並* 平成10字7月8日 0.32

光が丘 平成 10年1~月8日 1.1

大E3宗 一 平成9年11月19日 0.052

目 黒 平成lO宇1月23日 0.19

有 明 平成9年9月10日 0.016

二 歳 *I 平成10年5月26日 0.043

江戸川 平成 10年1月28日 0.0072

塁 日 平成10羊2月20日 0.13

北* 平成10年5月13日 0.031

不燃ごみ.粗大ごみ処妻遠景

大日第二 平成9年9月10日 0.21

(注1)*:今回､薪たに得られた測定値である｡

(注2)焼却灰の法基準値の設定値なし

(注3)ng-TEQ/g ほ､崇却灰1グラム当たりに含まれるダイオキシン頴の量
を フ下丁 ｡
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生態系に大きなス トレスを与える要因について (メモ)

平成 10年 12月3日

財団法人 環境科学技術研究所

大桃 洋一郎

環境とは何か/環境保全とは何か/理想的な環境とはどんな環境か/地球の歴史を振
り返って理想的な環境といえる時代があったか｡

ビッグバンで宇宙が生まれ地球が誕生した頃は地球に生命はなかった｡それから46
億年､地球上の大気成分は変化し続けて来た｡

生態系に大いなるス トレスを与える要因とその影響を統一的に理解するためには､自
分なりの分類を試みることが役に立つ｡

○ 生態系に大いなるス トレスを与える要因とその影響
Ⅰ.自然災害

地震､雷､山火事､噴火､高潮､台風､突風､集中豪雨､異常気象､病害虫の
異常発生など

Ⅱ.人災
戦争､人口爆発､限りなき欲望は別格として

(1) 物理的環境ス トレス

森林の伐採､護岸工事､ダム建設､干拓など

(2) 生物学的環境ストレス

実際は人口爆発と家畜の増加 (フィンランドのラップ族の例を紹介)が最
も大きなス トレス

天敵の導入 (ハブ退治のマングース)､外来種の侵入 (セイダカアワダチ
草､ブラックバスなど)

(3) 化学物質による環境ス トレス=〉公害

産業活動に伴って使用され､あるいは作り出された物質による環境ス トレ
ス (破壊)

(イ) もともと自然にも存在するが､人為的に過剰に供給されたことによる
環境影響

CO2､CH4､NOx､SOx､03⇒温暖化､酸性雨､光化学スモッグ

温暖化 - 砂漠化､海水面の上昇など

酸性雨 - 化学的森林破壊

尿尿 (窒素､リン酸､カリ)⇒富栄養化⇒水環境悪化
重金属
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(ロ) 人間が新たに作り出したもの
ダイオキシン､フロン (クロロフルオロカーボン)､ある種の農薬や

殺虫剤 (一時､環境ホルモンと言われた)､食品添加物､人工放射性核
種など｡

○ 人災はいつから始まったのか
人間が定着生活に入 り､農業と牧畜を開始した時から森林をつぶして畑にするこ

とによる森林破壊が始まった｡切り倒した木で家を作り､船を作り､薪とした.
アミニズムが一神教 (例えばキリス ト教)に移行して行く過程で更に森林の破壊

が促進されたという説もある｡

○ 環境行政とは何か

産業の発展を維持しながら､環境の保全を図ること｡ 経済学とは富を平等に分
配するための学問⇒予測が当たらないのは ｢人の欲望｣ を計算できないから｡環境
保全も同じこと｡

○ 対策をとる場合の考え方

人災の内､化学物質による環境汚染の場合は､すでに汚染が顕在化してしまって
いる場合が多い｡⇒一時中断しか手がない (?)｡拡ってしまった汚染レベルはバッ
クグランドレベルに移行して行く｡(核実験の場合のように)
新たに発生漁を建設する場合の考え方

｢ゼロ｣release･が理想/少なくともできる限り低減化を図る必要がある｡目安
レベルを決めるには少なくとも2つの情報が必要｡

(∋ 汚染の拡がりに関する予測情報
A地点の×時間後の濃度⇒汚染物質の環境移行モデルとパラメータが必要

② 問題となる物質の生物影響に関する情報

dose-responserelationshipに関する情報
大量投与の生物影響からの外挿⇒どんなに少量でも何がしかの影響はある⇒

対策を取るための考え方としては有効

しかし､low-dose､long-tem､successivedoseのdataを取っておく必要がある｡

註) ①について ｢壊れにくい物質｣の場合は､結局地球環境の中で希釈されるこ
とを期待することになる｡時間の経過に伴う蓄積を無視する訳にはいかない｡
次世代まで考えるのか?
(さについて個体差､弱者に対する影響も考えておく必要がある(radiationeffects

の場合であれば､胎児､幼児､妊婦に対する配慮など)

註) 医薬品安全問題は予防薬か治療薬かで視点がことなる｡治療薬の場合は､患

者と病院又は薬店との間の問題｡日本ように治療薬が医師の介在なしに販売さ
れているのはむしろ異常である｡

遺伝子組み替え農作物は､生産者と消費者の間の問題｡行政が立入って販売
を認めることは､生産者の立場を尊重したことと受取られる.行政上の判断に

ついては後述するが､どの視点に立って判断したかが問われ､それがPAに大
きな影響を与えることになる｡
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註) ①と②に関する情報の信頼度は､考え方とデータの公表による討論と追試に
よって確認される｡

受容性は､その判断の視点がどこにあるかによって決まる｡生産者と消費者

という関係において､より生産者の利益保護のためと受取られた時には消費者
の受容性は低くなる｡製薬会社と患者ではHIVの例が好い例｡

註) 政策決定のシステムは､行政が独断的に決定するケースは極めて少なく､審

議会一情報公開一意見聴取一意見反映一審議会一決定という手続きを踏んでき
ている｡

現在のところ､これに勝るシステムはないと思う｡

問題は素案を作成する動機､審議会メンバーの選択であろう｡

註) 政策に対する評価は､政策立案の動機と､それがもたらす ｢+｣と ｢-｣の
バランスをどのように考えたか｡そのプロセスと ｢-｣面をどの視点で評価し
たかを公表することが前提である.｢-｣面が予想以上に大きくなった場合の措
置の仕方と補償システムを事前に明示できればなお良いと思う｡

○ 環境放射能安全研究の歩み
核実験-原子力施設の安全評価 (再処理-廃棄物)

匪 芸芸芸壷/i差違一夕研究 〕

○ 財団法人 環境科学技術研究所の紹介=〉資料参照
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財団法人 環境科学技術研究所の概要

○設立 :国務大臣科学技術庁長官から財団設立の許可書を受けた日

平成 2年 12月3日

登記手続が完了し､名実共に財団法人環境科学技術研究所となった日

平成 2年 12月6日

○組織及び人員

設立時､理事長以下7名

現在 (平成 10年4月 1E]現在)の組織及び人員は別紙 1のとお り

○敷地面積 :約 7.7ヘクタール (平成 10年4月 1日現在)

○基本財産 :約 20億円

○平成 10年度予算 :約 40.1億円

(補助金 27.5億円､国及び県からの委託費 11.7億円､その他約 0.9億円)

○研究の概要

1.地元の要請

G)原子力施設の周辺環境に及ぼす影響に関する調査研究

②先端的科学技術の開発

青森県 (特に六ヶ所村)のイメージアップに貢献

③地域産業 (農業､畜産業､水産業)の塩興に役立つ研究 -永続的地域共生

2.どのような調査研究を実施 しているか 別紙 2､ 3､4参照

3.将来計画

地元の試験研究機関と協力して地元産業の発展に役立つ研究を推進する｡

･ヰ永続的地域共生のありかたをさ(･る

--- 先端分子生物科学研究センター構想 別紙 5
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組 織 及 び 人 員

会長 (非常助)

理事長 (非常勤)--一一一一---ll----日-I------日

常勤理事 (専務､常務各 l名を含む)-一一一一一一一一---

名

名

名

l

1

5

特任相談役 --------一日-I------一一------2名

調査役 一一一---一一‥一一一一一一一一一---一一一一一一--- 1名

研究職員 ----I---I----------一一--一一一-- 27名

技術職員一1--------一一-一一一‥一一--一一一‥------･3名

事務職員----‥--一一一一一一一----一一一--一一一13名

特別研究員 ---一一一一1-一一一一--一一---日日--一一一---1名

嘱託職員-一一1-------------一一-------一一一一-･3名
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財団法人 環境科学技術研究所が実施 している研究

1.環境動態研究部

(1) 自然 ･社会環境調査

青森県における放射性物質等の環境中移行並びにその影響評価に必要な自然環境パラメ

ータ (気象､地質等)および社会環境パラメータ (人口分布､食品摂取量等)を調査し､

データベース化する｡

(2)環境放射線 (舵)の分布に関する調査研究

青森県における空間放射線線量率 (芋苗線および大地7線)の分布並びに屋内外のラド

ン濃度を浪Tl定し､自然放射線 (能)から受ける被ばく線量の分布図を作成する｡また､そ

の変動要因について研究する｡

(3) 放射性物質等の環境移行に関する調査研究

青森県における放射性物質等の土壌から農畜産物-の移行係数並びに沿岸海水から海産

生物への移行係数 (濃縮係数)を測定し､安全評価パラメータの安全性を実証する｡

六ヶ所村の特殊気象 (やませ)に者目し､全天候型環境シミュレーション施設 (仮称)

を整備し､やませ条件下における放射性物質等の環境中移行について研究するO

放射性物質等の環境中移行模式図
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2.環境シミュレーション研究部

(i) 閉鎖型生態系実寮施設の開発

エネルギーと情報以外､外部との物質のやりとりを一切行わない閉鎖型生態系実額韮設

(ミニ地球)を開発する｡

(2)放射性物質等の環境循昂機構に関する研究

上記の閉鎖型生態系実額施設 (ミニ地球)を用い､放射性物質等が､どのような:形態で

植物圏､動物圏および水圏を循貫し､また蓄積されてゆくかについて研究するO

⊂コ第 工期工事分

J- 第Ⅱ期工事分 (平成 Il年度完成予定)

閉鎖型生態系実験施設の構成と配置図
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3.生物影響研究部

(1) 低線量放射線の寿命に与える影響の研究

SPF(特定の病原菌を持たない)マウスに､セシウムI137ガンマ溝を低韻量率で長

期間 (400日間)連続照射 したのち生産飼育 して､低器量事故対顔照射が寿命に与える影

響について研究するO

また､照射欝と非照射欝について病理組織学的検査を行い､放射線照射の影響について

比鼓検討するO

(照射方法を下に示すO)

ZOmGy/日×400日=8.000mGy

1mGy/日×400日=480mGy

C5-137線 三原

005mGy/日×400日-2OmGy

照射三 上 74GBq

照射量2. 3.7G8q

照射宣3. 185MBq

マウスの系統および実験に用いるマウスの数

B6C3Fl(C57BL♀とC3H♂の子供)

非照射群 (対照群)

低線量率/高線量照射群

低線量率/中線量照射詳

低線量率/低線量照射群

. 適塾_/′

. a
, 塵塾ノ

各々 1.000匹 (♀500､♂500)

合言十4.000匹

そのはかに､モニターマウス (微生物検査用)延べ約 2,000匹
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将 来 計 画

先端分子生物科学研究センター構想

低線量放射線の遺伝的影響に関する研究および環境変動と生休反応機構に関する研究の

ため､先端分子生物科学研究センターを整備する｡

同センター内に整備される遺伝子組換え実験設備等を利用 し､地域の大字や農､書､水

産関係試験研究機関と協力することにより､品種改良､環境浄化技術､新薬や実験動物の

開発等､事業の新たな展開を図る｡

(財)環境科学技術研究所

低線量放射線の遺伝的影

響など

先端分子生物科学研 究セ ンター

(遺伝子工学セ ンター)

県産業関係試験場

農作物の品種改良

県畜産試験場畜産動物の品種改良

県水産試農場

水産動物の品種改良
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